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第１部 自然公園の事業を進めるに当たっての基本的考え方 

Ⅰ－１ 自然公園の事業の位置づけ 
自然公園の事業は、自然公園法（昭和３２年法律１６１号）で規定する国立公園、国定公園等の

保護又は利用のための施設に関する事業及び生態系の維持又は回復を図る事業として公園計画に基

づいて行うものである。 
【自然公園法抜粋】 
（目的） 
第１条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることに

より、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを

目的とする。 
（定義） 
第２条第五号 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関

する計画をいう。 
第２条第六号 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、国立公園又は国定公園

の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。 
第２条第七号 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であって、国立公園又は国

定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。 
 

図１ 自然公園法の仕組み 
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Ⅰ－２ 自然公園の事業の目的 

自然公園法第３条において、国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法（平

成５年法律第９１号）第３条から第５条までに定める環境の保全についての基本理念にのっとり、

優れた自然風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなけれ

ばならないとされている。 
また、国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景

の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様

性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとされている。 
自然公園の事業は、環境基本法の基本理念を踏まえて風景地の保護とその適正な利用の実現に資

する目的で行われるとともに、生物の多様性の確保に配慮することが必要である。次に、環境基本

法の基本理念とそれに基づく環境の保全に関する基本的施策の策定等に係る指針、及び生物の多様

性の確保のための基本となる生物多様性基本法の基本原則を記載する。 
 

Ⅰ－２－１ 環境基本法の基本理念 
 環境基本法の基本理念は次のとおりである。 

（環境の恵沢の享受と承継等） 
第３条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的

な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り

立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって

損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み

豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持され

るように適切に行われなければならない。 
 
（環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等） 
第４条 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減するこ

とその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に

行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少な

い健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨と

し、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行わ

れなければならない。 
 
（国際的協調による地球環境保全の積極的推進） 
第５条 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわた

って確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中

で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会に

おいて我が国の占める地位に応じて、国際的強調の下に積極的に推進されなければならない。 
 
Ⅰ－２－２ 環境の保全に関する基本的施策の策定等に係る指針 

 環境基本法第１４条において、環境保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、

次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的連携を図りつつ総合的かつ計画的に行

わなければならないとしている。 
 １ 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 
 
 ２ 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他生物の多様性の確保が図られるとともに、

森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保
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全されること。 
 
 ３ 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 

Ⅰ－２－３生物多様性基本法の基本原則 
 生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）においては、環境基本法の基本理念にのっとり、生

物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業

者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物

の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多

様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多

様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて

地球環境の保全に寄与することを目的とするとされている。 
（基本原則） 
第３条 生物多様性の保全は、健全で恵み豊かな自然の維持が生物の多様性の保全に欠くことの

できないものであることにかんがみ、野生生物の種の保存等が図られるとともに、多様な自然

環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることを旨として行われなければならない。 
 
２ 生物の多様性の利用は、社会経済活動の変化に伴い生物の多様性が損なわれてきたこと及び

自然資源の利用により国内外の生物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生物

の多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう、国土及び自然資源を持続可能な方法で

利用することを旨として行われなければならない。 
 
３ 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって

成り立っており、科学的に解明されていない事象が多いこと及び一度損なわれた生物の多様性

を再生することが困難であることにかんがみ、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保

全する予防的な取組方法及び事業等との着手後においても生物の多様性の状況を監視し、その

監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組方法により対

応することを旨として行わなければならない。 
 
４ 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性から長期的かつ継続的に多くの利

益がもたらされることにかんがみ、長期的な観点から生態系等の保全及び再生に努めることを

旨として行われなければならない。 
 
５ 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼ

すおそれがあるとともに、生物多様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資す

るとの認識の下に行われなければならない。 
  
 自然公園の事業は、これらの責務を具体的に果たす一つの手段であり、事業実施に当たっては、

その各段階でこれらの基本理念等について十分配慮しなければならない。 
 

Ⅱ－１ 事業を進めるに当たっての視点 

Ⅱ－１－１自然公園の事業の基本的理念 

平成 24 年に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012･2020」では、「国立・国定公園などの

自然公園は生物多様性の保全の屋台骨としての役割を担っている」と記述されており、平成 15
年に閣議決定された「自然再生基本方針」では、「自然環境の価値を再認識し、長い歴史の中で育

まれた地域固有の動植物や生態系その他の自然環境について、生態系の保全や生物種の保護のた

めの取り組みを推進すべきことはもちろん、過去に損なわれた自然環境を積極的に取り戻す自然
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再生によって地域の自然環境を蘇らせることが必要」とされている。 
また、平成元年「自然公園の利用のあり方検討小委員会」報告では、「自然公園は、良好な自然

を維持していくことが前提であり、その利用も基本的には景観や生態系等の自然資源を損なうお

それのない範囲で行われるべきものである。従って、自然公園の利用を考えるに当たっては、自

然の特性や容量の概念を踏まえた『持続的利用』を原則としなければならない」とし、「自然の中

で人間の力を越えた自然の持つ『美しさ』、『偉大さ』、『荘厳さ』、『野生』等を五体五感によって

直接的に体験し、感動や喜びを得るといった利用がまず最優先とされる必要がある。」とされてい

る。 
自然公園の事業は、国立・国定公園の幅広いフィールドにおいて、施設の整備によりこうした

考えに代表される自然公園の保護と適正な利用を実現するための中核的な役割を果たす必要があ

るといえる。 
自然公園の保護の面では、自然公園の基盤である自然環境を場として確保する事業であり、地

域に固有の生態系や動植物種、景観などの自然環境を保護しつつ、その自然環境を活用した自然

環境学習等を積極的に推進していくことが重要である。 
また、自然公園の利用の面では、人々が自然に学び、体験するための自然との豊かなふれあい

の場づくりを行う事業であり、自然体験型利用の推進、過剰な利用への対応、質の高い利用景観

の確保等に配慮したものとすることが重要である。 

 

Ⅱ－１－２自然公園の事業の基本的方針 
生物多様性の保全及び維持可能な利用の推進、ユニバーサルデザインの推進、観光立国の実

現といった国の方針や自然公園に求められる新たなニーズや視点を踏まえて、自然公園の事業

は、保護及び適正な利用に資する施設（ハード）の整備に加え、その適切な維持管理を実施す

るとともに、自然環境学習や適確な情報発信などの運営活動（ソフト）を合わせて実施するこ

とが重要である。それにより、自然公園の事業は、豊かな自然環境の保護とともに、自然との

豊かなふれあいの推進のため重要な役割を果たすべきであり、そのための基本的方針として次

の点を挙げる。 

  

１ 生物多様性の確保や自然環境の保全 

生物多様性国家戦略 2012･2020 においてわが国の生物多様性の屋台骨としての役割を持

つと位置づけられている自然公園において、生物多様性を確保することは国際的にも重要な課

題であるといえる。 
そのため、自然再生や生態系維持回復のための施設の整備等を進めることが重要であり、順

応的な取り組みやモニタリング等の実施のための仕組みを整えつつ実施する。なお、こうした

事業の実施にあたっては、地域の多様な主体が参加・連携して取り組むことが重要であり、事

業実施後の維持管理のことも視野に入れて実施することが重要である。 
また、歩道、特に登山道は周辺自然環境の保全を前提に整備すべき施設であるなど、公園の

利用に伴う生態系への影響を減少させ、最小限にするための施設の整備を実施する。自然公園

の施設は堅固な構造物が適さないことが多く、厳しい気象等の条件があることから、地域の関

係者とも協働して適切に維持管理が行われることがこうした機能を発揮するためには重要であ

る。 
 

２ 自然体験・自然環境学習を実践する場や機会の拡大 
自然と共生する社会の実現に向けて、国民一人ひとりが、自然を体験し、自然が人類に与え

る恵みを理解し、自然を大切に思う気持ちを育むことが大切である。 
そのため、豊かな自然環境を有する自然公園において、自然体験や自然環境学習のフィール

ドとなる場における施設の整備を行うとともに、多様な主体による整備した施設を活用した活

動（プログラム）の実施を推進する。 
特に、自然再生等により生物多様性の保全を推進している場所においては、そうした取り組
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みを踏まえて、自然のしくみや人間と自然との関係を伝える自然環境学習をはじめとする普及

啓発の実施に努める。 
 
３ 安全かつ適切な利用の促進 

  自然公園には、非常に多くの利用者が自然とのふれあいを求めて訪れている。これらの利用

者は、原生的な自然の体験を求める者から手軽に自然の風景を楽しむことを目的とする者まで

様々である。 
そのため、これらの利用者が安全に施設を利用して自然とのふれあいを楽しむことができる

よう、自然環境への影響に配慮しつつ、各施設に求められる安全のレベルに応じた施設の整備

を進める。その際、老朽化等の施設の状況の変化に対応できるよう点検、補修等の維持管理に

ついて、地域の関係者の協力も得て適切に実施することが必要である。 
また、多くの利用者が一時期に集中するなど過剰な利用が見られる場所や適切に自然公園を

利用するための利用者のマナーの改善等が必要な場所においては、マイカー規制や情報提供等

のソフト面での対策に連携して、適切な利用を促進するための施設の整備を推進する。 
 

４ 魅力ある風景づくりの推進 
自然公園は、「優れた自然の風景地の保護と利用」を目的としており、魅力ある風景・景観を

保護し、利用者に提供することが基本であるといえる。自然体験等の活動が活発になった現在

においても多数を占める通過型の利用者や、散策して風景を楽しむ利用者にとって自然公園の

自然と接する重要なポイントであるといえる。また、近年では、ジオパークをはじめ、特徴あ

る景観・資源に着目して、利用者に提供するような取り組みも見られる。 
そのため、自然公園を訪れた利用者に対し、良好な景観を提供するための視点場や、視対象

となる自然的文化的資源について、魅力的な風景づくりを計画する観点から施設の整備を推進

する。その際には、地域の関係者の協力も得て、魅力ある風景を継続的に提供するための維持

管理を適切に実施することが必要である。また、魅力的な風景を利用者に楽しんでもらうため

の解説や情報提供を併せて実施することが重要である。 
 

５ 豊かな自然を誰もが楽しむためのユニバーサルデザインの推進 

自然公園では、優れた自然風景の保護が求められることに加え、急峻な地形や厳しい気象条

件等の制約があり、都市部におけるユニバーサルデザインと同一の考え方、整備基準等をその

まま適用することは困難である。一方で、自然公園には外国人や高齢者など様々な利用者が多

数訪れており、その場所の自然や利用の状況に応じて、集団施設地区をはじめとする必要な場

所においては、“優れた自然から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境づくり”をユニバー

サルデザインの採用により実現することが重要となる。 
そのため、様々な利用者が豊かな自然環境と適切な形でふれあうことができるように、国立

公園の主要な利用拠点において、自然環境の状況に応じた施設のバリアフリー化を推進すると

ともに、観光立国推進基本計画にも対応しつつ、我が国を訪れる外国人が日本の美しい自然環

境にふれ、我が国の生物多様性保全への取り組みに対する理解を促進するためにも、国立公園

施設の標識や自然解説等について多言語表示を進める等ユニバーサルデザインに配慮した取り

組みの強化を図る。 
なお、自然公園においては、施設の整備によって魅力の本質である自然環境や風致景観を損

ねたりすることがないよう、ハードでの対応は自然資源を損なうおそれのない範囲にとどめ、

施設整備で対応できない部分はソフトの工夫で対応することが基本となる。 
 
これらの基本的方針に基づき、よりよい自然公園の事業を行うため、整備される施設の質の

向上を図っていくことが重要である。そのためには、自然公園の施設の整備を実施する行政の

技術者の能力の向上を図るとともに、経済的合理性を考慮しつつ、能力の高い調査・設計・施

工の業者との協働を図る必要がある。その際、自然公園の施設の整備においては、魅力ある風

景づくりや高いレベルの生態系の保護が求められることを踏まえ、風景や生態系などの専門的
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知見を有する専門家を活用することも重要である。 
また、整備した施設においては、利用者の満足度を高め、安全で快適な利用の促進の観点か

らの管理運営の充実を図ることが重要である。 
 特に、国立公園の中核的施設である博物展示施設（ビジターセンター）等の一体的・効率的

な管理運営、現場に即した創意工夫や有料サービスを含めたサービスの範囲の拡大等、きめ細

やかで質の高い管理運営を、国立公園に密着した活動を行い周辺の自然環境等にも精通してい

る団体を適切に活用することにより、当該地域の自然環境や利用者等の状況を踏まえた質の高

いサービスの提供を推進することが必要である。 
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第２部 共通事項 

 第１章 総論 
Ⅰ 適用範囲 

本指針は、自然公園等施設の計画・設計に適用する。ただし、地域の特性その他の事情により適

用しがたい場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限

尊重するものとする。 
 
（解説） 
本指針における自然公園等施設とは、国立公園、国定公園等自然公園における保護又は利用のため

の施設、生態系の維持回復のため又は鳥獣保護区の保全のための施設及び長距離自然歩道など身近な

地域における自然とのふれあいのための施設をいう。 
自然公園等施設にかかる各種施設の定義は、「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正につい

て（平成 5 年 5 月 28 日環自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第 1 条に掲げる施設の定

義と計画上の留意事項」（平成 3 年 7 月 5 日環自計第 125 号、環自国第 382 号）に準じる。 
 
本指針は、自然公園等施設の整備に際しての共通的技術指針を示したものであり、その運用に当た

っては、管理計画等が策定されている場合には、当該管理計画等と整合したものとするとともに地域

の植生、地形、地質等の計画地の立地特性を踏まえ、施設の規模、構造等を十分検討し、景観や自然

環境を著しく損なうことのないよう適切に配慮しなければならない。 
 
なお、地域独自のデザインや素材等が一般に十分周知・定着されている場合、又は寒冷等気象条件

が厳しい地域における整備や既存施設の再整備等で、本指針の適用が合理的でない場合は必ずしも適

用する必要はないが、その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重して計画・設計することが望ま

しい。 
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    公園事業となる施設              本指針での取扱い 

道路及び橋  第３部第１章 歩道 

 橋 ：歩道の付帯施設で取扱い 
 広場及び園地  第３部第２章 園地 

宿舎及び避難小屋  歩道（登山道）の付帯施設で取扱い 
 休憩所、展望施設及び案内所 園地の付帯施設で取扱い 

 野営場、運動場、水泳場、舟遊場 第３部第３章 野営場 
スキー場、スケート場及び乗馬施設  

他人の用に供する車庫、駐車場  第３部第６章 駐車場 
給油施設及び昇降機  
運輸施設（桟橋）  

 給水施設、排水施設、医療救急施設  
公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設 第３部第５章 公衆便所 

博物館、植物園、動物園、水族館  
 博物展示施設 及び野外劇場 第３部第４章 博物展示施設(ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ等) 
 
植生復元施設及び動物繁殖施設 第３部第８章 その他施設 

 砂防施設及び防火施設  
自然再生施設   
 

 
 

           ＊ 公園事業となる施設の種類      自然公園法第 2 条 6 号 … 同施行令第 1 条 

       （太字は直轄事業対象施設） 

 

図 1 公園事業となる施設と本指針での扱い 
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Ⅱ 基本方針 

   
自然公園等施設の計画・設計は、第 1 部Ⅱ－1－２「自然公園の事業の基本的方針」に掲げる 

次の事項が推進されるよう適切に実施する。 
１ 生物多様性の確保や自然環境の保全 

２ 自然体験・自然環境学習を実践する場や機会の拡大 

３ 安全かつ適切な利用の推進 

４ 魅力ある風景づくりの促進 

５ 豊かな自然を誰もが楽しむためのユニバーサルデザインの促進 

 そのため、施設の計画・設計に当たっては、当該施設の利用者層を想定し安全性・快適性の 
確保を考慮しつつ、次に掲げる事項に留意する。 
（１）地域の生物多様性や自然環境への影響を最小限とするよう配慮する。 
（２）景観への影響を最小限とするよう配慮する。 
（３）環境保全への寄与を考慮する。 
（４）経済性を考慮する。 
（５）完成供用後の維持管理を考慮する。 
（６）ハードとソフトの相互補完による質の向上を考慮する。 

 

（１）地域の生物多様性や自然環境への影響を最小限とするよう配慮する。 

・当該地の自然環境と利用者数から適正な規模を決定し、過大・過小な施設とならないように留意す

る。 
・自然環境に悪影響を及ぼすような改変は極力抑えるよう、計画、設計、施工（仮設を含む。）の各

段階で十分注意を払う。 
・施設の配置による生息地の分断など生物多様性に悪影響が生じないよう、生物多様性の各レベル（生

態系、種等）に応じた検討を行う。 
・施設の整備に伴う外来種の持ち込みが極力防止されるように留意する。 

 

（２）景観への影響を最小限にするよう配慮する。 

・自然が主役であり、施設自体は脇役であることを十分認識し、施設の整備に当たっては、施設の位

置・形状が景観に重大な影響を与えないよう十分配慮する。 
・施設の意匠は、立地する場所の景観、環境との調和に配慮する。 
・地域の木材及び石材など自然素材の使用を検討し、自然公園らしい雰囲気となるよう検討を行う。 

 

（３）環境保全への寄与を考慮する。 

・木製の施設を整備する際には、間伐材や地域流通材等の利用について配慮する。 
・廃棄物が発生する場合にリサイクル等を推進するとともに、適切な場合には現場発生材の有効利用

や再生資材の積極的な利用を進める。 
・立地特性を踏まえながら、透水性舗装や小動物の生息に配慮した施設の導入等について留意する。 
・自然採光の採用や省エネルギー設備の導入等について十分考慮する。 
・条件が整う場合は、太陽光発電システム、パッシブソーラーシステム、地中熱利用設備等の再生エ

ネルギーの活用施設の導入を検討する。 

（４）経済性を考慮する 
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・イニシャルコストとランニングコストを合わせたライフサイクルコストの削減のため、耐久性の向

上や容易に更新できる構造等を検討し、施設の規模、構造、材料等の選定を行う。・施設の耐用年

数の長期化を検討し、長寿命化のための維持管理を含めた計画の策定について配意する。 

・構造や工法の選択に当たっては、複数案を比較するなどしてコストの削減を考慮する。 

 

（５）完成供用後の維持管理を考慮する。 

・維持管理負担を軽減させるため、シンプルで無駄のない管理動線や施設の集約など、施設の規模や

配置を工夫する。 
 ・施設の機能を十分に発揮させ、安全・快適な利用を提供するためには、日常の維持管理や保守・点   

検が重要であり、維持管理を考慮した施設となるよう配慮する。 
 
（６）ハードとソフトの相互補完による質の向上を考慮する。 

・利用のための施設（ハード）は、ソフト（管理運営や情報提供）と一体となることでより効果を発

揮することを認識する。 
・利用者に当該地域の自然環境の重要性や魅力、危険箇所等を知らせることが、自然保護、利用促進、

安全確保などにつながることから、さまざまな媒体を利用しての情報提供していく。 
・計画・設計の初期の段階からソフト面の検討を十分行う。 

 
 
（参考）     

自然公園の利用や施設に求められる新たな視点や考え方として重視される「安全の確保」、「ハード

とソフトの相互補完」に関して、参考として下の項目を示す。 

 

①安全の確保 

自然公園の利用は、都市公園の利用と比較すれば「自己責任」の部分が大きいものと考えられる

が、自然公園の利用環境、利用者層とも多様化しており、施設管理者に課せられる施設の計画・設

計段階、維持管理段階での安全対策は、今後さらに重要になってくるものと考えられる。 

そのため、自然公園等施設の安全確保に対する考え方を示し、共通認識としておくことが必要で

ある。 

 

○管理者の責務としての安全確保 

 自然公園において安全・快適な利用を提供するためには、施設の維持・保全が重要である。

施設の維持・保全に当たっては、「施設の機能を十分発揮させる」とともに、「自然公園での事

故・災害の可能性を把握し、出来る限りその発生を抑止する」ことや「万一発生した場合の適

切な対応や再発を防ぐこと」が施設管理者として重要な責務にあげられる。 

 

○ハザードとリスク 

除去すべきハザードと適切な管理が必要なリスクに分類し、それぞれに対する維持管理手法な

どの対応方針を整理することが求められる。 

ハザード・・・利用者が予測し難い事故につながる危険性 

物的ハザード：維持管理の不備によるもの（腐食、摩耗、ねじ等ゆるみの放置等） 
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人的ハザード：本来の目的以外の使用方法、装備の不足等によるもの 

自然災害：噴火や地震など予測不可能な自然現象 

リスク・・・事故回避の可能性がある（ある程度予測可能な）危険性 

物的リスク：通常一般的な身体能力の範囲内で対応可能な施設の構造等に起因するもの（登

山道の段差、急傾斜地等） 

人的リスク：危険性の自己判断等によるもの（立入防止柵を乗り越える等） 

 

○「登山者の自己責任原則の自覚」と「登山道整備者の管理責任」 

登山道は厳しい自然環境をベースに整備がなされるため、登山者は登山道の難易度や天

候等を踏まえ、自らの力量に応じて利用するといった自己責任の自覚が求められる。万一、

事故が発生した場合、登山道整備者としての管理責任と利用者が負うべき自己責任との境界

（それぞれの責任範囲）が問われることになる。登山者の責務と登山道整備内容の関係は、

次のとおりである。 

  表 1  登山者の責務と登山道整備内容の関係 
登山者の責務 登山道整備内容 

気象条件を含む登山道の状

況と自分の力量を見極め

て、的確に判断して登山道

を進むことが出来ること 

的確な登山道の情報の提供 

・登山者が状況判断するための情報 

標識等の統一 

・情報提供項目、標識等のデザインの統一が望ましい 

登山道の難易度区分とそれにふさわしい整備水準 

・登山者の力量にあわせて選べる登山道が必要 

自己責任の原則の自覚  
自己責任の原則の啓蒙 

・自己責任を啓発する看板の整備 

 

○裁判事例にみる安全対策上留意すべき事項 

裁判事例の分析からは、登山道における安全対策の基本的な考え方として、その施設の利

用実態（利用者数、利用者層、利用の態様）に応じて必要な安全対策を講じていくことが重

要とされた。また、以下のような登山道の整備・管理において設置管理者が安全対策上留意

すべき事項が抽出された。 

 

○利用者数が多い登山道では高い安全性が要求される。 

○落石など回避困難な危険に対しては強力な事故防止措置が必要とされる。 

○同一場所での事故、同種の事故は設置管理の瑕疵とされやすく、再発防止のための整備

は優先的に進めるべき。 

○容易に実施可能な対策は放置すると厳しく責任を問われる。 

○危険を知らせるための情報提供の不備は、施設の設置管理の瑕疵に直結する。 

○歩道周辺の自然公物については、利用者によって相当程度利用されていたり歩道の安全

性に影響を及ぼしている場合、歩道と一体としてとらえ事故防止措置を講じるべき。 

○安全確保が困難な登山道への安易な利用者の誘致は控えるべき。このような場合、利用

者の抑制も考える必要がある。 

 

 

②ハードとソフトの相互補完 

ハード（利用のための施設）は、ソフト（管理運営や情報提供等）と一体となることでより効
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果を発揮するものである。一方、維持管理負担やライフサイクルコストを軽減させるために施設

を工夫することも求められる。 

また、利用者に当該地域の自然環境の重要性や魅力、危険箇所等を知らせることが、自然保護、

利用促進、安全確保などにつながることから、さまざまな媒体を利用しての情報提供は不可欠で

ある。 

従って、ハードとソフトの相互補完によって利用の質を高めることや、標識類を含めた情報提

供施設の重要性について示すことが必要である。 

 

○ユニバーサルシステムでの対応 

ユニバーサルデザインは、施設等のハード整備による対応では限界があり、情報提供や

人的支援（サポート）等のソフトでの対応を含めたさまざまな工夫により補完しあうユニバ

ーサルシステムとして対応する。 

 

○維持管理に関する見直し 

・利用状況に応じた開設時期及び利用可能施設の見直しを行う。 

・シンプルで無駄のない管理動線や施設の集約等、管理労力削減を目指した施設配置の見直しを

行う。 

・イニシャルコストとランニングコストを合わせたライフサイクルコストの削減をめざし、耐久

性・更新性にも配慮した施設単体における構造・仕様の見直しを行う。 

・風力・太陽光等の自然エネルギーの活用や新技術の導入等、光熱費削減に寄与する設備システ

ム導入を検討する。 

・開設時期の異なる区域を設定する場合は、区域ごとに柔軟に運用可能な設備システムの検討を

行う。 

 

○公共標識（サイン類）の重要性 

公共標識（サイン施設）は、位置情報や案内情報の他、自然解説や安全に関わる情報等を伝達

し、国立公園における利用の利便性や安全性の他、自然とのふれあいの質を高めるために重要な

施設であることから、多様な利用者の特性に配慮した誰にでもわかりやすい施設を適切に整備す

ることが重要である。 

なお、標識自体が景観要素の一つとなり、地域のイメージの形成や展望地等における修景機能

を果たすこともあるので、設置には十分な景観的配慮が必要である。 
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Ⅲ 整備の手順 
自然公園等施設の整備にかかる全体の手順は、基本計画、基本設計、実施設計、施工に区分され

る。 
 
（解説）  
自然公園等施設の整備は、基本計画、基本設計、実施設計、施工の各段階に区分され、この全体の

手順は、おおむね図 2のとおりである。 
 自然公園の公園事業施設については、原則として整備に際しての上位計画として公園計画の計画決

定及び事業決定があり、整備方針の決定、区域面積等の決定がなされていることから、これらを踏ま

えて、基本計画の作成を行う段階から実施設計までを主な対象とする。 
 自然公園の公園事業施設でない自然公園等施設については、上位計画がない場合、公園計画の計画

決定及び事業決定に相当する手順として、立地選定、基礎調査、資源解析、整備方針の検討等を内容

とする基本構想を実施することが望ましい。 
 また、事業決定などの詳細な決定がなされていない場合等は、基本計画作成後必要な調整を行った

上で事業決定等の手続きを行う必要がある。 
 自然公園等施設は、人と自然のふれあいを仲立ちする役割を持つものであり、現地の自然環境や景

観を十分把握し、常に自然となじんだものとなるよう努力しなければならない。そのためには、基本

計画から実施設計及び施工管理に至る全行程の各ステージにおいて、常に事業の目的や現地へのフィ

ードバックを図りながら熟度を高めていくことが重要である。 
 なお、自然公園等施設は、歩道のような線的な施設、大規模な園地や野営場等のように一定の広が

りを持つ面的な施設、比較的小規模な園地や駐車場などの点的な施設のように区分することができ、

また、面的な施設についても部分的な再整備を行う場合などは点的な施設として取り扱うなど、整備

範囲、整備形態等によって性格が異なる面があることから、調査や測量の実施、設計図面のとりまと

め等についてはその性格に応じた実施内容とするよう配意する。 
 また、園地と野営場の組み合わせなど複合する施設の整備に当たっては、ゾーニング、動線、施設

等の計画において総合的な観点に配慮した上で、面的な施設としての実施内容とする。 
 さらに、点的な施設や既存施設の再整備等においては、必要に応じて基本計画と基本設計の一体的

な実施や各段階の省略など合理的な作業を検討する。 
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図 2 自然公園等施設の整備の手順 

 

設計図書等の作成については、「自然公園等工事設計図作成要領及び同解説（自然公園編）平

成14年 10月 環境省自然環境局自然環境整備課」を適用する。 

（上位計画） 上 位 計 画

計 画 調 査

（基本計画レベル）

基 本 計 画

設 計 調 査

（基本設計レベル） ・基本設計方針の設定

・施設の位置・規模・内容等の検討

基 本 設 計

（実施設計レベル） 実 施 設 計

　積　算　

　発　注　

（施工）

工　事

　検　査　

供 用 開 始

維 持 管 理

・地形測量，現地踏査等による自然環境状況把握

・環境保全上及び利用上必要な配慮事項の調査・整理

・与条件の確認・整理（上位計画・基本計画レベルの内容等）

・変更設計等，諸手続の変更

・基本設計図，基本設計説明書，管理・運営計画の作成

・設計条件の整理、設計資料収集等

・実施設計図，工事仕様書の作成

・概算工事費及び整備年次期間、管理運営計画の検討

・詳細測量及び移植木、撤去構造物等詳細調査

・公園計画決定、公園事業決定等上位計画

・与条件の確認・整理（公園計画・事業決定等上位計画の内容等）

・現地調査・資料収集による立地条件等の把握、解析、評価

・導入すべき活動及び施設の検討

・基本計画方針の策定

・ゾーニング計画、動線計画、施設計画、空間構成計画、管理運営
計画の検討

・展示基本計画、活動計画、管理･運営計画、施設計画の検討

・基本計画図・基本計画書の作成

施工管理
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 表 2 各段階での検討項目ととりまとめに関する内容 

段階 検討項目 とりまとめ（図書） 

基本計画 

与条件の確認・整理 公園計画の計画決定、事業決定及びその前提となっ

た調査内容 等 

基本計画図 

1/500～1/25,000 

必要に応じて 

 主要断面図 

 整備関係図 

 ゾーニング図 等 

 

基本計画説明書 

 

計画調査 自然条件：地形・地質、植生・植物、動物、生態系、

景観、気象、水 

人文条件：人文資源、地域との関連、野外レク、自

然とのふれあい 

社会条件：上位計画及び土地利用、権利制限関係、

インフラ 

その他の条件：利用動向、到達性、周辺の興味対象、

協力組織・機関等  

基本計画方針の設定 保全方針 

整備方針 

導入すべき活動及び施設の基本的な考え方 

管理運営の基本的考え方 

施設計画（展示計画） 基本計画方針で示された目的、役割、機能等を施設

として具体化する検討（必要に応じてゾーン計画、

動線計画、空間構成計画） 

活動計画                        

概算工事費及び整備

年次計画 

概算工事費 

整備年次計画 

管理運営計画 基本的内容 

管理運営体制 

自然解説（体験）活動プログラム 

 

基本設計 

事業評価 計画調査、概算工事費及び整備年次計画等から、事

業実施による効果を検討 

基本設計図 

1/500～1/25,000 

地下埋設物、造成、排

水系統については別

途図面作成 

必要に応じて 

 部分平面図 

 概略構造図 

 断面図 等 

 

基本設計説明書 

 

与条件の確認・整理 上位計画、各種調査及び関連機関からの指示事項 

設計調査・測量 計画調査を踏まえ、詳細の把握のため必要な項目に

ついて、現地調査、資料調査、聞き取り調査等 

測量：平面測量、縦横断測量 

基本設計方針の設定 計画する施設の環境影響や環境共生機能を検討し、

施設の整備水準、保全対象、保全対応方針等 

施設の位置・規模・内

容等 

位置 

規模：広さ（面積）、大きさ（高さ）、数量等 

内容：形態、構造、色彩、材料等 

概算工事費及び整備

年次計画 

概算工事費 

工事期間及び整備年次計画 

管理運営計画 基本計画で明らかにされた施設内容と個別の施設の

管理運営方法に基づき、より具体的な管理運営計画

を定める 

 

実施設計 

事業評価 基本設計で行った事業評価の効果を確認、または再

検討 

実施設計図 

①施工位置図 

 ②現況分析図 

 ③実施設計平面図 

 ④施設詳細図 

 ⑤施工法、仮設等 

 

実施設計説明書 

特記仕様書 

数量計算書 

工事費内訳書 

設計条件の確認 現地での実現性、実施方法についての資料収集、詳

細踏査。必要に応じて、実施設計のための測量、土

壌・土質等の詳細確認。 

実施設計図の作成 機能性、安全性、快適性、デザイン性、環境との調

和性などの面から詳細な検討を行い、工事の内容が

十分に把握できる設計図書を作成 

実施設計説明書の作

成 

施設の整備に際しての具体的な工事内容や指示をわ

かりやすくとりまとめる 

特記仕様書の作成 設計図だけでは表現できない事項や、補足すべき事

項を記した図書 

数量計算 工種別の施工数量及び必要な材料、数量の算出 

工事費算出 工事発注の資料となる工事費の算出 

施工管理 
施工管理 施工工期及び品質管理とともに、工事に際しての環

境影響を最小限とするよう適切な管理 
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    表 3 歩道計画設計主要図書一覧 

  基本計画 基本設計 実施設計 縮  尺 備  考 

位   置   図  ○ ○ ○ 1/25,000～1/50,000   

現 況 分 析 図 

○     1/10,000～1/50,000 施工前の工事箇所の状況を示

し、既存物件、周辺取付等工

事の支障となるものや植生等

周辺環境への影響を確認す

る。 

  ○   1/5,000 

    ○ 1/5,000 

基本計画平面図 ○     1/5,000～1/25,000   

基本設計平面図   ○   1/5,000 注)１ 

実施設計平面図     ○ 1/5,000 注)１ 

 平 面図（割付）     ○ 1/1,000～1/5,000 
路線上の構造物や付帯施設等

の位置を明確にする。 

 平面図（伐開）     ○ 1/1,000～1/5,000 

既存樹木、草地等の伐開範囲

を示し、その数量を明確にす

る。残すべき植生等は明示す

る。 

部分拡大平面図     ○ 1/200～1/500 出入口や他の施設との接合部 

縦   断   図     ○ 
Ｈ:1/2,500 

Ｖ:1/500 

100ｍピッチを目安に縦断勾

配を示し、橋、階段等の構造

物の位置を示す。 

横    断    図     ○ 1/20～1/50 
100ｍピッチを目安に断面図

を作成、切・盛土量を確認す

る。 

部分拡大縦横断図     ○ 1/200 
渓床や岩場等の特殊施工部や

橋などの施設の位置を明示す

る。 

標準断面図     ○ 1/10 
路体の標準的な幅員・構造等

を示す。 

詳   細   図     ○ 1/10～1/50 
路面の仕様、標識類等付帯設

備の構造等 

付帯施設計画図   ○   1/500～1/1,000 注)２ 

付帯施設詳細図     ○ 1/100～1/200 注)２ 

各工事仕上表   ○ ○     

報告書・説明書 ○ ○ ○     

工事費概算書 ○ ○       

工事費内訳書     ○     

数量計算書     ○     

特記仕様書     ○     

注)1．縮尺については，事業規模，施設の種類等により異なり、目安の縮尺である。園路タイプ等 

  の歩道の基本設計平面図、詳細設計平面図等は、園地に準じた1/500～1/1,000が望ましい。 

  2. 付帯施設計画図・詳細図は、歩道に付帯する駐車場・公衆便所等の付帯施設に関するもので、 

  歩道周辺の自然環境の保全措置や植栽等の修景措置に関する図面と組み合わせることができる。 
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      表 4 園地計画・設計主要図書一覧 

基本計画 基本設計 実施設計 縮　　尺

位　　置　　図 ○ ○ ○ 1/25,000～1/50,000

○  1/1,000～1/2,500

現 況 分 析 図 ○  1/500～1/1,000

○  1/500～1/1,000

基本計画平面図 ○  1/500～1/1,000

基本設計平面図 ○  1/500～1/1,000

実施設計平面図 ○  1/200～1/500

主要施設平面図 ○  1/100～1/200

造成計画平面図 ○  1/500

造 成 平 面 図 ○  1/200～1/500

造 成 断 面 図 ○  1/200～1/500

施 設 配 置 図 ○  1/500～1/1,000

施 設 平 面 図 ○  1/200～1/500

施 設 詳 細 図 ○  1/10～1/100

植栽計画平面図 ○  1/500～1/1,000

植 栽 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

植 栽 詳 細 図 ○  1/10～1/100

排水系統計画図 ○  1/500～1/1,000

排 水 平 面 図 ○  1/500

排 水 縦 断 図 ○  1/100～1/500

排 水 詳 細 図 ○  1/10～1/100

給水系統計画図 ○  1/500～1/1,000

給 水 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

給 水 詳 細 図 ○  1/10～1/100

電気系統計画図 ○  1/500～1/1,000

電 気 平 面 図 ○  1/200～1/500

電 気 詳 細 図 ○  1/10～1/100

報告書・説明書 ○ ○ ○

工事費概算書 ○ ○

工事費内訳書 ○

数 量 計 算 書 ○

特 記 仕 様 書 ○

　＊　園地のタイプ，事業規模，施設の種類等により，成果品の
　　内容は異なる。
　＊　縮尺についても，事業規模，施設の種類等により異なり，目
　　安の縮尺である。
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表 5 野営場計画・設計主要図書一覧 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画 基本設計 実施設計 縮　　尺

位　　置　　図 ○ ○ ○ 1/25,000～1/50,000

○  1/1,000～1/5,000

現 況 分 析 図 ○  1/500～1/2,000

○  1/500～1/1,000

基本計画平面図 ○  1/500～1/1,000

基本設計平面図 ○  1/500～1/1,000

実施設計平面図 ○  1/200～1/500

主要施設平面図 ○  1/100～1/500

造成計画平面図 ○  1/500～1/1,000

造 成 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

造 成 断 面 図 ○  1/200～1/500

施 設 配 置 図 ○  1/500～1/1,000

施 設 平 面 図 ○  1/200～1/500

施 設 詳 細 図 ○  1/10～1/100

植栽計画平面図 ○  1/500～1/100

植 栽 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

植 栽 詳 細 図 ○  1/10～1/100

排水系統計画図 ○  1/500～1/1,000

排 水 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

排 水 縦 断 図 ○  1/100～1/500

排 水 詳 細 図 ○  1/10～1/100

給水系統計画図 ○  1/500～1/1,000

給 水 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

給 水 詳 細 図 ○  1/10～1/100

電気系統計画図 ○  1/500～1/1,000

電 気 平 面 図 ○  1/500～1/1,000

電 気 詳 細 図 ○  1/10～1/100

報告書・説明書 ○ ○ ○

工事費概算書 ○ ○

工事費内訳書 ○

数 量 計 算 書 ○

特 記 仕 様 書 ○

　＊　野営場のタイプ，事業規模，施設の種類等により，成果品の
　　内容は異なる。
　＊　縮尺についても，事業規模，施設の種類等により異なり，目
　　安の縮尺である。
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表6 ビジターセンター計画・設計主要図書一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画 基本設計 実施設計 縮　　尺
○ 1/1,000～1/5,000

○ 1/500～1/1,000
○ 1/500

○ 1/500～1/1,000

○ 1/500(～1/1,000)

○ 1/500(～1/1,000)

位置図 (案内図 ) ○ ○ ○ 1/5,000～1/25,000

配 置 図 ○ ○ ○ 1/200～1/500

平 面 図 ○ ○ ○ 1/100又は1/200

立 面 図 ○ ○ ○ 1/100又は1/200

断 面 図 ○ ○ ○ 1/100又は1/200

そ の 他 関 係 図 ○ ○ ○ 注)4

○

○

○ 1/500～1/1,000

○ 1/200～1/500

○ 1/200～1/500

○ 注)5

○ 注)5

○ 注)5

○ 注)5

○ 注)5

○ 注)5

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○

現 況 分 析 図

基 本 計 画 平 面 図

展 示 計 画 詳 細 図

造 成 計 画 平 面 図

造 成 平 面 図

造 成 断 面 図

基 本 設 計 平 面 図

実 施 設 計 平 面 図

建物関係図

展 示 計 画 基 本 設 計 図

修 景 計 画 図

修 景 詳 細 図

各 工 事 仕 上 表

報 告 書 ・ 説 明 書

付 帯 施 設 計 画 図

付 帯 施 設 詳 細 図

周 辺 整 備 計 画 図

周 辺 整 備 詳 細 図

　 4. 付帯施設計画図・詳細図は、ビジターセンターに付帯する駐車場・公衆便所等

　　の付帯施設に関するもの、周辺整備計画図・詳細図は、ビジターセンターに併設

　　される自然研究路・自然観察施設等や屋外電気・給排水設備等ビジターセンター

　　周りにおける外構整備に関するものとする。

　　　また、修景計画図・詳細図は、ビジターセンター周辺の自然環境の保全措置や

　　植栽等の修景措置に関するものとし、付帯施設、周辺整備及び修景計画に関する

　　図面は、それぞれ組み合わせることができる。

注)1．ビジターセンターの性格，事業規模，付帯施設の種類等により図書の内容は異なる。

 　2．縮尺についても，事業規模，施設の種類等により異なり、目安の縮尺である。

　 3. 基本計画レベルで透視図(外観図)、環境

　　 共生配慮関係図面、基本設計レベルでは建築(構造)基本設計図、景観分析図若し

　　 くは外観検討関係図等がある。実施設計レベルのものは表7を参照。

工 事 費 概 算 書

工 事 費 内 訳 書

数 量 計 算 書

特 記 仕 様 書
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表 7 「建築工事設計図書作成基準」による設計図書の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設計図書等の作成については、「自然公園等工事設計図作成要領及び同解説（自然公園編）平

成14年 10月 環境省自然環境局自然環境整備課」を適用する。 

 

順序 図書の名称 縮　　尺 備　　　　考

1 表　　　　　紙  図面枚数が少ない場合は、省略することができる。

2 図　面　目　録  同上

3 仕　　様　　書 「建築工事設計図書作成標準」第５章による。

4 仕　　上　　表  共通原図を使用することができる。

5 案　　内　　図  縮尺は、特定行政庁で定めている場合は、それに
よる。

6 配　　置　　図 1/100又は1/200  必要に応じ1/300、1/500又は1/600を用いること
ができる。

7 平　　面　　図 1/100又は1/200

8 立　　面　　図 1/100又は1/200

9 断　　面　　図 1/100又は1/200

10 矩　　計　　図 1/30 又は 1/50

11 詳　　細　　図 1/30 又は 1/50  必要に応じ1/２、1/3、1/5、1/10又は1/20を用い
ることができる。

12 展　　開　　図 1/30 又は 1/50  詳細図と組み合わせることができる。

13 天　井　伏　図 1/100又は1/200

14 建　　具　　表 1/50 又は1/100  共通原図を使用することができる。

15 基　　　　　礎
基 礎 梁 伏 図

1/100又は1/200  断面リスト、基礎配筋図又は各部配筋図と組み合
わせることができる。

16 各　階　伏　図 1/100又は1/200  同上

17 軸　　組　　図 1/100又は1/200  必要に応じ作成する。

18 断 面 リ ス ト 1/30 又は 1/50  共通原図を使用することができる。 

19 基 礎 配 筋 図 1/30 又は 1/50

20 各 部 配 筋 図 1/30 又は 1/50

21 鉄 骨 詳 細 図 1/20 又は 1/30  必要に応じ1/5又は1/10を用いることができる。

22 工作物等詳細図  案内図又は配筋図と組み合わせることができる。

　（注）１．同一原図用紙に２以上の異なる図を記入することができる。
　　　　２．建物が２棟以上ある場合は、棟別に必要な図を順序に従い作成する。
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留意すべき事項 
１．市民（住民）参加の形態 

国や地方の財政悪化や行政に対する効率性、透明性確保の要求等を背景として市民が公共事業等

の決定に参加を求めてくるようになり、その手法としてパブリックインボルブメント（PI）が用い

られ始めている。 

(１) パブリックコメント(PC） 

行政機関等の意思決定に当たって広く国民に素案を公表し、これに出された意見を参考にして

行政が意思決定を行なうもの。行政改革の議論において｢各省庁が基本的な政策の立案を行なうに

当たって、広く国民から意見を求め、これを考慮しながら最終的な意思決定を行う｣制度が必要だ

と指摘された。平成11年3月に閣議決定され同年４月から運用が行われている。また、審議会など

で国民の意見を募集する動きは以前からあったが、閣議決定をきっかけに「規制」以外の分野で

も活用する動き（任意の意見募集）が広がっている。 

パブリックコメントでは行政と市民（住民）との双方向のコミュニケーション、協働（パート

ナーシップ）という概念は見られない。 

 

(２) 住民投票 

地域の重要な問題について住民が直接投票等によって意思を表明する方法で、公共事業等で事

業等を実施するか否かを住民意思の表明の手段として行なわれることがある。 

憲法と地方自治法には、地方自治体にのみ通用される「地方自治特別法」制定と直接請求によ

る議会の解散、議員首長の解職の２つの場合には住民投票実施が規定されているが、特定テーマ

の賛否を問う住民投票には法的根拠がなく、投票結果は法的拘束力を持たない。ただ、憲法94条

及び地方自治法14条により、法律に反しない限り条例制定ができるため、住民投票条例を設けて

いる自治体もある。 

 

(３) パブリックインボルブメント(PI） 

1990年代にアメリカフロリダ州で長期交通計画を策定するために州政府と都市圏計画機構

（NGO）との間で合意形成のために用いられた手法。わが国でも経済審議会「地域経済・社会資本

部会報告書」で社会資本整備運営のシステムの構築のために活用の必要性がうたわれている。 

PIは「地域住民に限らず、関係する公共政策・事業により影響を受ける様々な関係者（無関心

層や民間団体、関連団体、他の政府機関や市民以外の国民等も含まれる）を巻き込みながら、基

本計画・方針策定の当初から関係情報を提供し、それに対する意見・意思をフィードバックした

り意見交換して計画を改善するといった、関係者が計画等の策定過程を知る機会を設けながら、

行政と関係者とのより良い合意形成を効率的に推進することを目的として行政が行なう、主とし

て情報提供や意見交換のための種々の手法を組み合わせた一連のシステム｣（渡邉満、郵政研究所

月報、2001.8）と定義づけている。 

また、これを次頁のようなイメージ図として表している。 
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図 3 PＩのイメージ 

 

また、PIを効果的に運営するための手法は次のとおり整理される。 

 

 

表 8 主なPI手法 
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２ 望ましい合意形成のために 

地域住民や土地所有者等の事業と極めて直接的な利害関係がある者に対しては、従来から地元自

治体を通しての説明や事業主体の説明会開催によって直接間接の意見聴取とその反映を図ってき

ており、比較的コミュニケーションが図られているといえるが、直接の利害関係以外の市民（住民）

や団体（直接利害のボーダーラインは明確にしにくいが）とのコミュニケーションが何らかの理由

により全く図られていなかったり、希薄になった状態の場合に問題が生じている。 

公共性の内容についての考え方は、行政と市民（住民）や市民（住民）団体等と対立する場合が

しばしば見られるとともに、コミュニケーションが不足すればそれだけ問題化することが多いこと

は、過去の公共事業の例からも読み取ることが出来る。 

このことから、自然公園事業について直接の利害関係以外の市民（住民）や団体との公共性の内

容（自然環境の保全の考え方や利用、整備の方法等）に関する望ましい合意形成のあり方を最近の

調査研究報告、他の公共事業の合意形成事例、自然公園の実践事例から以下にまとめる。 

 

（1）行政プロセスの各段階での早い時期から情報公開 

現在は、自然公園事業の上位計書に当たる公園計画の再検討や見直し時点でパブリックコメン

ト（PC）を実施しているが、市民（住民）団体等とは自然環境の評価や当該自然環境の利用のあ

り方等基本的な事柄で考え方の相違がある場合がある。 

従前、このことを行政が放置して次の段階に進んだため、市民（住民）団体との軋轢を生んだ

事例がある。 

従って、公園計画の決定時点から、事業の進捗に合わせた各段階での情報公開が必要である。 

なお、情報の公開に当たっては、市民（住民）等にいたずらに混乱を起こさないよう時期と方

法を十分に検討することも必要である。 

 

（2）情報公開に当たっての多様なメディアの利用と参加の機会の確保 

地域住民、地域団体のみならず広く関係者の意見を聴取することは、事業の透明性の確保や事

業の合意形成に欠かせないものであり、地域広報のみならずインターネット等により誰でもが知

り得る方法を用いることが必要である。 

そして、事後のトラブルを回避し、事業によって整備された施設が適切に利用、維持管理され

るためには関係者の参加の機会を確保することが必要である。 

 

（3）パートナーシップ（協働）の確立と市民（住民）活動の支援 

パートナーシップとは、行政と市民（住民）団体等が対等な立場で協力、協調関係を築いてい

くことである。相手の主張立場を理解し、パートナーシップを確立することが信頼関係を築き、

合意形成をスムーズに進める上で欠かせないものである。パートナーシップの確立に当たっては、

公式の会議等の場でのみならず、あらゆる機会を通じて市民（住民）団体等の関係者と接触を図

ることも必要である。 

また、日常的な市民（住民）活動の支援により市民（住民）活動の成熟化と信頼関係の醸成に

より、事業実施後の施設の維持管理や環境教育の実施等でも協働による作業が期待できる。 

 

（4）十分な合意形成期間の確保 

事業の全体規模を見極めて調査期間、計画期間、設計期間、工事期間を十分確保し、工事は翌

年度に実施する等、合意形成を図る時間を確保することが必要である。 
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合意形成に当たって、予め合意形成の期間を定めてしまうと自由な討議が阻害され、行政の規

定路線を走らされている等の不満を生むことにもなりかねない。 

 

（5）適切なコミュニケーションツールを採用 

合意形成を図っていく上では、パブリックコメント（PC）のような片方向の流れではなく、双

方向の流れが必要であり、このためにはパブリックインボルブメント（PI）のような考え方をと

り入れることが必要である。パブリックインボルブメント（PI）を実施するためには表8 のよう

に多くの手法があり、これらをTPOに応じて適切に用いることが重要である。 

なお、一般的に公共事業ではワークショップの手法が多く用いられている。 

いずれの手法を用いるとしても、合意形成のプロセスの中で市民（住民）意見を事業実施のプ

ロセスにフィードバックしていく姿勢を保つことが必要である。 

 

（6）事業計画の共同立案に係る望ましい合意形成フロー 

これまで述べてきたとおり、事業計画の実施に関する市民（住民）との合意の形成は非常に困

難である。 

その根本的な理由は、行政側が市民（住民）に事業案を説明する段階で既に計画が出来あがっ

ており、市民（住民）側の意向を反映させる余地がなく、計画が動き出すと中止することが出来

ないという行政側への不信感にある。 

従って、これまで述べてきたパブリックインボルブメント（PI）手法に基づいて、行政に対す

る市民（住民）側からの不信感を払拭し、事業実施に向けての合意を形成するために現時点で理

想的と考えられる手続きについて、次頁にフロー化した。 

 

（7）その他 

①行政の体制整備、人材育成 

自然を感性豊かに知り、地元住民や市民（住民）団体と接触する地域密着型の職員が少なくなっ

ていることが、合意形成がうまくいかない１つの原因とする声もある。事業実施での直接的な合意

形成のあり方のみならず、合意形成を推進するための体制整備と人材育成が課題である。 

②ファシリテーター（モデレィター、メディレター）の養成 

ワークショップ等をスムーズに運営していくためには進行役が必要であるが、この役割を担うの

がファシリテーターである。事業の内容を知り、参加者をまとめていくためには高度の知識と技術

が必要であり、今後ワークショップが多用されるようになれば、このような人材が不足することも

考えられるので、行政側、市民（住民）側を問わず、このような人材を養成しておくことが必要と

なってくる。 
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図 4 事業計画の共同立案に関する合意形成プロセスフロー 
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Ⅳ 基本計画 
Ⅳ－１ 基本計画の考え方 
自然公園等の施設の基本計画では、上位計画での決定を踏まえ、基本計画方針を設定しゾーニ

ング、利用動線、施設の種類・配置・規模・構造、空間構成等の基本的方向を定めるとともに、

概算工事費、整備年次計画、整備後の管理運営の方針を示す。   
（解説） 
自然公園等の施設の基本計画では、上位計画での決定を踏まえ、基本計画方針を設定しゾーニング、

利用動線、施設の種類・配置・規模・構造、空間構成等の基本的方向を定めるとともに、概算工事費、

整備年次計画、整備後の管理運営の方針を示す。 
 
その際、周辺と一体的な自然環境の保全、生物多様性の確保等にも配慮し、現地の自然環境の状況

に応じて、生物生息空間や緑化空間、親水空間の整備等自然の復元、創出にも留意する。 
また、立地条件に応じて、自然とのふれあい活動や自然体験、環境教育の場として適切に機能する

よう、活動プログラムや管理運営方針と併せて検討することが必要である。 
 

（ⅰ）与条件の確認・整理 
基本計画での与条件には、公園計画の計画決定、事業決定及びその前提となった自然条件、社会条

件等の調査が含まれる。 
自然公園の公園事業施設においては、基本計画は公園計画の計画決定、事業決定の内容を具現化す

るものであり、公園計画の計画決定、事業決定及びその前提となった調査内容等が与条件となる。 
公園計画の整備方針等により、タイプ分けが必要な場合、又は、単独の施設とするか複合的な施設

とするか、その性格等を整理する。  
主な確認事項は、次のとおりである。 
・ 上位計画の内容 
・ 既存歩道の有無、状況 
・ 利用施設（野営場、宿泊施設、ビジターセンター等）の整備状況 
・ 利便施設（駐車場、公衆便所、案内所、水場等）の整備状況 
・ 主要な興味地点、解説対象（野生生物の生息地、展望地、自然植生、渓谷、滝等）の分布状況 
・ 地形（尾根、谷、勾配の緩急、河川、湖沼、海岸等）の状況 
・ 気象（積雪、降雨、常風方向等）の状況 
・ 安全性（有毒ガスの発生の有無、落石、崩壊、雪崩、地滑り等）の状況 
・ 公共交通機関やマイカーによる到達性、アクセスの状況 
・ 利用状況（利用者数、月別利用状況、利用タイプ・形態・動態等） 
・ 管理状況（管理者、管理の密度等） 
・ 現場発生材調達の可能性 
 

（ⅱ）計画調査 
 与条件の確認・整理を踏まえて、計画方針の設定等に必要な資料収集や自然・人文・社会条件等立

地特性の整理、把握、解析を目的とした計画調査を実施する。 
調査項目、調査の精度、調査の方法等調査の内容は、与条件や地区の立地特性等を踏まえて、必要

かつ無駄のない調査とすることが必要である。 
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①調査項目 
調査項目は、表9 の調査項目の中から必要なものを選定する。 
 

表9 計画調査の調査項目 

基本項目 大 項 目 小  項  目 

自 然 条 件 地 形 ， 地 質 山岳・丘陵・段丘・河川・湖沼等の地形、岩石・鉱物の露頭、化石など

の産地、地質構造，噴火・噴気・温泉・雪渓等の自然現象，土壌の理学

的・科学的性質など 

植 生 ， 植 物 植物相及び植生の概要（現存植生，群落特性など）、貴重な植物・注

目すべき植物の分布、巨樹巨木の分布、植物からみた計画地の環境

特性、有毒・有害植物の分布など 

動 物 動物相、貴重な動物の生息の有無、野鳥・昆虫類等の種類と分布、注

目すべき動物種の行動範囲・営巣区域・採餌区域・移動経路、動物の

生息環境特性からみた計画地の環境特性など 

生 態 系 上位性、典型性、特殊性など 

景 観 景観の特徴・特性、興味深い景観や自然現象の有無、視野の広がり、

視点場など 

気 象 気温(月別平均、最高、最低)、晴天日数、日照時間、降水量、積雪量、

風向など 

水 水質、水量、水源までの距離、排水の流下方向など 

人 文 条 件 人 文 資 源 文化財、史跡名勝、伝統文化、伝統行事、地域の歴史など 

地 域 と の 関 連 地域の文化特性、特産品、習慣、物資の調達性，地域との交流の可能

性など 

野 外 レ ク 既存レクリエーション施設の有無・状況、関係グループ・団体の有無、

活動状況など 

自然とのふれあい 地域住民等の自然とのふれあい活動状況など 

社 会 条 件 上位計画及び土

地利用 

自然公園計画、長期総合計画、土地利用計画、森林計画、交通施設

計画、防災計画等の有無・内容、土地利用状況（隣接地を含める）、環

境基準など 

権 利 制 限 関 係 土地所有状況（公有地，民有地，入会権等）、境界線、土地利用規制、

保安林、排水基準など 

イ ン フ ラ 上下水道・電気・電話・ガス等の架設の可能性、廃棄物処理体制など 

その他の条

件 

利 用 動 向 利用形態、利用者数、利用層、潜在需要の見通しなど 

到 達 性 交通機関、主要ルート、到達時間、到達道路の構造など 

周辺の興味対象 種類、概要、到達性、利用性など 

周辺の公園施設 種類、自然探勝ができる歩道の有無など 

保 健 医 療 機 関 医療機関の位置、距離、診療科目など 

協 力 組 織 ・ 機 関 周辺あるいは関係のある教育機関の位置、自然教育活動状況、ボラン

ティア・グループの有無、関係者など 

 
②調査方法等 
計画調査は、資料調査とあわせて現地踏査を必ず行う必要がある。特に野生動植物の生息・生育や

季節ごとの景観など環境構成要素の把握が重要であり、主要利用期間を中心としての調査のほか、項

目に応じて季節別の調査についても検討する。 
これらの調査は、施設の性格付けや自然ふれあい活動の基礎資料ともなりうるものであり、また、

復元、創出などの措置の検討にもつながるものとなる。 
主な調査事項は次のとおりである。 

  ア．資料調査 
    地形図、植生図、地質図、林班図、自然環境保全基礎調査データ、土地利用計画、市町村要
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覧等の既存資料を活用する。国土数値情報等のデジタルデータの利用も可能である。 
    なお、既に類似した調査が行われている可能性もあるため、関連調査報告書等の存在の有無

を地方自治体等の関連部署に問い合わせることも有効な場合が多い。 
  イ．現地調査 
    調査の早い段階で概略調査を行い、現地の状況を把握して基本計画路線案を作成し、再度詳

細な現地調査により精度を上げるといった段階を踏むことが望ましい。その際、自然環境の現

況、土地所有者、権利制限関係、利用状況等を調査するとともに、各種付帯施設の概略位置、

規模等を検討する。 
    現地調査においては、資料調査では読みとることの難しい現地の状況、雰囲気、微妙な地形

の変化、小規模な湿地や崩壊地、野鳥等の生息状況やせせらぎの場所などを調査し、把握する

ことが望ましい。また、景観上のポイントとなる箇所や危険な個所については、写真撮影等に

よる記録を行う。 
    また、現地調査は、晴天日に限定せず、ルートが不明確となったり通行できなくなることも

あり得るため、濃霧時、雨天時、融雪時等にも安全を確保しつつ必要に応じて実施することが

望ましい。現地情報に詳しい人がいる場合や団体がある場合には必要に応じてヒアリングを行

い、情報を収集する。 
 
なお、特に配慮が必要な自然環境に立地する施設や社会的に注目度の高い立地環境の施設について

は、整備に当たって地元住民や自然保護団体等関係者の理解と協力を得ることが不可欠であることか

ら、調査項目選定段階から地元意見等に留意することが重要である。 
また、関係者ヒアリング、利用者アンケート、地元住民からの聞き取り調査等、計画地に即した的

確な利用者のニーズ等の把握にも留意する。 
さらに、景観や生態系等に関する専門家からアドバイスを受ける等、専門的知見の活用を検討する。 

 
③調査結果のとりまとめ 

計画調査に際しては、自然環境保全上の配慮を十分なものとするため、調査内容を図上に表し、ま

た、計画のとりまとめ、設計に当たっての基本図となる図面を用意することが必要である。 
 ア．調査結果のまとめ 
   調査結果は、次のような点に配慮して、図表形式を用いてわかりやすくまとめる。 

・表作成では、表 9 の調査項目を参考に、当該計画を作成するに当たって重要と判断される項

目を整理軸とし、調査結果の要点を一覧表にとりまとめる。 
・歩道についてはおおむね縮尺1/10,000～1/50,000（必要に応じ1/5,000）程度で、園地、野

営場等の面的施設の整備においては縮尺 1／1,000～1／2,500 程度の基本図を備えることが

望ましい。 
・図面のオーバーレイを可能とするため、図面が複数となる場合には極力同縮尺の地図を使用

する。なお、調査結果の図化とそのオーバーレイに際しては、環境要素間の相互関係を明ら

かにし、図 5 を参考に、その分析・評価により保全・利用両面の観点からの区分図を作成

するものとする。 
・現地調査で撮影した写真にコメントを記載し、写真帳あるいは地図上に整理する。 
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図 5 園地調査結果とりまとめの概念図 
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（ⅲ）基本計画方針の設定 
上位計画と計画調査において整理された与条件を相互に確認し、以下の事項について基本計画方針

を定める。 
 ① 保全方針（保全すべき対象の抽出、保全方針の設定等） 

② 整備方針（施設の目的及びテーマ、担うべき機能、整備に当たっての配慮事項等） 
 ③ 導入すべき活動及び施設の基本的な考え方 
 ④ 管理運営の基本的な考え方 
 
（ⅳ）ゾーニング計画   

一定の広がりを有する園地等の施設にあっては、ゾーニング計画は、平面計画の前段として計画地

内の土地利用の概要を定めることを目的とする。そのため、区域を明確にし、異なる機能や複合的な

機能を有する場合、あるいは比較的広い面積で多様な環境条件を有する場合等においては、おおむね

次の項目により総合的にバランスのとれたものとなるようゾーニング計画を定める。 
① 導入機能、保全対象等の整理、統合 
② 各ゾーンの機能、性格、配置、面積の設定 
③ ゾーン間の関連付け 

 
（ⅴ）動線計画    

動線計画においては、アクセス性を考慮し、各ゾーン及び各種の施設の機能を効果的に発揮するた

め、ゾーニング計画と併せて、利用動線の性格、配置、規模を設定する。 
各ゾーン及び各種の施設が有機的な関連を持って配置されていることが必要であり、安全性、快適

性も考慮した効率のよい利用動線の設定が重要である。 
 また、車椅子等の利用が可能なバリアフリーの範囲を明確にする。 
 
（ⅵ）施設計画     

施設計画においては、基本計画方針とゾーニング計画で示された機能を施設として具体化する。検

討に当たっては、基本計画方針とゾーニング計画での検討に対応し、施設の目的、機能を有効に果た

すことができるように施設を選定し、敷地条件、各施設のバランス、管理運営方針、自然環境、景観

等を考慮して、概略の規模、位置、形態を設定する。 
 選定した施設については、施設毎にその目的、性格及び環境・安全面での配慮に関する基本的な考

え方の検討を行うとともに、特に配慮が必要な自然環境に立地する場合などにおいては、必要に応じ

代替案の検討を行う。（図 7、8、9、10 参照） 
主要施設、関連施設ともに機能的統一性と形態的統一性を保つよう配慮し、また、多数の利用者に

よる多様な利用目的、利用形態がみられることから、各種の施設が有機的な関連をもち効果的に配置

されていなければならない。これらの諸施設は、いずれも安全で快適に利用できる状況で整備されて

いることが重要である。 
 また、施設計画に当たっては、園地における自然体験や自然とのふれあいなどが効果的に推進でき

る活動プログラムの検討を踏まえ、ハードとソフトが一体となった整備が行われるよう配意する。 
 
（ⅶ）空間構成計画    
一定の広がりを有する園地等の施設にあっては、空間構成計画として、生物生息空間、緑化空間、

親水空間等に関し、基本計画方針とゾーニング計画で示された機能に対応して、自然環境保全及び利
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用の両面からの検討により、保全・修復・整備等必要な措置の基本的方向を定める。 
また、意匠、修景等の景観構成についても、計画の要素として地域特性に配慮して必要な事項をと

りまとめる。 
希少種や貴重種などの野生生物の生息・生育域に立地、若しくは近接する場合は、特にその個体（群）

及び生息・生育環境の十分な保全の措置を講じる。 
その他の生物生息空間についても、自然とのふれあい推進の活動プログラム等の検討とあわせて適

切な保全措置を図るとともに、その生息・生育などに支障のない範囲において、自然観察や自然学習

の対象としての活用を検討する。 
また、魅力ある自然景観を利用者に提供するための計画づくりを考慮し、周辺の自然環境・自然景

観の特性に配慮しつつ、通景のための伐採や修景のための植栽を検討する。 
さらに、自然環境への悪影響の回避・最小限化と併せて、すでに支障を生じているような場合は、

植生復元や自然体験・自然観察にも効果的な親水空間の整備などの自然環境の復元・創出を検討する。 
 
（ⅷ）活動計画   
利用者が気持ちよく快適に利用できるよう施設や展示の適切な管理と運営が必要であり、施設の利

用を通じて自然の仕組みへの興味や自然とのふれあいの楽しさを体験し、その中で環境に関心を深め

てもらえるよう、活動計画とともに管理・運営面での工夫をしていくことが極めて重要である。 
基本計画における管理・運営計画では、基本計画方針に基づき、次の事項についてとりまとめる。 

 
①自然解説（体験）活動プログラム 

解説対象の設定、解説プログラムの内容、実施体制、実施時期、開催頻度、資料作成計画等 
 
活動計画を合わせた管理・運営活動については、表 10 のように大きく基本部分、充実部分及び特

別なサービスに分けることができる。このうち、基本部分は、利用者サービスとして最低限必要とさ

れるものである。 
 

表 10 管理・運営活動の分類 

分 類 内  容 概    要 
 

基 本 部 分 
維持管理 ・清掃、施設の維持補修等 
施設に付随した基本的 
な運営 

・施設内の展示・レクチャー等 
・施設を拠点とした日常的な観察会等 

 
充 実 部 分 

 
付加価値的な運営 

・利用ソフトの拡充、地域交流等 
・特に企画する自然観察会の実施 
・ボランティアの活動の支援 

 
特 別 部 分 

 
特別なサービス 

・関連資料の頒布、情報コピー 
・喫茶の提供 
・ガイドツアー等 
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図 6  ビジターセンター管理・運営の全体像 
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図 7 園地計画における代替案の検討事例（１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 8 園地計画における代替案の検討事例（２） 
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図 9 園地計画における代替案の検討事例（３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 園地計画における代替案の検討事例（４） 
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（ⅸ）概算工事費及び整備年次計画 
基本計画での概算工事費の算出は、事業計画をたてる基盤となるものである。概算工事費は、「自

然公園等整備工事予算単価」により算出する。 
規模が大きくて単年度で工事が完了しない施設については、自然環境保全上や手戻りのない効果的

な施工を行う上でも、利用上、管理運営上からみても施工順序の検討が重要である。また、整備に必

要な土地の手当て、工事量、工事費等を勘案して工事期間を設定し、整備年次計画を定める。 
概算工事費と整備年次計画については、基本計画説明書に記載する。 
 

（ⅹ）管理運営計画 
自然公園等施設は、安全、快適で秩序ある利用を確保するために清掃や施設の維持など適切な管理

と運営が必要であるが、施設の利用を通じて自然とのふれあいを体験し、その中で環境に関心を深め

てもらえるよう、管理運営面での工夫をしていくことも極めて重要である。 
そのため、基本計画方針において基本的な考え方を設定し、施設の種類や配置、空間構成等の検討

と併せて、管理主体、管理運営方法等必要事項について十分に検討し、検討結果は管理運営計画とし

て基本計画に併せてとりまとめる。 
管理・運営計画は、活動計画や施設計画と並行して検討を進めるものとし、管理・運営費について

も慎重に検討しておく必要がある。 
また、管理・運営のあり方は施設計画に大きく関連することから、計画・設計に管理・運営側の意

向を正確に反映するため、計画の初期段階から完成後の施設を管理・運営する者が検討に加わってい

ることが望ましい。 
 
基本計画における管理・運営計画では、基本計画方針に基づき、次の事項についてとりまとめる。 
① 基本的内容 

    管理・運営主体、管理方式、利用期間、利用料金、施設・展示物の維持管理計画、周辺フィ

ールドの維持管理計画、清掃管理方法等 
 ② 管理・運営体制 
   管理・運営組織の概要、施設の維持管理要員、管理・運営の協力体制（関係団体、運営協議

会、ボランティア等）等 
 ③ 管理・運営費 
   年間運営費（人件費、水道光熱費、施設・設備維持費、パンフレット類印刷費等）、展示等

定期更新費等 
 
施設の管理・運営体制は、立地条件や利用形態等に応じて様々な形態が考えられるが、いずれの合

においても、設置者が、整備する施設の目的が達成されるよう主体的に取り組むことが基本である。 
また、利用のための情報の収集・発信基地としての機能や人と自然とのふれあい推進の基幹的施設

としての役割を重点とするような場合は、地元自治体、地域受益者（公園事業者、観光業者、交通機

関等）を含む協議会組織で管理・運営することについての検討が必要である。 
協議会組織の管理・運営にあっても、設置者の管理責任の部分と運営に関わる部分を明確にしてお

く必要がある。 
 
なお、効果的、効率的な管理・運営には地域住民等地元関係者の協力、参加が重要であり、施設の

地域との密接な連係や地域の振興、活性化への寄与を図るためにも、計画の初期段階から地元関係者
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への説明を行い、理解を得るよう努めることが大切である。 
 
園地の管理運営上の大きな問題として、利用者が出すゴミの処理問題がある。分別収集やゴミ持ち

帰りへの協力を呼びかけている地域は多いが、必ずしも初期の目的を達成できていないところも見受

けられる。 
さらに、これまでの衛生上や安全上の問題あるいは快適性の確保や野生生物への影響の懸念に加え、

地球温暖化防止等の問題が生じており、自然公園等の利用を環境保全の学習や普及につなぐ観点から

も、適切なゴミ処理を行う必要がある。 
このため、園地のゴミ処理対応は、廃棄物処理上の関係自治体との調整を含め、計画当初より管理

運営の重要事項として十分な検討を行っておく必要がある。 
 

 
Ⅳ－２ 基本計画のとりまとめ 

基本計画のとりまとめとして、ゾーニング、動線、施設、空間構成の各計画で設定された内容に

基づく基本計画図及び立地特性の調査結果、計画基本方針、計画内容等を記述した基本計画説明書

を作成する。 
基本計画説明書には、概算工事費、整備年次計画及び管理運営計画を含めて記述する。 

                                  

（解説） 
基本計画図は施設の完成時の姿を示すもので、原則的には各施設の位置、規模、数量、施設相互間

の関係が分かる図面でなければならない。したがって、基本計画図は施設配置計画図でもあり、その

計画内容は基本計画説明書に記述する。 
基本計画のとりまとめに当たっては、施設規模を設定し、概算工事費を算出して整備年次計画を定

めるとともに、整備後の管理運営主体、管理運営方法等に関する管理運営計画を記載する。  
基本計画図にまとめられた結果が、現地の状況あるいは管理運営方針や工事費との兼ね合いで実現

上の不都合を生じた場合等においては、改めて与条件を確認し、再検討、再とりまとめを行う。 
（ⅰ）基本計画図  
基本計画の考え方に基づき設定された施設の種類、配置、規模、構造、空間構成等について、基本

計画のまとめとして基本計画図を作成する。 
基本計画図は、施設配置計画図でもあり、平面図に表す。導入する施設の名称、規模、形態等がは

っきりわかるように表し、必要に応じて主要断面図、整備関係図、ゾーニング図、計画区域周辺の施

設や自然環境要素を含めた図面等を作成することも求められる。 
地元住民や関係者への説明等に用いる機会も多いことから、できるだけわかりやすい図面として仕

上げることを心がけなければならず、着色することも有効である。 
 

（ⅱ）基本計画説明書 
施設整備の基本計画の内容は、基本計画図と基本計画説明書とが一体となって、初めて計画者の考

えた全体像が第三者に理解できることとなる。 
基本計画図は、事業の具体化を図るために設計、施工へと移され、完成後は管理運営のためにも利

用されていく。この様なとき、基本計画図だけでは、基本計画の詳細がわからないために支障をきた

すことが少なくないので、計画説明書の作成は、できるだけ第三者に理解しやすい書き方で作成しな

ければならない。 



 31

そのためには、策定された計画内容はもとより、基本計画策定の手順に沿って、計画区域の現況及

び適地選定から計画内容の検討、設定に至るまでの過程を整理し、基本計画図では表現しきれない事

項は文章、図（断面図、立面図、パース等）及び表などを用いてまとめることが必要である。 
計画図書は、施設整備後も管理運営、各施設の改修や拡充などのために長期にわたり保管活用され

る性格を有するので、表紙をつけて製本しておく必要がある。その際、計画施設名や計画年月を背表

紙に入れておくことが肝要である。 
また、参考文献等については出典を明確にしておく。 
基本計画説明書には、次に掲げる項目をとりあげる。 
 ① 計画地 
 ② 計画年度または計画年月 
 ③ 計画の目的 
 ④ 計画地域の概要 
 ⑤ 立地特性の調査結果 

自然的、社会的、人文的条件の特徴、保全対象等 
 ⑥ 計画の諸元 
    年間利用者数、利用者層、地域の宿泊率、利用の季節型、施設の利用率、施設最大日率、

計量計画によって算出された敷地面積、平均滞在時間、収容力等  
 ⑦ 基本計画方針 

保全方針、整備方針等 
 ⑧ 基本計画の概要 
⑨ 主要施設の説明 
   整備施設、整備の目的・内容、整備に当たっての配慮事項に関する考え方等  

 ⑩ 施設整備にかかる関係法規 
⑪ 概算工事費及び整備年次計画 

 ⑫ 管理運営計画 
 ⑬ 特記しておくべき事項 
    特に配慮が必要な自然環境に立地する場合などにおける代替案の検討過程等 
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Ⅴ 基本設計 
 Ⅴ－１ 基本設計の考え方 
 自然公園等施設の基本設計では、調査・測量の結果をもとに現況の詳細把握及び与条件の細部

検討を行い、基本設計方針を設定する。 
基本計画及び基本設計方針に基づき、園地の諸施設の計画を現地と対応させるとともに、各施設

相互の調整を図り、規模、位置、内容を設定して実施設計の指標が明確となる概略の設計を行う。  
また、設計内容に関して、環境への影響を検討する。    
（解説） 
自然公園等施設の基本設計は、前提となる与条件の詳細を把握し、整理検討の上、実施設計の指標

を明確にする。 
作業に当たっては、与条件の細部まで十分に吟味把握し、現地調査、聞き取り調査、測量等を通じ

て、基本計画のうち変更すべき項目、精度を上げるべき項目等について検討し、その内容について整

理する。 
また、基本設計方針の設定や基本設計のとりまとめに当たっては、施設の管理者となる側との協議

が重要であり、施設規模、整備水準等について十分な打合せを行っておくことが必要である。 
 

（ⅰ）与条件の確認・整理 
基本設計の作成に当たっての与条件を確認・整理する。基本設計での与条件には、基本計画等の上

位計画、各種調査及び関連機関からの指示事項などが含まれる。 
 

（ⅱ）設計調査・測量 
施設の基本設計に先立ち、計画調査を踏まえ、詳細の把握のため必要な項目について、現地調査、

資料調査、聞き取り調査等を実施する。 
調査項目は、表 9 の調査項目の中から必要なものを選定する。ただし、設計調査においては、基本

計画を踏まえ、与条件の詳細が適切に把握できるよう留意する。 
 調査方法及び調査結果のとりまとめは、基本計画の計画調査に準じて行う。 
上下水道、電気、電話、ゴミ等の供給・処理条件や関係機関等との調整内容についても、十分確認

しておくことが必要である。 
また、基本計画図の区域、ゾーン、利用動線、施設配置の設定に基づき、必要な測量を実施する。

一般的には、基本設計に必要な縮尺１／500～1／1,000 程度の平面測量、さらに現況地形に手を加え

る場合や構造物を設置する個所においては縮尺１／200 程度の平面及び縦横断測量を行うとともに、

地図化できる情報については、計画地周辺を含め貴重な動植物、巨樹、自然植生等を調査し図示する

など地形図に記入する。この際、少ない図面で多くの情報が読みとれるよう表記の仕方を工夫する。 
自然公園等の施設として、測量の実施に際しても、支障木の伐採は必要最小限に止めるとともに、

野生動植物の生息・生育環境に悪影響のないよう十分注意しなければならない。 
地形条件が厳しく、測量が困難な場所や工事内容からみてそれほど精度を必要としない場合にあっ

ては、ハンドコンパスやハンドレベル等を有効に利用し、場合によっては平面図の等高線から縦横断

を作成する等、現地の自然環境に影響を生じるような過大な測量を行うことのないよう注意する。 
 

（ⅲ）基本設計方針の設定 
 基本計画における施設の整備方針及び保全方針を踏まえ、設計調査・測量の結果に基づき、計画す

る施設の環境影響や環境共生機能を検討し、施設の整備水準、保全対象、保全対応方針等を明らかに
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した基本設計方針を策定する。 
 
（ⅳ）施設の位置・規模・内容等 

基本設計方針を踏まえ、以下の事項について決定する。 
施設の位置・規模・内容等の決定に当たっては、自然公園等施設の重要な特性である周辺の景観と

の調和や自然とのふれあいを図るための興味対象の保全と活用などに十分配意する。 
なお、比較的大規模な面積及び距離において自然観察路や自然観察施設あるいは付帯施設を複合的

に整備する場合、また、特に配慮が必要な自然環境に立地する場合や社会的に注目度の高い地域で整

備する場合などにおいては、複数案あるいは代替案の検討を行うことが望ましい。 
 
 １）位置 
自然公園等施設は、不特定多数の利用者がさまざまな目的で利用する上で、各種の施設が一体的・

有機的な関連をもって配置されていることが必要であり、それぞれの施設が利用、機能、景観構成、

環境保全、管理運営、安全性のすべての面で適切であるよう十分に検討し位置を決定する。 
具体的な検討項目には、次のようなものがある。 
 ① 自然条件（地形、地質、植生、野生動植物、気象等） 
 ② 利用者の動線、利用者への利便性、バリアフリーの範囲 
 ③ 他の施設との相互位置関係 
 ④ 施設の環境影響  
 ⑤ 周辺の景観、周辺からの眺望  
 ⑥ 施設の安全性 
 ⑦ 設備条件  
 ⑧ 管理運営方法 

  
２）規模 
規模には広さ（面積）、大きさ（高さ）、数量等があるが、自然公園等施設は、いずれも快適に利用

できる質と量が整備されていることが重要である。 
規模の決定に当たっては、計量計画による検討を踏まえ、位置と同様に利用、機能、景観構成、環

境保全、管理運営、安全性のほか、事業費からの検討や将来計画も含めた多面的な検討が必要とされ

る。 
具体的な検討項目には、次のようなものがある。 
 ① 施設の収容力、利用者数 
 ② 施設の必要規模、設備容量 
 ③ 利用者用スペース、管理者用スペース、共用スペースの規模   
④ 付帯施設や周辺環境との調和、施設の環境影響 

 ⑤ 事業費、事業計画上の整備水準 
 ⑥ 関係法規による施設規模の制限（自然公園法、建築基準法等） 
 ⑦ 利用者の利便性、快適性  
 ⑧ 管理運営方法 
 
３）施設の内容 
施設の内容としては、形態、構造、色彩、材料等があげられるが、それぞれについて利用、機能、
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景観、環境、管理、経済性、安全性等から検討し、必要に応じて比較設計を行う。 
 具体的な検討項目には、次のようなものがある。 
 ① 機能上の効率性 
 ② 施設規模との関連性 
 ③ 施設の環境配慮、環境共生機能 
 ④ 地域特有の材料、意匠   

  ⑤ 利用者への利便性、快適性、バリアフリーの範囲   
  ⑥ 事業費、事業計画上の整備水準 
  ⑦ 関係法規による施設内容の制限（自然公園法、建築基準法等） 
  ⑧ 形態、構造、材料等の安全性 
  ⑨ 管理運営方法 

⑩ 特記しておくべき事項（自然観察路タイプ等におけるインタープリテーションのための基本

テーマに基づくストーリー等）   
 
（ⅴ）概算工事費及び整備年次計画 
基本設計での概算工事費の算出は、事業実施計画を立てる基礎となるものである。したがって、基

本計画での概算工事費よりさらに実態に近い金額を算出しなければならない。 
算出に当たっては、各種の実例や事例を参考にしながら市販の「積算資料」等を使用し、これらの

記載にない材料、工事費は見積り、カタログ等を参考にし、適切な工事費を計上する。 
また、工事に際しての具体的な配慮事項等も勘案し、工事期間及び整備年次計画を定める。 

 
（ⅵ）管理運営計画 
基本計画でとりまとめた管理運営計画を踏まえ、基本設計で明らかにされた施設内容と個別の施設

の管理運営方法に基づき、より具体的な管理運営計画を定める。 
自然解説活動や自然体験活動関係についても、施設の内容と相互調整の上、整備後速やかな活動開

始が図られるよう十分な検討を行う。 
 
Ⅴ－２ 基本設計のとりまとめ 

基本設計のとりまとめとして、全体平面図、各種基本設計図、主要施設構造図等の基本設計図及

びその設計内容を記述した基本設計説明書を作成する。 
基本設計説明書には、概算工事費、整備年次計画及び管理運営計画を含めて記述する。 

  
（解説） 
（ⅰ）基本設計図 
基本設計図は、施設の完成した姿を明確に表すとともに、その施工についての概要を示すものであ

る。基本設計図の作成に当たっては、構造物、地形、植生等表面に現れたものを図示した縮尺1／500

～1／1,000程度の計画地全体の基本設計平面図によるものとし、各施設の名称、規模、内容、数量等

について説明を加える。 
また、この平面図で表せない電気、給排水等の地下埋設物、造成等については、別途図面を作成す

る。とくに、環境保全と災害防止の両面からの検討により、雨水排水計画・調整池計画を含む排水系

統図を作成しておくことが必要である。 
さらに、各施設や設備等で平面図にその内容を示せないものについては、別途部分平面図、概略構
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造図、断面図等を作成する。別途適切な縮尺による造成計画平面図、付帯施設計画図、周辺整備計画

図、修景計画図等を作成する。  
なお、現況分析図は、計画調査と設計調査並びに基本設計のための測量の結果をとりまとめ、地形、

植生、動植物分布状況、構造物等を図化し、付帯施設を含む設計対象施設等の実施設計に当たっての

基礎資料となる情報を図化したもので、図面の縮尺は1／500～1／2,000程度とする。 
 
（ⅱ）基本設計説明書 

基本設計説明書は、施設の全体像を正確にわかりやすく理解できるようにまとめなければならない。 
作成に当たっては、次の項目に沿って系統だててとりまとめ、必要に応じて基礎資料、図面、パー

ス等を添付する。 
① 与条件の細部検討過程 
② 基本設計方針 
③ 各基本設計にかかる計画概要書及び仕様概要書   
④ 諸施設の検討及び設定過程 
⑤ 基本設計図の補足説明 
⑥ 環境保全に配慮すべき事項 
⑦ 概算工事費 
⑧ 工程計画及び年次計画 
⑨ 管理運営計画 
⑩ その他各種技術資料等    

 
与条件の細部検討過程及び設計方針は、施設整備後も管理運営や各施設の改修、拡充などのために

長期にわたり参考とされるべき事項であるので、わかりやすく明確にとりまとめる。 
以上のほか、各基本設計を含め、設計に当たっての環境共生配慮対応事項や環境問題等への対応事

項（LCC、LCCＯ2の計算、算出等）をとりまとめた報告書、あるいは建設副産物対策（発生の抑制、

再利用の促進、適正処理の徹底等）についての検討内容をリサイクル計画書としてとりまとめる場合

がある。 
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Ⅵ 実施設計 
Ⅵ－１ 実施設計の考え方 
自然公園等施設の実施設計では、設計条件の確認と設計資料収集及び詳細現地調査により、基本

設計に基づく施設の構造、材料、規格、デザイン、施工方法等を決定して、工事に必要な詳細図面

を作成するとともに、工事費の算出を行う。 
 
（解説） 
実施設計では、基本設計で示された施設等の内容を決定し、工事に必要な詳細図書の作成及び工事

費の算出を行う。 
作業に当たっては、まず基本設計に示された設計対象物について、設計条件の確認とともに設計の

内容、意図を十分に把握し理解しておくことが重要であり、そのためにも現地での実現性、実施方法

についての資料収集、詳細踏査が必要とされる。 
用地の確定、詳細な地形・地物の確認が必要な場合等は、実施設計のための測量を行う。 

また、必要に応じて土壌、土質等の詳細確認を行う。 
基本設計で示された概略の設計は、基本設計までの検討を踏まえた細部のイメージをもって作成さ

れたものであるので、実施設計ではそのイメージを尊重し、さらに精度を上げて機能性、安全性、快

適性、デザイン性、環境との調和性などの面から詳細な検討を行い、工事の内容が十分に把握できる

設計図書を作成する。 
 実施設計段階においても、施設の管理者となる側との協議を行っておくことが重要であり、維持管

理を想定した設計に留意する。 
 
 Ⅵ－２ 実施設計のとりまとめ 

実施設計のとりまとめとして、設計対象施設にかかる各種設計図書、工事仕様書、数量計算書、

工事費内訳書等を作成する。各種平面図、縦横断図、各種詳細図、工事仕様書、数量計算書、工事

費内訳書等を作成する。  
 
（解説） 

（ⅰ）実施設計図 
実施設計図は、設計対象物を構築するための工事施工の際に必要な指示を行うための伝達図であり、

正確に、また施工者にわかりやすく作成しなければならない。 
実施設計図には、次に述べるようなものがあるが、その図面の使用される目的、内容に応じて必要

な縮尺により、簡潔にまとめることが必要である。 
 ① 施工位置図 
 ② 現況分析図 
 ③ 実施設計平面図 
 ④ 縦断図、横断図、標準断面図  
⑤ 施設詳細図 

 ⑥ 施工方法、仮設等 
 
 現況分析図は、基本設計において作成したものに実施設計のための測量の結果による詳細確認を加

え、地形、植生、動植物分布状況、既存構造物等を図化し、併設される施設及び付帯施設の実施設計

に当たっての基礎資料となる情報を図化したもので、樹木や水系など周辺とのとりあい調整、あるい
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は既存地形や既存植生への影響回避等の措置を図る観点から、縮尺1／500～1／1,000程度でとりまと

める。   
 実施設計平面図は、地形、工事内容、各施設の相互位置関係について示すものであり、施設全体の

相互関係が明確となるよう１枚の平面図で表現することが望ましいが、一般平面図、造成計画図、施

設配置図、割付図付帯施設図、周辺整備図、修景図等の項目毎に作成する場合がある。 
 施設詳細図は、施設の構造、寸法、材料、仕上げについて示すものであり、正面図、側面図、平面

図、断面図、姿図、展開図、伏図、部分詳細図等の中で施工の際に必要な図面を作成する。 
 なお、建築物と樹木の関係、施設と周辺地物との調和など設計図面では表せない部分については、

スケッチ等を利用し設計の意図が十分伝わるよう工夫する。 
 
（ⅱ）実施設計説明書 
 実施設計説明書は、施設の整備に際しての具体的な工事内容や指示をわかりやすくとりまとめる。 
 高山や湿原等特殊な環境での工事、ヘリコプター運搬や特殊施工法の採用、特殊材料の選定等につ

いては、その施工方法や利用等についても明らかにする。特に、機械施工を伴う場合は、施工機械の

指定、施工機械の搬出入、施工時期、作業ヤードの設置等に関し具体的に示すものとする。 
 
（ⅲ）特記仕様書 
特記仕様書は工事施工の際、設計図だけでは表現できない事項や、補足すべき事項を記した図書で

ある。仕様書には標準仕様書（共通仕様書）と特記仕様書があるが、通常この実施設計のとりまとめ

に当たって作成するのは、標準仕様書に定めのない事項、あるいは標準仕様書によりがたい事項を記

載した特記仕様書である。 
特記仕様書は、それぞれの施設の実施設計に応じて、以下のような内容について文章・表により作

成する。 
 ① 準拠すべき基準等 
 ② 安全衛生管理に関する事項 
 ③ 環境保全に関する事項 
 ④ 材料に関する事項 
 ⑤ 施工に関する事項 
 ⑥ 施工管理に関する事項 
 ⑦ 提出書類に関する事項 
 ⑧ 手続に関する事項  等 

 「環境保全に関する事項」においては、基本設計での施設の環境配慮・環境共生機能等の検討を踏

まえ、何に対してどのような配慮方策、共生方策を組み込んで設計したかを明記し、環境保全・環境

共生目標に対する具体的な配慮内容を明らかにしておく。 
 
（ⅳ）数量計算 
実施設計では、工事施工に当たって、その内容を把握し、また、工事費の算出を行うため、施工内

容に細部にわたって数量を算出しておかなければならない｡ 
通常、算出すべきものは、工種別の施工数量及びそれに必要な材料、数量であり、その他に施工機

材、労務（工費）についても対象項目としてあげられる。 
なお、仮設工事を伴う場合についても同様である。 

 また、設計する施設等は、安全でかつ効率的・経済的なものでなければならず、とくに必要なもの
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については、応力、容量等について計算を行い、適切な構造、規模を設定するものとする｡ 
 
（ⅴ）工事費算出 
 実施設計での工事費算出は、工事発注の資料となるものであり、正確に行わなければならない。ま

た、積算に当たっては、「自然公園等工事積算基準（自然公園編）」（平成 16 年 3 月 17 日環自整発第

040317001号）等により適切に算出する。 
 
 
Ⅶ 施工管理 

自然公園等施設の工事に際しては、施工工期及び品質管理とともに、工事に際しての環境影響を

最小限とするよう適切な管理を行う。 
 （解説） 
 自然公園等施設の工事に際しては、計画どおりの行程で進められているか、要求される品質や形状

のものが施工されているかなど、実施設計書、工事仕様書、契約書等に基づき、また、適用すべき施

工管理基準がある場合は当該管理基準に基づき、適正な施工管理を行う。 
 自然公園等施設の工事の施工管理においては、安全管理、現場調整及び自然環境への配慮が重要な

要素とされる。 
 安全管理については、工事そのものにおける安全確保とともに、現地の利用に当たっての迂回措置

や情報提供などの利用者に対する安全確保を図る必要がある。 
 現場調整については、自然公園等施設の工事においては不確定要素が多いことから、施工上の疑義

が生じた場合、速やかに監督官等との十分な調整を図ることが必要とされる。 
また、自然公園等施設においては、施工に際しても周辺の自然環境にできるだけ影響を最小限とす

るよう方法と時期を検討し、工事が長期にわたる場合や保全すべき野生生物の繁殖期に重なる場合等

は、自然環境に配慮した施工計画を策定する。 
自然環境に配慮した施工に際しての留意点には、次のような事項があげられる。工事の作業中にお

いても、工事請負業者や作業員それぞれに周辺環境や野生生物への配慮が行われるよう、注意を喚起

し理解してもらうことが重要であり、配慮事項を記載した冊子の活用などを考慮する。 
 
１）保全すべき対象や工事に際して特に注意が必要な事項については、対策の内容、箇所、実施時

期、実施上の問題点と対応策等を明らかにする。 
２）工事期間を検討し、保全すべき野生動物の繁殖期や生息に重要な時期に施工を行わないように

する。 
３）樹林地や草地における施工に際しては、個々の樹木や草株の伐採、除去、損傷をできるだけ避

けることとし、改変が避けられない場合は、移植、仮植などによる復元を検討する。造成によっ

て発生した裸地は、原則として当該地域に生育する植物と同種の植物によりできるだけ速やかに

在来種により緑化する。 
４）工事区域周辺の樹木についてもできるだけ傷めないように注意するとともに、必要に応じて養

生などの手当てを行う。 
５）工事箇所以外の部分への立入りは行わない。また、植物の採取、動物の餌付けや捕獲、ペット

の飼育等周辺の野生生物に影響を及ぼす行為は行わない。 
６）工事用の資材搬入、資材置場、仮設工作物等は計画当初から明確にし、搬入や集積等による自

然環境への影響を防ぎ、跡地は緑化等原状回復の措置を行う。 
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７）工事による残土の発生はできるだけ最小限とし、残土が生じる場合は、発生する土石の再利用

や再資源化の検討を行うとともに、処分に当たっては処分地を明確にし、土砂流出防止対策、処

分後の整地、緑化等を行う。 
８）工事や維持管理に伴う伐採等により発生する材木は、丸太柵や粗朶柵、標識類等の材料として

再利用を検討する。規格や耐久性等において問題がある場合においても、自然体験活動の中での

利用など利活用を図る。 
９）騒音や振動はできるだけ避け、低騒音・低振動の機器を使用するようにするとともに、照明が

必要な夜間の工事は極力行わないようにする。 
 
※特に配慮等すべき事項 
1）周辺に猛禽類などの希少な野生生物が生息している場合には、これらの生息、繁殖に支障が生じ

ないよう適切な工期を設定する必要がある。 
2）利用者が多い時期の工事は、利用者の安全を確保するとともに、不快感を与えないといった観点

から極力避けることが望ましいが、工期等の都合上やむを得ず工事を行う場合には、自然環境への

影響に十分配意して仮設ルートを設定するなど公園利用者等への配慮が必要である。 
3）歩道の計画・設計に当たっては、現存する樹木を極力残すなど現地の地形、植生に十分配慮して

設定することを原則とするが、施工段階においても機械の衝突による幹の損傷や掘削による根の損

傷が生じないよう十分注意する必要がある。 
4）資材搬入等の際にも集積場所の自然環境を十分把握し、資材の集積による自然環境への影響を生

じないよう十分留意する。また、資材の運搬に当たっては、人肩運搬、ヘリコプター運搬、仮設モ

ノレールや簡易索道の利用など当該地の自然環境等の特性に応じて、自然環境に与える影響の小さ

い運搬方法を検討する。 
5）やむを得ず工事用道路を設置する場合も復元することを前提とし、復元の難易度を既存道路の改

良等を含め十分検討し、復元を念頭に置いた必要最小限の規模、構造とする必要がある。また、作

業に必要な工事幅についても、極力少なくなるよう配慮する。 
 
なお、工事完了後においても、一定期間内において、工事の施工による周辺の自然環境への影響を

検証し、裸地化や浸食などが見られる場合は適切な措置を講ずることが必要である。 
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Ⅷ 維持・点検評価 
自然公園等施設の維持管理は、安全・快適な利用環境を提供するために適切な方法で行う。また、

施設の使いやすさ等の点検評価の結果を踏まえて必要な改善を行う。 

 （解説） 

（ⅰ）施設の維持管理の考え方 

自然公園の施設の維持管理の方法は、人的・物的におけるリスクやハザードの高低により、登

山道や集団施設地区内施設、単独施設の園地、野営場等では大きく異なる。 

①歩道の維持管理 

歩道を維持管理するに当たっては、路面の浸食や利用の集中など様々な条件を踏まえて検討す

る必要がある。これらの諸条件を考慮し、快適かつ安全な登山環境を保持するためには、現状の

利用状況と登山道のあるべき姿を踏まえて、維持管理計画を策定した上で、実際の管理を行うこ

とが重要である。 

②集団施設地区内の施設などの維持管理 

集団施設地区はその指定目的から、都市公園のように営造物管理が必要になってくる場合があ

る地域であり、適切な維持管理を行って良好な状態に保つとともに、利用頻度は高いため、清掃

等を含めて、定期的な巡視・点検により充実した管理を行う。 

 

（ⅱ）点検評価によるスパイラルアップ 

①スパイラルアップのため、利用者の声を聞き常に課題を把握する 

ユニバーサルデザインでは、現在よりも多くの人にとって利用しやすくするための改善を積み

重ねていくスパイラルアップの考え方が重視される。 

スパイラルアップを図るためには、管理者が常に課題を把握しておくことが重要であり、施設

やサービスの使いやすさに関する多様な利用者の声を集めることが必要である。 

 

②さまざまな方法による使いやすさの点検を行う 

ビジターセンターやインフォメーションセンターでは、利用者の苦情や感謝の声が窓口に届き

やすい他、アンケート形式でこれらの情報を得ることも行いやすい。一方、園路や園地の使いや

すさについては、管理者や設計者が疑似体験を行い実際に使ってみて点検する方法や、モニター

ツアーを行うことが有効と考えられる。 
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第２章 ユニバーサルデザイン 

Ⅰ ユニバーサルデザインの適用範囲 

 

（解説） 

ユニバーサルデザインの考え方は、自然公園等の施設整備・管理運営において新たに求められるよ

うになった重要な考え方である。 

「ユニバーサルデザイン」は、バリアを除去することを主旨とするバリアフリーの概念に代わって

提唱された、“改造を施したり特別なデザインとすることなく、最大限可能な限りすべての人々に利用

しやすい製品や環境をデザインする”考え方である。 

近年では、ユニバーサルデザインは、施設等ハード面のデザインだけでなくソフトでの対応を含め

たユニバーサルシステムとして捉えるとともに、変化するニーズに対し改善を継続していくスパイラ

ルアップの考え方が重要視されてきている。 

国立公園においては、これらの考え方に基づき、優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめる

ようにすることが、ユニバーサルデザインのねらいとなる。 

●バリアフリーに代わって提唱されたユニバーサルデザイン 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁となるものを除去するバリアフリーは、障害のある人

を特別に扱うことから必ずしも好ましく感じられていなかった。しかし、バリアフリーの工夫は障害

のない人にとっても価値があるものであり、「改造を施したり特別なデザインとすることなく、最大

限可能な限り、すべての人々に利用しやすい製品や環境をデザインする（Ronald L. Mace）」と提唱

されている。 

●ユニバーサルデザインのポイント 

① 「改造を施したり特別なデザインとしない」ユニバーサルデザインは、高齢者や障害者のため

の特別のものではなく、一般の人が使うものをより多くの人に使いやすくする工夫を重ねていく

ことである。 

② すべての人にとって使いやすいものを作るのではなく、現在よりも「最大限可能な限り」使い

やすくなる人を増やすことがユニバーサルデザインであり、現在あるものやサービスとの比較の

考え方である。 

●ソフトでの補完を重視したユニバーサルシステムとしての環境整備 

ユニバーサルデザインの領域は製品、施設、都市などにとどまらず、人的支援などのサービス等を

含めて、それらが関連し、互いに補完し合うシステムと捉えられるようになってきている。 

●自然公園におけるユニバーサルデザイン 

自然公園におけるユニバーサルデザインでは、“優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめる

ようにすること”がねらいとなる。地形条件等の制約の中でこれを実現するに当たっては、利用施設

の整備改善に加え、補助器具の貸し出し、介助サポート、適切な情報提供などソフト面での補完を重

視し、総合的なユニバーサルシステムとして対応することが必要である。 

すなわち、自然公園では、段差のない園路を整備してもその整備によって自然の魅力が失われては

意味がなく、スロープを整備してもスロープの先に魅力がなくては意味がないことになる。そこで、

「魅力地点に誰もが行けるようにするにはどうすればよいか」、「目の不自由な人に景観をどう伝え

ればよいか」といったことを考え、それを実現するためのユニバーサルシステムを整備することが求

められる。 

本指針は、自然公園等の施設整備･管理運営に適用する。 
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Ⅱ 計画の手順 

Ⅱ－１ ユニバーサルデザイン計画の対象地域とテーマ 

Ⅱ－１－１ 計画の対象地域と位置づけ 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）主要利用拠点等を計画単位とした計画づくり 

個別施設での対応にとどまらず、地区全体での利用環境の改善を図るため、車道や公共交通機

関など主要利用動線で結ばれた主要利用拠点（単独施設）を計画単位としてユニバーサルデザイ

ン計画の検討を行う。 

（ⅱ）計画の実効性の確保 

ユニバーサルデザイン計画は、公園計画、特に利用施設計画を踏まえて、主要利用拠点を対象

に検討するが、この計画の実効性を確保するため、管理計画区ごとに策定する管理計画の「適正

な公園利用促進に関する事項」において、必要に応じて「ユニバーサルデザイン方針」を明記す

るなど、自然公園の管理運営における基本方針を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ユニバーサルデザイン計画の位置づけ 

 

 
ユニバーサルデザイン計画 

公園計画 

利用施設計画 

管理計画 

・適正な公園利用の推進に関する事項 

ユニバーサルデザイン方針 

地区全体での利用環境の改善を図るため、主要利用拠点（単独施設）等を計画単位としてユニ

バーサルデザイン計画の検討を行う。 

なお、ユニバーサルデザイン計画の実効性を確保するため、管理計画の中に「ユニバーサルデ

ザイン方針」を明記するなど、自然公園の管理運営における基本方針を明らかにする。 
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Ⅱ－１－２ テーマと視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）絶えず念頭に置くべき自然公園の利用の本質 

自然公園におけるユニバーサルデザインは、自然公園の利用の本質のひとつである“優れた自

然景観に接して感動や喜び、安らぎを得ること”を、すべての人が享受できる環境づくりの面か

ら見ると、十分な水準にあるとは言えない状況にある。これからは、主要利用拠点等におけるユ

ニバーサルデザインの目的は、「優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境づ

くり」であることを理解した上で検討することが不可欠である。 

（ⅱ）主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインを検討する上で重要な視点 

主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインを検討するに当たっては、基本理念に基づき、

以下の視点から検討することが重要である。 

・魅力の本質である自然資源を損なわない･･････多様な利用者が豊かな自然から感動や喜び、安

らぎを得られるような利用環境は、自然公園の魅力の本質である自然の保護と利用の調和がと

れた環境である。 

・できる限りすべての人が利用しやすい施設の提供･･････主要利用拠点等は基本的にすべての利

用者を受け入れる地区であり、誰もが利用しやすい環境づくりのためには、多様な利用者の特

性を理解することが不可欠である。 

・自然の魅力を高める整備管理･･････主要利用拠点等においては、自然に接し、五感を通して感

動や喜び、安らぎの得られる環境づくりが求められることから、必要に応じて、自然の魅力を

高めるように工夫した整備管理が必要である。 

・ソフトでの対応を含めたさまざまな工夫･･････ユニバーサルデザインは施設等のハード整備に

よる対応では限界があり、情報提供や人的支援（サポート）等のソフトでの対応で補完しあう

ユニバーサルシステムとして対応する。 

・少しずつでも改善を継続･･････主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインでは、さまざま

な条件から、一度にすべての人の利用に対応することは困難であり、その時点でできることを

継続して進めることで、着実にスパイラルアップを図っていく。 

 

 

ユニバーサルデザイン計画の検討に当たっては、基本理念に基づき、以下のテーマと視点を絶

えず念頭に置いて進める。 

テーマ 

優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境づくり 

視点 

・魅力の本質である自然資源を損なわない･････････････保護と利用の調和 

・できる限りすべての人が利用しやすい施設の提供･････多様な利用者の特性の理解 

・自然の魅力を高める整備管理･････････････感動や喜び、安らぎの得られる環境づくり 

・ソフトでの対応を含めたさまざまな工夫･････････････システムとしての対応 

・少しずつでも改善を継続･･･････････････････････････スパイラルアップ 
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Ⅱ―２ 計画手順 

Ⅱ―２－１ 計画検討の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ユニバーサルデザイン計画の検討フロー 
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ユニバーサルデザイン計画は下記のフローに示す手順で行うことを標準とする。 

（１） 対象地域の現況及び利用者特性の把握 

（２） 目標の設定（魅力資源の楽しみ方の提案とゾーニング） 

（３） 取組内容のユニバーサルシステムとしての検討 

なお、必要に応じて利用者の意向等との調整を図るとともに、事業実施後には実際に利用して

点検評価を行い、その結果をフィードバックしスパイラルアップを図っていく。 
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Ⅱ－２－２ 調査検討事項 

（ⅰ）対象地域の現況及び利用者特性の把握 

 

 

 

 

 

（１）魅力資源の抽出とバリアの有無を確認するための調査 

対象地域における魅力資源の抽出と、施設や自然環境の利用を妨げる障害（バリア）の有無等

を確認し、計画条件を把握するため、自然特性、施設整備状況等の現況調査を行う。 

自然特性については、移動や利用の可能性に大きく影響する地形・水系、保護すべき希少種の

有無など園地等としての利用の可能性に関わる植生、魅力資源となるビューポイントの存在や野

生生物の生息状況などの把握が特に重要となる。 

施設整備状況については、施設の有無にとどまらず、誰もが円滑に到達できるか、誰にとって

も利用しやすいかといったユニバーサルデザインの視点から現況を把握することが重要である。 

なお、現況調査に当たっては、現地踏査や文献調査に加え、現地の状況を熟知している管理運

営スタッフや、当該地域の魅力や楽しみ方を知っている利用者サービス担当スタッフ等へのヒア

リングを積極的に行うことが必要である。 

（２）利用特性とニーズの把握 

利用特性は、施設の規模や配置、利用による自然環境への負荷等に影響する内容であり、対象

地域のアクセスの利便性、利用者数、利用者層、利用の季節型、団体利用の有無などを把握する。 

あわせて、当該地域や施設の使いやすさ等に対する利用者の意見や要望についても把握してお

くことが望ましい。 

（３）ユニバーサルデザイン検討の際に理解すべき多様な利用者の特性 

ユニバーサルデザインは、できる限りすべての人にとって利用しやすい施設や環境づくりを目

指すことから、検討する際に、高齢者、障害者、外国人など国立公園の多様な利用者の特性を理

解しておく必要がある。 

多様な利用者の主な特性は表 1 に示すとおりであり、一口に高齢者への配慮と言っても、視覚、

聴覚、移動・動作などさまざまな観点からの配慮が必要となる。 

 

魅力資源の抽出と施設や自然環境の利用を妨げる障害（バリア）の有無等を確認するため、自

然特性、施設整備状況、利用特性など対象地域の現況調査を行う。 

ユニバーサルデザインは、できる限りすべての人にとって利用しやすい施設や環境づくりを目

指すことから、高齢者、障害者、外国人など多様な利用者の特性を理解しておく必要がある。 
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表 1 多様な利用者の主な特性 

対象者 主な特性 

利用者グループ 

視
覚
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

聴
覚
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

移
動
・動
作
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

寸
法
・姿
勢
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

知
識
・判
断
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

使
用
言
語
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

天
候
変
化
等
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 
そ
の
他
特
別
に
配
慮
す
べ
き
利
用
者 

高齢者 ・歩行が不安定となり、階段、段差の移動が困難な場合がある 
・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難な場合がある 
・視覚・聴覚能力の低下により情報認知やコミュニケーションが困難な場

合がある 
・反応する能力が衰え、動くもの（エスカレーター、回転ドア等）がうまく利

用できなくなる 

○ ○ ○ ○ ○  ○  

肢
体
不
自
由
者 

車いす使用 ・階段、段差の昇降が不可能 
・移動に一定以上のスペースを必要とする 
・長い距離の移動は負担が大きい 
・視点が低い 
・高いところや低いところに手が届かない 

  ○ ○     

車いす以外 
義足､杖など 

・階段、段差や坂道の移動が困難 
・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 

  ○ ○     

  ・上肢障害がある場合、手腕による巧緻な操作・作業が困難 
・脊椎損傷では、発汗作用が障害を受け体温調節ができない場合がある 
・知覚が麻痺すると熱いものに触れても気づかず火傷を負う場合がある 
・脳性麻痺の場合、けいれんの発作をおこしやすい 

      ○ ○ 

視覚障害者 ・視覚による情報認知が不可能あるいは困難 
・空間把握、目的場所までの経路確認が困難 
・白杖で障害物の有無を探るため、肩より上の障害物の把握が困難 
・足先の感覚は鋭敏であり、舗装材の変化や傾斜を認識できる 
・弱視者は見え方が多様である 
・すべての視覚障害者が点字を使えるわけでなない 

○  ○   ○   

聴覚・ 言語障
害者 

・音声による情報認知やコミュニケーションが不可能あるいは困難 
・聴覚障害者のすべてが手話を使えるわけではない 
・警告音や呼びかけがあっても気づかない 
・外見からは障害に気づきにくい 

 ○    ○   

内部障害者 ・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 
・疲れやすく、ストレスを受けやすい 
・障害によって、酸素ボンベ等の携行が必要 
・オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)は、トイレに補装具を洗浄する

設備が必要となる 
・外見からは障害に気づきにくい 

  ○    ○ ○ 

知的・精神・発
達障害者 

・コミュニケーション、感情のコントロール等が困難な場合がある 
・困った時でも、自分の意志の表現や質問が苦手な人がいる 
・抽象的概念を理解しにくく、情報量が多いと混乱する場合がある 
・利用上のルールや常識が理解できにくいことがある 
・ストレスに弱く、疲れやすく、頭痛、幻聴、幻覚が現れることがある 
・匂い、光、音、温度等に対して感覚過敏や感覚鈍麻がある場合がある 
・発達障害では不注意、多動性、衝動性といった行動特徴がある 

    ○ ○   

妊産婦 ・歩行が不安定（特に下り階段では足下が見えず不安） 
・長時間の立位や立ち座りが困難（特に低いイスは座り難く立ち難い） 
・不意に気分が悪くなる場合がある 
・初期などにおいては外見からは気づきにくい 

  ○ ○     

乳幼児連れ ・長時間の立位が困難（抱きかかえている場合など） 
・子どもが不意な行動をとる場合がある 
・階段、段差などの昇降が困難（特にベビーカーを抱えながらの階段利用

は困難である） 
・オムツ交換や授乳が必要 

  ○ ○    ○ 

子ども ・体が小さく筋力が弱い 
・知識、判断力、立体視が未熟 
・好奇心が旺盛なため予期せぬ行動を起こしがち 
・身体の器用さが未発達なため成人向けのものが使えない場合がある 

  ○ ○ ○ ○   

外国人 ・日本語によるコミュニケーションが困難あるいは不可能     ○ ○   
その他 ・けがや病気のとき、初めて訪れる場合などには、移動、情報把握、設備

利用等において困難となる場合がある 
  ○      
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（ⅱ）目標の設定とゾーニング 

（１）楽しみ方（利用プログラム）の提案 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）目標は地域の魅力資源の楽しみ方 

ユニバーサルデザインは目標実現のための手段であり、実現すべき目標を設定することがまず

初めに必要である。 

“優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境づくり”をテーマとして、ユ

ニバーサルデザインを展開する際の具体的な目標は、当該地域を特徴づける「魅力資源の楽しみ

方」と捉えられる。 

（Ｂ）体験、活動を含む楽しみ方（利用プログラム）の提案 

まず、対象地域を特徴づける資源に加え、現場の状況を熟知している管理運営スタッフや利用

者サービス担当スタッフが「ここを見せたい」、「こういう体験をさせたい」と思うビューポイン

トや活動を、当該地域での自然環境の魅力資源として抽出する。 

目標の設定に当たっては、抽出した魅力資源の名称や場所を示すだけでなく、「○○の森で鳥

の声を聞く」、「○○の滝の迫力を感じる」というように、そこでの体験、活動を含む楽しみ方（利

用プログラム）を示すことが重要である。 

 

（２）ゾーニング ～ユニバーサルデザイン推進区域とすべての人が利用できる区域～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）できる限りすべての利用者に対応する「ユニバーサルデザイン推進区域」 

できる限りすべての利用者に、当該地区を特徴づける主要資源や自然環境を体感し、感動や喜

び、安らぎを得てもらう環境づくりを進める区域として、地区の自然特性、利用特性を勘案して

「ユニバーサルデザイン推進区域」を設定する。 

ユニバーサルデザイン推進区域では、保護と利用のバランスを図りながら、園路ネットワーク

や展望施設等、自然体験の場となる施設をユニバーサルデザインの考え方に沿って整備するとと

もに、人的サポート、情報提供等のソフトの展開によって、利用者が自己の能力等に応じて選択

的に利用できる難易度の異なるフィールドを提供する。 

“優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境づくり”をテーマとして、ユ

ニバーサルデザインを手段に実現すべき目標は、当該地域を特徴づける魅力資源の楽しみ方（利

用プログラム）の提案と言うことができる。 

当該地域での自然環境の魅力資源として、「ここを見せたい」、「こういう体験をさせたい」と

思うビューポイントや活動を抽出し、そこでの体験、活動を含む楽しみ方（利用プログラム）を

目標として示す。 

計画対象地域の自然特性、利用特性を踏まえ、できる限りすべての利用者の利用に対応する「ユ

ニバーサルデザイン推進区域」を設定するとともに、駐車場、公衆便所、情報提供拠点となるビ

ジターセンター等、すべての人の円滑な移動と利用を保障する施設を含む区域を「すべての人が

利用できる区域」とする。 

「ユニバーサルデザイン推進区域」では、保護と利用のバランスを図りながら、ユニバーサル

デザインの考え方に沿った施設整備を行うとともに、人的サポート、情報提供等によって、利用

者が自己の能力等に応じて選択的に利用できる難易度の異なるフィールドを提供する。 
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（Ｂ）すべての人の円滑な移動と利用を保障する「すべての人が利用できる区域」 

ユニバーサルデザイン推進区域の中に、駐車場、公衆便所、情報提供拠点となるビジターセン

ター等、すべての人の円滑な移動と利用を保障する施設を含む区域を「すべての人が利用できる

区域」として設定する。 

なお、「すべての人が利用できる区域」の中には、高齢者、障害者等も無理なく到達できる適

地を利用し、林内を散策する園路や芝生園地など、すべての利用者に対応する自然とのふれあい

の場を必ず１箇所は提供することが望まれる。その場所はビジターセンターに接続していること

が望ましいが、適地がない場合はその限りではない。 

すべての人が利用できる区域内の施設については、すべての利用者の円滑な移動と利用を保障

する整備管理を行うともに、利便性及び安全性の向上のための情報提供や安全対策も含めて確実

に展開する。 

 

 

 

 

（Ｃ）ユニバーサルデザイン計画におけるゾーニング 

①ユニバーサルデザイン推進区域 

地区を代表する主要資源や自然環境を体験するための整備管理 

・難易度の異なるフィールド（園地、園路等）の提供 

・大きな段差を設けないなどユニバーサルデザインの考え方に即した整備 

・補助器具の貸し出し、人的サポート等ソフトによる対応 

・利用の難易度の変化点での情報提供 

・代替的な方法であってもすべての人が主要資源を体験できる工夫 

②すべての人が利用できる区域 

すべての人の円滑な移動と利用を保障する施設等の整備管理 

・駐車場や公共交通結節点及び主要施設のユニバーサルデザイン化 

・すべての人が利用できる自然とのふれあいの場を１箇所確保することが望ましい 

・利便性及び安全性の向上のための情報提供や安全対策 

・利用者が自己の能力等に応じて行動範囲を選択できる行動起点での情報提供 

 

すべての人の円滑な移動と利用を保障すべき施設 

駐車場、公衆便所、情報提供施設（ビジターセンター、インフォメーションセンター等）

及び、各施設へのアクセスルート 
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（ⅲ）取組内容のユニバーサルシステムとしての検討 

（１）魅力資源へのアクセスレベルの検討 

 

 

 

 

 

（Ａ）さまざまなアクセスレベルの体験方策の提供 

本物の自然の魅力を体験できることが最善ではあるが、魅力地点の立地環境によってはアクセ

スが不可能な人がいることは否定できない。そこで、すべての人が魅力地点に行けることを目指

すのではなく、視覚的アクセスの確保と解説による対応、ビジターセンター等での情報提供によ

る対応など、代替的方法であってもすべての人に魅力を知らせることを目指して、さまざまなア

クセスレベルでの体験方策を提供する。 

図 3 ユニバーサルデザイン計画におけるゾーニングの概念的整理 

計画対象地域（集団施設地区等） 

ユニバーサルデザイン推進区域 

すべての人が利用できる区域 

宿泊施設 

民間施設を含め、 
ユニバーサルデ 
ザイン化を促進 

行動起点で 
の情報提供 

行動起点で 
の情報提供 

多機能トイレ 

多機能 
トイレ 

ＶＣ 

難易度変化点で
の情報提供 

自己の能力等に応じて選択的
に利用できるエリア 

 展望テラス 

必要に応じた 
管理用通路の活用 

すべての人が水辺の自然を体
験できるデッキ 

公共交通結節点から主要
施設へのルートはユニバ

ーサルデザイン化 

公共交通結節点から主要
施設へのルートはユニバ
ーサルデザイン化 

登山道 

登山口 

難易度変化点 
での情報提供 

登山道分岐点 
での情報提供 

・階段を設けないな
ど、ＵＤの考え方に
則した整備 

難易度変化点で
の情報提供 

難易度変化点で
の情報提供 

・難易度の異なる 
園路や園地の提供 

・ＶＣでのサポート等ソ
フトによる対応 

すべての人が
自然体験でき
るエリアとし
て整備管理 

展望施設 

簡易型 
多機能 
トイレ 

主要利用拠点 
園地（単独施設） 駐車場 

駐車場 
駐車場 

駐車場 

展望施設 

園地（単独施設） 

集団施設地区 

主 

線 

要 

利 

用 

動 

難易度変化点 
での情報提供 

行動起点で 
の情報提供 

なだらかな園路（車いす通行可） 

やや急な区間を含む園路 

登山道（険しい区間を含む） 

目標に設定した楽しみ方（利用プログラム）をできる限りすべての人に体験してもらうための

取組内容を、魅力資源へのアクセスレベルを考慮しつつ検討する。 

優れた自然景観に接して感動や喜び、安らぎを得るには本物の体験が一番であるが、本物への

アクセスが困難な人のためには視覚的アクセスを確保するなど、利用者の能力等に応じて選択的

に利用できるよう、多様なレベルの利用環境を準備しておく。 
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季節や天候によっては本物の魅力資源を体験できない場合もあることを考えれば、魅力資源の

代替的体験方法を備えておくことは、ハンディキャップのない利用者にとっても望まれることで

ある。 

 

アクセスレベル  施設整備・改善 情報提供 各種サポート 

本
物
へ
の
ア
ク
セ
ス 

現状のまま     

 
 

    

現状の改善 

 ・自然資源を損なわない範
囲で段差の解消 

・路面整正 

・休憩スポットの整備 

など 

・距離、所要時間、難易度
等の表示 

など 

・許可車輌による送迎サー
ビス 

・サポートガイドの配置 

など 

 
 

    

視覚的アクセスの確保 

本物が見える場所からの

眺望による代替体験 

 ・駐車場やビジターセンタ
ーから行きやすい範囲
に魅力資源を望めるビ
ューポイントを整備 

・ビューポイントまでのア
クセス整備 

など 

・ビューポイントへの誘導
表示 

・ビューポイントにおける
魅力資源についての解
説 

など 

・サポートガイドの配置 

など 

 
 

    

情報提供による対応 

映像等による代替体験 

 ・ビジターセンター等への
アクセス確保 

・映像設備等の設置 

など 

・魅力資源についての映像
等による情報提供 

など 

 

図 4 アクセスレベルの考え方 

 

（２）ユニバーサルデザイン推進区域における取り組みの検討 

（Ａ）できる限りすべての人が楽しめるためのユニバーサルデザイン 

ユニバーサルデザイン推進区域については、できる限りすべての人が自然とのふれあいを楽し

めるよう、利用者が自己の能力等に応じて選択的に利用できるフィールドを提供することを基本

とし、それを実現するために、ユニバーサルデザインの考え方に基づいてさまざまな工夫を施し

た施設整備と必要な情報提供を行うことをする。 

（Ｂ）保護と利用のバランスに配慮した利用環境づくり 

自然資源を損なわない範囲でのユニバーサルデザインを考えるならば、程度の異なる身体機能

を持つすべての人の要求に対応することは困難である。 

そこで、ハード整備で対応するレベルは、地形条件や希少種の有無などの自然特性に応じつつ、

本物へのアクセス 
ができない場合 

視覚的アクセスも 
できない場合 

少しでも多くの人
のアクセスを確保 

ユニバーサルデザイン推進区域については、できる限りすべての人が自然とのふれあいを楽し

めるよう、利用者が選択できる難易度の異なる園路ネットワークや五感で自然を感じるための取

り組みを、保護と利用のバランスに配慮しつつ、ハードだけでなくソフトを含めたユニバーサル

システムとして検討する。 

なお、検討に当たっては、利用者の特性や意向を把握した上で、現場の状況をよく知る管理運

営スタッフや利用者サービスを担当するスタッフを含めた多様な視点でアイデアを出し合うこと

が有効と考えられる。 
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保護と利用のバランスを考えて設定し、ソフトによる補完によってできる限りすべての人が利用

しやすい環境づくりを目指すものとする。 

自然探勝のための園路を整備するケースを例にとって、保護と利用のバランスの考え方を図 5

に示す。 

（Ｃ）五感で自然を体験するフィールドづくり 

ユニバーサルデザイン推進区域は自然体験のフィールドであり、利用者が自己の能力等に応じ

て選択できる難易度の異なる園路ネットワークの形成に加え、風を感じる、樹木の幹に触れる、

鳥の声を聞くなど五感で自然を感じるための具体的方策等を、施設整備、情報提供、補助器具の

貸し出しやサポート等の管理運営の各面から総合的にユニバーサルシステムとして検討する。 

その際、高齢者や障害者、子どもなど多様な人の立場に立って、さまざまな行動やニーズを想

定しつつ、実現可能性も勘案しながら検討する。 

（Ｄ）ユニバーサルシステムの検討の重要性 

取組内容の検討には、施設整備での対応だけでなく、情報提供、人的サポートなどのソフト面

を含めた総合的なユニバーサルシステムを検討することは、自然資源を損なわないためばかりで

なく、過剰な投資をしない、ボランティアやガイドなどの活用といった点からも効果が期待でき

る。 

（Ｅ）的確な施設やサポート提供のための利用者の意向の把握 

利用者は必ずしも案内してくれるガイドを求めているのではなく、むしろ、自然体験の適地や

時間、危険個所や注意事項といった情報を求めている場合が多い。 

利用者の意向に合った的確な施設やサポートの提供が行えるように、ユニバーサルデザインの

専門家や多様な利用者の意見を聞きながら、利用者が本当に求めているものは何かを把握して検

討を行うことが重要である。 

（Ｆ）現場を知るスタッフを含めたアイデア出し 

より具体的な取り組みを検討するに当たっては、現場の状況をよく知り、利用者に最も近い場

所で応対している管理運営担当者や利用者サービスを担当するスタッフとともに、アイデアを出

し合うことも有効である。 
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（３）不適合箇所の改善方策の検討（すべての人が利用できる区域） 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）ユニバーサルデザインの視点から施設の不適合箇所の改善方策を検討 

すべての人の円滑な移動と利用を保障すべき施設及びそのアクセスルートについては、現状の

点検によって不適合箇所を抽出し、改善方策を検討する。 

点検に当たっては、スロープとなっているかどうかだけで判断するのではなく、舗装の状態、

特別な整備と感じられないか、実際に利用しやすいかなど、ユニバーサルデザインの視点で行う

図 5 保護と利用のバランスの考え方（自然探勝のための園路を整備するケースでの例） 

       大規模な地形改変を要する場合や整備の 
景観への影響が大きい場合は整備しない 

   ルート設定を避ける 
ルートを設定しない 

目的地に魅力的な

資源があるか 

特に保護すべき自

然が存在するか 

林内景観は自然 

探勝に適しているか 

地形条件 

ほぼ平坦地 

傾斜地 

 
魅力資源を楽しむ視点場等の整備 
 
 
特に保護すべき自然がない場合や 
保護対策が可能な場合は、利用空間と
して活用する 
湿原等の場合は木道等で人の領域 
を限定して保護する 
 

 
車いす使用者が通行できるレベル 
の園路を整備可能 
 
大規模な地形改変を行わず、介助者 
を伴えば車いす使用者も利用可能な 
レベルの園路を整備可能 
短い区間であれば、車いす使用者も利
用可能な迂回路を整備可能 
 
 
美しく快適な林内景観の保全 
 

間伐、下草刈り、補植等により、 
自然探勝に適した林内景観を整備 

魅
力
的
な
資
源
が
な
い
場
合 

希
少
種
な
ど
保
護
す
べ
き
自
然
が
存
在
す
る
場
合 

適していない場合 

適して 
いる場合 

特にない場合 
保護対策が可能な場合 

魅力資源がある場合 

すべての人の円滑な移動と利用を保障すべき施設については、現状の点検によって抽出した不

適合箇所に対する改善方策を、ユニバーサルデザインの視点から検討する。 

さらに、リストアップした方策について、整備改善等の緊急度や難易度、予算等を勘案しつつ、

仮設での対応など応急措置を含めて、実行に向けた順位付けを行い年次計画としてとりまとめ

る。 

その際、限られた予算や人材の中で何ができるかを考え、すべての課題を解決する方策ではな

くとも、少しずつでも改善を続けることが重要である。 
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ことが重要である。 

なお、既にバリアフリー対応の整備がなされている施設についても、より多くの利用者に使い

やすいものとなるよう検討の対象とする。 

（Ｂ）限られた予算や人材の中で少しずつでも改善を続けることが重要 

例えば、すべての人のアクセスを保障するためには、施設の新設や改修が最善の策であっても、

限られた予算の中では困難な場合も多い。そうした場合には応急措置として、仮設での対応、説

明の付加、人的サポートの強化など、少ない予算で改善できる方策があれば、それを実践する。 

ユニバーサルデザインでは、すべての課題を一度に解決できなくとも、改善に向けた取り組み

を継続していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３ ユニバーサルデザイン計画のとりまとめ 

 

 

 

 

（Ａ）利用環境と利用の質の向上を図る施設整備・改善 

主要利用拠点等における利用環境と利用の質の向上を図る上では、利用施設の整備・改善が最

も基本となる取り組みである。 

施設整備・改善計画は、保護と利用のバランスのあり方、五感で楽しむ環境づくりのあり方を

明らかにした上で、施設基本計画図にとりまとめるとともに、主要施設の規模・構造・デザイン

等の概要を示す。 

さらに、通常は段階的に整備・改善していくことになるため、概ねの事業費を算出するととも

に、事業の優先順位を検討し年次計画としてとりまとめる。 

（Ｂ）利用しやすさをより高めるための情報提供 

主要利用拠点等において、利用しやすさをより高めるために情報提供の持つ意味は非常に大き

い。 

情報提供計画として、提供すべき情報と適切な情報媒体、情報提供に当たっての配慮事項等を

整理した上で、サイン類やパンフレット類による現場での情報提供のあり方、ホームページ等に

よる事前情報のあり方を明らかにする。 

さらに、リアルタイムの情報提供に欠かせない情報の収集・整理・更新や、ガイドの配置など、

情報提供の担い手についても明らかにする必要がある。 

仮設の板を渡して段差を解消している 

応急措置の例 

釧路湿原国立公園 温根内ビジターセンター 

検討結果は「ユニバーサルデザイン計画」としてとりまとめる。 

「ユニバーサルデザイン計画」は、設定した目標の達成に向けて、ハード面にとどまらずソフ

トを含めて総合的に検討する対象地域のユニバーサルデザインの基本となる計画であり、施設整

備・改善の方針、情報提供の方針、管理運営の方針を明らかにする。 
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（Ｃ）施設の維持管理やソフトの展開を担う管理運営 

利用環境や利用の質の向上は、日常の維持管理や運営サポート等のソフトでの補完によっても

実現させることができる。また、スパイラルアップに向けた施設や環境の点検も必要であり、管

理運営はユニバーサルデザインにおいて重要な位置を占めている。 

管理運営計画として、施設等の維持管理及び点検・補修のあり方、各種サポートやユニバーサ

ルサービス提供のあり方を明らかにするとともに、管理運営の体制づくりと人材育成の方策を示

すことが必要となる。 

 

Ⅱ－４ 利用者の意向等との調整と点検評価 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）使いやすさや風致景観への影響に対する検証を設計プロセスに組み入れる 

施設の計画・設計段階では、施設利用のさまざまな場面において利用者特性に応じて考慮すべ

き事項を書きだしたチェックシート（表 2 参照）を作成して、確認しながら行うことが必要で

ある。 

また、設計プロセスの中で、現状の点検評価、改善方策の検討、デザイン及び施設規模や材料

の決定などのポイントにおいて、使いやすさと風致景観への影響に対する検証を行うこととする。 

（Ｂ）計画・設計段階での影響の確認と意見聴取 

使いやすさと風致景観への影響に対する検証は、設計案に基づくシミュレーション画像を作成

するなどによって影響を的確に捉え、整備段階で設計変更を生じることがないようにする。 

また、計画案・設計案については、現状の点検評価や素案の段階から、ユニバーサルデザイン

の専門家や障害当事者の他、管理運営に携わる関係者等に広く意見を求めることが望ましい。 

（Ｃ）利用・管理段階での検証と改善 

利用・管理段階では、ユニバーサルデザインの専門家や障害当事者の他、管理運営に携わる関

係者等とともに、整備した施設等が正しく機能しているかの検証を行う。 

検証の結果見いだされた不具合については、必要に応じて改善を加えるとともに、工夫すべき

点を記録し今後の整備や他地区における整備に反映させ、スパイラルアップを図る。 

 

計画・設計から整備、利用・管理の各段階において、適宜、ユニバーサルデザインの専門家や

障害を持つ人を含めた利用者の意見を聞くことによって利用者の意向との調整を図る。 

施設の計画・設計段階では、チェックシート等を作成して多様な利用者のニーズを確認しなが

ら行うとともに、設計プロセスの要所において、使いやすさと風致景観への影響に対する検証を

行う。また、計画案・設計案については、ユニバーサルデザインの専門家や障害当事者の他、管

理運営に携わる関係者等に広く意見を求める。 

利用・管理段階では、利用者も交えて、整備した施設等が正しく機能しているかの検証を行い、

必要に応じて改善を加えるとともに今後の整備に反映させる。 
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Ⅲ ユニバーサルデザイン計画検討の基本的考え方 

Ⅲ―１ ユニバーサルデザイン計画の検討に当たってのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 ユニバーサルデザイン計画検討に当たってのポイント 

利用環境と質の向上 

利用の選択肢と安全確保 

保護と利用の調和 

利用機能の維持 

利用者特性等の理解 

目標とした魅力資源の楽しみ方の実現 

行動の選択肢の提供と安全対策 

自然資源を損なわないハード整備とソフトによる補完 

厳しい自然条件に配慮した施設整備と維持管理 

多様な利用者の特性と対応に当たって考慮すべき事項の理解 

優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安らぎを得られる環境 

・非日常的な自然体験をすることが訪れる価値 
・利用に際しての危険（リスク）の存在 

利用に際しては自然条件や地形条件等により、さまざまな制約や危険も存在している。こうし

た環境下にある集団施設地区等におけるユニバーサルデザイン計画は以下の点に配慮して策定

する。 

①目標とした魅力資源の楽しみ方の実現 

・目標として設定した、対象地域において提供しようとする自然体験を絶えず確認しながら、そ

れを実現するために利用環境と利用の質の向上を目指すこと 

②行動の選択肢の提供と安全対策 

・利用者が自己の能力や興味に応じて行動範囲を選択できるような選択肢のあるフィールドの提

供及び選択のための情報提供と安全対策を図ること 

③自然資源を損なわないハード整備とソフトによる補完 

・利用施設のユニバーサルデザイン化を追求するあまり､国立公園の魅力の本質である自然資源

を損なうようなことがあってはならず､ハードのみに頼らずソフトで補完すること 

④厳しい自然条件に配慮した施設整備と維持管理 

・整備した施設が確実にその機能を発揮するよう、厳しい自然条件に配慮した材料や工法の選択

と適切な維持管理を図ること 

⑤多様な利用者の特性と対応に当たって考慮すべき事項の理解 

・適切な施設整備、サポートの提供に当たって重要となるのは、多様な利用者の特性やニーズ、

対応に当たって考慮すべき事項を理解しておくこと 
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（１）目標とした魅力資源の楽しみ方の実現 

計画対象地域である主要利用拠点等は、すばらしい自然風景、豊かな森や清流、野生動植物な

どに接し、利用者が日常と異なる自然を体験できることが大きな魅力である。 

目標として設定した魅力資源の楽しみ方を、できる限りすべての利用者に体験してもらうため

にどのような取り組みを行うかを絶えず確認しながら、それを実現する手段としてユニバーサル

デザインの考え方に基づいた施設等の整備管理を行い、利用環境と利用の質の向上を目指すこと

が重要である。 

（２）行動の選択肢の提供と安全対策 

できる限りすべての利用者が安心して自然を体験できる場とするために、利用者が自己の能力

や興味に応じて行動範囲や行動内容を選択できるようなフィールドやコースを提供するととも

に、これらに関する情報の発信が必要となる。 

また、自然体験は魅力を有する反面、危険（リスク）を伴うことも否定できないことから、利

用者への注意喚起をはじめとして、施設等の立地特性や利用特性に応じた安全管理が求められる。

なお、こうした安全管理によって自然環境の魅力を損なうことのないよう配慮することは不可欠

である。 

（３）自然資源を損なわないハード整備とソフトによる補完 

優れた自然景観の保護と、できる限りすべての人の利用という異なるコンセプトを、自然特性

や利用特性に応じてどのように折り合いをつけるかが重要となる。 

優れた自然景観の保護を前提とし、自然特性や地形特性を踏まえ、整備をしないという選択肢

を含めて施設の必要性を検討した上で、施設整備を行う場合には、施設の配置、規模、材料、デ

ザイン、工法等への配慮によって、自然環境や風致景観への影響を抑えることが必要である。 

また、砂地用車いすの貸し出しのような補助器具による対応、バリアフリーツアーのような介

助者による対応など、ハードだけに頼らない方法での展開が有効である。 

（４）厳しい自然条件に配慮した施設整備と維持管理 

風雨や積雪など厳しい自然条件の影響を直接受ける屋外空間での施設整備が中心となること

から、腐朽が早い、破損しやすい、汚れやすいといったことへの対策が必要である。 

特に、雨で滑りやすい舗装、熱くて触れない手すり、冷たくて座れないベンチなどを整備する

ことがないよう、屋外ならではの自然条件に配慮した材料や工法の選択と適切な維持管理の行い

やすい計画が求められる。 

（５）多様な利用者の特性と対応に当たって考慮すべき事項の理解 

できる限りすべての人が利用できるようにするためには、施設整備においても、サービスやサ

ポートの提供においても、多様な利用者の特性やニーズ、対応に当たって考慮すべき事項を知っ

ておくことが重要となる。 

実際に施設整備や利用サービスを行う際には、当事者へのヒアリングや疑似体験などによって

ニーズ等を把握することが望まれるが、一般的には、表 2のように整理できる。 
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表 2 主要利用拠点等における主な行動に対する多様な利用者の特性に応じて考慮すべき事項 

利用者グループ 

 

 

 

主な行動 

すべての利用者 
視覚に配慮すべき利用

者 

聴覚に配慮すべき利用

者 

移動・動作に配慮すべき

利用者 

寸法・姿勢に配慮すべき

利用者 

知識・判断に配慮すべき

利用者 

使用言語に配慮すべき 

利用者 

天候変化等に配慮すべ

き利用者 
その他 

 視覚障害者 
高齢者 

聴覚障害者 
高齢者 

車いす利用者、高齢者、 
視覚障害者、内部障害者 
妊産婦、乳幼児連れ、 
子ども、けが人など 

車いす利用者、高齢者、 
妊産婦、子どもなど 

知的・精神・発達障害者 
高齢者、子どもなど 

視覚障害者、外国人、子ど
もなど 

肢体不自由者（体温調節の
できない人、知覚麻痺の人
等）、内部障害者など 
 

 

行動起点から 

主要施設へ移動 

する 

遠回りとなるだけのスロ
ープは敬遠される 

主要施設の位置、方向が
わかる工夫が必要 

 

 車いす用駐車場の設置 

主要施設へのアプローチ
の段差をなくす 
→スロープの設置 

  管理用通路の活用 

   主要施設まで雨に濡れず
に行けることが望ましい 

 

トイレを使う 清潔を保つことが必要 

汚れたトイレは使われな
い 

トイレの位置と内部の配
置がわかる工夫が必要 

清潔を保つことが必要
（汚くても見えない） 

 入口の段差をなくす 

力がなくても操作できる
ように工夫が必要 

 

車いすの転回や介助のた
めの広いスペースが必要 

手の届く範囲が限られる
ので配慮が必要 

車いすや子どもが利用し
やすい手洗いや鏡の高さ
に配慮が必要 

直感的に使い方がわかる
ような設備とする 

操作を間違えても被害が
生じないような工夫が必
要 

直感的に使い方がわかる
ような設備とする 

 オストメイトに対応
の設備を設置する 

おむつ換え等のスペ
ースを設置する 

散策する 急勾配の箇所にはステッ
プが必要 

長いルートでは途中に休
憩スポットが必要 

土の道が好まれるが、雨
の時は敬遠される 

舗装の変化等でコースを
はずれない工夫が必要 

危険個所には柵、傾斜等
による進入防止対策 

広すぎる園路は不安で使
いづらい 

肩より上の障害物の排除
が必要(気づきにくい) 

迷わないように、色や形
を統一した連続サインで
誘導することが必要 

通行可能なコースを選択
できるようにする 

大きな段差をなくす 

路面の堅さ、横断勾配、
凹凸に配慮する 

踊り場を適宜設置する 

車いすのすれ違いや追い
越しスペースを確保する 

 

迷わないように、色や形
を統一した連続サインで
誘導することが必要 

方向指示、制止等のサイ
ンは直感的にわかるよう
に配慮する 

  

休憩する ベンチやテーブルが汚れ
ていたり破損していると
使われない 

清潔を保つことが必要 
（ベンチ等の汚れ、破損
状況等が見えない） 

 休憩スペースへの段差を
なくす 

 

車いすで使えるテーブル
の配置 
→ニークリアランスの
確保 

  風雨をしのげる場所を設
置する 

ベンチや手すりなど直接
触れる施設の材質に配慮
する 

適切に管理する 

 

風景を楽しむ できるだけ人工物が見え
ない方がよい 

 

イメージしやすい説明が
必要 

 →風景の触知板等 

危険個所には柵、傾斜等
による進入防止対策が必
要 

 車いすでも展望台に上が
れるように配慮が必要 

危険個所には柵、傾斜等
による進入防止対策が必
要 

 

視点が低くても風景が見
えるような手すりの位置
とする 

 

    

自然を感じる 景観の管理が必要 音、香り、触れた感触、
風や木漏れ日を感じられ
るような工夫が必要 

鳥がいること、川が流れ
ていることなどを文字や
イラストで伝える工夫が
必要 

 車いすや子どもでも木の
幹や葉にさわれるように
配慮する 

触れて楽しむことが重要
であり、直接触れられる
ように配慮する 

   

情報を得る 知りたい情報を知りたい
場所でわかりやすく示す
ことが必要 

触知板は人が説明する際
の補助手段であり、触知
板があれば一人で行動で
きるというものではない 

点字や音声ガイドの活用
や、文字の大きさ、色に
配慮が必要 

文字やイラストによる説
明が必要 

筆談による対応が必要 

 サインや展示物の高さに
配慮する 

車いすや子どもに対応す
る低いカウンターの設置 

 

 

ふりがなを付けるなど表
現方法に配慮する 

 

多言語対応を行う 

直感的にわかるサインを
使用する 
→ピクトグラム等 

 

  

非常時の対応 非常時の連絡先がわかる
ような工夫が必要 

携帯電話のつながる場所
が事前にわかっていると
安心 

とりあえず避難できる安
全な場所の確保 

警告音や呼びかけが聞こ
えないため、携帯電話の
バイブレーションやメー
ル機能の活用などの工夫
が必要 

   多言語対応を行う   
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Ⅲ－２ 施設整備・改善の基本的考え方 

Ⅲ－２－１ 安心して確実に利用できる施設整備 

 

 

 

 

 

（Ａ）多様な利用者のニーズに配慮したきめ細かい施設整備 

これまでバリアフリー対応として整備されている施設であっても、小舗石等凹凸のある素材で

舗装された園路では車いすでの通行時の振動が激しくて苦痛を感じる、展望デッキでは手すりが

邪魔となり車いすや子どもの視点からは風景が見えないといった整備例も存在している。また、

便房内に設置された非常通報ベルのボタンに便座から落ちた体勢では手が届かないといった例も

みられる。 

整備した施設が安心して確実に利用されるよう、見た目のデザインだけでなく、表 2の表に示

したような多様な利用者の特性を考慮した、きめ細かい整備を行うことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ）できる限りすべての人が自然とふれあうための環境デザイン 

園地等は、できる限りすべての人が質の高い自然体験ができる環境づくりとして、視覚や触覚、

聴覚など五感で自然を感じられる工夫が必要となる。 

例えば、樹木の幹や葉に触れることができるよう園路沿いの樹木を残す、せせらぎ沿いに園路

や休憩スペースを設ける、鳥の声を楽しめるよう野鳥誘致木を補植するなど、施設単体でなく自

然体験の場として環境をデザインすることが必要である。 

 

車いすでの通行には振動が激しく、苦痛を伴

う小舗石舗装のスロープ 

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区 

 

高さと設置方向が悪いため、誰にとっても

使いにくい水飲み 

富士箱根伊豆国立公園 湖尻集団施設地区 

 

主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインでは、主要施設へ「行ける」ことにとどまらず、

安心して「使える」施設、自然を「感じられる」環境整備が求められる。 

そのため、施設や環境の整備に当たっては、できる限りすべての人が安心して確実に利用でき

るよう、多様な利用者のさまざまな特性やニーズを考慮したきめ細かい施設整備、自然体験のた

めの環境デザインが必要となる。 
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Ⅲ―２－２ 自然環境、風致景観と調和した施設整備 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）必要最小限の施設整備 

優れた自然景観の中では、人為的な施設の導入は自然景観の価値と魅力を減ずる可能性がある

ことから、主要利用拠点等における施設整備においても、目的を達成するために必要な施設か否

かを十分に検証することが必要である。 

（Ｂ）自然環境、風致景観と調和したデザイン 

風致景観との調和を考えるならば、木道などを整備する場合、最小限の幅員を標準として、す

れ違いや追い越しのためのスペースを適宜確保するという対応が適している。 

また、高低差を処理するためのスロープが、

自然素材の木材を利用することで長大でボリ

ュームのある構造物となり、景観に大きく影響

する事例が見られるが、景観との調和を考える

ならば、金属材料を利用したスリムな施設とし

たり、遮蔽植栽を施すことでボリューム感を抑

えるといった工夫も求められる。 

 

 

 

（Ｃ）人的サポートなどソフトによる過剰整備の抑制 

例えば、斜面地に園路整備を計画する場合、自走の車いすに対応するには縦断勾配５％程度が

限界となるが、介助者がいれば８％程度の勾配まで利用可能となるように、サポートを前提とす

ることで自然環境の改変が少なくてすむ場合もある。 

（Ｄ）厳しい気象条件に対応した材料の選択 

厳しい気象条件の影響を直接受ける屋外の施設整備では、安全性を確保するため、耐候性や耐

久性に配慮することが必要となるとともに、日射によって熱くなり触れることができない手すり、

気温が低い時に冷たくて座れないベンチといった使いづらい施設とならないよう、使用する材料

の熱伝導率なども配慮対象となる。 

 

すれ違いスペースを設けた木道 

利尻礼文サロベツ国立公園 幌延園地 

 

自然公園の魅力の本質は優れた自然環境や景観であり、主要利用拠点等においても、これらを

損なうことのないような施設整備が求められる。 

そこで、施設整備が必要か否かを十分に検証し、整備を行う場合には、自然環境や風致景観へ

の影響に配慮した規模、材料、デザイン、工法を採用する。 

また、人的サポートなどソフトとの連携を考えて過剰整備にならないように配慮する。 

なお、屋外という条件から、安全性や使いやすさを確保するため、耐候性、耐久性、熱伝導率

等に配慮した材料選定も必要である。 
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Ⅲ―２－３ 特別な整備がなされていると感じさせない工夫 

 

 

 

（Ａ）誰もが利用できる施設の方が障害者にとっても利用しやすい 

これまでのバリアフリーの施設整備は、障害を持つ当事者にとっては専用の特別なものと感じ

られ、必ずしも好ましいものとはいえなかった。こうした反省から、ユニバーサルデザインは、

すべての人に利用しやすい施設や環境づくりを求めるものである。 

現実に、バリアフリー通路の機能が優先された長大なスロープが車いす使用者以外には殆ど使

われていない例があるなど、これまでの整備はユニバーサルデザインとは言えないものも多かっ

た。 

また、障害者用便所など専用で作られ利用頻度が低い施設は管理が行き届かず、使いにくくな

るといった例もあり、結果的に、誰もが利用できる施設の方が障害者にとっても利用しやすいと

いえる。 

（Ｂ）すべての人が無意識に同じ施設を利用する施設づくり 

今後は、ユニバーサルデザインの原則に立ち、通路としての機能だけでなく、歩きたくなる楽

しさを演出したスロープとするなど、すべての人が無意識に同じ施設を利用する施設づくりを推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

流れの演出で、すべての人に同じスロープを

通行させている例 

支笏洞爺国立公園 豊平峡園地 

出典）石田享平「アクセシブルな園路の設計計画」 

バリアフリー対応のスロープは遠回りとなる

ためか殆ど利用されていない 

山陰海岸国立公園 鳥取砂丘集団施設地区 

 

障害者等の利用に配慮したものが誰にとっても使いやすいものという視点に立って、特別な配

慮を極力感じさせず、誰もが普通に利用する施設や環境づくりを目指した整備を行う。 
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Ⅲ－３ 情報提供の基本的考え方 

Ⅲ－３－１ 使いやすさ向上のために提供する情報と情報媒体 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）対応できずに残された課題を伝えることの重要性 

施設等のバリアフリー対応の状況（ここまで対応しています）は、これまでも情報として伝え

られてきているが、今後は、これに加えて、残された課題とも言える施設のハンディキャップ（こ

の建物やエリアにはこういう障害があります）を伝えることが重要となる。 

これによって、利用者は正しい選択が可能となり、管理者にとってもサポートの必要性を認識

できるといった利点がある。 

（Ｂ）利用者の行動選択に必要な情報提供 

利用者が選択的に利用できる施設、サービスの提供によるユニバーサルデザインの環境づくり

に対応し、情報提供においては、 

・利用者が自己の能力等に応じて行動範囲を選択できる行動起点での情報提供 

・利用の難易度（サービスレベル）の変化点での情報提供 

が重要となる。 

（Ｃ）適切な情報媒体による効果的な情報提供 

情報提供に当たっては、必要な情報を必要な時期に必要な場所で伝えることが重要であり、提

供すべき主な情報と効果的な情報媒体は下表のように整理できる。 

事前情報はホームページの活用が有効である。現場での情報はサイン類や携行パンフレットで

提供するとともに、行動起点である駐車場等や、管理者が常駐するサービス拠点であるビジター

センター、インフォメーションセンター等での情報提供が重要となる。 

 

表 3 提供すべき主な情報と効果的な情報媒体 

時

期 
事前に 行動起点で 行動中に 

内

容 

◆バリアフリー対応の施設やコ
ースの情報（ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ含む） 

◆利用できるサービスの内容 
◆見どころと楽しみ方 
◆利用上の注意事項 
◆必要な装備、服装等 
◆天候や気温 

◆能力等に応じて選択するため
のフィールドやコース情報 

 ・トイレ等の施設の位置 
・利用の難易度等 

◆見どころと楽しみ方 
◆利用マナー、禁止事項等 

◆自然解説 
◆トイレ等の施設の方向指示と
距離 

◆利用の難易度 
◆危険個所等の明示 
◆利用マナー、禁止事項等 

手

段 

○インターネット（ホームペー
ジ） 

○ガイドブック 

○ＶＣ等情報提供施設 
○パンフレット類 
○案内標識 

○パンフレット類 
○案内標識 

 

主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインにおいては、情報提供の持つ意味は非常に大き

い。障害者等の利用に対応した施設の状況を伝えることは当然であるが、むしろ残された課題で

ある「施設のハンディキャップ」こそ、利用者に対して明確に伝えるべき情報である。 

情報提供に当たっては、多様な利用者の能力やニーズを考慮しつつ、何を、いつ、どこで、ど

のような媒体で伝えれば効果的であるかを考え情報発信の場所や方法を選択するとともに、常に

最新の情報に更新しておくことが必要である。 



 ＵＤ22 

（Ｄ）ピクトグラムの活用  

近年、外国人や子どもでもわかりやすいように、情報を視覚的な図で表現することで内容の伝

達を直感的に行うピクトグラム（絵文字）が広く使われるようになっている。 

ピクトグラムは、国際標準化機構（ISO）によって 57 項目が標準化されている他、国内では、

交通エコロジー・モビリティ財団が策定した「標準案内図記号ガイドライン」に、交通施設、観

光施設、スポーツ施設、商業施設等に使用する 125 項目が示され、うち 110 項目が JIS（日本工

業規格）化されている。 

野鳥観察適地やお花畑などの自然情報や、園路勾配、段差の有無、難易度などの施設情報のピ

クトグラムを追加するなど点検と見直しを行い、インターネットやガイドブックによる事前情報

と現地での情報を同じピクトグラムで表示するなど、わかりやすい情報提供が望まれる。 

なお、障害者に配慮した施設には障害者のための国際シンボルマークを表示する。 

設置に当たっては、便所など重要な場所では、大きめのピクトグラムに文字（日本語、英語）

と点字を併記するといった配慮が求められる。 

 

 

 

 

 

図 7 障害者のための国際シンボルマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ）障害者対応情報を含むガイドブックの発行 

海外では、各公園で何ができるか、どれだけ障害者対応ができていているかといった情報が整

理された自然公園のガイドブックが出版、改訂が行われている事例がある。 

将来的には、わが国でもこういったガイドブックの発行によって、誰にも利用しやすい自然公

園づくりの一助となることが期待される。 

図 8 障害者も参加できるレクリエーション活動を表すピクトグラム例 

サイクリング 

ボート 

キャンプ 散策・ハイキング 

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 釣り 
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Ⅲ－３－２ 現地での情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）多様な利用者の能力やニーズに配慮した情報提供 

現地での情報提供は、ビジターセンター等での展示解説や案内のほか、携行可能なパンフレッ

ト類、屋外ではサイン類が中心となる。 

多様な利用者の能力やニーズへの配慮

した情報提供に当たっては、外国人のた

めの多言語化表示のほか、ピクトグラム

の利用や簡潔でわかりやすい表現をとる

など、誰もが直感的に理解できるような

工夫が求められる。 

 

 

視覚障害者への対応として点字表記の触知板が整備される例が多いが、すべての視覚障害者が

点字を理解できるとは限らないこと、どこに設置されているかがわからないこと、触覚による地

図の理解は難しいこと、１枚の触知板の情報を全部覚えることは困難であることなどの理由から

効果的に使われていない例が多い。 

触知板は、人が説明する際の補助手段としての意味が

大きく、触知板さえあればひとりで行動できるというも

のではないことから、携行できる触知型のパンフレット

を用意することも効果的と考えられる。 

また、視覚障害者に景観や色彩について話すことはか

わいそうといった誤解もあるが、視覚障害者はイメージ

を膨らませるための説明を求めており、景観の触知図を

準備するなどの配慮が求められる。 

 

 

 

４カ国語のパンフレットを準備している 

富士箱根伊豆国立公園 箱根ＶＣ 

 

屋外に設置されているため汚れた触知板 

（汚れた触知板は使われない） 

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区 

 

現地での情報提供は、ビジターセンター等での展示解説や案内のほか、携行可能なパンフレッ

ト類、屋外では標識類が中心となる。 

情報提供にあたっては、視覚障害者、聴覚障害者、外国人、子どもなど多様な利用者の能力や

ニーズへの配慮が重要であるとともに、明暗の変化や水音の活用など屋外の自然空間ならではの

情報提供方法の工夫をする。 

また、ビジターセンター、インフォメーションセンター等の情報提供施設では、案内カウンタ

ーを設置するなど、対人による情報提供やサポートを行なう。 
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（Ｂ）自然の要素を利用した五感に訴えるサインの工夫 

屋外の自然空間では、案内板、解説板、誘導標など標識類の多用は風致景観への影響も考えら

れることから、携行できるパンフレット類での補完を検討する。 

また、樹林の密度等による明暗の変化、水音の利用など、周辺空間の変化を五感に訴えるサイ

ンとするなどの工夫も有効と考えられる。 

このような五感に訴える方法は、自然公園らしさを高めるとともに、自然体験の質を向上させ

る効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｃ）対人による情報提供とサポート 

例えば、ビジターセンター内のトイレの場所を知るには、案内板で探すよりも人に聞いた方が

早く確実である。このように、人がいれば、わからないことを尋ねられ、困った際には依頼する

ことができる。そのため、管理者が常駐するビジターセンターやインフォメーションセンターで

は、案内カウンターの配置やデザインなどに配慮が必要である。 

特に、聴覚障害者は人前で声を出したくない人が多いため、筆談用具を備えておくとともに、

聴覚障害者の利用を配慮したマークを「耳の不自由な方は筆談しますのでお申し出ください」と

いった文を添えて表示することが望ましい。 

なお、人を配置することは、どのような利用者が来訪したかを把握しやすいため、サポートも

しやすくなるなど管理者にとっての利点も多い。 

 

 

 

 

 

 

また、自然体験をより充実したものとするためには、ガイドが同行して解説やサポートを行う

ガイドツアーも有効である。そのため、地域の自然環境や障害者等のサポート方法の知識を有す

るガイドの養成も必要である。 

自然要素を利用した空間認知のサイン 

左：葉にふれる感触、花の香りを楽しむ 右：植物のトンネル 

利尻礼文サロベツ国立公園 幌延園地 

筆談が可能なことを、聞こえが不自由なこと
を表す耳マークと、「耳の不自由な方は筆談
しますのでお申し出ください」の文で示した
カウンター 

聴覚障害者の利用に配慮した例 
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Ⅲ－３－３ 事前の情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）ホームページによる情報提供の利点 

コンピュータなどＩＴ分野ではユニバーサルデザインの技術が進んでおり、特に障害を持つ人

にとって、コンピュータやインターネットは重要なコミュニケーション媒体となっている。アウ

トプットの工夫は各自で行えるので、インターネットのウェブコンテンツアクセシビリティ指針

（JIS X8341-3 『高齢者・障害者等配慮設計指針－情報機器における機器、ソフトウェア及びサ

ービス－第三部：ウェブコンテンツ』）に則っていれば、ホームページ等を利用した情報提供は有

効である。 

なお、近年では、インターネットを利用する高齢者が増えていることや、ホームページの活用

は以下のような利点も有していることから、有効な情報媒体である。 

・場所や時間に影響されずに情報を得られる 

・画像や動画も利用できる 

・多言語化対応しやすい 

・プリントアウトすることで携行資料となりうる 

・関連情報へのリンクが可能である 

・利用者からの質問や感想を募るなど双方向の情報交流がしやすい 

・最新情報への更新も容易である 

（Ｂ）施設のハンディキャップや、ここで何ができるかを伝えることが重要 

これまでは、バリアフリー対応施設の紹介にとどまっているものが多かったが、利用者が利用

の可否をより正しく判断するために、「この部分は対応できていません」という“施設のハンディ

キャップ”を明示することが重要である。 

また、旅行の計画時に利用する情報でもあるため、来訪することによって何ができるか、どの

ようなサービスが受けられるのかといった情報や、活動の難易度など、活動選択のための材料を

提供することが必要である。 

例えば、自然観察会の情報を提供する場合は、場所や時間、危険個所や対処方法、現場のスタ

ッフがどこまでサポートできるか、望まれる服装や装備などの情報が重要である。 

また、旅行の計画時には、訪れる場所が夜でも安全か、早朝に車は多いかなどの現場の人しか

わからない情報が利用者にとって有用な情報である。 

自然公園を訪れようとする利用者、特に障害を持つ人にとって、旅行の計画段階で得られるユ

ニバーサルデザイン関連の情報は非常に重要であり、パンフレット類やインターネットのホーム

ページにおいて的確に情報を発信することが求められる。 

特に、場所や時間に影響されずに情報を得られ、ユニバーサルデザインの技術も比較的進んで

いるインターネット、ホームページは、高齢者や障害者の利用者も増加しており、有効な情報提

供媒体である。 

提供する情報としては、バリアフリー対応施設の紹介にとどまらず、来訪することによって何

ができるか、どのようなサービスが受けられるかを示すことが重要である。 
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Ⅲ－４ 管理運営の基本的考え方 

Ⅲ－４－１ 施設の機能を発揮させる維持管理 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）施設が機能を発揮するには日常の維持管理と点検が必要 

健常者、障害者等にかかわらず、汚れた施設や破損した施設は使われず、通行時に下枝に当た

ったり堆積した落葉で車いすの通行が困難になるようでは、車いす対応の施設もその機能が十分

に発揮できない。 

また、これまでのバリアフリー化による特別な整備では、利用頻度が低いことなどから管理が

行き届かなくなり、さらに使いやすさが低下するといった悪循環に陥る例も見られる。 

ユニバーサルデザインでは、できる限りすべての人が利用しやすいことを原則とすることから、

こうした状況は改善されることが見込まれるが、日常の点検や清掃をチェックリストを使って確

実に実施するなど、維持管理の充実が求められる。 

（Ｂ）施設だけでなく周辺の自然環境を含めた維持管理 

沿道の樹木や草に触れられる園路も、管理が不十分になると下枝や草が繁茂して荒れた印象を

与えるだけでなく通行の障害となる場合がある。また、園路沿いにハチが巣を作るなど、自然環

境ならではの利用の不具合や危険が生じる場合も考えられる。さらに、快適な利用環境の確保の

ためには景観管理も重要である。そのため、施設だけでなく周辺の自然環境を含めた維持管理を

行うことが必要である。 

なお、利用上危険な状態が発生した際には、速やかに通行禁止等の措置をとるとともに、危険

の要因等についての情報を誰にもわかりやすく示すことが必要である。 

 

 

 

 

木道沿いの草が繁茂し、通行しにくくなって

いる 

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区 

 

スズメバチの巣があり危険なため、通行禁止

措置をとっている 

富士箱根伊豆国立公園 湖尻集団施設地区 

 

汚れた施設や破損した施設は使われず、車いす対応の園路も落葉が堆積したり樹木の下枝に覆

われる状態だと通行が困難になるなど、整備した施設の機能を発揮させ、安全で快適な利用環境

を確保するためには、周辺の自然環境も含めた維持管理が欠かせない。 

そこで、日常の点検、清掃等の確実な実施と定期的修繕によって、安全で快適な利用環境を維

持していくことが必要である。 
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Ⅲ－４－２ ユニバーサルサービス 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）ユニバーサルデザインに欠かせない公平な情報とサービスの提供 

バリアフリーやユニバーサルデザインでは、施設整備などハード部分に目が行きがちであるが、

すべての利用者の立場に立って公平な情報とサービスを提供するソフト、すなわちユニバーサル

サービスも重要である。 

特に、主要利用拠点等では、地形条件や風致景観保全のため、施設のみで対応するには限界が

あり、補助器具の貸し出しや介助サポートなどによる補完が欠かせない。 

物理的なバリアが残っている場合でも、バリアによって困っている人にどのようにサポートす

ればよいかをスタッフが知っていれば解決できることも多くある。また、利用者、特に障害を持

つ人にとっては迎えてくれる安心感があることは重要であり、ユニバーサルデザインでは人的サ

ポートを準備しておくことの意味は大きい。 

（Ｂ）意識と知識があれば可能なユニバーサルサービス 

ユニバーサルサービスでは、人的対応とコミュニケーションの改善がポイントであり、困って

いる利用者のニーズを察知し、求められるサービスを提供することが必要である。 

施設等の物理的な改善には費用と時間がかかるが、ユニバーサルサービスは意識と知識があれ

ば今すぐにでも実施可能なこともあり効果も大きい。そのため、ビジターセンター等における人

的サポートの窓口の設置やスタッフの教育などを含めたユニバーサルサービスの体制づくりが必

要である。 

また、こうしたユニバーサルサービスが実践されている施設や地区は、利用者に好印象を持っ

てもらえるという可能性が高く、再訪やクチコミによる宣伝効果などの波及効果も期待できる。 

 

集団施設地区等におけるユニバーサルデザインでは、施設だけでの完全な対応は困難なことか

ら、補助器具等の貸し出しや対人サービスによるサポートなどソフトで補完することが必要であ

り、こうしたサービスで簡単に解決できる問題も多い。 

ビジターセンター、インフォメーションセンター等の情報提供施設では、人的サポートのため

のユニバーサルサービスの窓口を設けることが望まれる。 

また、緊急時対応等を含む安全対策の実施により、誰もが安全に利用できるサービスを提供す

ることが必要である。 
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Ⅲ－４－３ 利用者の声の収集と反映のためのシステム（モニタリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）スパイラルアップのため、利用者の声を聞き常に課題を把握する 

ユニバーサルデザインでは、現在よりも多くの人にとって利用しやすくするための改善を積み

重ねていくスパイラルアップの考え方が重視される。 

スパイラルアップを図るためには、管理者が常に課題を把握しておくことが重要であり、施設

やサービスの使いやすさに関する多様な利用者の声を集めることが必要である。 

（Ｂ）さまざまな方法による使いやすさの点検を行う 

ビジターセンターやインフォメーションセンターでは、利用者の苦情や感謝の声が窓口に届き

やすい他、アンケート形式でこれらの情報を得ることも行いやすい。一方、園路や園地の使いや

すさについては、管理者や設計者が疑似体験を行い実際に使ってみて点検する方法や、モニター

ツアーを行うことが有効と考えられる。 

車いすの疑似体験の場合には、車いすに正座

した姿勢で行うなど、障害を持つ人の状態によ

り近づけることで、体験を通して得られる情報

の質、量ともに増加することが見込まれ効果的

である。 

 

 

 

 

なお、利用者は自分が求めているものを明確に意識していなかったり、言葉で表現できない場

合も多く、現場のスタッフは高齢者や障害者の利用状況をよく観察することも必要である。 

（Ｃ）点検結果や利用者の声を一元的に管理するシステムの構築 

点検の結果や利用者の声を次の改善に活かし、確実にスパイラルアップを図るためには、成功

例だけでなく失敗例も含めて記録に残し、これらを共通データとして利用できるように整理して

おくことが有効である。そのため、これらの記録を一元的に蓄積、管理できるシステムの構築が

求められる。 

車いす体験は正座した姿勢で行

うと、より効果的である 

スパイラルアップを図るためには、管理者と利用者の情報の相互交流によって常に課題を把握

しておくことが重要である。管理者が常駐するビジターセンター等や宿泊施設は比較的こうした

情報を得やすいが、情報を得にくい歩道や園地の使いやすさの点検のためには、疑似体験やモニ

ターツアー等の実施が有効と考えられる。 

また、点検の結果や利用者の声を活かせるように、成功例、失敗例を含めた評価の記録を共通

データとし、次の改善やガイドラインの改訂につなげられるよう、一元的に蓄積、管理するシス

テムの構築が必要である。 
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Ⅲ－４－４ 管理運営体制とスタッフ教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）管理運営を担う人材の確保と管理体制（危機管理を含む）の確立 

主要利用拠点等において誰もが利用しやすい安全で快適な利用環境を保っていくためには、日

常の維持管理やユニバーサルサービスを担う人材をボランティアスタッフを含めて確保し、これ

らの円滑かつ確実な推進に向けた管理体制を確立することが必要である。 

そのため、地域の人を対象に、地域の自然環境や保全の取り組み、多様な利用者に対するサポ

ートやコミュニケーション等についての勉強会を行って、サービスやサポートのできる人材を育

てるシステムづくりとともに、これらスタッフを適材適所にコーディネイトする人材の配置が必

要である。 

また、主要利用拠点等においては、環境省だけでなく、複数の国立公園事業者が施設を整備・

管理している地域が少なくないことや、自然地域での危機対策は、予防の面も含め関係機関との

協力と連携が有効であることを踏まえ、関係機関と協議・協力しながら危機管理体制を構築する

ことが望ましい。 

（Ｂ）ユニバーサルサービスのためのスタッフ教育の充実 

利用者の中には要求を伝えることが苦手な人もおり、実際に、エレベーターに乗せてもらった

車いす利用者が、中で方向転換ができずボタンを押せなかったために１日閉じこめられたという

例もある。 

この事故の場合は、エレベーターが車いすの回転できる大きさでなかったというハード面の問

題もあったが、管理スタッフが高齢者、障害者等の特性とコミュニケーションやサポートに当た

ってのポイントを知っていれば、正しく対応できるものであり、座学に加え疑似体験等を含むス

タッフ教育の必要性は高い。 

 

 

 

日常の維持管理やユニバーサルサービスを確実に推進するために、ボランティアスタッフを含

めた人材の確保と管理体制（危機管理を含む）の確立が必要である。 

また、高齢者、障害者等に対する的確なサービス、サポートのためには、主要利用拠点等にお

けるユニバーサルデザインの理念の理解、高齢者、障害者等の特性とコミュニケーションやサポ

ートに当たってのポイント等の理解が必要であり、スタッフに対する教育の充実が求められる。 
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Ⅳ 各種利用施設の整備における配慮事項とソフト方策 

Ⅳ－１ 設計に当たってのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）ユニバーサルデザインは誰もが利用しやすい環境づくりの手段 

ユニバーサルデザインは、高齢者や障害者のための特別な施設整備ではなく、誰もが利用しや

すい環境づくりの手段である。  

誰もが利用しやすい環境づくりとは、「高齢者や障害者に配慮した利用環境づくりが、誰にとっ

てもよりよい利用につながる」という考え方を重視することと捉えられる。 

（Ｂ）ハードとソフトを連携させ、自然資源を損なわないこと 

主要利用拠点等におけるユニバーサルデザインは、“優れた自然景観から誰もが感動や喜び、安

らぎを得られる環境づくり”をねらいとすることから、当該地区の資源の保全とその楽しみ方を

絶えず念頭に置いて設計を行うことが重要となる。 

施設の整備によって、魅力の本質である自然環境や風致景観を損ねたりすることがないよう、

ハードでの対応は自然資源を損なうおそれのない範囲にとどめ、施設整備で対応できない部分は

ソフトの工夫で対応することが基本となる。 

（Ｃ）高齢者、障害者などを含む利用者や専門家との協働 

利用施設や利用環境の設計に当たっては、多様な利用者の特性に配慮することが重要であり、

特に、高齢者や障害を持つ人のニーズは設計者の想像をこえることも多いため、疑似体験等とと

もに、障害当事者やユニバーサルデザインの専門家の意見や要望を聞きつつ、利用しやすさを確

認しながら行うことが求められる。 

また、自然環境との調和や景観への配慮、当該地区の魅力を楽しむためのソフトとの連携など

多様な視点からの検討が必要となるため、ランドスケープデザイナーや地域の管理運営の担い手

等との協働も重要となる。 

なお、協働を進めるに当たっては、ユニバーサルデザインの専門家や障害当事者を含む関係者

からなる「（仮称）ユニバーサルデザイン推進協議会」を設置し、関係者との協働を進めることな

どが考えられる。 

（Ｄ）参照すべき技術指針及び他のガイドライン等 

個別施設の計画設計においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー新法）」に対応したガイドラインに留意して実施する。 

駐車場や便所、すべての利用者が円滑に移動できる園路（主要施設へのアクセス路）等につい

ては『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン』を、ビジターセンター等の建築物については

ユニバーサルデザインは誰もが利用しやすい環境づくりの手段であり、主要利用拠点等におい

ては、「高齢者や障害者に配慮した利用環境づくりが、誰にとってもよりよい利用につながる」

という考え方を重視し、自然資源を損なうおそれのない範囲で、ハードとソフトを連携させた方

法でのユニバーサルデザインが求められる。 

また、施設設計に当たっては、多様な利用者に配慮するとともに、利用機能だけでなく景観性・

安全性など多様な視点からの検討が求められることから、高齢者、障害者などを含む利用者やユ

ニバーサルデザインの専門家等との協働が必要となる。 

なお、個別施設の計画設計においては、ガイドラインや地元自治体の条例等に留意して実施す

る。 



 ＵＤ31 

『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』を、本ガイドラインとともに参照

することが求められる。 

また、地元自治体の条例等に基準が定められている場合はそれに従う。 

なお、本技術指針に記載のない内容であっても、国立公園の利用環境と利用の質の向上のため

に必要な取り組みについては積極的に実施するよう努力することが必要である。 

 

Ⅳ－２ 車いすの走行特性と基本寸法 

 

 

 

（Ａ）傾斜面における車いすの走行特性 

車いすの車種、車いす使用者の身体能力や体重、介助者の体力等の条件によって、通過できる

段差や勾配には個人差があるが、縦断勾配が急なところを走行する場合、車いすの重心が後ろに

ずれるため転倒しやすくなる。 

また、路面排水のための横断勾配は、健常者には負担となるものではないが、車いす使用者に

とっては僅かな勾配でも傾斜方向に流されるため走行に大きな影響を及ぼす。 

（Ｂ）基本寸法 

ユニバーサルデザインを検討するに当たっての基本寸法を以下に示す。 

①車いすの寸法 

車いすの幅：手動車いす及び電動車いすを想定し70cm（JIS規格最大寸法） 

車いすの全長：手動車いす及び電動車いすを想定し120cm（JIS規格最大寸法） 

車いすの座面の高さ：45cm程度 

②車いす使用者、松葉杖使用者の基本寸法 

車いす使用者が通行や回転に必要な寸法、及び、松葉杖使用者が円滑に通行できる幅は、次

ページの図 10に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いす使用者の膝下に必要な空間（ニークリアランス）：高さ65cm程度以上 

奥行45cm程度以上 

図 9 車いす使用者の手の届く範囲と目線の高さ 

主要利用拠点等のユニバーサルデザインを検討するに当たっての基本事項として、傾斜面にお

ける車いすの走行特性や、車いすでの通行や回転に必要な寸法等について理解しておくことが必

要である。 
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図 10 車いす使用者の通行や回転に必要な寸法  
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第２部 共通事項 

第３章 施設の長寿命化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の長寿命化に関する技術指針改訂の経緯 

自然公園等施設技術指針 平成25年 7月 

自然公園等施設における長寿命化技術指針の策
定等調査検討業務 平成25年 3月 
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第４章 施設の長寿命化 

Ⅰ 長寿命化の基本的な考え方 

Ⅰ－１ 長寿命化の目的 

自然公園の施設は、積雪や塩害、火山性ガス等の影響を受けるなど、厳しい気象条件の中に設置

されており、また、自然環境や自然景観の保全等の観点から、自然素材を利用し、生態系等に影響

しない工法等により整備を行っている。 
これまでの「自然公園等事業技術指針」では、木材については「薬剤等による保存処理は行わな

い方が望ましい。」、また、耐久性のある人工的な材料については「自然環境や自然景観に影響を与

えないよう検討し使用する必要がある。」としているため、保存処理等を行っていない自然素材を

使用した施設が多いことから、腐朽等による老朽化が進行し、比較的早い期間に施設の損壊が発生

している状況である。 
公共事業においては、コスト縮減や二酸化炭素削減等の観点から、施設の長寿命化を含めたライ

フサイクルコストの低減を図ることが求められているなかで、施設の腐朽による事故を未然に防ぐ

とともに、利用者の安全の確保に配慮した上で、施設の長寿命化に資する技術指針を策定する必要

がある。 
このため、自然環境や景観に配慮するとともに快適性や安全性を確保した長寿命化に関する工

法・手法等により施設の長寿命化を図ることとする。 
 
Ⅰ－２ 長寿命化の適用範囲 

 
 
 

（解説） 
階段：登山道の浸食防止、植生の保護を目的に設置する。「丸太＋石充填段差工」、「角材＋石充填段差工」、

「敷板段差工」がある。 
木道：湿原等の貴重な植生や森林の林床を利用者の踏圧から守り、植生破壊や洗掘を防止するなど自然

環境の保全の観点から設置する。「敷板型木道」と「構造型木道」がある。 
木柵：植生保護や安全確保の目的で整備される。「木柵」の他に簡易な「ロープ柵」がある。 
木橋：利用者が河川や渓谷等を横断することができることを目的に歩道などに設置する。「木橋」の他に

「片桟道」がある。 
四阿：歩道や園地等に付随して整備される。 
標識：歩道、園地、野営場等に付随して整備される。「入口標識」、「記名標識」、「案内標識」、「解説標識」、

「注意標識」等がある。 
ゲート施設：駐車場、野営場などの入口に整備される。 
展望台：歩道、園地、野営場等の展望地に整備される。 
デッキ：歩道や園地等に付随して整備される。 
ベンチ：歩道や園地等に付随して整備される。 

 

（参考）自然公園等施設の劣化・破損の概況 

①木材の劣化 
木材の劣化現象には、腐朽、虫害、火災、風化、割裂、変形などがある。自然公園等に木材によ

り整備される施設に関し特に注意すべきものとして腐朽、虫害及び風化について特徴を整理する。 

本指針は、自然公園等施設の長寿命化に適用し、対象とする施設は、木材により整備される階

段、木道、木柵、木橋、四阿、標識、ゲート施設、展望台、デッキ、ベンチなどとする。 
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 写真1 木材の腐朽 

ア．腐朽 
腐朽は、微生物が分解することによって生じる。その

種は、細菌、変色菌、カビ類、軟腐朽菌、腐朽菌などが

あるが、特に木材の強度に影響するものは腐朽菌であり、

その腐朽した材の色調や特徴によって、褐色腐朽と白色

腐朽に分けられる。 
木材腐朽菌の生育条件としては、木材（栄養源）、水

（水分）、温度、酸素があげられ、この４条件が全て満た

した状態となった場合のみ生育が可能となる。表１に腐

朽に適した条件を示している。 

                  表１ 腐朽に必要な条件 

木材(栄養源) 
木材腐朽菌は木材の成分を分解することによって、生育のためのエネルギーを
得ている。 

水(水分) 
木材の含水率が繊維飽和点※といわれる28％程度以上、腐朽菌が近くに拠点を
もっていると20％程度以上で腐朽菌は生育可能となる。 

温度 10℃～50℃で発育、適温は25℃～30℃とされる。 

酸素 木材腐朽菌は好気性菌であり、生育には酸素が必要である。 

※繊維飽和点：木材の水分は、細胞壁内にある結合水と細胞内膣（ないこう）や細胞壁間にある自由水があり、こ

の自由水が完全になくなった状態。 

逆説的に言えば、この4つの条件のどれか1つを適した条件にしなければ腐朽は発生しないこと

となり、これが木材を長持ちさせるポイントである。 

ただし、「温度」や「酸素」は現実的には制御が出来ないことから、実際には「木材」と「水(水

分)」をコントロールすることとなる。 

「木材」を栄養源として腐朽菌が容易に利用できないようにする方法としては、木材の保存処理

や高耐朽性樹種の採用がこれに当たる。 

「水(水分)」は、部材の含水率が繊維飽和点以下(乾燥状態)を保つようにすることで、部材が乾

燥しやすいような設計や仕様が主な対策となる。また、目地に溜まった土砂の清掃、再塗装も部材

の対策として有効である。 
 
イ．虫害（シロアリ） 
木材の虫害は、シロアリが主であり、腐朽が進むところはシロアリにとっても好条件である。我

が国で木材を加害する代表的なシロアリは、ヤマトシロアリとイエシロアリである。イエシロアリ

は、水を運ぶ能力が高いため水を補給できるところであれば、乾燥した柱や梁も加害する。イエシ

ロアリは神奈川県以西の海岸に沿った温暖な地域と南西諸島、小笠原諸島に、ヤマトシロアリは北

海道北部を除くほとんど日本全土に分布している。 
 
ウ．風化 
風化は、材自体の老朽化と日光による光劣化や風雨による劣化が加わったものであり、木材は、

しだいに褐色～暗灰色を呈し、表面の柔らかい組織が分解して年輪が浮き上がり、次いで、細かい

亀裂を生じ、最後には裂けるようになる。木材の強度に関しては、風化よりも前述した腐朽や虫害

の影響が大きいが、風化により案内板表示面の視認性が低下するなど、製品の機能に対し影響があ

るので留意する。 
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心材 

辺材 

写真 4 木材の辺材と心材の区別  

②破損 
厳しい気象条件の中に整備される自然公園等の施設は、雪害、風害、塩害、火山性ガスなどによ

る腐食・変色、地盤の沈下等により施設が破損することが多い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Ⅰ－３ 長寿命化対策の方針 

 
 
 
 
 
 

 
（解説） 

長寿命化対策は自然公園の施設整備で主に使用される木材を対象に検討する。自然公園の施設で

あるため長寿命化対策が自然環境や自然景観を損なうものであってはならないが、集団施設地区等

多様な利用者が集まる地域では、特に安全性やユニバーサルデザインにも配慮が必要である。 
 

1－４ 木材の特性と長寿命化 

 
 
 
 
 

（解説） 
自然公園の施設に一般に用いられる木材は、スギを

はじめとする国産の針葉樹などである。 
木材には、辺材（外周の白っぽい部分）と心材（中

心部の赤褐色等の部分）の区別がある。辺材の耐用年

数は、樹種に関係なく２～３年とされている。心材の

耐用年数は樹種により異なり、国産材の場合、ヒノ

キ・ヒバ等で 7～8.5 年、スギ・カラマツ等で 6～6.5

年となっている。 

地域産木材を工夫して長寿命化を図ることを基本とするが、地面に接する柱など腐朽しやすい

部材等については、柱材にスギに替えてヒノキ、ヒバを使用するなど、耐朽性の高い樹種の使用

を検討する。また、採用に当たっては、経済性、地域性、後述する木材保存処理等の手法を含め

て検討する。 

・自然公園等施設の主な部材は木材を使用することとして、長寿命化対策を検討する。 
・長寿命化対策によって、自然環境・自然景観が損なわれないようにする。 
・集団施設地区など多様な利用者が集まる地域では、特に安全性やユニバーサルデザインに配慮

する。 
・地域景観や二酸化炭素排出の低減の観点から地域産木材の使用を検討する。ただし、機能や市

場性において地域産以外の木材が必要と考えられる場合は、この限りではない。 

写真２ 支柱地際の腐朽 写真３ 柱頭部の腐朽 
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一般に重い木や堅い木は、シロアリに強いといわれている。辺材は腐朽と同様に耐蟻性が低いが、

心材は樹種により異なり、日本の針葉樹ではヒバ、コウヤマキ、イヌマキ、カヤ等の耐蟻牲が高い。

(表３) 

木材の価格は、形状、部位、地域等によって異なり変動するために明確にはできないが、一般に

スギに比べると、耐朽性の高いヒバ、ヒノキは高価であり、流通していない地域もあるため、これ

ら耐朽性の高い木材を検討するに当たっては、経済性、地域性、後述する木材保存処理等の手法を

含めて検討する。 
表２ 樹種別腐朽に対する耐用年数 

 国産材 北米､欧州､豪州材 熱帯産材 

極大 
(野外で9年以上) 

－ － 
セランガンバツ 
バラウ 

大 
(野外で7～8.5年) 

ヒバ 
ケヤキ 
ヒノキ 
クリ 

ベイヒ 
ベイヒバ 
ベイスギ 
センペルセコイア 

ホワイトメランチ 
マホガニー 
ボンゴシ(アゾベ) 
パドーク 

中 
(野外で6～6.5年) 

スギ 
カラマツ 
ナラ 

ベイマツ(マウンテン) 
ダフリカカラマツ 

ケンパス 
クルイン 

小 
(野外で3～4.5年) 

モミ 
アカマツ 
クロマツ 

ベイツガ 
オウシュウアカマツ 
ベイマツ(コースト) 

アピトン 
レッドラワン 
ユーカリ 

極小 
(野外で2.5年以下) 

トドマツ 
エゾマツ 
ブナ 

ベイモミ 
スプルース 
ラジアタパイン 
オウシュウトウヒ 
(ホワイトウッド) 

アガチス 
ジェルトン 
ラミン 
オベチェ 
パラゴムノキ 

（注）耐朽性は、樹種毎の心材を屋外に設置使用した場合、使用に耐えられなくなるまでの平均年数を示している。 

出典：丸善｢改訂4版 木材工業ハンドブック｣(2004) 

 
表３ 樹種別蟻害に対する耐用特性 

耐犠牲 国産材 外国産材 

大 
ヒバ、ビャクシン、コウヤマキ、
イヌマキ、カヤ、スダジイ、イス
ノキ、タブノキ 

ベニヒ、タイワンスギ、ペリコプシス、クルイン、アゾベ、
マンソニア、ブビンガ、ドウシェ、イロコ、コチベ、マコレ、
モバンギ、タウン、ターミナリア、モンキーポット、タウキ
ャン、チンベン、ニオベ、コクロジュア、ローズウッド、シ
ャシャンボ、ヨン、シタン、メラウン、チーク、マラス、イ
ンツィア、ランラン、アンジェリク 

中 

ヒノキ、スギ、ツガ、カラマツ、
クスノキ、イタヤカエデ、カツラ、
ケヤキ、ブナ、トチノキ、イチイ
ガシ、アカガシ 

ベイヒ、フラミレ、レッドメランチ、イエローメランチ、ナ
トー、カメレレ、クイラ、ラミンシボ、ブラックウォールナ
ット、シルバービーチ、ブラックビーン 

小 

熱帯産材を除く全ての辺材 

モミ、シラベ、アカエゾマツ、エ
ゾマツ、トドマツ、アカマツ、ク
ロマツ、クリ、セン、アサダ、イ
ヌツゲ、ミズキ、カキ、ミズナラ、
トネリコ、ハルニレ、ドロノキ、
ヤマナラシ、ヤマハンノキ 

ベイスギ、ベイツガ、ベイマツ、ラジアタマツ、シベリアカ
ラマツ、オーク、アフリカンマホガニー、バルサ、ロボア、
ホワイトラワン、アスペン、リンバ、メンクラン、タリエチ
ア、ラミン、オベチェ、サペリ、チアマ、アジナ、エリマ、
マンガシノロ、ダオ、ゼブラ、ヒッコリー 

出典：財団法人日本住宅･木材技術センター｢防腐･防蟻処理材のすすめ｣p.8(1998) 

財団法人日本住宅･木材技術センター｢大規模木造建築物の保守管理マニュアル｣p.222(1997) 

(同マニュアルから国産材と外国産材に区分) 
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表４ 木材の一般特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

一般名 学名 産地 心材色
密度

g/cm3

曲げ

強さ

曲げヤン

グ係数

縦圧縮強

さ

せん断強

さ

耐摩

耗
加工性

標準耐

用年数

薬剤の

注入性

資源の

状態

MC12%

or 15％
N/mm2

N/mm2×

1000
N/mm2 N/mm2 (推定値) (心材)

スギ
Cryptomeria
japonica

日本
暗赤～赤

褐
0.38 63.8 7.36 34.3 5.9 小 容易 低い

3 - 4

※
◎○

造林､一

部天然

ヒノキ
Chamaecyparis
obtusa

日本 淡赤 0.44 73.6 8.83 39.2 7.4 中 容易 中
5 - 7

※
△

造林､一

部天然

カラマツ Larix leptolepis 日本 褐色 0.50 78.5 9.81 44.1 7.8 中 容易 中
4 - 6

※
×

造林､一

部天然

ヒバ(ヒノキアスナロ)
Thujopsis
dolabrata

日本 黄 0.45 73.6 8.83 39.2 7.4 中 容易 中 4 - 8 ○
造林､一

部天然

サザンイエローパイン、サ
ザンパイン、SYP

Pinus spp. 北米 褐色 0.57 78.6 11.09 44.2 8.8 中 容易 低い 3 - 5 ◎○
天然林､

一部造林

ベイスギ、ウェスタンレッ
ドシダー

Thuja plicata 北米
赤褐～暗

褐
0.37 49.1 6.97 30.9 4.9 小 容易 中 4 - 8 ×

天然林､

一部造林

レッドウッド、セコイア
(セカンドグロース材)

Sequoia
sempervirens

北米 赤茶 0.46 49.1 6.19 31.0 7.0 小 容易 中 4 - 8 ○
天然林､

一部造林

ケンパス
Koompassia
malaccensis

東南アジア 赤茶 0.87 176.6 15.79 88.3 17.8 大
やや困難､仕上

げは良い
中 4 - 8 ○ 天然林

セランガンバツ、バラウ
(バラウグループ)

Shorea spp. 東南アジア 濃茶
0.94-

0.98
110.0 15.79 61.9 9.8 大

困難､割れ･そり

が出易い
高い 7 -12 × 天然林

ジャラ
Eucalyptus
marginata

オセアニア 赤茶 0.82 110.0 12.36 55.0 13.8 大
困難､割れ･そり

が出易い
高い 7 -12 ×

天然林､

造林(管

理)

ビリアン､ウリン
Eusideroxylon
zwageri

東南アジア
赤褐～暗

褐

0.83-

1.19
176.6 17.76 88.3 22.0 大

高い密度のわり

には良い

非常に

高い
10-15 × 天然林

パープルハート Peltogyne spp. 中南米 紫褐～紫
0.80-

1.06
88.4 13.83 69.7 12.4 大

困難､仕上げは

良い

非常に

高い
10-15 × 天然林

ボンゴシ、アゾベ、エッキ Lophia alata アフリカ 茶 1.07 176.6 17.76 88.3 13.8 大

非常に困難､割

れ･そりが出易

い

高い 7 -12 × 天然林

イペ Tabebuia spp. 中南米 茶 1.12 176.6 21.97 88.3 13.8 大
困難､仕上げは

良い

非常に

高い
10-15 × 天然林

ベイヒバ、アラスカシー
ダー、イエローシダー

Chamaecyparis
nootkatensis

北米 黄 0.49 69.7 8.84 39.3 7.0 中 容易 中 4 - 8 ○
天然林､

一部造林

ラジアータパイン、ニュー
ジーマツ

Pinus radiata オセアニア
淡黄～淡

褐
0.44 78.6 9.82 39.3 9.8 中 容易

非常に

低い
-3 ◎ 造林

ドウシェ、アフゼリア Afzelia spp. アフリカ
黄褐～赤

褐
0.82 110.0 8.84 61.9 7.0 大

やや困難仕上

げは良い

非常に

高い
10-15 × 天然林

クイラ、メルバウ、イピー
ル

Intsia bijuga,
palemmbanica

東南アジア 赤茶
0.78-

0.82
122.7 13.83 61.9 15.8 大

のこ引き困難､

仕上げは良い
高い 7 -12 × 天然林

※ 参考文献 ：｢木材工学辞典｣､日本材料学会木質材料部門委員会､1982

："Tropical timber on the World.",U.S.Dep.of Agri.Forest Service,1984

："Fichas de Caracteristicas das Madeiras Brasileiras.",Instituto de Presquisas Tecnolgicas,1989

：｢世界の有用木材300種｣,(社)日本木材加工技術協会編,1983

：林業試験場研究報告157(1963),232(1970),329(1984)､347(1987)

：｢日本の木材｣,(社)日本木材加工技術協会,1966

：｢熱帯の有用樹種｣農林省熱帯農業研究センター,(社)大日本山林会,1978

：｢木材科学講座12 保存･耐朽性｣､海青社､1997

※ 物理的性質　　日本産材は｢日本の木材｣の強度的性質より、その他の材は｢木材工学辞典｣の10段階分類の下限値を示した

※ 心材の耐朽性・標準耐用年数　　文献値を元に(株)ザイエンスで実施された腐朽試験と実際の調査結果を加味した推定値で､評価区分と耐用年数は「非常に高い(10-15年)＞高い

　(7-12年)＞中(4-8年)＞低い(3-5年)＞非常に低い(-3年)」の5段階で示した。なおスギ、ヒノキ、カラマツの耐用年数は森林総研(旧林業試験場)の野外杭試験のデータを用いた

心材の

耐朽性

（注）集成材の耐用年数は、過去の実績から無処理の場合 12 年程度であるため一般木材と同等と考えられる。また、価格が通常のスギ
製材と比べ3 倍するため使用頻度が少ないので、特注サイズの集成材を製作する場合の納期が1.5～3 ヶ月かかる。建築工事と違
い、自然系工事は工期が短く（約 3～4 ヶ月）対応できない場合もある。  
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スギ

（無処理材）

カラマツ

（無処理材）

ヒノキ・クリ

（無処理材）

ヒバ

（無処理材）

ケンパス

（無処理材）

スギ・ヒノキ

（保存処理材）
カラマツ

（保存処理材）

ジャラ

イペ

プラ擬木＊

PC擬木＊

合成木材＊

0 5 10 15 20 25

高←

価
格→

低
い

低←耐朽性→高い

年

集成材

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図１ 木材の腐朽と価格の目安 
    （注）この図はおおよその目安を示すもので条件により変動します。 

出典：一般社団法人自然環境共生技術協会による市場調査結果 
           
 

なお、長寿命化の対策には、地域により劣

化に違いがあることを考慮する。北海道など

木材の劣化がしにくい地域での保存処理材の

使用等については、過剰な対策とならないよ

うに検討する。 
 

（参考） 
北海道から沖縄にかけて南北に長い我が国

では、その気象環境は大きく異なる。そのた

め、地域における気象と劣化との関係は木材

の耐候処理を考える上で重要である。木材の

劣化には、平均気温、降雨量、日射量が寄与

しており、これらをもとにした木材の気象劣

化マップによると、気象による劣化は、東海

地方から九州南部、沖縄にかけての太平洋岸

が最も高く、ついで北陸、山陰地方が高い。 
 

         図 2 木材の気象劣化マップ 
          出典：社団法人日本木材保存協会「木材保存学入門改訂２版」p81～82 

※ＣＩ(climate index)：気象指標 

垂直暴露したスギ単板の重量減少率と気象データ(平均気温、降水

量、日射量)から求めた指標。数値が大きい方が劣化し易い気象条件

であることを示している。 

＊：木材ではないが参考とし

て示す。 
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Ⅱ 長寿命化の技術指針 

Ⅱ－１ 木材の加工による長寿命化 

（ⅰ）木材の扱いによる長寿命化 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 
 

（解説） 
木材は、使用前の乾燥が不十分で、含水率が高いと、気乾含水率時で示される基準強度値よりも

強度が小さくなる。そのうえ、使用中に乾燥が進行するのに伴って、材の割れや狂いが生じ、それ

らが接合部の性能低下や強度低下をも招く可能性がある。一方乾燥された木材は、大気の湿度の短

期的な変動に伴う水の吸脱は、板目、正目でほぼ表層数ミリの範囲にとどまるといわれ、柱材など

の内部の含水率はそれほど変化することなく安定している。木材の乾燥には時間がかかるので、十

分乾燥した木材の入手が困難な場合、工事工程に木材の乾燥期間を見込んでおく必要がある。 
 

＊木材の強度性能は含水率に影響を受け、含水率が高い場合は強度性能が低下する性質を持っており、平衡含水率(約

30％)以上では強度性能はほぼ一定の値を示す。木材の基準強度値は通常、気乾含水率(15％)時の強度値を元とし

ている。 
 
狂い（曲がり・そり）は木材の変形現象の通称である。狂いの主因は、乾燥に伴う結合水の脱着

による収縮が接線方向と放射方向で異なることで発生する現象であり、木材内の成長応力、不均質

な乾燥によって発生する内部応力、節周りの繊維の乱れなども原因となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３ 木材の扱い 

木材の狂い、割れを防止するために以下のことに配慮する。 
・耐久性を保つために使用用途に適した乾燥木材を使用する。 
・大口径の丸太には狂いや割れを防止するために背割りを施す。 
・木道などの床板は、耐久性、耐摩耗性、排水性を考慮し、木裏を上面にして敷設する。 

 

木裏 

木表 
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割れは、接線方向の収縮により年輪に沿って生じた引っ張り応力が、ある部分の強さを上回った

時にその箇所で発生する。そのため割れは、放射方向に入ることが多い。屋外での使用では、板目

面で深さ方向に生じた表面割れの内部に水が停滞し、劣化の原因となることがあるので、注意を要

する。 
例えば、木道などの板材には木裏と木表があるが、木裏を上面にして敷設すると腐朽しにくい。

その理由は、木表を上面にすると、凹型に反り水が滞留しやすいことや耐腐朽性に劣る辺材が表に

くることから腐りやすくなるためである。ただし、木裏を上面にした場合、逆目やササクレが発生

しやすいので、使用する部位により選択が必要である。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       図４ 木表・木裏           写真５ 木表・木裏の使用事例 
 
（２）設計上の工夫例 

①柱には、割れを抑制するために、背割り加工を施す。また、手摺、笠木、柵の横木等の横臥材

には、下方向に背割りを施すことにより、上面の乾燥による割れ(もしくは｢干割れ｣)と腐朽を防

ぐ。 
 
 
 
 
 
 

図５ 背割り加工 
 
②デッキや木道の床板等、板材を平置きで設置する場合は、木裏を上面に施工する。 
 
 
 
 
 
              図６ 木裏を上面にした施工 
 
 

木表が上で設置

されているため

に腐りやすい。 

木裏を上面 
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③モルダー加工機により側面や裏面に加工を行うことで、そり軽減や乾燥しやすい形状とするこ

とができる。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図７ モルダー加工機による木材の側面や裏面の加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 枕木端部は背割り加工と割れ止め（大雪山国立公園 枕木） 

※割れ止め（われどめ）とは、木マクラギの長手方向の端部側面に打ち込まれる鋼製リングで、

木マクラギの割れを防止する効果がある。 経年劣化に伴い、乾燥による割避を防止して、犬ク

ギの支持力の低下や内部の腐朽を防ぐために施される。 

 

（ⅱ）集成材による長寿命化 

 
 
 
 

（解説） 
集成材は、強度のばらつきが少ないこと、変形しにくいこと、大断面が可能なこと等の利点があり、

また、集成材に加工する以前に木材保存剤による加圧注入式処理を施すことにより、むらなく木材保

存剤を注入することができる。自然公園等の施設では橋梁などに使用されている。 
集成材の樹種別強度、接着方法、安全性などは、集成材の日本農林規格（平成２４年６月２１日告

示農水省告示１１８７号）に基づく。 
集成材の使用に当たっては、集成材のテクスチャーにより自然景観が損なわれないように設置地や

部位を検討し、不自然な光沢のある仕上げは避けるようにする。また、集成材に水溶性木材保存剤を

用いて加圧式保存処理を行う場合は、材の変形や接着層のはく離に注意する必要がある。 

集成材の強度のばらつきが少ない、変形しにくいという特性を活かし、大断面などを必要とす

る構造物の場合や断面が小さくとも耐久性を期待される部材に、集成材の使用を検討する。ただ

し、集成材を使う場合は、木材の風合いを損なわないような仕上げとする 
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写真７ 橋のアーチリブと桁に集成材を用いた例 

 

Ⅱ－２ 保存処理等による長寿命化 

Ⅱ－２－1 木材保存剤 

木材保存剤を使用することによって木材施設の耐用年数を延ばすことが行われている。 
木材保存剤は、対象とする腐朽原因となる生物或いは使用方法の違いにより、木材防カビ剤、木

材防虫剤、木材防腐剤、木材防蟻剤、木材防腐・防蟻剤に分けられる。 
また、木材保存剤を用いて木材や木質材料を処理する方法には、加圧式注入処理と表面処理の方

法がある。（出典：社団法人日本木材保存協会「木材保存剤ガイドライン改定２版」（2005）p5 抜粋・加筆） 
 

表５ 木材保存剤の分類と性能評価方法 
品目 内容 

木材防カビ剤 

木材･木質材料の表面及び内部に発生するカビや変色菌の生育を抑制する薬剤をい
う 。 Aspergillus niger, Pnenicillium funicullullans, Aureobasidium 
pullulans,Gliocledium virens,Rhizopus stolonifer の 5 種の胞子による木材表面
での発育阻止性能を測定し、評価されたものが認定される。 

木材防虫剤 
木材･木質材料を食材性の害虫から保護するための薬剤であり、ヒラタキクイムシ
(Lyctus brunneus)の成虫に対する産卵阻止性能、幼虫に対する食害阻止性能を評価
し、規定の性能基準を満たしたものが木材防虫剤として認定される。 

木材防腐剤 
木材･木質材料を腐朽菌による劣化から保護するための薬剤であり、オオウズラタケ
(Formitopsis palustris)とカワラタケ(Trametus versicolor)による木材の分解阻止
性能を評価し、規定の性能基準を満たしたものが木材防腐剤として認定される。 

木材防蟻剤 

木材･木質材料をシロアリの加害から保護するための薬剤であり、イエシロアリ
(Coptotermes formosanus)の食害阻止性能や土壌穿孔阻止性能を評価し、規定の性能
基準を満たしたものが木材防蟻剤として認定される。木材防蟻剤には、木材に用いる
ものと土壌に用いるものがある。 

木材防腐･防蟻剤 
腐朽とシロアリに対する性能を有している薬剤であり、上述の木材防腐剤と木材防蟻
剤に要求される性能を個々に評価し、両方の性能基準を満たしたものが木材防腐･防
蟻剤として認定される。 

出典：木材保存剤ガイドライン改訂2版 2005 社団法人日本木材保存協会 p5 抜粋･加筆 

 
耐用年数を延ばす方法としては、材表面から内部に薬剤を浸透させる加圧式注入処理がもっとも

効果がある。JIS K 1571に記載されている小型の杭を用いたステークテスト(野外試験)の結果では、

多くが 15 年以上の耐用年数を示し、実大材でも樹種による注入性状の違いにより処理効果に差異

はあるが、約10年以上の結果を示している。 

また、表面処理は処理効果が木材表面のみに限定されるため、耐用年数の延長は現実的には2～3

年程度であり、保存処理の仕様が表面処理のみ場合は、短い間隔での定期的なメンテナンスが必須

となる。 
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表６ 屋外で使用される保存処理材の耐用年数 
 無処理 （塗布）処理 加圧式注入処理 
スギ ３～４年 ５～６年 10～15年 
ヒノキ ５～７年 ７～９年 10～15年 
カラマツ ４～６年 ６～８年 ７～12年 
解説  塗布処理の効果は表面付近のみなので、耐用

年数の延長効果は１～３年である。 
薬剤が（塗布）処理より内部まで浸透するので耐用

年数が大幅に延びる。さらに表面処理用木材保存材

を用いたメンテナンスを併用すれば、15年以上の耐

用年数も可能である。 
（注）この表は日本での一般的な状況を想定しているので実際の数値と異なることがある。 

出典：社団法人自然環境共生技術協会「平成 19 年度自然公園屋外施設に関する点検・保守検討調査業務報告書」（H20.3） 

 

表７ 保存処理方法 

保存処理方法 加圧注入 浸漬 塗布･吹付け 温冷浴 

概要 

圧力容器に木材を入
れ、減圧､加圧を用い
て処理薬液を材中に
浸透させる 

浸漬容器に処理液を
満たし､木材を浸漬す
る 

ハケ、吹付け設備によ
り木材表面を処理する 

浸漬と同様での方法
で加温操作を行うもの 

生産設備 注薬缶､計量槽､加圧･
真空ポンプ､乾燥設備 

浸漬槽､攪拌設備 
液送ポンプ 

ハケ、吹付け設備 温冷浸漬槽､攪拌設
備・液送ポンプ 

処理液の状態･性質 ほとんど水溶性 水溶性、油性 水溶性、油性 水溶性、油性 

薬剤の浸透原理 
圧力変化による圧入
＋毛細管現象＋拡散 毛細管現象＋拡散 毛細管現象＋拡散 

温度変化による圧力
変化＋毛細管現象＋

拡散 

薬剤の浸透深さ(※1) 
薬剤の処理量(※1) 

5mm 以上 
100kg/m3以上 

1～3mm 
20kg/m3程度 

0～2mm 
10kg/m3程度 

2～5mm 
40kg/m3程度 

長所 内部深くまで処理可能 
信頼性が高い 

工場生産に向く 
処理量の調整ができ
る 

薬液量が少量で良い 
既設物の処理ができ
る 

浸漬より深く浸透する 
処理ムラが少ない 

短所 
設備が高価 
既設物の処理は不可 

設備が必要 
既設物の処理は不可 

処理ムラが生じやすい 
手間がかかる 

浸漬より設備が高価 
既設物の処理は不可 

適用例 

長期の耐久性が求め
られる住宅部材､屋外
製品､土木資材に用い
られる 

主に住宅部材の防カ
ビ処理で用いられる 

メンテナンスや補修､
簡易な保存処理として
用いられる 

処理設備は少なく､ほ
とんど行われていない 

処理薬剤､処理木材の
公的品質規格 
(※2) 

JWPA 認定 
JIS K 1570､1571 
JAS(保存処理) 

AQ 認証 

JWPA 規格､認定 JWPA 規格､認定 
JIS K 1571 

なし 

処理方法の公的規格
(※2) JIS A 9002 なし なし なし 

野外試験による耐用
年数評価(※2) 

様々な評価試験が行
われている。認定品は
大体 10 年以上 

- 
薬剤ごとに評価試験
が行われている 
加圧注入より劣る 

- 

主成分の流脱性 
公的な評価を受けたも
のは問題なし - - - 

その他 
長い実績があり､公的
規格が整備されている 

大型の浸漬槽を用い
て、長尺材の防カビ処
理が行われている 

簡易処理として一般的
に広く用いられている - 

※1 薬剤の浸透深さ､処理量は各方法間での相対的な比較を示したものであり､数値は絶対的なものではない。 
※2 これらの薬剤の公的規格は､薬剤の基本的な効力や性質に問題がないことが判断基準となっている。 

実際の評価は野外試験結果を参照することが望ましい。 
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（ⅰ）加圧式注入処理 

（１）基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（解説） 
１）加圧式保存処理に使用される木材保存剤の特性 

加圧式保存処理に使用される木材保存剤は、1996 年頃まで効果が大きく持続性の高いクロム・

銅・ヒ素系薬剤（CCA）が多用されてきたが、現在では毒性が低く、環境への負荷の小さい薬品が

使用されている。加圧式保存処理により耐用年数を延ばすことで、工事頻度が減少し植生へのイン

パクトを低減することができる。特に、高山植生や湿原に敷設される木道においては、工事による

環境への影響が大きいことから加圧式保存処理の効果が高いと考えられる。 
腐朽・劣化の度合いは地域によって異なるので、それぞれの地域に応じて加圧式保存処理の採

用・不採用、加圧式保存処理の性能を決定する。 
保存処理材から木材保存剤が溶出しないことは確認されているが、木材保存剤が設置場所に残置

されることを防ぐために、設置した保存処理材は、原則として取り替えの際に、適切に撤去・処分

する。 
 
２）加圧式保存処理に関わる規格、仕様 

加圧式保存処理に関わる規格、仕様類は図８に示すとおりである。木質材料の加圧式保存処理方

法は JIS A 9002、保存処理に使用する木材保存剤の種類は JIS K 1570 や(公)日本木材保存協会

(JWPA)の規格、薬剤の性能についての試験方法は JIS K 1571 に定められている。また、加圧式保

存処理材の性能は、日本農業規格（JAS）及び優良木質建材等認証（AQ）で定められている。 
 
※１：JIS、JAS、AQ にて規格、性能、安全性が確認された加圧式木材保存剤には公益法人日本木材保存協会(JWPA)

認定品等がある。＊P16「６）木材保存剤の安全性」参照 
 

表８ 有形減価償却資産の耐用年数表（抜粋） 
種類 構造又は用途 細目 耐用年数 
建築 簡易建築物 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居

ぶき、杉皮ぶき、ルーフングぶき、またはトタンぶき

のもの 

10 

構築物 競技場用、運動場用、遊園地用

又は学校用のもの 
主として木造のもの 15 

舗装道路及び舗装路面 アスファルト敷又は木れんが敷のもの 10 
木造のもの 橋、塔、やぐら及びドック 15 

岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そ

う、引湯管及びへい 
10 

・比較的早く腐朽すると見込まれる木造施設については、原則として加圧式保存処理材等を使用

し、長寿命化を図る。ただし、地域において保存処理に対する特段の取り決めがある場合はそ

の取り決めに従うこととする。また、腐朽が比較的少ない高山帯や寒冷地等地域では、保存処

理をしない木材の使用について検討することができる。 
・木材保存剤が残置されることを防ぐために、設置した保存処理材は、取り替えの際に、適切に

撤去・処分する。 
・設計では使用する環境毎に、保存処理の方法、保存処理剤の種類及び性能を指定する。 
・JIS、JAS、AQ にて規格、性能、安全性が確認された加圧式木材保存剤※１を使用する。 
・保存処理材を採用する際の木造施設の耐用年数を国有財産の耐用年数を参考に設定し、目標と

する耐用年数に対して対策（木材保存剤の仕様等）を検討する。 
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（注）自然公園等の木造施設については太枠で囲った規格、仕様が関連している。 

図８ 木材の保存処理に関わる規格、仕様類 

 
３）主な加圧式木材保存剤の概要 
加圧式木材保存剤の概要を表９に示す。種類毎に有効成分、外観などに違いがある。銅を含有する

保存処理材は酸化により変色をすることがあるので、温泉地など酸性ガスが発生する地域で使用する

場合は、注意が必要である。 
価格については、種類だけでなく、施工場所や施工場所から処理工場の距離により違いが生じるこ

とに注意する。 
一般に乾燥している木材ほど木材保存剤を注入しやすいといわれている。また、表 12 に示すとお

り、樹種により注入性状に違いがある。一般に利用されるスギの心材の注入性状が「やや良好」であ

るのに対して耐久性があり高価なヒノキの心材の注入性状が「困難」であることなど、木材を選択す

る場合には、注入性状に注意する。 
 
                     

処理方法規格 

JIS A 9002 
木質材料の加圧式 

保存処理方法 

薬剤規格 処理製品規格 

JIS K 1571 
試験方法及び 

性能基準 

JASの保存処理 
(製材､枠組のJAS) 

JIS A 9104 
(まくら木) 

AQ優良木質建材等 
認証事業 

保存処理材 

屋外製品部材 

日本木材保存協会(JWPA)規格 

加圧処理用木材保存剤 

表面処理用木材保存剤 

保存剤･非保存剤 
処理材料 

使用者仕様 

官公庁･自治体仕様 

住宅メーカー仕様 

住宅金融支援機構仕様 

都市基盤整備公団仕様 

各電力会社仕様 

各JR仕様 

日本公園施設業協会
(JPFA)規準 

木橋技術協会仕様 

その他の使用者仕様 

日本しろあり対策協会(JTCA)規格 

防除薬剤 (標準仕様書) 

JIS A 9002 
木質材料の加圧式 

保存処理方法 

JIS K 1570 
(木材保存剤) 

AAC､ACQ､CUAZ 
BAAC､SAAC 

AZAAC、AZNA、
NCU､NZN、VZN､

AZN、AZN、A 
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表９ JIS､JAS､AQに規定される主な加圧式木材保存剤の概要 

分類 種類(薬剤の記号) 有効成分 処理済の外観 

水溶性 

第四級アンモニウム･アゾール･ネオニコチノイド化合
物系(AZNA) 

DDAC、テブコナゾール 
イミダクロプリド 無処理と同様 

銅・アゾール化合物系 
(CUAZ-2) 

酸化銅 
アゾール 緑色～淡褐色 

銅・第四級アンモニウム化合物系 
(ACQ-1) 

酸化銅 
ベンザルコニウムクロリド 緑色～淡褐色 

第四級アンモニウム化合物系 
(AAC) DDAC 無処理と同様 

ほう素・第四級アンモニウム化合物系 
(BAAC) 

ほう酸 
DDAC 無処理と同様 

アゾール･第四級アンモニウム･非エステルピレスロイ
ド化合物系(AZAAC) 

DMPAP、アゾール 
エトフェンプロックス 無処理と同様 

第四級アンモニウム･非エステルピレスロイド化合物
系(SAAC) 

DMPAP 
シラフルオフェン 無処理と同様 

乳化性 

ナフテン酸銅系 
(NCU-E) ナフテン酸銅 緑色 

ナフテン酸亜鉛系 
(NZN-E) ナフテン酸亜鉛 無処理と同様 

バーサチック酸亜鉛・ピレスロイド系 
(VZN-E) 

バーサチック酸亜鉛 
ペルメトリン 無処理と同様 

油溶性 

ナフテン酸金属塩 
(NCU-O) ナフテン酸銅 緑色 

ナフテン亜金属塩 
(NZN-O) ナフテン酸亜鉛 無処理と同様 

ネオニコチノイド･アゾール化合物 
(AZN) 

シプロコナゾール 
イミダクロプリド 無処理と同様 

※ 薬剤の記号は各規格で異なる場合がある。 
出展：日本木材工業組合｢加圧式保存処理木材の手引き｣（平成25年 1月）p.22 一部削除､加筆。 

 
表 10 心材の注入性状 

産地 良好 やや良好 困難 極めて困難 

国
産
材 

ヒバ､エノキ、イタヤカエ

デ、シデ類、チシャノキ､

ツバキ､トネリコ､ハンノキ 

アカマツ､クロマツ､スギ､

ツガ､ヒメコマツ､モミ､アサ

ダ､マカンバ､シオジ､ハル

ニレ､ユズリハ 

エゾマツ､トドマツ､トウヒ､ヒ

ノキ､イスノキ､クルミ､ケヤ

キ､コジイ､ダケカンバ､ブ

ナ､ネムノキ､ミズメ､ウアマ

ザクラ 

カラマツ､カシワ､カツラ､

キハダ､クリ､クヌギ､クスノ

キ､コナラ､センダン､セン､

タブノキ､ミズナラ 

外
国
産
材 

レッドウッド、アピトン 
ウェスタンヘムロック(ベイ

ツガ)、オーク 

ロッジポールパイン、ホワ

イトファー、バラウ、カプ

ール 

ベイマツ、ベイスギ、バン

キライ、ボンゴシ､イペ、ウ

リン 

（注）良好とは注入量が 301ｋｇ/m3 以上、やや良好とは 201～300kg/m3、困難とは 101～200kg/m3、極めて困難は

100kg/m3以下である。 

出典：丸善「木材工業ハンドブック」改訂4版 (2005)、｢Toropical timber of the woord｣に加筆、修正 
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４）保存処理材の性能 
加圧式保存処理材の性能は、日本農林規格（JAS）で決められている。木材の使用状況によりＫ

１～Ｋ５に分類され、Ｋ５が最も高い性能区分に位置づけされている。 
また、優良木質建材認証（AQ）でも保存処理材の防腐・防蟻性能の基準が定められており、新

しく開発され、実績は少ないものの、高い信頼性があると評価された保存処理材を認証するシステ

ムがある。 JAS とAQ に規定されている処置基準は表 12 のとおりで、同一の保存剤の場合、吸収

量の多い方が性能区分が高く設定されている。 
JAS とAQ は防腐･防蟻性能の基準が同様であり、一般的には JAS とAQ は同等のものとして扱

われている。 

木造施設に保存処理を適用する場合には、標準として、風雨に直接さらされる部材においては

K4(AQ1 種)を、雨水がかからない箇所で使用される部材は K3(AQ2 種)を標準とする。 

 

表 11 JAS、AQの保存処理の性能区分と使用環境 

ＪＡＳ 保存処理 ＡＱ 屋外製品部材 

性能 

区分 
木材の使用状態 解説 

性能 

区分 

Ｋ１ 
屋内の乾燥した条件で腐朽・蟻害のおそれのない場所

で､乾材害虫に対して防虫性能のみを必要とするもの 
― ― 

Ｋ２ 
低温で腐朽や蟻害のおそれの少ない条件下で高度の耐

久性の期待できるもの 

比較的寒冷な地域で､屋内や地面に

接しない用途向けの性能 
３種 

Ｋ３ 
通常の腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久

性の期待できるもの 

屋内や地面に接しない用途向けの性

能 
２種 

Ｋ４ 
通常よりはげしい腐朽・蟻害のおそれのある条件下で

高度の耐久性の期待できるもの 

極めて高度の耐久性が要求される用

途向けの性能 
１種 

Ｋ５ 
極度に腐朽・蟻害のおそれのある環境下で高度の耐久

性の期待できるもの 
― ― 

出典：公益社団法人日本木材保存協会､｢木材保存｣21,3(1995) 

(財)日本住宅木材技術センター ホームページ資料 
 

表 12 JAS 及び AQ に規定される処置基準（吸収量） （単位：kg／ｍ３以上） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：財団法人日本住宅・木材技術センター「優良木質建材等認証の品質性能評価基準」 

 



長寿命化 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）この図はおおよその目安を示すもので地域や条件により変動します。 
図 9 加圧注入式処理用木材保存剤の耐候性と価格 

出典：一般社団法人自然環境共生技術協会による市場調査結果 
 
５）木材保存剤の安全性 

木材保存剤は、主に木材の生物劣化（昆虫等による食害及び菌類による腐朽、表面汚染等）を防

ぐことを目的とした薬剤である。その主成分は殺虫剤及び殺菌剤であるため、人間、動物を含む生

物に対しても生理活性があることから、安全への配慮が必要である。 
木材保存剤の安全性については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に規定され、

また、効力、安全性、環境への影響について、公益社団法人日本木材保存協会(JWPA)によって認定

制度が運用されている。（出典：社団法人日本木材保存協会「木材保存剤ガイドライン改訂２版」（2005） p13
～24 抜粋・要約） 

また、実際に木材保存剤の適格性を審査する日本木材保存剤審査機関＊では、認証申請者に様々

な情報の提出を求め、安全性試験の専門家による安全性評価部会を含む性能評価委員会による評価

を行った結果、「木材保存剤等の優良材料」として判定された安全な製剤のみに対して公益社団法

人日本木材保存協会(JWPA)の認定申請が許可される方法が採用されている。 
 

＊日本木材保存剤審査機関：(公社)日本木材保存協会や(公社)日本しろあり対策協会の薬剤認定に関し、両協会の

委託を受け､消費者及び学識経験者から構成される専門部会及び委員会により薬剤の効力､安全性､使用方法､環

境への影響等を総合的に評価する機関 

 
表 13 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における判断基準となる試験項目 
 
 
 
 
 
 
 
 

①物理化学的性状（沸点、融点、密度、水溶解度） 

②微生物分解性 

③魚類濃縮性 

④スクリーニング毒性〔変異原性（細菌を用いる復帰突然変異、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異

常）、ほ乳類を用いる28日間反復投与毒性〕 

⑤生態毒性試験（藻類、ミジンコ、魚類） 

⑥有害性調査（慢性毒性、生殖能及び後世代に及ぼす影響、催奇形性、変異原性、がん原性、生体

内運命及び薬理学的特性） 

CUAZ（K3）

CUAZ（K4）

ACQ（K3）

ACQ（K4）

AAC（K4）

AZNA（K4）

AAC（K3）

高
←
価
格
→
低
い

低←耐候性→高い
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表 14 日本木材保存剤審査機関における木材保存剤等としての的確性に関する審査事項 

 
（２）設計上の工夫例 

 
 
 
 
 
 
 
 

（解説） 
１）設計図書への記載例 

「スギ 2 級材を使用し、AZNA *1 加圧式保存処理（JAS－K4 相当 *2）とする。なお、注入

処理はプレカット後に行い、現場で加工した切断面には表面処理用木材保存剤を塗布する」 
＊1：加圧式木材保存剤の薬剤を指定する場合には、薬剤記号を記載すること 
＊2：保存処理の性能区分を JAS または AQ 性能区分で記載すること。 

 
２）設置する環境や部位を考慮した保存処理の性能区分の選定 

例：激しい風雨に直接さらされる部位：JAS-K4 相当 
     屋根がかかっている部位    ：JAS-K3 相当など 

 
３）インサイジング加工  

インサイジングとは、木材保存剤を木材表面から深く、かつ均一に浸透させることを目的に、注

入処理の前工程として刃物などにより表面から切り込み、人為的な繊維切断面をつくるもの。 
加圧注入式保存処理を行う場合、木材にインサイジングを施すことにより、注入ムラを防ぐこと

ができる。インサイジング加工については、木材の表面に穴が開くことから、美観に配慮して使用

する必要がある。インサイジングは「製材等の日本農林規格に定める認定したインサイジング機」

によるものとし、木材の強度が低下しない刃の幅、深さ、間隔の範囲で使用する。 

審査事項 付属資料 
①木材保存剤としての性能 
②配合成分及び製品の安全性 
③製造時の品質管理、安全及び環境管理の状況 
④使用者及び消費者に対する安全措置 
⑤環境汚染に対する措置 
⑥その他の関連事項 
 
 

①成分表等 
②材質及び材料の構成（保存処理材料の場合） 
③規制法規上の位置、登録等 
④安全性に関する説明書 
⑤使用方法に関する説明書 
⑥性能試験成績書 
⑦環境汚染防止等に関する説明書 
⑧廃棄物の処理方法に関する説明書 
⑨その他の書類 

・設計図書には、木材の種類、加圧式保存処理の種類、方法、性能を明記する。 
・保存処理材の性能は、設置する環境や部位を考慮して決める。 
・特に腐りやすい部分に設置する保存処理材には、美観に影響を及ぼさない範囲で、木材保存剤

の注入ムラを防ぎ品質の安定を図るために、可能な限りインサイジング加工を施すことを検討

する。 
・現場で保存処理材を切断する必要がないように、収まりを工夫する。やむを得ず加工が必要な

場合、切断面には表面処理用木材保存剤を塗布する。 
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図 10 木階段袖板へのインサイジング加工の例   写真８ インサイジング加工された木材 
 
 

（ⅱ）表面処理 

（１）基本的な考え方 
 
 
 
 
 

（解説） 
表面処理用木材保存剤は、公益社団法人日本木材保存協会及び公益社団法人日本しろあり対策協会

で認定している。建築の床下での使用を想定した製品が多いので、選定に当たっては、野外での使用

が可能な製品を選ぶ。 
薬剤のタイプには、水溶性、油性、油溶性があるが、野外用途としては流脱のしにくさや、雨水の

浸透を防ぐ効果のある油性や油溶性の薬剤が適している。 

経年変化により劣化が進行していくため、当初の機能を維持する場合には、定期的な再塗装が必要

である。再塗装の間隔は、3年程度である。 

 
（２）設計・施工上の工夫 
・腐朽しやすい地際へ表面処理用木材保存剤を塗布し保護する。塗布範囲は地際から±15cm 程度と

する。 
・作業の際、材面から流れ落ちる薬液が直接地面に吸着しないようにシートや受け槽を置く。 
            
 
 
 
         
 
 
 
                       （注）木材保存剤は基礎上下 15 ㎝に塗布する。 

図 11 腐朽しやすい地際へ表面処理用木材保存剤の塗布 

・表面処理用木材保存剤は、保存処理材の部分的な補強（地際など）、切断面の補修、既存施設

の補修などに用いる。 
・経年変化により劣化が進行していくため、当初の機能を維持する場合には、定期的な再塗装を

行うことが望ましい。 
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表 15 表面処理用木材保存剤 
 

平成25年 1月 1日現在 

品目 主      成      分 

表面処理用 

木材保存剤 

(油溶性) 

ペルメトリン･サンプラス･S-421 

ナフテン酸銅   

ナフテン酸銅･クレオソート油 

ビフェントリン･シプロコナゾール 

エトフェンプロックス･IPBC 

エトフェンプロックス･S-421･サンプラス 

ビフェントリン･IPBC 

エトフェンプロックス･シプロコナゾール 

ペルメトリン･IPBC･MGK264 

シラフルオフェン･IPBC 

BDCP･S-421･サンプラス 

シラフルオフェン･シプロコナゾール 

クロチアニジン･プロピコナゾール･テブコナゾール 

 

表 16 主な表面処理用薬剤 

主成分 品例 公的評価 参考 

クレオソート油※ クレオソート油 
JISK1570 

掲載 
油性。臭気あり。 

ナフテン酸銅 

クレオソート油※ 
サンプレザーOGRブラウン 

JWPA認定 

 A-5183 
油溶性。若干の臭気あり。 

ナフテン酸亜鉛 サンプレザーOGRクリア - 
油溶性。無色で見えがかり部位に多

用されている。 

クロチアニジン 

プロピコナゾール 

テブコナゾール 

キシラモントラッド 
JWPA認定 

 A-5366 
油溶性。 

    ※クレオソート油は環境配慮型が使用されている。 

 

Ⅱ－２－２ 木材保護着色塗装 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 
 
 
 

（解説） 
木材保護着色塗装については、一般社団法人日本建築学会の定める「建築工事標準仕様書・同解説

ＪＡＳＳ１８塗装工事」のオイルステイン塗り(OS)、木材保護塗料塗り(WP ステイン Wood 
Preservative Stain)等の規定による。 

オイルステインは油性の着色剤であるが、樹脂成分の含有量が少ないため、長期の耐候性は期待で

きない。それに対して屋外用に新しく開発された木材保護塗料（WP ステイン）は「樹脂及び着色顔

料のほかに、防腐、防カビ、防虫効果を有する薬剤を含むことを特徴とする既調合の半透明塗料」と

・自然景観に調和した色彩の着色、荒天や紫外線などから木材の表面を保護すること等を目的に、

木材保護着色塗装を行う。 
・木材のテクスチャーを活かすことができ、時間の経過とともに自然景観と調和するオイルステ

インもしくは木材保護塗料を使用する。 
・木材を塗装する際は、定期的なメンテナンスについて検討しておく。 
・防腐・防蟻を主な目的とする場合は、木材保存剤による表面処理や加圧式保存処理を併用する。 
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JASS に定義されており、オイルステインより耐候性は高い。 

オイルステインは、広義には木材保護着色塗装を指す場合もあり、実際に「○○防虫ステイン」「ス

テン○○○○」等の商品名のものも存在するため、塗料を選出する際には、その効果の確認や塗料の

仕様について注意が必要である。 

塗装面は経年変化により劣化が進行していくため、当初の美観を維持する場合には、定期的な再塗

装が必要である。再塗装の間隔は、標準としてオイルステインは2年程度、木材保護塗料は2～3年程

度である。 

木材の塗料には多くの種類があるが、採用に当たっては、木材のテクスチャーを活かすことができ、

時間の経過とともに自然景観と調和する塗装材料を用い、自然景観に調和しない人工的なテクスチャ

ーとなる塗装、処理は行わない。 
具体的には、木材のテクスチャーを活かしながら、メンテナンスや再塗装時の下地処理の容易さ、

部材の防水効果等の総合的な観点で考えた場合、自然公園等の施設の塗料としては、油性で厚い塗膜

を作らない浸透タイプが適している(表 17 参照)。 
木材保護着色塗装にかかる規定には防腐薬剤や防カビ薬剤の種類や含有量、防腐・防カビ性能につ

いての基準は設定されていないので、防腐・防蟻性能が必要な場合は、表面処理用木材保存剤を使用

する。 

表17 木材保護塗料(JASS-18 M307)の例 

製品名 塗膜タイプ 油性・水性 

セトール HLS 半塗膜 油性 

キシラデコール 浸透 油性 

ウッドステインプロテクター 浸透 油性 

ノンロット 205NS カラー 浸透 油性 

ガードラック Pro 浸透 油性 

ガードラックアクア 半塗膜 水性 

 
（２）設計上の工夫 
オイルステイン塗りでは、木材の質感、良好なエイジン

グを得ることができる。塗膜を作る塗料は、木材の質感や

良好なエイジングを得られにくく、透湿性がない製品は塗

装内にカビが発生することもあるので使用に当たっては配

慮を要する。 
 
 
 
 

 
写真 9 伊勢志摩国立公園横山VC 案内標識 

（オイルステイン塗り、茶色） 
 



長寿命化 21 

Ⅱ－３ 木造施設の構造と長寿命化 

（ⅰ）取り替えできる構造 

（１）基本的な考え方 

 
 
 

（解説） 
風雨にさらされる木道やデッキなどの床材や手摺りなど比較的摩耗・劣化・腐朽しやすい部材、

標識の表示板など後から変更する必要がある部材については、容易に取り替えできる構造とし、

図面にその旨を明記する。 
取り替え部材は、一般に流通する建築資材等の寸法の採用や現場へ運搬しやすい寸法とするこ

とによって容易に取り替えられる。 
 
（２）設計上の工夫例 

①木道の床板は、根太のみに木ねじで接合する構造とする。その際、取り替えが容易にできるよ

うに耐久性の高いステンレス製の木ねじ、耐久性の高い根太とする。木ねじには、ユニクロ、

ニッケル、クローム、真鍮メッキ、スズ、ドブなどあるが、硬度や防食性能を考えた場合には

ステンレスが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-12 取り替えが容易にできる木道の床板と手すり 

 
②印刷された表示板は、本体の木部よりも早期に劣化することが想定されるため、取替えが可能

な構造とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 

       （注）本事例の表示部分は木材ではない 
写真 10 表示内容の部分を取り換えることのできる構造（日光国立公園） 

・自然公園等の木造施設において、部材の摩耗・劣化・腐朽等により施設全体を再整備しなくて

もいいように、摩耗・劣化・腐朽しやすい部材等を容易に取り替えできる構造とする。 

交換する床板 

電動工具 

手摺取外し 

腐朽・破損した床板 
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③標識の腕木を取付金具を使用し取り替えできるような構造とする 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 13 腕木を取り換えできる構造 

 
（ⅱ）腐りにくい構造 

（１）基本的な考え方 
 
 
 

（解説） 
床材や柱の木口、ボルトの穴、切りかきの接合部分などは水が浸透しやすく腐りやすい。また、

厚すぎる床板は内部腐朽を誘発しやすい。このような腐りやすい部位の部材の厚さ、接合部、雨仕

舞いを工夫することで腐りにくい構造にすることができる。 
 
 例：内部腐朽を誘発しないように、強度が保たれる範囲で木道の床板を薄くする。 
   帯水により腐朽しないように、接合部の接触する面積を少なくする。 
   木口やボルトの穴は、雨がからない位置にする等の工夫をする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               写真 11  腐朽の現状 

L 字型、コ字型の切り欠

きをして部材を接合する

と折れ曲がり部で雨水の

滞留を招く。 

木口、固定ボルトに雨

がかると腐りやすい。 

・床材、柱の木口、接合部などについて、部材の厚さ、接合部、雨仕舞いなど設計の工夫により

腐りにくい構造を検討する。 
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（２）設計上の工夫例 
ベンチの座面を裏面から固定することで、木材内部への水の浸水を予防する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S=1/40                   S=1/40 

図 14 ベンチの工夫例（近畿自然歩道 神島） 

 
（ⅲ）腐りやすい部位の対策 

（１）基本的な考え方 

 
 
 

（解説） 
湿気を帯びて腐朽しやすい部位（木口、地際、ボルトの穴、ロープ柵の穴、水平面など）につい

ては、前もって防水対策を施すことで効果的に腐朽・劣化を防ぐことができる。 
 
（２）設計上の工夫例 

①標識の柱頭に防水塗料を塗布する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 標識の柱頭部分の処理 

・湿気を帯びて腐朽しやすい部位（木口、地際、ボルトの穴、ロープ柵の穴、水平面など）に前

もって防水対策を施す。 

裏面から固定 
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②標識に屋根を設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 16 標識における屋根の設置 

 
③標識の柱頭にキャップを設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 標識の柱頭部分のキャップ設置（日光国立公園） 

 
④標識や四阿の柱の地際から約±15cm を金属や石材などで覆う。地際からの高さは、美観に配

慮して決める。ただし、ＧＬ(地際部)が土壌に接する、もしくは雨がかりや水分が滞留し易す

い場合は、部材を腐朽環境にしないように乾燥させるため、また、定期的なメンテナンスを容

易とするため、木材を仕上げ材で覆わずに、｢表し｣で用いる方法とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 金物で地際を覆った例 
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    写真 12 石材で地際を覆った例（日光国立公園） 

 
 
 
 
 

標識ベースプレート 
 
 
 
 

S=1/20 

図 19  湿原でベースプレートを用いた例（大雪山国立公園勇駒別園地） 
 
⑤ボルトの穴は、シリコンキャップ、コーキング、埋木で埋める。上向きの座ボリ穴はすべて対

策を行うことが望ましい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 13 ボルトの穴を埋めた事例 
 

ベースプレート 
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（ⅳ）乾燥しやすい構造 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 
 

（解説） 
木道、デッキ、ベンチ、木橋の水平面では、水が滞留し腐りやすい。また、排水のために隙間

を開けても、大量の落ち葉などのために目づまりを起こすことが多い。そこで、手摺りなどの水

平面には水勾配をとること、床材などには排水のための隙間を十分に採ること、ゴミや土砂がた

まりやすく、清掃しにくい隙間やBOX構造は設けないなどの工夫によって乾きやすい構造とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真 14 デッキの排水性が悪いために植物が生えている 
 
（２）設計上の工夫例 
①木階段に排水のための段差を設ける。 

 
 
 

               図 20 木階段の段差の設置 
（上信越高原国立公園苗場山登山道線歩道） 

 
②木道の床板は、排水性を高め落ち葉による目詰まりを 
防止するために、隙間を設ける。隙間の間隔は、 
10mm 以上とする。 
 

 
図 21 木道の床板における隙間の設置 

 

10mm 以上 

木道、デッキ、ベンチ、木橋など水がたまりやすい部材には、水勾配、水抜き穴、板材や縁の

隙間を十分にとることで、乾燥しやすい構造とする。落ち葉により、隙間や穴が塞がれてしまう

ことがあるので、十分な隙間が必要である。 
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 ③手摺の柱周り、ベンチの座面など、水が溜まりやすい部分には、水抜き穴を設ける。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
写真 15 水が溜らない構造 

 
④木道の突きつけなど滞水しやすい部分には、隙間を設ける。隙間の間隔は、10mm 以上とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 16 木道の突きつけにおける隙間の設置 

 
⑤地覆と床材の取り合いなど滞水しやすい部分には、スペーサーを設置して隙間を設ける。隙間の

間隔は、落ち葉がつまらないように 50mm 以上とする。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 22 滞水しやすい部分への隙間の設置 
 

水が溜まらない構造 

隙間を開ける 

50mm 以上 
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⑥ベンチ座面に水が滞水しないように、水勾配を設ける。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            S=1/33 
図 23 ベンチ座面等における水勾配の検討 

 
⑦水が溜まりやすい手摺り部分に水勾配を設ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 17 手すり部分の水勾配の設置（日光国立公園） 
 
⑧標識盤面に水抜き穴を設ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 S=1/12 

図 24 標識壁面の水抜き穴の設置 
 

水勾配 

水抜き穴 

水勾配 
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（ⅴ）金具等の腐食の対策 

（１）基本的な考え方 

 
 
 

（解説） 
自然公園等の木造施設には、ボルト・ナット、ネジ、金具などの金属製品が使用される。 
金属が腐食しやすい地域で使用する金具類、床材など腐食しやすい部位のネジなどは溶融亜鉛

メッキやステンレスなど耐候性のある材質を使用する。特に、海岸や温泉地などは、必ず溶融亜

鉛メッキやステンレスなど耐候性のある材質を使用する。ただし、メッキの方法によって価格が

異なることやステンレス材は高価であるので、使用に当たっては、設置する環境や施設の耐用年

数を考慮し、適切な材質を選ぶものとする。 
 
表 18 溶融亜鉛メッキの種類及び記号 
種類 記号 適用例（参考） 

１種Ａ ＨＤＺＡ 厚さ５ｍｍ以下の鋼材・鋼製品、鋼管類、直径１２ｍｍ以上のボルト・ナット及び

厚さ２.３ｍｍを超える座金類。 
１種Ｂ ＨＤＺＢ 厚さ５ｍｍを超える鋼材・鋼製品、鋼管類及び鋳鍛造品類。 
２種３５ ＨＤＺ３５ 厚さ 1ｍｍ以上 2ｍｍ以下の鋼材・鋼製品、直径 12ｍｍ以上のボルト・ナット及び

厚さ２.３ｍｍを超える座金類。 
２種４０ ＨＤＺ４０ 厚さ２ｍｍを超え３ｍｍ以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 
２種４５ ＨＤＺ４５ 厚さ３ｍｍを超え５ｍｍ以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 
２種５０ ＨＤＺ５０ 厚さ５ｍｍを超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 
２種５５ ＨＤＺ５５ 過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。 
備考） 
１．ＨＤＺ５５のメッキを要求するものは、素材の厚さ６ｍｍ以上であることが望ましい。素材の厚

さが６ｍｍ未満のものに適用する場合は、事前に受渡当事者間の協定による。 
２．表中、適用例の欄で示す厚さ及び直径は、呼称寸法による。 
３．過酷な腐食環境は、海塩粒子濃度の高い海岸、凍結防止剤の散布される地域などをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 25 ボルトの耐候性と価格の目安 
出典：一般社団法人自然環境共生技術協会による市場調査結果 

 
 

・金属が腐食しやすい地域では耐久性のある材質を使用する。 
・ボルトやかすがいは、確実に固定する。 

電気亜鉛

めっき

溶融亜鉛

めっき

ステンレス

高
←
価
格
→
低
い

低←耐候性→高い
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（２）設計上の工夫例 
①亜鉛メッキの種類を指定する。 

表示例：溶融亜鉛メッキ（２種、HDZ35） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 18 火山性ガスにより発生したサビ    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 25  樹脂加工等によりはずれにくく加工がされたナットの例 

 
②ボルトやかすがいが木材の端に取り付けられて強度が得られない場合があるので、木材が確実に

固定されるように、施工時、固定位置に配慮する。また、ステンレス鋼のボルトを使用する際はゆ

るみやすいので、逆転防止付きナットを指定する。 
 
固定方法 ：加重を確実につたえるために、固定ボルトやかすがいの位置など、部材相互の確実

な固定方法を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 19  固定ボルトや固定ボルトのかすがいの位置の問題点 

 

床材端部で充分な離隔が

ない 

床材端部で充分

な離隔がない 
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（ⅵ）積雪対策 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 

（解説） 
積雪地では、斜面に降り積もった雪の水平移動によって標識、構造型の木道、木柵などが傾い

たり、屋根に積もった雪の加重によって避難小屋、四阿、公衆便所などの軒先が破損するなどの

被害がある。 
積雪地で施設整備を行う場合は、積雪の状況、雪の垂直加重、水平加重を想定し、加重を受け

にくい構造、積雪期に取り外しのできる構造、加重に対する十分な強度を検討する。積雪加重は

建築基準法を参考にするほか、地域の実績値を調査する。 
 
加重を受けにくい構造の例：指導標識に矢板を設けない。 
取り外しできる構造の例 ：木柵、方向標識などを取り外し可能な金具で固定する。 
強度を検討した例    ：木柵にほおづえを設ける。 

四阿などの軒先を短くする。 
 

（２）設計上の工夫例 
 

 
 
 
 
 

                               S=1/40 
 

 

 

 

 

 

 

 

基礎部拡大 

                               S=1/20 
図26 取り外し可能なロープ柵の設計例（白山国立公園別当出合園地） 

 

・積雪による変形・破損を防止するために、加重を受けにくい構造や積雪期に取り外しのできる

構造等の雪害の対応策を検討する。 
・四阿の軒や木橋など、積雪加重を十分に考慮した構造とする。 
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（ⅶ）湿原等軟弱地盤対策 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 
 
 
 

（解説） 
自然公園では、湿原など軟弱地盤での木道などの施設整備では、基礎の沈下や基礎部分の腐朽

により、比較的早い期間に使用できなくなる場合がある。 
そこで木造施設を湿原等軟弱地盤に設置する場合は、基礎の沈下防止や基礎部の耐久性の向上

に努めるとことする。 
特に、安全性やユニバーサルデザインが求められる施設、大型の構造物を整備する場合は、地

盤を調査し、基礎構造を詳細に検討する。 
 
 
（２）設計上の工夫例 

沈下に配慮した基礎構造の検討例は次のとおりである。 
①支持地盤まで基礎を打ち込める場合 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 27 沈み込み防止木道の考え方 
資料提供 樫村利通 

・木造施設を湿原等軟弱地盤に設置する場合、基礎の沈下により施設が変形しないように、基礎

の構造について十分な検討を行う。 
・支持を得るのが困難な湿地等軟弱地盤に設置する木造施設は「敷板型木道」等、沈下に追随で

きる構造とする。 
・湿原等軟弱地盤に設置する木造施設の基礎部分は、耐腐朽性の高い木材、保存処理材、場合に

よっては人工材料等を採用し、長寿命化に努める。 
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ふとんかご 

②ふとんかごとマツ杭による沈下に配慮した基礎構造  
マツ杭の摩擦とふとんかごの接地面に加重を分散することで沈下を防いでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              S=1/40 

 
図 28 ふとんかごとマツ杭の事例 

 
③特殊な基礎構造の事例 
鋼製の杭の摩擦によって沈下を防いでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
図 29 特殊な基礎の事例（日光国立公園 戦場ヶ原） 
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（ⅷ）長寿命化対策とユニバーサルデザインの基準  

 
 
 

（解説） 
自然公園の木造施設の長寿命化に当たり木道やデッキなどに排水のための隙間を設ける必要

があるが、ユニバーサルデザイン等の基準によると指を挟み込むなどの事故の原因になるおそれ

がある。 
また、安全のために木階段には滑り止めを設置することがあるが、ユニバーサルデザイン等の

基準によると、つまずきの原因になるので平坦な面とすることが記載されている。 
そこで、集団施設地区など多様な人が集まる場所において整備する木造施設では、ユニバーサ

ルデザイン等の基準に従うこととする。また、木造施設の勾配等については自然公園等施設技術

指針 第３部 第２章 園地(園地 47 ～48)を参照する。 
 
（参考）ユニバーサルデザイン等の基準 

ユニバーサルデザインの基準は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成 18 年法律第 91 号）」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

18 年政令第 379 号）」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成

18 年国土交通省令第 110 号）」、各施設の「移動等円滑化基準」及び「移動等円滑化の促進に関す

る基本方針（平成 18 年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第１号）」に定められている。 
また、都市公園については、平成 24 年 3 月に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（改

訂版）」が作成されている。 
平成 23 年８月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（第２次一括法）」により、バリアフリー法の一部が改正され、地

方公共団体が設置する都市公園における特定公園施設の設置に関する基準については、省令で定

める基準を参酌して地方公共団体が条例で定めることとなった。（平成 24 年４月１日施行） 
また、関連する基準では「都市公園における遊具の安全性に関する指針（改訂版）平成 20 年

度８月 国土交通省」、「JPFA-S:2008 遊具の安全に関する基準 社団法人日本公園施設業協会」

がある。 
ここでは、以上の法律、ガイドライン、基準を「ユニバーサルデザイン等の基準」とする。 

 

集団施設地区など多様な利用者が集まる場所における木造施設の木道やデッキなど床材の隙

間の寸法、木造施設の勾配等は、ユニバーサルデザイン等の基準に従う。 
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Ⅱ－４ 木材に替わる材料による長寿命化 

（ⅰ）自然材料による長寿命化 

 
 

（解説） 
自然公園の施設は、木材の使用を基本とするが、階段や標識・ベンチの基礎など腐りやすい部位

について、その地域の石材を使用する。 
石材には多くの種類があり、その規格は JIS A 5003-95 に定められている。基本的にはその地域

の石を使うのが、種類、産地により、特性が異なるので、地域性、耐久性などを考慮して使用する。 
 
 
 
                         
 

 

 

 

 

 
 
 

写真 20 自然探勝路の石階段 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 21 標識の基部に石を用いた事例 

木造施設の腐りやすい部位には、木材に替わる石材などの自然材料を検討する。 



長寿命化 36 

（ⅱ）人工材料による長寿命化 

（１）基本的な考え方 

 
 
 
 

（解説） 
集団施設地区など多くの人が集まる場所で特に安全性やユニバーサルデザインが求められる場

合、湿原に設置する施設の基礎など特に耐腐朽性や工事頻度を減らすことが求められる場合、断崖

に設置する施設など確実に安全を確保したい場合は、自然景観、自然環境に影響を及ぼさない範囲

で強度や耐久性の面で優れる人工材料の使用を検討する。 
 
使用例 ・湿原の枕木など腐りやすい部分に使用する部材 

・土に接する部分 
・池や河川などの水に浸かる部分の部材 
・沿岸部などの塩害影響を受ける部分 
・火山帯や温泉地などの酸性土壌に設置する部材 
・積雪による湿潤環境に設置する部材 

 
木材に替わる人工材料には、合成木材、ＰＣ擬木、プラ擬木、鋼材、軽量耐食構造材（ガラス長

繊維強化プラスチック発泡体）、再生木材等が様々なものがある。それぞれの人工材料により質感、

耐久性、再生の可否、強度、劣化の仕方などの特性が異なるので、求められる機能に適合した部材

を選択する。また、自然景観との調和を図るために、使用は必要な部位にとどめ、視認性の高い部

位や人の手にふれる部位は木材を使用する。 
 

施設の耐久性、安全性、性能の維持のために必要な場合は、自然景観、自然環境に影響を及ぼ

さない範囲で、耐久性の高い人工材料の使用を検討する。ただし、利用者がふれる部位について

は、木材を使用することを原則とする。 
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（２）設計上の工夫例 
 ①橋桁の使用例 

 
写真 22 酸性土壌に対応するため橋桁に合成木材を使用 

（富士箱根伊豆国立公園 堂が島渓谷遊歩道） 
 ②構造部分の使用例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               S=1/30 
 

図 30 構造部材にＧＲＰを使用し、主桁の見えがかりには化粧板を張っている 
（日光国立公園 戦場ヶ原） 
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③池に接する支柱の使用例 

 
写真 23 親水池に接する支柱に腐朽しない合成木材を施工した例（亀戸中央公園） 

 
表 19 主な人工材料の特性  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部位 劣化状況 構造的配慮
支柱地際
腐朽

支柱頭部
腐朽

木橋桁
腐朽

支柱地際に柱脚金物を使用することで腐朽

を予防すると共に、土工事を行わず支柱の

交換が容易。

ただし、鋼管内部の木材の点検が出来ない。

地際用防腐剤を塗布するなどの方法もある。

支柱頭部は、ゴミや水が溜まりやすく腐朽し
やすい。

キャップ等で保護することで頭部からの腐朽
を防ぐ。

木製桁は、経年劣化により落橋となる可能性

もあり危険が伴い、また交換が難しい。
鋼製桁は、溶融亜鉛ﾒｯｷ処理を行い20年以
上の耐用年数が確保できる。

床板・高欄等は木材で鋼製桁を覆い隠すこと
で景観に配慮できる。

床板・高欄が劣化した場合でも交換が容易。

合成木材桁は鋼製桁同様20年以上の

耐用年数が確保できる。
木製桁を使用する場合は、桁上面に腐朽が

起らないような工夫が必要。
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表 20 木材と人工材料の比較一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料

事例写真

材料特性
（長所）

材料特性
（短所）

景観性 ◎

■天然材料である木材を使用してい
るため、周囲の景観と調和する。
■天然材料なのでテクスチャー、質
感ともに、あたたかく、優しいイ
メージがある。

◎

■天然材料である木材を使用してい
るため、周囲の景観と調和する。
■天然材料なのでテクスチャー、質
感ともに、あたたかく、優しいイ
メージがある。

○

■木粉が入っており、木材に似せた
材料となっている。そのため、若干
の人工的なイメージはあるが、茶系
の色合いが周囲の景観に調和する。

△

■木材に似せた材料であるため、木
材には劣るものの、茶系の色合いが
周囲の景観に調和する。
■人工的なイメージがあり、テクス
チャー、質感ともに冷たい感じがあ
る。

耐久性 ○

■コンクリートに比べて耐久性は劣
る。
しかし、木材に木材保存処理材を加
圧注入することで、無処理木材の耐
久性を高められる。

○

■保存処理を行わなくても、心材の
耐朽性が高く10～15年の標準耐用年
数がある。
しかし、天然材料であるために耐久
性にバラツキがでる可能性がある。

○

■木材よりも耐久性は高いと言われ
ているが、合成木材は比較的新しい
材料である為、10年後、20年後の長
期的な経年劣化については不明であ
る。
■熱膨張により変形する場合もあ
る。
■中空材の場合は、衝撃によって割
れる場合がある。

◎

■木材や合成木材よりも耐久性が高
い。
■経年変化によりコンクリートの欠
けやクラックが発生する場合があ
る。

維持管理 △

■保存処理木材は、地際部などの腐
朽しやすい箇所に、定期的に表面処
理用の木材保存剤を塗布することで
耐久性が向上する。
■国産の材料を使用するため、交換
部材の安定供給が可能である。
■公園施設の種類にもよるが、他材
料との複合化で、部品交換をしやす
い構造とすることも可能である。

△

■基本的にメンテナンスをしなくて
も良いが、地際部などの腐朽しやす
い箇所に、定期的に表面処理用の木
材保存剤を塗布することで、より耐
久性が向上する。
■外国産の材料を使用するため、交
換部材の安定供給に不安がある。
■公園施設の種類にもよるが、他材
料との複合化で、部品交換をしやす
い構造とすることも可能である。

○

■材料的には、ほとんど定期的なメ
ンテナンスが不要である。
■公園施設の種類にもよるが、他材
料との複合化で、部品交換をしやす
い構造とすることも可能である。
■部材単価は杉の保存処理材よりも
高い。

◎

■材料的には、定期的なメンテナン
スが不要である。
■基本的に部材の交換をする必要も
ほとんどない。
■ただし、クラックなどが入った場
合には補修が必要である。

構造検討の
正当性 ◎

■建築基準法などに材料強度が明記
されており、公的な資料に基き部材
検討・構造計算を行うことができ
る。

○

■材料強度は様々な文献などから読
み取って採用する。
その強度をもとに公的な資料に基き
部材検討・構造計算を行うことがで
きる。

△

■メーカーごとに材料強度や規格部
材断面が異なるため、材料指定
（メーカー指定）をしたうえで構造
計算を行う必要がある。
■基本的に構造用部材としては使用
できないが、内部に鋼管や補強材を
挿入するすることにより構造材とし
て使用できるタイプもある。

○
■メーカーごとに材料強度や規格部
材断面が異なるため、材料指定
（メーカー指定）をしたうえで構造
計算を行う必要がある。

環境への配慮 ◎
■木材は空気中の二酸化炭素を固着
しており、環境にやさしい。 ◎

■木材は空気中の二酸化炭素を固着
しており、環境にやさしい。 ○

■リサイクル樹脂＋木粉でできてい
る
エコマーク認定商品を使用する事
で、環境にやさしい。

×
■製造時の二酸化炭素の排出量が木
材と比較して大きい。

地域活性
・地域生産

・地域消費
◎

■地場産材を使用することで、地場
産材の活用が促進できる。 － 特になし － 特になし － 特になし

■保存処理を施すことで耐用年数が
　素材の5倍程度向上する。
■入手が容易。
■価格が安い。
■保存剤の加圧注入性状が良好。
■外気温の影響を受けにくく、夏は熱く
　なりにくく、冬は冷たくなりにくい。

■無処理の耐久性が防腐処理材と同等。
■重厚感があり、仕上りがよい。
■国産材に比べクラックが入りづらい。
■外気温の影響を受けにくく、夏は熱く
　なりにくく、冬は冷たくなりにくい。

■工業製品であり、品質が安定している。
■クラックが入らない。
■色褪せにくい。

A

木材
（国産スギ材、保存処理材）

B D

ＰＣ擬木

C

合成木材

■工業製品であり、品質が安定している。
■耐久性が高い。

■腐朽する。
■木材表面が紫外線により劣化する。
■クラックが生じる。
■反り、曲がりがある。
■天然材料なので品質にばらつきがある。

■腐朽する。
■木材表面が紫外線により劣化する。
■国産材に比べ入手が困難。
■価格の変動が大きい。
■材料寸法に制限がある。
■輸入の伐採規制の可能性がある。
■天然材料なので品質にばらつきがある。

■熱膨張による変形が発生する。
■天然木と比べ高価。
■材料寸法に制限がある。
■たわみやすい
　（床板に使う場合は木材よりも
　　細かい根太間隔になる。）
■夏場に熱くなる

■重い
■材料が硬く、重いため、衝突時の衝撃
　が木材よりも大きい。
■クラックなどが入ることがある。

硬質材　イペ
（無処理）
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材料

事例写真

材料特性
（長所）

材料特性
（短所）

景観性 △

■木材に似せた材料であるため、木
材には劣るものの、茶系の色合いが
周囲の景観に調和する。
■人工的なイメージがあり、テクス
チャー、質感ともに冷たい感じがあ
る。

△
■茶色に塗装することで、周囲の景
観に調和する。 ○

■木材に似せた材料であるため、木
材には劣るものの、茶系に塗装する
ことで色合いが周囲の景観に調和す
る。
■質感は木材に似ており、暖かみが
ある。

○

■表層材料には木粉が入っており、
木材に似せた材料となっている。そ
のため、若干の人工的なイメージは
あるが、茶系の色合いが周囲の景観
に調和する。

耐久性 ○
■コンクリートに比べると耐久性は
劣るが、一般的な木材よりも耐久性
が高い

◎

■防錆処置として電気または溶融亜
鉛めっき処理を行なうことで、耐久
性を高めることができる。
設置場所にもよるが標準耐用年数
は、20～30年。

◎

■木材よりも耐久性が高い。
■耐腐食性が高く、酸性土壌、塩害
による影響をうけない。
■鉄道用まくらぎとしての実績があ
り、耐用年数は５０年以上との評価
を受けている。

○
■木材よりも耐久性は高い。

維持管理 ○

■材料的には、ほとんど定期的なメ
ンテナンスが不要である。
■公園施設の種類にもよるが、他材
料との複合化で、部品交換をしやす
い構造とすることも可能である。

○

■材料的には、ほとんど定期的なメ
ンテナンスが不要である。
■錆が発生した際には、錆を落とし
補修を行なう必要がある。
■表面からはわからない内部腐食を
発生する場合があるので、設置年数
が10年を超えてくると注意が必要。

◎

■材料的には、ほとんど定期的なメ
ンテナンスが不要である。
■塗装の剥げた部分については補修
することで、より耐久性が向上す
る。
■公園施設の種類にもよるが、他材
料との複合化で、部品交換をしやす
い構造とすることも可能である。

◎

■材料的には、ほとんど定期的なメ
ンテナンスが不要である。
■従来の合成木材よりも耐久性、耐
候性が高く、衝撃で割れにくい。

構造検討の
正当性 △

■メーカーごとに材料強度や規格部
材断面が異なるため、材料指定
（メーカー指定）をしたうえで構造
計算を行う必要がある。
■基本的に構造用部材としては使用
できないが、内部に鋼管や補強材を
挿入することにより構造材として使
用できるタイプもある。

◎
■建築基準法などに材料強度が明記
されており、公的な資料に基き部材
検討・構造計算を行うことができ
る。

○

■軽量耐食構造材として使用可能で
あり、工業製品であるため木材より
も信頼性は高い。
■メーカーごとに材料強度や規格部
材断面が異なるため、材料指定
（メーカー指定）をしたうえで構造
計算を行う必要がある。

－
■基本的に構造用部材としては使用
できない。

環境への配慮 ○
■エコマーク商品（プラスチックの
再利用）を使用する事で、環境にや
さしい。

×
■製造時の二酸化炭素の排出量が木
材と比較して大きい。 ×

■製造時の二酸化炭素の排出量が木
材と比較して大きい。 ◎

■エコマーク商品である。フライ
アッシュ(石炭灰)＋リサイクル樹脂で
できており、環境にやさしい。

地域活性
・地域生産
・地域消費

－ 特になし － 特になし － 特になし － 特になし

G

軽量耐食構造材（ｶﾞﾗｽ長繊維
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ発泡体）

■工業製品であり、品質が安定している。
■素材として耐久性が高く、腐朽しない。
■外気温の影響を受けにづらい。
■塗装をすることで様々な色彩にすること
  ができる。
■軽い（比重 0.5）

■塗装の剥げた部分は紫外線により変色す
る。　■天然木と比べ高価。

F

鋼材（亜鉛めっき処理
合成樹脂塗装）

E

プラ擬木

■材料が硬く、衝突時の衝撃が
　木材より大きい。
■錆が発生する。
■地際部などは腐食しやすい。
■内部腐食を発生する場合がある。
■外気温の影響を受けやすく、夏は熱く、
　冬は冷たくなる。

■工業製品であり、品質が安定している。
■耐久性が高い。
■塗装をすることで様々な色彩
　にすることができる。

■材料自体の強度が無いため、強度
　が必要な個所は鋼管入りを使う
　必要がある。

■工業製品であり、品質が安定している。
■軽い（鋼管が入って無い場合）

H

人工木材
（ﾌﾗｲｱｯｼｭ+容器ﾘｻｲｸﾙ包装材）

■工業製品であり、品質が安定している。
■従来の合成木材よりも水や熱に強い。
   また、衝撃による割れに強く、耐久
   性が高い。
■熱膨張による伸縮が非常に小さい。
■耐候性が高い（色褪せにくい）。

■材料寸法に制限がある。
■比重が高い為、製品重量が重い。
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表 21 天然木材と合成・人工木材※の特性比較（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合成・人工木材は多種多様のものがありここに示すのは 1 例である 

 

国産材　スギ
（保存処理材）

硬質材　イペ
（　無処理材　）

合成木材（１） 合成木材（2） 人工木材

保存処理天然木材（防腐防蟻剤加
圧注入処理材）

天然木材（中南米）
リサイクルＰＰ産業廃棄物55％
建築廃木材45％
顔料他5％

ｶﾞﾗｽ長繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ発泡体
ﾌﾗｲｱｯｼｭ８０％
容器ﾘｻｲｸﾙ包装材１５％
高耐候性樹脂他５％

木材保存剤JIS K1571 AZNAを
JISA9002に定める方法で加圧注
入

防腐処理なし 防腐処理なし 防腐処理なし 防腐処理なし

白～赤褐色
（辺材部と芯材部で色が異なる）

茶
（色のばらつきあり）

ブラウン、サンディーブラウン ベージュ
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ、ｻﾝﾄﾞｲｴﾛｰ、ﾁｬｺｰﾙ
ｸﾞﾚｰ

使用時
安全（㈱水産生物研究室によりｺｲ
に対しての急性毒性試験ﾃﾞｰﾀあ
り）※国産杉による

天然木材と同じ 天然木材と同じ
水道法「資機材等の材質に関する
試験」JWWA Z108、JWWA
K135に適合

環境に影響を与える有害性はない

廃棄時
焼却処分しても､煙およぴ灰に有
害成分は含まれない。

天然木材と同じ 産業廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物

公園資材、外構部材一般、建築材
建築仕上材、屋外製品部材（デッ

キ他）
建築仕上材、屋外製品部材（デッ

キ他）
公園資材、外部部材一般、建築材

建築仕上げ材、屋外製品部材
（デッキ材他）

容易 困難 容易 容易 容易

木材と同じ（断面が大きい程火に
強い：炭化速度）発火点は約
435℃

天然木材と同じ 熱変形温度　136° 発火点は約４１５℃　自己消化性
自己消化性あり（ＪＩＳ５７２
１）

未処理木材と同等（専用木材保護
塗料による塗装後は、３～５年毎
の再塗装により外観持続）

天然木材と同じ
サンシャイン照射試験の結果、
2000時間後劣化なし。

サンシャイン照射試験の結果、２
０００時間後劣化なし。

サンシャイン照射試験の結果、１
２００時間後劣化なし。

15～20年
（JIS K 1571、ファンガンセ

ラー試験）
15～20年程度

10年
（実績が10年程度で年数継続

中）

実績３５年（鉄道用まくらぎ）
試験評価５０年以上

１０年以上（実績が３年程度で年
数継続中）

容易（木材と同じ） 困難 困難（補修不可　取替えが必要） 容易（木材と同じ）
困難（補修不可　部分取替えが必
要）

比重 0.38 1.12 1.21 0.5 1.8

曲げ強さ 63.8N/mm２ 176.6N/mm２ 39.0N/mm２ 70.6N/mm2（縦） 39.0N/mm2

曲げ
ヤング係

数
7.36N/mm２×1000 21.97N/mm２×1000 データなし 6.37N/mm2 x 1000（縦） データなし

縦圧縮
強さ

34.3N/mm２ 88.3N/mm２ データなし 29.4N/mm2（縦） データなし

せん断
強さ

5.9N/mm３ 13.8N/mm３ データなし 3.4N/mm2（縦） データなし

耐磨耗性 小 大 大 大 大

エコマーク認証品 ー エコマーク認証品 ― エコマーク認証品

JWPA､AQ屋外1種、NETIS登録
商品

ー NETIS登録商品 ― ―

約45日
約45～120日（在庫ある場合45

日）
約45～90日（在庫ある場合30

日）
約２０～３０日 約７～10日

26,000円/ｍ2

（安定供給可能）
50,000円/ｍ2

（価格変動が非常に大きい）
58,000円/ｍ2

（20本未満10％UP）

３６，０００円/ｍ２（床板の
み）

４５，０００円/ｍ２

指定寸法で製材可能 制限あり 制限あり 指定寸法で製材可能 制限あり寸法制限

リサイクル

公的認定

耐候（光）性

耐用年数

補修性

安
全
性

使用用途・実績

写真

デッキ材価格

（円/ｍ2）

名　称

種　別

加工性

火災安全性

処理方法

素地色

納期
（材料入荷納

期）

物
　
　
　
性
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Ⅱ－５ 自然環境・自然景観等への影響の低減 

 
本項では、長寿命化の視点で木造施設の仕様を検討しているが、長寿命化を図ることが自然

環境や自然景観に影響を及ぼすことがある。自然公園等の木造施設の長寿命化を図ると同時に

自然環境や自然景観への影響についても検討する必要がある。 
 
（ⅰ）自然公園らしさを失わない仕上げ 

都市公園施設等に準ずるような木材の加工は、施設の長寿命化につながる反面、自然公園ら

しさを失うことにもつながる。例えば、自然公園においても加工の精度を上げるために丸太材

にサンダーを施すことが一般化しているが、皮むき仕上げのほうが自然公園の景観に調和する。 
加圧式注入処理はインサイジング処理を施すことで注入ムラを緩和することができるが木材

の表面に無数の刃の跡を付けるために美観を損なうおそれもある。例えば、デッキにおいて特

に耐腐朽性が求められるのは基礎部分なので、インサイジング処理は基礎部分にとどめ、視認

性の高い手摺り部分にはインサイジングを行わないなどの使い分けが必要である。 
長寿命化対策の検討においては、木造施設の自然公園らしさとのバランスを図りながら進め

ることが大切である。 
 
（ⅱ）自然公園らしさを失わない塗装 

自然公園において木材を使用する利点は、時間とともに退色し、時間とともに自然景観と調

和していくところにある。極端に退色を止めてしまう塗装や木材のテクスチャーを隠してしま

う塗装は行わない。 
 
（ⅲ）長寿命化による工事頻度の減少が植生への影響を減少させる 

特に湿原における木道などの工事では、細心の注意を払って工事を行っているものの、工事

関係者の踏圧が植生に影響を及ぼし、工事終了後、木道周辺の植生が回復するまでに時間を要

する。木道の長寿命化を図ることで工事頻度が減り、これら周辺の植生への影響を減少させる

ことができる。 
 
（ⅳ）長寿命化のための構造の検討が植生への影響を減少させる 

湿原に設置する据え置き型の木道は、腐食しやすいことに加え、湿原の水の移動を遮ること

や泥炭層の腐食を進行させることで周辺の植生を変化させてしまうおそれがある。据え置き型

の木道を構造型の木道に変更することで、長寿命化を図ると同時に植生への影響を減少させる

ことができる。 
 
（ⅴ）地域産の木材の使用を検討する 

地域景観との調和や運搬等による二酸化炭素排出の低減の観点から地域産の木材の使用を検

討する。ただし、機能や市場性において地域産以外の木材が必要と考えられる場合は、この限

りではない。 
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（参考） 

長寿命化対策に当たっては、温室効果ガスの排出削減など環境への配慮や木材利用促進法※1

の観点から地域産木材や間伐材など木材の使用を基本とし、性能などの面から外材を使用する

場合は、適正な貿易（WTO※２）や環境への配慮から合法木材を使用する。 
 
※1 木材利用促進法：「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法

律第 36 号）。公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用

に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して

主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全

体の需要を拡大することをねらいとしている。 
※２ＷＴＯ    ：WTO（世界貿易機関：World Trade Organization）。 

森林資源について日本政府は、地球規模の環境問題に配慮し、有限天然

資源の持続的利用を確保した貿易を提案している。 
（参考：http://www.rinya.maff.go.jp/kouhousitu/wto/files/0212ffj.htm） 
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歩道に関する技術指針改訂の経緯 

 

 

 

自然公園等事業技術指針（試行版） 

平成13年度 

国立・国定公園における登山道整備のあり方検

討調査 平成13年度 

自然景観地における登山道整備のあり方検討

調査 平成16年 3月 

技術指針の一部改訂業務自然景観地における

園路整備 平成17年 3月 

技術指針の一部改訂業務自然景観地における

探勝路整備 平成18年 3月 

自然景観地における歩道計画・整備高度化技術

の検討調査 平成13年度 

自然公園等施設技術指針 平成26年７月改定 

自然公園等における木道整備に関する技術基

準調査 平成26年 3月 

自然公園等施設技術指針 平成25年７月制定 
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第１章 歩道 
   
Ⅰ 歩道に関する基本方針と歩道のタイプ 
Ⅰ－１ 歩道の適用範囲 
 本指針は、自然公園等の歩道に適用する。ただし、地域の特性その他の事情により適用しがたい

場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重するも

のとする。 
 
（解説） 
本指針における自然公園等の歩道とは、自然公園法で規定される自然公園内の歩道及び長距離自然

歩道等の歩道であり、その定義は「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15
年 5 月 28 日環自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第 1 条に掲げる施設の定義と計画上

の留意事項」（平成 3 年 7 月 5 日環自計第 125 号、環自国第 382 号）で、次のとおりとされている。 
（定義）公園利用者の徒歩利用の用に供される道路をいう。 

 （計画上の留意事項） 
① 歩道を定めるに当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

a 利用の質及び量、自然性、眺望、既存ルート等を総合的に勘案し、適切なルートを設定

すること。 
b 高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルートは計画しないこと。 
c 原則として、歩道専用路について定めることとするが、歩道専用路以外の道路であって

も、歩道専用路として連続して一体として利用するため、案内標識、解説施設等の整備

を要するものについては、この限りでないこと。また、クロスカントリー、乗馬利用等

の用に供される道路の場合、徒歩利用の安全性及び快適性を妨げない場合に限る。 
d 上記の徒歩利用以外の利用が想定される場合については、その旨整備方針に明記するこ

と。 
同一敷地内に起終点がある道路密度の高いものは園地における園路とする。 

 
 （歩道の分類） 

歩道は公園利用の基幹的な施設として、利用者層や自然条件等、地域の特性に見合った徒歩

利用を確保するため、園路計画に基づく園地内移動、散策等のために整備される「園路」と機能

分担に留意しつつ、次の分類に沿って計画する。 
      a 探勝歩道 
      b 登山道等 
（歩道の分類毎の定義と留意事項） 

ａ 探勝歩道 
 自然観察、自然探勝を行うための徒歩利用の用に供される歩道をいう。特別な経験や技

術を持たないが、ある程度の体力と装備を有する公園利用者を想定し、自然環境の保全

と良質な自然体験の確保に十分留意するものとする。 
ｂ 登山道等 
 登山若しくは自然海岸の縦走など、自然との深いふれあいのための徒歩利用の用に供さ
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れる歩道をいう。地域特性を踏まえ、読図能力などの相応の経験と技術、体力と装備を

有する公園利用者を想定し、自然環境の保全と適正利用の観点から必要最小限の整備を

実施するものとする。 
    ※ 園路 

 公園利用者の園地内の移動、散策、自然観察等のための徒歩利用の用に供される施設を

いう。多様な利用者層を想定し、自然環境の保全への十分な配慮を行った上で、快適性、

安全性を一定程度確保するものとする。必要に応じて、路面舗装やバリアフリー化を進

めるものとする。 
 
 また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自計

第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、園地、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び

公衆便所（路傍に整備される小規模なものに限る）並びに植生復元施設を付帯施設とすることができ

る。         
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Ⅰ－２ 歩道に関する基本方針 
自然公園等の歩道は、自然公園等の利用において最も基本的な施設であり、登山利用目的のもの

から身近な自然の利用まで多種多様な機能に応じて、風景観賞や自然探勝等自然とのふれあいが楽

しめる施設として整備する。 
このため、自然公園等の歩道は、自然とのふれあいを通じて自然への理解を深めることができる

よう、その地区の景観や自然環境と歩道の特性に対応する施設として整備する。 
また、歩道は利用者が歩く場所を限定する役割を持たせるなど、生物多様性の確保や自然環境の

保全に資するとともに、さまざまな利用者が良好な自然環境の中で安全、快適に利用できるよう整

備する。 
  
（解説） 
自然公園等の歩道は、一定のルートと長さをもった線的な施設であり、利用者が自然にふれ、体験

することを本旨とする自然公園等の利用において最も基本的な施設である。 
 
また、自然公園等の歩道は、優れた自然や身近な自然の中に設置され、安全で快適に利用し、自然

とのふれあいを通じて自然への理解を深めることができるよう、設置する地区の景観や自然環境と歩

道の特性に応じた路線で整備するものであり、付帯する施設も園地、避難小屋、休憩所、展望施設、

駐車場、公衆便所などその種類は多岐にわたる。歩道は、これらの諸施設が組み合わされた複合体で

あり、設置する地区の景観や自然環境と歩道の特性に応じて利用形態が異なることから、これに対応

して歩道を構成する施設の組合せも異なってくる。 
 
さらに、自然公園等の歩道は、自然条件の影響を最も受けやすく、損耗が激しい施設である反面、

線的な整備により現状を改変する原因となりやすい面を有することから、維持管理にも留意して自然

環境への影響ができるだけ少なくなるよう十分に配慮しなければならない。 
 
これらの観点から、自然公園等の歩道の整備に当たっては、歩道を整備する地区の植生、地形、地

質等の自然的条件や利用ニーズを十分把握し、歩道の性格、目的、機能を明確にして、自然環境や風

景を損なうことなく付加価値を高める施設として整備することが必要である。 
 
なお、歩道の利用者は、幼児、児童から若者、高齢者、障害者や外国人まで幅広く、また、構成的

にも単独での利用、家族利用、グループ利用、団体利用など多様であることから、可能な場所ではユ

ニバーサルデザインを取り入れるなど、立地条件、利用者の状況に応じた適切な整備を行うことが重

要である。 
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Ⅰ－３ 歩道のタイプ 
 本指針では、自然公園等の歩道を、設置目的、利用形態、機能等の相違により、便宜的に、 
  １） 登山道 
  ２） 探勝歩道 
の２つのタイプに区分する。 
 
（解説） 
自然公園等の歩道は、立地する環境の自然的構成要素が良好な状態で維持され、周辺一帯を含めた

生物の多様性の確保が図られるとともに、自然との豊かなふれあいが保たれるよう配慮する必要があ

ることから、その整備に当たっては歩道の設置目的、利用形態、機能等に応じて区分された歩道のタ

イプから該当するタイプを選定する。 
 
歩道のタイプの選定に際しては、対象とする利用者層や利用形態を踏まえ、計画地の環境の自然性、

脆弱性、復元力等の立地特性や自然の資質によって計画の自由度や制約条件が異なることに留意し、

利用形態による環境への負荷の大きさに配意するとともに、歩道の整備に伴う改変の度合いと自然と

のふれあい活動の可能性を考慮するものとする。 
 
なお、この歩道のタイプは、計画・設計上の便宜のため概念的に区分するものであり、公園計画上

の路線の概念と異なる場合がある。例えば登山道であっても、低山で利用者が著しく多い場合などで

は探勝歩道で設計することもあり、貴重な自然が残されている地域を通過する園路については、登山

道で設計する場合も考えられる。 
この場合においても、一定の利用者層や利用形態を想定する範囲については、自然環境の保全に配

慮の上、統一的に整備することが必要である。 
 
歩道のタイプ区分の概念は、次のとおりである。 
１）登山道 

登山道とは、地形条件や気象条件が極めて厳しい上貴重な自然環境地に立地することが多い歩

道であり、一般的に距離は長く傾斜もきつく、場合によっては岩稜をよじ登る部分もある。この

ような地形、気象条件下で、登山やトレッキング等の目的を持った人が利用する道であることか

ら、利用に際しては、自己の責任に負う部分が多い。また、その特性上、原則としてユニバーサ

ルデザインに対応した施設の整備は対象としていない。 
 
２）探勝歩道 

探勝歩道とは、良好な自然環境を有する山地、高原、河川、湖沼、湿地、海岸、滝、特異な地

形等の景勝地や自然資源、その地域の文化、歴史を含む興味地点を結び、これらの資源を探勝す

るための道である。 
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図 1 各歩道タイプのエリア概念図 
 

表 1 歩道の概念区分 

 
 

表 2 表 1 に示す歩道タイプと立地環境等の関係 

歩道タイプ 歩道の利用目的と立地環境 

登山道 
大自然の中でより深く密接な自然体験を得ることを目的に利用される歩道であ

り、高山帯や湿原等の優れた自然域に設置される。 

探勝歩道 
豊かな自然の中で自然に親しむ等のふれあいを目的に利用する歩道であり、山地

や丘陵地、里地、海浜地等の自然探勝エリアに設置される。 

 
 

利用目的・形態 
歩道タイプ 

（大区分） 

歩道タイプ 

（小区分） 
立地環境等 主たる利用者層 

整備の 

イメージ 

登山、探検・探索 

トレッキング等 
 
大自然の中で過ごし、
より深く、密接な自然
体験を得ることを目的
とする。 

 
バリエーション 

ルート 
高山帯、岩稜部等 

上級登山者 

（登山家、探検家） 
無整備 

 

 

 

登 山 道 

山稜・高山帯 

ルート 

高山帯、山稜 

（ガレ場、岩場） 

中級以上の登山者（登

山歴があり、必要な技

術等を判断できる者） 

無整備 

補修・修復 

山麓・樹林帯 

ルート 

樹林帯、山麓、低

山地 

初級以上の登山者、団

体登山者（基礎的な登

山技術を備えた者） 

無整備 

補修・修復 

自然同化型 

草原・湿原 

ルート 

草原、湿原、希少

生物生息地等の

保全対象地、原生

的自然域 

上記利用者層全て 

無整備 

補修・修復 

自然同化型 

自然探勝 

自然ふれあい 
 
豊かな自然の中で自然
に親しむなどのふれあ
いを目的に利用する。 

探勝歩道 
（山地、丘陵地、

里地、海浜地等） 

（ハイカー、ファミリ

ー、グループ、学校、

自然愛好家等） 

—  

 

利用拠点 
・集団施設地区等 

展望園地等 

園地等 

駐車場、ビジター 

センター、トイレ等 

核心地域 
・ 高山帯、山頂等 

探勝歩道 

登山道 



 歩道6

Ⅱ 歩道に関する技術指針 
Ⅱ－１ 歩道の計画・設計に際しての基本的配慮事項 

自然公園等の歩道は、「Ⅰ－２ 歩道に関する基本方針」に基づき計画目的に適合した路線、規模、

構造及び形態とするとともに、付帯施設との集合で成り立つものでもあることから、それぞれの施設

ごとに構造物に関する一般的基準に基づくほか、機能的一貫性と形態的統一性を保つように配慮し、

整備が自然環境を著しく損なわぬように設計する。 
また、歩道のタイプや利用者の状況に応じて、適切に安全性・快適性を確保し、可能な場所におい

てはユニバーサルデザインを推進するとともに、風致景観の維持、野生生物の生息・生育環境の保全

を図り、生物多様性の確保に配意する必要がある。 
 
（解説） 
  
 歩道の計画・作業に当たっての基本的な配慮事項の要点としては、次のような事項があげられる。 
 
（１）自然とのふれあいを推進すること  
 自然公園等事業の歩道は、必ずしも利用者が目的地に最短距離に到達することだけではなく、周

辺の風景を楽しみ、沿道の自然とふれあえることが重要である。そのため、計画・設計に当たって

は、次々と現れる風景の変化を考慮するとともに、立ち止まって風景を観賞する場の整備等を検討

する。 
 自然環境学習などの良好な自然とのふれあいを推進する観点から、ソフトと一体となった解説板

や標識あるいは観察用のテラスなど沿道の自然環境、野生生物等の観察の補助となる施設の整備を

検討する。 
 
（２）自然環境の復元や創出に寄与すること 
 歩道等の整備においては、環境との共生を図る観点から、野生生物の生息・生育に配慮しつつ、

生きものにもやさしい空間づくりを進める必要があるが、このためには「保護」のほか「復元」「創

出」の視点も必要となる場合がある。 
 「復元」については、湿原の踏圧による裸地化、水脈遮断による湿原の乾燥化、動物の移動経路

の遮断等過剰な利用や過去の土地改変などにより周辺の自然環境に影響が現れている場合、歩道等

の整備により利用動線を明らかにするなど、影響の拡大を防止するとともに、過去に失われた自然

環境をできるだけ復元するよう配慮する必要がある。 
 自然環境が既に失われているような場所では、歩道等の整備の際に自然環境の質的な改善・向上

を図り、自然環境を創出することが必要と考えられる場合があるが、この場合には周辺環境の特質

を適正に評価し、周辺環境の調和に十分配慮する。 
 
（３）立地環境特性等を考慮しつつ、利用者の安全を確保し、事故や災害を防止するとともに、快適

な利用を確保すること 
 利用者の安全を確保し、事故や災害を防止することは当然であるが、自然公園等における徒歩利

用の安全性の程度については、主に登山を目的とする歩道やいわゆる観光地等の園路等では大きく

異なるものであり、歩道の目的や利用形態等によって判断されるものである。 
  すなわち、登山道であれば利用者側も当然その根本的な危険性を認識し、技術的、体力的訓練を
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経て、必要な装備をもって利用することを前提とすべきであり、逆に探勝歩道であれば、街中の歩

道と同様の感覚で歩く利用者がほとんどであり、車椅子利用等も考えられる。 
  それぞれの歩道の立地条件、風致上の支障の有無、利用者層等を十分考慮し、安全性の確保の程

度を決定し、必要な安全対策を講ずる必要がある。 
 快適な利用とは、迷わず目的地に到達できること、自分の位置確認ができること、休憩、食事、

用便等の配慮がなされていること、車道と分離されていることなどを意味している。 
 

（４）自然環境、景観、生物多様性の確保に配慮するとともに、悪影響を及ぼさないこと 
 自然公園等の施設は、自然が主役であることを十分認識する必要があり、歩道の整備等により自

然環境や自然公園の本質である風致景観に支障を与えないよう十分配慮する必要がある。 
  この場合、個々の施設が風致景観に影響を与えないことだけにとどまらず、統一したデザインで

設計されているといった積極的な意味での配慮も含まれる。 
 歩道や付帯施設の整備による自然環境への影響は、必要最小限でなくてはならず、地区の特性と

なる風景や野生生物などに影響を及ぼし、自然公園等としての質を低下させるものであってはなら

ない。特に、高山帯等脆弱な自然環境を有する地域における登山道の整備においては、過度の整備

にならないよう配慮する必要がある。 
 生物多様性の確保の観点から、歩道の設置によって生息地の分断等野生生物の生息・生育に悪影

響が生じないよう、生態系レベル、種レベル等生物多様性のレベルに応じた検討を行う必要がある。 
 特に、高山帯や湿原、特殊な岩石地帯などで、不用意に植栽等を行うことにより、本来生育して

いなかった種が増加したり、遺伝子レベルでの交雑が起こらないよう、地域や場所によって十分配

意する必要がある。 
 何らかの開発行為などにより既に生物の多様性が損なわれている地域等では、当該地の生態系の

回復や希少動植物の再導入、回復を促進する必要が生ずることもある。 
 
 
（５）社会的弱者等の利用に配慮したものであること 

高齢化社会を迎え高齢者等の利用が増加しつつあり、また、社会的弱者等の利用も今後増大する

ことが予想される。これらの利用者に対する配慮は、社会的な要請であり、これらの人々に対する

配慮はすべての人々の利用しやすさに通ずるものである点に留意すべきである。 
しかしながら、自然公園等事業は、山岳地等地形的条件が厳しい地域や脆弱な自然環境の地域で

の整備も多く、一方で、社会的弱者等の利用に対応した歩道等の施設の整備は一般的に自然の改変

量が大きくなる傾向となることから、社会的弱者等の利用の可能性等地域の利用状況や当該地域の

自然環境を踏まえた上で、どの場所でどの程度配慮するかなどを明確にし、統一した方針で計画・

設計することが重要である。 
 
（６）環境保全への寄与及びコスト縮減を考慮したものであること 
 自然エネルギーの活用等による省エネルギー、リサイクル、透水性舗装等の環境共生への配慮は、

人と自然の共生を実現する重要なテーマであることから、歩道の整備に当たっては、立地特性を踏ま

えながら、現場発生材の活用、透水性舗装等の導入について十分留意する必要がある。 
また、使用部材の低減など経済的な設計は、環境負荷の低減にも資することから、構造、材料の選

定に当たっては、設計段階における設計ＶＥ（バリュー・エンジニアリング）の導入や長寿命化を考

慮した耐用年数の長い施設づくりなど、ライフサイクルを通じてのコスト縮減についても必要な検討
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を行う。 
 

（７）完成供用後の維持管理を考慮したものであること 
 歩道は立地上管理しにくく、また、自然条件が厳しいところに整備されることも多いことから、

環境条件に適応した適切な材料を使用するなど十分検討する必要がある。 
 また、日常の清掃、補修のほか、季節的な利用の偏りや閉鎖期間等利用特性に応じた維持管理面

も計画・設計段階から十分検討する。 
 さらに、ソフト面の運営を含め、必要に応じ完成後の管理を行う団体等から意見を聴取するなど

管理がしやすい施設とするよう設計の早い段階から考慮する必要がある。 
 
 
Ⅱ－２ 歩道の計画・設計の考え方 

Ⅱ－２－１ 共通配慮事項 
 歩道の計画・設計に当たって各タイプの歩道に共通する配慮事項は、次のとおりである。 
（ⅰ）路線の設定、規模及び構造 
 歩道の目的、周辺の自然環境等を十分に勘案し、適切な路線を設定する。例えば、探勝歩道等では

インタープリテーションの観点から路線設定が必要であるなど、歩道の整備目的に十分留意するとと

もに、歩道や付帯施設の整備が当該地の風景や野生生物などに影響を及ぼし、自然公園等としての質

を低下させることのないよう十分配意する必要がある。 
 また、路線の設定については、歩道の目的に応じた機能的一貫性や形態的統一性を基本としつつ、

路線及び周辺の地形的制約条件や自然の脆弱性を十分勘案した適切な路線の設定を行う。 
 歩道の規模及び構造は、整備目的、自然環境の状況、利用形態、利用者数、利用者層、利用シーズ

ン、気象、地形条件等を勘案し、適切な規模（幅員）を設定するとともに、可能な限り自然となじみ、

安定した構造とする。 
 特に、雨水等の処理に十分配意する必要がある。 
 このため、計画・設計の早い段階から、現地踏査や地域の自然環境や利用実態を熟知した者からの

ヒアリング等による適切な調査を実施し、直接の工事のみならず、資材搬入や施工による影響から供

用後の利用者による影響まで幅広く検討し、路線や規模・構造の決定、施工内容に十分反映させる必

要がある。 
 その際、調査結果に基づき、景観の核心地域や野生生物の生息・生育地の分断を避けることや樹木

の伐採を行わないよう歩道を迂回させ ること、湿原等の植生保全のための木道化、野生動物の移動

を妨げない側溝、照明の光の波長や照度の配慮、工事中の踏み荒らしの防止対策など、自然公園等な

らではのきめ細かい自然環境への配慮事項について検討する必要がある。また、本来の自然環境に修

復、再生を図るための適切な措置が必要となる場合がある。 
 
（ⅱ）素材（材料） 
 自然素材等可能な限り自然となじむものを使用し、また、供給から最終処分に至る過程における環

境への影響について十分考慮する。 
  路盤材等の選定に当たっては、利用者が歩きやすく、周辺の自然環境や自然景観への影響が極力

少なくなるように配慮しなければならない。 
 また、廃材は自然公園等から撤去することが原則であることから、廃材の搬出が困難な地域におい

ては、あらかじめ搬出を要する材料の使用は避けなければならない。 
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 このようなことから、自然公園事業等では、極力自然材料を使用する。 
 自然環境保全上問題が生じるおそれの少ないところでは、現場発生材等の利用（高山植物帯の洗掘

した歩道の路体確保の観点から、周辺の土石が利用できないところでは、下流の土石などできるだけ

近い岩質の材料を使用すること等も含む）を検討することや廃材処理の適正化の観点から、柵、階段

への擬木の使用は避け木材を使用するなど、自然環境への影響や処理コスト等からも考慮する必要が

ある。 
 
（ⅲ）線形・意匠 
 線形は、現場の地形、植生等に十分配慮して設定することを原則とする。このため、必然的に曲線

が多くなるが、あまり不自然な屈曲がでないよう注意する。 
 現地踏査を十分に行い、踏み跡がある場合はできるだけ利用するなどして、地形の改変や植生の損

傷など自然環境に与える影響を最小限とする線形を設定する。特に利用者の目を引きつける必要があ

る場合を除き、歩道等の人工物が強い自己主張をすることがないよう周辺の自然とよくなじむような

線形・意匠とする。 
 自然とのなじみは、路線、規模、構造及び素材の選択に当たっての配慮だけではなく、幾何学的な

直線よりも、地形に順応し、周辺の自然景観を分断することなく景観上の連続性を持たせること、当

該地の地質に近い材料、色彩とすること等により得られる。 
 歩道の目的がアクセスに特化している場合には、目的地へ最短距離で到達する歩道とすることもあ

るが、自然公園等では、多くの場合、途中に興味地点があり、それらを結びつけてある種の演出効果

を作りだすことも必要である。 
 なお、利用者の視線にも注意し、明らかにショートカットを促すような歩道の線形は避けなければ

ならない。また、管理用車両、車椅子等の利用を想定する場合には、車両等の回転半径を考慮する必

要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 線形の設定に際しての配慮事例 
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Ⅱ－３ 歩道施設の計画・設計の考え方 

Ⅱ－３－１ 登山道 

 

（ⅰ）登山道を構成する施設 

 

登山道の模式図及び登山道を構成する各種施設（付帯施設を含む）は、次のとおりである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 歩道の概念区分登山道を構成する施設 

 

木橋 

吊り橋 



 歩道11

 

表 3  登山道の歩道を構成する各種施設の一覧 

番号 施設の種類 設計及び環境への配慮事項 

１ 路体 踏圧から植生を保護し、雨水による洗掘を防止するために現場発生材等を

用いた路面の整正を行う。舗装は行わない。貴重な樹木、植生を避けるな

ど自然環境の保全に配慮した微細なルート設計を行う。 

２ 排水施設 雨水による洗掘から路体を保護するため、雨水による洗掘を受けやすい箇

所や登山道が沢を横切る位置などに横断排水溝を設置する。縦断排水溝は

基本的に設けない。自然環境の保全に配慮し、丸太や石等の自然材料を用

いる。また、現場発生材の活用を検討する。 

３ 段差工 雨水や踏圧による浸食防止等を図るために設置する。自然環境に配慮し、

丸太や石等の自然材料を用いる。また、現場発生材の活用を検討する。 

４ 木道 踏圧から植生を保護する目的で、貴重な植物が生育する湿地や草原等に設

置する。既存植生への影響を少なくするために必要最小限の規模とする。

自然景観との調和に配慮し、木材は地域材を利用することが好ましい。 

５ 木橋 登山道に設置する橋は、簡易な木橋等の人道橋とする。自然材料を用い、

適正な規模とするなど自然景観に調和する意匠、構造とする。老朽化によ

る事故を防止するため定期的な点検を行う。 

６ はしご 植生を保護し、地形の改変を避けて利用ルートを確保するために、岩場、

急傾斜地等に必要最小限の範囲で設置する。 

７ くさり場 登山道の岩場等に、地形の改変を避けるとともに、登山の危険を軽減する

ために、必要最小限の範囲で登山の補助施設として設置する。 

８ 柵 植生保護及び最低限の安全確保を目的に設置する。撤去処分が難しいコン

クリート基礎は、安全確保上必要な場所のみに用いる。自然景観の妨げに

ならないように、設置場所、材料、色、構造に配慮する。 

設置後は、老朽化、雪による破損等によって機能が低下しないよう注意を

払う。特に、木、ロープは積雪による破損が激しいので、冬期の撤去等の

管理も考慮する。 

９ 桟道 植生を保護し、地形の改変を避けて利用ルートを確保するために、岩場、

急傾斜地等に必要最小限の範囲で設置する。自然景観との調和に配慮し、

木材は地域材を利用することが好ましい。 

10 吊り橋 鉄橋、吊り橋等の人道橋。大きな谷等を横断するための空間として確保す

る。 

11 水場 登山者への給水を目的に、湧水を利用して設置する。 

水場には、標識により水場であることを明記する。また、休憩場所を併設

することも検討する。水場利用者による踏圧等の植生被害が生じないよう

配置に注意する。また、定期的に水質検査を行うなど適切な水質管理に努

める。 

12 避難小屋 登山者の緊急時の避難を目的に設置する。登下山に長時間を要する登山道

を対象に、雪崩などの危険が少ない安全な場所に設置する。 

自然景観との調和に留意し、雨水や自然エネルギーの利用、汚物処理の工

夫を図るなど自然環境に配慮した施設とする。 
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 （ⅱ）施設としての登山道の特性 
整備に当たって特に留意すべき特性について、「施設としての登山道の特性」の観点から整理

する。 
登山道は、立地の特性、整備にあたり特に自然景観や自然環境との調和を図ることが求められ

る施設といえる。同時にその歩道施設は、安全性や快適性、利用実態（通行量等）等にも考慮し、

機能的な面でも適合している必要がある。 
「自然景観との調和」を図る上で、登山道に整備される施設は周辺と違和感のない施設ボリュ

ーム、直線的でない自然な線形、現地産等の材料の使用、周辺の自然景観に馴染む色彩等の自然

性の確保に留意することが重要である。 

「自然環境との調和」を図る上では、登山道は水処理や浸食メカニズムを考慮した土壌浸食の

生じない道、踏み出しや無秩序な歩行等による植生破壊が生じない道である必要がある。 
また、「機能的な調和」を図る上では、登山道は利用実態（通行量等）や利用者の目的をふま

えた規模の施設を整備する必要がある。整備した施設は浮き石や滑りやすい路面等によって初心

者に危険の及ぶことのない最小限の安全が確保されていること、大きな段差や画一的な階段の連

続等により歩行者に不快感や疲労を増大させることがないことなどが必要である。 

 

施設としての登山道の特性 

最も自然景観や自然環境との調和が求められる施設 
同時に機能的な面でも適合していることが必要 

■自然景観との調和（自然性、形態、線形、材料、色彩等） 
■自然環境との調和（土壌浸食、植生破壊が生じない等） 
■機能的な調和（最小限の安全確保、不快を感じさせない、登山利用や通行量

を考慮） 

 

（ⅲ）登山道整備のあり方  

 登山道の特性を踏まえ、登山道の整備のあり方について、次の4点に留意して整備するものとする。 

 

１）登山道そのものは高い自然性を保った施設であること 

自然性の高い登山道を整備するためには、下記に留意する。 

■極力手を入れない 

・周辺植生に多大な影響が見られる場合や人の通行に支障をきたす場合等、特に現況において支

障がある要素にのみ手をいれることとし、自然の荒廃として特に支障がない場合には、基本的

に手を入れない。 

■景観的、環境的調和に配慮する 

・自然環境へ影響のない範囲で現地周辺の自然素材（土砂、岩石、倒木等）、地場産の資材（砂

利、石材、木材等）を使用する。他から持ち込む場合も現地の自然環境に同化し得る材料を使

用する。 

・加工の度合い、構造的な改変量を極力小さくする。 

・自然に馴染むデザイン、施工を行う。 

・道路、都市公園の技術・資材・工法等をそのまま用いない。 

・再利用可能な材料の選択や、整備に伴い排出される廃棄物の適切な処理に配慮する。 
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図 4 登山道の自然性の確保 

 

表 4 景観的調和の観点からみた登山道区分別の整備における留意点 
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２）登山道は周辺の自然環境の保全を前提とした整備であること 

登山道は周辺の自然環境の荒廃（土壌浸食や植生破壊等）を生じさせないようにすることが重

要である。自然環境の保全を前提とした登山道を整備するためには、下記に留意する。 

 

■登山道の整備や利用が周辺環境へ与える影響を把握する 

・ 登山道が原因で自然破壊が生じないように、地形変化のメカニズムや浸食のメカニズムなど、

登山道整備に係わる環境への影響と、利用による環境への影響を把握する。 

・ 周辺の浸食防止施設、植生復元施設との関係に配意する。 

■人為的な改変の度合いを極力おさえる 

・ 自然環境（地形、植生、水系等）の保全を前提とし、人為的な改変の度合いを極力おさえる

よう、計画・設計・施工の各段階で配慮する。 

・ 構造物だけではなく、周辺との擦りつけの処理にも配慮する。 

■歩道の再配置も視野に入れる 

・ 自然度の高い地域（湿原等）や周辺の植生が破壊されている箇所に設置された歩道は閉鎖し

て付け替え、跡地の原状回復も視野に入れて検討する。ルート選定については、地形条件や水系

のタイプによる荒廃要因と工法について検討するとともに、関係者（公園管理者、公園事業者、

地元関係者、NGO、学識者等）間で合意形成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 登山道周辺の自然環境の保全 
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表 5 環境的調和の観点からみた登山道区分別の整備における留意点 

 
 

３）登山道は豊かな自然体験を得るための施設であること 

登山道は、目的に応じた利用方法や登山者のマナー、土地の形態や自然環境によって、豊かな

自然体験を得られる施設となるため、下記に留意する。 

 

■登山者へは、登山道の利用方法を啓発する 

・登山者の行為（登山者によるストックの使用、写真撮影時の登山道周辺へのはみ出し、登山

道のショートカット等）は登山道周辺の荒廃に大きな影響を与えるため、荒廃した箇所への

踏み込み防止策（立ち入り防止ロープの設置等）や制札等による啓発を行う。 

■登山者の利用形態に応じた登山道の整備をする 

・利用者数、利用形態等を把握し、幅員や構造上、必要最小限整備を行う。 

■登山者のもつ感性を引き出すことにより、豊かな自然とのふれあいを体験する 

・ありのままの自然を体験することにより、利用者は自然の中で、人間の力を越えた自然のも

つ美しさ、偉大さ、荘厳さ、野生等を五体五感によって直接的に体験し、感動や喜びを得る

ことができる。 

・登山道路線上の景観上支障のないような空地や水場等を利用して、展望・路傍の休憩施設を

設ける。 
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図 6 豊かな自然体験を得るし施設としての登山道 
 

表 6 機能的調和の観点からみた登山道区分別の整備における留意点 
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４）登山道は常に維持管理を必要とする施設であること 

登山道は、いくら配慮して整備しても、老朽化等により、当初の整備の状況や目的を保ってお

くことは不可能である。また、利用状況、気象状況によって、経年変化の度合いも差が大きい。

従って、きめ細かいパトロールなどにより、点検や補修などを行う。標識などの情報施設やトイ

レなどの便益施設についても同様である。 

 

表 7 整備・管理のイメージ（登山道区分別の整備内容および維持管理内容） 

 
※維持管理については、整備内容に応じて実施されるものであるが、ここでは参考までに例示を整理した。 
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（ⅳ）登山道の設計の考え方及び計画・設計手法  

登山道は、他の歩道と比べ、利用者がありのままの自然と対峙できる状況を確保することが求めら

れる。 
一般に地形、気象、標高等環境条件の厳しい地域に設置され、利用者も相当の技量を有した者が危

険を承知の上で利用することを前提として検討する必要がある。 
また、設置後の維持管理を考えた場合でも、いたずらに構造物を設けることは避けるべきである。

また、コースの難易によってランク付けをして、登山者の注意を喚起することも必要なことである。 
 

（１）計画段階における調査項目と路線、整備量の検討 

１）文献資料収集・現地事前調査による自然条件の把握 

登山道の計画・設計の際には、自然環境の保全を第一としながらも利用者の自然とのふれあいを実

現させるため、それぞれの場所の条件に合った最も合理的な工法を選択することが望まれる。荒廃発

生の素因要素は地形・土壌・気候・植生などの自然条件であり、これら自然条件の区分、内容につい

てまとめたものが表 8「自然条件の区分」である。現地調査や表 9「自然情報の文献・資料」により

整備計画地の素因要素ごとの現況を把握し工法選定を行う。 
 

表8 自然条件の区分 
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表 9 自然情報の文献・資料 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）利用状況の把握 
登山者が優れた自然とのふれあい体験を行うに当たり、その現場に最適な工法で整備を行う必

要があるため、登山者カウンターの設置等により事前に登山者の利用のタイプについて把握して

おく必要がある。 

利用タイプについては、表10 で整理したように、登山技術の違いにより①初級・②中級・③

上級登山者、一度に利用する人数の違いから、④個人利用、⑤家族利用、⑥団体利用（修学旅行）、

利用者の集中の違いから、⑦季節集中型、⑧通年利用型、利用する個人の興味の持ち方の違いか

ら、⑨自然愛好家、⑩不特定多数（観光的利用）に分類した。 

 

３）整備水準の設定 

登山道の整備に当たっては、第２部第１章で示したように、できるだけ自然のままを基本とし

ながら、必要最小限の補修・修復を行う程度で、自然性の高い整備を目指すものとする。必要最

小限の補修・修復とは、例えば浸食の進行防止や崩れかけた路面・路肩の補強等のイメージで、

既存の登山道の拡幅は基本的に行わない。 

したがって、整備水準（手の入れ方の度合）の設定に当たっては、自然の脆弱さや貴重性、厳

しい立地環境といった自然度を第一優先に考え（自然度が高い程、整備水準を低くする）、その

上で利用者層や数といった利用形態を考慮して、設定する。ただし、ルートの現況ですでに浸食

や裸地化等が著しく進行している場合の対応策として整備が必要な場合や、湿原を通過するルー

トで自然への影響を最小限にするために保全上整備が必要な場合等、様々なケースがあり、整備

場所の状況・条件に応じて柔軟に整備水準を対応させる必要がある。 

整備水準については、登山者が多いところや年間を通じて観光客で賑わっているような場所では、

利用者の集中に対処するため摩耗の少ない仕様や歩行しやすい工法の方が適切であり、これを整

備水準が高いとし、手をつけないものや補修・修復程度のものを整備水準が低いとした。また、

これらの利用形態と整備水準の関係をまとめたのが図 7である。 

整備水準と素材については、自然性の高い登山道を整備する場合に整備レベルが高いのは、現
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場にある自然素材（土砂、岩石、倒木等）で、低いのは地域材（砂利、石材、木材等）である。

また、加工の度合いが少ないものほど整備水準は低いこととなる。 

 
 

表10 利用形態の区別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 利用形態と整備水準の関係 
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４）荒廃要因の検討 

全国の登山道においては、利用者の踏圧や水処理の不具合等により、程度の差はあるものの

様々な荒廃の状況がみられ、大きな課題となっている。 

登山道の改修・整備に当たっては、これらの荒廃の要因（メカニズム）を把握し、その対策と

して効果的で、かつ自然になじんだ工法を選定することが重要である。また新設する登山道の整

備に当たっても、どのような立地等の条件で荒廃化が進みやすいのか等、環境へ影響を及ぼす可

能性の高いところを把握し、整備の必要箇所を設定することが必要となる。 

ここで全国の登山道でみられている荒廃等の実態を踏まえ、主な荒廃タイプとその要因との関

係を整理したものが図 8「主な荒廃タイプとその要因・誘因」である。 

登山道における荒廃の要因としては、まず〈素因要素〉として植生や土壌、水、地形が挙げら

れる。このうち最も大きな要因と考えられるのが、土壌条件および水条件である。地盤が柔らか

い程、登山者の踏圧の影響を受けやすく土壌浸食が生じやすい。また降雨量が多い、湧水や浸み

出し水がある、水が集水しやすい地形等の条件が重なるとさらにその影響を受ける可能性が高く

なる。これらの立地条件に加え、利用による踏圧といった人為的要因や集中豪雨等の特異現象が

〈誘因要素〉となり、様々な自然環境への影響を及ぼすこととなる。このような個々の素因要素

と誘因要素の大小や組合せによって、様々な荒廃の状況やその度合の違いが生じていると捉えら

れる。 

また、実際に行われた登山道の整備で樹木などを伐採し新しく登山道として開削したり、土石

の掘削や移動、地場産の資材の持ち込みなどによる整備を行ったことによって荒廃をおこしてい

るもの、施工の悪さや日当たりが悪くしめった環境で木材を使ったことによる整備上のミスなど

も荒廃要因として挙げることができる。 

さらに、維持管理面から、整備した施設が老朽化や破損したまま放置されていることによって、

荒廃防止などの当初の整備目的を達成しなくなっていることもある。 
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図 8 主な荒廃タイプとその素因・誘因 
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５） 路線、整備量の検討 

登山道の整備については、再整備と新設が想定される。整備の必要性は、利用形態や利用実態その場所の自

然性、登山道からの眺望などから判断し、登山道整備を行うことで適正利用が図れる場合に行う。整備の目的

が生態系への影響の軽減や優れた自然体験や眺望の提供であり、現在の登山道が機能を果たしていない場合は

新たな路線を設定するなどの検討が必要となる。 

また、既存ルートをそのまま利用できる場合は、既存ルートにできたぬかるみや水たまり等の状態、利用者

数や利用者層から判断し現場に合った工法を使うなどし、必要箇所の状況に合わせた部分改修を行うようにす

る。 

 

（２）設計段階における工法の選択 

１）工法選択 
工法の選定に当たってはあらかじめ想定される工法の目安をつけておくことが大切であり、そのために荒廃

要因と工法の関係をまとめた。まず、図 8でまとめた荒廃の素因と誘因から素因である植生条件、土壌条件及

び地形条件を組み合わせて荒廃タイプを想定し、さらに荒廃タイプごとに目安となる工法例とその特徴、効果

等についてまとめたのが表11表11である。 

また、表12では工法の説明と立地条件との関係を示した。 
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表11 立地条件から予測される主な荒廃タイプと工法 
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表12 工法と特徴 
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２）工法選択のためのフロー図 

登山道整備に当たっては、既設の登山道に問題が生じ部分的に改修を行う場合と新たに登山道を整備する場

合の２つに分けてフロー図を作成した。また、改修でも、ルート変更を行う場合もあり、その場合は新設の登

山道整備の考え方で進めるものとする。 

図 9が登山道新設の場合、図10が登山道改修の考え方を示したものである。また、参考として工法と特徴を

まとめたものが表13である。 
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図 9 工法選定フロー：登山道新設の場合（新たに登山道の計画を行う場合） 
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図10 工法選定フロー：登山道改修の場合（主に局所的な改修を行う場合） 
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表13 工法と特徴 
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（ⅴ）設計の考え方 

（１）路体 

① 線形（縦横断） 

ルートを設定する際には、迷い込みによる遭難を防止するため、原則として支線、枝線は設けない。

ただし、利用者の集中緩和、難易度の高いルートの危険防止などを図る必要がある場合には、必要に

応じ迂回路（別ルート）を設けることを検討する。また、登山道は水の分散化が重要であり、雨水が

集中しやすい山腹部の横断は極力避け、尾根道を選択する。 

みず道となりやすい線形は避け、水の分散化に配慮したルートのつづら折り化等を検討する。その

際には、ショートカットを避け、できるだけ切土量、盛土量を少なくする設計とし、自然環境への影

響を最小限にとどめることを基本とする。 

縦断勾配15％以上の登山道には、表流水の流下による洗掘を防止するため土留めを兼ねて適宜段差

工を設置する。 

地形勾配には制限はない。一般には０～45°以上になるが、崩壊防止、植生、地形、土質を考慮し、

現地形の改変が必要最小限となる線形とする。浸食の防止、利用者の安全確保等の観点から一般的に

は15％以下が望ましく、これを超える場合は、自然環境への影響を配慮し適宜階段を設ける。土質等

により滑りやすい場合には、安全上の配慮からこれ以下の勾配でも必要に応じ階段工や滑り止めなど

を設けることを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 線形の考え方 

 

② 幅員 

 幅員は、利用者数、歩道のタイプ等により異なるが、自然公園等においては必ずしも一定の幅員と

する必要はなく、地形、植生など当該地の自然環境により柔軟に変化させ、自然環境への影響を極力

回避する。 

 特に優れた自然環境における登山道については、必要最小限の１人通行の幅員を基本とし、階段の

前後等必要な箇所にすれ違い、待避等ができるスペースの確保を図る。 

具体的な登山道の幅員は0.5～1.5ｍ程度とし、地形、植生の状況、利用者数等により変化させるも

のとする。設定したルートに岩、貴重な植物、樹木等があり、必要な幅員を確保できない場合は、自

然環境保全の観点から幅員を狭めたり、ルートを迂回させる。 

 

 

急な勾配に山道を設けるとＷ

が大きくなる。Ｗを小さくする

ように緩傾斜を選定する。 

段差工 
横断排水 
排水方向 

排水による水路ができたり，下の歩道が見えると

下山時にショートカットすることにより新たな

踏み分け満ちができることがある。水処理，利用

者の視線に配慮が必要。 

可能な限り 
緩くする 

水勾配 
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図12 幅員の考え方 
 

③ 路面 

■路盤材料 

現場の土質の状況、利用者数、利用者層等を考慮に入れ、利用の実態に即した規模等整備の内

容、レベルを検討する。 

自然環境への影響を考慮して最小限に手を加えることを原則とすれば、基本的には路面整正程

度の未舗装が優先されるが、利用者の多い場合や地形や地質、土壌の関係で洗掘の発生や滑りや

すい場所では、路面浸食や事故などを防ぐため自然環境や景観に影響を及ぼさない範囲で舗装を

施す場合がある。 

なお、自然公園等の歩道は、設置位置によっては日常の維持管理が困難な場合があり、維持管

理面からも浸食が起こりにくい配慮が要求される。 

舗装を行う場合、歩道の目的に応じた自然環境や景観に調和する材料を選ぶ必要があり、将来

撤去が不可能な場所では人工的な舗装は行わない。基本的に登山道の路面整備には現場発生材を

用いることとする。現場発生材がない場合や現場発生材の使用により自然環境への影響が懸念さ

れる場合等にあっては、運搬による雑石等の使用を検討する。特に原生的な自然環境の場合等に

あっては、外部からの植物種等の侵入が起こらないよう注意する必要がある。 

登山道の施工は人力施工を標準とし、人力施工が可能な範囲で構造を決定する。 

例えば、湿原等脆弱な環境が周辺にある場合には、酸性度 ph の変化が起こらないようコンク

リート系の材料の使用を避ける、雨水の浸透を妨げない透水性材料を使用する、水脈を分断しな

いなど配慮が必要である。地獄現象、泥火山などの現象が見られる場所等を通過する歩道では、

安全性確保の観点から耐熱性のある自然石等による舗装を行うなど当該地の自然環境に応じた材

料の選択を行う必要がある。 

また、歩行専用で、かつ、歩行者が比較的少なく、野鳥観察など静穏さが要求される歩道では、

木チップ舗装等歩行音が発生しにくい舗装材料の導入を検討する。その際には、間伐材や周辺事

業で生じた支障木等の有効利用もコスト縮減、リサイクル等の観点から考慮する必要がある。 

さらに、社寺や旧街道など古くから石材等による舗装が行われてきたところでは、その地域の

デザインを尊重した舗装材料の使い方を踏襲し、違和感のないよう配慮することも必要である。 

 

■路面の横断勾配 

速やかな排水処理、洗掘防止を図る観点から、路面の横断勾配をとることを検討する。 

この場合、未舗装道路では３～５％、アスファルト、コンクリート舗装では２％程度とするこ

とが望ましく、その際、洗掘防止のため路肩の処理に留意する。 



 歩道32 

 

■路肩、法面の処理 

路肩の処理は、自然環境保全上、利用の安全上、管理上また施設の構造上著しい支障が生じな

い場合、周囲の自然との連続性、一体性を保つ観点から明瞭な境界とならないよう配慮する。 

ただし、周辺の植生が路面に容易に侵入しやすいところや管理上歩道の境界を明示する必要が

ある場合などでは必要に応じ縁石を設けるが、周辺の自然景観との調和が図られるよう十分配意

する。 

場所、方位によっては、霜害等により法肩、路肩が徐々に崩落することがあるため、ラウンデ

ィング、緑化等による防止対策を講ずる必要がある場合がある。 

 

※参考１ 路面の整備の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考２ 登山道の路面の整備・改良・補修に際しての留意点 

・ 地形や構造上、機械施工が困難である。チェンソー、草刈り機、ブレーカー等が限度であるこ

とが多い。 

・  資材の搬入が困難である。一般的に、人力では30～60kgが運搬可能な限度である。 

・ 大きな土工が困難であり、勾配のある場所では、特に縦断方向の土石の運搬移動は困難。土工

は小規模な横断方向の土工に限定されやすい。 

・  ルート上の立木、岩石は極力掘り出さず、路盤として活用する。 

・  洗掘された道の改修は、洗い出された岩石を活用し、極力流れ方向に垂直とし、水勢を弱め、

分散させるよう路面に張り込む。 

 
 
 
 
 

現場発生材を利用した良

好な登山道の整備写真 
（検討中） 

 
 
 
 
 

現場発生材を利用した良

好な登山道の整備ディテ

ール 
（検討中） 

木道と現場で発生する石材で路面整正
することにより、みず道になるのを防
いでいる事例 

登山道がみず道になってしまい深く掘
り込まれた状態の事例 
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図13 深く洗掘された登山道の改修例 

 

（２）排水施設 

① 配置 
 登山道の排水施設は、路面を雨水が流れて浸食を起こすことを防止する目的で設置する。登山道の

排水は横断排水を基本とし、大規模な縦断方向の排水は、原則として行わない。 
 横断排水は、歩道が谷を横切る箇所、山腹に切り込んだ道などで雨水が流れ込みやすい箇所等に重

点的に設置する。 
 設置に当たっては、利用状況に応じて、利用者が落ち込まないよう蓋をする、雑石を詰める等安全

上の配慮を行う必要がある。 
横断排水の設置間隔を長くとりすぎて多量の雨水を斜面に流し法面の崩壊を招くことのないよう、

適宜設置する。 
 
② 構造、材料 
登山道の排水施設は、自然材料を活用したもので、周囲の景観に調和し、施工、補修が容易にでき

る木材及び現場発生の石材を活用した簡易な構造とするとともに、施工、補修が容易にできるものと

する。 
湧水がある場所や山側から水が歩道に流れ出る可能性のある場所等で、量が少なく一定している場

所では、山側に素堀の縦断側溝を設け、歩道の洗掘を防止する。湧水量、雨量が多く、水量の変動が

ある場所等で素堀側溝では不十分な場合には、排水路、集水桝を設ける必要がある。また、集水した

雨水が排水された斜面に水の流れを作ることのないよう流末部に流水を受けるふとん篭を設けるなど

により、分散して排水させる。 
排水溝の形状、使用材料、表面仕上げは、周辺の自然との調和が大切であり、単に排水機能のみを

追求するだけではなく、景観との調和についても配慮し、極力自然材料を使用する。 
 

③ 生態系、野生生物の保全への配慮 
縦断排水路を設ける場合には、排水施設等によって野生動物の移動を妨げない配慮が必要な場合が

ある。特に、カエル類や甲殻類（カニ類）、カメ類など特定のルートを通り繁殖行動を行っている生物

が生息している場合、縦断側溝等が移動の大きな障害となるおそれがある。また、クイナ類など歩行

性の鳥類、昆虫類などが落下し出られなくなるなどの影響を受けることがある。 

水の流れを弱め， 
分散させる 

水道を止める 
ため石を設置 

荒れていると 
登山者は， 
迂回する 
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 集水面積等からどうしても深い縦断排水路が必要な場合には、 
  ・これらの生物が落ちないよう措置するとともに、移動経路を確保する 
  ・落下しない構造の側溝とする 
  ・万一落下した場合でも、集水桝などから這い出せる構造とする 
などの工夫、構造を検討する必要がある。 
さらに、雨水の地下浸透を促進する観点から、自然浸透を促進するための浸透型側溝、浸透桝等の

設置を検討する必要がある。 
二次製品の使用は極力避けることとするが、使用せざるを得ない場合でも、上記の観点から浅い皿

形側溝、浸透桝等の素材等使用材料を検討する。 
 

④ 流末処理 
横断排水溝等の流末部については、集水された排水による斜面の浸食を起こさないよう慎重に検討

する。現地でよく地形を観察して設置個所を選定し、分散排水工等を十分に行うものとする。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図14 排水施設工の事例 
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（３）段差工（階段・段差） 

① 配置 

登山道の雨水排水による浸食防止、植生の保護を目的に段差工を設置する。 

一般に、使用頻度が高く急な登山道では、踏圧や雨水によって深く浸食されやすい。また、浸食さ

れて歩きにくくなった登山道を避けるために道の脇を通る人が多くなり、土壌の浸食がさらに拡大す

ることが見かけられる。そのため、段差工を設けることにより、土壌浸食を防止するとともに、路面

から雨水を速やかに排水し、歩きやすい登山道を確保する。 

段差工を設置する勾配は15％以上とする。ただし、段差工については、現地踏査を行い、勾配だけ

で判断することは避け、利用上必要な箇所のみに設置することとし、長区間にわたっての階段の連続

は避けるよう配慮する。 

また、歩きにくい段差工は、利用者による植生破壊を誘発し、雨水処理が不十分な階段工は洗掘を

助長することがあるので十分に注意する必要がある。 

 

② 蹴上げと踏面 

階段の蹴上げは15～18㎝、踏面は25～30㎝程度が一般的であるといわれているが、高齢者の利用

が多い場合には、蹴上げを16㎝以下とすることが適切である。また、登山道にあっては地形の改変を

極力抑えることが必要であり、地形勾配に合わせて蹴上げ、踏面を決める。従って、蹴上げ高及び踏

面幅にばらつきが生じる場合もある。 

 蹴上げ（Ｈ）と踏面（Ｂ）との関係は、2Ｈ＋Ｂが60～80㎝程度とすると登りやすいとされている

が、自然公園等では地形の改変を極力抑えることも重要であり、地形勾配にあわせて蹴上げ、踏面を

決め、適宜階段を設置することも考えなければならない。 

この場合でも、蹴上げが 20 ㎝を超える階段が連続すると登降が困難になること、また、蹴上げの

高さと踏面幅の設定の仕方によっては、同じ側の足で登降を強いられる階段となり非常に歩きづらい

ので、踏面の長さに変化を付ける、標準的な歩幅を考慮し交互の足で昇降できるようにするなどの工

夫により単調なリズムにならないよう注意する必要がある。 

 特に、近年中高年のハイキング、登山が増加しつつあり、この傾向は高齢化社会を迎えますます増

加することが予想されることから、蹴上げについては、利用者層に配慮し、現地の状況を踏まえ可能

な範囲内で楽に登降できるよう検討する必要がある。その際、補助的な控え石の設置等による蹴上げ

高の緩和など、自然環境やコストの面からも問題の少ない工法を工夫することも検討する必要がある。 

 

③ 構造、材料 

 現地に素材となる石がある場合には、材料の掘り取り、移動等による新たな洗掘等自然環境への悪

影響がない場合に限り、これを活用して石組みで階段を作ることを検討する。現場材が得られない場

合には、搬入した石材（当該地の岩質に近いものが好ましい）、木材等を使用する。 

 利用者が多い場合、地盤強度の関係等から耐久性の高い加工材料やコンクリートを使用せざるを得

ない場合には、表面を石張りにしたり、濡れたときに滑らないよう表面仕上げをするなど自然景観と

の調和や利用者の安全に配慮する必要がある。 

 これらの従来の材料に加え、環境や景観に配慮した舗装等の材料が開発されつつあるが、廃棄する

際の最終処分も含め環境安全性や耐久力等を十分に考慮する必要があり、導入に当たっては慎重に検

討する必要ある。 

 木材を使用する場合、腐朽が比較的早い地域においては加圧式保存処理材を使用し長寿命化を図る

とともに、環境影響が極力少なく、廃材の処理に問題がないものを使用するよう配慮する。 



 歩道36 

段差工は登山道の地形に合わせて配置し、雨水が登山道を流れないように、階段（段差）が雨水を

受け止め、周辺に排水される構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図15 地形勾配による蹴上げと踏面の関係 

 

 

踏面を周辺より高く設置し、周辺に排

水される構造にする。踏面は踏圧に耐

え、排水性の良い砂利、石などの現場

発生材を用いることが好ましい。 

高齢者の多い場所等で蹴上げ高が 

著しく高くなる場合、段差工の工 

夫や石等で中段を作り、登りやす 

いように配慮する。 

 

 

図16 蹴上げと踏面の考え方 
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登山道の段差工は、丸太階段、石階段を標準とする。 

杭を打つことができる路面の場合は丸太階段とする。丸太階段の材料は基本的に地域材を活用する。

広葉樹やアカマツの丸太は比較的耐久性に富むが、スギの間伐材は耐久性に劣るため、耐久性が必要

な場所、管理が行き届かない場所でのスギの間伐材の使用は避ける。丸太階段の材料は上記によるが、

材料単価、施工費、維持管理費、環境への配慮等を勘案して総合的に優れた材料がある場合はこの限

りでない。 

ガレ場等で現場に石があり、自然環境に悪影響を及ぼさない範囲内で採取が可能な場合は、現場発

生材の活用を検討する。その際、浮き石とならないよう路盤に固定する。 

 

※参考１ 

・ 浸食された登山道に段差工を設けた例。急な登山道

はみず道になって浸食されてしまうことが多い。こ

のような登山道に段差工を設ける場合、再びみず道

にならないように、段差工によって受け止めた水を

周辺に排水できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考２ 
・木の根、岩、石などで既に安定した自然の段差が

ある場合は、段差工として活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

写真 
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（４）柵 

利用者の事故防止、利用者による植生破壊の防止などのために柵を設置する。当該地の自然環境や

景観に調和するよう構造、意匠、色彩等に配意するとともに、設置場所、規模等を十分検討し、発揮さ

れるべき機能が十分確保されるとともに、景観を壊すような過剰な施設とならないよう配慮する。 

 

① 配置 

転落防止柵及び湿原や高山植物群落等良好な自然環境・自然植生地等を踏圧から保護するために設

置する侵入防止および、火山の噴気の発生する場所などに登山道以外への進入防止や危険などの注意喚

起を目的に設置するため、機能を十分発揮するよう配置、規模等を検討する。 

 特に、利用上の危険防止を図るための柵については、危険個所の状況を十分に把握し、危険防止が十

分図れるよう配置、規模、構造等について検討する。 

 なお、通常想定される利用に当たり危険を伴う可能性が高いと判断される地域や自然環境保全上立入

を厳に抑制すべき地域への歩道の設定は、計画段階で避けるべきである。 

また、登山道における柵は、視覚的に利用区域と保護区域を表示するものであり、景観、施工、管

理を考慮し、必要最小限の規模で簡易な構造により、自然景観の妨げにならないよう配慮する。 

標識等による注意喚起とあわせて設置する。 

 

② 構造、材料 

 設置目的が利用者への注意喚起にある場合は、必ずしも物理的に立入を排除する必要はなく、心理的

に立入を排除できればよいことから、自然景観への影響が可能な限り軽微となるよう簡易な構造とし、

柵の高さは最小限に抑え、材質も極力木材等の自然材料を使用する。 

 一方、転落防止柵等危険を防止するための柵は、物理的に利用者の安全を確保することが目的であり、

必要な荷重に耐えられる構造とする必要がある。特に人が密集し、滞留する可能性がある場所等で、特

に危険が予測され、転落防止対策を十分図る必要がある場合には、十分な安全性をもった機能、構造を

確保する必要がある。 

 また、特に子どもの利用がある場所では、子どもが柵の隙間からすり抜けられないよう幅、構造など

を検討する。 

 材料は、自然景観との調和を図る観点から極力木材、石材等の自然材料を用いるが、展望地点等

で特に眺望の確保に配慮する必要がある場合には、色彩等への配慮のうえ金属材料等による細身の柵な

どの設置についても検討する。ほかに、登山道の柵にはロープ柵、木柵等があり、目的、耐久性を考慮

して使い分ける。柵の基礎には、撤去、残材処分が困難なコンクリートは原則として使用しない。撤去

が容易で強固な柵とする必要がある場合に限り、コンクリートの使用を検討する。 

 また、老朽化に伴い十分な強度が確保できなくなる場合があるため、適切に整備後の保守点検を行う

必要があるが、保守補修が容易な材料を使用するなどの配慮も必要である。 

 さらに、機械施工ができない場所等に設置する柵は、撤去の際に人力撤去が可能なように基礎などに

コンクリートを使用することは避ける。 

積雪地域では、雪圧荷重、耐久性等を考慮する必要があり、管理が十分できるところでは、着脱型

も検討する。海岸部や火山地帯等では、潮風や火山ガス等により腐食しやすい金属材料を避ける必要が

ある。また、場所によっては、生息する野生動物の移動路の確保にも配慮する。 
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（５）土留め・石積み等法面工 

 基本的には、法面が生じないよう、また、生じる場合でも最少となるように路線の選定や幅員の検

討を行うことが重要であるが、やむを得ず法面が生じる場合は、適切に法面を処理する必要がある。 

 当該地の地形、土質等を踏まえ工法を選択するが、できるだけ緑化工等周辺の自然環境や景観と調

和しやすい工法を選択し、擁壁などの構造物の設置は極力避けるものとする。 

自然の改変を最小限とする観点から法面を最小限とする必要がある場合には、土留め、石積みなどの

構造物で対応することも検討する。構造物を設置する場合には、周辺の景観と調和する材料を使用す

る。 

 また、土工事等による周辺の自然への影響範囲を極力少なくするよう、構造物本体のほか、工事中

の仮設、土工等の範囲にも十分注意し、計画・設計段階から配慮する。 

 法面緑化に当たっての配慮事項として、国立公園の特別保護地区など特に生物の多様性の確保につ

いて配慮が必要な地域では、当該地に生育する植物と同種の植物による緑化を行うことが必要である。

特に、高山植物帯や高層湿原など自然性が高い地域では、生物多様性の確保の観点から遺伝子レベル

での攪乱を避ける必要があり、特に慎重に対応する。 

 このような地域では、あえて植栽を行わず、自然の遷移に委ねることも必要であり、当該地の表土

を保全、再利用することや基盤吹きつけ（肥料、養分などにも十分な注意、配慮が必要）、むしろ敷き

などにより土壌の流出防止、安定化を図り、周辺から種子が供給されることなどにより植生を速やか

に復元させることなどを検討する。 

 既に人為的な改変を相当程度受けており、積極的な緑化、植栽が適当と判断される地域でも、極力

当該地地域に生育する植物から採取した種子を用いた播種工を取り入れる。 

 これらの判断や工法の選択は、事前の植生調査や専門家からの意見聴取などを踏まえて行う必要が

ある。 
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（６）木道 

登山道の木道は、一般的に湿原等の貴重な植生等を利用者の踏圧から守り、植生破壊や洗掘を防止

するなど自然環境の保全の観点及び泥濘の回避など利用者への配慮から設置するものであり、必要最

小限の整備とする。 
設置に当たっては、荒廃要因を調査によって把握し、荒廃した箇所の植生復元に配慮した工法を選

択することとし、安易な木道の設置は行わない。木道は、コンクリート等と比較すれば耐久性に乏し

いので、整備において、構造や材料を工夫することにより長寿命化に努め、使用に当たっては、設置

後の維持管理を十分に行い、老朽化により発揮されるべき機能に支障が生じないよう、また、事故が

発生しないよう留意する必要がある。 
技術的詳細事項は「Ⅱ－４－１ 木道」に示す。 

 
 

 

 
（７）桟道 

桟道、片桟道は、棚または斜路のような形態の歩道で、敷き板と両足（脚）または片足（脚）で構

成される。岩場、急傾斜地等において、山腹等の地形の改変を最小限とし、局部的な危険個所の通過、

自然植生の保護及び自然地形の改変を避けるとともに、利用ルートを確保することを目的として設置

する。 
 

① 配置、規模 
 桟道、片桟道は、切盛土により歩道を敷設することが困難な岩場や急傾斜地などで自然環境の改変

を最小限とする必要がある場所等に設置する。 
 幅員は、自然環境への影響を最小限とするため、利用者数等の利用実態を踏まえ、必要最小限の規

模とする。 
 
② 構造、材料 
 桟道、片桟道の材料は、木道と同様、原則として地域材を使用する。また、木材を使用する場合、

腐朽が比較的早い地域においては加圧式保存処理材等を使用し長寿命化を図るが、自然環境への影響

がないよう十分検討を行う。 
 転落の危険性が高い場合には、手すりの設置を検討する。桟道の地上高は、転落による事故を防止

するため、可能な限り低く抑える。桟道は、その性格上急斜面など比較的危険な場所に設けることが

多いことから、安全性については十分な配慮を要する。 
 部材の劣化は利用者の危険につながるため、設置後の維持管理面について十分に検討する必要があ

る。管理が十分にできない場所では、設置を控える。このため、脚部等については景観上の支障が少

ない場合、鋼材等安全性、耐久性の高い材料の使用も検討する。 
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（８）橋 

橋は、利用者が安全に河川、渓谷等を横断することができることを目的として設置する。また、貴

重な植生等を保護する観点から、これらの生育地を避け、通過するための手段として橋を検討する場

合がある。 

橋を設置するに当たっては、利便性、安全性の確保に配慮するとともに、架設に伴う自然環境の損

傷を極力避けるため、架設地点、構造、工法、資材の運搬方法等について十分検討する。 

設置後は、老朽化による事故の発生を回避するため、定期的な点検を行う必要がある。 

 

① 種類・配置 

歩道に設ける橋は、桁橋（木橋、鉄橋）、吊り橋等がある。設置する場所は、利便性、安全性及び

自然環境の保全を考慮するとともに、原則として河川の横断が最短距離となる場所を選択する。 

 

② 幅員 

利用者数、利用頻度、利用者層等を考慮し、幅員を決定する。原則として利用者の少ない場合は一

方通行、利用者が多い場合は対面通行ができる幅員とする。 

 

③ 構造 

床板、高欄等は、原則として木材を使用する。なお、橋の形態、構造の決定に当たっては、地耐力、

景観との調和性などを十分に考慮し、必要に応じ予備設計等を行うこととする。 

特に積雪、豪雨、強風、台風等の常襲地帯では、標準的な規格・構造を採用するのではなく、現地

条件を熟慮した個別設計とする必要がある。 

また、一般に下部工や吊り橋のアンカー工事などでは、土工事が大きくなるため重機の搬入などが

必要となる場合があり、これらによる影響についても十分注意を払う必要がある。 

特に、橋を保護するために護岸が必要となる場合があるが、護岸の整備に当たっては、自然石を利

用した護岸、生物の生息・生育に配慮した護岸等周辺の自然環境や景観に十分配慮した工法、材料を

使用する必要がある。 

橋は、他法令（河川法等）の基準等により位置や形態、構造が制限される場合が多いので、関係機

関との調整を十分に行う必要がある。 

そのほか、吊り橋の場合、アンカーが大きく、また、一部は露出させることとなるため、表面処理

についても検討する必要がある。 
 

（８）はしご 

登山道の急傾斜地や岩場において、踏圧による地形の改変等から環境を守ることを目的として設置

する。はしごを設置する場合は、踏圧の状況、利用状況、危険性等を勘案して施設の必要性を検討す

る。また、設置後には定期的な点検を十分行い、施設の老朽化等による事故を防止するよう配慮する。 

 
① 配置 

登山道のはしごは段差工で対応できない急傾斜地や岩場等に設けるほか、土工量をより小さくする

必要がある場合に採用する。 
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② 構造、材料 
梯子の材料は木材またはスチールを標準とする。本体は倒れないように杭、アンカー等で固定する

こと。 
 

（９）くさり場 

勾配がきつく、また、足場の悪い登山道の岩場に、地形の改変を避けるとともに、登山の危険を軽

減するため、必要最小限の範囲で登山のための補助施設としてくさり場を設ける。 

くさりの設置後は、老朽化等により機能の発揮に支障が生じないように、定期的な管理を行う。 
 

① 配置 
くさり場は、登山道の岩場や急傾斜地などで段差工等で対応することが適当でない場合に設ける。

利用状況や落石、雪崩の発生状況等も踏まえ、上り下りの別ルート化を含め、設置場所を検討する。 
 
② 構造、材料 

くさりをアンカーで固定した構造とする。くさりを取り付ける際には設置する岩の形態、岩の強度、

くさりにかかる荷重を検討し、アンカーの取り付け方法、くさりの規格を決定すること。 
 

（10）水場 

登山における給水施設として設置する。水場には標識により水場であることを明記する。また、休

憩場所を併設することが好ましい。 

水場は定期的に飲用の適・不適の水質チェックを行う。特に上流部に利用者の立ち入り、利用施設

が存在する場合には、水質の変化に注意を払う。 

 

① 配置、規模 

水場は登山道沿いの飲用に適した自然湧水がでる場所に設置する。規模は１～２口の水口を持つ小

規模な施設とする。 

 

② 構造、材料 

湧水を受ける受水槽及び配水管で構成する。送水管は水道用塩化ビニル管、硬質塩化ビニル管、硬

質塩化ビニルライニング鋼管等を使用する。 

 コンクリート製受水槽の場合等は、表面を自然石等で化粧を行うことが好ましい。 

 

（11）避難小屋 

① 規模 

収容人員は20～40人を標準的であるが、利用形態、利用者数等を考慮して決定する。 

 
表14 避難小屋の標準的規模 

３３㎡

面　　　　積

特殊な利用形態 計量計画により積算

６６㎡

６６㎡

年間入込者数１０万人未満の日帰り登山ルート

設　　置　　区　　分

年間入込者数１０万人以上の登山ルート

１泊以上を要する登山ルート
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② 間取り 
避難小屋の間取りを決定する際には、次のことに配慮する。 
 ・ 積雪地域の避難小屋は、積雪深と屋根からの落雪を考慮して冬期入り口を設け、入り口の方

向は風下にする。 
  ・ 入り口は引き戸または内開きとし、雪に埋もれても開く構造とする。 
  ・ 入り口を２階に設ける場合は梯子（はしご）を設置する。 
  ・ 小屋には登山靴で直接入れる土間、板の間を設ける。 

・ 板の間はザックを置く空間（枕元に小棚を設けることも検討）と食事をする空間、就寝のた

めの空間を考慮して寸法を決める。就寝のためのスペースとして２段の床（２段ベット状態）

を設けることもある。 
・ 管理者を置く場合は、管理室を設ける。 
・ 利用者が多くスペースに余裕がある場合は更衣室を設けるとよい。 
・ 日帰り利用タイプの避難小屋では、休憩利用のためにテラス等の休憩スペースを設けること

が好ましい。 
・ 便所は外側に設ける。多雪地等で内部に設ける場合には、臭気対策を行う。最小限で穴数を

決める。 
 
③ 構造、材料 

構造は木造を基本とするが、気象条件の厳しいところでは鉄骨、鉄筋コンクリート等を併用する。

積雪地域の避難小屋は雪で壊れないよう、庇を短くする、屋根を接地面まで延長する、基礎を石積み

で固める、屋根をアイゼンで歩いても穴のあかない構造にするなどの工夫をする。 
山小屋が自然景観を損ねないように形態、色等について配慮する。屋根は勾配屋根とする。 
便所は、自然環境に影響を及ぼさないようにし尿処理方法を十分検討する。 
施工に当たり、材料等は空輸による搬入となる可能性が高いことから輸送コストがかかることを考

慮する。 
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 Ⅱ－３－２ 探勝歩道 

（ⅰ）探勝歩道を構成する施設の種類と設計の目的・機能・配慮事項 

探勝歩道の模式図及び構成する各種施設（付帯施設を含む）は、次のとおりである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図17 探勝歩道の模式図 
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表15 探勝歩道を構成する各種施設の一覧 

番号 施設の種類 設計及び環境への配慮事項 

１ 路体 踏圧や雨水による洗掘を防止し、歩きやすい路体とするために舗装及び路面の整

正を行う。利用者層、利用者数、地形、景観を考慮し、路体の構造を決める。利

用者が少ない場合は路面の整正のみとする。利用者が多い場合は、自然環境に配

慮し、木チップや石等の自然材料を用いた舗装を行う。自然環境に配慮し、地域

の文化性等を生かすために、周辺で得られる自然素材や郷土の素材の利用、伝統

技術の活用に努める。なお、周辺で得られる自然素材以外の持ち込みは最少限に

留める。 

２ 排水施設 雨水による洗掘から路体を保護するため、谷筋や勾配の変化点などに洗掘を受け

ないよう横断排水溝を設置する。縦断排水溝は、基本的には設けない。自然環境

に配慮し、木材や石等の自然材料を用いる。また、現場発生材の活用を検討する。 

３ 段差工 雨水や踏圧による路体の浸食を防止するために設置する。自然環境に配慮し、木

材や石等の自然材料を利用する。また、地域の文化性等を生かすために、周辺で

得られる自然素材や郷土の素材の利用、伝統技術の活用に努める。なお、周辺で

得られる自然素材以外の持ち込みは最少限に留める。 

４ 柵 植生保護（進入防止）と安全確保（転落防止）を目的として設置する。撤去処分

が困難なコンクリート基礎は、安全確保上必要な場合のみ用いる。自然景観の妨

げにならないように、設置場所、材質、色、構造に配慮する。 

５ 土留め・石積み等法面

処理 

やむを得ず行う造成により発生する法面の浸食防止と植生保護を目的として設け

る。探勝歩道の土留め・擁壁は自然景観に配慮し、最小規模に留め、石積み、フ

トン籠など自然の材料を利用した構造とする。また、法枠、植生マット等を利用

し、自然植生の復元に努める。 

６ 橋 探勝歩道に設置する橋は、簡易な木橋、鉄橋、吊り橋等の人道橋とする。安全性、

利便性を考慮するとともに、橋の架設に当たり自然環境の損傷を極力避けるため、

架設地点、構造、工法等について十分検討する。自然材料を用いるなど自然景観

に調和する意匠、構造とする。老朽化による事故を防止するため定期的な点検を

行う。安全性、利便性、耐久性、自然環境、自然景観、及び地域の文化性等を考

慮し、素材、構造を検討する。 

７ 路傍園地 探勝歩道の起終点や休憩地点に、歩行時間を考慮して適宜、配置する。設置場所

は、木陰や眺めのよい場所など快適な場所を選ぶ。路傍園地にはベンチ等の休養

施設を設置する。また、周辺の植生が荒らされないように柵やデッキの設置を検

討すること。長時間のコースの場合には必要に応じ公衆便所を設置する。 

 

（ⅱ）探勝歩道の特性 

整備に当たって留意すべき特性について、「探勝歩道の施設としての特性」の観点から整理す

る。 
探勝歩道は、良好な自然環境を有する景勝地や自然資源、その地域の文化、歴史を含む興味地

点を結ぶ歩道であり、基本的に、くさり場やはしご等の登山技術が必要な箇所を含まない歩道で

ある。利用目的は利用者によってさまざまであるが、子供連れの家族や高齢者等の多様な利用者

が一定の自己責任により自然景観の観賞や動植物とのふれあいを目的に利用する場合や、登山者

が登山、探検・探索等の目的地へ向かう際に通過する場合等が想定される。このように、探勝歩

道の利用者層は広く、軽装備の利用者から登山用装備を備えた登山者まで含まれる。興味地点に
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は足場の悪い箇所や登山道へつながる箇所も含まれるため、探勝や自然観察を目的に訪れた軽装

備の利用者に対して、安全を確保し、安心して歩くことができる探勝歩道を提供するための配慮

が必須である。例えば、起終点の案内標識（入口標識）や誘導標識（道標）の設置に際して、興

味対象地点までの所要時間の表示等、きめ細かな情報提供等が必要である。 
また、自然景観の観賞や動植物とのふれあいを目的にして探勝歩道を訪れる利用者に対して、

その利用目的を満たすために、周辺の自然景観と調和のとれたデザイン・施設・色彩の検討や地

域の文化性等に配慮した整備が必要である。例えば、周辺で得られる自然素材や郷土の素材の利

用、伝統技術の活用に努めること等が挙げられる。さらに、利用者が自然景観の観賞や動植物と

のふれあいを満喫するためには、探勝歩道や興味地点における解説板や、展望園地等の学習機能

を満足する施設の設置が必要である。 
探勝歩道には多様な利用者が訪れるため、利用者による歩道からの踏み出しや無秩序な歩行等

によって、歩道周辺の植生破壊や裸地化が生じる。そのため、植生破壊の防止、雨水による路面

浸食の防止等によって自然環境を保全し、周辺の自然環境と調和した歩道施設にすることが求め

られる。 
 

探勝歩道の施設としての特性 
 くさり場やはしご等の登山技術が必要な箇所を含まない歩道 

 多様な利用者に対する安全確保や標識による情報提供等が求められる歩道 

 自然景観との調和が求められる歩道 

 周辺地域の文化性を生かした整備が求められる歩道 

 解説板や展望園地等の学習機能を満足する施設の設置が求められる歩道 

 自然環境との調和が求められる歩道 

 
（ⅲ）探勝歩道整備のあり方 

前述の探勝歩道の特性及び整備の課題を踏まえ、探勝歩道の整備のあり方については以下が挙げら

れる。 
 

１）探勝歩道は豊かな自然性を保った施設であること 

探勝歩道は、原生的な自然の中に設置された登山道と、集団施設地区や園地に設置された園路の両

方につながる歩道であり、自然景観地の雄大な自然から、里地のような穏やかに安定した自然環境ま

で、それぞれの特性を保全しつつ、その魅力を最大限に楽しめるように下記に留意する。 
■自然景観・文化性を配慮して整備する 

・ 過度の整備を極力避けて、良好な自然景観や自然環境とバランスのとれたデザイン、設計と

両立させる。例えば、興味対象の周辺に施設を設置する場合には、各施設が目立たないよう

に工夫する。 
・ 既存の豊かな自然景観に溶け合い馴染むように、また、その地域の文化性等を生かして、周

辺で得られる自然素材（土、砂利、砕石、石材、木材等）あるいは、必要最少限の持ち込み

による地域の歴史的・文化的な素材（石畳、焼き物等）を用いる。 
■都市的・人為的・整形的なデザインを回避する 

・ 利用者の安全性を考慮した路体や付帯施設の整備が必要であるが、人為的な改変を極力避け

る。 
・ 利用者の快適性の向上や、土壌浸食防止・植生保護等の自然環境保全のために、路面の安定

処理、土砂・砂利等の敷き均し、自然石の部分的な敷き込み、木板の敷設等を整備する際は、
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自然性の保持 

自然景観地と調和した 

探勝歩道 

・過度な整備や人為的な改変の回避 

・良好な自然景観や自然環境とバランスのとれたデザイン 

・自然景観・文化性に配慮した歩道整備 

・路面整備等における自然性・文化性との調和し、景観的に配慮し

た資材等の使用 

  －自然素材（土砂、砂利、砕石、石材、木材等） 

  －地域の歴史的・文化的な素材（石畳、焼き物等） 

・都市的・人為的・整形的なデザインの回避 

過度の整備や都市的・人為的・整形的なデザイン（アスファルト、コンクリート舗装、石張

りコンクリート舗装等）の採用を避けて、景観に配慮した整備を行う。 
・ 路面整正は、利用者数や土質、立地環境等を考慮し、周辺の自然環境や景観にふさわしい舗

装材料、技術を用いる。 
・ 解説板、ベンチ、四阿等の付帯施設は周辺の景観や自然環境と調和するように整備する。 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

図18 自然景観地と調和した探勝歩道 

 

２）探勝歩道は周辺の自然環境の保全を前提とした施設であること 

雨水による土壌の侵食や様々な人為的な利用圧による侵食は避けられないため、これらによる影響

やメカニズムを十分に把握し、自然環境の保全を前提とした探勝歩道を整備するために下記に留意す

る。 
■人為的な改変を極力おさえる 

・ 基本的に、周辺で得られる自然素材（土、砂利、砕石、石材、木材等）を用いて、補修程度

の整備を行う。 
・ 人為的な利用圧に対し、豊かな自然環境を保全するために、路面の整正・補修、水みちの処

理、斜面の土留め、ガリー侵食等の進む部分の充填処理、土留め等を必要な箇所で行う。 
 
浸食の進みやすい箇所や、多数の利用者が集中的に利用する等の利用のインパクトが大きい箇所

は、その度合いに応じて必要な区間のみ整備を行う。また、微地形に対応した整備を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図19 周辺の自然環境の保全を前提とした探勝歩道 

 
３）探勝歩道は豊かな自然体験を提供する施設であること 

豊かな自然に安心して親しむことができるように、利用者の安全性を確保したうえで、ハイキング

や自然探勝、自然観察等の多様な自然とのふれあい活動が行なわれるように、下記に留意する。 

自然環境の保全 

周辺の自然環境の保全 

を前提とした探勝歩道 

・人為的な利用圧に対する自然環境の保全（地形、植生、水系等） 

・人為的な改変の抑制 

・路面の整正・補修、水みち処理、斜面の土留め等 

・必要以上の整備にならない配慮 

・自然資源の分布に配慮した動線や構造 
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豊かな自然体験 

豊かな自然とのふれあい

を提供する施設 

・雄大な自然景観の観賞、豊かな自然とのふれあい 

・目的に応じた利用方法の啓発 

・自然の特性に対応した歩道の整備 

・利用者の感性を引き出すことによる豊かな自然とのふれあいの機会

の提供 

－自然景観の観賞や動植物の観察を満喫するためのテーマを設

定した整備 
－休憩施設の維持管理や周辺樹木の管理による、景観の維持と安

全な利用環境の維持 
・多様な利用形態を想定して機能性や快適性に配慮 

－利用者数、利用形態、利用目的に応じた幅員や構造の把握によ

る適切な整備 

■利用者の感性を引き出し、豊かな自然とのふれあいを体験できるような工夫を図る 

・ 探勝歩道のテーマやストーリーの見せ方等、整備の意図や目的が将来に亘って維持されるよ

う、展望地点からの景観や付帯施設等の適切な維持と管理に努める。 
・ 自然景観の観賞や自然観察等の自然とのふれあいによる感動や喜びを体験できるよう、休憩

施設や適切な誘導を図った案内標識、解説板等の付帯施設を適切に整備し、維持するように

努める。 
・ 展望地点における眺望を維持するために、周辺の樹木の成長に合わせた管理に配慮する。 

■既存の自然資源の分布に配慮した動線や構造とする 

・ 本来の自然景観の観賞や動植物の観察を楽しめるよう、既存の自然資源に対する人為的な改

変の程度を低くするための動線設定や構造の工夫に努める。 
 

■多様な利用形態を想定して機能性や安全性に配慮する 

・ 利用者数、利用形態、利用目的に応じた幅員や構造を把握し、適切な整備を行う。 
 

図20 豊かな自然とのふれあいを提供する施設としての探勝歩道 

 

４）施設の維持管理や利用者の安全に十分な対応が求められる施設であること 

豊かな自然を継続して楽しめるように、自然環境を保全するための整備後の維持管理や利用者の安

全確保のために、下記に留意する。 
・ 整備後も施設の機能・目的を維持するために、付帯施設の維持管理や景観維持のための整備

を検討する。 
・ 多様な利用者層や利用形態を踏まえ、安全な利用を促す案内標識等の維持管理や歩道の整備

を考慮し、管理のしやすさを踏まえて検討する。 
－行動範囲や興味対象地点までの所要時間等を踏まえたコース設定 
－利用者が迷わないようなコース設定 
－比較的長距離の場合、ショートカットコースの設定 
－利用者が危険な地域へ立ち入ることを防ぐ標識の設置 
－利用者が興味を持ちかつ安心して利用できるような案内標識、解説板の設置 

・ 利用者の安全対策として、歩道を分かりやすくするために、ササ刈り、下草刈り、倒木等の

処理等に加えて、必要に応じ誘導のための仮設標識等の設置を行う。 
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（ⅳ）探勝歩道の計画・設計の考え方 

探勝歩道の歩道は、自然景観を観賞し、自然の動植物などにふれあい、観察することを目的とする

歩道である。 
一般的には、良好な自然環境を有する山地、高原、河川、湖沼、湿地、海岸、滝、特異な地形等の

地域に設置され、景勝地や自然資源、その地域の文化・歴史を含む興味地点を結ぶハイキングのため

の道で、登山道の歩道と異なり、靴や服装を調えた人であれば誰でも危険を伴うことなく利用できる

よう配慮する。 

探勝歩道や付帯する施設を設けることにより、自然景観や自然の動植物が損なわれないように配慮

しなければならない。 

  

（１） 計画・設計作業フロー                                                                                                                              

探勝歩道の計画・設計における主な作業手順を以下に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図21 計画・設計作業フロー図 

・探勝歩道のテーマ 
・興味対象の活用方法 等 

前 提 条 件 の 整 理 

自然環境・社会環境 施設の状況 利用状況 管理状況 

既存歩道、利用施設・利
便施設、公共交通機関・
マイカー等のアクセス性

等 

興味対象の抽出（保

全・活用すべき資源）、
地形、気象、危険箇所、
歴史、文化 

利用者数、 
利用形態等 

管理内容、方法等 

・標識  
・休憩施設  
・展望広場 等 

・ 幅員 
・断面構造 
・勾配 

・安全管理 
・施設管理 

現状の問題点の把握 

特性の把握（前提条件のまとめ） 

上位計画 公園計画の整備方針等 

・興味対象の把握（保全・活
用資源） 

・立地環境 
・施設の状況 
・利用特性 
・管理の内容 
 

・コースタイム 
・路線タイプ 

・観察、学習機能の有無 

整 備 方 針 の 設 定 

利用者層･整備水準の検討 

工 法 ・ 路 体 構 造 の 設 定 

探勝歩道に付帯する施設の検

維 持 管 理 方 針 の 検 討 

動 線 計 画 の 作 成 ④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

① 

② 

⑦ 

⑧ 

施 設 配 置 計 画 の 検 討 
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（Ａ）新規整備の場合 

①前提条件の整理 

上位計画や現況を基に探勝歩道の計画・設計における「前提条件」を整理する。 
上位計画としては「公園計画」を基に整備方針や、整備対象地および周辺の整備計画等につい

て把握する。現況把握では自然環境として地域にある興味資源について、保全すべき資源と活用

すべき資源に分けて整理する。 
また、自然特性としての地形、気象、危険箇所(ハザードポイント)ついても整理する。 
社会環境としては、ルートの起終点となる地域やコース上の歴史資源・文化資源等について整

理する。 
その他に施設の状況、利用状況、管理状況等について現地調査、地元関係者へのヒアリング等

により整理する。 
②整備方針の検討 

前提条件としてまとめた計画対象地での特性を基に、保全すべき資源などに配慮しつつ、興味

対象、景観の活かし方、学習機能の可能性などについて検討し、探勝歩道のテーマの設定など整

備方針を検討する。 
③利用者層・整備水準の検討 

整備方針の検討を受け、想定する利用者層及び整備水準について検討する。 
④動線計画の作成  

利用者層・整備水準の検討を受け、路線タイプやコースタイム、自然とのふれあい目的を達成

できるような動線計画を複数案作成する。 
⑤施設配置計画の検討 

自然環境や自然景観に配慮し、かつ探勝歩道としての機能が十分に活かされるような施設配置

計画案を作成する。 
⑥工法・路体構造の設定 

探勝歩道の整備方針に沿った内容で、施工性、景観性、維持管理を考慮した路体構造と工法を

設定する。 
⑦探勝歩道に付帯する施設の検討 

探勝歩道を安全な施設として維持するために重要な雨水排水処理施設や、探勝歩道のテーマに

沿った利用を行うために必要な標識や休憩施設、路傍園地等の「付帯施設」について検討する。 
⑧維持管理方針の検討 

整備後の施設周辺の自然環境保全や安全な利用、施設の維持を図るため、「維持管理方針」に

ついて検討する。 
 

（Ｂ）改修整備の場合 

改修整備の場合は、計画策定段階での利用状況や動向、経年による環境の変化を踏まえ、動線

や路体構造、探勝歩道のテーマを含め整備内容の見直しを含めた検討が必要になる。 
検討に当たっては、当初整備された際の機能・目的を果たしているか、利用が自然環境への影

響をもたらしていないか等、現状での利用上、保全上の問題を抽出し、場合によっては路線変更

も含めて、整備内容を再検討するものとする。 
基本的には新規整備の場合と同様の手順で作業を進める。 
なお、この作業フローは、基本的な流れを示したものであり、やむを得ず危険箇所を通過する

など特に安全対策を必要とする場合等には、別途検討を行うことになる。 
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（２）各段階の計画・設計の考え方 

（Ａ）前提条件の整理 

計画・設計に当たっては下記の項目について、現地調査及び地元資料館やビジターセンター等

が所有する文献・資料調査、地元有識者・関係団体へのヒアリング等を行う。また他に必要な条

件があれば適宜追加して調査を行う。 
これらの調査から出てきた結果は、計画・設計に当たって重視すべき事項であり、前提条件と

して整理する。 
 

①自然環境・社会環境 

保全すべき資源の抽出、自然との調和や危険防止を考慮した動線計画、施設配置計画等の検討

材料として、以下の項目について整理する。特に自然環境保全面から貴重な植生等の保全すべき

対象や落石等の自然要因による危険(ハザード)が予測される箇所が存在する場合には、人を近づ

けないような動線を設定するなど、整備後利用者による環境への影響や安全面に最大限留意する。 
 

表16 自然環境･社会環境に関する調査項目 

項  目 内     容 

興味対象、保全･

利用すべき資源 

野生生物の生息地、展望地、自然植生、渓谷、滝等 

地形・地質 火山、山地、高原、渓谷、滝、平原河川、湖沼、海岸等 

気象 積雪、降雨、常風方向、霧の発生等 

危険箇所 有毒ガス発生の有無、落石、崩壊等 

社会環境 地域の歴史・文化、信仰等 
 

②施設の状況 

動線計画、施設配置計画等の検討材料として、以下の項目について整理する。 
 

表17 施設の整備状況に関する調査項目 

項  目 内     容 

歩道 既存歩道の有無、周辺の歩道（園路、登山道）とのつながり等 

利用施設 ビジターセンター、宿泊施設、野営場、標識（解説板）等 

利便施設 駐車場、トイレ等 

交通機関 バス停、駅、道路等 
  

③利用状況 

動線計画、施設配置計画等の検討材料として、以下の項目について整理する。 
 

表18 利用状況に関する調査項目 

項 目 内     容 

利用者数 年間利用者数（人/年）、月別利用者数（人/月）、 

最盛期1日の最大利用者数（人/日） 

利用形態 個人利用 単独、または２人程度で利用することが多い 
家族利用 家族単位での利用が多い 

団体利用 修学旅行、団体旅行等バスでの利用が多い 
季節型 季節集中利用 ある時期に集中して利用される 

通年利用 １年を通じて平均的に利用される 

その他 利用者が多いが幅員が広く取れないため滞留が生じる等 
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④管理状況 

維持管理の検討材料として、以下の項目について整理する。 
歩道特性に応じた安全性を保つためには、地域ぐるみ（ボランティアや関係団体等）での管理・

協力体制が不可欠であることを踏まえ、地域の声を幅広く聴取する。 
 

表19 管理状況に関する調査項目 

項 目 内     容 

施設管理 施設の損傷、清掃・手入れ、補修・取り替え 

安全管理 危険箇所（落石、崩壊等）、路面の荒廃 

植生管理 施設設置による自然環境（植生等）への影響 

樹木の繁茂による景観・展望阻害 

樹木の繁茂・倒木・落枝等による通行阻害 

運営管理 管理の協力体制（地元有識者、自然愛好活動をしているボランティア、関

係団体等）、情報収集・提供、利用指導 

 

（Ｂ）整備方針の検討 

前提条件の整理により抽出された地域の特性を踏まえ、探勝歩道のテーマを設定し、興味対象

の活用方法、見せ方等を検討するとともに、より深い自然とのふれあいができるような解説を含

めた整備方針を検討する。 
コース全体がストーリー性を持つことは探勝歩道の魅力を高めることにつながるため、実際の

動線や資源分布に基づきテーマを設定することが重要である。ただし、特に湿地等の脆弱な環境

や地獄谷等の危険性を併せ持つ自然を活かす探勝歩道では、環境保全や安全管理についても十分

考慮した上で、テーマとして設定することが必要である。またテーマはあくまでも現地の自然や

歴史・文化資源に基づき設定するものであり、現地に合致しないテーマの設定や、テーマに合わ

せるための現地改変や造り込みをすることのないよう留意する。 
【探勝歩道のテーマ】 

・火山帯‥ダイナミックな景観の観賞（噴火口・火口湖・噴気等） 

・森林限界‥高山植物・湿生植物・樹林帯・樹林の成り立ちの観察 

・特異な地形‥地獄谷、山、滝、海、棚田等 

・自然観察（野鳥、里山の昆虫等） 

・歴史・文化探勝（お遍路等） 

【解説方法等】 

・インタープリターによるガイド 

・セルフガイド（解説板、リーフレット等） 
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（Ｃ）利用者層・整備水準の検討 

整備方針を受け、地形的条件、周辺施設の整備状況等を踏まえ、想定する利用者層、及び整備

水準を検討する。 
 
表20 利用者層･整備水準の区分 

水  準 利用イメージ 

a 園地を起終点とす

る探勝歩道等 高 
・多くの人が利用する歩道として特に安全性

に考慮する。 
・ユニバーサルデザイン対応を計画する。 

不特定多数の利用者 

b 興味地点を目的に

した探勝歩道 中 

・利用の安全性は確保するが、興味対象によ

っては、足場の悪い箇所等、利用に注意

が必要な箇所も含まれる。 
・目的や自分の意思なしで利用してしまうこ

とのないよう、特に起終点部においてル

ート上にある興味対象や歩道状況につい

ての情報提供が必要となる。 

目的を持った利用者 
その場で利用を判断す

る利用者 

c 
a 及び b のうち 
登山道に接続する

探勝歩道 
低 

・a 又は b に準ずることとする。 
・特に登山道との接続点（分岐点）では、歩

道タイプが変わることを標識等で明示

し、歩道状況についての情報提供と共に、

利用に伴うリスクと自己責任による利用

を示すことが必要である。 

目的を持った利用者 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図22 探勝歩道構成イメージ 

 

展望・休憩施設 

登山道 

 

利用拠点 
・集団施設地区等 

展望園地

等 

園地等 

駐車場、ビジターセンター、

トイレ等 

a 

b 

b 
c 

滝等の 

興味対象 

園路 

VIEW POINT 

湿地 

池 
VIEW POINT 

展望・休憩施設 

c 
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（Ｄ）動線計画の作成 

ルート設定に当たっては、保全と利用のバランスを取りながら利用者ニーズも取り入れたもの

とし、資源の分布状況や利用形態を基に必要に応じ動線の変更や延長等を行うようにする。既に

踏み分け道があったり、既設の歩道がある場合には、保全、安全性を考慮しながら活用を検討す

る。その際に、閉鎖する区間については、利用者の混乱等を避けるため、侵入防止や環境修復の

ための対策を併せて実施することが必要である。眺望が効くような場所については、利用者が立

ち止まって自然を満喫できる場所として位置づけ、そこから展開する興味対象について、視点（見

られる）－視点場（見る）の関係を考慮し、効果的な資源の活用方法の検討を行うものとする。 
 

【主な路線タイプ】 

路線タイプについては以下のようなものがあり、地形や周辺施設の分布状況等を踏まえ、設定

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図23 主な路線モデル図 
 

【コースタイム・路線長の設定】 

・探勝目的や利用者層を想定し、快適に利用できるコースタイムを想定し路線長を設定す

る。その際、探勝歩道の利用だけでなく、探勝歩道に至るまでの交通機関や宿泊施設等、

アクセス方法や拠点施設の配置を踏まえ、利便性も考慮する。 

・路線長およびコースタイムは、利用形態や利用者の興味度合い等による利用の速度や路

線タイプにあわせた計画とする。路線長やコースタイムが長くなる場合には、ショート

カットコースの設置、途中での交通機関の接続等、利便性に考慮する。 

・時間や体力、装備、興味等に応じて、利用者がコースを選択できるような複数のタイプ

を用意することも有効である。 

 
（Ｅ）施設配置計画の検討 

施設の配置計画は、動線計画に基づき、安全な利用に必要な施設の内容と配置を具体的に検討

していくものである。検討に当たっては、動線計画で示された内容に対応する施設を選定し、管

理運営方法を考慮した上で適正な規模の算出、景観との調和等を考慮して設定する。 
導入を計画した施設については、規模算出や整備コスト、管理コストの算出根拠を明らかにす

る。 
 

 

・行き止まり型 
（例：滝見の探勝歩道） 

・ループ型 
（例：自然観察路） 

＜シングルループ＞ ＜ダブルループ＞ ＜8の字型＞ ＜ダブル＋8の字型＞ 
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（Ｆ）設計段階における工法の選択 

①工法の選定 

探勝歩道は、風景を見ながら歩くためにも路面は歩きやすいことが重要であるが、自然との調

和を考えると未舗装の土道が適切といえる。 
工法の選定に当たっては、利用者層・整備水準や立地環境を踏まえた上で、路体の施工性や景

観性など特性や管理等を考慮し、適切な材質および構造を選ぶようにする。 
 

表21 利用者層・整備水準と路体の種類 

 

 

 

路体の種類 

a b c 環境条件 

園地を起終

点とする探

勝歩道等 

興味地点を

目的にした

探勝歩道 

a及びbの

うち登山

道に接続

する 

探勝歩道 

海岸 
樹林

帯 
草地 

自然裸

地・噴

気帯 

湿地 

1.自然石舗装 ○ ○ 

a
又
は
ｂ
に
準
ず
る
。 

◆ ◆ ◆ ◆  

2.砂利敷舗装 ○ ○ ◆ ◆    

3.土道 ◎ ◎ ◆ ◆ ◆   

4.土系舗装 ○ ○ ◆ ◆    

5.木道 ○ ○  ◆ ◆  ◆ 

6.木チップ舗装 ○ ○  ◆    

(透水性コンクリート舗装)   ◆ ◆    

(透水性アスファルト舗装)   ◆ ◆    

(コンクリート舗装)   ◆ ◆    

(アスファルト舗装)   ◆ ◆    

(脱色アスファルト舗装)   ◆ ◆    

(コンクリート平板舗装)   ◆     

7.丸太段差工 ○ ○ ◆ ◆ ◆   

8.木枠＋石充填工  ○    ◆  

9.敷板段差工 ○ ○ ◆ ◆ ◆  ◆ 

10.丸太＋石充填工 ○ ○    ◆  

11.角材＋石充填工 ○ ○    ◆  

12.石組み・石積工 ○ ○  ◆  ◆  

(石充填工)      ◆  

(土砂充填工)     ◆   

(ふとん籠工)        

注釈 
◎：推奨する路体 
○：基本とする路体 

◆：適応する環境 
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※なお、整備水準c（a及びbのうち登山道に接続する探勝歩道）は、a又はbに準ずるものとする。 

 

図24 工法選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

YES

　

◎：基本とする路体
○：推奨する路体

海岸 自然裸地・噴気帯 樹林帯 湿地

 1 ．自然石舗装
 2 ．砂利敷舗装
 3 ．土道
 4 ．土系舗装
 5 ．木道
 6 ．木チップ舗装
 7．丸太段差工
 9．敷板段差工
10．丸太＋石充填工
11．角材＋石充填工

START

既存ルートの改修
新設ルートの選定

・生態系への影響を軽減できる
・自然景観を損なわない
・すぐれた自然体験ができる
・眺望を楽しむことができる

ルートの再選定

・園路を起終点とする探勝路 ・興味地点を目的にした探勝路

 1 ．自然石舗装
 2 ．砂利敷舗装
 3 ．土道
 4 ．土系舗装
 5 ．木道
 6 ．木チップ舗装
 7．丸太段差工
 8．木枠+石充填工
 9．敷板段差工
10．丸太＋石充填工
11．角材＋石充填工
12．石組み・石積工

高山帯

 
 1 ．自然石舗装
 2 ．砂利敷舗装
 3 ．土道
 4 ．土系舗装
 5 ．木道
 6 ．木チップ舗装
 7．丸太段差工
 9．敷板段差工
12．石組み・石積工

 
　5 ．木道　　　　　　　　○

草地

a b

○
○
○
○
○
○

○
○
◎
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
◎
○

○
○
◎
○
○
○
○
○
○

a b

・園路を起終点とする探勝路 ・興味地点を目的にした探勝路
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（Ｇ）維持管理方針の検討 

維持管理の内容として、利用者の安全な利用と施設の機能の維持を図るための「施設管理」、

利用者が災害や危害を受けることを未然に防ぐための｢安全管理｣、自然とのふれあい活動や自然

環境保全上重要と思われる植物や景観面からの「植生管理」、利用者への安全確保・積極的な利用

への支援を図るための「運営管理」がある。 
探勝歩道は、園路に接続するものから登山道につながるものまで多様な立地条件に整備され、

幅広い利用者を誘致する利用施設であるため、営造物に準じた施設管理レベルが必要となる。 
 

以下に施工の管理項目として、利用者の安全な利用と施設の機能の維持を図るための施設の管

理と安全管理、整備された探勝歩道の目的やテーマを維持する上で重要と思われる植物や景観面

からの管理について、その考え方等について整理する。それぞれの管理水準と施設の整備内容に

応じ、必要な項目について管理を行う。 
  

【施設管理】(物的ハザードの除去) 

施設の損傷は、利用と管理の両方に不都合を生じ、安全性も脅かされるため、計画的・定期的

な手入れによって劣化損傷を防ぎつつ、損傷に対して安全性や機能性を回復させるため補修・取

り替えを行うことが必要である。 
損傷の予防には、日常的（定期的）な点検が重要となるため、各施設整備状況に応じた点検方

法やチェック項目、異常発見時の対応方法等を検討するとともに、速やかに遂行するための必要

な管理体制を確保する。 
◆探勝歩道施設に関するチェック項目（例） 

□路面     ①破損 ②不陸 ③排水不良 ④障害物 ⑤清掃 

□排水施設   ①破損 ②つまり ③勾配不良 ④土砂堆積 

□法面・路肩  ①破損 ②くずれ 

□手摺り・柵  ①破損 ②腐食 ③ぐらつき・ゆるみ ④塗装 

□標識     ①破損 ②腐食 ③ぐらつき・ゆるみ ④表示面のかすれ（汚損）  

⑤表示内容の変更 ⑥指示方向のずれ(道標) 
 

【安全管理】(物的・人的リスクの管理) 

利用者が様々な災害や危害を受けることを未然に防ぐため、日常（定期）的な点検による施設

の安全管理とともに、歩道沿線についても、落石や土砂崩れ、倒木、落枝、渡渉部の増水などの

リスクに対する管理が必要である。特に自然災害への対策としては、自然災害時に利用上危険が

生じるおそれのある箇所を事前に抽出・把握し、台風等の発生時には気象情報の情報収集とその

状況に応じた公園利用者への情報伝達や注意喚起、立入り禁止措置等の対応を行うための体制を

整備する。 
【植生管理】(物的ハザードの除去を含む) 

整備当初の景観あるいは既存植生の保全計画等の意図を踏まえ、安全で快適な空間を継続的に

提供するために、短期から長期の定期的な管理、点検を行うことが重要である。 
また、保全すべき場所には最初の段階で立入防止柵を整備しておくことや、利用の状況によっ

て歩道を付け替えたりするなど柔軟な対応が必要となる。 
◆植物・景観面からのチェック項目（例） 

□施設の整備や利用によって既存の植生等自然環境に影響が生じていないか 

□ビューポイント等、当初計画していた景観･展望が維持されているか 
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□快適で安全な歩行空間・環境が維持されているか 

・樹林の生長により薄暗くなったり、下草の繁茂により不安感や不快感を与えたり

していないか 

・探勝歩道沿いの樹木の倒木や落枝の危険性、下枝が通行妨害（視覚障害者に特に

危険）となっていないか 

【運営管理】(人的ハザード、人的リスクの管理を含む) 

運営管理では、利用者への安全確保や積極的な利用への支援、また利用ニーズへの対応等を図

るため、主に以下のような内容について実施する。 
○利用に係る情報の収集や提供 

○イベント開催等の利用プログラムの提供 

○用具貸し出し等の利用の支援 

○安全な利用、自然環境の保全を図るための指導 

また施設の維持管理等を含め歩道にかかる総合的な管理の実施に当たっては、歩道の関係行政

機関や地元の専門家、地域住民・NPO 等との連携・協力体制を確保し、進めることが重要であ

る。安全管理上･利用上必要となる歩道や自然の情報収集の体制や緊急時の連絡体制等、総合的な

管理システムを確立することが必要となる。 
 

（ⅴ）設計の考え方 

（１）路体 

① 線形 

探勝歩道の線形は、探勝ポイントの位置や観賞の仕方を考慮するとともに、地形、植生等の改変

を回避することを基本として設定する。管理用車両が入る部分に関しては、車輌の回転半径を考慮に

入れる。 

路線延長は、１～２時間程度で歩けるよう１～４㎞程度とする。自然観察を伴うと通常の２～３倍

の時間を要することに留意する。ユニバーサルデザインを想定する場合は、できるだけ平坦で容易な

コースを検討するものとするが、地形的制約条件や自然の脆弱性などから自然環境の保全に支障を生

じる地区には設定しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図25 地形、植生に配慮した線形の事例 

 

 

 

 
 

現況に合わせた線形の図 
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② 幅員 

 幅員は、利用者数、歩道のタイプ等により異なるが、探勝歩道の幅員は１人または２人が並んで

歩ける 0.9～1.5m を標準とする。ただし、必ずしも幅員は全線を通じて一律である必要はなく、地形、

植生など当該地の自然環境により柔軟に変化させ、自然環境への影響を極力回避する。例えば、曲が

り角や眺望地点等には溜まりのスペースを設けたり、既存の岩や樹木等を避ける、または取り入れる

ために一部狭くする等、地形や植生の状況、利用形態に合せて柔軟に対応する。 
 

   

目     安 

 

 

 

 

 

 

 

人がゆったり歩ける幅 

 

 

 

 

 

 

 

人がすれ違える幅 

図26 幅員設定の目安 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥入瀬渓谷探勝歩道 

 

③ 路面 
■路盤材料 

現場の土質の状況、利用者数、利用者層等を考慮に入れ、利用の実態に即した規模等整備の内容、

レベルを検討する。 

自然環境への影響を考慮して最小限に手を加えることを原則とすれば、基本的には路面整正程度

の未舗装を優先するが、利用者の多い場合や粘土質の場合、勾配が急な場合等地形や地質、土壌の関

係で洗掘の発生や滑りやすい場所、社会的弱者対応等が必要な場合では、路面浸食や事故などを防ぐ

ため自然環境や景観に影響を及ぼさない範囲で舗装を施す場合がある。 

なお、自然公園等の歩道は、設置位置によっては日常の維持管理が困難な場合があり、維持管理

面からも浸食が起こりにくい配慮が要求される。 

舗装を行う場合、歩道の目的に応じた自然環境や景観に調和する材料を選ぶ必要があり、透水性

を有するなど自然環境に配慮した材料を選び、将来撤去が不可能な場所では人工的な舗装は行わない。    
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また、湿原等脆弱な環境が周辺にある場合には、酸性度phの変化が起こらないようコンクリート

系の材料の使用を避ける、雨水の浸透を妨げない透水性材料を使用する、水脈を分断しないなど配慮

が必要である。地獄現象、泥火山などの現象が見られる場所等を通過する歩道では、安全性確保の観

点から耐熱性のある自然石等による舗装を行うなど当該地の自然環境に応じた材料の選択を行う必

要がある。 

また、歩行専用で、かつ、歩行者が比較的少なく、野鳥観察など静穏さが要求される歩道では、

木チップ舗装等歩行音が発生しにくい舗装材料の導入を検討する。その際には、間伐材や周辺事業で

生じた支障木等の有効利用もコスト縮減、リサイクル等の観点から考慮する必要がある。 

さらに、社寺や旧街道など古くから石材等による舗装が行われてきたところでは、その地域のデ

ザインを尊重した舗装材料の使い方を踏襲し、違和感のないよう配慮することも必要である。 

■路面の横断勾配 

探勝歩道の縦断勾配は、自然との一体感や環境保全の面から周辺地盤と同じ高さで既存地形なりに

設定することを基本とし、速やかな排水処理、洗掘防止を図る観点から、路面の横断勾配をとること

を検討する。 
この場合、未舗装道路では３～５％、アスファルト、コンクリート舗装では２％程度とすること

が望ましく、その際、洗掘防止のため路肩の処理に留意する。 

地形の勾配が 8.5 度以上（15％以上）になる場所では段差工を設置する。 
また、緩斜面であっても地形、地質、土壌の関係で滑りやすい場所、土砂流亡等が生じやすい場

合には、安全性・環境保全の面から土留めや排水を兼ねた段差工を設ける。 

■断面構造 

探勝歩道の断面構造は、人だけの通行、管理用車両の通行の有無や工法の種類によって設定され

る。積雪寒冷地では、冬季に土壌中の水分が凍結して膨張し、舗装に亀裂や凸凹が生じる凍上現象が

起きるため、地域の凍結深度を調査し、それに応じた断面構造を設置する。 

凍上対策には、凍上性の土を非凍上性の土（砂、砕石等）に置き換える方法や地下水を低下させ、

降水・地下水の浸透を遮断し、あるいは排除する方法、薬剤によって土の凍結温度を低下させる方法

等があるが、経済性や効果から土の置換が一般的に行われている。置換深さ等については、『舗装設

計施工指針 平成 13 年 12 月』（社団法人日本道路協会）の計算方法等を参照して設定し、各地域で

経験値がある場合はその値を用いる。 

■路肩、法面の処理 

路肩の処理は、自然環境保全上、利用の安全上、管理上また施設の構造上著しい支障が生じない

場合、周囲の自然との連続性、一体性を保つ観点から明瞭な境界とならないよう配慮する。 

ただし、周辺の植生が路面に容易に侵入しやすいところや管理上歩道の境界を明示する必要があ

る場合などでは必要に応じ縁石を設けるが、周辺の自然景観との調和が図られるよう十分配意する。 

場所、方位によっては、霜害等により法肩、路肩が徐々に崩落することがあるため、ラウンディ

ング、緑化等による防止対策を講ずる必要がある場合がある。 

 

表22 探勝歩道の土質及び利用者と路面処理 

   利用者 

土 質 
少ない 

（  人／年） 
 
 

多い 
（  人／年） 

粘 土 路面整正 舗装 舗装 
砂 礫 〃 路面整正 舗装 
石・岩 〃 〃 路面整正 
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※路肩の処理について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（２）排水施設 

 歩道の排水施設は、路面を雨水が流れ浸食されるのを防止する目的で設ける。横断排水は、間隔を

長くとりすぎて多量の雨水を斜面に流し、法面の崩壊を招くことがないよう適宜設置する。 

 また、特に水の集まりやすい部分には、必要に応じ補助的な縦断排水施設を設置するが、多量の水

を集めないよう短い区間で横断排水路に接続するよう配意する。 

 ① 配置、規模 

探勝歩道の横断排水溝は、雨水による路面の洗掘を防止する目的で、歩道が谷を横切る箇所、山腹

に切り込んだ道、利用頻度が高い道などで雨水が流れ込みやすい箇所等に重点的に設置する。 

 設置に当たっては、利用状況に応じて、利用者が落ち込まないよう蓋をする、雑石を詰める等安全

上の配慮を行う必要がある。 

また、横断排水の設置間隔を長くとりすぎて多量の雨水を斜面に流し法面の崩壊を招くことのない

よう、適宜設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗掘を起こしている例 

 
 

 
 
 
 

←縁石を用いないと、路面と周辺がな

じみ、違和感のない自然な風景に見

える。ただし、歩道として利用可能

な範囲が不明確となる側面がある

ので、歩道外への立ち入りを厳しく

抑制する場合は、その観点からの対

応も考慮する。 

←板を用いたエッジの処理。施工後は

植物に被われて見えなくなる。 
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② 構造、材料 

 自然材料を活用した簡易なもので、施工、補修が容易にできるものとする。 

 湧水がある場所や山側から水が歩道に流れ出る可能性のある場所等で、量が少なく一定している場

所では、山側に素堀の縦断側溝を設け、歩道の洗掘を防止する。湧水量、雨量が多く、水量の変動が

ある場所等で素堀側溝では不十分な場合には、石材やコンクリートなどによる排水路、集水桝を設け

る必要がある。その際、集水した雨水が排水された斜面に新たに水の流れを作らないよう流末部に分

散させて排水する。 

 排水溝の形状、使用材料、表面仕上げは、周辺の自然との調和が大切であり、単に排水機能のみを

追求するだけではなく、景観との調和についても配慮し、極力自然材料を使用する。 

皿形側溝など二次製品を使用する際は、自然景観を損なわないよう意匠に配慮する。また、横断工

の両端部は、小動物の生息に配慮し、横断工に落下した場合でも這い出せる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｕ字溝に木で蓋を掛けた例 

 

③ 生態系、野生生物の保全への配慮 

 縦断排水路を設ける場合には、排水施設等によって野生動物の移動を妨げない配慮が必要な場合が

ある。特に、カエル類や甲殻類（カニ類）、カメ類など特定のルートを通り繁殖行動を行っている生物

が生息している場合、縦断側溝等が移動の大きな障害となるおそれがある。また、クイナ類など歩行

性の鳥類、昆虫類などが落下し出られなくなるなどの影響を受けることがある。 

 集水面積等からどうしても深い縦断排水路が必要な場合には、 

  ・これらの生物が落ちないよう措置するとともに、移動経路を確保する 

  ・落下しない構造の側溝とする 

  ・万一落下した場合でも、集水桝などから這い出せる構造とする 

などを検討する必要がある。 

 さらに、雨水の地下浸透を促進する観点から、自然浸透を促進するための浸透型側溝、浸透桝等の

設置を検討する必要がある。 

 二次製品の使用は極力避けることとするが、使用せざるを得ない場合でも、上記の観点から浅い皿

形側溝、浸透桝等の素材等使用材料を検討する。 

 

④ 流末処理 

 横断排水溝等の流末部については、集水された排水による斜面の浸食を起こさないよう慎重に検討

する。現地でよく地形を観察して設置個所を選定し、分散排水工等を十分に行うものとする。 
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図27 排水施設工の事例 

 

（３）階段工（階段・段差） 

 雨水による浸食防止、植生の保全、利用者の安全確保の観点から１５％以上の急勾配の場所、また

は１５％未満の勾配であっても土質により滑りやすい場所には必要に応じ段差工を設置する。 

 段差工については、現地踏査を行い、勾配だけで判断することは避け、利用上必要な箇所のみに設

置することとし、長区間にわたっての階段の連続は避けるよう配慮する。 

 また、歩きにくい段差工は、利用者による植生破壊を誘発し、雨水処理が不十分な階段工は洗掘を

助長することがあるので十分に注意する必要がある。 

 

① 配置 

段差工は探勝歩道の地形に合わせ、極力地形を改変せずに配置する。雨水が探勝歩道を流れないよ

うに、段差工が雨水を受けとめ、周辺に排水させる構造とする。段差工を設置する勾配は15％以上を

目安とする。 

 

② 蹴上げと踏面 

一般に階段の最適勾配は 25～30 度といわれ、蹴上げ(ｈ)15～18cm、踏面（ｂ）25～35cm 程度で、
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両者の関係が「2ｈ+ｂ＝60～65cm」あるいは「ｈ+ｂ＝45cm程度」となることを目安に設定する。 

階段の高さが3ｍを超える場合や方向が変わるときは、踊り場を設けることも考慮する。 

表 23に地形の勾配の対する階段の蹴上げと踏面の寸法を示す。 

 

表23 地形の勾配と階段設計の諸元 

地形の勾配

（度） 
tanθ 

蹴上げ（h） 

（cm） 

踏面（b） 

（cm） 
備考 

35 0.700 20 29 2H+B=69 

30 0.577 17 30 2H+B=64 

25 0.466 15 32 2H+B=62 

20 0.364 15 41 2H+B=71 

15 0.268 15 56 2H+B=86 

10 0.176 15 85 2H+B=105 

8.5 0.149 10 67 
勾配 15 ％、

2H+B=87 

 

 階段の蹴上げは１５～１８㎝、踏面は２５～３０㎝程度が一般的であるといわれているが、高齢者

の利用が多い場合には、蹴上げを１６㎝以下とする。 

また、蹴上げ高、踏面幅により、同じ足で上り下りを強いられる階段があるが、非常に歩きづらく

なるので、標準的な歩幅を考慮し交互の足で昇降できるようにする。 

 蹴上げ（ｈ）と踏面（ｂ）との関係は、２ｈ＋ｂが６０～６５㎝程度とすると登りやすいとされて

いるが、自然公園等では地形の改変を極力抑えることも重要であり、地形勾配にあわせて蹴上げ、踏

面を決め、適宜階段を設置することも考えなければならない。 

 この場合でも、蹴上げが２０㎝を超える階段が連続すると登降が困難になること、また、蹴上げの

高さと踏面幅の設定の仕方によっては、同じ側の足で登降を強いられる階段となり非常に歩きづらく

なるので、踏面の長さに変化を付けるなどの工夫により単調なリズムにならないよう注意する必要が

ある。 

 特に、近年中高年のハイキング、登山が増加しつつあり、この傾向は高齢化社会を迎えますます増

加することが予想されることから、蹴上げについては、利用者層に配慮し、現地の状況を踏まえ可能

な範囲内で楽に登降できるよう検討する必要がある。その際、補助的な控え石の設置等による蹴上げ

高の緩和など、自然環境やコストの面からも問題の少ない工法を工夫することも検討する必要がある。 

 

③構造、材料 

段差工は踏面を周辺より高く設置し、周辺へ浸透等により排水される構造にする。この際、排水さ

れた雨水が、新たな洗掘を引き起こすことがないよう必要に応じて対策を講じる。 

段差工の材料には現場で発生する野面石、丸太、加工した木材・石材、コンクリート等がある。

現地に素材となる石がある場合には、材料の掘り取り、移動等による新たな洗掘等自然環境への悪影

響がない場合に限り、これを活用して石組みで階段を作ることを検討する。現場材が得られない場合

には、搬入した石材（当該地の岩質に近いものが好ましい）、木材等を使用する。その際、自然景観
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になじみやすい現場発生材（自然環境保全上問題ない場合に限る）、丸太材（地域材）の使用が好ま

しいが、利用頻度の高い探勝歩道には、耐久性の高い加工した材料やコンクリートの使用も検討する。

利用者が多い場合、地盤強度の関係等から耐久性の高い加工材料やコンクリートを使用せざるを得な

い場合には、表面を石張りにしたり、濡れたときに滑らないよう表面仕上げをするなど自然景観との

調和や利用者の安全に配慮する必要がある。 

 これらの従来の材料に加え、環境や景観に配慮した舗装等の材料が開発されつつあるが、廃棄する

際の最終処分も含め環境安全性や耐久力等を十分に考慮する必要があり、導入に当たっては慎重に検

討する。 

 木材を使用する場合、腐朽が比較的早い地域においては加圧式保存処理材等を使用し長寿命化を図

るとともに、環境影響が極力少なく、廃材の処理に問題がないものを使用するよう配慮する。 

踏面は踏圧に耐え、排水性のよい砂利、石などの現場発生材を用いることが好ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図28 地形勾配による蹴上げと踏面の関係 

 

（４）柵 

探勝歩道に設置する柵は、湿原など脆弱な自然環境を保護するため、または安全上火山ガス地帯等

への立ち入りを制限するためなどに設置する進入防止を目的として柵と崖地や谷等への転落防止を目

的とした柵がある。設計、施工に当たっては、景観に支障を生じないよう必要最小限の整備と構造、意

匠、色等に配慮することにより、必要な場所、規模を十分検討する。 
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① 配置、規模 

 転落防止柵及び湿原や高山植物群落等良好な自然環境・自然植生地等を踏圧から保護するために設置

する侵入防止柵等について、機能を十分発揮するよう配置、規模等を検討する。 

 特に、利用上の危険防止を図るための柵については、危険個所の状況を十分に把握し、危険防止が十

分図れるよう配置、規模、構造等について検討する。 

 なお、通常想定される利用に当たり危険を伴う可能性が高いと判断される地域や自然環境保全上立入

りを厳に抑制すべき地域については、歩道の設定の計画段階で避けるべきである。 

② 構造、材料 

設置目的が利用者への注意喚起にある場合は、必ずしも物理的に立入りを排除する必要はなく、心

理的に立入りを排除できればよいことから、自然景観への影響が可能な限り軽微となるよう簡易な構造

とし、柵の高さは最小限に抑え、材質も極力木材等の自然材料を使用する。 

一方、転落防止柵等危険を防止するための柵は、物理的に利用者の安全を確保することが目的であ

り、必要な荷重に耐えられる構造とする必要があり、転落防止のための柵の高さは、各種基準があるの

で参考とする。特に人が密集し、滞留する可能性がある場所等で、特に危険が予測され、転落防止対策

を十分図る必要がある場合には、十分な安全性をもった機能、構造とし、原則として、柵の高さは1.1m

以上、材料は、木材、金属等とする。 

また、子どもの利用がある場所では、子どもが柵の隙間からすり抜けられないよう幅、構造などを

検討する。 

材料は、自然景観との調和を図る観点から極力木材、石材等の自然材料を用いるが、展望地点等で

特に眺望の確保に配慮する必要がある場合には、色彩等への配慮のうえ金属材料等による細身の柵など

の設置についても検討する。 

また、老朽化に伴い十分な強度が確保できなくなる場合があるため、適切に整備後の保守点検を行

う必要があるが、保守補修が容易な材料を使用するなどの配慮も必要である。 

さらに、機械施工ができない場所等に設置する柵は、撤去の際に人力撤去が可能なように基礎など

にコンクリートを使用することは避ける。 

積雪地域では、雪圧荷重、耐久性等を考慮する必要があり、管理が十分できるところでは、着脱型

も検討する。海岸部や火山地帯等では、潮風や火山ガス等により腐食しやすい金属材料を避ける必要が

ある。また、場所によっては、生息する野生動物の移動路の確保にも配慮する。 

車椅子利用者や視覚障害者の利用を想定した自然観察路等では、これらの利用者のための適切な高

さの連続柵、点字自然解説板等を設置することを検討する必要がある。 

例えば、車椅子の利用者にとっては、目線の位置が柵の高さと一致し、展望や観察等の支障となる

場合があるため、自然環境保全上及び利用の安全上特に問題がない場合には、柵の高さをより見やすく

なるよう配慮する。 

 
表24 特に利用者が密集し滞留することが考えられる場所での柵の高さに関わる基準 

施設名称 設置場所 基 準 出    典 
高欄 
 

横断歩道橋 H≧1.0m 立体横断施設技術基準・同解説 

手すり壁、さく

又は金網 
屋上広場又は２階以上の階にある

バルコニーその他 
H≧1.1m 建築基準法施行令第 126 条 
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（５）土留め・石積み等法面処理 

基本的には、法面が生じないよう、また、生じる場合でも最少となるように路線の選定や幅員の検

討を行うことが重要であるが、やむを得ず法面が生じる場合は、適切に法面を処理する必要がある。 

当該地の地形、土質等を踏まえ工法を選択するが、できるだけ緑化工等周辺の自然環境や景観と調

和しやすい工法を選択し、擁壁などの構造物の設置は極力避けるものとする。 

自然の改変を最小限とする観点から法面を最小限とする必要がある場合には、土留め、石積みなど

の構造物で対応することも検討する。構造物を設置する場合には、周辺の景観と調和する材料を使用

する。 

また、土工事等による周辺の自然への影響範囲を極力少なくするよう、構造物本体のほか、工事中

の仮設、土工等の範囲にも十分注意し、計画・設計段階から配慮する。 

 

① 種類・配置・勾配 

探勝歩道の整備は、極力地形を改変しないよう線形、幅員を設計することが必要であるが、やむを

得ず法面を生じる場合であって、法面の浸食のおそれがある場合は、土留め、石積み等法面処理を行

う。 

法勾配の標準は、表 26 及び表 27 による。 

法面緑化に当たっての配慮事項として、国立公園の特別保護地区など特に生物の多様性の確保につ

いて配慮が必要な地域では、当該地に生育する植物と同種の植物による緑化を行うことが必要である。

特に、高山植物帯や高層湿原など自然性が高い地域では、生物多様性の確保の観点から遺伝子レベル

での攪乱を避ける必要があり、特に慎重に対応する。 

このような地域では、あえて植栽を行わず、自然の遷移に委ねることも必要であり、当該地の表土

を保全、再利用することや基盤吹きつけ（肥料、養分などにも十分な注意、配慮が必要）、むしろ敷き

などにより土壌の流出防止、安定化を図り、周辺から種子が供給されることなどにより植生を速やか

に復元させることなどを検討する。 

既に人為的な改変を相当程度受けており、積極的な緑化、植栽が適当と判断される地域でも、極力

当該地地域に生育する植物から採取した種子を用いた播種工を取り入れる。 

これらの判断や工法の選択は、事前の植生調査や専門家からの意見聴取などを踏まえて行う必要が

ある。 

② 構造・材質 

自然景観を損なわないよう、人工の材料の使用は極力避けるようにするが、施設の長寿命化の観点

で必要な場合は、自然環境に配慮して使用をしていくことも検討する。また、空積みの石積みなどき

めの細かい多孔質な構造とすることにより、自然景観との調和を図りつつ、生物の生息・生育環境に

配慮する。 
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表25 石積みに関する基準の事例 
施設名称 法   規 基  準 摘 要 

擁壁 
 

建築基準法施行令 138 条 
   〃    142 条 

H≧2.0m  

擁壁 宅地造成等規制法施行令 5,8～12 条 切土 H＞２m 
盛土 H＞１m 

宅地造成 

 

表26 切土に対する標準法面勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表27 盛土材料及び盛土工に対する標準法面勾配 
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（６）木道 

 探勝歩道の木道は、一般的に湿原等の貴重な植生等を利用者の踏圧から守り、植生破壊や洗

掘を防止するなど自然環境の保全の観点、泥濘の回避など利用者への配慮及び自然観察など利用

性の向上の観点で設置する。 

 設置に当たっては、荒廃要因を調査によって把握し、荒廃した箇所の植生復元に配慮した工法

を選択することとし、安易な木道の設置は行わない。木道は、コンクリート等と比較すれば耐久

性に乏しいので、整備において、構造や材料を工夫することにより長寿命化に努め、使用に当た

っては、設置後の維持管理を十分に行い、老朽化により発揮されるべき機能に支障が生じないよ

う、また、事故が発生しないよう留意する必要がある。 

技術的詳細事項は「Ⅱ－４－１ 木道」に示す。 
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（７）桟道 

 桟道、片桟道は、棚または斜路のような形態の歩道で、敷き板と両足（脚）または片足（脚）で構

成される。岩場、急傾斜地等において、山腹等の地形の改変を最小限とし、利用ルートを確保するこ

とを目的として設置する。 

① 配置、規模 

 桟道、片桟道は、切盛土により歩道を敷設することが困難な岩場や急傾斜地などで自然環境の改変

を最小限とする必要がある場所等に設置する。 

 幅員は、自然環境への影響を最小限とするため、利用者数等の利用実態を踏まえ、必要最小限の規

模とする。 

 

② 構造、材料 

 桟道、片桟道の材料は、木道と同様、原則として国産材（地域材）を使用する。また、耐久性をも

たせるため防腐剤を使用する場合には、自然環境への影響がないよう十分検討を行う。 

  転落の危険性が高い場合には、手すりの設置を検討する。桟道の地上高は、転落による事故を防

止するため、可能な限り低く抑える。桟道は、その性格上急斜面など比較的危険な場所に設けること

が多いことから、安全性については十分な配慮を要する。 

 部材の劣化は利用者の危険につながるため、設置後の維持管理面について十分に検討する必要があ

る。管理が十分にできない場所では、設置を控えることとし、やむを得ず設置する場合にあっては、

脚部等については景観上の支障を考慮したうえで、鋼材等安全性、耐久性の高い材料の使用も検討す

る。 

 

（８）橋 

橋は、利用者が安全に河川、渓谷等を横断することができることを目的として設置する。また、貴

重な植生等を保護する観点から、これらの生育地を避け、通過するための手段として橋を検討する場

合がある。 

橋を設置するに当たっては、利便性、安全性の確保に配慮するとともに、架設に伴う自然環境の損

傷を極力避けるため、架設地点、構造、工法、資材の運搬方法等について十分検討する。 

設置後は、老朽化による事故の発生を回避するため、定期的な点検を行う必要がある。 

 

① 種類、配置 

 歩道に設ける橋は、桁橋（木橋、鉄橋）、吊り橋等がある。設置する場所は、利便性、安全性及び自

然環境の保全を考慮するとともに、原則として河川の横断が最短距離となる場所を選択する。 

 
表28 歩道の橋の種類 

種　類 特　　　　　徴 設置場所

桁橋（木橋） 比較的簡易な構造。自然景観になじみやすい 幅の狭い渓流等

桁橋（鉄橋、鋼
橋、コンク
リート橋）

構造的に丈夫であるが、意匠、色彩等の工夫
により自然景観との調和を図る必要がある

機械施工が可能で、比較的幅
が狭く利用者の多い場所など

吊り橋 鉄橋等に比べ比較的部材が少なくて済み、施
工も容易。自然景観となじみやすい

比較的幅が広く、深い谷など
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② 幅員 

利用者数、利用頻度、利用者層等を考慮し、幅員を決定する。原則として利用者の少ない場合は一

方通行、利用者が多い場合は対面通行ができる幅員とするが、社会的弱者の利用の可能性があると想

定される場合には、その点についても考慮して決定する。 

 

③ 構造、材料 

床板、高欄等は、原則として木材を使用する。なお、橋の形態、構造の決定に当たっては、地耐力、

景観との調和性などを十分に考慮し、必要に応じ予備設計等を行うこととする。 

特に積雪、豪雨、強風、台風等の常襲地帯では、標準的な規格・構造を採用するのではなく、現地

条件を熟慮した個別設計とする必要がある。 

また、一般に下部工や吊り橋のアンカー工事などでは、土工事が大きくなるため重機の搬入などが

必要となる場合があり、これらによる影響についても十分注意を払う必要がある。 

特に、橋を保護するために護岸が必要となる場合があるが、護岸の整備に当たっては、自然石を利

用した護岸、生物の生息・生育に配慮した護岸等周辺の自然環境や景観に十分配慮した工法、材料を

使用する必要がある。 

橋は、他法令（河川法等）の基準等により位置や形態、構造が制限される場合が多いので、関係機

関との調整を十分に行う必要がある。 

 

（９）路傍園地 

探勝歩道における路傍園地は、利用者の休憩、展望等の利便に供するとともに、利用者の滞留場所

を限定し、踏圧から周辺の植生を保護することを目的とし、興味地点、展望地、水場などに設置する。 
 
① 配置、規模 

路傍園地には利用者が休憩できるようにベンチ、木デッキ、四阿を状況に応じて組み合わせて配置

する。ゴミ持ち帰りの徹底を図るため、路傍園地にはゴミ箱等の付帯施設は設置しない。 
設置により周囲の植物が踏み荒らされたり、土砂の流出が起こる可能性が高い場所には設置しない。

利用動線を考慮し、休憩場所周辺が踏み荒らされないよう、かつ、必要最小規模、最少箇所に配置す

る。必要であればロープ柵などで立ち入りを制限する。 
 
② 構造、材料 

路傍園地は現場で発生する石材等を積極的に活用する。また、既存植物も移植などにより活用する。

新たに植栽する場合は、当該地の自然植生の構成樹種を選び、外来種は避けることは当然であるが、

生物多様性の確保の観点から遺伝子レベルの影響にも配慮する。 
ベンチ、四阿等休憩のための施設は木造を基本とする。路傍園地は人が直接触れる施設でもあるの

で、親しみや暖かみのある木等自然な材料を利用する。コンクリートは修繕、撤去が難しく、景観的

にもなじまない場合が多いので極力避けるものとする。景観への配慮、維持管理、利用頻度を考慮し、

必要最低限の数、規模とする。 
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Ⅱ－４ 個別施設の設計手法 
Ⅱ－４－１ 木道 
（ⅰ）木道のタイプ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
（解説） 
木道は、湿原などにおいて歩行する場所を制限し、植生を踏圧から保護するために半割

丸太を敷き並べた簡単な構造が主流であったが、床板等を敷いた据置型、植生への配慮か

ら床板を支柱で支える構造型、自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめるように考慮した

ユニバーサル型が整備されるようになった。設置環境としては、湿原・湖沼などの湿地に

加え、傾斜のある高山植生地等においても整備を行っている。 
（１）木道のタイプと特性の概要 
１）据置型 
据置型の木道は、地面の上に床板等を敷き並べた簡易な構造で、地面の形状に沿って

設置する木道である。据置型の木道の特性は、比較的安価で簡単に施工できることであ

る。 
２）構造型 
構造型の木道は、据置型の木道を支柱で支えた構造で、床板及び横木を地面から離し

て設置する木道である。構造型の木道の特性は、地形の凹凸や傾斜を緩和できること、

湿原等の表流水を妨げないこと、増水時にも利用できることなどである。 
３）ユニバーサル型 
ユニバーサル型の木道は、優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しむことができ

て容易に利用できる木道である。ユニバーサル型の木道の特性は、構造型の木道の特性

に加え、ユニバーサルデザインに配慮した構造（幅員、勾配など）となっていることで

ある。 
 
 
 
 

木道のタイプは、構造、機能等の相違により 
（１）据置型 
（２）構造型 
（３）ユニバーサル型 

の３つに区分する。 
歩道等の整備においては、利用形態や自然環境等に応じた適切な特性を持つ木道のタ

イプを選択する。また、傾斜地の木道には排水施設などの付帯施設を設けるほか、利用

形態や自然環境等に応じて配置・線形・高さ、幅員、構造、材料等の工夫を施す。 
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（２）木道のタイプの特性の詳細 
１）据置型 
①定義 
床板等を地面に敷き並べ、地面の形状に沿って設置する木道。 

②規格 
有効幅員は 0.5ｍを標準とし、利用者数、利用者層等に応じて拡幅する。 

③特性 
・地形の形状に合わせて設置することができる。 
・多少の軟弱地盤においても、木道全体で荷重を支えることができる。 
・細かな凹凸のある地面では不安定になりやすい。 
・簡易な構造であり、経済性に優れ、施工が容易である。 
・水位が変化して浮き上がることがある。 
・表流水を妨げることがある。 
・施工時における動植物への影響が少ない。 

④バリエーション 
・利用者のすれ違いが多い場合は、待避

場所を設ける。または複線とする。 
・積雪のグライド圧による床板の横ずれ

がある場合は杭を設ける。 
・水位が変化して浮き上がる場合は杭を

設ける。 
・縦断勾配がある場合は、滑り止めを設

ける。 
・傾斜地においては、別途、排水施設を設置する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 据置型 
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（ （例） 
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 ２）構造型 
①定義 
据置型の木道を支柱で支え、床板や横木を地面から離して設置する木道。ただし、

ユニバーサル型の木道を除く。 
②規格 
有効幅員は 0.5ｍを標準とし、利用者数、利用者層等に応じて拡幅する。地盤から床

面の高さは、構造的に無理がなく自然観察しやすい高さ 0.5ｍ程度を目安に、地形の凹

凸、湿原等の水位の変化、自然景観への影響などに配慮して定める。 
③特性 
・構造が複雑なため、施工に手間がかかる。 
・凹凸のある地面でも、床面を平坦に保つことができる。 
・水位が変化しても浮き上がることが少ない。 
・表流水を遮ることがない。 
・床掘が必要になることがあるため、施工時において植生や地形への影響が大きい。 

④バリエーション 
・利用者のすれ違いが多い場合は、待避場所を

設ける。または複線とする。 
・グライド圧がある場合は、筋交を設置する。 
・縦断勾配がある場合は、滑り止めを設ける。 
・傾斜地においては、別途、排水施設を設置す

る。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－２ 構造型 
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３）ユニバーサル型 
①定義 
優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しむことができるように、ソフト面による

補完を重視した総合的なユニバーサルデザインを考慮して整備する木道。 
②規格 
有効幅員は、車いすの通行を考慮して 1.2ｍを標準とする。車いすと人のすれ違いは 1.5

ｍ以上、車いす同士のすれ違いは 1.8ｍ以上とするなど必要に応じて幅員を定める。地盤

から床面の高さは、構造的に無理がなく自然観察等に適した高さ 0.7ｍを目安に、利用者

数、利用者層、地形の凹凸、湿原等の水位の変化、自然景観への影響、眺望の確保など

に配慮して定める。 
勾配は、「第２部 第２章ユニバーサルデザイン Ⅳ－１設計に当たってのポイント」

を参照すること。地覆は、車いす等の脱輪防止のために木道の両端に設ける。ただし、

車いす利用のない場所ではこの限りでない。 
③特性 
・優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽し 
 むことができる。 
・構造が複雑なため、施工に手間がかかる。 
・大きな荷重や沈下に配慮した基礎が必要となる。 
・床面積が広く自然景観への影響が大きい。 
・施工時における植生や地形への影響が大きい。 

④バリエーション 
・軟弱地盤で沈下の恐れがある場所においては、沈下に強い基礎を使用するなど沈下

防止対策を施す。 
・地盤との高低差が大きい場合は、別途、防護柵を設置する。（第３部 第２章園地 Ⅱ

－３－３関連施設（ⅱ）人止柵・車止め・防護柵参照）また、５％以上の縦断勾配

がある場合は、別途、手摺を設置する。（第２部 第２章ユニバーサルデザイン参照） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図－３ ユニバーサル型 
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（例） 
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（３）木道のタイプの選択 
木道のタイプは、自然環境や利用形態等を考慮し、歩道に応じてそれぞれのタイプの特性

を踏まえて選択する。 
歩道において木道を整備する場合は、据置型を基本とするが、地面に凹凸がある場所、地

形に横断勾配がある場所、湿原等において増水や表流水がある場所、不等沈下が想定される

場所などにおいては、構造型を選択する。また、利用者が多い場所や車いすによる利用があ

る探勝歩道や園地においては、ユニバーサル型を選択する。 
いずれの木道を設置する場合においても、設置場所の利用形態や自然環境等に適切に対応

できるように配置・線形・高さ、幅員、構造、材料等の工夫を施す。また、木道の整備は、

他の工法を検討したうえで、必要最小限に留めるようにする。例えば、砂礫や岩場など植生

の保護の必要性が小さい場所や洗掘の恐れがない場合においては、原則として木道を整備し

ない。（ただし、ユニバーサル型はこの限りではない。） 
 
 
 
表１ 木道タイプと特性 

木道のタイプ タイプ区分の概要 特性 
据置型 地面の上に床板等を敷き並

べた簡易な構造で、地面の

形状に沿って設置する木道 

・比較的安価で簡単に施工するこ

とができること 

構造型 据置型の木道を支柱で支え

た構造で、床板及び横木を

地面から離して設置する木

道 

・地形の凹凸や傾斜を緩和できる

こと 
・湿原等の表流水を妨げないこと 
・水位が変化しても浮き上がるこ

とが少ない 
 ユニバーサル型 優れた自然景観の魅力を利

用者の誰もが楽しめて容易

に利用できる木道 

・構造型木道の特性に加えて、ユ

ニバーサルデザインに配慮し

た構造（幅員、勾配など）とな

っていること 
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図－４ 木道のタイプの選択 
 
 
（用語） 
床 板
しょうばん

：人が歩行する面として設置する部材 
桟
さん

木
ぎ

：滑り止めを目的として床板に設置する部材 
地覆
じ ふ く

：車いすの脱輪や植生への侵入防止を目的として床板の端に設置する部材 
横木
よ こ ぎ

：床板を支え、支柱や地面に荷重を伝える部材 
根太
ね だ

：床板を支え、大引に荷重を伝える部材 
大引
おおびき

：根太を支え、支柱に荷重を伝える部材 
支柱
しちゅう

：荷重を地面に伝えるため、地面に垂直に設置する部材 
杭
くい

 ：床板などの部材の移動を防ぐために地面に設置する部材 
根
ね

かせ：木道の沈下等を防ぐために支柱に固定し、地中や地際に水平に設ける部材 
基礎
き そ

：木道の荷重を地面に伝える部材。木道では支柱がそのまま基礎になる 

登山道 探勝歩道 園路 

・利用者数が多い 
・車いすの利用がある 

・湿原で増水や表流水がある部分 
・地面の凹凸が大きい部分 
・地形に横断勾配がある部分 
・不等沈下が想定される部分 

 

【主なバリエーション及び付帯施設】 

すれ違いが多い      →複線化 

利用者数が多い      →拡幅 

傾斜地          →滑り止め、排水施設 

浮力・積雪によるグライド圧→杭の設置 

 

 
【主なバリエーション及び付帯施設】 
すれ違いが多い      →複線化 

利用者数が多い      →拡幅 

傾斜地          →滑り止め、排水施設 
根かせでも不等沈下が想定 
される          →軟弱地盤対応基礎 
 

登山道「工法選定

フロー」より木道

を選択 

探勝歩道「工法選定

フロー」より木道を

選択 

園地「設計の考え方」より木道を選択 
・自然観察など利用性の向上 
・泥濘の回避など利用者への配慮 
・湿原等の貴重な植生等を利用者の踏圧

から守り、植生破壊や洗掘を防止 

構造型 

据置型 
 

 

【主なバリエーション及び付帯施設等】 

車いすの利用    →有効幅員 1.2ｍ以上 

車いすと人のすれ違い→有効幅員 1.5ｍ以上 

車いす同士のすれ違い→有効幅員 1.8ｍ以上 

利用者数が多い   →拡幅 

根かせでも不等沈下 
が想定される    →軟弱地盤対応基礎 
車いすの利用がない →地覆の省略可 

 

ユニバーサル型 



 

 歩道 81 
  

（ⅱ）配置・線形・高さ 

 
（解説） 
木道の整備に当たっては、踏圧による植生への影響防止、ぬかるみ部の回避、路線からの

はみ出し防止、眺望や観察のための場所の制限などの観点から配置・線形・高さ等を検討す

る。また、自然観察等を目的とする探勝歩道や園地に設置する木道においては、草花の観察

の場所の確保や観察のしやすさ、樹木に遮られずに眺望できる場所の確保などを考慮し、木

道の配置、線形、高さを定める。 
（１）配置 
本来、木道は踏圧から植生を守ったり、歩きやすくすることを目的に設置するものである。

しかし、傾斜地に木道を配置した影響により洗掘が進み植生が失われたり、傾斜地や樹林地

などでは滑りやすく歩きにくくなることがある。そこで、木道や排水施設の設置に替えて近

自然工法を取り入れるなど木道以外の工法も検討する必要がある。そして、木道でなければ

ならない場所においては、木道の設置効果が十分発揮できるように配置を計画する。 
ユニバーサル型の木道では、わずかな沈下により車いすの通行が困難となる可能性がある

ことから、基礎構造による対応では沈下防止が困難な場合には、できる限り軟弱地盤を迂回

する。 
（２）線形・高さ 
連続して設置する木道は、自然景観へ影響を及ぼしやすい。自然地形に沿わせた線形や湿

原等の表流水を阻害しない高さの確保を図りながら、なるべく低い位置に設置することで自

然景観と調和させる。自然景観と調和しない連続する直線的な木道設置やスカイラインを遮

るような稜線上への木道配置はなるべく避けることが望ましい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・木道の配置・線形・高さは、草原、湿原等における踏圧からの浸食の回避、既に浸食が

広がっている歩道における踏圧による植生への影響防止、ぬかるみ部の回避、路線から

のはみ出し防止、眺望や観察のための場所の制限などの観点から定める。 
・木道は、効果が十分に発揮できるように配置するものとし、傾斜地において洗掘の恐れ

のある場所や滑りやすい場所などにおいては、他の工法も含めて対応を検討する。 
・木道の線形は、自然景観と調和させる。直線の連続する木道や景観への影響が大きい稜

線部における連続した木道の設置は避ける。 
・自然観察を目的とする探勝歩道や、誰もが利用することができる園地に設置する木道な

どにおいては、植物の観察や眺望を考慮して配置や高さを定める。 

樹木を避けて、緩やかな曲線とする

ことで景観に調和させている例  
尾瀬 NP 

床面が草丈より低く、柵がないため植物

を観察しやすくなっている例  
釧路 NP 
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（ⅲ）幅員 

 
（解説） 
（１）据置型及び構造型木道における有効幅員 

木道の有効幅員は、人ひとりが無理なく歩け

る 0.5ｍを標準とする。幅員 0.5ｍであれば人の

すれ違いは可能であるが、休憩場所や眺望地点

の近くにおいては渋滞することが多いため、す

れ違いのための退避場所の設置や複線化により

対応する。 
複線とした場合、荷物を背負った状態で支障

なくすれ違うことができることを考慮し、木道

間隔を 0.4m を標準とする。間隔を広げすぎた場

合は木道から木道への移動がスムーズに行えな

くなり、近すぎた場合はすれ違いの際に荷物が接

水みちとなっている歩道を覆うことに

より洗掘を防止している例  
中部山岳 NP 

（１）据置型及び構造型における有効幅員 
・据置型及び構造型の木道の有効幅員は 0.5ｍを標準とし、渋滞が多く発生する場所では

すれ違いのための退避場所を設置する。 
・さらにすれ違いが多い場合は複線とする。複線の木道間隔は 0.4ｍを標準とし、利用状

況等を考慮して木道の間隔を調整する。 
（２）ユニバーサル型木道における有効幅員 
・ユニバーサル型の木道の有効幅員は 1.2ｍを標準とするが、利用者の数や人と車いすの

すれ違いを考慮して、必要な場合は有効幅員 1.5m、1.8m 以上を確保する。 
・解説板など野外解説施設を設置する場所には、必要に応じて幅員を拡幅した観察場所

を設ける。 
・広幅員の木道を設置する場合は、自然景観への影響に十分配慮する。 

複線の例 尾瀬 NP 
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有効幅員 1.8m の例  
大雪山 NP 

触してしまうことがある。複線の代わりに幅員を広げることも考えられるが、複線の場合は

木道の間に植物が生育することが可能であることに対して、幅の広い木道は植生を面的に覆

ってしまうことにより自然景観への影響が大きくなるため、自然観察などで特にスペースが

必要な場合以外は、なるべく複線とする。 
 
（２）ユニバーサル型木道における有効幅員 
園地や探勝歩道のうち誰もが利用する場所においては、ユニバーサル型の木道を設置する。

車いすの通行を考慮して有効幅員を 1.2ｍを標準とするが、利用者が多い場合は、有効幅員

を利用者と車いすとのすれ違いを考慮する場合は 1.5ｍ、さらに利用者が多い場合や、車い

すと車いすのすれ違いを考慮する場合は 1.8ｍ以上とする。（第２部 第２章ユニバーサル

デザインⅣ－２車いすの走行特性と基本寸法 参照） 
解説板など野外解説施設を設置する場合は、人が滞留して渋滞が発生する原因となりやす

いため、必要に応じて渋滞を避けるために、木道を拡幅することにより観察場所を確保する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

有効幅員 2.0m の例  
阿蘇くじゅう NP 

木道にデッキを設け観察場所とした例 
  日光 NP 
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（ⅳ）構造 
（１）床板 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（解説） 
１）床板の寸法 
床板の寸法は、据置型及び構造型の木道においては、幅 240mm、厚さ 120mm、長さ

4,000mm の床板を２本並べて使用する例が多いが、相当の重量があるため人力による運搬

が困難となる。重機を使用することができない施工場所などでは、部材のサイズや長さを小

さくして運搬しやすくするなどの工夫が必要である。近年、間伐材を利用した 120×120mm
の角材を４本並べた床板が施工される事例がある。120×120mm の角材は、経済性、流通

性に優れ、基本的に芯持材となることから曲りが少ないなどの利点がある。 
２）床板の長さ 
床板の長さは、4,000mm を標準としているが、傾斜や凹凸のある登山道では、長さを短

かくしたほうが地形に沿って設置しやすいことや、地域によっては 4,000mm の木材が入手

しにくい場合があるため、4,000mm の他に定尺で流通している 3,000mm や 2,000mm な

どの木材から選択する。 
 

１）寸法 
・床板の寸法は、地形、人や積雪の荷重、登山靴やストックによる摩耗や破損、施工性や

床板を取り替える際の運搬のしやすさ、経済性、流通性等を考慮して定める。 
２）長さ 
・床板の長さは、一般に流通している定尺の材料を基本として、設置する地形の状況、地

域での流通状況、経済性等を考慮して定める。 
３）厚さ 
・据置型及び構造型の木道における床板の厚さは 120mm を標準とし、ユニバーサル型木

道の床板の厚さは 60mm を標準とするが、強度を確認した上でこれよりも薄くすること

ができる。 
４）勾配 
・床板の縦断勾配は、滑りやすい場合があるのでなるべく設けないことが望ましい。 
・縦断勾配のある床板には滑り止めを設ける。 
・横断方向の勾配は設けてはならない。 
５）隙間 
・床板には、排水のための隙間を設ける。隙間の間隔はユニバーサル型では 5mm 未満、

それ以外では 10mm 以上とする。 
６）張り方 
・床板の張り方は、曲り角などにおいて劣化しやすい鋭角の部材が発生しないように工夫

する。 
・床板の張出しの長さは、反りや破損を防ぐために厚さ 120mm の床板では 450mm 以下、

厚さ 60mm の床板では 300mm 以下とする。これ以上床板を張出す場合は、反りやたわ

みを防ぐための処置を講ずる。 
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３）床板の厚さ 
床板の厚さは、据置型及び構造型の木道では積雪荷重を考慮して 120mm としているが、

横木の間隔が狭い構造としている場合や、積雪荷重が小さい地域において破損の恐れがない

と確認できる場合は、経済性に優れて流通性のある 60mm などの木材を使用することがで

きる。ただし、床板を薄くした場合、反りやたわみが発生しやすくなるため、横木や根太か

らの突き出し長さを短くするなどの配慮が必要である。なお、ユニバーサル型の木道は、根

太の間隔が狭く、積雪時にも除雪が行われることを前提として、床板の厚さの基準を 60mm
としている。 
４）床板の縦断勾配 
床板は滑りやすいため、なるべく勾配を設けないことが望ましい。床板の縦断勾配はユニ

バーサルデザインの基準を参考に５％以下を標準とし、短い区間に限り８％以下とする。（第

３部 第２章園地 Ⅱ－⑤ 園地におけるユニバーサルデザインの配慮事項 参照） 
滑りやすい場所や床板に５％以上の勾配が生じたときには、滑り止めを設ける。ユニバー

サル型の木道の場合は、車いすの使用が可能な凹凸の小さい滑り止めとする。地形に基準値

以上の勾配がある場合は、段差を設けたり、ルートを変更することで床板の勾配を基準値以

下にする。 
５）床板の隙間 
床板の隙間は、床板を乾燥状態に保つため及び木材の伸縮を吸収するために設けている。

ユニバーサル型の木道では、子どもの指やハイヒールが隙間に挟まらないように５mm 以

下とする。据置型及び構造型の木道では排水性を優先し、10mm 以上の隙間を設けること

が望ましい。 
６）床板の張り方 
木道の曲り角では、イレギュラーな形の床板が必要となる場合があるが、鋭角の床板は腐

りやすく破損しやすいことから、床板が鋭角にならないように張り方を工夫する。 
床板の張出しは、長すぎると暴れが目立ち、つまずきなどの原因になるため、厚さ 120mm

の床板では 450mm 以下、厚さ 60mm の床板では 300mm 以下とする。それ以上の張出し

には、ぶれ留などの対応が必要である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

張出しが長いため、床材が反って暴れている例 
知床 NP 

施工性を向上させるため、登山道において床板

の有効厚を 60mm とした例 
中部山岳 NP（黒菱唐松岳線歩道） 

600mm 
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（２）支柱及び基礎 

 
（解説） 
１）横木及び支柱の数 
湿原など軟弱地盤に設置する据置型の木道や構造型の木道では、１スパンあたり横木を４

ヶ所（支柱８本）とすることで安定して床板を支えることができる。横木を３ヶ所（支柱６

本）にするとシーソーのような挙動をする可能性があるため注意を要する。 
地形に凹凸や傾斜のある登山道においては、横木を２ヶ所（支柱４本）とすることで、比

較的容易に床板を平らに張ることができる。１スパンあたり横木を４ヶ所（支柱８本）設置

した場合、床板を平らに張るための高さの調整が非常に困難なため注意を要する。 
２）支柱の根入れ 
湿原などの軟弱地盤において構造型の木道及びユニバーサル型の木道を設置する場合は、

凍上深度を考慮して支柱を長くしたり、根かせの数を増やすことにより、木道の浮き上がり

や沈下を防ぐ。特にユニバーサル型の木道では、沈下により床板に傾斜が発生することは適

切ではないため、支柱の延長や根かせの増設などに加え、軟弱地盤に対応した基礎工法を採

用することによって基礎の沈下の防止に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・木道の支柱及び基礎は、自然植生への影響を最小限に抑えるために、据置型の木道では、

直接横木を地面に置く構造、構造型の木道及びユニバーサル型の木道では、支柱を直接

地面に打ち込み、支柱の摩擦と地表に設置する根かせによって荷重を地面に伝える構造

とする。 
・水位上昇などで木道が浮いてしまう場所では、据置型の木道に代えて構造型の木道にす

るなど、浮力に対する対策を行う。 
・横木及び支柱の数は、地形や地盤の状況を考慮し、床板が安定するように定める。 
・支柱の根入れは、支持地盤深さ以上とすることが望ましい。軟弱地盤に木道を設置する

場合は、沈下や凍上を防ぐために、支柱の延長、地際への根かせの設置、沈下に強い基

礎の採用等の沈下対策を行う。 
・積雪地の傾斜地などでグライド圧が想定される場所に設置する据置型の木道においては、

木道の横ずれを防止するための杭を設ける。 
・植生等への影響を低減するために、基礎、支柱等の長寿命化を検討する。 

軟弱地盤に適した基礎を採用した例 
知床 NP 

根かせにより支持を強化した例  
釧路湿原 NP 
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３）据置型木道の移動防止 
傾斜地に設置された据置型の木道において

は、グライド圧（積雪による横からの圧力）

によって木道が移動することがある。また、

湿原等における据置型の木道においては、増

水によって浮きあがることがある。このよう

な場合は、横木を杭で留めることにより木道

が移動することを防止する。 
特に湿原などで増水しやすい場所や表流水

がある場合は、木道が流されることや表流水

を遮ることによって植生に変化が生じないよ

うに据置型の木道に替えて構造型の木道を設

置する。 
４）自然環境への配慮 
木道工事の際、仮設や踏圧などにより植生に影響を及ぼす場合があるため、長寿命化によ

り工事の頻度を低減することや地面を床掘しない工法を採用することで植生の保護に努め

る。園地などで貴重な植物が生育しない場所では、経済性や長寿命化の観点から景観への影

響に配慮しながら寿命の長いコンクリートブロック基礎などの工法を検討する。 
 
 
（３）接合部 
 
 
 
 
 
 
 
（解説） 
１）部材の接合方法 
木道の部材の接合には、ボルト、コーチスク

リュー、木ねじ、釘、金物などを使用する。従

来から据置型の木道などで使用されているかす

がいや釘は、簡単な道具により打ち込むだけで

施工、維持管理ができる反面、木道の動きで緩

みやすいため、近年、ボルト、コーチスクリュ

ー、木ねじ、金物を用いた施工が多くなってい

る。 
ボルトは、横木と支柱の接合などに使用する。

ボルトの使用に当たっては、木材が乾燥収縮して

緩む場合があるため、緩みを防止するために座金、

Ｕナット、ナイロンナット、ダブルナットなどを

グライドを防止する木杭を設けた例（荷重を

支える支柱としては機能していない）  
尾瀬 NP 

積雪によりボルト（M12）が曲がり、かす

がいがぬけかかっている例 
磐梯朝日 NP 

・木道の部材は、堅固に接合する。 
・使用する接合部材や規格は、接合部材の機能や維持管理を考慮したうえで定める。 
・横木や大引と柱をつなぐボルトは、積雪荷重によって曲がる場合があるため、十分な強

度を持ったボルトを使用し、木材の収縮によりボルトが緩みやすい箇所には緩み対策を

施す。また、かすがいや釘は、維持管理を考慮したうえで使用する。 

グライドを防止する木杭を設けた例（荷重を

支える支柱としては機能していない）  
尾瀬 NP 
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リブコーナーの形状 

使用し、維持管理において締め直しをする必要がある。また、多雪地においては想定外の積

雪荷重やグライド圧によりボルトが曲がって破損してしまう例があるため、荷重がかかりや

すい部分は M12 から M16 に規格を上げるなど十分な強度を持たせる必要がある。 
床板を取り付ける場合には、コーチスクリュ

ーや木ねじを使用する。コーチスクリューは、

比較的厚い床板の取り付けに使用する。頭部が

ボルト状であるため座彫が必要となる。木ねじ

は、60mm 以下の比較的薄い床板の取り付け

や金物の取り付けに使用する。 
木道に使用される金物には、フラットバーや

リブコーナーがある。フラットバーは床板同士

の接合、リブコーナーは床板と横木の接合など

に使用する。 
かすがいは、維持管理における使用を基本と

し、木道整備で使用する場合は利点欠点を十分

考慮する。 
 
２）接合における配慮事項 
ボルト、コーチスクリュー、木ねじの使用に当たっては、維持管理において電動ドライバ

ーの使用が可能な状況か確認のうえ採用する。床板の接合に特殊な形状の木ねじを使用した

場合、維持管理において特殊な工具が必要になるため注意を要する。 
海岸線や火山性ガスの発生する地域では、金物が腐食しやすく、場合によっては、木材よ

りも早く腐食してしまうことがあるため、ステンレス製の金具を使用するなどの腐食対策を

施す。特に火山性ガスの発生が激しい地域では、ステンレスでも腐食してしまうことがある

ため、ボルトの座彫をキャップで塞いだり、コーティングを施すなど、直接金具が火山性ガ

スにふれないように入念な対策を施す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（用語） 
ボ ル ト：木道では横木や大引と支柱との接合などに用いられている。規格は JIS で定められ

ており、M12、M16、M24 などのボルトが主に使用されている。 
ナ ッ ト：ボルトなどのおねじ（雄ネジ）部品と組合わせて使用する締結部品。一般には形状

が六角柱をした六角ナットを指す。緩みを防止するためのＵナット、ナイロンナッ

特殊なネジの例 
釧路湿原 NP 

火山性ガスにより銅板が腐食した例 
阿蘇くじゅう NP（砂千里） 
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トなどがある。 
コーチスクリュー：レンチ等で締め付けるネジ。木道では 60mm 以上の厚い床板を取り付ける

場合に使用することが多い。 
かすがい：コの字状の接合金物で、木道では床板を横木や支柱に接合するために使用している。 
金 物：かすがいに替わり、木材の接合に使用する。床板を横木等に接合する際にリブコー

ナーを、床板同士を接合する際にフラットバー（ＦＢ）などが使用されている。 
座
ざ

  彫
ぼり

：ボルトやコーチスクリューの頭部を木材に埋め込むための彫り込み。つまずきを防ぐ

ために床板に施されることが多い。 
 
 
（４）滑り止め 
 
 
 
 
 
 
 
 
（解説） 
１）滑り止めの設置 
床板は、表面のぬれ・凍結、落ち葉・コケ・泥の付着、摩耗等よって滑りやすくなる場合

があるため、滑りが予想される傾斜地や乾燥しにくい日陰などに設ける木道には滑り止めを

設置する。 
ユニバーサル型の木道は、隙間を開けた横張の板が滑り止めの役割を果たしている場合も

あるが、滑りやすい場所には誰もが安全に利用できるように十分配慮し、車いすの使用が可

能な凹凸の小さな滑り止めを設置する。 
２）滑り止めの種類 
滑り止めには、床板を彫り込む方法や、桟木を設置する方法などがある。彫り込みは構造

が単純であるが目詰まりを起こしやすく、桟木は効果は高いが外れやすくつまずきやすいな

どの特徴がある。滑り止めは、彫り込みと桟木が一般的であるが、それ以外にもゴムや砂を

施した桟木などさまざまな種類があるため、滑り止めの性能、耐久性、自然景観との調和、

維持管理のしやすさなどを考慮に入れて選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・据置型及び構造型の木道において、傾斜地、木陰など滑りやすい設置環境の木道には滑

り止めを設ける。 
・設置場所や維持管理の状況に応じて滑り止めを選択し、彫り込みの深さや幅、桟木の寸

法・素材・取り付け方法などを定める。 
・滑り止めのピッチは、歩幅などを考慮して定める。途中でピッチが変化すると歩行しに

くい場合があるため、ピッチは一定にする。 

彫り込みの例 
中部山岳 NP 
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３）滑り止めの取り付け方法 
桟木の取り付け方法は、主に釘と木ねじがある。釘は、施工・維持管理が容易であるが、

桟木が外れて釘だけが残った場合に事故の原因になること、木ねじは施工・維持管理の際に

電動工具が必要となることなど、それぞれの特性があるため、施工状況や管理状況を考慮し

て取り付け方法を決定する。 
４）滑り止めのピッチ 
滑り止めのピッチは、標準的な歩幅によって定められ、@500mm とすることが多いが、

ピッチを@150mm 程度に細かくすることで様々な状況に対応できる場合がある。歩幅は、

大人と子供、上り下り等による差があるため利用状況に応じてピッチを調整する。また、木

道の端部や勾配の変化点などでピッチが変わった場合につまずきやすくなることがあるた

め、なるべく一定にすることが望ましい。 
 
（用語） 

彫り込み：床板を凹状にカットする方法。桟木に比べメンテナンス性に優れるが、落ち葉や

土によって目詰まりしやすい。@150mm~@500mm、深さ 10~15mm の施工例が

ある。 
桟  木：床板を凸状に加工する方法。彫り込みに比べ滑り止めの効果は高いが、摩耗や脱

落がある。摩耗しにくいように栗材を使用した例、脱落しにくいように掘り込み

に桟木を設置する例がある。 
 
 

桟木の例 
上信越高原 NP 

桟木に砂を付着させた特殊な滑り止めの例 

中部山岳 NP 
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（５）地覆 

 
（解説） 
地覆を設けた場合、落ち葉などが溜まり排水しにくくなる場合があるため、排水のために

地覆と床面との隙間は最低でも 50mm、可能であれば 100mm 程度開けることが望ましい。

また、地覆を設けた場合でも、将来的な修繕等において床板を取り替えやすいように、地覆

を支える駒材の取り付け方を工夫する。 
地覆は、連続して設置するために自然景観へ影響する場合があるが、自然景観と調和を図

るために半割丸太を使用した例がある。また、休憩場所においてベンチとして利用できるよ

うに工夫した例などがある。 
動植物の観察などの利用を目的とした木道では、木道に柵類を設置することは好ましくな

いが、ユニバーサル型の木道において地面との間に著しい高低差が生じた場合は、地覆に替

えて転落防止柵の設置を検討する。縦断勾配が続く場合は地覆に代えて手摺の設置を別途検

討する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（用語） 
駒
こま

   材
ざい

：地覆を支えるために床板や支柱に取り付ける部材。 
転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

：転落防止のために設置する柵。 
（第３部 第１章 Ⅱ－３－１（ⅴ）（４）柵 参照） 

手
て

   摺
すり

：スロープや階段において歩行の際の補助施設として設ける。お年寄りの場合は

H0.75ｍ～0.85m 程度が適正とされている。 
侵 入
しんにゅう

防止
ぼ う し

柵
さく

：貴重な植生等への侵入を防止するために設ける。 
 
 
 

半割丸太を使用し自然景観と調和させた地覆の例 
  中部山岳 NP（上高地） 

床板と地覆の間にごみが詰まるのを防ぐために隙

間を設けた例 

・ユニバーサル型の木道では、車いすの脱輪を防止するとともに、利用者の視線を適切に

誘導し安全性を確保するために地覆を設ける。 
・地覆を設置する場合、排水性を確保するために床面との間に隙間を設ける。 
・地覆を取り付ける場合には、床板の取り換えが容易になるよう地覆の接合方法を工夫す

る。 

50mm 以上 

駒駒材 
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（ⅴ）材料 
（１）国産材 

 
（解説） 
木道では、一般にスギを使用することが多いが、北海道ではカラマツ、トドマツ、福島県

ではカラマツ、長野県ではカラマツ、石川県では能登ヒバ、三重県ではヒノキを使用した例

がある。一般的に、カラマツは強度が高い、ヒノキやヒバは耐腐朽性に優れている、スギは

加圧式注入処理がしやすい（第４章Ⅱ－１参照）などの特性があるため、特性に応じた環境

や使用部位を考慮のうえ使用することが望ましい。 
また、近年では、間伐材の利用が一般的になっている。寸法は限られるが、必然的に芯持

材となるため曲がりにくいなどの利点がある。間伐材を利用するために、床板の断面を厚さ

120×幅 250mm から 120×120mm×２本の構造とした例などがある。 
カラマツ、トドマツ、能登ヒバなどの地域産材を使用する場合は、流通が限られている場

合があるため、工期内で調達し、加工や加圧式注入処理を行い、現場へ運搬して施工するこ

とが可能なのか、計画・設計に当たって確認する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・木道の材料は、風土と調和するように地域産材等の利用を標準とする。 
・木材は、種類によって、強度、耐久性、変形、耐腐朽性、木材保存剤の加圧注入のしや

すさなど性質が異なるため、使用する環境や部位を考慮して選択する。 
・木材は、地域によって流通する樹種が異なるため、流通する樹種を確認したうえで経済

的な木材を使用する。特に地域産材を使用する場合は、流通量が限定されたり、価格の

変動が著しい場合があるため、工期内における調達・加工・施工が可能か、流通の状況

について確認しておく必要がある。 

間伐材を利用した床板の例（床板に 120×120mm の角材を使用している） 
上信越高原 NP （苗場山登山線歩道） 
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（２）国産材以外の材料 

 
（解説） 
木道の整備は、踏圧や床掘などにより自然植生へ影響を与えることが多いため、木道の長

寿命化を図ることにより工事頻度を減らすことを目的として、木材よりも耐腐朽性が高い材

料、軽くて強度がある人工材料、外国産材等の使用等を検討する。 
沖縄県など高温多湿な地域では、木材の腐朽が極端に早く、またシロアリによる被害も多

いため、木材による木道整備が困難な場合がある。このような地域で木道を整備する場合は、

自然景観との調和に配慮しながら人工材料等の使用を検討する必要がある。 
人工材料等の使用部位は、自然景観が損なわれないように、視認性が低い根太、大引、基

礎部などに限定することが望ましい。 
人工材料等の使用事例としては、重機を使用することができない湿原に設置する柱間隔の

長い木道において、耐久性が高く軽量で人力運搬が容易な GRP 製の長尺の大引などが用い

られている例、木道の下部植生に光を当てるために鋼製グレーチングの床板を使用した例な

どがあるが、使用に当たっては、風景への配慮や適切な維持管理が必要である。 

人工材料等には、様々な種類があり、また実績の少ないものもあるため、採用に当たって

は、紫外線や温度の変化による劣化、火山性ガスなどによる機能の低下、化学物質の溶出に

よる動植物への影響、再整備時の撤去・処分方法等を十分に考慮する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

耐久性が高く、軽量で人力運搬が

容易な GRP を使用した例 
 日光 NP（戦場ヶ原） 

高温多湿な地域において柱及び大

引に GRP を使用した例 
国指定漫湖鳥獣保護区 

・耐腐朽性の向上等による施設の長寿命化により工事頻度を減らすことなどで、植生への

影響を低減することができる。そのため、高温や多湿で木材が腐朽しやすい地域等にお

いては、自然景観との調和に配慮しながら人工材料等の使用を検討する。 
・人工材料等は、主に、横木、根太、大引、基礎部など視認性が低く、自然景観への影響

を最小限に留めることのできる部位に使用する。 
・人工材料等の使用に当たっては、自然景観への影響、施工後の劣化による機能の低下、

適切な維持管理、再整備時の撤去・処分方法を十分に考慮する。 
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（用語） 

GRP：GlassFiber Reinforced Plastic の略。繊維強化プラスチック FRP のうち、ガラス繊維

を強化材に用いたもの。耐腐食性があり、軽量で強靭な性質を持つ。 
 
 
（３）保存処理材 

 
（解説） 
木道整備の際、踏圧や床掘などにより自然植生へ影響を与えることが多いため、木道の耐

腐朽性の向上・長寿命化により工事頻度を減らすために、木道の木材には木材保存剤の加圧

式注入処理を施すことを基本とする。ただし、湿原等における木材保存剤の使用による植生

への影響が懸念されるために、地域において保存処理に関する規定が設けられている場合や、

最終的に部材を撤去することが困難で、恒久的な残置が想定される場合などにおいては、加

圧式注入処理を施さない無垢の木材を使用することができる。 
木材保存剤の加圧式注入処理による注入性状は樹種によって異なり、浸透性が低いカラマ

ツでは処理基準を JAS K4 と指定した場合においても木材保存剤が浸透せず、JAS K3

植生への採光のため床板に鋼製グレー

チングを使用した例  
利尻礼文サロベツ NP（円山園地） 

・木道に使用する木材は、長寿命化を図るために木材保存剤の加圧式注入処理を施すこと

を基本とする。 
・保存処理材の性能は、材質、形状、地域の加工工場の状況等を考慮し、処理が可能な場

合は JAS K4（AQ1 種）を基本とする。保存処理材の性能の指定に当たっては、木材

の種類によって、加圧式注入処理の注入性状に違いがあることを考慮する。 
・加圧式注入処理を施す場合には、木材の調達及び加圧注入後の乾燥に要する時間を十分

に見込んでおく。 
・加圧式注入処理に当たっては、浸透効果を高めるためにインサイジング加工を検討する。 
・保存処理材を現地等において加工する場合には、表面処理用木材保存剤を塗布する。 
・火山性ガスが発生する地域において、銅を含有する ACQ などの木材保存剤は変色する

場合があるため注意する。 
・維持管理において、塗り替え等のメンテナンスが可能な場合は、木材保護着色塗装の使

用による長寿命化を検討する。 
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レベルとなることがあるため、樹種と処理可能レベルを確認しておく必要がある。 
木材保存剤を十分に浸透させるためには、インサイジング加工が効果的である。ただしイ

ンサイジング加工を施すことにより木材の表面に無数の刺傷が残ることを考慮する必要が

ある。 

加圧注入処理やインサイジング加工に当たっては、設備を備える工場は限られているため、

施工する地域周辺における工場の有無や、運搬、加工、乾燥に要する時間などを事前に見込

んでおく必要がある。 
保存処理材を現場等において切断・穴あけ等の加工をしたときは、必ず切断面に表面処理

用の木材保存剤を塗布する。 
火山性ガスが発生する地域においては、銅を含有する ACQ などの木材保存剤は黒く発色

することがあるため、銅を含有しない木材保存剤を用いるなど対応を検討しておく必要があ

る。 
 保存処理材は、比較的メンテナンスを必要としないが、塗り替えなど十分なメンテナンス

が可能な場合は、長寿命化や経済性などの観点を考慮のうえ木材保護着色塗装を検討する。 
保存処理材の詳細は、第２部 第３章 施設の長寿命化 p10～20 参照のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

火山性ガスによる加圧注入材の変色 
日光 NP 

インサイジング加工の例 
知床 NP 
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（４）表面仕上げ・表面加工 

 
（解説） 
１）表面仕上げ 
誰もが利用する園地などにおける手のふれる手摺などの部分は、プレーナー加工や円柱加

工でもささくれ立つことがあるため、サンダー掛けや塗装を施すことを検討する。加工後も

老朽化に伴いささくれ立つことがあるので、メンテナンスを行う必要がある。 
２）表面加工 
木道の表面加工は、寸法の精度を維持し施工性を向上させるために、工場で表面をプレー

ナー加工や円柱加工を施すことが一般化している。しかしながら、プレーナー加工や円柱加

工は表面が平滑になることから木材本来の素材感が十分に表れないことや、材料単価が上が

るといったマイナス面もある。工場でプレカットのうえ現場で組み立てる木道整備において

は、品質を確保するためにプレーナー加工及び円柱加工が必要となる場合があるが、自然な

テクスチャーを重視する場合、精度が求められない場合、経済性が求められる場合などは表

面加工を行わない簡易な仕上げとするなど、木道の表面加工は、施工性、安全性、自然性、

経済性を考慮して定める必要がある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（用語） 

プレーナー加工
か こ う

：板や柱の表面を専用の機械で削り、平滑に仕上げる方法 
円 柱
えんちゅう

加工
か こ う

：丸太の表面を専用の機械で削り、円柱状に均一な寸法に仕上げる方法 
 

ささくれ防止のため、円柱加工の柵に目立た

ないように保護塗装を行った例  
知床 NP 

円柱加工を行っていない杭の例 

・木道の表面仕上げ・表面加工は、施工性、安全性、自然性、経済性を考慮して定める。 
・根太、大引、根かせなど手をふれない部材については、経済性を考慮して、表面加工を

行わない簡易な仕上げを検討する。 

・施工性、安全性を考慮する場合はプレーナー加工及び円柱加工を行う。 
・手摺りなど利用者が手をふれる部材には、プレーナー加工や円柱加工のうえ、ささくれ

防止のためのサンダー掛けや塗装を検討する。 
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（ⅵ）設計段階における施工の配慮事項 

 
（解説） 
木道は、湿原や山岳地などに長距離にわたって整備されるため、車両や重機を使用するこ

とができず、ヘリコプターでの資材運搬や人力での小運搬及び施工となることが多い。ヘリ

コプターで資材を運搬する場合は、荷下ろし場所が限定されたり、人力施工の場合は、小運

搬の距離を少なくするために資材置き場を分散して設けることが必要となるほか、ヘリコプ

ターの騒音が動物の生息や繁殖にも影響を与えるため、運搬時期や経路にも注意が必要とな

る。また、貴重な動植物を保護し、自然観察のために木道を設置することから、周辺には貴

重な動植物の生育・生息・繁殖の場があり、シーズン中には多くの利用者がいる。木道の施

工に当たっては、このような状況を十分に配慮する必要がある。 
仮設や資材置き場は、施工に当たって必ず必要となることから、動植物等への影響が最小

限となるよう事前に仮設計画を立案する。特に広大な湿原などでは、簡単に足を踏み入れる

ことができるため、ロープを張るなどして工事範囲を明確にしておくことが望ましい。ただ

し、ヘリコプターで資材を運搬する場合は、気象の変化等により荷下ろし場を変更する場合

もあるため、柔軟性のある計画とする。 
動植物の生育・生息・繁殖の場への影響を抑え効率的な施工を実現するため、施工した木

道を運搬経路や資材置き場として活用するなど、施工方法の工夫などについて十分に検討す

る必要がある。 
施工期間は、利用シーズンの前後、積雪期以外、植物の活動が休止する冬季などが多い。

特に寒冷地の湿原では、地面が凍結した期間の方が重機の搬入が容易で床掘しやすい場合も

ある。いずれにしても、施工期間は限定されるので、工事発注や材料の調達、施工準備に係

る期間などを十分に配慮した計画とする必要がある。 
木道の整備では、施工場所の周辺が動植物の生育・生息・繁殖の場であることが多いので、

計画・設計段階において、動植物の種類や位置などに関する情報を作業員に周知する方法に

ついて検討する必要がある。 
 

・木道を整備する場所は、動植物の生育・生息・繁殖の場であったり、厳しい自然環境であ

ることが多いため、仮設、運搬、施工方法、施工時期、自然環境への影響の低減について

十分な検討を行う。 
・施工には、必ず、仮設、資材置き場等が必要となるため、動植物への影響が最小限となる

ように、事前に詳細な位置等を定める。場合によっては施工した木道を運搬経路や資材置

き場に使用するなど、動植物への影響を最小限に抑えるような施工計画を立てる。 
・施工方法については、特に重機による施工範囲、人力による施工の方法等を検討しておく。 
・施工時期は、利用繁忙期を避けて、動植物への影響や施工性を考慮して定める。 
・施工に当たり貴重な動植物の位置などの情報を作業員に周知する方法等を計画・設計段階

において検討する。 
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第２章 園地 

Ⅰ 園地に関する基本方針と園地のタイプ 
Ⅰ－１ 園地の適用範囲 

本指針は、自然公園等の園地に適用する。ただし、地域の特性、その他の事情により適用しがた

い場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重する

ものとする。 
（解説） 
本指針における自然公園等の園地とは、自然公園等事業としての整備に係る自然公園内の園地であ

り、その定義は、「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15 年 5 月 28 日環自

国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第 1 条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項」で

次のように示されている。 
 （定義）公園利用者の散策、水遊び、ピクニック、デイキャンプ、風景観賞、自然観察等自然との

積極的なふれあいを図るために設けられる施設（園路、芝生地等）であって、一定の土地の広

がりを有するものをいう。 
（計画上の留意事項）もっぱら水泳又は潜水を行うために設けられる施設は水泳場とする。 
（園路の定義と留意事項） 

    公園利用者の園地内の移動、散策、自然観察等のための徒歩利用の用に供される施設をいう。

多様な利用者層を想定し、自然環境の保全への十分な配慮を行った上で、快適性、安全性を一

定程度確保するものとする。必要に応じて、路面舗装やバリアフリー化を進めるものとする。 
 
 また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自計

第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、休憩所、展望施設、案内所、野外の運動施設（小規模なも

のに限る。）、水泳場、舟遊場（小規模なものに限る。）、駐車場、公衆浴場、公衆便所、野外劇場及び

植生復元施設を付帯施設とすることができる。 
 
Ⅰ－２ 園地に関する基本方針 

自然公園等の園地は、利用者が自由に休息、散策、ピクニック、風景観賞、自然観察などを 
楽しみ、自然とふれあい日常の緊張をほぐすことができる場として整備する。 
このため、自然公園等の園地は、自然とのふれあいを通じて自然への理解を深めことができるよ

う、その地区の自然環境と特性に対応する諸施設を整備する。 
園地における諸施設は、生物多様性の確保や自然環境の保全に資するよう整備するとともに、さ

まざまな利用者が良好な自然環境の中で安全、快適に利用できるよう整備する。 
 
（解説） 
園地は、一般的には一定の広がりをもった総合施設であり、山岳、高原、丘陵、河川、湖沼、海浜、

森林、草原等の多様な自然とふれあい、自然の風景を楽しみ、自然の中で日常の心身のリフレッシュ

を図るために諸施設を整備するものである。 
自然公園等の園地は、良好な自然環境等の立地条件を活かし、優れた自然風景を楽しむとともに、

利用者が自分の体で直接自然にふれ体験することを本旨として、休息、休憩、散策、遊び、食事、ピ

クニック、デイキャンプ、風景観賞、自然観察、ときには軽運動などができるよう整備を図るもので
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あり、整備に当たっては利用者の満足度を高めることができるよう、魅力的な風景や空間の整備に努

める。 
 このため、園地を整備する地区の植生、地形、地質等の自然的条件や利用ニーズ、利用状況等を十

分把握し、園地の位置付け、目的、機能を明確にして、自然環境や風景を保全しつつ付加価値を高め

る諸施設を整備する。 
 また、園地の利用者は、場所により小さな子どもたちから若者、高齢者、障害者まで幅広く、構成

的にも単独での利用、家族利用、グループ利用、団体利用など多様であることから、極力ユニバーサ

ルデザインを取り入れるとともに、立地条件、利用者の状況に応じた適切な整備を行うことが重要で

ある。 
 
Ⅰ－３ 園地のタイプ 

本指針では、自然公園等の園地を設置目的、利用形態、機能等の相違により、便宜的に 
  １）ピクニック園地 
  ２）展望園地 

   ３）探勝園地 
の３つのタイプに区分する。 

（解説） 
自然公園等の園地は、立地する環境の自然的構成要素が良好な状態に維持され、周辺一帯を含めた

生物の多様性の確保が図られるとともに、自然との豊かなふれあいが保たれるよう配慮する必要があ

ることから、その整備に当たっては園地の設置目的、利用形態、機能等に応じて区分された園地のタ

イプの中から該当するタイプを選定する。 
園地のタイプの選定に際しては、計画地の環境の自然性、脆弱性、復元力等の立地特性や自然の資

質によって計画の自由度や制約条件が異なることに留意し、利用形態による環境への負荷の大きさ、

園地の整備に伴う改変の度合いや自然とのふれあい活動の可能性等を考慮して選定する。 
なお、この園地のタイプは、計画・設計上、概念的に区分するものであり、複合的な機能を有して

いたり利用者によって利用目的が異なるなど、実際の園地の性格や利用実態と必ずしも一致するもの

ではない。 
立地環境、対象利用者、利用ニーズ等計画地の特性に対応し、自然との積極的なふれあいを推進で

きる園地となるよう、計画・設計する。 
 
園地のタイプ区分の概念は、次のとおりである。 
１）ピクニック園地 

  ・ 自然環境の良好な野外で行うレクリェーション活動としてのピクニック、休憩、散策、軽運

動、軽飲食、自然探勝等多様な利用を行える比較的広い面積の園地。 
 ・ 地形、周囲の環境、用地規模等の土地の条件によって展望園地、探勝園地の機能を複合する

ことがある。 
  ・ 集団施設地区のように多様な利用者が比較的長時間にわたって利用するところが多い。 
２）展望園地 
・ 雄大な自然風景、優れた自然景観の観賞利用を主目的とする比較的小面積の園地。 
・ 休憩、散策等の利用を伴うが、とくに眺望を楽しむための施設を中心とし、自然地形を活か

して整備する。 
・ 比較的短時間に、集中的に利用するところが多い。 
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３）探勝園地 
・ 良好な自然環境の中で、一定時間内に自然探勝、風景観賞、自然観察等の周遊利用を行える

比較的広い面積の園地。 
・ 自然環境をできるだけ改変せず、園路（歩道）により興味地点、興味対象を結び、自然解説、

自然教育等にも対応する機能をもつ。 
 

表 1 園地のタイプ区分 

タイプ 概       要 主要施設 

ピクニック園地 

 ピクニック、休憩、散策、自然観賞等多様な利用を行

える比較的広い面積の園地。 
 立地条件によって複数の機能が複合することがあり、

多様な利用者が比較的長時間にわたって利用するとこ

ろが多い。 

 広場、園路、 
 休憩所、公衆便所、 
 駐車場、修景施設 

展 望 園 地 

 自然風景・景観の観賞利用を主とし、休憩、散策等の

利用も行える比較的小面積の園地。 
 自然地形を活かした眺望を楽しむための施設を中心

とし、比較的短時間に集中的に利用するところが多い。 

 展望施設、園路、 
 休憩所、公衆便所、 
 駐車場、修景施設 

探 勝 園 地 

 一定時間内に自然観察、自然探勝等の利用を行える比

較的広い面積の園地。 
 園路により興味地点、興味対象を結び、自然解説、自

然教育等の活動にも対応する機能を持つ。 

 園路、休憩所、公衆   
便所、自然観察施設、

解説標識 
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Ⅱ 園地に関する技術指針 
Ⅱ－１ 園地の計画・設計に際しての基本的配慮事項 

自然公園等の園地は、「Ⅰ－２ 園地に関する基本方針」に基づき計画目的に適合した位置、規模、

構造及び形態とするとともに、諸施設の集合で成り立つものでもあるので、それぞれの施設ごとに構

造物に関する一般的基準に基づくほか、機能的一貫性と形態的統一性を保つように配慮し、整備が自

然環境を損なわないように生物多様性の確保と自然環境の保全に配慮した計画・設計とする。 
また、安全性・快適性の確保並びに景観や多様な利用者に配慮したユニバーサルデザインの推進、

自然エネルギーの利用など地球環境保全への寄与を考慮した設計とする。さらにハードとソフトの補

完、完成供用後の適切な維持管理により公園の質が高まり、その質を持続できる施設とする。 
 再整備に当たっては現況の利用状況（利用実績、利用者ニーズ等）、維持管理状況等を踏まえ適正な

規模、施設、管理方法（ソフト）等の再検討を行う。 
（解説） 
園地の計画・設計作業、再整備検討に当たっての基本的な配慮事項の要点としては、次のような事

項があげられる。 
（１）良好な自然とのふれあい空間の確保と風景の提供を実現する 
・対象となる園地の自然的条件や利用ニーズ、利用状況等の特性に対応し、良好かつ快適に自然とふ

れあえることができる園地を計画する。 
・園地により、求められる機能は大きく異なることから、利用者のタイプや利用状況等を把握し、利

用者の満足度を高めることができるよう、魅力的な空間の整備と風景の提供に努める。 
・利用者にどのような自然とのふれあい体験や自然学習の機会を提供するか、どこからどのような風

景を提供するかを計画・設計の中で検討する。 
 
（２）生物多様性の確保と自然環境の保全に配慮する 
・自然環境に悪影響を及ぼすような改変は極力抑え、施設の配置による生息地の分断など生物多様性に

悪影響が生じないよう計画、設計とする。 
・樹林地や草地における整備に当たっては、設計段階から、個々の樹木や草株の伐採、除去、損傷をで

きるだけ避けることとし、改変の必要がある場合は、移植、仮植、表土の保全活用等による復元を検

討するとともに、群落としての保全が保たれるよう配慮する。 
・現存植生を尊重するとともに、造園的整備を行う場合は刈り出し、植え足しを基本とし、生物多様性

の確保の観点から、生態系レベル、種レベルでの多様性への影響の回避とあわせて、種内レベルでの

影響にも配慮し、修景に用いる植物は、当該地に生育している種類と同じものとするほか、地域や場

所によっては遺伝子レベルでの交雑が起こらないよう注意する。 
・計画対象地の持つ自然環境の許容量と利用者数から導いた規模とのバランスがとれた適正な計画、設

計とする。 
 
（３）景観への影響低減及び施設の機能・形態の統一性に配慮する 
・自然が主役であり、施設自体は脇役であることを十分認識し、施設の整備に当たっては、施設の位置・

形状が景観に重大な影響を与えないよう十分配慮する。 
・他の場所から園地が見える場合、周囲と調和するか、風景・景観の点景となるか、なるためにはどの

ように工夫すればよいか等について検討する。 
・園地は諸施設の集合により構成されることから、個々の施設の機能、機能から要求される形態を尊重
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しながらも全体として視覚的に統一感のあるものとする。 
・施設の意匠は、立地する地域の特性や景観、環境との調和に配慮し、木材及び地域産の石材など自然

素材、地域の素材の使用を検討する。 

 
（４）安全性、快適性の確保に配慮する 
・土地崩壊、地滑り、水害などが発生しない安全な場所を選定するとともに、計画対象地の立地条件を

十分に把握した計画とする。また、施設そのものも安全性を確保した設計とする。 
・施設の配置に当たっては、利用者の行動を予測し、利用動線を明確にし、利用の快適性を増す。 
・計画対象地のハザードとなる要因を排除しリスクを適切に管理する。 

・利用者に計画対象地の自然環境の重要性や魅力、危険箇所等を知らせることが、自然保護、利用促進、

安全性、快適性の確保やリスクの適切な管理につながることから、さまざまな情報提供施設の整備を

行う。 
 
（５）多様な利用者に配慮したユニバーサルデザインを推進する 
・園地は自然公園の中で歩道とともに中核的な施設の一つであり、多くの人々の利用があることから、

アプローチや各施設のあり方などを検討し、どの場所でどの程度配慮するかを明確にしてユニバーサ

ルデザインに配慮した計画・設計とする。 
 
（６）環境保全への寄与を考慮する 
・自然エネルギーの活用に適している場合、あるいは環境保全上特に慎重な配慮が必要な場合等、それ

ぞれの立地条件や地域特性を踏まえて、太陽光・風力・水力等の自然エネルギーの活用、汚排水の高

度処理、排出物・廃棄物のリサイクル化等、省エネルギーや環境負荷低減化など環境にやさしい施設

やシステムの導入を図り、地球環境保全に寄与する整備とする。 
・また、その仕組みや環境保全上の効用を積極的に紹介、解説することにより環境保全の普及啓発、環

境教育に活用する。 
・水循環、物質循環の観点から、園路等の舗装は、透水性舗装等により雨水を土壌に浸透させ積極的な

還元を図るほか自然材料、自然資源の活用等により自然への負荷の少ない施設整備とする。 
 
（７）ハードとソフトの相互補完により計画対象地の質を高める 
・利用のための施設（ハード）は、ソフト（管理運営や情報提供）と一体となることでより効果を発揮

することから、ハードの整備に当たっては、計画段階からソフトと関連付けたものとする。 
・園地における自然体験や自然とのふれあいなどが効果的に推進できる活動プログラムが実施できるよ

うハードとソフトの一体となった施設整備を行われるよう配慮する。 
 
（８）完成供用後の維持管理を考慮する 
・維持管理負担を軽減させるため、シンプルで無駄のない管理動線や施設の集約など、施設の規模や配

置を工夫する 
・イニシャルコストとランニングコストを合わせたライフサイクルコストの削減のため、長寿命化を図

ることとし、耐久性・更新性等に配慮して、施設の規模、構造、材料等の選定を行う 
・メンテナンスと維持管理のしやすさに配慮した整備とする。 
 
（９）再整備においては現況把握による課題や優位性の明確化、利用者ニーズを的確に把握する 
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・再整備の大きな利点は、供用されている既存の園地から有益な情報が得られることにある。特に利用

者ニーズや利用状況の把握は重要であり、管理運営者のヒアリングやアンケートの実施などにより、

利用者層、利用形態、施設要望、運営に関する要望、自然とのふれあい活動への参加状況や要望、計

画対象地の魅力や優位性・利点ならびに課題等、再整備に係わる事項について把握を行う。 
 
 
Ⅱ－２ 園地の計画・設計の考え方 
 Ⅱ－２－１ 園地のタイプと施設 
（ⅰ）園地の主要な施設の種類 

自然公園等の園地は、公園利用者の散策、休憩、ピクニック、風景鑑賞といった自然とのふれあい

を図るために設けられる広場、園路、休憩所等から構成される複合的な施設であり、一定の土地の広

がりを有する。 
園地の主要な施設には、広場、園路、展望施設、休憩所、便所、駐車場、修景施設等があり、関連

施設として野外卓、ベンチ、標識類、人止柵、車止柵等がある。 
 園地に求められる機能や基本的な構成施設を表にまとめると、表 2 のようになる。 

 
      表 2 園地の機能と構成施設 

 
（ⅱ）園地のタイプと施設の組み合わせ 
園地内に設ける施設は、園地が立地する場所の地況、利用者層、利用期、利用者数、周囲の環境、

園地規模などによって、必要度が高いものと低いものが考えられるので、計画・設計に当たっては、

適宜選択して組み合わせを行う。また、それぞれの施設規模に留意することが重要である。 
 園地のタイプと施設の組み合わせの目安を表 3 に示す。 
 
 

機　　能 課　　題 対　応　技　術 施　　　設

園 地 か ら 展 望 見せる位置の選定 視点選定、視角調整、 展望台、園路、広場、

み る 風 景 観 賞 見えやすくする 展望範囲、ビスタ（通 風致間伐、修景植栽、

印象的な見せ方の工夫 景線）の設定、借景技 方向指示盤、解説板

法の応用、景観構成

の改善

園 地 が 景 観 調 和 どこから見られるか 修景、隠蔽、建物外観 修景植栽、機能植栽

見 ら れ る ランドマーク 周囲と調和して見えるか の処理（意匠、材料、

色彩など）

休 む 休 憩 静寂な環境の造成 樹林の整備、日照・風 環境植栽、修景植栽、

軽 飲 食 快適な雰囲気の醸成 向の調整、排水施設の 芝生広場、休憩所、

完備、緑陰の構成、花 便所、野外卓、ベンチ、

木の植栽 水呑場、排水施設、

売店、野外劇場

歩 く 散 策 自然観賞への適応 野外解説施設の設置 舗装園路、案内板、解

自 然 探 勝 容易に歩ける 食餌木の植栽 説板、指導標、地名板、

周囲の景観に変化を与 野鳥用施設の整備 休憩舎、植栽、ベンチ、

える 回遊園路の配置 広場、バードバス、給

樹林の整備 餌台、自然観察施設

運 動 す る 自 由 運 動 軽運動ができる 自由広場の造成 芝生広場、水呑場、

手洗場、便所

多数の利用者の離合・ 駐車スペースの確保 駐車場、案内板

解散 園地の案内

利用者の基本動作

み
　
　
る

入　る・出　る

（

休
　
憩
）

（

観
　
賞
）

と
　
ま
　
る

う
ご
く
・
あ
そ
ぶ

（

軽
運
動
・
散
策
・
遊
戯
）
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   表 3  園地のタイプと施設の種類 

 ピクニック園地 展望園地 探勝園地 
 
 
 
主要施設 

広場 
園路  
休憩所 
公衆便所 
駐車場 
修景施設 

展望施設 
園路 
休憩所 
公衆便所 
駐車場 
修景施設 

園路 
休憩所 
公衆便所 
自然観察施設 
解説標識 
 

 
関連施設 

野外卓、ベンチ、標識類（記名標識、案内標識、解説標識、

注意標識）、人止柵、車止柵、給水施設、排水施設、照明

施設、植生復元施設等 
 
 
 Ⅱ－２－２ 園地と主要施設の規模 
（ⅰ）園地の所要面積 

園地の所要面積は、施設の性格、機能から考えた場合、必ずしも特定の面積が確保できなければ成

立しないということではない。その土地の特徴に合わせて造園的処理を行い、利用者に快適な利用の

場を提供できることの方が重要である。したがって、園地には大小さまざまの規模がある。 
しかし、利用者数に対して面積の規模が小さすぎると、過密利用が生じ利用の快適性が保てない。

また、整備した施設が早い時期に破損したり、芝生を用いた場合は、芝生が踏圧で枯れて裸地化し荒

廃感が強まり、景観的にも好ましくない。 
立地環境に応じ、利用者数にふさわしい面積規模を確保する。 
また、一方、脆弱で復元力が弱い自然環境で、その自然環境の良好な状態での維持、生物多様性の

確保等のため特に配慮の必要な立地環境等における園地の整備に当たっては、計量計画による数値に

こだわることなく、その規模は自然環境側の許容範囲とすべきである。 
利用状況の調査で利用実態が細かく把握できている場所では、その実績値を用いて、計量計画によ

り所要面積を決める。 
また、利用実態が明確に把握できていない場合は、計量計画による算定に際し、以下に示すそれぞ

れの数値の中から計画地に適すると判断する数値を用いて所要面積を算出する。 
  
計量計画による園地の所要面積の算定は、次式による。 

園地所要面積＝適正収容力×１人当たり所要面積（単位面積） 
    適正収容力＝年間滞留客数×最大日率×回転率×園地利用率 
 
この式に用いる年間滞留客数、最大日率、園地利用率、１人当たり所要面積は、次のとおりである。 

Ａ．年間滞留客数：年間滞留客数は、計画地の過去５か年間の利用者統計を基に、将来の利用者数を

推定して決める。 
 
Ｂ．最 大 日 率      ：最大日率は、年間利用者数に対して、利用者が最も多いある一日の利用者数を比

率で示すもので、その値は計画地の利用季節と関係が深い。算定式には、計画地

の最大日率が利用者統計の上で明らかになっている場合はその値を用い、その他

は次の表による。 
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表 4 算定式に用いる最大日率 

 季 節 型        最大日率 
 １ 季 型 １／３０ 
 ２ 季 型 １／４０ 
 ３ 季 型 １／６０ 
 ４ 季 型 １／100 

 
Ｃ．回 転 率      ：回転率は、利用者の滞在時間と関係が深く、算定式には次の表の値を用いる。 

              
表 5  平均滞在時間と回転率の関係 

平均滞在時間 回 転 率 平均滞在時間 回 転 率 

10分 1/11.5 ２時間30分 1/2.1 

20分 1/7 ３時間 1/1.9    1/2 

30分 1/6 ３時間30分 1/1.75 

40分 1/4.5    1/4 ４時間 1/1.65 

50分 1/4 ４時間30分 1/1.55 

１時間 1/3.5 ５時間 1/1.5    1/1.5 

１時間30分 1/2.8 ５時間30分 1/1.45 

２時間 1/2.4 ６時間 1/1.4 

 
Ｄ．園地利用率      ：園地利用率は、地区の全利用者のうち園地を利用する人の比率をいうが、この

値は地区の特性、園地の位置、利用の主要動線との関係によって相当の差を生

じる。利用実態で明確になっている地区ではその値を用い、その他は次の表の

値を用いる。 
 

             表 6 園地利用率 

      
Ｅ．１人当たり所要面積（単位面積）：１人当たりの所要面積（単位面積）は、園地の形成によっ

て差がある。一般的には、５～２０㎡／人である。利用実態が明確になってい

る地区ではその値を用い、その他の場合には次の表の値を用いる。 
 

       表 7 園地の１人当たり所要面積（単位規模） 
園 地 の 形 式 単 位 規 模 

ピクニック園地、広場等広がりを必要とする場合 １５㎡／人 
展望園地等上記ほど広がりを必要としない場合   ５㎡／人 

 
なお、規模算定については、単独園地には適用できないことから、単独園地の場合にはこの限りで

利　用　の　状　況 算定に用いる数値

　地区利用者の75％以上が園地を利用する場合 0.8

　地区利用者の25～75％以上が園地を利用する場合 0.5

　地区利用者の25％以上が園地を利用する場合 0.2
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ない。また、再整備の場合は利用状況を踏まえ、条件等が変われば再検討を行う。 
（ⅱ）主要施設の所要面積 

園地の主要施設は、園地の所要面積と同様に、立地条件や利用状況に応じて工夫し、利用者に快適

な施設を提供することが重要である。公共の施設としては、原則的に最大時の滞留客数に対応する面

積であることが要求されるが、地区の自然環境の保全や景観との調和に配慮する観点から適切な規模

を検討することが必要である。 
園地の主要施設は、園地の性格、機能、規模に基づいて検討されるべきものであるが、計量計画に

よる施設別の算定式のうち、園地にかかわる主な施設の算定式は次のとおりである。短い利用期間に

利用客が集中する園地は、最大値を用いると施設が過大となりやすく、それだけ自然環境への影響が

大きくなりやすい傾向があるので注意が必要である。 
 
（１）休憩所 

   休憩所規模 ＝ 最大時滞留客数 × 休憩所利用率 × 単位規模 
           （園地収容力）   （13～10％）   （1.5㎡） 
なお、休憩所は、設置目的、機能等により、パーゴラ（日除け）、あずまや（四阿）、休憩所、バー

スハウス、鳥獣観察舎におおよそ区分され、規模については、休憩所の単位規模である１．5 ㎡を基

準として、それぞれ次のような一箇所当たりの所要規模の目安（参考値）が示されている。     
    パ ー ゴ ラ         ２０㎡以下 

    あ ず ま や         ２０㎡以下 

    休 憩 所         ２０～５０㎡ 
    バースハウス   ２０㎡以上 
 また、複数の機能をあわせて設置する場合や景観上の配慮、ユニバーサルデザイン対応、案内・解

説機能等特別の機能を付加する場合も、それぞれの機能に応じた必要面積を個別に検討する。 
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Ⅱ－３ 園地施設の設計の考え方 
 Ⅱ－３－１ 共通事項 
① 他の場所から展望したときの風景を損なわないようにするため、駐車場、広場の位置、規模、構

造に留意するともに、展望施設、休憩所、公衆便所等の構造物の屋根については、形状、勾配等を

稜線や樹冠線の流れに合わせ、規模、形態、高さ、色彩等は視覚的強調を避けるように設計する。 
 
② 建物や工作物に使用する材料は、園地が整備される場所の多くが維持管理の手が届きにくい位置

にあることから、修繕や取り壊しが容易であること、損傷が誰にもわかりやすいこと、改修改築の

際の廃材処理が容易であること、暖かみがあって肌に触れた感触がよいこと、使い込まれるにした

がって周辺とよくなじみ風格が出ることなどの利点を持つ木材を基本とする。 
また、自然石についても積極的に使用するよう検討する。木材、自然石とも地域材を使用する。 

 
③ 構造物は、単純明快なデザインとし、園地内の諸施設のデザイン、色彩等は統一する。 
 
④ 施設の規模、構造は、利用形態、利用者数、利用者層等から判断するとともに、施設が設置され

る周辺の生態系や風景なども含めた総合的な自然環境との調和と機能上の判断を加えた検討を行う。 
 
⑤ 工事による発生土石が施工区域外に拡散しないように、特に傾斜地における工事に当たっては、

谷側へ崩落させて周辺植生や周辺水域に悪影響を与えることのない対策を講じた設計とする。 
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 Ⅱ－３－２ 主要施設 
（ⅰ）園地を構成する施設 

 

園地を構成する各種施設は、次のとおりである。 

 

 

 

 

図 1 園地の模式図 
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（ⅱ）園路 

 （１）園路に関連する施設 

園路に関連する施設を表 8 に示す。 

表 8 園路に関連する各種施設の一覧 

番 号 施設の種類 設計及び環境への配慮事項 

1 路体 

利用者数、利用者層、地形､景観、経済性･施工性等を考慮
し路体の構造を決める。舗装する場合、自然環境への影響、
管理用車両の通行、車椅子や高齢者､子ども連れ等の利用も
考慮する。自然環境や景観とのバランスを考えた線形、幅
員設定を行う。 

２ 排水施設 
小渓流の出口や湧水がある場所等安全、快適な利用を行う
上で必要な場合に限って設置する。 
雨水還元、小動物の落下対策、流末処理等に配慮する。 

３ 階段工（階段・段差） 

急斜面や滑りやすい場所等に設置する。 
丸太や石等自然材料の利用や植生復元等により周辺景観と
なじませるとともに、雨水処理に十分留意して浸食を防止
する。 

４ スロープ 
社会的弱者に配慮した構造とするため、路面に段差のある
場合スロープを設置する。手すりのデザインは景観との調
和に配慮する。 

５ 
土留め・石積み等法面処
理 

園路を通す上でやむを得ず行う造成により発生する斜面に
設ける。 
自然景観との調和に配慮し、土留め･擁壁は最小規模に留
め、石や植物等自然材料を利用したものとする。 
空積みや植物との組み合わせ等により、生物が生息・生育
しやすい環境を造る。 

６ 橋 
自然環境、景観、地域性、安全性､耐久性等を考慮し、素材､
構造を検討する。 
 

７ 木道 

自然観察など利用性の向上の観点、泥濘の回避など利用者
への配慮、湿原等の貴重な植生等を利用者の踏圧から守り、
植生破壊や洗掘を防止するなど自然環境保全の観点で設置
する。 

 
（２）園路の特性  

整備に当たって留意すべき特性について、「施設としての園路の特性」と「園路の利用上の特性」

の２つの観点から整理する。  

（Ａ）施設としての園路の特性 
園路は、集団施設地区や利用拠点、園地等において、様々な施設を結ぶ役割を担い、基本的には

車いす使用者や身障者、高齢者、子供連れ等を含む全ての公園利用者が利用する施設である。その

ため、誰もが利用できる・利用しやすい施設として、機能性や快適性を重視した整備の検討を行う

必要がある。従って、基本的にはユニバーサルデザインに配慮した整備が求められるが、自然環境

の制約によって困難な場合も多く、環境条件が許す中で園路の機能・目的を踏まえ対応する範囲を

検討する。  

園路は、ビジターセンターやトイレ等の拠点施設の周辺や温泉街といった街的な環境の中で整備

されることも多い。その中で人工的な（都市的な）整備になりがちであるが、自然公園の施設とし

て、自然景観や自然環境との調和、また地域の文化性等を生かした整備が求められる。 

また園路は、自己責任を基本とする登山道とは異なり、施設管理者の責任によって整備され、施

工後の施設の維持管理や利用者の安全管理への十分な対応が求められる施設である。整備に当たっ

ては施工後の管理のしやすさや管理方法・体制等に留意した検討を行う。  
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施設としての園路の特性 

 
 
 
 
 
 
（Ｂ）園路の利用上の特性 
園路は自然公園の玄関に相当し、利用者層が幅広く、利用頻度が高い施設である。そのため、ビ

ジターセンターやトイレ等主要施設の配置を踏まえた誰もが分かりやすく利用しやすい動線、快適

で耐久性の高い舗装材での整備等が必要である。 

園路が主に整備される集団施設地区や園地は、豊かな自然環境の中で、利用者が風景観賞や散策、

写真撮影、スケッチ等、自由なスタイルでゆっくりと過ごせることが一つの魅力と考えられる。園

路整備に当たっては、ベンチや野外卓等の休憩施設を取り入れる等、自然を感じながら快適に時間

を過ごせるような工夫（配慮）が求められる。 

また、観光・ツアーやリゾートの一環として気軽な気分で自然景観地へ訪れ、時間にあまり余裕

がない中で短時間の観光を目的する利用者も多く、また団体での利用もみられる。そうした利用者

自身のニーズに応じてコースが選択できるような動線の設定や案内の表示、団体利用にも配慮した

施設整備等、多様な利用者層、利用形態に対応した施設整備の検討が重要である。 

 

園路の利用上の特性 

 

 

 

 

 

 

 

（３）園路整備のあり方 
園路の整備のあり方については、次の３点が挙げられる。  

①園路は豊かな自然に包まれている雰囲気を味わえる施設であること 

観光客やリゾート客等を含む多数の利用者が豊かな風景、自然に接することを目的に訪れる中で、

歩行空間についても自然に包まれている雰囲気を利用者に味わってもらえるために、下記に留意す

る。  

■ 自然景観地の豊かな風景と調和している  

・ それぞれの地域における自然性や文化性を積極的に取り入れた歩道整備を図る。  

・ 自然性や文化性との調和を図るため、自然素材（土、砂利、石材、木材等）や、地域の歴史

的・文化的な素材（石畳、焼き物等）、景観的に配慮された資材等を用いて、路面整備、端

部処理、段差処理、排水処理等を行う。  

・ 都市的なデザインや色彩等の導入を回避する。  

■機能性や快適性を重視される施設 
・誰もが利用できる 

・利用しやすいユニバーサルデザインが基本 

■自然景観や自然環境との調和、文化性を生かした整備が必要 

■施工後の施設の維持管理、利用者の安全管理が必要  

■利用者層が幅広く、利用頻度が高い 

・誰もが利用しやすく、耐久性の高い整備が必要 

■利用者が自然を感じながら自由なスタイルで過ごせる 

・自然を感じながら快適に時間が過ごせる工夫が必要（休憩施設の導入等） 

■短時間の観光目的での利用者や団体利用も多い 

・利用者自身のニーズに応じたコース選択ができる施設整備への配慮が重要 
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・ ブロック類やタイル類の使用に当たっては、できる限り都市公園的な整備手法（インターロ

ッキングブロック、タイル舗装など）を回避し、都市的・人為的・整形的なデザインとなら

ないように配慮する。  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

図 2 自然景観地の豊かな風景と調和した園路 
 

②園路は周辺の自然環境の保全を前提とした施設であること 

利用拠点等においても、豊かな自然環境の保全をベースとしてその資源を計画に活かしながら、

地区全体の快適な環境保全に資することが重要である。自然環境の保全を前提とした園路を整備す

るためには、下記に留意する。  

■ 人為的な改変の度合いを極力おさえる  

・ 地形改変や植生損傷等の自然環境への影響を最小限にすることが重要であり、車いすでの利

用に配慮した園路の整備においても幅員と勾配の設定に無理のない地形のエリアを対象とし

法面発生量を最小限にする等、必要以上の整備にならないように配慮する。  

 

■既存の自然資源の分布に留意した動線や園路構造とする  

・ 樹木や岩、湿地等、既存の自然資源を避けた動線の設定や構造の工夫により、極力自然環境

の保全に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

  
図 3 周辺の自然景観地の保全を前提とした園路 

 

③園路は全ての公園利用者に豊かな自然とのふれあいを提供する施設であること 

自然景観地の観光地的なイメージを払拭した、豊かな自然に包まれた快適で魅力ある拠点地区を

目指すと同時に、全ての公園利用者が利用できる施設にするために、下記に留意する。  

 

自然性の確保 

自然景観地の豊かな風景と調和し

た園路 

・必要最小限の範囲で整備を図る。  

・自然的景観要素の占める割合を高くする。  

・人為による改変の程度を低くする。 

・自然性や文化性を積極的に取り入れた歩道整備 

・路面整備、端部・段差・排水処理等の実施における自然性・文

化性との調和および景観的に配慮された資材等の使用  

－自然素材（土、砂利、石材、木材等） 

－地域の歴史的・文化的な素材（石畳、焼き物等） 
 

 ・都市的・人為的・整形的なデザインや色彩等の導入の回避  

－都市公園的な整備手法（インターロッキングブロック、タ

イル舗装など）の回避 

自然環境の保全 

周辺の自然環境の保全を前提とし

た園路 

・人為的な改変の度合いを極力おさえるよう、計画・設計・施工

の各段階で配慮する。  

・自然環境の保全（地形、植生、水系等）を大前提とした対応
を図る。 

・車いす利用者対応の歩道の整備において、必要以上の整備にな

らないように配慮する。  

－車いすでの利用に配慮した園路の幅員と勾配の設定に無

理のない地形のエリアを対象とし、法面発生量を最小限にす

る等  

・自然資源の分布に留意した動線や構造とする。 
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■ 多数の利用者や多様な利用者層、利用形態を想定して機能性や快適性に配慮する  

・ 利用者数、利用形態等に応じた幅員や構造を把握し、適切な整備を行う。  

・ 多様な利用者層および利用形態（団体、集団回遊等）に配慮したコース設定と安全対策を図

る。  

・ 基本的にはユニバーサルデザインに配慮した整備を検討する。自然環境の制限により困難な

場合には、駐車場やビジターセンター、トイレ等主要施設間は少なくとも車いす使用者が自

力で利用できる整備とし、その他は園路の目的が達成できるところまでを車いす利用者対応

施設にする等、施設の利用上必要な箇所や園路の機能・目的に応じて必要な範囲で対応を図

る。対応している範囲は、利用者が事前に分かるよう、標識等により必ず明示する。  

 

■ 公園利用者のもつ感性を引き出し、豊かな自然とのふれあいを体験できるような工夫を図る  

・ 公園利用者は豊かな自然に接することにより、人間の力を越えた自然のもつ美しさ、偉大さ、

荘厳さ、野生等を五体五感によって直接的に体験し、感動や喜びを得ることができる。その

ためゆっくり自然とのふれあいを体験できるよう、ベンチ等の休憩施設や適切な誘導を図っ

た案内標識等を含めた整備や、眺望を維持するための風景管理等、快適な利用環境の整備と

維持に努める。  

 

 
 
・自然景観地を訪れ、雄大な風景や名勝にふれて豊かな自然に接す

る機会を提供する。 
・同時に、全ての公園利用者が利用できる施設にする。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 豊かな自然とのふれあいを提供する施設としての園路 
 

 

 

豊かな自然体験 

 

 

多数の利用者、多様な利用者層、利用形態を想定して機能性や快適性に配慮 
 
・利用者、利用形態等に応じた幅員や構造を把握した適正な整備 
・多様な利用者および利用形態（団体、集団回遊等）に配慮したコース設定

と安全対策 
・基本的にはユニバーサルデザインに配慮した整備の検討 
・困難な場合には、トイレや駐車場等の主要施設間は自力で車いす利用対応、

園路の目的が達成できるところまでは車いす利用対応 

公園利用者のもつ感性を引き出す、豊かな自然とのふれあいの機会の提供 
 
・休憩施設を含めた整備や風景管理等により快適な利用環境の整備と維持

に努める。 
 

全ての公園利用者に豊かな自然とのふれあいを提供する施設 
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④園路は施設の維持管理や利用者の安全管理に十分な対応が求められる施設であること 

園路の特性上、整備後の施設や利用者の管理が重要であるため、下記に留意する。  

■ 整備後の維持管理や安全管理を踏まえた工法や構造等の検討を行う。  

園路は全ての公園利用者が安心して安全にかつ快適に利用できることが求められる。そのため整備

後、施設の機能を維持するための管理や利用者の安全な利用を促す管理が重要であり、整備に当たっ

ては管理のしやすさを踏まえる。 

 

（４）園路の計画・設計の考え方 
（Ａ）計画設計作業フロー 
園路の計画・設計における主な作業手順を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  園路の計画・設計作業フロー図 

 

（ａ）新規整備の場合 

①前提条件の整理  

上位計画である「公園計画」の整備方針や、対象地の園地、集団施設地区等の整備計画等につ
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いて把握した上で、自然環境や景観特性、施設の整備状況、利用状況、管理状況等の計画・設計

における基本的な「前提条件」について、現地調査および既存文献調査、地元関係者へのヒアリ

ング等により整理する。  

それらを踏まえ、対象地の特性を抽出・把握する。 

②整備方針の検討  

前提条件をもとに抽出された特性を踏まえ、整備に当たっての方針を検討する。  

③動線の設定 ④利用・整備水準の設定  

整備方針を踏まえ、特に自然性や景観性を重視する場合には、続いて「動線」について検討し、

自然環境や景観に留意した上で可能な範囲での「利用・整備水準」を設定する。また利用性や機

能性を重視する場合には、先に「利用・整備水準」について検討し、それらに応じた機能的な動

線を設定する。  

⑤工法の選定 ⑥構造の設定  

「動線」および「利用・整備水準」の設定に応じ、適切な「工法の選定」と幅員や断面等の「構

造の設定」を行う。  

⑦歩道周辺の付帯施設の検討  

園路を快適で機能的な施設として維持するために重要となる路肩や排水等の歩道周辺の処理

方法や、必要に応じて標識や柵、休憩施設等の「付帯施設」についても合わせて検討を行う。  

⑧維持管理方針の検討  

最後に整備後の安全な利用や施設の維持を図るため、「維持管理方針」について検討を行う。 
 

（ｂ）改修整備の場合 

利用状況や動向、経年による環境の変化を踏まえ、動線や構造等、整備内容の見直しを含めた

検討が必要になる。  

改修整備の検討に当たっては、当初整備された際の機能・目的を果たしているか、利用が自然

環境への影響をもたらしていないか等、現状での利用上、保全上の問題を洗い直し、場合によっ

ては路線変更も含めて、整備内容を再検討する。  

基本的には新規整備の場合と同様の手順で作業を進める。  

なおこの作業フローは、基本的な流れを示したものであり、やむを得ず危険箇所を通過するな

ど特に安全対策を必要とする場合等には、別途検討が必要となる。  

 

（Ｂ）各段階の計画・設計の考え方 

（ａ）前提条件の整理 

計画・設計にあたり、下記の項目について、現地調査及び地元資料館やビジターセンター等

での文献・資料調査、地元有識者・関係団体へのヒアリング等により、条件の把握を行う。な

お、ここに示した項目全て調査しなければいけないということではない。また特殊な地域等で

他に必要な条件があれば適宜追加して調査を行う。 

これらの調査から出てきた条件を踏まえ、計画・設計に当たって特に重視すべき事項等を特

性として把握・整理する。  

①自然環境・景観特性  

快適で魅力的な利用のための動線の設定と自然との調和を考慮した路体構造、素材等の検討材

料として、主に以下の項目について調査を行う。 
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表 9  自然環境･景観特性に関する調査項目 

項 目  内 容  

興味地点・保全すべき資源  野生生物の生息地、展望地、自然植生、渓谷、滝等  

地形・地質  火山・山地・高原・渓谷瀑布・平原河川・湖沼・海岸等  

気象  積雪、降雨、常風方向等  

危険箇所  有毒ガス発生の有無、落石、崩壊等  

 

②施設の整備状況  

動線の設定や園路の整備水準等の検討材料として、主に以下の項目について調査を行う。  

表 10  施設の整備状況に関する調査項目 

項 目  内 容  

歩道  既存歩道の有無、周辺の歩道（探勝路、登山道）とのつながり等  

利用施設  ビジターセンター、宿泊施設、野営場等  

利便施設  駐車場、公衆便所等  

交通機関  バス停、駅、道路等  

 

③利用状況  

園路の整備水準や路体構造、素材等の検討材料として、主に以下の項目について調査を行う。  

表 11  利用状況に関する調査 

項 目  内 容  

利用者数  年間利用者数（人/年）、月別利用者数（人/月）、  

最盛期1日の最大利用者数（人/日）  

利用形態  個人利用 単独、または２人程度で利用することが多い  

家族利用  家族単位での利用が多い  

団体利用 修学旅行、団体旅行等バスでの利用が多い  

季節型  季節集中利用  

通年利用  

その他  利用者が多いが幅員が広く取れないため滞留が生じる等  

 

④管理計画  

管理用動線の設定や維持管理への対応等の検討材料として、主に以下の項目について調査を行

う。新規に園路整備を行う場合には、整備水準に対応した管理を実施する際の体制、ボランティ

アや関係団体等、管理の協力体制がとれるかどうかを調査することは重要である。  

表 12 管理計画に関する調査項目 

項 目  内 容  

管理内容  施設管理 特に重点管理が必要な施設（浄化槽付きトイレ

等）、清掃管理 

安全管理  危険箇所（落石、崩壊等）、施設の破損状況  

管理体制・方法  管理用動線、管理の協力体制（ボランティア、関係団体等）  

 

（ｂ）整備方針の検討 

前提条件をもとに抽出された特性を踏まえ、整備に当たっての利用方針や保全方針を検討す

る。 特に自然環境面から貴重な植生帯等の保全すべき資源や危険箇所が存在する場合等には、

動線を近づけないようにしたり、保全対策・安全対策を合わせて検討する等、園路整備やその

後の利用による環境への影響や利用上の安全面に十分留意することが重要である。  
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（ｃ）動線の設定 

園路の整備対象地は、集団施設地区である場合が多く、自然公園への来訪者にとって公園の

第一印象を受ける重要な場所である。集団施設地区では、ビジターセンター等の拠点施設を利

用する人や、豊かな自然地への導入口として不特定多数の人が集まる。  

動線の設定に当たっては、ビジターセンター等の拠点施設から興味地点までを効率的かつ効

果的につなぐとともに、利用者の安全確保、利用による自然破壊を未然に防止する動線を設定

することが重要である。  

園路は、その目的が施設へのアクセスに特化している場合が多く、基本的には目的地へ最短

距離で到達する動線となるが、施設を単に結ぶということではなく、自然公園らしい魅力的な

環境の中で滞留して楽しめるような魅力付けを行う事が重要である。  

脆弱な生物生息区域への動線設定に際しては、利用者の行動を予測し、利用動線を明確にし、

自然を壊さないように注意を払うことが重要である。  

【動線検討の際の留意点】  

・建物と背景になる景観との位置関係や景観の展開等、園路上のシークエンス景観に留意する。  

・車の動線と人の動線はなるべく分離する。 

・興味地点に近い場所や自然景観を取り込むことができる位置にする。  

・歩く空間として心地良いか、園路周辺の自然環境の状況（明るさ、見通しの良さ等）に留意

する。  

・線形は、自然景観に調和した快適なものであることが望ましい。単調な印象を与える長い直

線は避け、極力連続する緩いカーブとする。この場合、樹木や岩、マウンド（小丘）等、既存

の自然物を避けるかたちでカーブをつくることにより、自然になじんだ線形となる。（または

園路とセットでカーブをまくように意図的に植栽等を施すことも有効である。）既に踏み分け

道等の自然発生的な道があればその活用も検討する。 

・管理用車両や車いすの通行を想定する場合、回転半径や勾配についても考慮する。 

・保全上重要なエリアや危険箇所は、あらかじめ動線から外す。資源として活用する場合、や

むを得ず通過する場合には、保全対策・安全対策を十分検討の上動線として設定する。  

 

（ｄ）利用・整備水準の設定  

対象エリアの施設配置や利用形態等を踏まえ、歩道の機能・目的を明確にし、利用・整備の水

準を設定する。  

 

表 13 利用･整備水準の区分 

 

・対象エリアの施設配置状況や地形、興味地点・分布等を勘案し、各路線の利用・整備水準を設定

する。また、長い路線では現場の状況に応じて種類の違う舗装を設定する。 

 
自然学習機能 

なし  あり 

a  歩行者のみの利用 a1  a2  

b  車いすの利用  b1  b2  

c  車いすの利用（管理用車併用）  c1  c2  
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図 6  園地型の園路構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 集団施設地区型の園路構成イメージ 



 園地21 

（ｅ）工法の選定  

舗装を選定するに当っては、利用目的、利用状況、舗装の特性、管理等を考慮し適切な材質及び構

造を選ぶ。 
表 14 は（ｄ）で 6 つに区分した園路に対してあてはまる舗装を選定したものである。歩行者のみ

の利用で自然学習機能がない場合は全ての舗装が可能になる。車いすの利用と管理用車の利用はほぼ

同じ舗装種類となるが、管理用車は特に平坦性を必要としないため石系の舗装を加えた。また、管理

用車が通行する園路では土系の舗装はわだちの原因となりやすいことからあまり適切でないと判断し

た。木道は車いすの利用では使えるが、管理用車の通行には適切ではないことから外した。自然学習

機能の有無に対する舗装選定は、景観性の観点から特に馴染みやすいと思われるものを自然学習機能

ありの舗装として選定した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）路体  

（Ａ）設計の考え方 

① 線形 

 線形の設定に当たっては、利用者にとっても、また、他の地点からそれらの園路を眺めるものにと

っても景観に調和した快適なものであることが望ましい。 

車いすの利用 車いすの利用 
（管理車両併用） 

表 14 利用・整備水準と舗装種類 
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 線形は極力連続する緩いカーブとし、単調な印象を与える長い直線は避けることが望ましい。半曲

点間に、緩和曲線や直線を挿入する。また、園路の交差は、なるべく60～90度の範囲で設定し、隅切

りを設ける。 

 管理用車両及び車椅子の通行を想定する園路では、回転半径を考慮に入れることが必要である。 

また、樹林地においては、樹木の保存に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 車両の回転半径の事例 

② 幅員 

利用者数や施設配置状況等現場の状況を踏まえ、必要な幅員を設定する。  

ただし、傾斜や起伏のある場所では、園路の幅員が大きく勾配緩和を伴う場合などは、大規模な土

工事を必要とし、自然環境へ影響も大きいので、設置される場所の自然環境や景観とのバランスを考

えて幅員を設定する必要がある。 

 標準的な路体の幅員については、利用拠点等利用者が多い園路や管理用車両の通行を想定する幅員

5～6ｍの園路（主園路タイプ）と主として複数の歩行者が通行する幅員3～4ｍの園路（サブ園路タイ

プ）とする。 

 人が通行し車椅子が利用できる歩道としては1.0～1.5ｍを最小限とし、車椅子がすれ違いや回転で

きる幅員としては1.5～2.0ｍ以上が一般的であるが、各自治体等の基準、指針、条例がある場合はこ

れに準じる。詳しくは「Ⅱ－４園地におけるユニバーサルデザインの配慮事項」を参照する。 
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注）普通乗用車（車長：4700．車幅：1700．最小回転半径：5500）の参考事例。
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＊車椅子同士がすれ違える幅員 1.5～2ｍ 
＊二人歩き   1.5～2m 

図 9 歩行者の動作と幅員 
③ 勾配  

園路の縦断勾配は、自然との一体感や環境保全の面から周辺地盤と同じ高さで既存地形なりに設定

することが望ましいが、誰もが利用できる園路の特性上、無理なく快適に歩行できるよう極力急な勾

配とならないように動線を調整しながら設定する。 

詳しくは、「第1章歩道」の探勝路、「Ⅱ－４園地におけるユニバーサルデザインの配慮事項」を

参照する。 

 
④断面構造 

園路の断面構造は、利用・整備水準（管理用車両の通行の有無等）や工法の種類によって設定され

る。通常車両交通のある場合には、路床土の強さ（CBR値）や交通量に応じて設計されるが、自然公園

内では多くの場合、車両の通行は全くない又は管理用車併用であっても交通量は非常に少ないため、

設計計算根拠がなく経験的に従来より使われて支障のない断面により設計する。また、凍上対策につ

いては「第1章歩道」の探勝路を参照する。 

        表 15 断面構造の基準 
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⑤ 縁石（路肩の処理） 
周辺の自然景観との調和の観点から、安全性と歩行の快適性が確保できる場合は、できるだけ縁

石の設置を設置しないで周辺の自然との連続性、一体性が保てる園路とすることが望ましいが、園

路境界の明確化により園路外への立ち入りを防止する必要がある場合には、この限りでない。使用

する場合は、園路が周辺景観と調和するよう配慮した材料、構造とする。現場発生の自然石のほか、

地場産の玉石、丸太または擬木、プレキャスト縁石等を使用する。また、草刈り機、芝刈り機の使

用を考慮したものとする。 

園路の縁石と種類の特徴を表 16 に示す。 

 

表 16 園路の縁石の種類と特徴 

名 称 構   造 
景観･環境へ

の影響 
施工性 経済性 

維持 

管理 
備 考 

自然石縁

石 

（切石） 

自然石の切石を並べた

ものである。 

 

自然の素材

であるので

景観となじ

みやすい。 

○ 

容 易 

△or○ 

材 料 の

入 手 法

に よ り

金 額 が

異なる。 

◎ 

容易 

自 然 環

境 の 維

持 を 図

る 園 路

に適す。 

玉石縁石 20～30ｃｍ内外の玉石

（選別品）を並べたも

のである。玉石の天端

の高さを合わせること

が望ましい。 

 

自然の素材

であるので

景観となじ

みやすい。 

○ 

容 易 

△or○ 

材 料 の

入 手 法

に よ り

金 額 が

異なる。 

 

◎ 

容 易 

曲 線 の

多 い 起

伏 の あ

る 園 路

に適す。 

丸太縁石 丸太材は、現地産材等

を使用し、末口φ10ｃ

ｍ内外のものを並べ

る。 

 

自然の素材

であるので

景観となじ

みやすい。 

 

○ 

容 易 

△or○ 

材 料 の

入 手 法

に よ り

金 額 が

異なる。 

 

○ 

管理は

比較的

容易。 

 

丸 太 材

の 使 用

に 当 た

っ て は

防 腐 処

理 を 検

討する。 

プレキャ

スト縁石

（洗い出

し ･ 擬 石

等） 

コンクリート製品を設

置する。使用に当たっ

ては、自然環境となじ

むように表面に化粧が

施されたものを使用す

る。 

周辺舗装と

のなじみは

良いが、デザ

イン､色等に

配慮する必

要がある。 

◎ 

容 易 

○ 

比 較 的

安価 

◎ 

容 易 

 

 

 
（６）排水施設  
（Ａ）設計の考え方 

 園路の排水施設は、できるだけ透水浸透型のものとし、安全、快適な利用を行う上で必要な場合に

設置する。設置に当たっては、園地等敷地全体の排水系統に留意する。 

配置、規模、構造、材料については「第1章歩道」の探勝路を参照する。 

 
（７）階段工（階段・段差） 
（Ａ）設計の考え方 

 園路はユニバーサルデザインが基本であるが、利用上支障のある急斜面の場所を通過するときは段
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差工を設置する。また、緩斜面であっても、地形、地質、土壌の関係で滑りやすい場所では段差工を

設けて、安全で利用しやすい園路とする。なお、段差工は、車椅子の利用を排除することともなるの

で、設置に当たっては留意が必要である。 

配置、規模、蹴上げと路面、構造、材料については「第1章歩道」の探勝路を参照する。 

 

（８）スロープ             

（Ａ）設計の考え方 
 高齢者や社会的弱者の利用、ベビーカー利用等を考慮し、路面に段差のある場合はスロープを設置

する。また、園路と公衆便所、駐車場、ビジターセンター等の施設や付帯施設等との間に段差がある

場合に、階段と併設してスロープを設置する。 

利用者数、利用者層、周辺の自然環境との調和等を考慮し、配置、幅員、構造、材料等を検討する。 

 スロープの路面はすべりにくく、雨水等による浸食がおこりにくいものとする。 

 なお、高齢者等社会的弱者に対応したスロープの設計基準は、独自の基準を作成している自治体も

多い。各自治体の基準、指針、条例等がある場合はこれに準じる。勾配については「Ⅱ－４園地にお

けるユニバーサルデザインの配慮事項」を参照する。 

 

（９）土留め・石積み等法面処理  

（Ａ）設計の考え方 
 園路を通す上でやむを得ず法面ができてしまう場合に設置する。法面の安定、雨による浸食防止、

植生保護等を目的とし土留め、石積みの設置や法面処理を行う。また、路傍園地等の設置に当たって

土留め、石積みの設置により用地を確保する場合も多い。種類、配置、構造、材料については「第 1

章歩道」の探勝路を参照する。 

 
（１０）橋       
（Ａ）設計の考え方 

 橋の設置に当たっては、架橋に伴う自然環境の損傷を極力避けるために設置位置、構造、工法等の

検討が重要である。また、設計に当たっては次の点に留意する。 

・ 地形･地質・気象等の調査を充分に行う。 

・ 使用目的、設置箇所の環境、安全性、耐久性、周辺の自然環境、景観、地域性、風土のデザイ

ン等を総合的に勘案し、素材、構造等の検討を行う。特に、積雪、豪雨、強風、台風等の常襲地

帯では、標準的な規格・構造を採用するのではなく、現地条件を熟慮した個別設計とする。 

 設置後は、老朽化等による事故を防止するために、定期的な点検を行う。 

① 種類、配置 
 園路に設置する橋は、木橋、鉄橋、吊り橋等がある。安全性、耐久性に配慮しつつ、自然環境、利

便性等も考慮して配置する。 

② 幅員 
 利用者数、利用頻度、管理用車両の通行の有無等を考慮して幅員を決める。 

③ 構造、材料 
 橋の歩行面は、原則として木造とする。 

 歩行者・自転車程度の橋の活荷重は、「道路橋示方書１共通編歩道」等を参考とする。自動車が通
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行する場合は、道路橋示方書の自動車荷重を参考とする。 

 さらに、「立体横断施設技術基準」（日本道路協会）、「木質構造設計基準」（日本建築学会）を

参考とする。 

 

（１１）木道       
（Ａ）設計の考え方 

 園地の木道は、自然観察など利用性の向上の観点及び泥濘の回避など利用者への配慮、湿原等の貴

重な植生等を利用者の踏圧から守り、植生破壊や洗掘を防止するなど自然環境の保全の観点で設置す

る。 

設置に当たっては、利用性の向上や適切な誘導等の観点に配慮するとともに、荒廃要因を調査によ

って把握し、荒廃した箇所の植生復元に配慮した工法を選択する。木道は、コンクリート等と比較す

れば耐久性に乏しいので、整備において、構造や材料を工夫することで長寿命化に努め、使用に当た

っては、設置後の維持管理を十分に行い、老朽化により発揮されるべき機能に支障が生じないよう、

また、事故が発生しないよう留意する必要がある。 

 技術的詳細事項は「第３部 第１章 Ⅱ－４－１木道」に示す。 

 

（ⅲ）広場 
（Ａ）設計の考え方 

（１）配置 
① 広場は、特にピクニック園地の中心的要素となるものであり、園地の立地条件やタイプ、ゾー

ンの性格等に応じて、入口広場、休憩広場、展望広場、散策広場、自然探勝広場、運動広場、自

由広場、解説広場等を、それぞれの機能にふさわしい適切な位置に配置する。 
② 湖畔などの水辺や小川や池などを含む園地にあっては、利用上の安全性を考慮の上、積極的に

水とのふれあいや自然観察ができる親水広場等の配置を検討する。 
③解説広場は、自然観察路の起終点や、対象物が良く観察できる場所に配置する。 

規模については、小中学校の１学級が滞留することができるスペースとして約６０㎡程度を目

安に、周辺の自然環境、景観への配慮、利用頻度も考慮し、形状と位置を設定する。 

 
（２）構造 
① 広場は、路傍の広場や既存の植生がある場合を除き、基本的に郷土種による草本または野芝か

これに準ずるものを使用して、裸地を被覆する。 
② 緑陰が必要な広場内には、既存樹木の保存を図るとともに、高木で樹形が美しく育つ郷土産樹

種の植栽を検討する。芝生広場内での緑陰樹の植栽は、芝生の刈込管理が行いやすい位置を選定

する。 
 ③ 広場は、平坦地では中高にして表面排水を周囲に拡散させる等排水が速やかに処理される措置

を図り、傾斜度５％以上の広場では、雨水による土壌浸食防止を検討する。 
 傾斜地では特に流末処理に留意した排水計画を検討する。 

④ 風景の眺望が得られる場所では、その風景を効果的に見せるために通景線を設け、野外卓やベ

ンチを配置する。一般向きや家族向きの野外卓、ベンチを配置する場合は、利用者のプライバシ

ーや利用の快適性を保つために２０～３０ｍ程度離して配置することが好ましい。グループ向き

の場合は、家族向きより高い密度の配置を検討する。 
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⑤ 解説広場の路面構造は、基本的に園路の構造に合わせるが、極力路面整正程度にとどめ、自然

景観に調和させる構造、材料とする。既存植物はそのまま広場に取り込み保全するか、移植など

して活用する。 

 
（ⅳ）休憩施設 

（Ａ）設計の考え方 
休憩施設は、自然とじかに対面しながら風景や動植物を眺め、あるいは休憩の用に供される施設で

あり、位置、設置目的、機能により、パーゴラ（日除け）、あずまや（四阿）、休憩所、バースハウス

などに分けられる。 
 休憩施設は、園地での位置付けや機能を考慮し、単に休憩するだけの施設として計画・設計するの

ではなく、居心地、安全性快適性、障害者の利用等を考慮し、テーマを設定してそれにふさわしい内

容で計画する。 
 
（１）配置 
① 休憩施設は、利用動線沿いの視認しやすく、人が自然に滞留する位置とするが、休憩施設を設け

ることにより、利用者の踏圧や過剰利用によって周辺の植生に影響を生じないよう配意する。また、

山頂や山稜線を分断するような箇所は避けるなど、周囲の自然環境や風景と調和させることができ

るような場所を選定する。 
② 展望園地を他の場所から望見したとき、風景に影響を与えないよう配慮し、特に建築物がスカイ

ラインを切らないよう注意するとともに、園地内での展望方向に入らない位置を選定する。 
③ 休憩施設は、荒天時の一時避難等の役割も果たすことから、この利用にも配慮した場所への設置

や構造とする。 
 
（２）構造 
① 休憩施設の構造は、木造を基本とし、海岸部や積雪地等では立地条件に応じた材料・構造を採用

する。木造の場合、柱や基礎に耐久性を持たせるため、水はけのよい高台などの場所を選び、雨の

降り込みを防ぐため軒の出を長くとることや雨落ち部分のはねかえり防止とエロージョン防止に

処理についても配慮する。 
② 休憩施設の意匠は、その土地の文化や建築様式も参考とし、周辺の風景に調和したデザインとす

るとともに、自然環境との調和を考慮し、できるだけ自然素材（木材、石材）を用いる。 
③ 屋根勾配は、周辺の風景との調和に最も重要な事項であるので、軒の出とともに、スカイライン

に合わせるなど十分に検討して設計する。  
 屋根勾配の取り方の事例は、次のとおりである。 
  瓦葺 ４／10以上、 金属板葺  2.5／10以上、 金属板瓦棒葺 1.5／10以上、 

  草葺 10／10以上、 スレート葺 2.5／10以上、 シングル類葺  2／10以上 

④ 休憩施設は、通風、採光を十分にとり、建物内にいる利用者が常に周囲の環境と一体となる状況

におくような開放性の確保を図る。 
⑤ 休憩施設の土間は、泥やゴミの掃除が容易にできるように工夫し、また、雨の吹き込みや水洗い

の際に土間がすぐ乾燥するように２～５％の水勾配をつける等の検討を行う。 
 
（ⅴ）展望施設 
 （Ａ）設計の考え方 
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展望施設は、利用者が自然の風景を眺望するための施設で、構造により展望台、展望テラス、半地

下式展望台、展望あずまや、展望広場などに分けられる。 
展望施設では、何が見えるか、何を見せるか、どのように見せるか、見やすくするためにはどのよ

うな工夫が必要か等とともに、周囲と一体となるように他との関係を配慮し、他所から見える場合は

周囲と調和するか、風景の点景となるか、なるためにはどの工夫すればよいか等を検討する。 
また、見るだけ、休むだけの利用にとどまらず、複合的な利用により自然とのふれあいができるよ

う配慮する。 
 
（１）配置 
① 展望地点は、危険なところや狭い場所、あるいは特異な自然環境などが見られるところが多く、

さらに、施設を設けることによって人が多く集まるようになることから、展望施設の配置に当たっ

ては、雪崩、土砂崩れ、鉄砲水、土石流、波浪、強風、火山現象、落雷等に対しての安全性と、利

用者の踏圧や過剰利用によっても周辺の植生や野生生物の生息・生育に影響を生じないよう十分検

討することが必要である。 
② 展望施設は、通常優れた自然風景や興味地点を展望する位置に立地することから、山頂や山稜線

を分断するような箇所は避けるなど周囲の風景と調和させることができるよう配慮し、特に建築物

がスカイラインを切らないよう注意する。 
 
（２）構造 
① 展望施設の形態は、次の３つの種類が考えられる。 
 ア．自然地形型 

 自然地形の形状を活かして展望施設を設ける形態。この形態は、景観や周囲の自然環境に与

える影響が少ないので、自然公園等の施設として最もふさわしい。 
イ．垂直構造型 

地形や周辺の状況から判断して、現地盤より若干高い位置に視点を設けることが展望効果を

著しく高めるとき、展望台や休憩所の屋上を利用する形態。 
この形態は、展望施設が他の地域から目立ちやすくなり、景観への影響が心配される。展望施

設がスカイラインを切ることがない位置を選ぶ等の配慮が必要である。 
ウ．水平構造型 

 傾斜地を利用してテラス状に展望施設を張り出すように造成する形態。垂直構造型に比べる

と景観に与える影響が少ないが、構造物が裸出したままとならないよう植栽を行うことが大切

である。 
② 規模は、展望園地の単位規模５㎡／人を参考とするが、あくまでも周辺の風景のスケールを超え

ないよう必要最小限に押さえて検討する。 
③ 構造は、木造及び石造を原則とする。特にテラスの基礎については、計画箇所の立地条件からみ

て堅固で耐久性のあるものが要求されるため、土質調査及び背面土の土質、基礎の地質、気象条件、

付近に土木構造物がある場合はその基礎の安定性や加載荷重、安全性、材料の許容応力度、土圧、

地盤の許容支持力等を検討して決定する。 
④ 展望施設は、厳しい気象条件にさらされることにあらかじめ留意し、日常の管理が行いにくい位

置に設置される場合は、維持管理が容易な施設とする。 
⑤ 展望施設では、利用の安全性に十分配慮し、利用者が危険な場所へ近づいたり、立ち入らないよ

うに防護施設の配置を検討する。 
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⑥ 転落防止・立入り禁止等のための防護施設は、防護柵や防護機能を発揮できる形状の植栽（生垣、

群植など）等により、危険個所などの相当手前に余裕をもって配置する。 
  また、防護施設は、風景の展望や眺望の妨げとなったり、違和感を与えるものであってはならず、

立地条件に応じて排水溝や堀などを活用し低く抑える等景観を楽しむための配慮を行う。 
⑦ 防護柵は、木造及び石造を原則とするが、堅牢性、耐久性を必要とするため、木材の場合は、材

料の選別、薬品処理によらない腐朽防止対策と保守点検や早めの改修を図る体制を整える必要があ

る。「Ⅱ－３－３関連施設」の防護柵を参照。 
⑧ 展望施設の周辺においては、展望施設の機能や雰囲気をより効果的に発揮させるために周辺整備

を検討する。周辺整備は、一般的に、整地、植栽工、縁石工等があり、建物周囲の不陸整正や展望

地点へ利用者を誘導すると同時に泥落としにもなる飛石設置、野芝等を使っての地被と周辺樹木の

間伐や整枝、敷地境界の明確化や周辺植生保護のための縁石工等を検討して設計する。 
 
（ⅵ）自然観察施設 
（１）設計の考え方 
探勝園地等における自然探勝、自然観察等の施設は、園路を基本として、これに付帯する解説標識、

自然観察施設等による。なお、園路についてはⅡ-3-2（ⅱ）園路、解説標識は第７章公共標識を参照

する。 
表 17 解説施設の一覧 

施設の種類 設計及び環境への配慮事項 
展望塔・観察塔 景観を展望したり高い樹木の上部を観察する等、利用者の視点を高く持

ち上げるための塔とする。また自然景観を損なわないよう配慮する。 

野鳥観察壁（ハイド） 野鳥等をより近くで観察するための施設であるが、野鳥の生息地と一定

距離を保ち、悪影響を与えないよう配慮する。また観察のしやすさに配

慮し、太陽光と順光になるよう施設配置を検討する。 

水中観察窓 水中の動植物を観察するために、水辺等の興味地点に設けるが、コンク

リート等を使用する場合は、環境に対する影響の少ない場所に必要最低

限の規模で設ける。またメンテナンスが容易に行える構造とする。 

自然観察施設の園路は、まず計画段階で当該地におけるセルフガイドプログラム等のインタープリ

テーションのための計画等に基づき、自然地形や景観、野生生物などが容易に観察できるコースをと

り、歩きながら自然の仕組みや営みが理解できるようにする。その規模や路線形態等の検討に当たっ

ては、野生生物の生息・生育環境に悪影響を与えないよう、観察対象となる野生生物等の動向に関す

る事前の綿密な調査が重要である。なお、起終点にはビジターセンターなどが設置される場合がある。 

インタープリテーションのための計画が特に策定されていない場合は、基本計画段階においてその

自然観察路についての基本的テーマを設定し、基本設計段階でテーマに対応するストーリーの組み立

て、展開をとりまとめる。 

テーマは、自然観察施設に関連する動植物や自然現象、景観などの事柄にとどまらず、自然環境か

ら地球環境まで視野を広げるものが望ましく、伝えようとすることの骨子を明らかにする。 

ストーリーは、展開される内容が全体としてつながり、テーマを組み立てるよう設定する。 

また、自然環境への影響のない範囲で家族連れやグループ、さらに高齢者や身障者等の利用に対応

する。 

高齢者や身障者への配慮事項として具体的に以下の項目があげられる。 

・ 観察対象や施設へ案内する場合は、必要に応じて歩道への誘導ブロックや誘導手摺等を整備する。 

・ 観察対象は、手で触ったり、匂いをかいだりできるようにして、視覚・聴覚以外の認識手法の導

入を検討する。さらに、必要に応じ点字の解説板等を整備する。 
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（２）展望塔・観察塔   

 （Ａ）設計の考え方 
① 配置、規模 

 展望塔は、見晴らしのよい地点で、地形や植生等の環境や景観の全容を理解する目的で設置する。

また、観察塔は、利用者の視点を高く持ち上げ、高い樹木の上部や、樹冠の上の景観を観察したり、

樹林内と樹冠上の気温、風速等の変化の観察等を行うのに効果的な位置に設置する。 

展望や観察の対象と目的を明確にして、高さ等規模を検討する必要がある。 

さらに、設置場所自体の景観上の位置づけ（展望対象か、否か等）を確認し、景観に及ぼす影響を

事前に十分評価し、支障を生じさせないよう配慮する。 

② 構造、材料 

材料は、周辺環境、景観との調和を考え、木材を中心とした自然材料を使用することが望ましい。 

基礎の構造は、傾倒や沈下がないよう構造強度を確認し、しっかりとつくる必要があるが、規模の

小さなものについては、極力コンクリート等の人工素材は使用せず、ねかせ等を使用する。（施設の設

置場所によっては、コンクリートの基礎を打つための機材等が搬入できない場合もある。） 

また、基礎をコンクリートにする場合、木製の柱を基礎に直接埋め込むと、柱が腐った場合にコン

クリート基礎もその時点で再利用が不可能となるため、柱とコンクリート基礎は金属プレートで接続

し、ボルト締めにより木柱の取り替えが可能な構造にすることが望ましい。 

以上のような配慮により、周辺の自然環境等への負荷を最小限に抑えることが重要である。 

③ 安全性 

安全性を確保するために、塔の上部には転落防止柵を設ける必要がある。柵の高さは110㎝以上と

する。 

また、周囲に大きな建築物や樹木がない場合、落雷による被害を防止するため避雷針を設置する。 

 表 18 に展望塔・観察塔の種類と特徴を示す。 

 

表 18 展望塔・観察塔の種類と特徴 

 観察対象・目的 構造・特徴 

展望型 

 

山頂や水辺等、見晴らしのよい場所の

ビューポイントとしてのスペースの

確保 

規模によってはコンクリートによって

しっかりとした基礎をつくる必要があ

るため、施工や撤去の方法をあらかじめ

想定し、立地条件に応じた規模、構造を

選択する。規模が小さい場合には、極力

ねかせ等の自然改変の少ない構造とす

る。 

樹林内観察型 

（周辺樹木より低いもの） 

木の実・葉・花等の植物および樹冠内

の動物の観察、樹冠内の環境の体感 

樹林上観察型 

（周辺樹木とほぼ同じ高さのも

の） 

樹冠上部植物の観察、動物の観察、樹

冠景観の観賞 

 

（３）野鳥観察壁（ハイド） 

（Ａ）設計の考え方 

利用者の姿を隠し、野鳥などをより近くで観察する目的で設置する。観察のための窓を有する壁だ

けの簡易なものから、屋根付きで天候等に左右されない長時間滞留型のもの等がある。 

① 配置 

観察時間帯を想定し、最も観察対象が見やすい太陽光が順光となる位置から観察できるよう壁（ハ

イド）を配置する。野鳥の生息地に悪影響を与えないよう、また、野鳥の自然の生態が観察できるよ
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う、自然観察路と壁（ハイド）の間はアプローチの支線を延ばすなど空間をとったり植裁を入れるな

どして、利用者の話し声や足音等による影響を抑える。また、利用状況によっては、利用者が集合し

て説明や解説をうける広場を、壁（ハイド）の手前に設ける。 

   表 19 鳥類の非干渉距離の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 構造、材料 

壁に設ける観察窓は、子どもや大人が観察する姿勢（立って観る、座って観る）を考慮し、0.8ｍ

～1.６ｍ前後の高さで設ける。家族が一度に観察できるよう、平面的にも高さの異なる窓を適宜分散

する。又、視点を全体的に上げたい時は、階段等を取り付けた台を付帯する場合もある。 

材料については、床や壁で声が反射したり響いたりしないような仕上げとする。また、木材を多用

することによって、自然景観との調和を図る。 

③ 屋根   

やや長い観察時間を想定する場合は、日照や雨等を避けるための屋根を設ける。さらに長時間の観

察を想定する場合は、観察小屋を設けることが考えられるが、治安上の問題の発生等が考えられるた

め、よく目の行き届いた管理システムが必要である。表20に 野鳥観察壁（ハイド）の種類と特徴を

示す。 

表 20  野鳥観察壁（ハイド）の種類と特徴 

 目的・観察形態 構造・特徴 

壁型 比較的短時間で、多人数を対象

とした野鳥観察 

多くは立ったまま観察し、障害物などの関係で高

い位置から観察させる場合は、階段等を設置す

る。またハイドの利用者側は開放的な構造になっ

ており、風紀上の問題も少ない。 

小屋型 比較的長時間で、少人数を対象

とした野鳥観察 

長時間の観察に対応するため、椅子、肘掛けなど

を設置する。また観察スペースが閉ざされた構造

になっているため、風紀上問題があり、しっかり

とした管理システムが必要である。 

 

（４）水中観察窓  

（Ａ）設計の考え方 

① 配置 

水辺などの興味地点で水中の動植物を観察する目的で設置する。観察路面を水面より下に設けてガ

ラス等の窓でサイドから見るウォール型や、水面上に張り出したデッキから下をのぞき込むボックス

型などがある。 

野生生物の生息・生育状況を十分把握し、整備の必要性、効果と自然環境への影響を十分検討する。 

② 構造、材料 

ウォール型の素材としては、ガラス、アクリル板、塩ビ板などが考えられるが、屋外に設置するこ

ともあり、耐久性を十分考慮する。光の反射による窓面への写り込みは観察の妨げになるため、観察

スペースに屋根や覆いを設けるのが理想的である。また、ウォール型はコンクリート等を使用するた

種・グループ 非干渉距離（ｍ） 測定場所 
コサギ 
カモ類 
キジバト 
ツグミ 
ホオジロ 
カシラダカ 

150 

100～150 

70 

70 

60 

40～60 

淀川河川敷 
淀川河川敷 
淀川河川敷 
淀川河川敷 
淀川河川敷 
淀川河川敷 



 園地32 

め、自然環境に対する影響の少ない場所に必要最低限の規模で設ける。 

ボックス型については基本的には固定しておくが、透明板に付着した藻の清掃や箱の中に雨水や落

ち葉等がたまった場合等のメンテナンスを考慮し、取り外しが可能な構造とする。そのため素材は塩

ビ板など軽いものを使用する。 

また、蓋を設けたり、箱の縁に立ち上がりをつけることで、箱の中に雨水や落ち葉の侵入を抑制し、

メンテナンスが容易になる。 

定期的な管理ができない場合には設置しない。 

 
（ⅶ）法面緑化  
（Ａ）設計の考え方 
園地における造成で法面において緑化が必要な場合は、「自然公園における法面緑化指針（案）」に

基づき検討を行う。修景植栽においては周囲との景観の調和を図る。 

（１）法面緑化の目的  
法面緑化の目的は、自然公園内において、生態系、種、遺伝子の３つのレベルでの生物多様性の保

全に配慮し、「自然生態系の維持・修復・保全に資すること」「防災機能、水源涵養等の公益的諸機能

の強化に資すること」「周辺の環境と調和した自然回復」を目標とする。法面等における自然回復のた

めの緑化に当たっては、保全水準、緑化の目的、自然的・社会的環境などを十分考慮した上で、最終

的に目標とする植物群落（最終緑化目標群落）と、最終緑化目標に移行しやすい植物群落として、緑

化初期に成立を目標とする植物群落（初期緑化目標群落）を設定する。 
（2）法面緑化の基本方針   
法面緑化は、以下の保全水準を定めそれに基づき、工法や使用樹種等を選定する。 

保全水準１ 
・当該地域に生息･生育する個体群の現状を変更しないことを目標に、緑化による遺伝子レベルで

の攪乱を避けるため、使用植物材料は地域外から一切持ち込まない緑化とする。 
保全水準２ 
・当該地域に生息･生育する個体群に対して人為的影響をできるだけ与えないことを目標に、使用

植物材料を入手する地理的範囲を限定し、当該地域に自然分布する種の系統による緑化とする。 
保全水準３ 
・当該地域の風致に支障を及ぼさないことを目標に、使用植物材料を入手する地理的範囲を限定し、

当該地域ないし地域区分内に自然分布する種による緑化とする。 
保全水準４ 

・当該地域の風致に著しい支障を及ぼさないことを目標に、当該地域ないし地域区分内に自然分布

する種による緑化とする。 

・ただし、造園的景観形成を図る場合は、地域の植生と調和した違和感のない緑化を優先し、国内

に自然分布する種の利用も許容する。 

（Ｂ）緑化工法 
（１）緑化工の技術体系   
緑化工の技術体系は、緑化基礎工、植生工、植生管理工からなり、緑化目標をできるだけ早期に達

成するためには、この技術体系を十分理解し、適切な工法を選択する。 

 緑化基礎工 
土工によって造成された法面は、そのままでは多くの場合植物の生育にとって、劣悪な立地

条件にあることが多く、植物の生育基盤が侵食や崩れに対し安定していなければ、植生の回復は



 園地33 

望めない。緑化基礎工は、植生工に前もって、法枠工や積工などの構造物によって、植物の生育

基盤を安定させるための工法である。 
植生工 

植生工は、緑化基礎工により法面の安定を確保した後、播種や植栽をしたり、あるいは周辺

からの自然侵入を促したりすることによって植物の導入を図るための工法である。 
植生管理工 

植生管理工は、緑化工竣工後、初期緑化目標に早期に近づけるための植生管理や、初期緑化

目標達成後、最終緑化目標に向かって推移しているか否かを監視しつつ、必要に応じて行う植生

管理のための工法である。 
（２）法面における自然回復のための基本的な緑化手法 
法面における基本的な緑化手法は下記による。 

「緑化基礎工」＋「植生工」を標準工法とする。 
法面の場合、周囲の地形などの立地条件や土木上、勾配を緩くすることが困難な場合が多い

ことから、安定した植物の生育基盤の永続性の確保の観点からも、標準的な緑化工法は「緑化基

礎工」＋「植生工」とする。 
植生工は播種工を基本とする。 

植物の導入は播種工による導入を基本とし、植栽工を用いる場合は播種工と組み合わせて施

工する。播種工による導入を主とし、植栽工による導入を従とする。 
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：導入植物の生育基盤を整備する工法 

 
○ 目 的  

① 生育基盤の安定化：勾配修正、生育基盤層の維持 
② 生育基盤の改善：物理性・化学性の改善、生育基盤層の造成等 
③ 気象条件の緩和：風衝害の回避、雪崩発生阻止等 
 
（工法例） 

編柵工、金網張工、法枠工、籠工（積工）、植生擁壁工、防風ネット 
工等 

 
 
：植物を導入する工法 

 
 
：種子から導入する工法 
 

（工法例） 
種子散布工、客土種子吹付工、厚層基材吹付工、植生シート工、植生マッ

ト工、植生土のう工（植生袋工）、種子付枝条播き工等 
 

 
：植栽により導入する工法 

 
（工法例） 

苗木植栽工、ササ株植栽工、さし木工 
保育ブロック工（土壌ブロック工） 

 
：植生の自然侵入を促す工法 

 
（工法例） 

種子なし植生基材吹付工、種子潜在表土播き工等 
 

：目標群落に早期に確実に近づけ、維持し、保護する工法 
 

 
 
：緑化目標に早く確実に近づけるための管理 

 
 

 
：好ましい群落状態を維持するための管理 

 
 

 
：植生の保護、被害の回復を図るための管理 

 
（施工の例） 

木本種子の追播、植生管理のための追肥等 
図 10 緑化工の技術体系 

（３）法面の構造  
自然公園における法面造成計画は、以下の３点を考慮して定める。 

・法面の安定性 

緑化基礎工 

緑 化 工 

植生管理工 

植 生 工 

播 種 工 

植 栽 工 

植生誘導工 

保 育 管 理 

維 持 管 理 

保 護 管 理 
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・自然地形や景観との調和 

・目標とする植物群落の成立に適する勾配 

また、法面の構造は、「法面の緩勾配化」、「小段の積極的な活用」、「法面の小規模化」、「ラウンデ

ィングの導入」、「適切な排水工の設置」、「法面の凹凸の活用」に配慮する。 

 
（４）使用植物選定の基本的な考え方  
使用植物選定の基本的な考え方は次のとおりである。 

・緑化工施工対象地の保全水準に対応して設定した「使用植物材料を採取する地理的範囲」から

採取可能な植物の種を選定する。 

・使用植物は「先駆種＋遷移中後期種」を標準とする。 

・産地が明らかなものを使用する。 

・品質が明らかなものを使用する。 

・性状と施工実績が明らかなものを使用する。 

また、緑化に使用する植物の選定に当たっては、「施工地の条件（水分、肥沃度、土質等）への適

合性」、「適切な植物種の組み合わせ」、「適切な導入手法の選定（適用工法との相性）」、「計画的な種子

採取・苗木育成」、「品質の確認」に留意する。 

 
（５）緑化基礎工の選定  
自然公園における緑化基礎工は、早期自然回復の観点から以下の点に留意して選定する。 

・要求される性能を満足すること。 

・景観的に調和したものであること。 

・使用植物の生育に合致すること。 

・必要に応じて複数の緑化基礎工を組み合わせて用いること。 

主な緑化基礎工には、「編柵工」「金網張工」「法枠工」「籠工（積工）」「植生擁壁工（補強盛土工）」

「防風ネット工」があるが、設計に当たっては施工地の諸条件に最も適する工法を選定する。 

 
（６）植生工の選定  
植生工は、緑化基礎工により地山の安定を確保した後に、選定した植物を播種したり植付けたり、

植物の自然侵入を促したりすることを目的とするが、工法の選定に当たっては、早期自然回復の観点

から以下の点に留意して選定する。 

・使用する植物や自然侵入を期待する植物の発芽や生育に適していること。 

・初期緑化目標を達成するまでの間、法面の耐侵食性を持続できること。 

植生工は、図10緑化工の技術体系に示すように、「播種工」「植栽工」「植生誘導工」に分類される。 

播種工 
播種工は、種子を播くことによって植生の回復を図る方法であり、種子とほとんど同様な扱

いができる無性繁殖材料を用いる場合も播種工に含まれる。例えば、枝や根を短く切りその各々

から出芽・発根を期待する手法も播種工に含める。 
播種工は、機械を用いて播種する「植生基材吹付工（厚層基材吹付工、客土種子吹付工）、航

空緑化工（空中植生基材散布工）など」の機械施工法と人力で播種する「植生シート工、植生マ

ット工、植生土のう工、種子付枝条播き工、保育ブロック工（土壌ブロック工」など」の人力施

工法がある。 
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植栽工 
植栽工は、苗木、根株、さし穂、球根など栄養繁殖する植物体を植付ける方法であり、木本

植物の植栽と草本植物の植栽に分けられる。 
植生誘導工 

植生誘導工は、種子を混合しない生育基盤のみを厚層基材吹付工などで造成し、周辺の自然

林などからの自然侵入を待つ方法や、種子潜在表土を播きだす方法などである。 
「種子なし植生基材吹付工」は、種子なし生育基盤を造成し、自然散布種子により植生を誘

導する工法で、「種子潜在表土播き工」は、種子を埋蔵する表土を活用した生育基盤を造成し、

表土に含まれる埋土種子の集団（表土シードバンク）により植生の回復を図る工法である。 
 

（７）植生工の留意点  
植生工の設計に当たっては、次の項目について検討し、それぞれの条件に対応できる工法を採用す

る。 

・生育基盤の傾斜（法面勾配） 

・土質 

・土壌硬度 

・切土・盛土の別 

・施工時期 

・使用植物 

また、播種工により草本植物と共存する木本植物群落を成立させるため、下記に留意する。 

・目標群落の形成に適切な種子配合設計を行う。 

・草本植物の初期成長を抑制する。 

・木本植物の初期成長を促進する。 

・使用する木本植物の種類に応じて発芽、生育に適する基盤を用いる。 

・耐侵食性の大きい工法を用いる。 

・種子は事前に計量しておく。 

・施工適期に施工する。 

植栽工により木本植物群落を成立させるための要点は下記のとおりである。 

・播種工と併用する。 

・苗木は移植に耐え、かつ極力小さいものを用いる。 

・主構成種と補全種を混植する。 

・土壌硬度25mm（山中式土壌硬度計）以下の土壌に適用する。 

・原則として傾斜が25度以上の場合には高木性樹木の植栽を避ける。 

・列状・並木状の規則的配植は避け、不自然な景観を造らないようにする。 

・道路の視距を害さないように植栽位置を決定する。 

・植栽に当たっては、適宜、地上部を切りつめてから植栽する。 

植生誘導工を適用するに当たっては、次の事項に留意する。 

・耐侵食性が大きく、長年月にわたり生育基盤を維持できる工法を選定する。 

・表土を活用する場合は、自然回復を阻害する埋土種子の有無を確かめる。 

・生育基盤の質によって自然侵入する植物が異なる場合がある。 
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（８）主な植生工の概要  
主な植生工には、下記のようなものがあるが、保全水準、緑化目標、使用植物に応じて、目標とす

る植物群落の成立を可能とする工法を選定するとともに、設計に当たってはこれらにとらわれること

なく、施工地の諸条件に最も適する工法を選定する。 

１） 植生基材吹付工（種子吹付工） 
① 種子散布工 

種子散布工は、種子、肥料、被覆保護材（ファイバー類）を水に混合し、それらを種子散布機

（ハイドロシーダー）により法面に散布する工法である。吹付厚が通常 0.5cm 以下であるため、

土壌硬度 25mm 以上の硬質地や軟岩などには適用できない。本工法は、土壌があり肥沃な箇所

や緩傾斜に適用する。 
種子散布工は生育基盤を造成する工法ではない上、散布した基材の耐侵食性が低いことから、

成立までに時間を要する木本植物の導入には不適である。草本植物により一時的な侵食防止を図

る場合などに使用は限定するべきである。 
② 種子客土吹付工 

種子客土吹付工は、種子、土壌、ファイバー類などに水を加えて泥状に混合したものを、客土

吹付機で 1～3cm 程度の厚さに吹付ける工法である。本工法には、現在エア方式とポンプ方式（ハ

イドロ方式）の 2 つがある。これらの工法は、種子散布工に比べてある程度の厚さに生育基盤を

造成できるのでやせ地に適用できる。 
種子客土吹付工は、法面上に発芽床が造成できることから、種子散布工では導入が難しい肥料

木などの先駆樹種を導入することができるが、生育基盤の耐侵食性は後述する厚層基材吹付工と

比較して劣るため、適用に当たっては立地条件や気象条件に留意する。 
③ 厚層基材吹付工 

厚層基材吹付工は、通常、金網張工を緑化基礎工として施工した後、種子、肥料、生育基盤材

および侵食防止材を混合して吹付機で 3cm 以上の厚層に吹付ける工法で、従来は厚層客土工と

称されてきた。山岳地における施工に当たっては、吹付機などの機材の空輸が必要となる場合も

ある。この工法は耐侵食性、肥料養分の持続性、保水性を有する生育基盤を造成できることから、

発芽や初期成長の遅い木本植物を導入する場合に適している。特に、有機質材料を主体とする厚

層基材吹付工は、常緑広葉樹などの植生遷移中後期から極相を構成する樹種の導入に適している。 
工法選択に当たっては、導入植物との適合性、生育の永続性、肥料養分の持続性、生育基盤の

耐侵食性、持続性、耐凍土性、耐熱性などについて充分検討する。 
２） 植生シート工 

植生シート工は、種子、肥料等を糊着けしたシート類（ワラムシロ、紙、不織布等）を法面に

張付ける工法である。資材の搬入が容易なため、交通の便が悪い山岳地等にも適用できる。 
種子散布工と同様に、一時的な侵食防止を図る場合などに使用を限定する必要がある。 

３） 植生マット工 
植生マット工は、植生シートより厚いマット状の資材（厚さ 1cm 以上）を法面に張付ける工

法で、植生シートよりやせ地に適用する。生育基材を詰めた袋を樹脂ネット等で筋状に連結した

ものや全面にセットしたものなどがある。植生シート工よりも厚みのある構造であることから、

肥料木などの先駆樹種の導入が可能である。 
資材の搬入が容易なため、山岳地など資材の運搬の困難な場所に適用できる。 

４） 植生袋工（植生土のう工、植生筒袋工） 
植生袋工は、各種の袋状物に種子、肥料、土壌改良材（これらの物を内蔵した袋もある）と良
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質の土壌を混合して詰め、生育基盤の造成を行うと同時に植物を導入する方法である。施工形状

区分からは、全面張工、市松張工、筋張工、積工、法枠内詰工等の施工方法がある。植生袋のサ

イズによっては厚い客土が可能であることから、木本植物の導入に適しているが、この場合は、

発芽障害が生じないような網目構造の素材を選定する必要がある。 
資材の搬入が容易で、適用範囲が広く、資材運搬が困難な山岳地には積極的に適用できる工法

である。 
５） 種子付枝条播き工 

種子付枝条播き工は、結実期に種子のついた植物体（枝条）を刈り取って敷き均した後、金網

で覆う方法であり、カリヤスモドキ、ヒメノガリヤス、イワノガリヤス、シモツケ、イタドリ、

ススキ、ヨモギ類などの導入が可能である。保全水準の高い地域における秋施工の場合、種子を

つけた枝条が施工地周辺から調達できる場合に適用する。 
６） ササ株植栽工 

ササ類が周辺に生育している地域では、ササ類で披われた法面は、景観面、土地保全面から好

ましく、隣接地にササ株の採取地がある場合に検討する。 
ササ株を利用した導入方法には、①ササ株筋工（ササブロック植生工）、②法枠工＋客土＋サ

サ株植栽工、③編柵工＋ササ株植栽工、④植生袋にササ株を入れる方法、⑤ササポット苗植栽工

などがある。 
７） 苗木植栽工 

苗木植栽工は、苗木を植付ける方法である。苗木植栽工に用いる樹木は小さい苗が好ましく、

支柱を必要とするような大きなものは用いない。植栽工は、法面等の無土壌地や傾斜地に適用し

た場合、地山の風化を促進して防災機能を低下させたり、根系の発達が不良となって衰退や風倒

が生じたりすることがあるので、適用に当たっては事前に十分な検討が必要である。 
８） さし木工（埋幹・埋枝・埋根工） 

さし木工（埋幹・埋枝・埋根）は、萌芽力の強い樹種の幹枝を 5～100cm に切って土中に埋め、

これらの萌芽による植生回復を期待する方法である。山岳地においてはヤナギ類のさし木工が有

効である。 
９） 種子なし植生基材吹付工 

種子なし植生基材吹付工（無播種施工）は、植生基材吹付工を、種子を配合しないで施工する

方法である。施工後、長期間植被率が低い状態が続くので、侵食防止材にセメント系を用いた厚

層基材吹付工のように耐侵食性の高い生育基盤を造成する必要がある。 
10） 種子潜在表土（表土シードバンク）播き工 

種子潜在表土播き工は、現地の改変区域あるいはその周辺の表土を採取し、表土に含まれる埋

土種子（シードバンク）により植生を誘導する工法である。 
採取した表土を裸地面に 3～5cm 厚程度に敷きならし、その上を緑化用のワラムシロなどで覆

う方法である。種子や苗木では導入できない植物による自然回復に適する。保全水準の高い地域

（地域性系統の植物材料による緑化が求められる地域）などで、他所から植物材料を持ち込まず

に自然回復を図る場合に適用する。 
11） 保育ブロック工（土壌ブロック工） 

「保育ブロック工法」は、樹木の根系を天然林のように地中深く広範囲に伸長させるために、

貫通した穴を設けた土壌ブロック（保育ブロックと言う）を地中に埋設し、これを植物の「生育

基地」とする緑化手法である。施工方法には、「種子入り保育ブロックを埋設する方法」と、「保

育ブロック苗を植栽する方法」との２つの方法がある。いずれも、より自然に近い根系形態が形
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成されるため、植物群落が持つ種々の環境保全機能が高まり、荒廃した自然環境の修復・再生に

著しい効果が発現される。特に、乾燥地における植生導入、山地保全に有効な群落の形成、環境

保全機能の高い群落の形成などに有効である。 
 

Ⅱ－３－３ 関連施設 
（ⅰ）野外卓・ベンチ 
（Ａ）設計の考え方 

（１）配置 
① 滞留時間が長い園地には、動線、展望方向、日当たり等を考慮し、周囲の自然環境になじむ配置

で野外卓・ベンチを設置する。 
  動線、展望方向、日当たり等を考慮し、周囲の自然環境になじむ配置とする。 
② 野外卓・ベンチは、急斜面・風当たりの強い所・排水不良地・地盤の不良地等条件の悪い箇所や、

利用者の出入に支障をきたすような箇所への配置は避ける。 
③ 野外卓・ベンチは、広場、展望地点、休憩エリア等利用者が滞留する箇所に設置するが、周辺地

の踏圧による裸地化の拡大やゴミの散乱が生ずることともなるので、位置は慎重に選択し、必要最

小限にとどめる。 
④ 一般向きや家族向きのピクニック・ユニットとして野外卓・ベンチを配置する場合は、利用者の

プライバシーや利用の快適性を保つために２０～３０ｍ程度離して配置することが好ましい。グル

ープ向きでは、家族向きより密度高くユニットを配置してよい。 
 
⑤ ベンチは、園路沿いや展望地点等に、小休止等滞留時間の短いところでは背もたれのないベンチ、

縁台ベンチを設置し、木陰やゆったり休む場所では背もたれ付きのベンチを設置する。 
⑥ 設置箇所は、園地全体の計画の中で考慮し、目的・機能に応じたものを片寄ることないよう配置

する。 
（２）構造                                  
① 野外卓は木造を基本とし、構造材は地域材の木材または自然石を使用することが望ましい。体が

直接触れるテーブル、腰掛板、背板等は木材を使用する。 
② 野外卓の標準的な規格は、高さ７０cm、テーブルとベンチのあき３５cm、テーブルの幅は片側７

０cm程度が使いやすい。 
  テーブルとベンチの間隔が狭くなると、出入が困難となるので注意する。また、テーブルの幅

は、座ったまま中央まで手が届く程度とする。 

③ 卓下は、不陸ができやすいので水たまりのできにくい舗装等を行うことが好ましい。 

④ ベンチは木造を基本とし、単純で耐久性のある構造、材料とする。 
⑤ ベンチの標準的な規格は、高さ３４～４３cm、幅４０～４５cm、長さ180～200cmとする。 

⑥ ベンチの座板は、できるだけ木肌の感触の柔らかく心地よく、降雨後乾燥の早い材料として木材

を基本とし、板厚は３cm以上、横方向に用いる座板の隙間は２cm以下とする。補修が容易に行える

よう、座板の取り外しが可能な構造とする。 
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図 11 ベンチの座りやすい寸法と確度 

 

表 21 ベンチの寸歩例 

用 途 高  さ 幅 長  さ 

大人用 37～43cm 40～45 120 

 

180 

兼 用 35～40 38～43 

子供用 30～35 35～40 

（注）背板は110° 人体寸法を考慮すること 

表 22 野外卓の寸法例 

テーブル高 テーブルの出 テーブルとベンチのあき テーブル幅 

70cm 20cm 35cm以上 
座って真中に手が届く 

（片側から70cm） 

（注）テーブルの出とは，テーブルの脚から卓端までの長さをいう。 

（ⅱ）人止柵・車止め・防護柵 
 （Ａ）設計の考え方 
（１）人止柵 
① 人止柵は、園地内において、利用者の立入りを制限するためや園地境界で他の土地に入りやすい

場所において立入りを制御するために設ける施設であり、設置は必要最小限にとどめる。 
② 仕様は、丸太柵が一般的であり、高さは５０ｃｍを標準とする。園路においてはロープ柵も標準

とする。 
（２）車止め 
① 車止めは、園地内への一般車両の進入を阻止及び園路からの車道への急な飛び出しを防止するた

めに設ける施設で、駐車場から園内への導入口、幹線園路に入口等に設置する。 
② 車止めの高さは、３０～８０cmを標準とする。設置間隔は、車椅子、自転車、ベビーカー等の利

用を考慮し、車椅子が無理なく通れる幅として９０cmを基本とする。 
③ 固定式のほか、着脱式（必要に応じて取外し、取付けが可能なタイプ）、埋没式（ポールを地中に

収納できるタイプ）の３タイプがある。管理用車両の通行が必要な場所には、着脱式または埋没式
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を併用することが必要である。 
 積雪地では、除雪時に車止めが壊される例もあり、台形型にする等形態の工夫が必要である。 

④ 周囲の風景に調和したデザインで、堅固な材料、構造とする。標準的な素材として、自然石、鋼

製、木製、プレキャスト等があるが、立地環境を十分考慮し、自然材料を使用することが望ましい。 
（３）防護柵 
① 防護柵は、展望施設等における危険防止施設であり、木造及び石造を原則として自然との調和が

図れる材料が好ましく、補修管理が容易な構造とする。また、堅牢性、耐久性を必要とするため、木

材の場合は、材料の選別、腐朽防止対策と保守点検や早めの改修を図る体制を整える必要がある。 
  海岸部に設置する柵は、潮風に対し腐食しにくい材質を選定する。 
② 防護柵は、９０cm～1.1ｍ程度の高さが必要であるが、展望や眺望の妨げとならないよう配置や設

置の仕方を工夫する。 
  転落防止（落下の高さが 2ｍを超える場合など）を目的とする柵は、高さはおおむね1.1m以上で、

過重に耐えられる構造とするが、各種の基準があるので参考とすることが必要である。 
③ 野生動物の生息地においては、小動物の移動を考慮したものとする。 
 
（ⅲ）照明 

（Ａ）設計の考え方 
① 夜間の利用が多く、歩行空間の安全確保の必要不可欠な場合に、最小限の設置を行う。 

 照明装置は、地域全体の景観に影響を与えることがあるため、配置、規模、デザインの統一性等に

十分配慮する必要がある。 

② 照明設備を設置する場合、野生生物の生息・生育環境に配慮し、照度、照明範囲は必要最小限と

する。また、深夜まで照明を必要としない場所については、消灯または減光タイマーを設置する。

照明の影響範囲の小さい、足元灯等の導入を積極的に検討する。 

③ 立地条件を十分勘案して、太陽電池等自然エネルギーを利用した照明の導入を検討する。 

 なお、照明に関しては、「第３章 野営場」のⅡ－３－３管理施設（ⅲ）電気施設を参照する。 

 
（ⅳ）水飲み場･手洗い場 
（Ａ）設計の考え方 

① 利用者の集合する場所で、上水道からの給水や排水等の条件が整い、管理上支障のない位置に、

利用動線等を考慮して設置する。 

② 利用者数、利用形態等地域特性に応じた規模、構造、デザインとし、立地環境条件を考慮した排

水処理施設を選択する。 

③ 高さは 70～85ｃｍを標準とし、幅は 30～40ｃｍとする。子ども用を併設するか高さ 15～20ｃｍ

の踏台を設置する。 

④ 社会的弱者利用を考慮した水飲み場・手洗い場とする。 

⑤ 飲用、手洗いのほか、足洗い等の蛇口の設置も検討する。 

⑥ 排水管のつまりや寒冷地の凍結等に留意する。また､水はけのよい場所に設置するとともに、極力

足下は水はけのよい構造とする。 

  浸透桝は、周辺環境を考慮して設置し、石けん水等汚水排水を流さないよう利用者に協力を求め

る。 
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Ⅱ－４ 園地におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）園地 
（Ａ）すべての利用者が利用しやすい園地の整備 

園地は、設置目的や利用形態、機能等の相違により、ピクニック園地、展望園地、探勝園地に

区分されるが、当該地域の自然景観や自然環境、文化性等を活かしながら、多様な利用者層、利

用形態に対応したデザインとすることが求められる。 

ピクニックや散策、自然探勝等多様な利用を行う目的で整備されるピクニック園地は、すべて

の利用者が利用しやすいよう、駐車場やビジターセンター等の主要施設に近い場所に配置するこ

とが望ましい。 

すべての利用者が利用しやすい園地の形状は、勾配 8％以下を基準とするが、人工的な造成を

感じさせるような工法での地形改変を避け、自然の地形をできる限り活用した整備が望ましい。 

また、地表面は極端な凹凸がない仕上げとし、適宜車いす使用者の休憩スペースとなる平坦部

を確保する。 

なお、一定規模以上の林間広場や砂地などの場合には、園地内の円滑な移動に配慮し、ボード

ウォークや簡易な舗装を施した通路を設置することが望ましい。 

（Ｂ）自然環境、自然景観に配慮したデザイン 

園地は、当該地区の自然を感じ、利用者がゆっくりとくつろいで過ごすことのできる快適な

空間が求められるため、利用形態や機能に応じた適切かつ快適な園地となるよう、樹林や林床

の整備管理を行う。 

また、一定の土地の広がりを有することから、自然環境への影響をできるだけ少なくするよ

う十分に配慮しなければならない。 

参考：レクリエーション活動に対応した森林管理の目安 

 

 

 

 

 

●活動の幅を広げるソフト方策 

芝生や海浜地等では車いすの走行は困難であるが、こうした環境でも自然体験が可能となるよ

う、管理スタッフ等による介助サポートや砂地等でも走行可能なワイドタイヤの車いすの貸し出

園地は、休憩等の他、風景鑑賞や自然観察など自然とのふれあいを提供する基盤的施設であり、

当該地域の自然景観や自然環境、文化性等を活かしながら、多様な利用者層、利用形態に対応し

たデザインとすることが求められる。 

また、園地は一定の土地の広がりを有することから、自然環境への影響をできるだけ少なくす

るよう十分に配慮する。 

（１）すべての利用者が利用しやすい園地の整備 

（２）自然環境、自然景観に配慮したデザイン 

（３）活動の幅を広げるソフト方策 
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しなど、ソフト面での対応が求められる。 

また、積雪地においては、雪と遊ぶ楽しさを多くの人に体験してもらうため、歩くスキーコー

ス等を設定し、スキーやシットスキー、スノーシューの貸し出しを行うなどによって、積雪期の

利用促進を図ることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）園地を構成する施設 
（１）園路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）主要施設へのアクセス園路はすべての利用者が円滑に移動できる構造 

①すべての利用者が円滑に移動できる園路として整備する区間 

駐車場からビジターセンター、便所、すべての人の利用に対応した園地など、主要施設へのア

クセス区間については、すべての利用者が円滑に移動できる園路として整備する。 

ただし、大きな高低差を処理するため長大なスロープが必要となる場合など、地形条件等によ

り自然景観の保護上支障が大きいと判断される場合にはこの限りではなく、高齢者や車いす使用

者等移動に支障のある人に限っての管理用通路の通行許可や、介助サポートなど、ソフト面での

対応によって主要施設へのアクセスを改善することを検討する。 

園路は、園地とともに自然とのふれあいを提供する基盤的施設であり、当該地域の自然特性や

文化性を踏まえ、どのような自然とのふれあいを提供できるかを考慮しつつ、多様な利用者層、

利用形態に対応したデザインとすることが求められる。 

園路は、その主な目的等から、主要施設へのアクセスのための園路と自然とのふれあいのため

の園路に区分することができる。 

主要施設へのアクセスとなる園路は、すべての利用者が円滑に移動できるように機能性を重視

した整備を行い、自然とのふれあいの場となる園路については、利用者の体力や能力、目的等に

応じて選択できるよう、多様性のある園路ネットワークを自然環境の保全や自然景観、文化的景

観等に配慮して整備する。 

（１）主要施設へのアクセス園路はすべての利用者が円滑に移動できる構造 

（２）利用者が能力等に応じて選択できる多様な園路ネットワークの整備 

（３）自然とのふれあいの場となる園路は地形や景観になじませる構造 

（４）自然環境や景観に配慮したデザインと自然を楽しむための工夫 

砂地用の車いすを貸し出している 

山陰海岸国立公園 鳥取砂丘集団施設地区 

歩くスキーコースを設定している。 

大雪山国立公園 勇駒別集団施設地区 
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②すべての利用者が円滑に移動できる園路の構造 

駐車場からビジターセンターへのアクセス路など、すべての利用者が円滑に移動できるように

整備する区間の園路については、以下のように整備する。 

・車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。 

・有効幅員は、車いす使用者同士がすれ違いやすいよう 180cm 以上とする。180cm 以上を確保

できない場合は、通路の末端の付近及び当該園路の 50ｍ以内ごとに、車いすが転回できる

180cm×180cmの場所を確保すれば120cm以上とすることができる。 

・縦断勾配は、高齢者及び車いす使用者等が円滑に利用できるよう5％以下とする。地形の状況

等、特別の理由がある短い区間に限り8％以下とすることができる。 

・横断勾配は、車いす使用者にとって進行が難しく危険であるため1％以下とする。排水の状況

等、特別な理由がある場合のみ2％以下とする。 

・路面は、滑りにくい仕上げとする。 

・照明を設ける場合は、高齢者や弱視者の移動を円滑にするため、十分な明るさを確保するよう

配慮する。 

・原則として路面から 200cm までの空間には突出物を設けない。やむを得ず突出物を設ける場

合は、柵の設置などの進入防止措置を講ずる。なお、沿道の樹木の下枝等が空中突出物となら

ないように植栽の管理も十分に行う。 

自然公園における歩道の区分 

・自然公園における歩道は、大きく登山道、探勝路の２タイプに区分され、園路は、園地、野営場

等の限られた区域内を回遊し、さまざまな利用施設を結ぶ連絡路と位置づけられる。 
・園路は、その主な目的等から、主要施設へのアクセスのための園路と自然とのふれあいのための

園路に区分することができる。 

図 12 すべての利用者が円滑に移動できる園路として整備する区間 

ピクニック園地 

（すべての人の利用に対応） 

ビジターセンター 

便所 

総合案内標識 
駐車場 

公 

道 

すべての利用者が円滑に移動 

できる園路として整備する区間 



 園地45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ）利用者が能力等に応じて選択できる多様な園路ネットワークの整備 

園路は、自然とのふれあいの場として重要な役割を担っており、高齢者や障害者等の移動に支

障がある人にとっては、園路の勾配や路面の状態、段差の有無、経路（コース）の長さ等は、通

行が可能か否かを決める重要な要素となる。 

主として自然とのふれあいの場として利用される園路は、勾配等による通行の難易度やコース

の長短などを目安に、利用者が自己の能力や好みに応じて選択できるよう、経路の設定には多様

性を持たせつつ、できるだけ巡回できる形で園路のネットワークを整備することが望ましい。 

経路の設定に当たっては、施設や展望地点等の効率的利用と自然環境の豊かさや美しさを体験

できることの両面に配慮するとともに、自然環境や景観の保全に留意して行い、各コースには休

憩スペースを通行の支障にならない位置に適宜配置する。  

図 13 すべての利用者が円滑に通行できる園路の構造  
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なお、階段の有無や勾配、幅員、路面状況など各ルートの状態について、事前情報として表示

し、利用者が自己の能力等に応じて利用するか否かを選択できるようにしておく。 

難易度の異なる路線の分岐点等では、その旨を確実に知らせることが必要であり、注意標識の

他に、ゲートの設置、幅員や舗装材の変化などの方法を併用することが考えられる。 

さらに、園路ネットワークを事前に周知させるため、各ルートの特徴、難易度、アクセス可能

な施設等を表記した案内図標識または総合案内標識を行動起点等の主要な場所に整備する。 

（Ｃ）自然とのふれあいの場となる園路は地形や景観になじませる構造 

①段差を作らず、地形や景観になじませることを基本とする 

自然とのふれあいの場となる園路は、自然環境の保全と利用のしやすさの両面の機能が求めら

れることから、魅力の本質である自然を損なわない範囲で、できる限りすべての人が利用しやす

い施設とする必要がある。 

具体的には、大径木や保護対象となる植生等がある場合には迂回させ、造成は必要最小限とし

て人工的線形を避けるなど、地形や景観になじませつつ、大きなバリアとなる段差を作らないこ

とを基本とする。 

幅員についても、一定の幅で整備する必要はなく、すれ違いや追い越しのための待避場所を適

宜設けることで必要以上に広い幅員としないなどの工夫を重ね、自然景観に馴染み、かつ通行し

やすい園路を整備する。 

②自然とのふれあいの場となる園路の構造 

自然とのふれあいの場となる園路の構造は、地形条件や利用者数等を勘案し、全体になだらか

な「できる限りすべての人が利用できる園路」、やや急な区間を含む「できるだけ多くの人が利用

図 14 多様な園路ネットワークの整備例 

 

駐車場 

展望施設 

展望コース 

湖畔コース 

林間コース 

（緩勾配） 

林間コース 

（急勾配） 

湖畔休憩舎 

水辺 

デッキ 

池周回コース 

湖畔休憩舎 

便所 

なだらかな園路（車いす通行可）勾配5％以下 

やや急な区間を含む園路 勾配8％以下 

険しい区間を含む園路 

 コース     通行難易度 

池周回コース    容 易 

展望コース     普 通 

湖畔コース    容易だが長い 

林間コース（緩）  普 通 

林間コース（急）  険しい 
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できる園路」、急勾配や段差のある険しい区間を含む「利用が困難な人もいる園路」に区分し、幅

員、勾配等は下表を目安として整備する。 

 

表 23 自然とのふれあいの場となる園路整備の目安 

園路の区分 

できる限りすべての人
が利用できる園路 

できるだけ多くの人が
利用できる園路 

利用が困難な人もいる
園路 

全体的になだらか やや急な区間を含む 険しい区間を含む 

幅員（最小） 120cm 90cm － 

縦断勾配（最大） 5%（短い一部の区間では
8%） 

8%（短い一部の区間では
12%） 

－ 

横断勾配（最大） 1%（排水等のためやむを
得ない場合は2%） 

5% － 

すれ違い箇所の 
確保（最大） 

50m程度に１箇所 
車いす２台がすれ違える
幅 1.8m 以上の平坦なス
ペースを確保する 

100m程度に１箇所 
車いす２台がすれ違える
幅 1.8m 以上の平坦なス
ペースを確保する 

－ 

休憩場所の間隔 100m程度 200m程度 400m程度 

段差 2cm以下 2cm～4cm － 

路面状態 堅固で濡れても滑りに
くい仕上げ 

転圧等簡易処理 － 

通行の程度 車いすやベビーカーが
支障なく通行できる 

車いす使用者が介助者
を伴って利用が可能 

車いす使用者や体力の
劣る人は利用が困難 

③危険箇所では路側処理により安全を確保 

園路に近接して急傾斜地、水面、車道等がある場合には、転落等の危険を防止するために、防

護柵や立ち上がりを設置して安全を確保する。 

平坦地など危険のない場所であれば、視覚障害者も舗装材の違いによって園路をはずれたこと

がわかるため、周囲の景観になじむよう立ち上がり等は設けなくてもよい。 

立ち上がりの高さは、車いす等の脱輪防止や視覚障害者が白杖で確認できる高さとして 5cm 以

上とし、落下の高さなど危険度に応じて設定する。 

転落事故の発生が考えられる場所では、子どもや車いす使用者の視界を妨げない形状を工夫し

た堅固な構造の防護柵を、景観への影響に配慮して設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 図 15 路側の立ち上がりは5cm以上とする 

 

縁石による誘導

車椅子等の脱輪防止と、視覚障
害者の白杖のガイドのため
5cm以上の立ち上がりを設ける

50
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また、縁石や立ち上がりの素材、形状なども、自然景観を損ねないように配慮して選択するこ

とが必要である。 

なお、段差がある箇所については、舗装材や色彩の変化、標識の設置などによって、危険の存

在を知らせることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｄ）自然環境や景観に配慮したデザインと自然を楽しむための工夫 

①景観に配慮したデザイン 

園路は、散策を通して当該地区の自然を感じ、感動や喜び、安らぎを得られるよう、園路周囲

の快適性と景観の質を高める整備管理が必要となる。 

景観の評価は園路など工作物のデザインに影響されるものであり、特に園路の線形や路面の素

材、路側の処理による影響が大きいため、園路のデザインに当たっては、期待感を持って林間散

策を楽しめるような園路線形、人工的な印象が強くならないような舗装材や路側処理等に十分な

配慮が必要である。 

②景観と調和し利用しやすい路面処理 

より身近に自然を感じるためには土の園路が望ましいが、誰もが利用しやすい環境づくりや湿

原等の脆弱な自然環境の保護を考えれば、園路の舗装や木道の設置も必要となる。 

誰もが利用しやすい園路舗装は、基本的には、平坦で固くしまって滑りにくい仕上げとするこ

とであり、さまざまな舗装材料の特性に留意しつつ景観との調和に配慮して適切な材料を選択す

る。以下に主要な舗装材料の特性を示す。 

段差部を白のペイントで目立たせている 

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区 

 

危険度に応じて、山側は立ち上がりを、 
谷側は防護柵を設置している  

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区  

 

自然景観に配慮した丸太による路側処理  

日光国立公園 大沼園地  

 

木道では落ち葉がたまらないよう隙間
を空けて設置するのが望ましい 
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表 24 舗装材料の特性 

名称／特性 事例写真 

土 

・自然環境に負担が少なく、景観的にもよい素材であ
る。 

・水平で、十分な維持管理が行われるのであれば、車
いす使用者等も利用可能である。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上信越高原国立公園 志賀高原集団施設地区 

石畳 

・目地が荒く深い石畳は、表面の凹凸により車いすや
ベビーカーの通行が困難で振動を与えるため、利用
は避けた方がよい。 

・デザイン上必要で幅員が広い場合は、一部を、車い
す等が通行しやすい舗装とする。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区 

砕石、玉砂利 

・砂利敷きの場合、歩きにくい上、表面の凹凸が車い
すやベビーカーの通行には路面抵抗が大きく振動
もあるため、利用は避けた方がよい。 

・ただし、神社の参道など文化的景観の構成要素とし
て必要な場合には、砂利の移動を止めるための網を
張った上に砂利を薄く敷き流す工法を採用するな
ど、通行の際の負担を軽減する工夫が求められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大山隠岐国立公園 出雲大社 

ウッドチップ 

・水平にしっかり締め固められていれば車いすの走行
も可能である。 

・クッション性、透水性に富み、香りもよく、舗装材
に適しており、間伐材の有効利用にもなる。 

・樹冠が閉じた場所等では苔むして滑りやすくなるお
それがあり、設置環境に注意が必要である。 

・ウッドチップとアスファルト乳剤や樹脂等を混合し
て施工する方法もある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日光国立公園 塩原園地 

木デッキ、木道 

・比較的歩きやすいが、濡れると滑りやすいため、滑
り止めのスリット等が必要になる。 

・目地やスリットは、深すぎると振動が大きくなるた
め、車いす使用者の負担にならない幅、深さとする。 

・使用木材は耐久性の高い樹種を選定する。 

・樹冠が閉じた場所等では苔むして滑りやすくなるお
それがあり、設置環境に注意が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上信越高原国立公園 志賀高原集団施設地区 

写真出典）太田猛彦監修『森のユニバーサルデザイン』 
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名称／特性 事例写真 

ソイルセメント 

・歩きやすく、自然景観とも比較的調和する材料であ
る。 

・不陸を生じやすいため、十分なメンテナンスを行う
必要がある。 

・積雪寒冷地や、管理用車両等の通行が多い箇所には
不適である。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上信越高原国立公園 志賀高原集団施設地区 

アスファルト、コンクリート 

・ぬかるまないため、雨天の場合も比較的快適に利用
できる。 

・自然環境の中では人為的な印象が強いため、管理用
車両の通行が多いところなどに限定して使用する
ことが望ましい。 

・透水性の製品の使用を検討するとともに、景観的に
違和感を生じないような配慮が必要である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上信越高原国立公園 志賀高原集団施設地区 

 

なお、誰もが通行しやすく、自然環境や景観に調和する新たな舗装材の開発を進めることも望

まれる。 

 

③自然を楽しむための工夫 

園地や園路は自然を楽しむための基盤施設であり、さまざまな身体条件を持つすべての人が自

然を楽しめる場を提供するには、五感を活かして楽しめる利用環境の整備など現在の自然の魅力

をより高めるような工夫が必要となる。 

さまざまな身体条件の利用者が楽しむための利用環境の整備とは、身体能力等に応じて楽しむ

ことを可能にしたり、視覚だけでなく聴覚や触覚などさまざまな感覚を活用して楽しめる場を提

供することであり、具体的には下表のような整備の方向が考えられる。 
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表 25 身体能力等に応じて楽しむための整備 

整備の視点 整備の方向 

穏やかに楽しむ ・眺望や水辺の景観を楽しめる場を整備する 

・自然性の高い森林や湿原、草地等を保全するとともに、自然観察や風
致景観を楽しむ場を整備する 

・間伐等により、木漏れ日やそよ風を体感できる疎林を整備する 

・間伐や林床管理によって、林間散策に適する見通しがよく明るい森林
を整備する 

・草本類を中心とする林床植生の刈り払いを強度に行い、下草や枯れ葉
の上に直に座れるような休憩の場を整備する  等 

活発に楽しむ ・子どもたちが木登りをできる林間広場や走り回れる園地、遊べる水辺
などを整備する 

・ネイチャーゲームなどの自然体験プログラムの場として利用できる森
林と施設を整備する 

・森林の保全管理活動に体験的に参加する場として活用する  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水辺の景観を楽しめる展望デッキ 
このデッキは誰でもアクセスできるが、端部に
立ち上がりがなく、車いすやベビーカーが転落
する危険性がある 

見通しがよく明るい林間を散策 

園地（湿性植物園）内の八ツ橋を車いすの利用に配慮して再整備した例 

大山隠岐国立公園 蒜山集団施設地区野営場 

再整備前：幅員が狭く一部に段差があ
り、車いす使用者や高齢者
は利用しにくかった 

再整備後：車いす使用者も安全に利用
しやすい構造の木道として
再整備した 
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表 26 さまざまな感覚を活かして楽しむための整備 

整備の視点 整備の方向 

視覚を活かす ・展望や水辺の景観を楽しむ場を整備する 

・花や実、紅葉の美しい自生種の補植や、生育環境を整えるなどの整備
管理を行う 

・補植や間伐により園路周辺の樹林密度を変化させ、明暗の変化を感じ
させる  等 

触覚を活かす ・そよ風や木漏れ日を体感できる広場や疎林を整備する 

・渓流や湖沼の水に触れられる場を整備する 

・木肌や葉の感触を楽しめるよう、大木の近くに園路を配置するほか、
枝葉に触れても安全な樹木を園路沿いに補植する 

・目の不自由な人でも樹木に近づけるような管理を行う  等 

聴覚を活かす ・渓流の水音が聞こえるように園路を配置する 

・野鳥の声が楽しめるよう、野鳥の好む自生種を補植するとともに、水
鳥が立ち寄り食餌する水場を森林空間に整備する 

・風にそよぐ葉ずれの音を楽しめるよう、広葉樹主体の林間や草原に園
路を配置する  等 

嗅覚を活かす ・花や葉の香りがよい自生種を選び園路沿いに補植する 

・草本類の匂いを楽しむため、間伐等により光量を確保することにより
多様で豊かな林床植生を形成する  等 

 

 

 

 

 

 

 

花の美しい林間を楽しむ 渓流の水音を楽しむ 

野鳥を誘致する水場 樹木の木肌に触れられる 
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見晴らしを確保した配置

2
50
0
以
上

1
5
0
0
以
上

（２）休憩施設 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）誰もが利用しやすい休憩施設の配置 

高齢者や障害者が安心して自然体験ができるよう、ベンチや野外卓等の休憩施設を展望地点な

ど魅力的な場所の他、主要な園路沿いに適切な間隔で設置する。また、緊急時の一時的な避難場

所としての利用や体温の保持機能の弱い人の利用を考慮して、風雨や寒さを避けられるタイプの

四阿の設置を適宜検討する。 

園路沿いに設置するベンチは、通行の妨げにならない位置に設置し、車いす使用者と並んで座

れるように車いすのスペースを確保することが望ましい。 

園地や野営場などに設置する野外卓やベンチは、平坦部に設置し、車いす使用者が支障なく移

動できるよう、野外卓の周囲に1.5m以上、野外卓間には2.5m以上のスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、じめじめした場所や暗い所などでは快適に休憩できないうえ施設の腐朽も早いため、緑

陰樹を残して間伐や刈り払いを行うことで見通しのよい明るい空間を作るなど、より快適な環境

整備と十分な管理が必要である。 

図 16 野外卓の配置例  

風除けの壁がある四阿 

壁面は情報提供に利用している 

秩父多摩甲斐国立公園 

川沿いの休憩スペース 

中部山岳国立公園 上高地河童橋付近 

自然とのふれあいでは歩く利用が中心となることから、休憩や荒天時の一時避難等、安心して

利用するために休憩施設は欠かせないものであり、多様な利用者の特性や周辺環境との調和に配

慮して、四阿やベンチ等を適切に設置する。 

（１）誰もが利用しやすい休憩施設の配置 
（２）多様な利用特性に配慮した施設の設置 
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（Ｂ）多様な利用特性に配慮した施設の設置 

①誰もが利用しやすい四阿 

四阿タイプの休憩施設は、以下のように整備する。 

・出入口には車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。やむを得ず段差が生じる

場合には、8％以下の勾配の傾斜路を設けて、車いす使用者等の通行の支障にならないよ

うにする。 

・出入口の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう120cm 以上とし、やむを

得ない場合でも、車いす使用者が通行できる80cm 以上を確保する。 

・内部は、床面を平坦で固くしまって滑りにくい舗装とし、車いす使用者が回転等できる

150cm×150cm 以上のスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 休憩施設（四阿）の整備例 
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休憩スペース

ベンチ

テーブル・ベンチ

車椅子スペース
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レクチャー利用
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丸太スツール

レクチャーボード
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24
00

レクチャー・
休憩スペース

1200以上

段をつけない
やむをえない場合
は傾斜路を併設
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②車いす使用者も一緒に座れる野外卓 

野外卓の形状は、車いす使用者も一緒に座れ

るよう、膝下が入るスペース（ニークリアラン

ス）として高さ65cm以上、奥行45cm以上を確

保する。 

 

 

 

 

 

③利用特性に配慮した多様なベンチの工夫 

ベンチは、地区の利用特性等に配慮しつつ、多様な利用者のニーズに対応できるよう適切な形

状のベンチを設置する。デザインに当たっては、座り心地や立ち上がりやすさ等を十分に検討す

るとともに、安全性、耐久性、快適性等も考慮する。 

例えば、高齢者や杖使用者には背もたれや肘掛けがあり座面と背もたれの角度が深くなく立ち

上がりやすいもの、幼児には座面の低いベンチが利用しやすい。 

また、乳幼児連れの人がおむつを換えたり、荷物を置ける幅の広いものもあると便利である。 

ベンチ等は汚れていたり壊れていると利用されず、景観や安全上の問題も生じるため、十分な

管理が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 ベンチの例 

 

車いす使用者も一緒に座れるよう、ニー

クリアランスを確保した野外卓 

野外卓周辺にも、車いすが通行できるス

ペースを確保している 

磐梯朝日国立公園 裏磐梯集団施設地区 

 

900程度

2
00
～

25
0

40
0内

外

ベンチには手すりまたは大きめの肘掛け
を設ける。ベンチの手すりにけこみ部が
あると傘や白杖、杖などを立てかけてお
くのに便利である。

車椅子使用者がベンチの横で休憩できるスペースを
確保する。車椅子使用者は車椅子が自分の身体の形
状に合わせた仕様になっていることもあり、わざわ
ざベンチに座らない人も多い。

大木の木陰で休めるベンチ 

日光国立公園 大沼園地 
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④子どもや車いす使用者が利用しやすいように配慮した水飲み、手洗い場 

水飲みや手洗い場は、以下のように整備する。 

・水飲み場や手洗い場には、車いす使用者が接近できるように、使用方向150cm以上、幅150cm

以上の水平部分を設け、床面は段差がなく、平坦で固くしまっていて、濡れても滑りにく

い仕上げとする。 

・幼児の利用を考慮した踏台を置く場合は、車いす使用者の使用方向を考慮し、利用の支障

とならない場所に設置する。 

・飲み口までの高さは70～80cm程度とし、車いす使用者の膝下が水受けの下に入り込めるよ

うに下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上のスペースを確保する。 

・給水栓の形状は、手の動作が不自由でも使用しやすいものを、手前で操作できるように取

り付ける。また、飲み口は、水が垂直に上がるものより、各自が飲む高さを選択できる円

弧状に吹き出す飲み口とすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19  水飲みの整備例 

出典）国土交通省『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン』 

膝下のクリアランスが十分でない、車い

すで接近しづらい位置にあるなど、設置

する高さと方向が悪いため、使いにくく

なってしまった水飲み 

富士箱根伊豆国立公園 湖尻集団施設地区 
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（３）展望施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）誰もが利用しやすい配置とアクセス 

展望施設は当該地区の利用目的となりうる施設であり、誰でも利用しやすい施設とすることが

望ましいが、良好な景観を眺望できる展望地点は、一般的に尾根付近の傾斜面や水辺となるため、

誰もが利用できるアクセスを整備するには地形条件が厳しい場合が多い。 

そのため、アクセス路は車いすやベビーカーで利用できるよう、勾配 5％以下の傾斜路を基本

とする。ただし、地形条件等によって地形改変や景観への影響が大きいと判断される場合には、

車いす使用者が介助者を伴って利用できる勾配8%以下の傾斜路とすることもやむを得ない。 

なお、展望施設及びアクセスとなる傾斜路や柵の規模、形状、材質等の工夫によって施設が目

立たないようにする、植栽によって遮蔽するなど、デザイン的な配慮を行うことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、地形条件等により、展望施設へのアクセスが急勾配となり利用者の能力等によっては利

用できない場合には、駐車場等の行動起点から緩やかな勾配の園路で到達可能な範囲に、魅力的

な景観を得られる場所を探し、誰もが楽しめるビューポイントとして整備することが望まれる。 

（Ｂ）自然の風景を楽しむための配慮 

①子どもや車いす使用者の視線を遮らない防護柵 

展望施設からの転落防止や自然地への侵入防止のための防護柵を設置する場合には、子どもや

車いす使用者の視線を遮らないような高さ、デザインとする。また、寄りかかったり、手すりと

して利用されることを考慮して、堅固な構造とするなどによって安全を確保する。 

展望施設内外の高低差が大きいなど転落の危険性が高い場合には、建築基準法等にならえば高

さ 110cm 以上の転落防止柵の設置が求められるが、この高さは車いす使用者の視線の高さと一致

湖畔の展望施設まで車いすでも降りられる

傾斜路であるが、景観への影響も大きい 

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖集団施設地区  

 

ヒグマ対策として高架にした木道  

バリアフリー対応で整備されている 

知床国立公園 知床五湖 

 

展望施設は自然の風景を眺望するための施設であり、当該地域の大きな魅力地点のひとつとな

ることから、できる限りすべての人が利用できるよう配慮することが必要である。 

整備に当たっては、何を見せるか、どのように見せるか等を検討する他、展望地点は一般的に

優れた自然風景の中に立地することが多いため、特に周辺の自然景観や環境の保護に配慮する。 

また、風景の眺望が可能というだけでなく、居心地よく風景を楽しむことができるよう配慮が

必要である。 

（１）誰もが利用しやすい配置とアクセス 

（２）自然の風景を楽しむための配慮 
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するため、柵の外側にも平坦部を確保したり、植栽を設けることなどの工夫によって柵の高さを

低くすることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②居心地のよい視点場の整備 

展望施設は、展望が得られる場であればよいのではなく、展望を楽しめる場として整備するこ

とが重要である。すなわち、立ったまま眺めるのと座ってゆったりと眺めるのとでは同じ景観で

あっても利用者の満足度は異なるものであり、魅力ある風景（視対象）以上に、それを眺める居

心地のよい場所（視点場）をつくることが重要である。 

そのため、視点場の床面の形状や舗装材に配慮するほか、ベンチを設置するなど休憩施設とし

ての機能も持たせることが望ましい。 

③触知型展望案内図の設置 

視覚障害者はイメージを膨らませるため景観や色彩についての説明を求めており、目の不自由

な人にも景観を感じてもらうために、展望施設から得られる景観についての案内をわかりやすい

文字と点字、音声ガイダンスとともに触知図として設置するなどの工夫が求められる。 

季節や天候、時間帯によっては、展望施設からの最高の景観を見られるとは限らず、触知型展

望案内図を設けることは、視覚によって景観を楽しめる人にとっても有効である。 

触知板の設置に当たっては、直接手で触れるため、日差しで板が熱くならないような素材の選

択、日陰に設置するなどの配慮とともに、清潔を保つ管理も必要である。 

 

園路より低い位置に柵を設けることで景

観に配慮している例 

階段テラスにすることで柵を設けず湿原の

風景を楽しめるようにした例 

日光国立公園 大沼園地 
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第３章 野営場 

Ⅰ 野営場に関する基本方針と野営場タイプ 

Ⅰ－１ 野営場の適用範囲 

 本指針は、自然公園等の野営場に適用する。ただし、地域の特性、その他の事情により適用し

がたい場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊

重する。           

（解説） 

本指針における自然公園等の野営場とは、自然公園等事業としての整備に係る自然公園内の野営場

であり、その定義は「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15 年 5 月 28 日環

自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項」

で次のとおりとされている。 

（定義）公園利用者の野営の用に供される施設（テントサイト及びこれに併設される簡易な宿泊施

設等。）をいう。 

 （計画上の留意事項）自然的条件からみて、管理施設及び便益施設（炊事場、野外炉、給水施設、

便所、ファイアーサークル等）を設置することができるものに限る。 

 また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自計

第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動場（小規模なも

のに限る）、駐車場、公衆浴場、公衆便所及び野外劇場を付帯施設とすることができる。 

 

 

Ⅰ－２ 野営場に関する基本方針 

自然公園等の野営場は、利用者が日常生活をはなれた自然の中で安全、快適に、宿泊、食事、

休養、集い、遊び、運動、交流などを楽しみ体験することにより、自然とのふれあいや自然へ

の関心と理解を深めることができる場として整備する。 

自然公園等の野営場は、良好な自然環境の中に設置されるものであることから、野営場を整備す

る地区の特性を十分把握して適切な野営形態を選択するとともに、その地区の自然環境と野営形態

に適合する諸施設を整備する。 

特に、野営場は比較的広い面積を要する施設であり、面的な整備は現状を改変する度合いが大き

くなりやすいことから、自然環境への影響をできるだけ少なくするよう十分に配慮する。 

                         

（解説） 

野営場は、一定の広がりをもった面的施設で、山岳、山地、山麓、高原、海岸、湖畔、森林、草原

等の自然の中でキャンプするための諸施設を総合的に整備するものである。 

野営場を構成する施設は、宿泊施設（テント、ケビン）、管理施設、便益施設に大別され、管理棟、

炊事棟、便所、セントラルロッジ等の建築物や園路、駐車場、標識類、給排水施設等の構造物など、

その種類は多岐にわたる。野営場は、これらの諸施設が集合した複合体であり、一体として利用され

るものであるが、整備する地区の立地特性や自然の資質によって利用形態が異なり、また、野営場を

構成する施設の種類も異なってくる。 

近年、キャンプ利用は、利用期間が通年化するなど活発化する一方、キャンプの利用形態も多様化

している。自然公園等の野営場は、このような利用状況の変化に対応しつつ、優れた自然環境の中で
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のキャンプを機会に自然とのふれあいを体験し、自然への関心と理解を深めることができる絶好の場

として整備することが求められる。 

また、野営場は人間生活が行われる場でもあることから、野営場の整備・管理運営において環境へ

の負荷をできる限り低減することとし、そのための措置を通じてキャンプが地球環境までも含む環境

保全の普及啓発の機会ともなるよう留意する。 

これらの観点から、野営場を整備する地区の特性を十分把握し、利用ニーズに対応した適切な野営

形態を選択して、その地区の自然環境と選択した野営形態に適合する諸施設を整備する。 

なお、野営場の利用者は、単独での利用、家族利用、グループ利用、団体利用など多様であること

から、極力ユニバーサルデザインを取り入れ、全ての人たちが安全に気持ちよく利用できるよう配慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 野営場を構成する施設のイメージ 
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 Ⅰ－３ 野営場のタイプ 

 

本指針では、自然公園等の野営場を立地環境の特性、利用形態、機能等の相違により、野営場を

以下の3つのタイプに区分する。 

 １）Ｎ野営場（一般車両及び管理用車両ともに乗り入れできない野営場） 

２）Ⅰ型野営場（一般車両は乗り入れできない野営場） 

 ３）Ⅱ型野営場（一般車両が乗り入れできる野営場） 

 

（解説） 

（ⅰ）野営場のタイプ区分と選定の考え方 

自然公園等の野営場は、良好な自然環境の中に設置されることから、立地する環境の自然的構成要

素が良好な状態で維持され、周辺一帯を含めた生物の多様性の確保が図られるとともに、自然とのふ

れあいが保たれるよう配慮する。 

 野営場のタイプの選定に際しては、計画地の環境の自然性、脆弱性、復元力等の立地特性や自然の

資質によって計画の自由度や制約条件が異なることに留意し、環境への負荷の大きい利用形態となり

がちな車両利用への対応、特に、宿泊施設部分への車両乗り入れの扱いを中心として、 “一般車両及

び管理用車両がともに乗り入れできない野営場”“一般車両が乗り入れできないが管理用車両は乗り

入れできる野営場”と“一般車両が乗り入れできる野営場”の3タイプに区分し、利用形態による環

境への負荷の大きさに配意するとともに、野営場の整備に伴う改変の度合いと自然とのふれあい活動

の可能性を考慮して3タイプの中から計画対象地の野営場のタイプを選定する。 

 なお、この野営場のタイプ区分は、計画・設計上、概念的に区分するものであり、実際の野営場の

管理運営や利用実態と必ずしも一致するものではなく、ⅠとⅡのタイプが複合的に計画される場合も

考えられる。 

 

野営場のタイプ区分の概念と基本的な考え方は、概ね次のとおりである。 

（１）Ｎ型野営場（一般車両及び管理用車両ともに乗り入れできない野営場） 

（概念） 

①脆弱で復元力が極めて弱い自然環境で、その自然環境の良好な状態での維持、生物多様性の確保

等のために、極めて配慮が必要な立地環境の野営場。 

②専ら縦走登山等の山岳地域内の遠距離な歩道でアクセスされ、徒歩の利用による野営場。 

 

（基本的な考え方） 

①野営場の利用は徒歩のみによる。 

②原生的な自然や優れた自然環境の中に立地する場合等で、縦走登山等の野営利用の目的のみに対

応する野営場として整備するが、自然環境の保全、生物多様性の確保等への影響を最小限とする

必要が高い野営場。 

③基本的にフリーテントサイトゾーンのみで構成し、管理施設や便益施設も必要最小限にする。 
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（２）Ⅰ型野営場（一般車両は乗り入れできない野営場） 

（概念） 

① 脆弱で復元力が弱い自然環境で、その自然環境の良好な状態での維持、生物多様性の確保等の

ために、特に配慮が必要な立地環境の野営場。 

② 宿泊施設部分に一般車両を入れず、徒歩の利用による野営場。 

③ 管理用車両が乗り入れできるか否かにより、さらにⅠ－Ａ型（専ら遠距離の歩道でアクセスさ

れ、原則、管理車両も乗り入れできない（管理車両の利用頻度が少なく、特別限定された管理

車両のみ可）野営場）とⅠ－Ｂ型（比較的近距離の歩道でアクセスされ、管理用車両の乗り入

れができる野営場）とに区分する。 

 

（基本的な考え方） 

１）Ⅰ－Ａ型野営場 

①駐車場や利用拠点等から遠距離な歩道等でアクセスされ、原則、野営場の利用は徒歩のみによる

地区で、一般車両・管理用車両ともに乗り入れできない野営場。（ただし、管理車両の利用頻度

が少なく、特別限定された最小限の管理車両のみの乗り入れは許容される。） 

② 原生的な自然や優れた自然環境に近接、あるいはその中に立地する場合等で、その自然にふれ

あうための利用に対応する野営場を整備するが、自然環境の保全、生物多様性の確保等への影響

を最小限とする十分な配慮を特に必要とする野営場。 

③ 基本的にテントサイトゾーンのみで構成し、管理施設や便益施設も機能的に必要な範囲とする。 

 

２）Ⅰ－Ｂ型野営場 

①比較的近距離な歩道等でアクセスされ、車両が通行可能な道路がある地区で、日常の管理用車両

以外の一般車両は宿泊施設部分に乗り入れできない野営場。駐車場を附帯あるいは近接する場合

を含み、野営場の利用は、最寄りの駐車場以奥、徒歩による。 

② 原生的な自然に近接する場合、優れた自然環境の中に立地する場合等で、自然環境の保全、生

物多様性の確保等への影響に対する十分な配慮を必要とする野営場。 

  管理用車両が乗り入れるための道路の整備、管理等に際しても、同様の配慮が必要であり、自

然環境の保全等に著しい影響を与えないこと。 

  二次的な自然や身近な自然においても、野生動植物の保護や良好な利用環境の確保が必要な場

合を含む。 

③ 野営場へのアクセスが車両による場合は、野営場に附帯あるいは近接する駐車場の整備及び駐

車場までの到達道路の整備が、周辺の自然環境に著しい影響を与えないこと。 

 ④ 宿泊施設部分は、基本的にテントサイトゾーンのみで構成し、ケビンを伴う場合がある。ケビ

ンサイトを設ける場合は、管理用車両等により十分な管理運営が可能な場合であること。 

 ⑤ 短期間の利用のほかにも数泊以上の宿泊利用があり、管理施設、便益施設を機能的に必要な範

囲で備えるとともに、立地環境上特に支障がない場合は、十分な広がりとアメニティーの確保を

図る。 

 ⑥ 宿泊施設（テントサイト、ケビンサイト）、管理施設及び便益施設の個別あるいは複合ゾーン（野

営ゾーン）のほか、野営場内での自然ふれあい体験や自然探勝、自然鑑賞等の利用ためのゾーン、

あるいは周辺における利用の拠点として機能を備える。 

⑦ 野営場での自然体験や野営場を拠点とする周辺一帯の自然探勝等の利用に際しての家族・グル
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ープ・団体等の宿泊、長期間の滞在にも対応し、自然とのふれあいのみならず、環境保全の普及

啓蒙、環境教育のための活動プログラムや情報等を提供する。 

 

（３）Ⅱ型野営場（一般車両が乗り入れできる野営場） 

 （概念） 

①比較的広い面整備に際しても、自然環境の保全が図られるとともに、場内及び周辺の自然環境を

活した自然とのふれあい体験が推進できる野営場 

②一般の車両が宿泊施設部分へ乗り入れできる野営場。 

③宿泊施設部分が、フリーテントサイト、固定テントサイト、オートキャンプサイト及びケビンサ

イトの組み合わせで構成され、多様な利用者層による多様な利用形態に対応する管理施設、便

益施設を備える。 

 （基本的な考え方） 

① 優れた自然や身近な自然に立地する場合で、オートキャンプサイトや一般車両が通行できる幹

線園路等の整備に際しても、自然環境の保全と自然とのふれあい体験の推進に支障がないこと。 

② 野営場へのアクセスとして、少なくとも普通自動車が安全に通行できる到達道路を備えている

か、整備が周辺の自然環境の保全に支障がないこと。 

③ 宿泊施設部分は、主にフリーテントサイト、固定テントサイト、オートキャンプサイトで構成

し、ケビンサイトを伴う場合がある。 

   オートキャンプサイトを設置しない場合において、駐車場からテントサイトあるいはケビンサ

イトまでの一般車両の乗り入れができる場合を含む。 

 ④ 短期間のほかにも数泊以上の宿泊利用があり、多様な利用者層による多様な利用形態に対応す

る管理施設、便益施設を備えるとともに、十分な広がりとアメニティーの確保を図る。 

⑤ 宿泊施設（テントサイト、オートキャンプサイト、ケビンサイト）、管理施設及び便益施設の

個別あるいは複合ゾーン（野営ゾーン）のほか、野営場内での自然ふれあい体験や自然探勝、自

然鑑賞等の利用ためのゾーン、あるいは周辺における利用の拠点として機能を備える。 

⑥ 野営場での自然体験や野営場を拠点とする周辺一帯の自然探勝等の利用に際しての家族・グル

ープ・団体等の宿泊、長期間の滞在にも対応し、自然とのふれあいのみならず、環境保全の普及

啓蒙、環境教育のための活動プログラムや情報等を提供する。 
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表 1 野営場タイプの区分 

タイプ 
車両の乗り入れ 

考え方 利用形態 立地環境特性 宿泊施設部分 
駐車場等 一般車 管理用車

０型 × × × 

・極めて配慮
が必要な立
地環境の野
営場 
・徒歩のみに
よる利用 
・基本的にフ
リーテント
サイトゾー
ンのみで構
成 

・専ら縦走登山
等の山岳地域
内の拠点とし
ての利用 

極めて復元力
の弱い自然地
域，原生的自然 

フリーテントサ
イト 
 
【登山幕営地タ
イプ】 

Ⅰ 

型 

Ⅰ－ 
A 型 ○ × 

△ 
(特に限
定車両の
み) ・とくに配慮

が必要な 
立地環境の
野営場 
・徒歩による
利用 
・基本的にテ
ントサイト
ゾーンのみ
で構成 

・登山、自然探
勝の拠点とし
ての利用や野
営場内及び周
辺での自然ふ
れあい体験等
を目的とする
利用 

復元力の弱い
自然地域，原生
的自然 

フリーテントサ
イト 
固定テントサイ
ト 
 
【登山基地タイ
プ】 

Ⅰ－ 
B 型 ○ × ○ 

フリーテントサ
イト 
固定テントサイ
ト 
(ケビンサイト) 
 
【登山・キャン
プ混合タイプ】 

Ⅱ型 ○ ○ ○ 

・比較的広い
面的整備に
際しても立
地環境の保
全と自然と
のふれあい
が推進でき
る野営場・オ
ートキャン
プサイトと
テントサイ
ト，ケビンサ
イトの組合
せ 
・多様な利用
者層の多様
な利用形態
に対応 

・野営場での自
然とのふれあ
いと周辺一帯
の自然探勝等
の利用 
 
・家族・グルー
プ・団体等によ
る長期滞在利
用 

復元力の高い
自然，身近な自
然 

フリーテントサ
イト 
固定テントサイ
ト 
オートキャンプ
サイト 
(ケビンサイト) 
 
【キャンプ目的
タイプ】 

 

N 型 



   

 野営場7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（N 型） 

 
図 2 野営場のタイプ区分別模式図 
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（ⅱ）宿泊施設部分の分類 

野営場における宿泊施設部分は、その形態により次の４種類に分類する。 

  ① フリーテントサイト 

   ・ テントを張る位置が固定されておらず、利用者が各自テントを持参して自由にキャンプを

行う区画。 

  ② 固定テントサイト 

   ・ テントを張る位置が固定されているキャンプサイトの区画。プラットフォーム式のテント

サイトを含む。 

  ③ オートキャンプサイト 

   ・ 利用者が直接テントサイトまで車を乗り入れて、キャンプができる構造のキャンプサイト

の区画。 

   ・ 一つのテントサイト（テントサイト・ユニット）は、通常、自動車の駐車スペース、テン

トを張るスペース、野外テーブルや椅子を広げて野外生活を楽しむスペースから構成される。

野外卓・ベンチをあらかじめ配置しておく場合もある。 

   ・ キャンピングカーに対応するキャンプサイト、テントサイト・ユニットを固定していない

フリーオートキャンプサイトを含む。 

  ④ ケビンサイト 

・ 屋内で簡易宿泊のできる建築物（ケビン等）の区画。 

・ 内部に炊事場や便所を備えたケビン、駐車スペースを附帯するケビンも含むが自然の中で

の生活を楽しみ体験するキャンプの目的に沿ったものであること。   
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Ⅱ 野営場に関する技術指針 

Ⅱ－１ 野営場の計画・設計に際しての基本的配慮事項 

 

自然公園等の野営場は、「Ⅰ－２ 野営場に関する基本方針」に基づき計画目的に適合した位置、

規模、構造及び形態とするとともに、諸施設が集合したものでもあるので、それぞれの施設ごと

に構造物に関する一般的基準に基づくほか、機能的一貫性と形態的統一性を保つよう配慮し、整

備が自然環境を損なわないように生物多様性の確保と自然環境の保全に配慮した計画・設計とす

る。 

また、安全性・快適性の確保並びに景観や多様な利用者に配慮したユニバーサルデザインの推

進、自然エネルギーの利用など環境保全への寄与を考慮した計画・設計とする。さらにハードと

ソフトの補完、完成供用後の適切な維持管理により公園の質が高まり、その質を持続できる施設

とする。 

再整備に当たっては、自然公園ならではの野営場としての魅力の向上ならびに自然環境の保

全、再生と自然とのふれあいの推進などを目的として、現況の利用状況（利用実績、利用者ニー

ズ等）、維持管理状況等を踏まえ適正な規模、施設、管理方法（ソフト）等の再検討を行う。 

                                         

（解説） 

野営場の計画・設計作業に当たっての基本的な配慮事項の要点としては、このような趣旨を踏まえ、

次のような事項があげられる。 

 

（１）良好な自然とのふれあい空間の確保と風景の提供を実現する 

・対象となる野営場の自然的条件や利用ニーズ、利用状況等の特性に対応し、良好かつ快適に自然とふ

れあうことができる野営場を計画する。 

・自然環境の中で長時間滞在する野営場の特徴を踏まえ、利用者のタイプや利用状況等を把握し、利用

者の満足度をたかめることができるよう、魅力的な空間の整備と風景の提供に努める。 

・深い自然とのふれあい利用の宿泊拠点としての野営場の役割にも留意し、利用者にどのような自然と

のふれあい体験や自然学習の機会を提供するか、どこからどのような風景を提供するかを計画・設計

の中で検討する。 

 

（２）生物多様性の確保と自然環境の保全に配慮する 

・自然環境に悪影響を及ぼすような改変は極力抑え、施設の配置による生息地の分断など生物多様性に

悪影響が生じないような計画、設計とする。 

・自然公園等の野営場は、身近な自然のみならず原生的な自然の中においても整備されることがあり、

それぞれの状況に応じて地区の自然環境とともに周辺も含んだ一帯の自然環境の体系的な保全に配

慮する。 

・樹林地や草地における整備に当たっては、設計段階から、個々の樹木や草株の伐採、除去、損傷をで

きるだけ避けることとし、改変の必要がある場合は、移植、仮植、表土の保全活用等による復元を検

討するとともに、群落としての保全が保たれるよう配慮する。 

・生物多様性の確保の観点から、生態系レベル、種レベルでの多様性への影響の回避とあわせて、種内

レベルでの影響にも配慮し、修景に用いる植物は、当該地域に生育している種類と同じものとするほ

か、地域や場所によっては遺伝子レベルでの交雑が起こらないよう注意する。 
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・計画対象地の持つ自然環境の許容量と利用者数から導いた規模とのバランスがとれた適正な計画、設

計とする。 

 

（３）景観及び施設の機能・形態の統一性に配慮する 

・自然が主役であり、施設自体は脇役であることを十分認識し、施設の整備に当たっては、施設の位置・

形状が景観に重大な影響を与えないよう十分配慮するとともに、主景観や通景線との関係に留意する。 

・自然公園等の施設として、自然材料を基本とし、立地する環境と調和する意匠とする。特に、建築物

は、木材の使用を原則とし、地域の特性に応じて地元産の石材を使用する等の検討を行う。 

・野営場の施設は、周囲の風景・景観と調和した意匠とし、特に建築物の屋根の形式、勾配、壁面の色

彩等について配慮する。 

 

（４）安全性、快適性の確保に配慮する 

・野営場は、野外での夜間や長期間の滞在を伴う施設であることから、悪天候時の利用の安全性、特に

土地の崩壊、地滑り、出水等の危険に対する安全性を確保する。 

・野営場の利用には「遊ぶ」、「食べる」、「寝る」という基本的な人間の生活行動が含まれており、そこ

で生活が営まれている以上、安全で快適な利用が行えるだけの生活環境としての好適な条件を揃える。 

・計画対象地のハザードとなる要因を排除しリスクを適切に管理する。 

・利用者に計画対象地の自然環境の重要性や魅力、危険箇所等を知らせることが、自然保護、利用促進、

安全性、快適性の確保やリスクの適切な管理につながることから、さまざまな情報提供施設の整備を

行う。 

 

（５）多様な利用者に配慮したユニバーサルデザインを推進する 

・自然の中での宿泊・生活と自然とのふれあいの両面において支障のないよう、各施設や各施設間のあ

り方などを検討し、多様な利用者に配慮したユニバーサルデザインによる設計を行う。 

 

（６）環境保全への寄与を考慮する 

・自然エネルギーの活用に適している場合、あるいは環境保全上特に慎重な配慮が必要な場合など、そ

れぞれの立地条件や地域特性を踏まえて、太陽光・風力・水力等の自然エネルギーの活用、汚排水の

高度処理、排出物・廃棄物のリサイクル化等、省エネルギーや環境負荷低減化など地球環境保全も視

野に入れた環境にやさしい施設やシステムの導入を図り、その仕組みや環境保全上の効用を積極的に

紹介、解説することにより環境保全の普及啓発、環境教育に活用する。 

・太陽光や風力等の自然エネルギーを利用した施設・設備としては、野営場内の照明や小規模な電源、

サニタリー施設などがある。自然公園等の野営場は、自然エネルギーの利用に適した立地条件が比較

的得られやすいと考えられることから、ランニングコスト等も踏まえて検討したうえ、省資源、省エ

ネルギーなど環境保全の普及啓発の観点からも、自然エネルギーの積極的な活用を図る必要がある。 

・水循環、物質循環の観点から、雨水は土壌に浸透させ積極的な還元を図るほか、施設の長寿命化を図

り、長期的なライフサイクルコストにも留意した計画・設計を検討する。 

 

（７）ハードとソフトの相互補完による計画対象地の質を高める 

・自然公園等の野営場は、利用者が日常生活を離れた自然の中でのさまざまな活動を楽しむことを目的

としてくる場でもあることから、地区の特性に応じた自然とのふれあいを促進するため、施設の種類、

配置等の検討は、活動プログラムや管理運営体制の検討とあわせて行う。 
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・利用のための施設（ハード）は、ソフト（管理運営や情報提供）と一体となることでより効果を発揮

することから、ハードの整備に当たっては、計画段階からソフトと関連付ける。 

 

（８）完成供用後の維持管理を考慮する 

・維持管理負担を軽減させるため、シンプルで無駄のない管理動線や施設の集約など、施設の規模や配

置を工夫する 

・整備に際して経済的で耐久性が高い施設となるよう検討するとともに、整備後の、更新を含むメンテ

ナンスと維持管理のしやすさに配慮する 

・野営場の場合、季節的な利用集中、あるいはオフシーズンにおける閉鎖等供用期間の限定を行う場合

があることから、これらの利用状況に応じた適切な設計と管理運営方法を検討する。 

 

＜再整備時の配慮事項＞ 

（１）再整備における基本方針 

再整備を実施する事由は各野営場個々にあるが、再整備においては、各野営場が有する課題を

解消し、特長を伸ばすよう実施することが求められる。 

実施に当たっての観点は、野営場の整備の基本方針「利用者が日常生活をはなれた自然の中で

安全、快適に、宿泊、食事、休養、集い、遊び、運動、交流などを楽しみ体験することにより、

自然とのふれあいや自然への関心と理解を深めることができる場として整備する」に沿って現況

をより向上させることにあることから、再整備における基本方針を下記のように定める。 

 

方針１ 良好な自然環境の中で豊かな時間を過ごせるよう、自然公園ならではの野営場としての魅

力を向上させる。 

・再整備に当たっては、自然公園に相応しい雰囲気づくり（景観保全、管理、再生）と生活環境

としての質を向上させる。 

・多くの利用者が自然とのふれあいを求めて利用されているため、森林、高原、湖畔、海岸など

の各野営場の立地を踏まえ、その良好な自然環境の中で過ごせたと利用者の心に残るような自

然とのふれあいの場の整備を行う。 

・ユニバーサルデザインの検討、サイト規格の見直し、設備の付加及びプログラムや情報提供等、

利用の質の向上を検討する。ただし、当該野営場の特性によっては、野営の原点となる必要最

低限の整備にとどめる。 

方針２ 自然環境の保全、再生と自然とのふれあいの推進を図る。 

・生物多様性の観点から二次林も適切に評価した上で野営場内外の自然環境の保全と再生を図る。

また、地球環境保全の観点から自然エネルギーの利用など施設の改善を行う 

・現況の自然とのふれあい活動を、地域との連携や情報発信を行う等により、更なる推進を図る。 

方針３ 安定した運営が行えるよう維持管理の容易さや維持管理労力の軽減等に資する整備を図

る。 

・利用者へ安全・安心な利用環境の提供とともに、安定した運営が行えるよう、再整備おいては、

管理しやすい施設配置、利用人数の増減に対応できる柔軟な設備システムなど維持管理の面か

ら十分に検討を行う。 

・施設の再整備、改修においては、ライフサイクルコストや長寿命化、補修の容易さ、汎用性等

を勘案し検討を行う。 
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（２）再整備計画策定における留意事項 

野営場の利用は、利用者数の減少の他、高齢化、小グループ化、熟練者の増加などの利用者層

の変化、利用者ニーズの多様化といった変化が現れている。ここでは、基本方針を踏まえ、これ

らの利用状況の変化を踏まえた再整備計画策定時の留意事項を以下に挙げる。 

① 現況把握による課題の明確化、利用者ニーズの的確な把握 

・再整備の大きな利点は、供用されている現野営場から有益な情報が得られることにある。従っ

て、管理運営者へのヒアリングや現況把握により当該野営場の課題について明確にする。 

・特に利用者ニーズの把握は重要であり、管理運営者のヒアリングやアンケートの実施などによ

り、利用者層、利用状況、施設要望、運営に関する要望、自然とのふれあい活動への要望、当

該野営場の魅力や課題等、再整備に係わる事項について把握を行う。 

・また、近隣に野営場等が整備されている場合は、その内容や利用状況を把握し、連携や役割分

担についても検討を行う。 

② 利用人数（実績）から適正規模を検討し、利用環境の向上、自然環境の再生を図る。 

・利用者数が減少している野営場については、現況のサイト数を適正規模に見直し、サイトの減

少で発生する余剰空間を活用し、場内の景観向上や自然体験フィールドの整備、各サイトの拡

充など、野営場全体のバランスを踏まえ、利用環境の向上や自然環境の再生を図る。 

③ 利用促進や自然公園における適正な利用に向けた情報提供を行う。 

・利用者の情報入手手段では、利用が増加しているインターネットや従来のパンフレット、ガイ

ドブックなどがある。これらのツールを活用し、野営場の利用促進や適正な利用に向けた情報

提供について検討を行う。 

 

（３）利用実態を踏まえた機能の見直し 

ここでは、再整備における空間整備、施設計画に関する事項の内、利用実態を踏まえた機能の

見直しに着目し以下に述べる。 

①利用者数を踏まえた適正規模への見直し 

・利用者数の動向により、施設の規模（サイト数、便益施設等）について対象人員を見直し、適

正な規模への縮小を検討する。 

・利用者数の動向とあわせ、近隣における野営場の分布状況・施設内容や当該野営場施設の老朽

化の状況も踏まえ費用対効果を検討し、役割分担や廃止も含め施設規模の見直しを行う。 

②利用者のニーズに応じた施設内容の見直し 

・利用形態（利用者の単位、年齢層や性別、利用者の熟練度）の動向をアンケート調査等も含め

十分に分析・把握し、主となる利用者層と利用者ニーズの把握を行う。 

・利用者ニーズに加え、野営場の特性や設置主旨も踏まえた自然公園にふさわしいサービス水準

（電気、水道設備、キャンピングカーへの対応等）の見直しを行う。 

・テントサイズやテントタイプの変化など利用形態の変化に対応したサイト規格の見直しを行う。 

③維持管理に関する見直し 

・利用状況に応じた開設時期及び利用可能施設の見直しを行う。 

・シンプルで無駄のない管理動線や施設の集約等、管理労力削減を目指した施設配置の見直しを

行う。 

・イニシャルコストとランニングコストを合わせたライフサイクルコストの削減をめざし、耐久

性・更新性にも配慮した施設単体における構造・仕様の見直しを行う。 

・風力・太陽光等の自然エネルギーの活用や新技術の導入等、光熱費削減に寄与する設備システ
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ム導入を検討する。 

・開設時期の異なる区域を設定する場合は、区域ごとに柔軟に運用可能な設備システムの検討を

行う。 

④自然公園の魅力を、より向上させる見直し 

・周辺の自然環境を活かし、雄大な眺望景観の提供や周辺を自然体験フィールドとして捉えた見

直しを行う。 

・豊かな自然に囲まれ、自然を五感で感じることのできる自然体験フィールドの創造をめざし、

造成など自然改変の抑制や工作物等の違和感のない色彩・素材感に配慮した見直しを行う。 

⑤生物多様性に配慮した見直し 

・施設規模の縮小による残地を活用し、自然環境の復元や里山の整備など動植物の生息空間の創

出もめざした見直しを行う。 

・動植物の保護や外来種対策を行い、生態系の保全にも配慮し見直しを行う。 

⑥ユニバーサルデザインに配慮した見直し 

・高齢者、障害者等の利用に配慮し、引き続きユニバーサルデザインを推進するとともに、ユニ

バーサルデザインの観点による利用施設及び動線（園路）の見直しを行う。 

・外国人や障害者等の利用に対し必要な情報を円滑に伝えるため、案内標識等の配置・内容・表

現方法の見直しを行う。 

 

 

Ⅱ－２ 野営場の計画・設計の考え方 

 Ⅱ－２－１ 野営場のタイプと施設 

（ⅰ）野営場の主要な施設の種類 

自然公園等の野営場は、利用者の野営の用に供される施設（テントサイト及びこれに併設される簡

易な宿泊施設等）をいう。これは主として宿泊施設、管理施設及び便益施設（炊事場、野外炉、給水

施設、便所、ファイアーサークル等）から構成される。 

また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自

計第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動場（小規模な

ものに限る）、舟遊場（小規模なものに限る）、駐車場、公衆便所及び野外劇場を含めることができる。 

 

野営場を構成する宿泊施設、管理施設及び便益施設に含まれる主要な施設は次のとおりである。 

 

① 宿泊施設 

 ・宿泊施設は、テントサイト（フリーテントサイト及び固定テントサイト）、オートキャンプサ

イト、ケビンに分類され、その内容については、「Ⅰ－３（ⅱ）宿泊施設部分の分類」のとお

りである。 

 ・テントについては、利用者が携帯してくるものと野営場を管理運営する側が場所を決めて張っ

ておく固定したもの、あるいは貸出用のものがある。 

  ・最近は、さまざまなタイプ、大きさ、素材、色彩のテントが普及し、ターフやテントと組み合

わせて使用するフライシート等も多様である。 

  ・オートキャンプサイトは、自走式のキャンピングカーやキャンピング・トレイラー、キャラバ

ンカーの利用を伴う場合がある。 

  ・ケビンには、一戸建てのケビン、複数戸を続けて１棟にした連棟式のケビンがある。 
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 ② 管理施設 

  ・管理棟、倉庫、従業員宿舎のほか、基盤施設としての給水施設（上水道）、排水施設（下水道）、

電気・電話設備、汚物処理施設（ゴミ処理施設）、放送連絡施設、各種標識、取付車道等が含

まれる。 

    オートキャンプサイトには、一般的に入口ゲート、受付施設等を伴う。 

 ③ 便益施設 

  ・「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項」による便益施設としての炊

事場、野外炉、便所、ファイヤーサークル等、及び「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施

設等の取扱いについて」による付帯施設としての広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動施

設（小規模なものに限る）、舟遊場（小規模なものに限る）、駐車場、公衆便所及び野外劇場が

含まれる。 

  ・野営場のタイプ、規模、立地条件等によってセントラルロッジ、サニタリーハウス（シャワー、

トイレ、ランドリースペースを有する休憩舎）等を伴う場合があり、売店も含まれる。 

   また、自然とのふれあい体験推進のため一体的に整備される観察施設としてミニ・ビジターセ

ンター（展示・案内機能を備えた休憩舎等）、歩道（自然観察路）、野鳥観察舎、多目的広場（星

空観察広場等）、スノーケルセンター（海の利用のための休憩舎）等がある。 

 野営場を構成する主要施設の機能図を、図4に示す。 

 

 （ⅱ）野営場のタイプと施設の組み合わせ 

野営場のタイプと施設の組み合わせは、野営場ごとに検討されるべきものであるが、組み合わせの

目安は図3に示される。 

 

野営場のタイプ区分の利用形態、立地環境特性等から考えられる施設との組み合わせの概念は、次

のとおりである。 

 

① Ｎ型野営場（一般車両及び管理用車両ともに乗り入れできない野営場）は、専ら縦走登山のため

の山岳地内の野営場であり、山小屋等に近接して配置され、非常に脆弱で復元力が弱い自然環境で、

特に配慮が必要な環境に立地する野営場である。野営場施設の整備は、主に自然環境保全の視点に

たって最小限とし、基本的にフリーテントサイトゾーンのみの整備とする。管理施設や便所および

炊事場の便益施設も機能的に最小限の範囲とする。 

② Ⅰ型野営場（一般車両は乗り入れできない野営場）は、脆弱で復元力が弱い自然環境で、特に配

慮が必要な環境に立地する野営場である。 

  このうちⅠ－Ａ型野営場（管理用車両も乗り入れできない野営場）は、山岳地等で登山や自然探

勝などの拠点として利用されるタイプで、車両の通行可能な道路もその立地特性から設置されてい

ないことにかんがみ、施設も機能的に必要な範囲とする。 

  このため、基本的にテントサイトゾーンと、給水施設（水場）、便所、標識類等の施設を中心とし

て、管理運営体制とあわせての施設の種類・規模を検討する。 

③ Ⅰ－Ｂ型野営場（管理用車両は乗り入れできる野営場）は、さまざまな自然とのふれあい活動の

ため一般のキャンパーやグループにも利用されるタイプであるが、Ⅰ－Ａ型野営場と同様に立地環

境に特に配慮が必要な野営場、もしくは自然とのふれあいを重視し一般車両の乗り入れを認めてい

ない野営場であることにかんがみ、自然環境の保全、生物多様性の確保等に十分配慮された範囲内

での施設とする。 
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このため、宿泊部分は、Ⅰ－Ａ型同様、基本的にテントサイトゾーンとし、管理棟、炊事棟、便

所、給排水施設、標識類等の基幹施設のほか、立地特性にあわせて園地、広場、園路等自然とのふ

れあい体験推進のための施設を整備する。 

Ⅰ－Ｂ型野営場においては、管理棟の配置を原則とし、野営場の収容力が少ない場合等において

は、セントラルロッジとの一体的整備を検討する。 

駐車場は、取付道路を含め、その位置や規模が周辺の自然環境へ与える影響の程度によって設置

が検討されるものであり、二次的な自然や身近な自然においても、野生動植物や良好な利用環境に

著しい影響が予測される場合は、付帯あるいは近接しての整備は避ける必要がある。 

④ Ⅱ型野営場（一般車両が乗り入れできる野営場）は、比較的広い面的整備に際しても、自然環境

の保全とともに、場内及び周辺の自然環境を活用した自然とのふれあい体験が推進できる野営場で

あり、一般のキャンパーから家族や団体にも利用されるタイプである。 

  一般車両による到達、乗り入れのための道路整備に際しても、周辺の自然環境の保全に支障がな

い立地条件であることから、オートキャンプサイトの有無にかかわらずテントサイトあるいはケビ

ンサイトまでの一般車両の乗り入れができるタイプであり、多様な利用者層による多様な利用形態

に対応する各種の管理施設、便益施設を整備する。 

  特に、立地特性にあわせて、園地、広場、園路、観察施設等、夜間の利用を含め、自然とのふれ

あい体験推進のための施設と運営体制を基本的に伴うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 野営場のタイプによる基本施設の考え方 
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図 4 野営場の主要施設の種類 
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表 2 野営場タイプと主要施設 

（◎、○、△印は、必要度の目安） 

 

 

 

 

 
Ｎ型野営場 

Ⅰ型野営場 
Ⅱ型野営場 

Ｉ-Ａ型 Ｉ-Ｂ型 

宿泊施

設 

フリーテントサイト ◎ ◎ ◎ ◎ 

固定テントサイト  ○ ◎ ◎ 

オートキャンプサイト    ◎ 

ケビンサイト   △ △ 

管理施

設 

管理棟 △ ○ ◎ ◎ 

給水施設（上水道） △ ◎ ◎ ◎ 

排水施設（下水道） △ ○ ◎ ◎ 

電気設備  △ ◎ ◎ 

電話設備   ○ ◎ 

汚物処理施設 △ △ ◎ ◎ 

各種標識 ○ ◎ ◎ ◎ 

管理用道路   ◎ ◎ 

放送連絡施設   △ ○ 

従業員宿舎   △ △ 

倉庫   △ ○ 

便益施

設 

炊事場 △ ○ ◎ ◎ 

野外炉  △ ○ ○ 

便所 ○ ◎ ◎ ◎ 

野外卓・ベンチ  △ ◎ ◎ 

広場・園地   ◎ ◎ 

園路  △ ◎ ◎ 

休憩所   ○ ◎ 

運動場   △ △ 

舟遊場   △ △ 

野外劇場   △ △ 

ファイヤーサークル   △ △ 

駐車場   ◎ ◎ 

セントラルロッジ   ◎ ◎ 

売店   △ ○ 

サニタリー施設   △ ○ 

観察施設  △ ○ ◎ 
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Ⅱ－２－２ 野営場と主要施設の規模 

野営場と主要施設の規模は、主に計量計画に基づいて算定するが、野営場の場合、閉鎖期間がある

ことが多く、最大値を用いると施設が過大となりやすく、それだけ自然環境への影響が大きくなりや

すい傾向があるので注意する。 
利用のピークが短期間である野営場等にあっては、便所等は利用ピーク時に仮設で対応するなど、

環境保全への配慮と施設の遊休化防止をあわせての検討を行う。 
 
（ⅰ）野営場の所要面積 
 （１）テントサイト野営場 

基本的にフリーテントサイト、固定テントサイトで構成される野営場（Ⅰ－Ａ型野営場及びⅠ－Ｂ

型・Ⅱ型野営場の一部）は、原則的には利用者が最も多い最大日を対象に規模を決定する。したがっ

て、所要面積は最大日野営場利用者数を基礎にして、次の式により算定する。 
 

 テントサイト野営場所要面積＝テントサイト収容力×１人当たり所要面積（単位規模） 
      テンサイト収容力＝地区年間宿泊者数×野営比×野営場最大日率 
 
上記の式の中で、「地区年間宿泊者数×野営比」は年間野営場利用者数を求めており、この年間野

営場利用者数に最大日率を乗じた値は「最大日野営場利用者数」である。 
したがって、「最大日野営場利用者数」が、利用状況調査などを通じて分かる場合には、直接次の

式を利用して、野営場の所要面積を算定する。 
 
 野営場所要面積＝最大日野営場利用者数（収容力）×１人当たり所要面積（単位規模）     
    
算定に当たり野営比、野営場最大日率、単位規模には、それぞれ次の値を用いる。 

   Ａ 野営比 

利  用  の  状  況 算定に用いる 
数値 

野営場が主たる宿 
泊施設である地区 地区の宿泊者の 75％以上が野営場を利用する場合    0.8 

他の宿泊施設が主 
となっている地区 

地区の宿泊者の 25～75％が野営場を利用する場合    0.5 
地区の宿泊者の 10～25％が野営場を利用する場合    0.2 

地区の宿泊者の 10％以下が野営場を利用する場合    0.05 

 
   Ｂ 野営場最大日率 

供  用  期  間 算定に用いる数値 
野営場の供用期間が年１ヶ月未満 １／１０ 
野営場の供用期間が年１～２ヶ月 １／１５ 
野営場の供用期間が年２ヶ月以上 １／３０ 

 
   Ｃ 単位規模 
     単位規模は３０～５０㎡／人とする。 
      （「国立公園事業の決定等の取扱い細目」では、３０㎡／人が目安） 
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 （２）ケビン・テント野営場 
ケビンとテントとの両者の利用を計画する野営場（Ⅰ－Ｂ型・Ⅱ型野営場の一部）では、所要面積

の算定はケビンとテントサイトとに分けてそれぞれ算出し、その合計面積で決定する。 
そのために、算定に先立ち利用状況調査などから得た知見を基に、ケビン利用とテント利用との関

係は次のとおりとする。 
 

  ケビンサイト利用率（％）＋テントサイト利用率（％）＝１００％ 
 
ケビンは、適切な経営管理が維持できる収容力と規模を算定しないと、施設の遊休化による経営困

難が生じるので、算定は次の式を用いる。 
 

ケビン収容力＝ 
地区年間宿泊者数×野営比×ケビン利用率 

３６５×経済的利用率 
  

   ケビン規模 ＝ ケビン収容力×１人当たり建築規模 
   ケビンサイト面積 ＝ケビン収容力×１人当たり所要面積（単位規模） 
 
 算定に当たり野営比は前掲の値とし、経済的利用率、１人当たり建築面積、１人当たり所要面積に

は、それぞれ次の値を用いる。 
   Ａ 経済的利用率     １０．５％～１３．５% 
   Ｂ １人当たり建築面積         ３．３㎡ 
   Ｃ １人当たり所要面積          ５０㎡ 
 
 なお、この算定による規模は宿泊（寝室）部分に当たり、居間部分、便益部分（トイレ、炊事場部

分）は含まない。また、身障者対応等特別の機能を付加する場合は、そのための面積を追加する。 
テントサイト所要面積の算定は、次式による。算定には、（１）テントサイト野営場で述べた値を

用いる。 
 

   テントサイト収容力＝ 地区年間宿泊者数×野営比×テントサイト利用率× 
              夜営場最大日率 
   テントサイト面積 ＝ 収容力×１人当たり所要面積（単位規模） 
 
（３）オートキャンプ場 
オートキャンプ場は、テントサイトまで自動車が乗り入れるタイプのオートキャンプサイトをもつ

野営場（Ⅱ型野営場）であり、オートキャンプサイトと別にテントサイト、ケビンサイトを計画する

野営場では、所要面積の算定は、ケビン・テント野営場と同様に、それぞれのサイトとに分けて算出

し、その合計面積で決定する。 
オートキャンプサイトでは、テントサイトと車道が接するように配慮することが必要なので、地況

的には平坦か緩傾斜が望ましく、テントサイトの配置も車道の整備も平坦地が最も容易なのは当然と

いえ、傾斜地では道路の構造に工夫を要することになり、その影響でテントサイトの配置に制約が生

じることとなる。 
オートキャンプサイトの所要面積は、 
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・ ５００人収容規模の場合、2.5～４ha が必要（テントサイトのほかに駐車場、広場等の付帯施

設及び環境保全のための緩衝地帯を含める）。 
・ キャンプサイトの合計面積は、全体の５０％以下とする。宿泊部分が５０％以上を占めると快

適性を損う。 
等の条件が示され、日本オート・キャンプ協会制定の「オートキャンプ場の施設基準（標準単位基準）」

では、次のとおりとされている。 
 
 ① 全体スペース  収容台数×（８０～１２０㎡） × ２ × ２    
     
              １台当たりのサイト面積 
                     自然環境維持の係数 
                         関連付帯施設の係数 
             （注）１）収容台数は最低３０台 
                ２）傾斜地はさらに広い面積が必要 
                ３）レクリェーション施設は含まない 
 
 ② 区画されたピッチの広さ 
     テント        ８０～１００㎡／台、駐車スペース３０㎡ 
     キャンピングカー  １００～１２０㎡／台、駐車スペース４０㎡ 
 
この数式から算定される収容規模当たりの所要面積の例は、次のとおりとなる。 
    ３０台 ―― １．０ ～１．４ｈａ 
    ５０台 ―― １．６ ～２．４ｈａ 
   １００台 ―― ３．２ ～４．８ｈａ 
   １２０台 ―― ３．８ ～５．７ｈａ 

 
（ⅱ）主要施設の所要規模 

これまでの環境庁自然公園施設整備資料から、野営場の主要施設のおおむねの所要規模例は次のと

おり。 
    表 3 野営場施設の所要規模の例 

 １００人用 １５０人用 ２００人用 
テ ン ト サ イ ト  ３，０００㎡  ４，５００㎡  ６，０００㎡ 
便 所     ３３㎡     ３３㎡     ６６㎡ 
炊 事 棟     ３６㎡     ３６㎡     ７２㎡ 
給 水 施 設     １５ｔ     ２２ｔ     ３０ｔ 
駐 車 場    ３００㎡    ３００㎡    ６００㎡ 
管 理 棟     ５０㎡     ５０㎡     ７５㎡ 

 
その他の施設あるいは関連設備等については、次のとおり。 

 （１）炊事施設 
  ① 野外炉 
・ 野営場収容力の１／８、またはキャンプサイト数の１／２程度とする。 
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・ オートキャンプサイトの場合は、１サイトに１基が望ましいが、最近は携帯用ガス器具の普及

が著しく、サイトでは省略する場合やファイヤーピット（火焚き場）とすることがある。 
  ② 水栓・蛇口の数 
・ 収容力の１／１０程度              
・ オートキャンプサイトの場合は、洗場蛇口が１個／２０人、または１サイト当たり１個とする。 
  ③ 給水計画 
・ １人当たりの使用量を７５～１５０㍑／人／日として、野営場収容力、将来利用、スノーケル

利用等によるサニタリー施設の有無を勘案して算出する。 
（参考）『オートキャンプ場の施設基準（標準単位基準）』による給水量：５０㍑／人／日 

 
なお、再整備の場合、規模算定については利用状況を踏まえ、条件等が変われば再検討を行う。  

 
 
 Ⅱ－２－３ ゾーンと施設の配置 

（ⅰ）ゾーンと施設配置の基本的考え方 

① Ｎ型及びⅠ型、Ⅱ型の野営場のタイプ区分は、計画地の環境の自然性、脆弱性、復元力等の立地

特性や自然の質によって計画の自由度や制約条件が異なることに留意して行われていることから、

タイプ区分選定の考え方に基づき適切なゾーンと施設の配置の検討を行う。それぞれの野営場のタ

イプにおけるゾーンと施設の配置は、以下によるものとするが、Ⅰ型及びⅡ型のタイプの複合的な

組み合わせの場合においても、同様の留意により検討を行う。 

② Ｎ型タイプの野営場は、原生的な自然や優れた自然環境の中に立地する場合等で、縦走登山等の

野営利用の目的のみに対応する野営場として整備することから、自然環境の保全、生物多様性の確

保等への影響を最小限とする必要が高い野営場である。従って基本的にフリーテントサイトゾーン

のみで構成し、管理施設や便益施設も必要最小限とする。 

③ ゾーニングに当たっては、計画された機能が十分発揮されるよう、必要とする規模、機能の組み

合わせなどについて検討するものであるが、整備すべきゾーンとともに保全すべきゾーンの設定に

ついても検討し、周辺と一体的な自然とのふれあいや自然観察のためのゾーン、あるいは野生動植

物保護のためのゾーンなど、地区の特性を生かした環境保全とその普及啓発のための機能をもつ野

営場とする。 

④ ゾーンの種類には、特に定められたものはなく、保全方針に基づき保全されるゾーンや宿泊施設

（テントサイト、オートキャンプサイト、ケビンサイト）、管理施設及び便益施設の個別あるいは

複合ゾーン（野営ゾーン）のほか、園地ゾーン、自然ふれあいゾーン、自然体験ゾーン、自然観察

ゾーン、親水ゾーン等野営場のテーマ、性格、担うべき機能等に応じた設定を行う。 

  なお、貴重な植物群落や野生動物の生息地等保全すべき対象については、ゾーンを明確にし、原

則的に施設の配置を避ける。 

⑤ 過剰利用や無秩序な利用が行われないよう配意し、ゾーンの機能に伴う利用区分は明確にする。

また、管理運営上のトラブルを防止するためにも敷地境界は明確にする。 

⑥ 利用動線の設定に当たっては、計画地の立地特性に応じ、高齢者、身障者等社会的弱者への対応

を考慮する。なお、脆弱な自然や復元力の弱い自然等の区域においては、社会的弱者対応のための

施設整備が立地する自然環境に著しい影響を与える場合は、その施設整備を行わないことを含めて

検討する。 

⑦ 利用動線は、原則的には自然発生的に利用されているルートを生かし、地形に順応した線形を優
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先させるとともに、利用者が歩きながら常に期待感を抱くような線形とする。 

 

＜再整備時の配慮事項＞ 

再整備におけるゾーニング計画は、現況のゾーニングを分析評価し、当該野営場の再整備方針

を踏まえ、ゾーンを再構築する。 

① 野営場タイプのタイプＮ型、Ⅰ型では特にゾーニングは必要なく、テントサイトゾーンに便

所、炊事場（水場）を備えた１ユニットが基本となることから、再整備においては自然環境

への影響や利用状況の変化に留意し、ゾーニング上の課題があれば対処する。 

② タイプⅡ型では、現況のゾーニングの評価は、ゾーンとして設定された機能と空間構成が、

保全状況や利用状況、維持管理状況からどの程度機能したのかを評価する。                     

③ 次いで、再整備方針と現況ゾーンニングの評価に基づき、ゾーンの再設定を行う。この時、

利用者減少から評価の低い宿泊ゾーンを縮小する等、余剰空間が発生する場合は、野営場全

体の利用の質の向上や自然環境の保全再生といった観点からその空間を活かしたゾーニン

グを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図 5 再整備におけるゾーニング変更イメージ 

 

④ ゾーン再構築にあっては、現況地形（地盤）を活かし、大規模な造成を避け、自然環境の保

全に留意する。ただし、棚田型の宿泊ゾーンのような不自然な地盤を保全ゾーン等に変更す

る場合は、周辺部と繋がるよう自然地形を再生した造成を行う。 

⑤ 利用動線では自然発生的に利用されているルートを活かす。 

（宿泊タイプ変更）

（繁忙期開設区域）

 

（景観整備） 
 

管理施設 

保全ゾーン 保全ゾーン 

野営ゾーン 

（再整備前） （再整備後） 

野営ゾーンⅡ 

野営ゾーンⅠ 

自然ふれあい
ゾーン 
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（ⅱ）タイプＮ野営場及びⅠ－Ａ型野営場 

（１）ゾーニング及び利用動線 

① Ｎ型野営場は、基本的にフリーテントサイトゾーンのみで構成し、管理施設や便益施設も必要最

小限とする。 

② Ⅰ－Ａ型野営場では、テントサイトゾーンに便所、炊事場（水場）をそなえた１ユニットを基本

として検討し、特にゾーニングを行う必要はない。 

  ただし、面積的に余裕がある場合、地形的にユニットを複数設ける場合等においては、ユニット

間の保全ゾーンとしての設定、周辺と一体的な自然観察ゾーンの設定等の検討を行う。 

③ テントサイトゾーンの設定に当たっては、安全であること、周囲の自然環境と調和していること

等の野営場の選定条件を満たしていることは言うまでもないが、急傾斜地や増水が考えられる河川

敷等の危険が予想されるところは避け、地表面の排水がすぐれている平坦地又は緩傾斜地を選定す

る。 

 現地踏査を十分に行い、地形の改変や植生の損傷など自然環境に与える影響を最小限とする区域

とゾーンを設定する。 

④ 規模は、当該タイプが特に配慮が必要な地域における野営場である点を踏まえ、所要面積の算定

式による算出はあくまで上限であり、原則として立地する場所の自然環境側の許容範囲及び立地条

件による管理運営面での制約にも配慮して決定する。必要に応じて、利用者数の制限を行うことと

し、その場合、十分な情報提供体制を検討する。 

⑤ 徒歩によるアクセス及び利用動線が基本であり、園路を設ける場合は踏圧等による影響が広がら

ないように線形を設定する。また、自然公園等の一般利用者と野営場の利用者の動線はできるだけ

分離するとともに、利用動線がテントサイト等への雨水のみず道とならないよう配慮する。 

⑥ 野営場に接続する歩道を、自然観察路や探勝歩道として活用できるよう一体的な整備を検討する。 

 

 （２） 施設配置 

① 宿泊施設以外は、野営場の基幹施設である便所と炊事場（水場）を基本とする。 

② テントサイトユニットを複数設ける場合は、利用者数を考慮し、基本となる便所と炊事場（水場）

が各テントサイトユニットから等距離となるような数と配置を検討する。 

③ 便所と炊事場（水場）は、衛生上問題のない位置でなければならない。特に、山岳地等において

は、し尿処理が問題となることから適切な処理方法に対応した配置を検討する。 

④ 管理棟を設置する場合は、異常気象時等の避難施設としての機能を考慮し、その観点からも適切

な位置を検討する。 

⑤ 既に現地の植生などに悪影響を生じているような場合は、テントサイトの位置の変更や面積の縮

小を含めて環境保全上の対応を検討する。  

 

（ⅲ）Ⅰ－Ｂ型野営場及びⅡ型野営場 

（１）ゾーニング及び利用動線 

① 野営場全体の高いアメニティを確保するため、樹林等の保存緑地を含む十分な区域を確保し、キ

ャンプサイト（フリーテントサイト、固定テントサイト、オートキャンプサイト）は、通年利用も

考慮してできるだけ広葉樹林地か、一部に広葉樹林をとり込む区域において、地表面の排水がよい

平坦地又は緩傾斜地を選定する。 

 

② ゾーニングに当たっては、現存植生と現況地形を基本とし、整備するゾーンとともに保全すべき
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ゾーンの設定についても検討する。また、自然とのふれあいや自然観察のためのゾーン、あるいは

周辺と一体的な野生動植物保護のためのゾーンなど、地区の特性を生かした環境保全とその普及啓

発のための機能をもつ野営場とする。 

③ テントサイトあるいはその付近まで自動車が乗り入れることを考慮し、取付車道及び駐車場の配

置とともに、自動車が乗り入れできる範囲を明確にする。特に、テントサイト、ケビンサイトはゾ

ーニングの段階で明確に区分し、自動車の乗り入れ可能な範囲と乗り入れを制限する範囲を明らか

にする。 

④ テントサイト内の車道は、地形条件、用地の規模・形状、受入車種、テントサイトの配置デザイ

ンとの関連などにより、図6の形式例から導入する。一般には、１、２の形式を中心に複数の形式

を組み合わせて導入することが多い。 

⑤ 自動車と歩行者の動線は原則として分離し、両者ができるだけ交叉しないよう配慮する。また、

自動車の走行は、利用状況や地形などに応じて一方通行の措置を検討する。 

⑥ オートキャンプ型野営場の車道、幹線園路は、原則として舗装する。舗装は、大型のキャンピン

グカー、キャンピング・トレーラー等の利用への対応の有無等により、アスファルト舗装要綱、セ

メントコンクリート舗装要綱に基づき舗装の構成を検討する。また、雨水の還元の観点からできる

だけ透水性舗装、排水性舗装等とする。 
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図 6 テントサイト・ケビンサイト配置の形式例 
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表 4 テントサイト・ケビンサイト内の車道の形式例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 管理用道路の設定に際しては、幹線園路として活用を図り、それぞれの施設が利用しやすい動線

を設定する。 
⑧ 利用者の多い野営場、利用者の滞在時間が長い野営場は、踏圧により裸地化する部分が多くなる

ので、この観点から、自然発生的に利用されているルートを活かすこと等により裸地化が最小限と

なるよう施設間及び施設周辺等に適切な歩道の動線を検討する。 
⑨ 野営場内及び周辺における自然とのふれあいや自然観察などのための歩道を設定し、一体的なネ

ットワーク化を図る。 
 
 （２）施設配置 
① 利用しやすく管理しやすい野営場とするため、収容力が大きい場合は、宿泊施設部分をいくつか

のユニットに分け、地形や植生、管理用道路との関係を十分考慮し、ユニット毎に炊事棟、便所等

を配置する。                                
 

         
図 7 野営場構成の模式 

     

形　　式 適　　地　　例

1
行 き 止 ま り 往 復 型
（ ク ル ド サ ッ ク 型 ）

平坦地が幅の狭い地形や用地規模が小さい場合。

2
回 遊 路 型
（ ル ー プ 型 ）

平坦地や緩傾斜地が比較的まとまっている場合。
方形，矩形，円形，楕円形等形状は地形に合わせやす
い。

3
引 き 込 み 回 転 型
（ ロ ー タ リ ー 型 ）

平坦な用地が比較的小規模で円形状に利用できる場
合。複数のユニットに分散して配置できる。

4
区 画 路 型
（ジオメトリック型）

比較的まとまった平坦地や緩傾斜地を効率的に利用す
る場合。

入口
園　地・広　場

駐車場

中　心　施　設
（管理棟など）

サイト・ユニット
（宿泊施設群＋便益施設）

サイト・ユニット

サイト・ユニット

各種管理施設・便益施設
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表 5 ケビン・テントの配置と特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
② 快適な野営ができるかどうか、管理運営が行いやすいかどうかは、テントとケビンの配置計画に

影響されるところが大きい。したがって、テントサイトやケビンサイトの配置は、地形や植生を十

分考慮に入れ、利用性、管理方法、管理道路との関係等から総合的に検討する。主な配置方法とし



   

 野営場28 

ては、表5のようなパターンがある。 
③ キャンプサイトは、プライバシーが保てる十分な広がりを有することとし、ターフや椅子・テー

ブル等持ち込んだ場合にも十分対応できるレイアウトを検討する。 
④ 施設の位置は、図 8 を参考に、現地の実態に合わせ設置を検討する。 
 なお、キャンプ用品の普及に伴ってガスコンロ等の器具を携帯する利用者が多くなっており、オ

ートキャンプ場の共同炊事棟などの場合は、テントサイトでの野外炉・炊事場設置の有無等によっ

て設置数が考慮されるので、設置箇所についても十分な検討を行う。 
また、便所は、周辺でのテントの設置を制約する要素となる施設であることに留意するとともに、

利用期間の恒常風を考慮して臭気が滞留したり、人が滞留する場所に流れない位置を検討する。 
 

             
図 8 キャンプ場施設の相互距離の考え方（単位：ｍ） 

        
⑤ 野営場入口付近に、野営場へ到達する車道、駐車場、管理棟が設置される。野営場入口は、管理

上１ヶ所が好ましいが、汚物処理などの関係でサービスヤードに入口を設けることがある。 
⑥ 駐車場から管理棟へは車道を横断しない配置とすることが望ましい。駐車場入口部には、キャン

プ場名を主体とした標識を設置する。管理棟の前には、小広場を設置し、野営場の案内板を立てる。 
⑦ 管理棟の近くで、直接利用者とは関係の少ない位置に、従業員宿舎、倉庫、サービスヤードなど

を設ける。  
⑧ セントラルロッジ、キャンプファイヤーサークル、自由広場などは、テント利用者からも、ケビ

ン利用者からも利用しやすい場所を選んで配置し、短い滞在日数の利用者にも楽しいキャンプ生活

が行えるよう配慮する。 
 なお、夜間に利用者が滞留しやすい施設は、静穏な環境の維持のため、キャンプサイトとの位置関

係、距離に十分配意する。 
⑨ 炊事場やキャンプファイヤーサークル等火を使うことが多い施設は、火災の起きにくい構造にす

るとともに、設置位置に注意する。 
⑩ 大雨等の異常気象時に避難が可能な施設、場所の確保に配慮する。 
 

調理場 　　≧100
管理棟

食　堂 　　≧60
250

50

浴　場 　≧400 宿泊施設 30 便　所

60
250

給水施設 　　≧30
ファイヤー
・サークル

炊事棟 　　≧60

ゴ
ミ
処
理
施
設
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 （３）空間整備 
（修景植栽） 
① 野営場は施設が集中する地区であるので、造成する段階で極力自然植生を残すよう配慮するとと

もに、樹木のない場所のテントサイトは、テント内の居住性をよくするため、木陰（シェルター）

となる高木植栽を考慮する。 
② 周囲の自然風景との調和を図るうえで必要かつ有効な場合、樹木や芝による修景緑化を行う。修

景に用いる樹種等は、周辺に生育している種類と同じものとし、地域や場所によっては遺伝子レベ

ルでの交雑が起こらないよう配慮する。 
 （野生生物の生息・生育地の保全、活用） 
③ 自然公園等の野営場の特色には、レクリェーション空間としてだけではなく、植物や昆虫、鳥類

などが生息・生育し、身近に自然を感じることができる貴重な空間を提供していることがあげられ

る。 
  野営場の整備に当たっては、野営場周辺の環境を含め、このような立地環境を活かして、そこに

生息・生育する野生生物の保全とともに、自然観察・自然学習等自然とのふれあい活動の推進を図

り、自然公園等の野営場としての整備の効果をより高めるよう施設と活動プログラムが一体となっ

た整備を検討する。 
③ ゴミ、残滓（ざんし）等が野生動物への生態に影響を与えないよう、適切な施設又は処理体制を

整備する。 
（親水空間・ビオトープ） 
④ 法面等の土留め、池等の水辺の護岸などについては、コンクリート等の無機質な構造物によらず、

古くからの工法である土嚢や粗朶、蛇籠などを用いることを検討する。 
 こうした簡易な材料による工法と植物との組み合わせによる自然環境の保全等に配慮した設計

は、周辺の環境に馴染んだ空間形成が図られるばかりでなく、動植物の生息できるビオトープ形成

のためにも有効である。 
⑤ 既存の野営場の再整備等に際し、改変された自然環境の改善が必要な場合、あるいは自然環境の

質を極力低下させないよう措置が必要な場合等においては、周辺環境との調和や生物多様性の保全

に配慮し、自然環境の復元又は創出を検討する。 
 自然環境の復元や創出に当たっては、野生生物の生息・生育等に支障のないよう配慮したうえで、

自然とのふれあい活動の場や親水空間としての活用についても検討する。 
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＊ ゾーニングは、現存植生と現況地形を基本として、樹林等の保存緑地の確保に留意し、整備するゾ

ーンと保全すべきゾーンの設定を検討する。 
＊ 自然とのふれあいや自然観察のためのゾーンなど地区の特性を生かした機能をもつ野営場とする。 

図 9 ゾーニング・動線・施設・空間構成の検討事例 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 動線・施設配置の摸式検討事例 
＊ 管理棟は、野営場入口部の利用者が容易に分かる位置に設ける。 
＊ 駐車場は、受付施設である管理棟と一体的な配置とし、駐車場から管理棟までは車道を横切らない

ですむようにすることが望ましい。 
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図 11 ゾーニング・施設配置の計画事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
図 12 動線計画の事例 

 
＊ Ⅰ－Ｂ型及びⅡ型の野営場では、自動車が乗り入れできる範囲を明確にするとともに、自動車用の

動線と歩行者用の動線を分離する。 
＊ 自動車用の動線は、野営場での自然とのふれあいやレクリェーション活動を妨げることないよう計

画し、必要に応じて一方通行の措置を検討する。 
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図 13 動線計画の検討事例 
＊ 動線計画は、現地の地形・植生に十分配慮して検討するものとし、保全するゾーンや

野生動植物の生育・生息地等保全すべき対象を避け、樹木の保存にも配意して設定する。 
    ＊ 線形は、自然発生的に利用されているルートを利用するなどにより、長い直線は避け、

樹木や貴重な植物群落などがあって最少幅員を確保できない場合は、園路を迂回させる。 
 
Ⅱ－３ 野営場施設の設計の考え方 
 Ⅱ－３－１ 共通事項 
① 野営場は、他の場所から展望したときの風景を損わないようにするため、テントサイト、駐車場

等の位置、規模、構造に留意するともに、管理棟、炊事棟、便所等の構造物の屋根については、形

状、勾配等を稜線や樹冠線の流れに合わせ、規模、形態、高さ、色彩等は視覚的強調を避けるよう

に設計する。 
② 建物や工作物に使用する材料は、野営場が整備される場所が維持管理の手が届きにくい位置に立

地することもあることから、修繕や取り壊しが容易であること、損傷が誰にもわかりやすいこと、

改修改築の際の廃材処理が容易であること、暖かみがあって肌に触れた感触がよいこと、使い込ま

れるにしたがって周辺とよくなじみ風格が出ることなどの利点を持つ木材を基本とする。 
  また、自然石についても積極的に使用するよう検討する。木材、自然石とも地域材を使用する。 
③ 構造物は、単純明快なデザインとし、野営場内の諸施設のデザイン、色彩等は統一する。 
④ 施設の規模、構造は、利用形態、利用者数、障害者も含めた利用者層等から判断するとともに、

施設が設置される周辺の生態系や風景なども含めた総合的な自然環境との調和と機能上の判断を

加えた検討を行う。 
④ 工事による発生土石が施工区域外に拡散しないように、特に傾斜地における工事に当たっては、

谷側へ崩落させて周辺植生や周辺水域に悪影響を与えることのない対策を講じた設計とする。 
 
 
 Ⅱ－３－２ 宿泊施設 
（ⅰ）テントサイト一般 
 （Ａ）設計の考え方  
① テントサイトには、テントを張る位置が固定されておらず、利用者が各自テントを持参してキャ

ンプを行うフリーテントサイト、テントを張る位置が固定されている固定テントサイト及び利用者
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が直接テントサイトまで車両を乗り入れて、キャンプができるオートキャンプサイトがある。 
② テントサイトからなるキャンプサイトは、フリーテントサイト、固定テントサイト及びオートキ

ャンプサイトのそれぞれを組合わせたさまざまの形式が考えられるので、立地環境、対象利用者層、

利用ニーズ、管理運営方法等に応じて検討する。 
③ フリーサイト及びフリーオートキャンプサイトでは、混雑時の定数管理が問題となることが多い

ため、管理運営方法とあわせての規模、配置の検討を行う。 
④ テントサイトは、利用性、安全性から考慮して平坦地あるいは緩傾斜地が望ましく、やむをえな

い場合は、自然環境に配慮してデッキ型固定テントサイトの設置を検討する。自然環境への影響が

軽微である場合は、緩傾斜地においても地形になじませて何段かのテラス状に造成し、利用の快適

性を向上させることを検討する。 
⑤ テントサイトの位置の選定に当たっては、大きな樹木や保存の対象となる動植物の生息・生育域

を避ける。 
⑥ テントサイトは、夏季の直射日光を避けるため、広葉樹林等樹冠の広い樹林地が望ましい。樹林

地にテントサイトを設ける場合は、樹木と林床の保護に十分配意する。草地等にテントサイトを設

定する場合は、現地に適合する郷土産樹種（高木）を植栽することを検討する。 
⑦ テントサイトの路床は、表面排水または暗渠排水により水はけを特に配意するとともに、張芝あ

るいは真砂土等でペイブする。人工芝は、熱や火に弱い点からも、使用しない。 
⑧ キャンプサイトの排水は、排水系統計画に基づき排水先を十分考慮して設計する。キャンプサイ

トは、排水のよい土質・勾配の場所に選定することが基本であり、キャンプサイトの暗渠排水は、

土質の改善や目詰まり時の管理等をあわせて検討する。 
⑨ テントサイトの快適な居住性を保つために、適宜樹木による目隠しを行う。また、テントサイト

が連続する場合は、境界部分に植栽を行い、１つ１つのユニットの空間を明確にしてサイトの独立

した雰囲気の確保を図る。   
⑩ テントサイトには、必要に応じ卓ベンチを備え付ける。卓ベンチは、テント及びテントの張り綱

の邪魔にならない位置に設置する。 
 
（ⅱ）フリーテントサイト 
 （Ａ）設計の考え方 
① フリーテントサイトは、利用性、安全性から考慮して平坦地が望ましく、やむをえない場合でも

８％以下の緩傾斜地に設定する。 
  自然環境への影響が軽微である場合は、緩傾斜地においても地形になじませてテラス状に造成し、

利用の快適性を向上させることを検討する。 
② 樹林地にフリーテントサイトを設ける場合は、樹木の皆伐を避け、利用性を勘案して適切に間引

く等により、明るくやすらぎ感のあるサイトとなるよう配慮する。 
③ フリーテントサイト内の巨木・高木等は、緑陰を作り出すとともに、景観木として重要であるの

で、適切に保存する。 
④ フリーテントサイトは、表面排水または暗渠排水により水はけを特に配意するとともに、張芝や

管理された自然草地もしくは真砂土敷き等とする。 
 

（ⅲ）固定テントサイト 
 （Ａ）設計の考え方 
① 固定テントサイトの標準的なものとして次の３タイプがあり、現地の状況、予定する利用者層等
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を考慮して適切に選択する。 
  Ⅰタイプ 
   ： 路床から１０～２０cm 程度の盛土を行い、表面仕上げを真砂敷土均し、あるいは張芝で

行ったもの。緩傾斜地で、樹木の保護などのため全面的な造成を避け、サイト間にゆとりが

とれるような場合。 
  Ⅱタイプ 
   ： Ⅰタイプに耐久性を加味したもので、盛土の流出を避けるため周囲を丸太等で縁どりした

もの。緩傾斜地の樹林地等で、樹木の保護を図り効率的にテントサイトを配置するような場

合。 
   

Ⅲタイプ 
   ： 木製またはコンクリート製足場に木製床板を敷き、プラットフォーム型にしたもの。団体

利用や貸出し用テントの利用者の多い野営場の場合、あるいは雨や湿気の多い土地での整備

や林床・草地などの植生の保護を図るような場合。 
     比較的急な斜面に設置する場合のデッキ型のものを含む。 
② テント床は、快適な居住性を保つうえで基本的に水平が好ましいが、Ⅰ及びⅡタイプで雨水の表

面排水を行う場合は、中央から３～４％程度の勾配をもたせる。 
 Ⅲタイプの床板を広くする場合は、雨天時等においてテントに水が流れ込まないよう、床板に排

水の工夫を行う。      
③ テント床に張り置き式テントを前提に設計する場合は、テントの入口が向かい合わないように設

定する。                
④ 張り置き式テント用のテント床は、前提とするテントの大きさに合わせて設計する。それ以外の

テント床は、テントを張る部分のほか、フライシート部分等を含んだゆとりのある広さとし、１０

０㎡（１０ｍ×１０ｍ）以上とする。 
⑤ テント床間の距離は、ファミリーキャンプ等プライバシーが特に必要な場合には、１０ｍ以上離

す。 
 面積的に余裕がある場合等においては、テント床間に１テント床分の広さをとり、これらを順次

使用することで芝生の回復を図ることを検討する。   
⑥ Ⅱタイプで丸太による縁取りをする場合は、少なくとも２方向は段差を作らず、雨水等による流

出がないよう配慮のうえ、すりつけを行う。 
⑦ 団体用のテント床は、テントの規格が定まっていないので真砂土の敷均しか張芝が望ましい。ま

た、雨水処理のためテント周囲を掘りおこされるおそれがあるので、スノコを常備することを検討

する。なお、スノコの寸法は、１．８０ｍ×０．９ｍを標準とする。 
⑧ テントなどの張り綱を固定するため、Ⅰ、Ⅱタイプでは、テント床の隅に埋め込み式のフックを

設置することを検討し、Ⅲタイプでは、装着用の金具を設置することを検討する。この場合、利用

者がけがをしないよう十分留意し、テント床レベルより突出しない等の工夫を行う。 
  特に装置を設けない場合は、綱を固定するペグが打ち込みやすい状態の保持に留意する。 

 
（ⅳ）オートキャンプサイト 
 （Ａ）設計の考え方 
① 車道とテントサイトとの関係は、地形条件、用地の規模・形状などのほかに、管理の行いやすさ

のことも考えて計画・設計する。 
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  オートキャンプサイト内の１ユニットは、テントサイト内の駐車スペースの取り方によってタイ

プが分かれ、代表的な駐車形式には次のものがある。 
   １．直角駐車形式 
   ２．斜め駐車形式（４５度駐車、６０度駐車） 
   ３．平行駐車形式 
   ４．通り抜け車路駐車形式                
② 代表的な駐車形式のうち、直角駐車形式や平行駐車形式がオーソドックスな形であり、テントサ

イトのユニットも斜め駐車形式や通り抜け車路駐車形式に比較して小面積にすることができる。 
  斜め駐車形式は、地形条件や樹木の保護のためなどにより、直角駐車形式や平行駐車形式ではテ

ントサイトの規模が確保できない場合に採用を検討する。 
  直角駐車形式や斜め駐車形式においては、すみきりを設ける 
  また、平行形式は、前面の車道の幅員が狭くても駐車しやすいことが特徴であり、通り抜け車路

駐車形式は、走行車道から分岐して駐車スペースに入った自動車が、そのまま前進して出口に向か

う走行車道に出られる構造にした形式で、大型のキャンピングカーやキャンピング・トレーラーの

受け入れに有効なタイプである。  
③ オートキャンプサイトのテントサイト１区画の大きさは８０～１２０㎡で、１００㎡（１０ｍ×

１０ｍ）以上とする。 
④ テントサイト内の駐車スペースの規模は、３０～４０㎡とする。構造は、張芝、芝生保護舗装、

各種舗装、砂利敷き等によるが、環境保全上の配慮と維持管理の観点から、芝生保護舗装や轍（わ

だち）部分のみの舗装あるいは透水性舗装とする。 
⑤ フリーオートキャンプサイトは、自動車が芝生広場に直接乗り入れて利用する広場サイト方式で

あるが、芝生内に自動車を乗り入れることから芝生のいたみがひどく、相当の広さがないと野営場

としての維持管理は難しい。芝生の裸地化は美観的にも好ましくなく、自然公園等の野営場での採

用は十分に検討する。  
⑥ テントサイトごとの炊事場、野外炉、野外卓等の設備については、最近は、利用者がガスコンロ

や椅子、テーブル等のキャンプ用品を備えている場合が多いことから、使用時の自由度を高くする

ため、利用者層を考慮して炊事場等必要なものに限るよう検討する。 
  また、景観上の観点からも、サイト毎に構造物が林立する過剰な整備とならないよう配意する。 
⑦ テントサイトに炊事場を設置する場合は、排水系統計画の中で適切に排水処理を行う。 
⑧ テントサイトに野外炉を設置しない場合において、利用者層等を考慮し、暖をとるためなどのフ

ァイヤーピット（火焚き場）の設置を検討する。ファイヤーピットの設置箇所は、テントを張る位

置や芝生や周囲の植栽への影響に留意する。 
⑨ キャンピングカーに対応する場合は、キャンピングカーに接続できる電源装置（ＡＣ電源）、給水

装置、汚水排水施設を備える。キャンピングカーの汚排水処理は、管理棟や野営場入口付近に１～

２ヶ所のダンプステーション（水栓を備えた汚水の排水口を設けた汚水受入施設）を設け、ここで

処理する方法もある。                    
⑩ 一般のオートキャンプサイトにおいても、状況に応じて電源装置の設置を検討する。 
電源装置の設置は、野生鳥獣や昆虫類など野営場周辺の夜間の環境保全にも留意して検討する。 

  
（ⅴ）ケビンサイト 
 （Ａ）設計の考え方 
① ケビンサイトは、ケビン数棟で１つのユニットを構成させる。  
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② ケビンは、木造を基本とし、建築意匠はできるだけシンプルな形にして、自然環境との調和を図

る。                        
③ ケビン内に炊事場やトイレを備えたタイプが多くみられるが、自然の中でのキャンプ生活を楽し

むことができるよう、デッキや炊事場、卓ベンチ等を屋外に設けるなど野外との連続性に配意する。 
④ 内部は、板の間にじゅうたん敷き、畳敷きなどがあるが、収容力に柔軟性をもたせるため、２段

ベッド型は避ける。余裕がある場合は、寝室部分と食事等をとる部分（居間相当）を別とし、寝室

部分は２スペースとする。 
⑤ ケビンサイト内に便所、炊事棟を設置する場合は、排水系統計画の中で適切に排水処理を行う。 
⑥ 野営場の供用期間以外は閉鎖しておく関係で老朽化が比較的早いことから、メンテナンスを考慮

した構造とし、風雨、積雪、湿気対策として、雨戸、通気、換気に留意する。 
 
 
 Ⅱ－３－３ 管理施設 
（ⅰ）管理棟 
 （Ａ）設計の考え方 
① 管理棟は、利用者の受付け、情報の提供、キャンプ用品の貸出し等の機能をもつ野営場全体の管

理運営の中心施設であり、野営場入口部の利用者が容易に分かる位置に設ける。                                   

② 少ない人員で、受付け、情報提供、物品貸出し等の業務のほか、利用者の動向が把握できる平面

計画とする。キャンプ場は収益性が小さいことから、利用料をもって運営する場合は、特に効率的

な管理運営ができるよう機能的配慮を十分行う。 
  受付は、事務室からではなくフロント方式のカウンターで行う。 
③ 管理棟には、従業員の厨房、食事場所、生活場所（宿直室）を設けるほか、自然解説など自然と

のふれあい活動担当者のためのスペースを含めた検討が必要である。付帯施設として従業員宿舎、

倉庫などの検討を行う。 
④ 収容力３００人程度までは、セントラルロッジと一体的な施設として、１棟にまとめ効率的な管

理を検討する。                    
⑤ セントラルロッジと一体的な施設とする場合等において、立地環境や利用状況に応じて、管理棟

にトイレ、温水シャワー、ランドリー等のサニタリー設備の整備を検討する。 
  また、レクチャールームやミニビジターセンター、あるいは雨天時等に緊急避難としての利用が

可能なスペースとして多目的ホールを設けることを検討する。 
  雨天時に集合可能なスペース（屋内ファイヤースペース）等は、降雨日数が多い地方では効果的

である。                      
⑥ 管理棟は、野営場利用のための中心施設でもあり、また、情報提供のセンターでもあることから、

多様な利用者層に対応する施設となることから、立地条件、主要利用者層を踏まえ、健常者・障害

者・高齢者などすべての人が利用可能となるよう、スロープの設置等のユニバーサルデザインの採

用などに留意する。 
⑦ 施設規模や日照等の立地特性に応じ、パッシブソーラー等自然エネルギーの活用について検討す

る。 
⑧ 積雪地、寒冷地においては、冬期間の維持管理を考慮した構造、設備とする。 
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（ⅱ）給水施設 
 （Ａ）設計の考え方 
① 利用者１人が１日に使用する水量は５０～１００リットル程度であるが、管理者が使用する水量

等も加え、７５～１５０㍑／人・日として、野営場の収容力、将来利用のほか、サニタリー施設の

有無等地区に特有の状況を考慮した給水計画とする。 
② 給水方式は、上水方式、タンク方式、取水方式等があるが、給水量、衛生、建設費等総合的に勘

案して選択する。水源は、飲料水としての適否を検査する。          
③ 配水（給水）管路は、利用者の季節変動に応じた管理を考慮し、ブロック単位での管理が可能な

場内経路とする。 
④ 自然資源の活用の観点から、特に給水量の少ない地方等では、公衆便所等において中水や雨水の

利用を検討する。 
⑤ 寒冷地においては、冬期間の凍結防止対策等を十分考慮する。                    
⑥ 用途別の水の使用量は、表 1 のとおりである。 
 

表 6 用途別水使用量と対応する給水栓の口径 

     

用途別
使　用　量
（㍑/分）

給水栓口径
（ｍｍ）

備　　考

炊 事 場 流 し 　１２～　４０ 　１３～　２０

洗 濯 場 流 し 　１２～　４０ 　１３～　２０

浴槽（和式） 　１８～　３５ 　１３～　２０

シ ャ ワ ー 　　８～　１４ 　１０～　１３

小 便 器
（洗浄水槽付）

　　８～　１０ 　１０～　１３

小 便 器
（ 洗 浄 弁 ）

　２０～　３０ 　１０～　１３
１回(４～８秒)の
射出量２～３㍑

大 便 器
（洗浄水槽付）

　　８～　１６ 　１０～　１３

大 便 器
（ 洗 浄 弁 ）

　８０～１２０ 　２５～　３０
１回(４～８秒)の
射出量２～３㍑

手 洗 い 器 　　５～　１０ 　１０～　１３

消火器（小型） １３０～２６０ 　４０～　５０  
 
（ⅲ）電気施設 
 （Ａ）設計の考え方 
① 管理棟、公衆便所、炊事棟、セントラルロッジ等の中心的施設のほか、車道、園路等に必要な範

囲での屋外照明を設置する。 
② 屋外照明は、利用者の安全の確保、災害時の誘導等の観点から重要な施設であるが、自然の中で

の生活体験を通じた自然とのふれあいの場であるとの性格から、照明設備の個数等は、適切かつ必

要最小限となるよう十分検討する。               
③ 照明設備は、動植物の生育・生息に配慮し、照度、照明範囲は必要最小限とする。このため、園

路の照明はフットライトが適切であり、外灯とする場合も、上方へ灯りが漏れないよう工夫された

ものを用いる。また、深夜までの照明を必要としない場所やテントサイトでは、消灯または減光タ

イマーを設置する。この場合、管理棟等の施設からの集中管理が行えるようにする。 
  なお、屋外照明の適正化については、「光害対策ガイドライン」（環境庁：平成１０年３月）を参

考とする。            
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④ 野営場内の照明装置は、意匠の統一を図る。 
⑤ 場内配線は、可能な限り地下埋設とする。また、利用者の季節変動に応じた管理を考慮し、ブロ

ック単位等での管理が可能な場内配線系路とする。               
⑥ テントサイト内に電源を設ける場合は防水型とし、１ヶ所当たり１.２～１.５ＫＷの使用を見込

んでおく必要がある。また、テントサイト内の電源は、別途料金を徴収する場合が多く、電源の入

切について、管理棟等での集中管理が可能な施設とするか、特殊コンセント型または鍵付きとする。      
⑦ 電源は商用電源を原則とするが、立地特性を十分勘案のうえ、太陽光や風力、水力等の自然エネ

ルギーの利用を検討する。これらの自然エネルギーの利用については、維持管理に必要となる経費

や管理等にかかるランニングコストについて考慮のうえ導入を検討する。導入に当たっては、省資

源、省エネルギーなど環境保全の普及啓発の面からの活用を図ることとし、その利用についての効

果的な解説、説明を行う。 
⑧ 電気施設については、計画・設計時において維持管理に十分配意した検討を行う。 
 
 
 Ⅱ－３－４ 便益施設 
（ⅰ）炊事棟 
 （Ａ）設計の考え方 
① 炊事棟は、食事の準備を行う場所であることから衛生が保てる施設内容とする。床面は、清掃し

やすいようコンクリート仕上げとし、２～５％の傾斜をつける。  
② 建物構造及び材料は、火と水を使用するため、下部工及び床面はＲＣ造り等耐火耐水性のあるも

のとし、外壁や上部工は、自然環境との調和という観点から木造とする。 
③ 洗場部分には、水栓（水道蛇口）、流しのほか調理台を設ける。流しや調理台は、子どもの利用を

考慮した高さとしたり、踏み台を設ける等の工夫を行う。 
④ 水道の蛇口は、収容力の１／１０とし、水の供給が十分でない地域においては自動水栓やプッシ

ュ式等節水型のものを検討する。なお、山岳地や寒冷地等においては、凍結防止用の設備を備える

ものとする。 
⑤ 排水口は、厨芥類がつまらないよう工夫した構造のものとし、溜桝にスクリーンを兼ねたステン

レス籠などを設置する。 
⑥ 炊事棟における炉の数は、野営場収容力の１／８またはテントサイト数の１／２程度を目安とす

る。最近は、ガスコンロ等の器具を携帯する利用者が多くなっており、オートキャンプ場の共同炊

事棟などの場合は、テントサイトでの野外炉・炊事場設置の有無、利用者層等を考慮して洗場と炉

の数を決定する。             
⑦ 炉の形式は、燃料の種類について検討のうえ決める。 
  薪を使用する炉にあっては、大きさ、ロストルの位置について留意する。休暇村の野営場でモデ

ルかまどとされているサイズは、次のとおりである。 
    炉の内径： Ｗ４０～６０ｃｍ × Ｄ３０～４０ｃｍ 
    火を焚く部分の高さ： ２５±２ｃｍ 
 
（ⅱ）サニタリー施設 

（Ａ）設計の考え方 
① サニタリー棟は、洗面所、足洗場、便所、洗濯場、シャワー室、休憩所等の衛生上の諸機能を組

み合わせて一つの施設としてまとめた建物であり、収容力の大きな野営場や長期滞在利用の多い野
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営場等においては、サニタリー棟の設置を検討する。 
② 管理棟、セントラルロッジ等にサニタリー機能を備える場合もあり、サニタリー施設を独立した

サニタリー棟とするか、管理棟やセントラルロッジ等と一体的な施設とするかは、野営場の規模、

利用形態、立地条件等を勘案して決める。いずれの場合においても、身障者が各機能を利用できる

よう配慮する。 
③ サニタリー棟は、施設の性格上、管理棟の近くで野営場の出入り口に近い位置か、セントラルロ

ッジに近い位置に配置する。利用者が、野営場利用手続後、すぐ施設の存在、内部の様子を確認で

きるよう配置する。 
④ サニタリー棟のトイレは、水洗を原則とし、少なくとも簡易水洗とする。 
⑤ シャワーは、温水シャワーを原則とする。日照等の諸条件が整う場合は、ボイラーに加え太陽熱

利用の併用による給湯を検討する。脱衣とシャワーは１ブースとし、防水カーテンで仕切る。換気

扇をつけるなど換気に十分留意する。 
⑥ トイレや洗濯場とは別に、洗面所を設ける。温水が出ることが望ましく、日照等の諸条件が整う

場合は、太陽熱利用の給湯を検討する。 
⑦ 洗濯場は、コインランドリーを基本とする。定員１００人当たり１台の洗濯機、乾燥機の配置と

し、これに見合う給水栓、排水口、コンセントを設置する。屋内に設置する場合は、換気に留意す

る。 
 
（ⅲ）セントラルロッジ 
 （Ａ）設計の考え方 
① 野営場の利用拠点施設として、収容力の大きな野営場や長期滞在利用の多い野営場等においては、

立地環境に応じて、セントラルロッジの設置を検討する。セントラルロッジは、利用者の交流や集

合の場に活用するが、異常気象時の避難場所としても用いる。 
② セントラルロッジは、木造を基本とし、清掃等維持管理がしやすい構造として清潔を保持する。

また、高齢者・障害者・子どもなどの利用を考慮した便所を備え、段差の解消や多目的ブース、ス

ロープ等の設置を検討する。 
③ セントラルロッジには、レクチャールームや雨天時に集合可能なスペース等としての多目的ホー

ルを設けることが望ましい。降雨の多い地方等では、多目的ホールに屋内ファイヤーサークルの設

置をあわせて検討してよい。多目的ホールは、緊急時の避難スペースともなることから、土足で出

入りできるよう配慮する。 
④ 立地環境や利用状況に応じて、温水シャワーやランドリー等のサニタリー設備の整備を検討する。

これらの機能は、高齢者・障害者・子どもなどの利用に配慮する。 
⑤ 収容力３００人程度までは、管理棟と一体の施設とする等効率的な運営管理を考慮した整備を検

討する。 
 
（ⅳ）ファイヤーサークル（コンセルリング） 
 （Ａ）設計の考え方 
① ファイヤーサークルは、営火を楽しむ施設として野営場内の広場等に設置し、野外劇場としての

活用も図る。ファイヤーサークルの設置は、夜間における野生動物の生息や営火参加者以外の野営

利用者への影響などを十分勘案し、野営場の自然環境、利用形態等の立地特性を踏まえて決定する。 
② ファイヤーサークルは円形状が利用しやすく、中心部に直径２ｍ程度の営火を焚く部分を設け、

その外側に１～１．５ｍ程度の同心円状の石張りあるいは耐火レンガ張りを行う。 
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  営火部分を含め、石材を使用する場合は、熱に弱い花崗岩等は避け、安山岩を使用する。また、

消火の際の水抜きに配慮する。 
③ 火の使用による周囲の植生への影響を検討し、営火部分の周囲は十分な広がりをとる。 
④ 野外劇場や自然解説等の使用も考慮し、すり鉢状の芝生地やベンチを設ける。ベンチを設ける際

は、夜間の利用を考慮し、通路幅の確保に留意する。 
（ⅴ）ゴミ処理施設 
 （Ａ）設計の考え方 
① 野営場から廃棄物として排出される多様なゴミの衛生上・安全上の問題、あるいは快適性の確保

や野生生物への影響の問題、さらに近年におけるダイオキシン対策や地球温暖化対策等の問題にも

対応するため、自然公園等の野営場の利用を環境保全の学習や普及につなげる観点からも、適切な

ゴミ処理を行う必要があり、野営場のゴミ等の廃棄物処理について、計画段階から関係自治体と十

分な調整を行っておく。 
② 野営場内から発生するゴミ・厨芥類等については、炊事棟やテントサイト等での分類収集、ゴミ

集積所の設置等について検討し、集中集積方式、分散集積方式等の収集処理体制を検討する。 
③ ゴミ集積所は、衛生上の対処とともに、快適性の確保や野生動物への影響に留意した設備とし、

搬出時の作業が効率的に行えるようキャスター付きコンテナーの使用等工夫を行う。 
 
 
Ⅱ－4 野営場施設の再整備配慮事項 

 Ⅱ－4－１ 自然景観の保全再生  

① 自然公園内の野営場の最大の魅力は、豊かな自然、優れた自然景観に抱かれた環境の下で、生活

体験をすることにある。そのため、再整備に当たっては、周辺の自然環境・景観と調和し、馴染み

のある構造、素材、意匠、色彩を基本とする。 

② 適正規模への変更に伴って余剰空間が生じる場合には、自然に戻すことによって、より質の高い

空間の創出を図る。 

③ 一方で、明るく適度な開放感のあった空間が既存樹の生育により、鬱蒼として利用者に暗い印象

を与えたり、素晴らしい眺望が遮られるなどの場合、下枝払いなどの適正な樹木管理を行うなどの

配慮が必要である。 

④ 放置された老朽化木製施設等は、景観に悪影響を与えないように撤去するとともに、適切に更新

を図る。 

 

○周辺の自然環境との馴染み 

・周辺の河原にある玉石と同等の素材の使用、樹冠より低く押さえられた切妻屋根、トーンを抑

え周辺の木々の色と調和の取れた外壁や屋根の色を意匠に用いることで施設を地域の景観に

馴染ませる。 

○地域性の演出 

・地域で伝統的に使用されている素材を用いて地域の景観に調和させる。 

○素材 

・再整備の際には、自然素材、地域産素材の積極的に利用する。 

○色彩 

・管理計画書等を基に、自然景観に馴染む色彩を検討する。 

○造成 
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・再整備の際には元の自然地形の復元を検討する。 

○眺望の確保 

・主要な景観要素である湖の眺望が木立ちにより遮られている場合、部分的に下枝払いなどを行

うことにより、サイトから湖畔の眺望を確保する。 

 

 

 Ⅱ－4－２ ユニバーサルデザイン  

（ⅰ）野営場におけるユニバーサルデザイン手法による整備の基本的な考え方 

自然公園の野営場の施設整備におけるユニバーサルデザインの基本的な考え方は下記による。 

① 地形等自然条件の制約が大きく利用者層が多様ななかで、自然環境の保全と利用者の利便性との

バランスをとること。そのために、自然や景観・生物の生息域などの公園にとっての大きな魅力や

特性を失わず、どこまでの整備を行うかの整備レベルを設定する。（脆弱な自然や復元力の弱い自

然等の区域において、ユニバーサルデザイン手法による施設整備が、立地する自然環境に著しい影

響を与える場合は、その施設整備を行わない選択を含めて検討する。） 

② 計画や施工の段階だけでなく利用する段階でのプログラムや管理運営までのトータルなユニバー

サルデザインの視点で整備を行う。 

③ 施設のハンディキャップ情報やサービス内容、活動難易度、現地の気候などユニバーサルデザイ

ン関連情報を的確に提供する。 

 

詳しくは「Ⅱ－５野営場におけるユニバーサルデザインの配慮事項」を参照する。 
 

（ⅱ）野営場再整備におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

（Ａ）敷地デザイン  

○ゾーニング計画 

① 規模が大きく地形条件の厳しい国立公園内の野営場は、場内全域ですべての利用者の移動と利用

を可能とすることは困難なケースが多いことから、駐車場と管理棟、テントサイト、炊事棟、便所

等、生活の場となる主要施設については、すべての利用者の円滑な移動を確保する。 

② さらに、管理棟に近い区域において、すべての利用者の自然とのふれあいの場となる園路や広場

を整備することで、すべての利用者がキャンプを楽しむことができるようにする。 

③ 再整備においては、基本的に大きな敷地の改変は考えられない中、現状の敷地形状やその他利用

上のニーズ、問題点を十分に把握し、各施設の建替えや配置替え、またテントサイトや園路の改造

等大規模なものから、各施設の一部を改修して対応する程度の小規模なものも含め検討を行う。 

○動線計画 

① 野営場内ならびに周辺関連施設を結ぶ主要園路は誰もが利用できるよう再整備し、主要施設間を

つなげるようにする。 

② どうしてもすべての利用者にアクセス可能な園路が確保できない場合は、その情報をサイン施設

やパンフレット等を用いて明確に提供する。 

③ 移動障害を持つ人は、移動手段として自動車を利用する人が多いことから、野営場内ならびに周

辺の主要関連施設と駐車場の配置関係や動線も検討する。 
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（Ｂ）個別施設整備  

個別の施設における再整備は、「Ⅱ－５野営場におけるユニバーサルデザインの配慮事項」

を参考とする。特に再整備時の配慮事項は以下の通りである。 

○管理棟 

夜間管理者が不在で利用者のみ滞在する野営場等の場合は、夜間の緊急時の連絡がスムーズに

行えるよう配慮する。 

 

○テントサイト等 

テントサイトから駐車場・管理棟・炊事場・トイレ等主要施設をつなぐ通路の間に段を設けな

いことや滑りにくく平坦な舗装とするなど園路の構造に配慮する。テントサイト内一箇所以上は

車いす使用者等がアクセス可能でテント設営部の周囲に車いすの通行可能なスペースを設けられ

る寸法とする。 

○炊事場等 

 炊事場・洗面所等は段差のない濡れても滑りにくい床面とし、調理台・洗い場・野外炉・洗面

台等は子供や車いす使用者が使いやすい高さで近づきやすい形態（調理台や洗い場の下部には、

車いすでの使用に配慮し、床上60～65cm、奥行き45cm程度のスペース）のものを用意する。 

調理台、洗い場及び炉の間は、車いす使用者が支障なく移動できるよう90cm通路を確保する。

また、緊急時の通報手段として、管理棟の管理室へ通じる緊急通報装置の設置を検討する。 

 

 

Ⅱ－4－3 生物多様性の保全    

自然公園の野営場が立地するエリアは、貴重な動植物が生息・生育し多様な生態系を形成しおり、

これら生物多様性が自然景観を形成し自然とのふれあいの対象となっていることから、野営場の再

整備において、生物の多様性についてより一層の配慮が求められる。そのため再整備に当たっては

下記の事項に配慮する。 

① 造成においては、造成面積・造成土量を最小限に留め、出来る限り動物の生息空間や既存植生を

残す方法で整備する。 

② やむを得ず造成面が発生する場合には、植物の移植や表土の移植により地域の植生の保全を心が

け、新規に植栽する場合には、遺伝子の撹乱や既存植物が駆逐されないように、例えばハリエンジ

ュなど侵略的外来生物が含まれないように配慮する。 

③ 施設整備においては、カエルや昆虫等の小動物の生息・移動空間が確保されるように既存の雨水

排水のＵ字溝に替え、緩勾配の側溝を設置するなど、施設の機能と生態系の両立が図られるように

十分な配慮が必要である。 

④ 管理においては、単調な芝生だけでなく雑草として取り扱われがちな既存の植物が成育できるよ

うな広場、落ち葉をかき集めて焼却してしまうのではなく、昆虫や微生物によって分解されるよう

な処理方法などを検討する。 

○敷地内の植物の保全 

二次林の適切な管理による自生種の保全。 

○地域産種による植栽 

○野生動物への配慮 
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Ⅱ－4－4 自然エネルギーの利用  

（ⅰ）自然エネルギーを利用した施設等 

野営場施設においては、これまで主に電気設備（太陽電池を利用したフットライト等照明設備）、

太陽熱利用温水器、パッシブソーラー、クールチューブなどが取り入れられてきた。これらの自然

エネルギーの利用については、維持管理に必要となる経費や・ランニングコストについて十分考慮

のうえ導入を検討することとなっている。 

① LED 灯具の普及やソーラー照明の蓄電池が鉛シール電池から今後リチウム系電池への移行など新

しい技術の開発に伴い、ランニングコストの課題なども解決されていくことから、自然エネルギー

を利用した施設整備計画・設計に取り組む。取り組みにおいてはバッテリーの交換など維持管理に

配慮する。 

② 省資源、省エネルギー等環境保全の普及啓発の観点からも、自然エネルギー活用は重要であるこ

とから、今後も積極的に取り組んでいく。 

 
 
Ⅱ－4－5 管理運営 

（ⅰ）再整備による維持管理の削減 

維持管理コスト削減は、リニューアルを行った野営場が安全・快適に利用されることにもつなが

ることから、下記の事項に留意したコスト縮減を検討する。 

 

1）プランによる維持管理コスト削減 

①テントサイトの種類・規模・配置等 

●利用者実績より常設テントサイトの削減を検討する。 

○テントの清掃・張替（設置取り外し）の人件費削減 

○固定プラットホーム等修繕費用の削減 

○テント本体の更新費用の削減 

※全体的に学校キャンプ等の団体利用減少の中、固定常設テントサイトの利用は減っている。

しかし野営場によって現在でも学校による団体利用のウエイトが高く、固定常設テントのニ

ーズがある場合はその取扱いについてよく確認のうえ検討する。 

●サイト内に設備を配置せず、ゆとりあるサイトスペースを確保する。 

○テント設営等の自由度の向上と共に隣接サイトとの間に生垣的な遮蔽物を設けないこ

とにより、植栽整備や植栽管理費用を削減。 

※テントサイトについては様々なニーズがあるものの、全体的には自由度のあるフリーテント

サイトの人気が高く、またサイトに対し炊事棟やトイレ等の施設が適切な位置（距離）にあ

るサイトの人気が高い。必要な設備をサイトに対し適切な位置に集約させ、利便性とともに

維持管理の効率良さにつなげる。 

●テントサイト内の排水処理を確実に整備する。 

  既設の野営場の問題点のひとつとして、テントサイトの水はけの悪さを挙げている場合が多

い。長年のサイト利用の中で地盤の締め固めによる透水不良や、排水設備の劣化・破損等によ

るものが考えられる。 

    テントサイト内の排水不良については日常の維持管理のなかで修復していくことは容易では

なく、再整備のなかで確実に整備する重要な項目のひとつである。 
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    再整備のなかで、現況地形やサイトの勾配・サイトの土質・現況の排水系統や流末処理・全

体的な日当たり等確実に現状を把握し排水に関わる整備計画を立案する。 

●利用閑散期に利用範囲を制限しやすいつくりとする。 

○野営場は季節や曜日により利用者数の変化が激しいため、再整備のなかで、利用実績

等から閑散期の利用範囲を制限し、清掃や点検等維持管理の省力化をはかりやすいサ

イトや施設配置を検討する。 

 

②管理動線・メンテナンスヤード 

●各施設に対する利用者の動線だけではなく、管理者や管理車両のスムーズな動きを考慮した

ゾーニングや施設配置を検討する。 

○各施設に対する管理車両の寄り付きや転回場所等の考慮 

○メンテナンスヤードの規模や内容の検討 

※立地条件等により管理通路が狭い場合は転回場所や待機場所等も検討しないとスムーズな管

理が行えない。 

※これまでの経験もいかした適切なメンテナンスヤードの規模や機材道具･管理車両等の整備

が必要。 

 

③その他管理施設の規模・配置 

●ゴミ箱・ゴミステーションの規模・配置の検討 

    ゴミ片付けを含めた清掃は日常のなかで最も基本となる維持管理である。その処理方

法については野営場ごとに状況は違うが、多くの野営場がゴミに関する問題点を挙げて

いる。 

    根本的に利用者のマナーによる問題もあるが、こまめにゴミ箱を配置すると利用者に

は都合がよいが、収集等管理の手間がかかる。また距離が遠いと適正に分別されない傾

向もある。再整備時に各野営場に合わせたゴミ処理を検討見直し、維持管理の効率化を

進める。 

    野営場によっては動物に荒らされる問題を挙げたところもあり、ゴミ箱やゴミステー

ション等の構造にも注意する必要がある。 

 

２）設備の再整備による維持管理コストの削減  

①電気・水道等設備の利用制限 

   上記の閑散期における利用制限に合わせて、電気・水道等も簡易な操作で利用制限できるよう、

回路や系統を工夫して整備することを検討する。利用者数に合わせ、無駄な光熱費や管理人件費

の削減につなげる。 

②インターネット等の利用 

 インターネットシステムによる情報発信や予約業務等により、全般的な管理運営面の省力化をは

かる。 

 

３）施設そのものによる維持管理コストの削減 

①維持管理しやすい素材や構造 

●耐久性の高い素材を使用する。 
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野営場における建物や工作物に使用する材料は、修繕や取り壊しが容易であること、

廃材処理が容易であること、暖かみがあって感触がよいこと等から木材を基本としてい

るが、状況に応じてより耐久性の高い素材の使用も維持管理コストと合せて、比較検討

する。 

●部材の更新や修繕が容易な構造とする。 

○特別な材料・機械工具・施工能力や工法（業者等）などを必要としない構造とし、更

新、修繕費用を削減 

○情報の更新時に表示面の取り外し・設置が容易な構造のサインを検討し、更新、修繕

費用を削減 

●清掃しやすい構造とする。 

○シンプルな構造で、施設の交換や補修も容易 

※サイト毎ではなく、設備を炊事棟に集約した事例。シンクや調理台等の配置や造りもシンプ

ルで清掃も行いやすい。 

 

（ⅱ）安全管理・非常時管理の考えに基づく再整備 

野営場は、宿泊をともない不特定多数が幅広い利用方法で利用する施設であることから、自然現

象による災害など予測し難い事象を除いて、管理者が巡視・点検を行うことにより利用上の問題点

や危険を除去し、未然に事故等を防ぐことが施設設置者の責務である。 

ここでは野営場の再整備における安全管理や非常時の主なポイントを以下に示す。 

●現地調査及び現況把握 

 野営場再整備の計画を行う場合は、まず現地調査を行い周辺域を含めて現状の危険個所や注意箇

所の把握を行う。またこれまで使用していた施設自体の危険箇所や不具合があれば合わせて確認

する。その場合現地の管理者にヒアリングを行い適切に内容を把握し、施設を含む再整備計画の

なかに反映できるようにする。 

●注意喚起表示等の工夫 

 整備のなかで危険個所等については注意喚起の標識の設置等を計画する。その場合ひとめでわか

るようなサイン表示の工夫を行う。 

●事故・急病や災害対策マニュアル及び緊急連絡体制等の見直し  

  再整備にともない、これまで整備・使用してきたマニュアル等の不具合を確認し修正をはかり

関係者に周知する。 

   野営場では車両による事故、危険地域に立ち入ることによる事故、悪天候時の事故、火気使用

による事故、キャンプ活動による事故、その他急病の発生等がある。これらの未然防止の基本は

受付や巡視時の利用指導の徹底や規制内容を明示したチラシの作成や看板の設置またハザードマ

ップの配布等であり、再整備後速やかに利用者へ情報提供できるように修正する。 

●緊急避難場所の設定 

これまで野営場の緊急避難場所としてビジターセンターや管理棟にそのスペース分が設定さ

れてきたが、結果として日常あまり利用されない無駄なスペースとなってしまうことが多い。 

今後の再整備時は野営場周辺の緊急避難場所として可能な施設を把握し連携した施設利用の

可能性等も検討のうえ極力過剰な施設整備とならないように整備を進める。 
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（ⅲ）その他、再整備における安全性や快適性等の向上に資する配慮事項（野営場における樹木

管理） 

①野営場における樹木 

    野営場の樹木整備においては、造成段階で極力自然植生を残すこと（特に巨木・高木等は緑陰

をつくるだけでなく景観木としても重要）への配慮や、樹木の少ないテントサイトには夏季の直

射日光を防ぎテント内の居住性を良くする目的で木陰をつくる高木植栽を行うこと、また連続す

る固定サイト間では独立した雰囲気を確保するため境界に植栽を行う等の整備が行われてきた。

そのため、現在の野営場には多様な目的をもった自然立木と植栽立木が混在している状況にある。 

 

②野営場における樹木の現状と管理・再整備の必要性 

    安全で快適な野営場のためには、計画的な樹木管理が重要である。野営場の樹木において、不

適切な樹木管理は次のような問題の発生につながる可能性がある。 

●テントサイトや園路等に近接する樹木が傷み、落枝や倒木の危険性がある。 

○野営場利用者による樹木根系周りの踏圧により樹木が傷む。 

○テントサイトや周辺の草刈りや芝刈り等で樹木の根系を傷つけ樹木が傷む。 

○造成や改修時に深植えになった樹木が傷む。 

●樹木が生長により当初の目的や機能を失う。 

○遮蔽を目的とした樹木が生長し遮蔽機能を失っている。 

○当初適度な植栽密度で明るく安らぎ感のあったサイトが、暗くジメジメ感のあるサイト

に変化している。 

 

③野営場における樹木管理の留意点 

 ・長期的計画により、景観の維持と樹木の更新を図る。 

・テントサイト上部や園路上に突き出した樹木の枝は特に注意して点検し、落枝に注意する。

枯木・枯枝は速やかに処理する。 

・利用者動線の迂回や根元周りの保護を行い集中した踏圧を避ける。 

・樹木の根元周りの草刈りや芝刈りは手刈りで行う等根系に傷をつけ腐朽することを防ぐ。 

・造成や改修等で深植えになった樹木は、その樹勢が除々に衰退する可能性があるので、点検

のうえ必要に応じて通気処理等根腐れの防止処置を施す。 

・遮蔽を目的とした樹木は、適切に剪定や刈り込みを行い枝や葉の密度を維持する。 

・状況によって樹木更新や明るさのあるサイト造りを目的とした大幅は剪定や伐採等も検討す

る。 

※巨木・高木等はその存在感だけで自然を感じることができる重要な景観構成要素である。一方安

全面においては、枯れ枝の落枝や倒木時における危険度も高く、適切な点検や維持管理が必要で

ある。状況によっては樹木医等の専門家による判断も必要とする。 

特にテントサイトは生活の場として安心してすごせる環境を提供する必要があり、隣接・近接す

る樹木についてはその安全性が求められる。 
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Ⅱ－５ 野営場におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）すべての利用者がキャンプを楽しむことができる野営場 

できる限りすべての人の利用に対応する野営場は、一般的なタイプのオートキャンプ場を対象

とするが、施設規模が比較的大きく、地形条件も厳しい国立公園内の野営場は、場内全域ですべ

ての利用者の移動と利用を可能とすることは困難なケースが多い。 

そこで、駐車場と管理棟、テントサイト、炊事棟、便所等、生活の場となる主要施設について

は、すべての利用者の円滑な移動と利用を確保し、さらに、管理棟に近い区域において、すべて

の利用者の自然とのふれあいの場となる園路や広場を整備することで、すべての利用者がキャン

プを楽しむことができるようにする。 

このような、誰もが利用できる生活の場と自然とのふれあいの場とを一体的に整備した「すべ

ての利用者がキャンプを楽しめる区域」は、各野営場の規模、地形条件、利用状況等に応じて、

自然環境を損なうおそれのない範囲で整備することを原則とする。ただし、地形条件等により大

規模な造成や森林伐採を伴うなど風致景観上の支障が大きい場合には、生活の場と自然とのふれ

あいの場が一体とならなくてもやむを得ない。 

（Ｂ）多様な利用者に配慮したテントサイト及び付帯施設 

①テントサイト及び駐車スペースの配慮事項 

すべての人の利用に対応するテントサイト及び駐車スペースは、以下の点に配慮して整備す

る。 

・駐車スペースは幅350cm以上とし、駐車スペースと場内通路の間に段を設けない。 

・駐車スペースの舗装は、滑りにくく平坦な仕上げとする。 

・テントサイトと駐車スペースとの間に段を設けない。 

・サイト内に野外炉、炊事場を設置する場合には、テント等の設営の自由度を阻害しないよ

う配慮する。 

・テントサイトの表面仕上げは、平坦で固く締まり、車いすなどの車輪の路面抵抗が低いこ

とが好ましいが、快適なテントサイトと相反する課題でもあるので、オフロード用車いす

の貸出など、ソフト面での対応を含め検討する。 

 

 

野営場は、自然の中に滞在し、自然とのふれあいや自然への関心と理解を深めることができる

場として整備されるものであり、自然とのふれあいの場とともに、生活の場として適切に整備さ

れることが必要である。 

できる限りすべての人の利用に対応する野営場は、一般的なタイプのオートキャンプ場を対象

とし、管理棟を中心に、テントサイト、炊事棟、便所等の生活の場となる施設の他、自然とのふ

れあいの場となる園路や広場などを可能な範囲で整備する。 

（１）すべての利用者がキャンプを楽しむことができる野営場 

（２）多様な利用者に配慮したテントサイト及び付帯施設 

（３）利用サービスの提供と緊急時の対応 
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②炊事棟等付帯施設の配慮事項 

炊事はキャンプにおける大きな楽しみのひとつであり、炊事棟はできる限りすべての人が利用

できるように配慮した施設とするとともに、しっかりとした安全対策を行うことを基本に、以下

の点に配慮して整備する。 

・炊事棟と場内通路の間には段を設けない。また、床面は、出入口から内部まで段差のない、

濡れても滑りにくい仕上げとする。 

・調理台、洗い場は、子どもや車いす使用者が使いやすい高さとし、調理台や洗い場の下部

には、車いすでの使用に配慮し、床上60～65cm、奥行き45cm程度のスペースを確保する。 

・炉は、ロストルの高さを通常より高くするなどして、車いす利用者でも使いやすくなるよ

う工夫する。 

・調理台や洗い場、炉の間は、車いす使用者が支障なく移動できるよう90cm以上の通路を確

保する。 

・緊急時の通報手段として、管理棟の管理室へ通じる緊急通報装置の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｃ）利用サービスの提供と緊急時の対応 

情報やサービス提供の拠点となる管理棟は、駐車場やテントサイトからのアクセス路、建物内

部を含めてすべての利用者の円滑な移動経路を確保する。また、誰もが利用可能な便所とシャワ

ー室を設置することが望ましい。 

利用サービスでは、ビジターセンターと同様に施設案内や周辺の利用案内をパンフレット等に

より情報提供する他、身体障害者の利用に対応するキャンプ用ベッドやオフロード用車いすの貸

し出し等について検討する。 

なお、緊急時の対応策として、便所や炊事棟には管理室に通じる緊急通報装置を設置する他、

視覚障害者、聴覚障害者等に配慮した連絡体制を整備する。 

車いす利用者の利用を考慮した炊事場 

写真右端に非常用呼出しボタンが見える 

大山隠岐国立公園 蒜山野営場 
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第４章 博物展示施設 
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博物展示施設（ビジターセンター等）に関する技術指針改訂の経緯 
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第４章 博物展示施設（ビジターセンター等） 

Ⅰ 博物展示施設（ビジターセンター等）の計画と設計の手順 
Ⅰ－１ 博物展示施設（ビジターセンター等）の適用範囲 

本指針は、自然公園等の博物展示施設（ビジターセンター等）（以下、「ビジターセンター」とい

う。）に適用する。ただし、地域の特性、その他の事情により適用しがたい場合は、この指針によ

らないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重するものとする。 
（解説） 
本指針におけるビジターセンターとは、「自然公園の利用者に、展示・解説・案内などにより、公

園の自然や景観並びに利用のための必要な情報を提供し、公園の適切な利用を促す施設」である。 
定義は、国立公園の公園計画作成要領等について（平成 25 年 5 月 17 日付け環自国発第 1305173

号）別表「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項」で次のとおりとされて

いる。 
（定義）主としてその公園の地形、地質、動物、植物、歴史等に関し、公園利用者が容易に理解で

きるよう、解説活動及び模型、写真、図表等を用いた展示を行うために設けられる施設（ビ

ジターセンター及びこれに併設される自然研究路、解説施設、解説員研修施設等。）をいう。 
 また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自計

第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外

劇場を付帯施設とすることができる。 
  
 
Ⅰ－２ ビジターセンターに関する基本方針 

ビジターセンターは、自然への理解を深め、人と自然とのふれあいを一層推進する観点から野外

の利用や野外での自然観察等の活動を支援するための施設として整備する。このため、ビジターセ

ンターの利用が屋内にとどまることなく、周辺及び対象地域の自然とビジターセンターの利用が一

体的に促進されるよう配慮しなければならない。 
また、ビジターセンターは、すぐれた自然環境の中に設置されるものであることから、整備に当

たっては、立地する場所の自然環境の特性を十分把握して適切に保全するとともに、管理・運営面

にも配慮した施設とすることが必要である。 

（解説） 
ビジターセンターは、自然への理解を深め、人と自然とのふれあいを一層推進するための中心的な

施設として、幅広い年齢層の利用者、身体障害者及び外国人利用者などに対し、自然公園等の自然や

人文についてわかりやすく展示、解説するとともに、野外での自然観察等の活動を支援ための情報提

供や案内・利用指導等を行う施設とする。 
整備に当たっては立地する場所の自然環境の特性や利用のニーズを十分把握して、優れた自然環境

の保全及び自然とビジターセンターとの一体的な利用が適切に促進されるよう配慮しなければならな

い。 
さらに、ビジターセンターがこれらの機能を満たすために、適切な管理・運営計画を検討する。 
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Ⅰ－３ ビジターセンターのタイプ 

ビジターセンターは、利用のための案内・情報提供、自然及び人文の解説、自然とのふれあい体

験の指導・促進、管理・運営の各機能を備えたビジターセンターを基本タイプとする。 
なお、立地条件、環境条件等によって必要に応じ機能の追加、重点化を行う。 

（解説） 
ビジターセンターは、次のような機能を有する。 
① 利用のための案内・情報提供機能 

    利用者の適正な利用活動を助けるため、利用地点や興味地点などの案内、自然の状況や利

用状況に関する情報、当日の天気情報及び注意・危険情報などの各種情報の提供を行うもの。 
 ② 自然及び人文の解説機能 
    利用者の自然公園等の利用に際しての理解を深めるため、対象とする地域の地形、動植物、

自然現象、歴史、及び文化財等に関する解説を行うもの。 
 ③ 自然とのふれあい体験の指導・促進機能 
    利用者が直接自然にふれ体験するための支援や誘導を行うもの。 
 ④ 休憩・避難・便益のための機能 
    快適な休憩スペース、緊急時の避難場所などの提供を行うもの。 
 ⑤ 調査・研究のための機能 
    情報提供や解説のための機能を充実するため、対象とする地域の自然環境や利用状況に関

する調査、研究、情報収集を行うもの。 
 ⑥ 管理・運営のための機能 
    自然環境の保全活動、自然とのふれあい体験指導、施設の点検・保守・清掃及び自然との

ふれあい体験指導などに要する人材育成などを行うもの。 
ビジターセンターの整備に際しては、このうち利用のための案内・情報提供機能、自然及び人文の

解説機能及び自然とのふれあい体験の指導・促進機能を備えたビジターセンターを基本タイプとする。

なお、ビジターセンターは、立地条件、環境条件及び利用者層の違い等によってその性格が異なるこ

とから、必要に応じ機能の追加、重点化を行う。 
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Ⅱ ビジターセンターに関する技術指針 
Ⅱ－１ ビジターセンターの計画・設計に際しての基本的配慮事項 

ビジターセンターは、「Ⅰ―２ ビジターセンターに関する基本方針」に基づき計画目的に適合し

た位置、規模、構造及び形態とするとともに、付帯施設を伴う場合は、それぞれの施設ごとに構造

物に関する一般的基準に基づくほか、機能的一貫性と形態的統一性を保つよう配慮し、整備が自然

環境を著しく損なわぬよう設計する。 

（解説） 

ビジターセンターの計画・設計に際しての基本配慮事項の要点は、次のとおりである。 
（１）自然とのふれあいの推進 
・ビジターセンターにおける展示、解説、情報提供、案内、利用指導等において、利用者が自然への

理解を深め、野外で直接自然とふれあうことを促進する観点から、ビジターセンターからフィール

ドへ積極的に誘導する。 
・ビジターセンターと野外を一体的に利用するため、ビジターセンターの敷地内に屋外展示施設や小

規模の自然研究路などの併設を検討する。 
・ビジターセンターの計画・設計は、地区の特性に応じた自然体験や自然環境学習等自然とのふれあ

いを促進するための活動計画の検討と併せて行う。 
（２）利便性と快適性の確保 
・ビジターセンターは到達性にすぐれ、利用者にわかりやすい位置に設置する。 
・通りがかりの利用者にも訪れてもらえるよう親しみやすく開放的な施設とする。 
・快適性が恒久的なものとなるよう維持管理の容易さ、使いやすさに配慮する。 
（３）自然環境への悪影響の回避・最小限化と生物多様性の確保 
・原生的な自然の中にビジターセンターを整備する場合は、周辺も含んだ一帯の自然環境の保全に配

慮する。 
・希少種や貴重種などの野生生物の生息・生育域を含む場合は、特にその個体（群）及び生息・生育

環境の保全の措置を図る。 
・樹林地や草地における整備に当たっては、計画段階から、個々の樹木や草株の伐採、除去、損傷を

できるだけ避けることとし、改変の必要がある場合は、移植、仮植、表土の保全活用等による復元

を検討するとともに、群落としての保全が保たれるよう配慮する。 
・生物多様性の確保の観点から、生態系レベル、種レベルでの多様性への影響の回避とあわせて、種

内レベルでの影響にも配慮し、修景に用いる植物は、周辺に生育している種類と同じものとするほ

か、地域や場所によっては遺伝子レベルでの交雑が起こらないよう注意する。 
・これらの自然環境保全の措置や配慮の取り組みについては、対象動植物種の保護に支障のない範囲

で、解説対象とするなど、自然への理解を深めるための事例としての活用を検討する。 
・脆弱な自然や復元力の弱い自然等の区域において、ビジターセンターの付帯施設として自然研究路

等を整備することにより自然環境に著しい影響を与える場合は、その施設整備を行わない選択を含

めて検討する。 
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（４）自然環境・景観と調和した構造・材料・意匠 
・自然公園等の施設として、自然材料の使用を基本とし、地域の特性に応じて地元産の木材や石材を

使用する等の検討を行い、立地する環境と調和する構造・意匠とする。 
・ビジターセンター及び付帯施設の外観は、周囲の風景・景観と調和した意匠とし、特に屋根の形式、

勾配について配意する。また、配置についても、主景観や通景線との関係及び施設からの展望に留

意する。 
（５）自然環境の復元や創造への寄与 

ビジターセンターの建築面積に対し広い敷地面積を有する場合等においては、既存樹木をできる

だけ保存するなど自然環境への悪影響の回避・最小限化する。また、過去の土地改変等により周辺

の自然環境に悪影響が現れている箇所などにおいて、自然環境の修復・復元に配慮する。 
（６）誰もが容易に利用できる施設 
・ビジターセンター及び付帯施設の整備に当たっては、他の自然公園等施設と同様に幅広い年齢層の

利用者、身体障害者及び外国人等誰もが利用できるよう配慮する。 
・誰もが容易に利用できる施設整備を行う場合は、自然の中での活動と自然とのふれあいの両面にお

いて支障のないようビジターセンターや付帯施設を検討し、ユニバーサル・デザインによる設計を

行うなど必要な措置を図る。 
・外国人が容易に利用できるように多言語対応について検討する。 
（７）地球環境保全への寄与 
・自然エネルギーの活用に適している場合及び環境保全上特に慎重な配慮が必要な場合など、それぞ

れの立地条件や地域特性を踏まえて、太陽光・風力・水力等の自然エネルギーの活用、汚排水の高

度処理及び排出物・廃棄物のリサイクル化等、省エネルギーや環境負荷低減化など環境にやさしい

施設・設備やシステムの導入を図るとともに、その仕組みや環境保全上の効用を積極的に紹介、解

説することにより環境保全の普及啓発、環境教育に活用する。 
・太陽光や風力等の自然エネルギーを利用した施設・設備は、空気調和設備としての活用及び照明、

展示物等の小規模な電源としての活用が考えられるが、現実的な利用については、得られるエネル

ギーに対して必要となる施設、費用、管理が多大となるなど、これからの技術開発によるところが

大きい面がある。 
  しかし、自然公園等のビジターセンターは、自然エネルギーの利用に適した立地条件が比較的得

られやすいと考えられることから、省資源、省エネルギーなど環境保全の普及啓発の観点からも、

自然エネルギーの効率的利用に配慮し、建築物に係るエネルギー使用の合理化を図る。 
・水循環、物質循環の観点から、雨水は土壌に浸透させ積極的な還元を図るほか、自然材料、自然資

源の活用等により環境に配慮した計画・設計とする。 
・施設の長寿命化を図り、長期的なライフサイクルコストに留意した計画・設計を検討する。 
（８）整備後の維持管理の考慮 
・施設及び展示の整備に際しては、経済性及び耐久性を考慮するとともに、整備後の維持管理及び再

整備が容易となるよう計画段階から検討を行う。 
・ビジターセンターは、季節的・時間的な利用集中、あるいはオフシーズンにおける利用の減少があ

ることから、利用状況に応じた適切な設計と管理・運営方法を検討する。 
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Ⅱ－２ ビジターセンターの計画・設計の考え方 
 Ⅱ－２－１ ビジターセンターの計画・設計の進め方 

ビジターセンターは、展示計画、活動計画、管理・運営計画及び施設計画が相互に関連しているこ

とから、基本計画及び基本設計の各段階において適切な検討を行い、計画・設計を進めるものとする。 

（解説） 
ビジターセンターの計画に当たっては、基本計画方針においてビジターセンターの性格及び基本理

念を定めるが、整備しようとするビジターセンターのあり方に関する検討や展示資料の調査・収集を

含む基本計画、基本設計に十分な時間をかけることが望ましい。 
基本計画方針の設定に際しては、公園計画決定等の上位計画による計画地に関して計画調査を実施

し、自然・人文・社会条件等の立地特性の把握、解析、評価を行う。その立地特性を踏まえて、整備

するビジターセンターの性格及び基本理念を定める。 
基本計画方針において設定されたビジターセンターの性格及び基本理念に基づき、展示基本計画、

活動計画、管理・運営計画及び施設計画の策定を進めるが、どのような展示を行うか、また、どのよ

うな管理・運営方法をとるかによって施設計画は大きく変わり、施設計画を先にすると展示解説を効

果的に行えないことが多いことから、基本計画においては展示計画を先行的に検討するとともに、施

設の概要、管理・運営の体制、施設や展示の維持方法、周辺における解説活動等について総合的な検

討やそれぞれの計画内容の調整とフィードバックを重ねながら検討を進めていくことが重要である。 
基本設計においては、基本計画でとりまとめられた内容を踏まえ、施設計画を先行的に、展示計画、

管理・運営計画と調整しながら検討を進める。 
また、計画・設計に当たっては、ビジターセンターが、自然公園等を訪れる利用者に対し、自然へ

の理解を深め人と自然とのふれあいを一層推進するための中心的な施設として整備されるものである

ことを踏まえ、整備する地区の自然を主体として検討するものとし、ビジターセンターと周辺の自然

が一体となった複合施設としてその機能を発揮するよう心がけなければならない。 
 そのためには、展示、活動、管理・運営、建築等各分野の専門家や関係者を含む委員会等の設置が

望ましく、各分野別に専門委員会や分科会等を設けることも考えられる。 
委員会等においては、基本計画の検討を始める準備段階から設置し、基本計画とりまとめ時にはビ

ジターセンター全体（展示、活動、管理・運営、施設）のイメージを確立しておくことが必要である。 
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図 1 ビジターセンターの計画・設定の進め方 
 
  

  
  

上 位 計 画 
・ 公園計画決定 
・ 公園事業決定 
・ 管理運営計画    等 

委 員 会 等  （基本計画） 

計 画 調 査 

展 示 計 画 
 ・ 展示の範囲 

・ 展示のテーマ及びシナリオ 
・ 展示の内容・構成・方法 
・ 展示解説プログラム 
・ 展示費概算  等 

施 設 計 画 
・施設の位置・配置 
・建物規模 
・建物内部のスペース構成 
・建物の構造・形態・デザイン 
・設備計画 
・敷地造成・周辺整備計画 
・付帯施設計画 
・ 工事費概算  等 

基本計画方針 
・ ビジターセンターの性格 
・ ビジターセンターの基本理念 
 

管理・運営・活動計画 
・ 管理・運営の基本的内容 
・ 管理・運営体制 
・ 活動プログラム計画 
・ 活動要員計画 
・ 管理・運営・活動費  等 
 

基本計画とりまとめ 

 （基本設計） 

設計調査・測量 

設 計 方 針 

施 設 計 画 

管理・運営計画 展 示 計 画 

基本設計とりまとめ 

実 施 設 計 



 VC7 

Ⅱ－２－２ ビジターセンターの性格及び基本理念 
ビジターセンターは、整備する位置の立地条件や環境条件及び利用者層の違い等を勘案するととも

に、周辺地域における類似施設の状況を踏まえ、当該区域や周辺地域において相互の関係を整理して、

整備するビジターセンターの性格及び基本理念を定める。 
（解説） 

ビジターセンターの整備に際しては、利用のための案内・情報提供機能、自然・人文の解説機能及

び自然とのふれあい体験の指導・促進機能を備えることを基本とし、立地特性や利用状況を勘案して、

その性格及び基本理念を定める。 
ビジターセンターの性格は、整備する位置の立地条件や環境条件によって果たすべき役割が異なり、

また、計画地の立地特性や対象とする利用者層によって、重点とする機能や必要とする機能が異なり、

あるいは重点とする機能が複合する場合や特化する場合など様々なものとなる。   
（１）ビジターセンターの性格を定めるに当たっては、次のような事項について検討する。 
 ① 対象地域とする地域的範囲とその対象地域におけるビジターセンターの位置づけ 
 ② 対象地域の自然的、社会的、人文的条件等の立地特性 
 ③ 利用状況及び利用者層の想定 
 ④ 持つべき機能、重点とする機能等の整理 
 ⑤ 敷地内の保全対象等の制約条件 
 ⑥ 活動計画及び管理・運営体制 
 
（２）ビジターセンターの基本理念を定めるに当たっては、導入すべき展示、活動、管理・運営及

び施設の基本的な考え方として次のような事項について検討する。 
① 展示のねらいと方向づけ 
② 展示と活動、管理・運営、施設の補完関係 
③ 活動と利用者指導の方向づけ 
④ 提供しようとする情報の内容とその方法 
⑤ ビジターセンターと併設する施設、付帯施設、関連施設の組み合わせ 等 

 
ビジターセンターの様々な性格等を分類すると、着目点によって次のような分類事例があげられる。 
① 立地特性による分類 
ア．利用の中心地に立地するビジターセンター 

集団施設地区など公園や地域の利用の中心地にあり、利用者が多く、幅広い利用者層が訪れ

るビジターセンター。      
イ．自然公園等の入口部分に立地するビジターセンター 

利用者が最初にビジターセンターに立ち寄り、対象地域の自然や人文の特徴を知り、利用に

際しての情報を収集するビジターセンター。 
ウ．特定の地区の利用拠点に立地するビジターセンター 

特徴のある景観、植物、動物、自然現象などが観察できる特定の地区の利用のため、その利

用拠点に立地するビジターセンター。 
② 重点とする機能による分類 
ア．総合解説型のビジターセンター 

    対象地域の総合的な案内、情報提供、自然解説、自然とのふれあい体験の指導・促進の

ほか、休憩等の機能を総合的に持つビジターセンター。 
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イ．情報提供型のビジターセンター 
   対象地域の自然や人文に関する情報や利用に際して情報を集めて提供するビジターセ

ンター。 
ウ．地区解説型のビジターセンター 
   特定の地区の自然や人文に関する案内、情報提供、解説を行うビジターセンター。避難

場所としての機能を重視する場合がある。 
③ 役割による分類 
ア．中央型・分担型のビジターセンター 

自然公園等広域の地域に複数のビジターセンターが設置される場合などにおいてネッ

トワーク化を図る際、中央施設としての機能を持つビジターセンターとサテライト施設と

して地区解説等特定の機能を分担して持つビジターセンター。 
イ．特殊役割型のビジターセンター 

基本的な機能のほか、調査研究やナチュラリスト、ボランティア等の養成など特別の機

能を重点として持つビジターセンター。 
  ④ 周辺の環境や併設する施設による分類 
   ア．館内完結型のビジターセンター 
      対象地域に関する案内・情報提供、自然解説、体験指導等を行うが、敷地内あるいは敷

地周辺に連携する自然研究路や野外解説施設を持たず、展示解説が館内でまとまっている

ビジターセンター 
   イ．野外連携型のビジターセンター 
      敷地内あるいは敷地周辺に連携する自然研究路や野外解説施設があり、展示解説が館内

と野外で連携し、自然とのふれあい案内や体験指導などが組み込まれているビジターセン

ター 
   ウ．野外主体型のビジターセンター 
      野外での自然解説や自然観察、ふれあい体験などの利用を主とし、そのための案内・情

報提供、体験指導等の機能を重点とするビジターセンター 
これらの分類は、管理・運営体制による分類など他に考えられる分類を含めて、複合的に組み合わ

せることができるものであり、整備するビジターセンターは、その目的と役割に応じ、立地条件、環

境条件、利用状況等を勘案して、ビジターセンターごとに性格等が検討されることが必要である。 
 
 
Ⅱ－２－３ ビジターセンターの管理・運営計画 
ビジターセンターは、利用者が気持ちよく快適に利用できるよう施設や展示の適切な管理と運営が

必要であり、ビジターセンターの利用を通じて自然の仕組みへの興味や自然とのふれあいの楽しさを

体験し、その中で環境に関心を深めてもらえるよう、活動計画とともに管理・運営面での工夫をして

いくことが極めて重要である。 
そのため、管理・運営計画は、展示基本計画での検討を踏まえ、活動計画や施設計画と並行して検

討を進めるものとし、管理・運営費についても慎重に検討しておく必要がある。 
 
基本計画における管理・運営計画では、基本計画方針に基づき、次の事項についてとりまとめる。 
 ① 基本的内容 

    管理・運営主体、管理方式、開館期間及び時間、施設・展示物の維持管理計画、周辺フィー
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ルドの維持管理計画、清掃管理方法等 
 ② 管理・運営体制 
   管理・運営組織の概要、施設の維持管理要員、管理・運営の協力体制（関係団体、運営協議

会、ボランティア等）等 
 ③ 管理・運営費 
   年間運営費（人件費、水道光熱費、施設・設備維持費、パンフレット類印刷費等）、展示等

定期更新費等 
活動計画を合わせた管理・運営活動については、表 1 のように大きく基本部分、充実部分及び特別

なサービスに分けることができる。このうち、基本部分は、基本タイプのビジターセンターに対応す

る利用者サービスとして、どのビジターセンターでも最低限必要とされるものである。 
ビジターセンターの管理・運営体制は、立地条件や利用形態等に応じて様々な形態が考えられるが、

いずれの場合においても、設置者が、整備するビジターセンターの目的が達成されるよう主体的に取

り組むことが基本である。 
また、利用のための情報の収集・発信基地としての機能や人と自然とのふれあい推進の基幹的施設

としての役割を重点とするような場合は、地元自治体、地域受益者（公園事業者、観光業者、交通機

関等）を含む協議会組織で管理・運営することが必要である。 
協議会組織の管理・運営にあっても、設置者の管理責任の部分と運営に関わる部分を明確にしてお

く必要がある。 
なお、効果的、効率的な管理・運営には地域住民等地元関係者の協力、参加が重要であり、ビジタ

ーセンターの地域との密接な連係や地域の振興、活性化への寄与を図るためにも、計画の初期段階か

ら地元関係者への説明を行い、理解を得るよう努めることが大切である。 
また、最近における地球温暖化防止やダイオキシン対策の問題に鑑み、ビジターセンター及び付帯

施設のゴミ処理対応は現地での焼却処分が難しい状況にあることから、自然公園等の利用を環境保全

の学習や普及につなぐ観点からも、廃棄物処理上の関係自治体との調整を含め、計画当初より管理・

運営の重要事項として十分検討を行っておく必要がある。 
 

表 1 管理・運営活動の分類 
分 類 内  容 概    要 

 
基 本 部 分 

維持管理 ・清掃、施設の維持補修等 
施設に付随した基本的 
な運営 

・施設内の展示・レクチャー等 
・施設を拠点とした日常的な観察会等 

 
充 実 部 分 

 
付加価値的な運営 

・利用ソフトの拡充、地域交流等 
・特に企画する自然観察会の実施 
・ボランティアの活動の支援 

 
特 別 部 分 

 
特別なサービス 

・関連資料の頒布、情報コピー 
・喫茶の提供 
・ガイドツアー等 
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図 2  ビジターセンター管理・運営の全体像 
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Ⅱ－２－４ ビジターセンターの施設計画  
基本計画における施設計画においては、基本計画方針で示された目的、役割、機能等を施設として

具体化する。検討に当たっては、展示基本計画での検討を踏まえ、活動計画、管理・運営計画での検

討にも対応し、敷地条件、自然環境、景観等を考慮して、ビジターセンターの目的、機能等を有効に

果たすことができるように施設の概略の規模、位置、形態、スペース構成等を設定する。 
ビジターセンターは、自然公園等の利用拠点の優れた自然環境の中に設置され、周辺及び対象地域

の自然と一体的な利用を促進する施設であることから、整備に当たっては立地する場所の自然環境の

保全に十分配慮するものとし、特に配置については、周辺の自然環境の保全及び景観の維持に配慮す

ることが重要である。また、屋外展示を含む展示基本計画や活動計画、管理・運営計画との関連にも

十分配意する。 
 特に配慮が必要な自然環境に立地する場合などにおいては、必要に応じ代替案の検討を行うととも

に、付帯施設についても施設ごとにその目的、機能及び環境・安全面での配慮に関する検討を行う。 
基本計画における施設計画では、基本計画方針に基づき次の事項についてとりまとめる。 
① 施設の位置及び配置 
② ビジターセンターの建物規模 
③ 建物内部のスペース構成 
④ 建物の意匠及び構造 
⑤ 設備計画 
⑥ 敷地造成・周辺整備計画 
⑦ 付帯施設計画 
⑧ その他 

ビジターセンターは、敷地内や周辺部に自然研究路（ネイチャー・トレイル）や解説施設等の併設

することが望ましく、施設計画に当たっては、周辺のフィールドにおける自然体験や自然とのふれあ

いなどを計画的に推進する活動計画の検討を踏まえ、周辺や外部との複合体として一体性のある施設

となるよう配意し、また、ハードとソフトが一体となった整備が行われるよう配意する。 
また、ビジターセンターと広場、園地、休憩所、駐車場、公衆便所等の付帯施設は、機能的統一性

と形態的統一性を保つよう配慮し、多数の利用者の同時利用が想定される場合は、施設の規模ととも

に、各種の施設が有機的な関連をもち効果的に配置されるよう配意する。これらの付帯施設は、いず

れも安全で快適に利用できる状況で整備されていることが重要である。 
特に、周辺部に良好な自然環境や歴史的環境、文化遺産などを有する広がりがある場合などにおい

ては、地域住民の参加や協力、エコツーリズムの企画や実施など地域との結び付きも視野に入れ、質

の高い、フィールドを持った総合ビジターセンターとしてのエコミュージアムとして、ビジターセン

ター施設と周辺の一体的な整備を検討することも考えられる。 
 
 
Ⅱ－２－５ ビジターセンターの位置及び配置 
ビジターセンターの位置は、整備するビジターセンターの目的及び性格に応じた適切な位置を選定

し、利用性の確保、管理・運営上の利便性、計画・設計上の自由度等を総合的に勘案し、施設の配置

を定める。 
（解説） 
（ⅰ）ビジターセンターの位置 

ビジターセンターの目的と性格を考慮すると、位置の選定は最も重要な要件となる。 
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このため、上位計画に定められている概略の計画地を踏まえ、与条件と計画調査の結果の確認によ

り、具体的な位置を選定する。 
  ビジターセンターの位置の主な選定条件としては、次のような事項があげられる。 
  ① 利用者にすぐわかる位置であること。 
  ② 到達性がよいこと。 
  ③ 多数の利用者が集まる利用の中心地又は入口部であること。 
  ④ ビジターセンターの整備に際して自然の改変が少ないこと。 
  ⑤ ビジターセンターの目的及び性格にふさわしい敷地規模が確保できること。 
  ⑥ ビジターセンターの目的及び性格にふさわしい自然環境であること。 
  ⑦ 隣接地に野外の自然解説施設が設定できること。 
  ⑧ 施設の管理・運営が容易な場所であること。 

これらの事項のうち、①から③は基本的条件であり、車道、歩道、園地、その他の利用施設、利用

者の行動ルート、興味地点との相互の位置関係に注意して、利用者の足が自然に向くような位置を選

定する。 
④及び⑤は、自然公園等の優れた自然環境の中でも人と自然とのふれあいの推進にふさわしい位置

において、その自然環境をできるだけ改変しない場所を選定するよう求めるものであり、また、⑥及

び⑦は、ビジターセンターと周辺の自然環境が一体となった施設とするための条件である。 
敷地については、車で到達する利用の場合、既存の大きな駐車場に面し、すぐ近くに集合広場があ

るなどの恵まれた条件のところでは比較的狭くても支障はないが、このような条件を欠くところにあ

ってはこれらの付帯施設を整備するために、また、野外に自然研究路、解説施設等を併設する観点か

らも、自然環境の保全に配慮のうえ十分な敷地面積を確保する必要がある。 

表 2 ビジターセンターの位置の選定評価事例 

立地条件（評価の視点） Ａ候補地 Ｂ候補地 Ｃ候補地 

①到達性がよい(道路からのアクセス)  ◎道路に接する  △道路から離れる  △道路から離れる 

②駅（鉄道）に近い  ●駅から遠い  ◎駅前である  △駅からやや遠い 

③駐車スペースが確保できる  ○できる  △やや難 
 （市街地内） 

 ○できる 

④利用者にすぐわかる位置である  ◎わかりやすい  ○わかりやすい  ○わかりやすい 

⑤地域のランドマーク的な位置にある  ◎目につきやすい  ●目印には難  ○目印になる 

⑥利用者が集まる利用の中心地である  ○利用者は集まる  ●中心地ではない  ◎中心地である 

⑦観光資源・施設がある  〇展望台の入口  ●特にない  ◎郷土館・休憩所 
 等がある 

⑧ＶＣにふさわしい自然環境がある  △ある 
 （道路が近接） 

 ●ない 
 （市街地） 

 ◎ある 
  （景観が優れる) 

⑨建設による自然の改変が起こらない  ○ない  ◎ない  ○ない 

⑩隣接地に自然解説施設が設定できる  △できる 
 (道路・線路が難) 

 ●できない 
 （やや離れる） 

 ○できる 

⑪災害を受けない立地である  △やや不安定 
 （地盤が湿地） 

 ◎安全 
  (古い住宅地） 

 △やや不安定 
 （地盤が不明） 

⑫ＶＣにふさわしい敷地が確保できる  ○できる  △難あり 
 （市街地内） 

 ○できる 

評 価 の 合 計 
 ◎×３ ○×５ 
 △×３ ▲×１ 

 ◎×３ ○×１ 
 △×３ ▲×５  

 ◎×３ ○×６ 
 △×３ ▲×０ 

（凡例）◎極めて優れている ○優れている △どちらかといえば、問題がある ▲問題がある 

 

 



 VC13 

（ⅱ）ビジターセンターの配置 
選定された位置におけるビジターセンターの配置の検討に際しては、次のような配慮事項があげら

れる。 
① 入口がビジターセンターの立地する地区の利用動線に面し、自然な動線でビジターセンターを

訪れることができるような配置とすること。 
② ビジターセンターの整備に際して自然の改変が最小限となる配置とすること。 
③ ビジターセンターが周囲の自然地域への導入部の施設となるような配置とすること。 

 ④ 周辺の自然とのふれあいの促進に効果的な配置とし、また周辺の利用施設と一体的な利用が可

能となる配置とすること。 
⑤ 他の場所から展望したときの風景を損なわない配置とすること。 
⑥ 周辺に他の利用施設等が比較的高密度に分布している地域内では、周辺施設より建蔽率を低く

おさえ、空間的なゆとりを演出するような配置を検討すること。 
⑦ 多様な利用者を受け入れられよう、バリアフリーに対応した配置とすること。 
  
ビジターセンターは、自然公園等の利用拠点の優れた自然環境の中に設置され、周辺及び対象地域

の自然と一体的な利用を促進する施設であることから、整備に当たっては立地する場所の自然環境の

保全に十分配慮するものとし、特に配置については、周辺の自然環境の保全及び景観の維持に配慮す

ることが重要である。 
 
ビジターセンターの配置は、自然環境をできるだけ改変しないよう選定された位置においても、さ

らに施工等に際しての既存樹木や水系とのとりあいを確認するなど自然環境への影響が最小限となる

よう配意する。 
また、周辺の利用施設や自然環境とを結ぶ動線を考慮して、利用者がビジターセンターを経由して

自然の中へ入っていけるような配置とし、ビジターセンターと周辺の自然が一体となった施設となる

よう検討するものとする。 
 
ビジターセンターが立地する場所から地区のランドマークとなる山岳・森林・湿原等の自然景観を

眺望できるような場合、あるいは外部の自然との接点部分に観察設備・装置を取り入れることができ

る場合などにおいては、立地特性に応じて自然条件を活かした配置を検討することが必要である。 
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図 3 ビジターセンターの位置及び配置の検討事例（１） 
――周辺フィールドとの関係における位置の検討―― 

 
 
 



 VC15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4 ビジターセンターの位置及び配置の検討事例（２） 
――周辺フィールドゾーニングと主要施設配置の検討―― 
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図 5 ビジターセンターの位置及び配置の検討事例（３） 
――エントランスゾーン基本計画平面プランイメージの検討―― 
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図 6 ビジターセンターの位置及び配置の検討事例（４） 

――ビジターセンター周辺の動線と基本計画平面図の検討―― 
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図 7 ビジターセンターの位置及び配置の検討事例（５） 
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図 8 ビジターセンターの配置の検討事例（１） 
――周辺フィールドゾーニングと配置の検討―― 
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図 9 ビジターセンターの配置の検討事例（2） 

――周辺フィールドとの関係における配置の検討―― 
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図 10 ビジターセンターの配置の検討事例（３） 
――ビジターセンター周辺の基本計画平面図―― 
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Ⅱ－２－６ ビジターセンターのスペース構成 
ビジターセンターの建物内部のスペースは、ビジターセンターの機能面からの区分及び利用主体

からの区分によりその構成を検討する。 
（解説） 

ビジターセンターの建物内部は、機能面からは次の３種類のスペースに区分できる。 
 ① 基本スペース 

    ビジターセンターの目的と機能を発揮するために欠くことのできない、基幹となるスペース。

案内カウンター、展示室、レクチャールーム、トイレ、事務室、管理用倉庫、工作室・作業室

等。 
 ② 充実スペース 

    自然への理解を深め、人と自然のふれあいを推進する中心的な施設として、施設の機能と価

値の向上に必要なスペース。休憩室（休憩コーナー）、宿直室、ボランティア控え室、図書室

（図書コーナー）、会議室、研究室等 
 ③ 特別スペース 

    ビジターセンターを整備する位置や対象地域の立地条件や利用状況等を勘案し、その特性に

応じて導入するスペース。展望室、資料頒布コーナー、救護室等。 
 

 また、各スペースを利用主体によっても次の３種類に区分することができる。 
  ① 利用者用スペース 
    利用者が主に利用するスペース。展示室、レクチャールーム、休憩室（休憩コーナー）、展望

室、資料頒布コーナー等。 
  ② 管理者用スペース 
    管理者が主に利用するスペース。事務室、宿直室、ボランティア控え室、管理用倉庫、工作

室・作業室、救護室、研究室等。 
  ③ 共用スペース 
    利用者と管理者双方が共用するスペース。案内カウンター、トイレ、図書室（図書コーナー）、

会議室等。 
 
展示室とレクチャールームは、両方を必ず整備しなければビジターセンターの機能が発揮できない

わけでなく、いずれかに特化し、あるいは併用する機能を持たせたビジターセンターとする場合も考

えられるが、基本的なビジターセンターの目的からは両方整備することを原則とする。 
展示室とレクチャールームを一部でも兼用する場合は、自然解説のレクチャーやビデオ、スライド

の映写などが展示の利用に支障とならないように措置する必要があるが、他のスペースについては休

憩室（休憩コーナー）と図書室（図書コーナー）を同一とするなど機能を兼用する場合が考えられる。 
 ビジターセンターの機能面からと利用主体からの区分の関係は表 3 に示され、スペース間の機能的

結び付きを考慮したスペース構成計画は図 11 のようになる。 
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表 3 ビジターセンターの機能面と利用主体からの区分 

区  分 利用者用スペース 管理者用スペース 
基本スペース 展示室 

レクチャールーム 
入口・ロビー 
（案内カウンター、トイレ） 

事務室 
管理用倉庫 
工作室・作業室 
レクチャールーム映写室 
（案内カウンター、トイレ） 

充実スペース 休憩室・休憩コーナー 
（資料室・図書コーナー） 

宿直室 
ボランティア控え室 
（資料室・資料保存室） 

特別スペース 展望室 
資料頒布コーナー等 
（会議室） 

救護室 
研究室 
（会議室） 

  ＊（ ）内は、利用者・管理者共用のスペース。 
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図 11 ビジターセンターのスペース構成 
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Ⅱ－２－７ ビジターセンターの面積 
ビジターセンターの建物面積は、整備するビジターセンターの機能、利用者数、管理・運営体制等

を勘案し、適切な算定手法を用いて算出する。 
（解説） 

ビジターセンターの面積は、基本的には、最大時利用者数（最大時滞留者数）や管理・運営に関わ

る人員数等からの適正同時利用者数により基本スペースの面積を算定し、これにビジターセンターの

性格に応じて必要とするスペースや設備の内容等の充実スペース、特別スペースの面積を勘案して算

出する。 
さらに、施設内外での利用者動線、周辺施設や景観との関係、確保すべき機能との関係などから考

慮すべき設計条件を踏まえて、できる限りコンパクトで効率的なスペース配分を検討し、適正な規模

を設定する。 
なお、整備するビジターセンターが特殊な目的や機能を有する場合は、個別的な手法でその面積を

算出することができる。 
 

（ⅰ）ビジターセンターの建物面積 
ビジターセンターの面積については、原則として次の算定手法のいずれかにより算出する。ここで

算出される面積は基本スペースの面積であり、ビジターセンターの性格に応じて休憩室、宿直室、ボ

ランティア控え室、資料室、会議室、救護室、研究室、展望室等の充実スペースと特別スペースにか

かるその他の部分については、適宜加算する。ビジターセンター全体の面積はこれらの合計により求

められる。 
（１）最大時利用者数を基本とする手法 

  ① 最大時利用者数が実測等によって知られている場合、あるいは最大時利用者数を想定しう

る場合 

最大時利用実数に１人当たりの単位規模1.5～2.0㎡を乗じて算定する。 

   施設の面積 ＝ 最大時利用実数 × 単位規模（１.５～２.０㎡） 

 

  ② 最大時利用者数が明確でない場合 

計量計画による手法により、地区の最大日利用実数を基本として利用率、回転率から最大

時利用者数を求め、１人当たりの単位規模1.5～2.0㎡を乗じて算定する。 

         施設の規模 ＝ 最大日利用者数 × 利用率 × 回転率 × 単位規模 

     ＊利用率：２０～５０％ 

     ＊回転率：１／７～１／１０（この回転率は平均滞留時間２０～３０分程度と相関がある） 

     ＊単位面積：１.５～２㎡（利用者１人当たり床面積） 

   なお、最大日利用者数は、次の式によっても求められる。 

  最大日利用者数  ＝ 年間利用者数  × 最大日率 

 

  表 4 利用季節型と最大日率 
季節型 最大日率 
１季 
２季 
３季 
４季 

１／ ３０ 
１／ ４０ 
１／ ６０ 
１／１００ 



 VC26 

  （２）合計合算による手法 
     管理に充当できる人数等から適正同時利用者数を設定し、展示室（１人当たり4.0～5.0㎡）、

レクチャールーム（１人当たり 1.5～2.0 ㎡）、基本サービススペース（50～150 ㎡）及びその

他面積をそれぞれ算定して合計し算出する。 

        施設の規模 ＝ 展 示 室 適 正 同 時 利 用 者 数 ×単位面積（4.0～5.0㎡） 

                       ＋レクチャールーム適正同時利用者数 ×単位面積（1.5～2.0㎡） 

                       ＋基本サービススペース（50～150㎡） 

    この場合、基本サービススペースは、基本スペースに含まれる案内カウンター、トイレ、事

務室、作業室、倉庫等である。 
  （３）標準規模による手法 
    標準規模を６００㎡とし、利用状況等を勘案してこの面積を増減して算定する。この場合、

展示室２６０㎡、レクチャールーム１４０㎡を想定し、残りの２００㎡が展示室とレクチャー

ルーム以外の基本スペースの面積に当たる。 
 
（ⅱ）スペースごとの面積算定の考え方 
 ビジターセンターの各スペースの面積算定には、次のような考え方や参考事例がある。 
これらの面積は、ビジターセンターの性格や設備の内容等に応じて必要とするスペースが異なるこ

とを考慮にいれ、全体面積も踏まえたうえで適切な面積を設定するものとする。 
特に身体障害者の利用に対応するためには、展示室やレクチャールーもとともに入口、廊下、休憩

室、便所等において十分な面積が必要となるほか、建物構造によってはエレベーター等の設置も考慮

しなければならない。 
 （１）展示室 
    ビジターセンターの展示室の規模は、展示室の最大時利用者数または適正同時利用者数に１

人当たり4.0～5.0㎡の単位規模を乗じて算出した数字を基本として検討する。 
    ビジターセンターにとって展示室は、最も重要なスペースのひとつであり、展示物を通して

自然や人文景観の解説、自然保護思想の啓蒙などが行われることから、ビジターセンターの性

格、展示テーマの選択、展示の方法や展示物の量なども考慮し、十分な面積を確保する。 
（２）レクチャールーム 

ビジターセンターのレクチャールームの規模は、レクチャールームの最大時利用者数または

適正同時利用者数に１人当たり 1.5～2.0 ㎡の単位規模を乗じて算出した数字を基本として検

討する。 
レクチャールームは、ビジターセンターの専属職員やレンジャー、ナチュラリスト、インタ

ープリターなどの専門家、あるいはボランティアによって、自然解説、利用指導等が行われる

スペースであり、直接利用者に接することから展示解説よりも高い効果が期待できる機能を持

つことから、展示計画や管理・運営体制と調整し、適切な面積を確保する。 
レクチャールームの収容人員は、スクール型会議室のレイアウトを参考とするが、いすの種

類や間隔、前後の距離及び通路のとり方によっても幅がある。スクール型会議用レイアウトと

収容人員は図 12 に示される。 
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図 12 スクール型会議室のレイアウトと収容人員 
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 （３）事務室 
    ビジターセンターの管理・運営は、一般的にビジターセンター本体に管理者用スペースを確

保することにより対応することを基本とし、専属職員や利用集中時の補助員等施設の維持管理

要員数、勤務体制を考慮して必要な事務室面積を決定する。 
    事務室としての必要面積は、事務面積と事務付属面積との和で求められる。ビジターセンタ

ーの事務室は、ビジターセンターの性格に応じた管理・運営体制や業務の内容を検討したうえ

で最も適したレイアウトを決めて算定した事務面積に、必要な事務付属面積を加算する。 
    事務面積には、机・ロッカー等の家具・備品の面積、家具・備品を使用する動作域の面積、

通路面積、分割・遮蔽面積、余裕面積等があり、事務付属面積には、通路、応接、書庫、事務

機器・装置（コンピューター・複写機・ファクシミリなど）、洗面・湯沸などの面積が含まれ

る。 
    管理用倉庫、休養室（宿直室）、会議室等は、基本的に独立のスペースとして別途のものとし、

案内カウンターも、基本的には事務室とは別個に、事務室と接してビジターセンター入口近く

に設けることが適切である。 
    なお、「国立公園管理事務所等面積算定・設備基準」による事務室の単位規模は、１人当たり

4.0 ㎡とし、これに換算人員を乗じて算定し、湯沸室 5.0 ㎡等の付属面積を加えて求めること

としている。 

       事務室（一般事務室及び応接室）＝ 4.0㎡ × 換算人員 

 

          表 5 換算人員換算率 

区 分 所 長 課 長 主査級 一般職 

換算率 １０ ２.５ １.８ １ 

     

 （４）その他の基本スペース 

    標準規模による手法においては、管理用倉庫、工作室（作業室）はそれぞれ３０～４０㎡が

必要規模と考えられる。また、便所は男女別に配置すると約２０㎡が必要となる。利用者案内

カウンターは５㎡程度とされるが、事務室との一体性、連続性等を考慮し、十分な面積を設定

する。入口・ロビー・廊下などは４０～５０㎡等が想定される。 

（５）充実スペース・特別スペースの面積 

    標準規模による手法においては、休憩室、会議室、ボランティア控室、資料室、宿直室、展

望室等はそれぞれ３０～４０㎡が必要規模と考えられる。 

ボタンティア控え室、会議室等は、「国立公園管理事務所等面積算定・設備基準」に準じ、

ビジターセンターの性格を勘案して設定する。 

    また、ボランティアや研究者・調査者の受け入れ状況等によっては、相当数の人員の宿泊・

滞在スペースを確保する必要が生じるが、このような場合は、別棟の宿泊機能を有する管理施

設を付帯施設として整備を検討する。 

    宿泊スペースとしては、簡易な宿泊施設程度の設備・機能を確保する必要があり、標準単位

規模としてケビンの面積を採用し、次により算定する。 

      最大日管理者数 × 単位規模（2.8～5.0㎡）＝ 標準規模 

        ビジターセンターを構成するこれらのスペース規模の例を、図 13 に示す。 
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図 13 ビジターセンターを構成するスペース規模の事例 
 
  Ⅱ－２－８ ビジターセンターのスペース配置 

ビジターセンターの建物内部のスペース配置は、利用者が利用しやすい動線と管理・運営者側が管

理しやすい動線の両面から検討し、適切な配置とする。 
（解説） 
 ビジターセンターは、基本的には不特定多数の利用者を受け入れる施設であり、利用者が求める情

報の質や行動パターンにも相当の幅があることを想定し、利用者が必要とする情報を的確に選択でき

るよう、わかりやすい構成と配置に加え、利用者層の特性に応じた誘導方法を工夫する。 
 利用者用スペースは、入口部を広く開放的にするなど不特定多数の利用者がスムースに利用できる

よう構成する。ビジターセンターのスペース配置は、利用者にとって展示室とレクチャールームがわ

かりやすく休憩室等のスペースも利用しやすい動線と、管理・運営者側が管理しやすい動線の両面か

ら検討する。 
 利用者に対しては、入口を入って目に付きやすい位置に案内カウンター（インフォメーション・ブ

ース）を必ず設けるようにし、案内カウンターから展示室、レクチャールームなどへ導くようにする。

利用者スペースや共用スペースは、高齢者や身体障害者の利用などを考慮し、できる限り段差を生じ

ない配置を検討する。 
 案内カウンター、展示室、休憩室、資料室などのレイアウトはできる限り間仕切りを少なくし、利

用者スペース内の往来がしやすいよう構成する。 
 管理関係の職員の動線は、利用者へのサービスを考慮する一方、利用者の動線との交差がなるべく

なくなるよう検討する。 
 ビジターセンターの性格や管理・運営体制などによって配置は異なるが、基本スペースを中心とし

た各スペースの機能的な配置関係は、図 14 のようになる。 
 また、基本スペースのみの場合や充実スペース・特別スペースを備える場合の配置モデルを図 15
に示す。 
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図 14 ビジターセンターにおける各スペースの配置関係 
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スペース構成 
 （A） （B） （C） 
展 示 室 ○ ○ ○ 
レ ク チ ャ ー ル ー ム ○ ○ ○ 
利用者案内カウンター ○ ○ ○ 
ロ ビ ー ・ 廊 下 ○ ○ ○ 
便 所 ○ ○ ○ 
事 務 室 ○ ○ ○ 
倉 庫 ○ ○ ○ 
工 作 室 ・ 作 業 室 ○ ○ ○ 
映 写 室 ○ ○ ○ 
休憩室・休憩コーナー  ○ ○ 
図 書 室  ○ ○ 
ナ チ ュ ラ リ ス ト 控 室  ○ ○ 
研 究 室 ・ 資 料 室  ○ ○ 
宿 直 室 ・ 更 衣 室  ○ ○ 
資 料 頒 布 コ ー ナ ー   ○ 
展 望 室 ・ 展 望 テ ラ ス   ○ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 15 ビジターセンターのスペース配置モデル 

 

＊資料頒布コーナーは展望室・展望テラスに隣
接して設置する。 
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Ⅱ－３ ビジターセンターの展示計画の考え方 
 Ⅱ－３－１ 展示計画の進め方 
ビジターセンターにおける展示は、ビジターセンターの機能を効果的に実現するための最も大き

な要素のひとつであり、展示の計画に当たっては、整備するビジターセンターの位置や性格に応じ

て、展示全体のメインテーマを設定し、適切な展示計画を検討する。 
（解説） 

ビジターセンターは、展示室とレクチャールームの両方を備えることを原則とするが、案内や情報

提供などに特化した機能を持つビジターセンターの場合においても、展示室あるいは展示コーナーを

持ち、展示を使った解説等が行われることが一般的である。 
従って、展示室は、ほとんどのビジターセンターにおいて中心となる部分であり、展示解説の出来

不出来が利用者の興味や関心を引きつけられるか、ひいてはビジターセンターの機能を果たしうるか、

どうかに大きな影響を及ぼす。また、どのような展示を行うかによって建物が大きく変わることが考

えられることから、建物の計画・設計に入る前に展示計画の基本的内容を決める。 
展示計画では、「だれ」に「どのようなこと」を「どのような資料」を使用して「どのように見せ

るか」を明らかにする。 
ビジターセンターの展示計画は、自然公園等を訪れる不特定多数の利用者に、自然への理解を深め、

人と自然とのふれあいを一層推進する観点から、対象とする地域の自然や人文について解説や情報提

供を行い、ビジターセンターの利用が屋内にとどまることなく、周辺及び対象地域の自然とビジター

センターの一体的な利用が促進されるよう検討する。そのため、当初から活動プログラムとの関連を

考慮し、屋外展示や周辺の自然環境を十分踏まえた展示となるよう工夫することが必要である。 
展示計画に当たっては、整備するビジターセンターの性格及び基本理念に沿い、展示の範囲におけ

る展示全体のテーマを設定する。 
ビジターセンターの展示の対象とする範囲は、基本計画方針の設定において定めるビジターセンタ

ーの対象とする地理的範囲を基本とする。その地理的範囲は、広域の範囲となる場合や比較的限られ

た範囲となる場合があるなど、整備するビジターセンターの性格によって異なり、また、整備しよう

とする自然公園内や周辺地域に類似施設がある場合には、競合しないよう設定し、相互の機能の強化・

補完を図るようなネットワーク・システムを検討する。 
 なお、自然公園制度を紹介する場合や動植物の分布・渡り鳥の渡りルートを解説する場合などにお

いては、整備するビジターセンターの対象とする地理的範囲を超えた国内的、国際的範囲に及ぶこと

がある。 
展示のテーマは、基本計画方針に沿った展示全体のメインテーマとともに、必要に応じてメインテ

ーマに補完的なサブテーマや中テーマ・小テーマを設定し、展示を容れる施設・展示を行うスペース

との関係や展示の内容・形式・方法を検討し、テーマ基づく展示シナリオの作成を中心に全体の構成

を行う。 
その際、屋外展示やビジターセンターに併設される自然研究路・野外観察施設等との関連にも考慮

し、ビジターセンターと野外との一体的な利用が促進されるよう周辺及び対象地域の自然とつながり

のあるテーマやシナリオを検討することが重要である。 
また、情報提供や野外活動に関連して必要な展示、あるいは企画展示や特別展示に関して検討する。 
 
ビジターセンターの展示基本計画の作成に当たっては、周辺及び対象地域の自然とのふれあいやビ

ジターセンターと野外との一体的な利用を促進する観点から、当初から活動プログラムとの関連を考

慮し、屋外展示や敷地内における自然研究路の整備などを含め、周辺の自然とのつながりを十分踏ま
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えた展示となるよう工夫するものとする。 
なお、展示基本計画は、管理・運営のあり方によって大きな影響を受けることから、管理・運営計

画の検討との調整に留意する。 
 
これをもとに、使える資料の整理や制約条件等によるチェックを加えたうえで、展示計画を作成す

る。この流れを整理すると、図 16 のようになる。 
 展示計画の検討に当たっては、専門家による委員会やプロジェクトチームなどを設けることが望ま

しい。また、計画調査等と合わせて、早い段階から自然科学や人文、歴史、文化等広い分野の資料を

できるだけ収集し、収集された資料からメインテーマの決定や何をどのように展示するかを検討する

ことも重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 展示計画の進め方 
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Ⅱ－３－２ 展示のテーマ及び展示シナリオ 
展示計画に当たっては、基本計画方針に沿って展示全体のメインテーマを設定し、そのメインテー

マに基づく展示シナリオ（又は展示ストーリー、解説ストーリー）を検討する。 
 

（解説） 
 展示全体のメインテーマは、ビジターセンターの対象とする地域とビジターセンターの位置、ビジ

ターセンターの果たすべき役割等に応じて、利用者に何を伝えるかを明確にして設定し、必要に応じ

て補完的なサブテーマや中テーマ・小テーマを設定する。 
 
ひとつの自然公園全体等広域の地理的範囲を対象とするビジターセンターでは、自然公園制度の紹

介をはじめ地域の地形、地質、動植物、気象、自然現象、人文景観等広い範囲にわたって総合的に解

説する場合がある一方、比較的狭い地理的範囲を対象とするビジターセンターでは、その地域特有の

地形や動植物等に対象を絞って解説する場合があるなど様々であるが、整備するビジターセンターの

立地や性格に応じた特徴的なメインテーマを設定し、これに沿ったシナリオづくりを工夫する。 
 
展示シナリオは、どのような利用者層を対象にテーマの内容をどのように伝えるかを考慮し、展示

解説の対象となる事項やその範囲を検討し、時代、時間、季節などの流れを織り込んだストーリー性

を持たせたものとする。 
 
展示シナリオの構造は、次の３点を具備する必要があるとされる。 
 ① 展示の目的（ねらい）を明確に特定する。 
 ② その目的を最もよい形で達成するために展示資料を選定し、組み合わせる。 
 ③ 伝達形式（メディア）を選定し、表現の方法を指示する。 

 
 

また、展示シナリオ全体の構造は、最小単位の小テーマ（項目）の展示装置（展示ユニット）があ

り、それが集合して中テーマ（事項）が構築され、さらに、中テーマが集合してテーマ（主題）が構

築されていることが望ましいとされ、この関係は図 17 に示される。 
 

 展示解説のシナリオは、たとえば「マングローブ」をテーマとするような場合、世界のマングロー

ブ→日本のマングローブ→沖縄のマングローブというように、大きな範囲から始めて段々に小さな範

囲へと視点を移しながら展開していくことが望ましい。 
 
展示のテーマや展示シナリオにおいては、ビジターセンターと周辺及び対象地域の自然の利用と一

体性に配意し、野外での自然観察施設やフィールドの利用への誘いかけにも重点を置くとともに、季

節ごとにみられる対象をこまめに取り替えて展示するなど、つねに最新情報を提供して利用者の興味

を刺激して野外へ誘導することが重要である。 
 
展示のテーマと構成の事例、展示テーマと展示方法の検討事例を図 18 及び表6、表 7 に示す。 
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図 17 展示のテーマと資料の関係 
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図 18 展示のテーマと構成の事例 
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表 6 展示テーマと展示方法の検討事例（１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 VC38 

 
表 7 展示テーマと展示方法の検討事例（２） 

 
 
 

 注：上記の展示については，経費の検討等を進めた上で選択的に採用することとする。 
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Ⅱ－３－３ 展示空間の配置 
 展示空間は、展示室、展示ゾーン、展示コーナー等より構成され、展示をより有効に行うため展示

壁・天井・床面の利用や屋外空間が含まれる。展示空間の配置は、利用者の展示物に対する視角や視

距離を考慮し、平面的な空間のほか立体的な空間も含めて、施設計画における施設の規模、構造、ス

ペース配置等との調整を行い設定する。 
（解説） 
ビジターセンターにおいては、通常展示室において展示を行うが、廊下や階段などの壁面を利用し

て展示ゾーン、展示コーナー等を設けることもあり、規模や構造によっては、展示をより有効に行う

ための展示壁の設置や天井・床面の利用などの工夫により、変化を与え効果的なものとすることが考

えられる。 
 
（１）展示空間のタイプ 
展示空間と利用者の関係は、図 19 に示される。 
Ａタイプは、利用者が展示空間に完全に取り囲まれている場合で、巨大な水槽の中を透明のチュー

ブ通路を通し、上下左右に魚群、下に海底、上に海面を見るというもの、または、球体の内側を展示

空間として中央部を通路が突き抜ける構造を持つようなもの。 
Ｂタイプは、３／４球の展示空間を持つもので、地上の部分は、２／４球で全天周の情報があり、

その中に利用者は取り込まれ、地下の部分、または眼下の部分（１／４球）の情報が加わるもの。 
Ｃタイプは、１／２・２／４球で、地上の部分が全天周の情報であり、地下や眼下の情報がないも

の。ウォークスルージオラマやダイオネイチャードドームといわれるもの。 
Ｄタイプは、１／４球＋αであり、普通のジオラマは１／４球であるが、眼下の情報を少し加えた

もの。 
Ｅタイプは１／４球で、普通のジオラマであり、ここまでが利用者が展示空間に包み込まれる傾向

のあるものである。 
Ｆタイプは、地図、レリーフ、パネルなど平面的な資料を壁に展示する壁面展示。 
Ｇタイプは、Ｆタイプに立体的な資料を加えてガラスウォールやケースに入れて展示するケース展

示の場合で、奥行きをとるものはＤタイプに近くなる。 
ＨタイプとＩタイプはオープン展示で、Ｈタイプは広い台（プラットフォーム）の上に大型の資料

を置いて、周囲またはある方向から見せるもので、Ｉタイプは狭い台の上に資料を展示して周囲から

見せるものである。  
 
展示空間は、可動間仕切り壁・可動吊りパネル・各種自立パネル・可動展示ケース・可動ネットな

どで自在に変化できることが望ましく、展示室が広い場合は、これらの補助壁などを使用してコーナ

ーを設けると、同じ平面での展示壁を倍増させることができる。 
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図 19 展示空間のタイプ 
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図 20 展示空間の上手な利用方法 

 
 
周辺の自然とのふれあいやビジターセンターと野外との一体的な利用の促進の観点から、 

ビジターセンターと周辺及び対象地域の自然をつなぐ展示のテーマや展示シナリオに基づく屋外展示

を積極的に設定し、屋内展示と相互に補完しあう関係を検討する。 
 
展示室等展示空間の形と展示構成は、展示テーマと展示シナリオに基づき、次の各事項を総合して

計画する。 
 ① 展示物の種類、形、大きさ、材質 
 ② 利用者の視野、最も見やすい視距離、最も理解しやすい距離 
 ③ ①と②に基づく展示方法・ディスプレーの考え方 
 ④ 利用者の歩きやすさ、展示資料の安全性 
 ⑤ 展示替え作業の容易性 
                       
（２）展示壁面 
展示用壁面の長さは、展示内容・手法によって一概にはいえないが、一般に、できるだけ多くとる

ようにする。関係の深い一連の展示は、同一連続壁面・同一空間で行うことが望ましく、柱空間や別

空間で中断することは好ましくない。 
壁面を分断して出入口その他の開口部を設ける必要がある時は、単位の壁面長をなるべく大きくと

るように出入口等の開口部を隅に寄せるか、その前に展示パネル等をあてがい、壁面長の一体化を図

る。 
 
展示壁面の構成方法には、図 21 のようなタイプがあり、また、壁面配置の基本パターンには、図

22 のようなものがある。 
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一般に動線の明快さの点ではⅠ・Ⅲが、動線の最短化の点ではⅠが、展示空間のコンパクト化で

はⅠ～Ⅲがすぐれている。 
図 21 展示壁面の構成方法 
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図 22 壁面配置の基本パターン 

 
利用者と展示資料との距離は、小物で１～２ｍ、大物で４～５ｍ程度は必要であるとされる。 

 図 23 に示すように利用者の最適視角は３８°とされることから、最適掲示面は 0.95～3.65ｍとな

り、片面展示の展示室では、壁面から４ｍ程度離れるのが望ましく、利用者の通行幅として２ｍを加

えれば、６ｍ程度の幅員が必要となる。なお、両面展示や大きな展示室では、幅員を１０ｍ以上とす

る必要がある。 

従って、展示室の幅は、展示物や展示方法にもよるが、展示室が向かい合う壁面を展示壁とする場

合、両壁面間距離は7.5～10ｍ、片側のみ展示壁とする場合、5.5～６ｍは必要である。 

展示壁と展示室の大きさの関係を図 24 、図 25、図 26 に示す。 
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展示壁面は、自由な位置に、また、背景に煩わされることなく展示できることが必要であり、壁面

に展示物を掛ける場合は、展示物によっては非常に大きな荷重がかかることから強度についての配慮

が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 23 可視壁面の高さ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 24 展示室の最低寸法・展示壁が片側の場合 
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図 25 展示室の最低寸法・展示壁が両側の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 26 展示室の最低寸法・展示壁が両側で島展示がある場合 
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（３）天井・床面 
展示室の基本的固定天井は、原則として自由な展示空間を作るため、できるだけユニバーサルな形

式が望ましい。これに各種の可動間仕切り壁、吊りパネル、吊り天井などが自由に取り付けられると

同時に、照明・空調・火災報知・消火などの設備が機能するようにしておかなければならない。 
 

 天井高は、展示物の大きさのほか、建物の構造・照明方法・空調方法などにより設定されるが、展

示室を含むすべての展示空間の天井高は、展示資料の最上端から上方に最小限１ｍの空間を設けるこ

とを標準として、展示室の広さにもよるが、美術館の例などでは大半の天井高が３～５．５ｍの範囲

にあり、自然採光を採用する場合は、さらに２～３ｍ程度高くする必要があるとされる。 
 
 展示室の床は、原則として耐摩耗・防塵のほか、清掃のしやすさや害虫の生息防止などの配慮が必

要であるが、木材系の使用が積極的に検討されてよい。なお、床の構造計算上の荷重は、博物館等で

は一般に３５０～５００ｋｇ／㎡で計算されるが、重量のある展示物がある場合などにおいては耐力

にも留意する。 
 
 また、利用者の視線の特性から、天井そのものはごく一部のものを除き展示に不向きであるのに対

し、下方向への視線は生理的に容易であり、床面を展示面として利用することが考えられる。その場

合、利用者の目と展示物の間に距離があるため、比較的大型の展示や鳥瞰視が好ましい展示が効果的

であり、木の葉や動物の足跡などの実物またはレプリカ展示や映像展示なども考えられる。 
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図 27 床面を利用した展示の事例 
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Ⅱ－３－４ 利用者の動線と順路 
展示室においては順路を明確にして利用者の動線を計画する。展示室・展示スペースが２以上ある

場合やゾーンを区画する場合は、各展示室・展示スペース・ゾーンを巡回する動線計画に十分配意し、

歩行動線距離をできるだけ短いものとする。 
 

（解説） 
動線計画のポイントには、次のようなものがあるとされる。 
 ① 動線はなるべく単純で明快にする。 
 ② 動線は特別の意図がない限り短い方がよい。 
 ③ 機能の異なる動線はできるだけ交差しない方がよい。 
 ④ 動線上の利用量や通過速度を想定して幅・距離を設定する。 
 ⑤ 火災など非常事態に備えた避難動線を確保する。 
 ⑥ サービス動線、管理・運営要員の動線、身障者の動線などを使い分ける。 
         
 
展示室内の利用動線は、横書きの解説文を多く使用する場合などにおいては、左から右への順路、

右回り（時計回り）が一般的であるが、博物館などのように人文系資料を多く展示し、解説も縦書き

が望ましい場合などにおいては、右から左へと読み進む左回り（反時計回り）で観賞することが基本

とされている（図28）。 
ビジターセンターにおいては、展示シナリオや展示物の内容・構成等により、その順路を設定する。 
 
展示室の入口と出口が同じである場合には、入口から入って室内を一巡して出口から出ていくよう

方向付けし、利用者の動線が交差しないよう出入口の前のスペースに余裕を持たせる。入口と出口が

別である場合は、利用者が素通りしにくいように、一直線上に入口と出口を設けないようにするとと

もに、壁面の有効利用のために壁面の端部に設けるようにするか、補助壁等を使って利用者の流れが

ぶつかり合ったり混乱したりしないように工夫する。 
 
展示室が広く、ゾーンや展示壁面、コーナーなどが複雑になる場合は、展示シナリオに沿った案内

サインを検討する。 
 

 ビジターセンターに併設して屋外展示や自然観察施設を設けるような場合、また隣接して自然との

ふれあいのフィールドを持つような場合は、利用者が自発的に野外へ足を向けるような動線の工夫を

行う。 
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図 28 同じ展示スペースでの展示方法の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 29 入口と出口が異なる展示室の順路の事例 



 VC50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 30 展示動線パターン 
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図 31 フィールドとのつながりを考慮した利用動線計画 
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図 32 ビジターセンター展示室の利用動線計画事例 
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図 33 ビジターセンター展示配置及び利用動線計画事例（Ａ案） 
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図 34 ビジターセンター展示配置及び利用動線計画事例（Ｂ案） 
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Ⅱ－３－５ 展示解説の手法 
ビジターセンターの展示は、展示のテーマとシナリオに基づき、周辺及び対象地域の自然の利用と

の一体性や連続性を考慮し、流れや変化に配意して、パネル、標本、ジオラマ、模型、映像、ＣＧ（コ

ンピューターグラフィックス）などにより構成する。 
 
（解説） 
展示のテーマとシナリオに基づき、展示解説の手法や形態を勘案し、展示の内容と展示の方法を決

め、展示室の平面図、壁（天井）面展開図に縮尺を合わせて作図し、展示物の大きさ、パネル類の掲

示の高さ、観賞する人までの距離、照明の位置、コンセントの位置・数などを検討する。 
 

 自然公園等のビジターセンターでは、自然が主役と考え、展示にたよりすぎず、また、解説や情報

提供が一方通行とならないようにする注意が必要である。 
 
 このため、ビジターセンターに隣接する野外の自然観察施設や対象地域のフィールドに積極的に誘

導を図り、野外での利用に際してのヒントや予備知識を持ってもらうための展示のほか、利用者の興

味や関心・理解を高めるための体験展示（ハンズ・オン展示）を導入するとともに、ビジターセンタ

ー施設の環境共生配慮に関する解説を行い自然保護や環境保全の啓発を考慮した展示などにも工夫す

る。 
 
展示物の基本的な見せ方には、図 35 のようなものがある。 
展示物の見せ方の最適効果を考えることは展示計画の基本であり、展示物の属性、展示目的、視点

位置、観賞姿勢、展示空間の規模、形状などから適切な配列・装置計画を行うことが必要である。 
 
利用者の展示の見方には、次のような型に分けられる。これらの見方について、展示内容や方法、

展示解説の手法によって、展示物ごとの対応を検討する。 
  ① 立ち止まって見る 
  ② 歩きながら見る 
  ③ 椅子などに腰を下ろして見る 
  ④ 座ったり、しゃがんだりして見る 

⑤ 全く見ずに通過する             
 
 長時間の立ち歩きによる観賞や熟視・熟読からくる疲労をできるだけ少なくするため、椅子に座っ

て観賞する展示や展示の節目ごとに休憩できる方法などの配慮も重要である。 
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図 35 展示物の基本的な見せ方 
 

ビジターセンターの展示室における展示物に対する視距離（人が展示物をみる時の、人の目の位置

と展示物との間の距離）と視角については、以下の博物館や美術館における視距離・視角の考え方を

参考として検討する。  
 

 展示物に対する適当な視距離は、利用者の展示物の水平・垂直の視角を考慮して、見付の幅が９０

㎝以内程度の資料に対して１．６５～２．０ｍ（図 37 のＡ点、奥行１．２～１．３ｍの壁付展示ケ

ースの前面ガラス、あるいは裸展示の場合、同寸法程度の展示台の前縁から４５～８０㎝）離れた位

置、そして間口が２ｍ程度の資料に対しては３．８～４．２ｍ（図 37 のＢ点、同２.５～３ｍ）と考

えてよいとされる。この視距離に対する水平視角は２７°～３１°となり、展示物の対角線長の１．

５倍程度の長さとなる。 

 すなわち、展示物全体が具合よく見学・観賞できる距離は、展示物の間口の２倍程度であると考え

られる。展示物が大きくなるほど、全体を視るために利用者は、展示物との距離をその幅に比例して

多くとらなくてはならない。 
                     
 
 
 
 
 
 

 
図 36 自然視角度と展示物に対する視距離 
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図 37 視距離・視角の検討、水平距離と水平視角 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 38 視距離・視角の検討、垂直距離と垂直視角 

 
ビジターセンターで用いられる主な展示の手法や形態には、次のようなものがある。 
① パネル展示 

    文字パネル、グラフィックパネル、写真パネル等。マップ、案内板、伝言板（リアルタイム

情報板）、ピンナップボードなどやカラーコルトンを含む。 
② 標本展示 

    動植物、鉱物、岩石などの個体またはその一部に適当な処理を施して保存・展示したもの。

年輪や材質がわかるような樹木標本、鳥の巣、羽根、果実等を含む。 
  ③ ジオラマ・パノラマ展示 
    背景を伴う立体造形により、ある情景を再現もしくは創造したもの。ジオラマはそれを透視

画法的に視点を一か所に限定して再現するのに対し、パノラマは３６０度全周もしくは観覧者

の視野以上の範囲で情景を再現したものをいう。 
  ④ 模型・レプリカ展示 
    模型は、ある物体の形状などを立体的に模して作ったもので、模倣性の精度や目的によって、

レプリカ、原寸模型、縮尺模型、造形などに分類される。 
 ⑤ 観察装置展示 
   標本等の特定の対象物を顕微鏡や拡大鏡により観察する展示。 



 
VC58 

 ⑥ 映像装置展示 
   マルチスライド装置、ビデオやＬＤ（レーザー・ディスク）・ＤＶＤ（デジタル・多用途・

ディスク）による映像装置、モニターテレビ装置等。 
  ⑦ ハンズ・オン展示 
    直接手で触れることができる展示や、手にとって触覚、聴覚、嗅覚などを使って自然を体験

できるなど楽しめるよう工夫された展示。プッシュボタン式や人力可動式の装置を含み、広い

範囲の五感を使い、体ごと体験できる展示を含む。 
  ⑧ 情報検索 
    情報板による利用者からの情報展示や機器を用いない情報検索、コンピューターを使った情

報検索やＱ＆Ａなど。 
    
 これらの展示の手法や形態は、展示のテーマとシナリオに沿って具体化される展示内容に適切なも

のを選択する。展示のテーマ、内容と展示の構成事例には、図 39 及び表 8 のようなものがある。 
 
展示解説の手法の検討に当たっては、想定される利用者の年齢層、身体障害者の利用及び外国人の

利用などを考慮する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 39 展示計画の構成事例 
 
 

  



 
VC59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
表

8 
展
示
計
画
総
括
表
示
例
（
展
示
構
成
）

 



 
VC60 

Ⅱ－４ ビジターセンター施設の設計の考え方 
Ⅱ－４－１ 建物本体 

（ⅰ）建物の規模・配置 
（１）設計の考え方 
① ビジターセンターの建物本体の規模は、整備するビジターセンターの性格に応じ、施設の利

用者数、管理・運営体制等を勘案して適切な算定手法を用いて算出するが、スペース構成を含

め、地形的制約等立地条件や環境条件、管理・運営上の利便性などにも留意して定める。 
 
② 建物規模をはじめとする施設計画は、ビジターセンターの管理・運営に要する人員数と大き

く関連し、事務室の位置、上下足の取り扱いのように方式や形態の選び方によっても建物面積

の設定に影響を生ずることがあるため、管理・運営体制との十分な調整を行う。 
 
③ ビジターセンターの高さは、利用者にわかりやすく目立つ位置に立地することとなるため、

威圧感がなく、周囲の地形や植生、景観を考慮した規模とする。 
 
④ 大きすぎる建物は、無駄な光熱費の支出につながり、また、利用変動の大きな場所では閑散

とした雰囲気が利用者を敬遠させることにもなりかねないため、できる限りコンパクトで効率

的なスペース配分を検討し、適正な規模を設定する。 
 
⑤ ビジターセンターの配置は、周辺の自然の地形、地物、植生等自然の状態も観察や観賞の対

象となることを考慮して既存植生や現況樹木、景観木等の保全・活用を図り、屋外展示を含む

展示計画や自然とのふれあいの促進との調整を図り、周辺の自然と一体となったものとなるよ

う設定する。 
 
⑥ ビジターセンターが立地する場所から地区のランドマークとなる山岳・湖沼等の自然景観を

眺望できるような場合、山岳・湖沼等の眺望対象や通景線など空間の軸線等に留意し、ビジタ

ーセンター内部からの眺望景観や周辺からの施設の見え方及び景観についても配置計画の中

で十分に配意する。 
 
⑦ 周辺の環境との調和とともに自然採光や自然換気等を考慮し、自然エネルギーの活用や省エ

ネルギー、循環システムの導入等を適切な配置を検討する。 
 
 （２）設計例 
   ビジターセンターの建物の規模・配置の事例を示す。 
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建物の規模・配置事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）建物の意匠 

 （１）設計の考え方 

① ビジターセンターの建物は、多数の利用者が集まる利用の中心地や入口部において利用者に

わかりやすい位置を選定し、目立つ位置に立地することとなるため、周囲の風景・景観と調和

したデザインとする。 

 

② 自然公園内においては、利用拠点の中心的施設として整備されることから、公園内の建物デ

ザインのモデルとしてみられることに配意し、また、自然公園外においてもランドマーク的施

設となることから風格があり親しみのもてるデザインとするよう心がける。 

 

 施設の配置計画において，既存の樹木を保存し周辺との一体性や身障者

の利用対応に配慮したビジターセンター。 
上高地ＶＣ 
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③ ビジターセンターの立地する地区の利用動線に対し、開放的で威圧感がなく、施設の中の雰

囲気が外からうかがえるような意匠とし、利用者が親しみやすく入りたくなるような魅力をも

った建物とすることが望ましい。 
 
④ 自然公園等広域の地域に複数のビジターセンターを設置するような場合、利用者が同種類の

施設として認識できるよう、できる限り施設デザイン・コンセプトの統一を図るものとするが、

それぞれの施設がそれぞれの立地特性をもつことにも留意し、統一的なコンセプトの中にその

特性を踏まえた独自性のあるデザインとするよう検討する。 
 
⑤ ビジターセンターの意匠設計に当たっては、自然との関わり・ふれあいを支援するための施

設であることを基本とし、展示計画や管理・運営計画等を踏まえ、展示テーマやビジターセン

ターが整備される自然公園等のコンセプト、地区の特徴的な自然景観等をモチーフとして全体

の意匠構成をまとめる。 
 
⑥ 自然公園等の施設として、自然材の使用を基本とし、特に地域の特性に応じた地場産の木材

や石材の種類を使用することが望ましい。このことは、補修等維持管理やライフサイクルコス

トの低減、資材輸送に伴う環境影響や経費面等においてコスト縮減や地球環境保全への寄与な

どの効果が期待できるものであり、積極的な検討を行う。 
 
⑦ 地形に高低差がある場合は、その立地条件を利用して全体構成に立体的な視点誘導等を取り

入れるなど、全体的に有機的な構成に配意した空間構成を行う。施設内の床高さに変化をつけ

て計画した場合には、スロープやエレベーターの設置などバリアフリーを考慮した適切な建築

的処理を行う。 
 
⑧ 高齢者・身体障害者・児童等の多様な利用者を受け入れるよう考慮し、想定する利用者層の

状況に応じて、付帯施設を含め、一体的にユニバーサル・デザインによる設計を行うなど必要

な措置を図る。なお、ユニバーサル・デザインによる設計に当たっては、「福祉インフラ整備

ガイドライン」、「緑空間のユニバーサル・デザイン」等が参考となる。 
 
⑨ 入口部に接して、休憩や展望のためのテラス、あるいは雨天・猛暑・寒冷時も含めて屋外で

待ち合わせるためなどの屋根のある空間の配置を検討する。 
 
⑩ 自然採光や自然換気等を考慮し、自然エネルギーの活用や省エネルギー、循環システムを導

入するなど環境共生に配慮した構造を検討する。 
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 （２）設計例 
ビジターセンターの建物の意匠の事例を示す。 

建物の意匠事例 

  
 
 
（ⅲ）建物の構造 
 （１）設計の考え方 

① 自然公園等の施設として、構造材にも自然材料を使用することを基本とする。特別な事情が

ある場合は、ＲＣ造とすることもやむを得ないが、ＲＣ造の場合でも、外観的には木造の感じ

を出すような配慮や自然石の組石等で外壁を化粧するなどの配慮が必要である。 
 
② 構造材に自然材料を使用する場合は、特に地域の特性に応じた地場産の木材や石材を使用す

ることを検討する。 
 
③ ビジターセンターの構造は、自然環境をできるだけ改変しないよう選定された位置において

も、さらに施工等に際して大型の施工機械による自然環境の改変を生じないよう十分配意した

工法や形式となるよう検討する。 
   
④ 床の構造計算上の荷重は、博物館等では一般に３５０～５００ｋｇ／㎡であるが、展示室に

おいて重量のある展示物がある場合などにおいては十分な耐力となるよう留意する。 
 

（２）設計例 
  ビジターセンターの建物の構造の事例を示す。 
 

田貫湖博物展示施設の事例。トラス構

造により、自然景観との連続性がある

室内空間を創出している。 
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建物の構造事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

周辺環境との調和に配慮した木造のビジターセンター。南側の窓を大

きくし，トリプルガラスを使用し，高断熱と視覚の透過性を両立させて

いる。バリアフリー対策として床面のフラット化とエレベーターの設置

が行われている。 

（阿寒川湯ＶＣ） 
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Ⅱ－４－２ ビジターセンターの主要スペース 
（ⅰ）入口・案内カウンター 
 （１）設計の考え方  

① 入口部は、広く開放的にするなど不特定多数の利用者がスムースに利用できるよう構成する。

特に、学校団体などの利用者が想定される場合は、十分な広さを確保する。また、入口前に若

干のゆとりや一定の広がりを持った空間を設け、離合集散のポイントとすることを併せて検討

する。 
 

② 入口部は、ビジターセンターの展示や施設内容、野外とのつながりを感じさせるしつらいに

工夫し、親しみやすさや快適性を感じさせるよう配慮する。 
 

③ 入口は、立地条件を勘案し、必要に応じて利用者の出入に際して外気が直接流入しないよう

防風・防塵・防熱・防湿のための風除室を設けることが望ましい。 
 

④ 視覚障害者への対応として、駐車場からビジターセンター入口を経由し案内カウンターに至

る動線上に点字ブロックの設置が必要である。入口までの舗装は、利用者の靴による泥の持ち

込み防止の観点からも有効である。 
 

⑤ ビジターセンターの入口付近の目につきやすい位置に案内カウンター（インフォメーショ

ン・ブース）を設けるとともに、案内カウンターの形態は、間口を広くとり開放的で解説員に

接しやすい雰囲気とする。 
 

⑥ 案内カウンターは、子どもや車椅子利用者等の利用にも対応できるユニバーサル・デザイン

のものとするか、高低差のある案内デスクを設けるなど多様な利用者層に適切に対応できるも

のとする。 
 
⑦ 案内カウンターは、職員等が配置される場所であり、管理・運営体制上、事務室と一体的な

配置となるよう検討する。 
 
⑧ 案内カウンターには、フィールドを解説した多言語のパンフレット等、利用者のための様々

なの資料を用意しておくことが望ましい。 
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入り口・案内カウンター事例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（ⅱ）展示室  
（１）設計の考え方 
（A）展示室・展示スペース 
① 利用者にとって、ビジターセンターに入館後、案内カウンターを経て展示室に自然に到達で

きることを基本とし、入館した利用者が迷わず展示箇所に到達できるよう展示空間及び展示室

の入口を配置する。 
 
② 展示室は、展示物が見やすく、展示が容易であることが重要であり、展示物間の空間の取り

方に配意する。また、資料を見やすく展示するため、床、壁、天井の色の組み合わせを検討す

る。 
 
③ 展示室のデザインは、豪華な背景や展示装置のために展示資料がその中に埋没し、利用者の

興味や理解を拒む結果にならないように十分注意する。展示物のデザインはもとより、展示室

のデザインは可能な限り単純にすることが望ましい。 
 
④ 展示室の暗い入口や室内は、利用者へ入りにくい感じや親しみにくい印象を与えることとな

りやすいことに留意し、照明の明るさに注意する。 
 
⑤ 展示室は適正な温湿度とする。空気調和設備を導入するかどうかは、ビジターセンターの規

模や構造その他の建築的要素に、管理・運営体制も含めて十分に検討する。実際には定常状態

マウントクック国立公園（ニュージーラン

ド）のビジターセンターの案内カウンター。

半島型ともいえる突出したスペースとなって

いる 
 

ビジターセンターの案内カウンター。間口

を広くとりパンフレット類を豊富に備えて

おくようにする。周辺で観察できる植物や生

物の情報掲示板が近くにあると効果的であ

る。（釧路湿原塘路ＶＣ） 
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の温湿度環境を得ることは不可能に近く、とくに、温度はある程度の変化はやむを得ないが、

展示物への影響を考慮して相対湿度の変化をどう防ぐか検討する。 

 

⑥ 展示室は、展示物にほこりが付着しにくく、また、たまらないよう配慮する。 

 

⑦ 利用者の長時間の観賞や熟視・熟読からくる疲労をできるだけ少なくするため、展示の方法

について配慮するとともに、休憩できるコーナーなどの設置についても留意する。 

 

⑧ 限られた空間を有効に利用し、展示が古いものとならないようにする観点からも、可動間仕

切り壁・可動吊りパネル・各種自立パネル・可動展示ケース・可動ネットなどで展示スペース

を自在に変化できることが望ましく、弾力的な展示が可能なスペースとする。 

 

⑨ 天井に取り付けられる展示用照明器具類は、一般的には、利用者の展示物に対する垂直視角

内に入らないよう最低高さを設定する。 

展示室事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地特性を踏まえ木造としたビジター

センターの展示室。内部の展示装置などに

も木材を使用し，統一されたデザインとな

っている。（阿寒川湯ＶＣ） 
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（ⅲ）レクチャールーム 
（１）設計の考え方 
① レクチャールームは、ビジターセンターの職員やレンジャー、ナチュラリスト、インタープ

リターなどの専門家、あるいはボランティアによって、自然解説、利用指導等が行われるスペ

ースであり、直接利用者に接することから展示解説よりも高い効果が期待できる機能をもつこ

とから、スペースごとの面積算定の考え方を参考に、展示計画や管理・運営体制と調整し、適

切な面積を確保する。 
 
② レクチャールームは、一般的には映像上映や自然観察会等多目的な利用が可能なスペースと

して検討する。利用者層や活動計画等にもよるが、学校団体等の利用がある場合は、１クラス

ないし２クラスあるいはバス１～２台程度の収容力が可能な面積を検討し、また、工作体験指

導や会議等での使用に際し、中に備える机や椅子の数で収容力や利用状況を調整できることが

望ましい。 
 
③ レクチャールームにおいてスライドやフィルム、ビデオなどの上映を行う場合は、別途映写

室や映像機器のためのスペースを付帯することを基本とし、この面積はレクチャールーム面積

と別に算定する。 
 
④ スクリーンを設置する場合、視聴覚会議ではスクリーン面から最後部席までの距離の１／７

がスクリーンの縦寸法とされているが、最後部で判読可能な寸法を選定する。 
 

⑤ 映像の上映等において音響装置を使用する際は、展示室等他のスペースへの利用者への支障

とならないよう配慮する。 
 

⑥ 管理要員や解説員の少ないビジターセンターにおいては、映像の上映時に際して、スクリー

ンセットや遮光、調光などが少ない操作で同時に行えるようなシステムを検討する。  
 
（２）設計例 

   ビジターセンターのレクチャールームの事例を示す 
 

レクチャールーム事例 

  

展示スペースにも利用されているレ

クチャールーム。木造の架構から方杖

が室内に出ているが，山小屋の雰囲気

が出て味わい深いものになっている。 
（群馬県尾瀬山の鼻ＶＣ） 
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（ⅳ）休憩室・展望室・図書室 
（１）設計の考え方 

① ビジターセンターの快適な利用のために、また、親しみやすい施設とする観点からも、疲れ

たら休むことができる適切な面積の休憩室または休憩コーナーなどの休憩スペースを配置す

る。 
 
② 休憩スペースは、展示利用に際してのゆとりのある観賞やリフレッシュ効果のほか、見聞体

験したことの意見交換や内容確認の場ともなり、また観賞や体験のスピードの違いを調節する

場ともなることから、展示室や他のスペースとの関係に留意して配置する。 
 
③ 展示スペース内に休憩コーナーを設ける場合は、展示の脇でのベンチやスツールの設置や段

や縁を利用する形式での設置など、利用者の観賞や体験の意識がとぎれないよう工夫するとと

もに、他の利用者の動線を妨げる等の支障とならない配置に留意する。 
 
④ 展示スペースと別個に設ける場合は、展示室に隣接させて、外の風景がよく見える場所や開

放感があり見通しのよい場所がよく、外の眺望や屋外とのつながりとの関係、トイレの位置と

の関係、飲み物や喫煙の取り扱い等を考慮して配置を検討する。特に、展示と屋外を同時に感

じさせる休憩スペースが望ましく、屋外や屋上に設けることも検討されてよい。 
 
⑤ 自然研究路を併設するなど広い範囲での野外の自然と一体的な利用を行うビジターセンター

や山岳部・山間部・海岸等天候の変化による影響を受けやすい利用地点に立地するビジターセ

ンターにおいては、避難機能も兼ねた休憩スペースを設置する。 
 
⑥ 避難機能を兼ねた休憩スペースは、学校団体や自然観察会等行事の際の利用を考慮し、利用

者数に応じた面積を確保するよう検討する。特に、山岳部の登山口や多雨地等で他に適切な休

憩・避難の施設がないような立地条件のビジターセンターにおいては、利用者の休憩と悪天候

時等の避難の両面から必要な機能を確保する。 
 
⑦ ビジターセンターが立地する場所から地区のランドマークとなる山岳等の自然景観を眺望で

きるような場合においては、山岳等の眺望対象や通景線など空間の軸線等に留意した配置計画

と併せて、ビジターセンター内部からの眺望景観を活かした展望室の配置を検討する。また、

ビジターセンターに隣接する自然環境を屋内から観察できるコーナーとしての配置について

も配慮する。 
 
⑧ 展望室は、展示と屋外のつながりを確認できるスペースとし、野外の利用を誘導する工夫を

行う。また、休憩機能をかねあわせたものとし、休憩スペースとの兼用や休憩スペースに展望

機能を持たせたものとするなど、立地条件に応じた設計を検討する。 
 
⑨ 図書室や図書コーナーは、ビジターセンターの対象とする自然や人文について、より詳しく、

より広く、より深く知ろうとする自発的な関わり方に対応する観点から、ビジターセンターの

性格や規模に応じて設置を検討する。 
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⑩ 図書室・図書コーナーは、開架式書架と閲覧スペースを備えるものとするが、ビデオ等ＡＶ

システムの導入や、休憩スペース・情報検索コーナーなどとの兼用スペースとしての配置につ

いても検討する。この場合、それぞれの機能に応じた面積の組み合わせにより必要な広さを確

保する。 
 
（２）設計例 

ビジターセンターの休憩室・展望室の事例を示す。 
 

休憩コーナー事例 

 
 
 
 
 

展望デッキ事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
（ⅴ）事務室・工作室・倉庫・その他のスペース 
 （１）設計の考え方 

① 事務室は、専属職員や補助員・ボランティアなどの要員数と勤務体制を考慮して必要な面積

を設定する。事務室の面積は、家具・備品等の面積、動作域の面積などの事務面積と通路、応

接、事務機器等の事務付属面積を含むが、スタッフのミーティングスペースや資料保管スペー

スなどについても配慮し、ゆとりのある広さを検討する。 
 

寒冷地のビジターセンターの休

憩コーナー。図書コーナーと兼用

し，暖炉を備えたゆとりのある空間

としている。（阿寒川湯ＶＣ） 

 

樹林二面して配置されたビジターセ

ンターの２階デッキ。隣接する自然林

を対象とした解説パネルを設け，周辺

の自然との一体性に配慮している。 
（阿寒川湯ＶＣ） 
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② 事務室は、基本的に入口近くに配置し、案内カウンターとの一体性や展示室・レクチャール

ームとの連携に配慮する。 
 
③ 事務室とは別途、職員の更衣・休憩・宿直用のスペースを検討する。山岳部・山間地等の立

地条件にあるビジターセンターや自然観察会等の活動計画をもつビジターセンターにおいて

は、基本的に宿直・休憩室を備えることが望ましい。 
 
④ ボランティアやナチュラリスト、インタープリターなどによって自然解説、利用指導等の活

動が行われるビジターセンターにおいては、その活動計画や立地条件に応じて、職員の宿直・

休憩室とは別途、ボランティア用の控え室または休憩・宿泊室を設けるよう検討する。 
 
⑤ ボランティアなどによる活動が効果的に実施され、運営・管理においてもボランティア活動

の比重の重いビジターセンターや調査・研究者の受け入れが重要な要素となるビジターセンタ

ーにおいては、立地条件を勘案し、ボランティア用等の宿泊室を独立して設置すること検討す

る。 
 
⑥ 野外自然観察会や工作体験等の体験指導・促進機能をもつ場合の工作室や倉庫、調査・研究

機能をもつ場合の研究室や資料室、ボランティア控え室など、ビジターセンターの性格に応じ

て必要となるスペースは、それぞれ適切な面積で確保するよう検討する。 
 
⑦ 利用者が直接自然にふれ、体験するための支援や誘導のための機能を重視する場合において

は、展示室やレクチャールームとは別途に工作室・作業室を設置する。 
工作室は、専ら利用者を対象に工作体験等のワークショップを行うスペースとし、作業室は、

展示や野外自然観察施設等の維持・補修・更新のため、あるいは自然観察会等の行事の準備に

際して管理者側が主に使用するスペースとして設置する。 
 
⑧ 工作室の面積は、利用者層や活動計画等によるが、スペースごとの面積算定の考え方を参考

に、自然観察会等の募集人員や参加人員等を考慮し、学校団体等の利用がある場合は、１クラ

スないし２クラスの収容力が可能な面積を検討する。 
 
⑨ 工作室・作業室においては、広い作業台と作業スペース、水場や電源の設置に配慮する。ま

た、状況に応じて多目的に使用できるフリースペースとしての機能にも留意する。 
 

⑩ 工作体験や自然観察会等に際して必要となる備品・器具類の収納スペースについても、管理・

運営計画や活動計画との調整を行い、計画の当初より十分な面積を検討する。特に、積雪地に

おける歩くスキーや海浜地におけるスノーケルなど季節が限定された器具を使用するビジタ

ーセンターや行事の開催に積極的なビジターセンターでは広い収納スペースが必要となって

くることに留意する。 
 

⑪ 調査・研究のための機能をもつビジターセンターにおいては、状況に応じて、独立した研究

室や作業室と兼用の研究室の設置、あるいは備品・器具類の収納スペースとは別個の資料室の

設置を検討する。資料室については、展示資料の補完も考慮し、空調設備についても併せて検
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討する。 
  
（２）設計例 

ビジターセンターの工作室、倉庫等の事例を示す。 
 

工作室事例 

 

倉庫・収納庫事例 

 

 

 

 

 

  

展示室の一部を利用した工作スペ

ース。参加者が集めてきた葉っぱを

葉脈処理して彩色を行う，参加型の

展示ともいえるが，活動回数が多い

場合などでは専用の工作室を設け

る。（日光塩原ＶＣ） 

 

積雪地で冬季の自然観察会や自然ふ

れあい体験のため，貸し出し用の歩

くスキーを用意しておく場合などで

は，その器具類の収納スペースを十

分な広さで確保しておく必要があ

る。（阿寒川湯ＶＣ） 
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Ⅱ－４－３ 展示物・展示手法 
（ⅰ）展示物 
（１）設計の考え方 
① 展示テーマと展示シナリオに沿って、ストーリーの展開を追う解説パネル等の主展示物と、

それを助けるジオラマや模型等の副展示物に分けて考える。 
  ストーリーの中心となる解説パネルは、文章だけの説明ではなく、地図、写真、図表等を使

用して、利用者の理解を助ける。特に文字パネルは利用者に敬遠されがちで、字数や枚数が多

くなるほど読まれることが少なくなることから、副展示物との効果的な組み合わせを検討する。 
 
② 副展示物は、主展示物のストーリー展開に応じて、要所要所に的確な標本展示、ジオラマ展

示、模型展示、ハンズ・オン展示、映像展示等を配置する。空間構成上は副展示物が主要なス

ペースを占めることが多く、ジオラマ・パノラマやコンピューターを用いた映像装置などを使

用する場合は、装置そのものが興味対象となりやすいことから、ストーリーから逸脱しないよ

う注意する。 
 
③ 展示物は、展示テーマや展示シナリオに沿って展示物相互の関係がよくわかるよう配置する。

展示シナリオにおいて、特に核となる展示物がある場合は、ストーリーの展開に留意し、最も

効果的な位置に定めることを検討する。 
 
④ 展示は、利用者のセルフガイドで理解できるようになっていることが基本であるが、多様な

利用者層に対し、たとえば利用者の年齢等に合うよう解説パネルの工夫を行うことや解説員に

より展示の見方や体験の仕方を指導するなどの対応を図ることも重要であり、必要な検討を行

う。 
 

⑤ 展示物は、それぞれ耐用年数の異なる消耗品であり、壊れるものであることを認識して維持

管理を行う。操作性のある参加型のものは特に消耗が著しく、また、褪色した写真やパネル類、

傷ついた模型や剥製、見本などは見苦しいことから、状況に応じた補修・更新を図り、写真、

パネル類等は数年ごとの入れ替えを想定し、資料を用意しておく必要がある。 
 

⑥ 展示物のうち、コンピューター等精密機器で構成されるものについては、維持管理能力、維

持管理費、耐用年数等を勘案のうえ、機器の導入・選定を検討する。 
特に、山岳部等において、故障時の対応やメンテナンスに懸念がある立地条件の場合は、導

入の可否そのものについて十分な検討が必要である。 
 

⑦ 展示物の種類によっては、温湿度、風、気流等の変化に敏感なものがあることに注意して必

要な対応措置を図るほか、多湿・低温または高温などの気象状況にある場合などで、その条件

に合わないものは展示物としての導入を避ける。 
 

⑧ 展示物に対しては、適正な展示照度と光線とする。通常、文化財に対する照度は 150～250
ルックスの範囲にとどめるべきであることが保存の面から提唱されている。また、展示物が非

常に小さくて見にくい場合、細部を見せたい場合、照明により材料変化をきたす恐れのない資

料の場合などについては、時により 800～1,000 ルックス程度の明るさも得られるよう考慮さ
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れている。 
 

⑨ 照明は必要な部分のみの点灯が可能なようにし、休館時や不必要な時には可能な限り光を断

つか、その量を少なくするなどの措置を図るが、暗い展示室は、利用者が入りにくく、親しみ

にくい印象を残すことともなるので十分な配意が必要である。 
 
⑩ スポットライトなど熱源となりやすい照明の使用に注意する。また、電球などの交換が困難

な高さや位置等への照明の設置を避ける。 
 
⑪ 自然光を取り入れる場合は、パネルの褪色等展示物への影響を十分考慮し、窓の位置、大き

さ、使用するガラスの種類等を検討する。 
 
⑫ 展示物は安定した状態で配置する。特に利用者とその持ち物が展示物やケースにぶつからな

いよう展示物間の空間の取り方に配慮する。また、展示壁面及び展示用床は、下地を堅固にし

て、ある程度の振動を吸収できるような材質で仕上げる。 
 

⑬ 年表・グラフ・情報等で年次が古くなり、解説や説明が不適切なものとなるものや違和感を

生じるものは、展示の更新やデータの追加に努める。 
 
⑭ 現在のビジターセンターにおける展示は、建築の床・壁・天井に意識して並べるいわゆる資

料展示のみでなく、そこに時間軸を加えた映像による展示や動的な展示が検討されてよい。 
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図 40 展示装置デザインに当たっての様々な角度からのアプローチ 
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（ⅱ）展示手法 
（１）パネル展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 文字パネル、グラフィックパネル、写真パネル等。マップ、案内板、伝言板（リアルタイム

情報板）、ピンナップボードなどやカラーコルトンを含む。 
 

② 全体としての展示量は、各壁面にゆったりと収まるようにし、標準規模における展示室では、

解説パネルは２０枚程度以内が適当と考えられる。 
 
③ 文字パネルは、一枚ごとにほぼ同じ程度の情報量を記入することが望ましい。パネルごとに

小テーマを決め、大きな文字の一行ですむような標題をつけ、文章は 150～200 字程度とし、

できるだけ地図、図表、写真等を併用する。 
 
④ 文字数の増加による情報量の増加は見学者の熟読度と反比例し、結果として情報伝達が不成

功に終わりやすいことに留意して、パネル数及び一枚のパネルごとの字数や図表、写真等との

組み合わせを検討する。 
 
⑤ パネルの文字の大きさは、視距離 10ｍで４cm 以上、視距離４～５ｍで４cm 以上、視距離

１～２ｍで 0.9cm 以上とし、パネルの解説内容、設置個所、対象利用者層等を考慮して文字色・

フォント形式等と併せての適切なレイアウトを検討する。 
 

⑥ 解説文やイラスト、図などの内容は、小学校高学年や中学生から理解できる程度とする。解

説文（説明）は、簡易、平明かつ正確とし、それぞれの原稿は、専門家の監修を受け、間違い

がないようにする。 
 
⑦ 年表・グラフを使用した図表や解説は、設置後に長年月のブランクがあると違和感や現在時

との相違を生じやすいため、適切な更新を図る。また、写真を使用した場合においても、同様

の注意が必要である。 
 
⑧ 文字パネルは、利用者に見やすい高さに一段だけ掛けるようにし、縦方向に二段、三段と重

ねることを避けるとともに、解説の内容に即した標本や模型などを組み合わせ、文章を読んで

の理解だけではなく、直接触れたり手にとってみる参加型等の副展示物との組み合わせを工夫

する。 
 
⑨ パネル展示の高さは、子どもの視線の高さにも留意し、高い位置にある文字は大きくする等

の工夫を行う。また、利用者層の特性に応じて、特に子ども向けのものを作成することも検討

する。 
 
⑩ 利用者が直接最新の情報を書き込みできる案内板やマップ、ホワイトボード、クリップボー

ドなどは、ビジターセンターと利用者及び利用者と自然とのコミュニケーションの面において、

また、ビジターセンターと周辺の一体的利用の面においても極めて有効な情報伝達・解説手法

であり、入口案内カウンターなどの適切な位置での設置を検討する。 
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（Ｂ）設計例 

  ビジターセンターのパネル展示の事例を示す。 

 

パネル展示事例阿蘇（阿蘇くじゅう南阿蘇ＶＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイリング方式パネル事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

植物写真の展示パネル。パネルを屈曲して配置し，

単調にならないように工夫している。植物写真などは

季節になった解説と，現在見られる場所の情報や，花

の咲く前後の様子等を展示すると野外とのつながりが

深くなる。また、写真等には撮影年次の記載を考慮す

る。 

解説文，写真，図表を組み合わせた解説

パネル。写真は各季節を考慮したものを使

用している。解説文はタイトル，文字の大

きさ，字数，レイアウトなどに十分配慮す

る。 

ジオラマの展示内容を，ファイリング方式で模式図や写真を使用し解説している事例 

（釧路湿原塘路ＶＣ） 
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（２）標本展示 

（Ａ）設計の考え方 

① 動植物、鉱物、岩石などの個体またはその一部に適当な処理を施して保存・展示したもの。

年輪や材質がわかるような樹木標本、鳥の巣、羽根、果実等を含む。 

 

② 剥製や水槽による魚類等の実物標本展示を行う場合は、野生動植物の保全等の観点に配慮し

た展示とし、バードカービングによる鳥類などレプリカによる展示も積極的に検討する。 

 

③ 水槽による展示を行う場合は、計画時から水回り（給水、排水）の処理に留意して検討する。 

 

④ 岩石や植物などの実物標本や動物の剥製標本は、ハンズ・オン展示として直接手に触れる等

五感を使用して観賞できるよう工夫することが望ましい。 

  また、貴重な標本等については、それぞれの標本が、保護と併せて、引き立ち、見て楽しめ

るような方法でのケース展示に工夫する。 

 

⑤ 生き物の展示の場合は、生息環境と併せての展示とするよう検討するとともに、生育管理に

十分配意する。 

 

⑥ 展示標本は、自然系のものに限らず、立地特性に応じて農具・漁猟具・生活用具など人文系・

社会系の資料を活用し、地域住民や地域の歴史と自然との関係などについてテーマに沿った展

示解説についても検討する。 

 

（Ｂ）設計例 

ビジターセンターの標本展示の事例を示す。 

 

標本展示事例 

  

谷川の最上流，上流，中流に棲む魚の飼育展示も行っている。水槽展示は，建

物計画時から水廻り（給水，排水）の処理を含めて検討する必要がある。建物と

別に後から導入した例では，維持管理が問題となるケースもある。 

（滋賀県朽木ＶＣ） 
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（３）ジオラマ・パノラマ展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 背景を伴う立体造形により、ある情景を再現もしくは創造したもので、原寸ジオラマ・パノ

ラマ、縮尺ジオラマ・パノラマ、可動ジオラマ・パノラマ等がある。材質感・遠近感・臨場感

により創出されたその場面を垣間見たというような驚きと楽しみがあり、さらにそのなかに多

量の情報を伝えることができる。 
 
② ジオラマはそれを透視画法的に視点を一か所に限定して再現するのに対し、パノラマは３６

０度全周もしくは観覧者の視野以上の範囲で情景を再現したものをいう。 
 
③ 原寸ジオラマ・パノラマは、普段見ることができない時間あるいは瞬間、通常行くことので

きない場所や環境などの再現、保存に、その価値を発揮する。実際にはあり得ないが全体を説

明するためにそのシーンに関わるすべての事象をレイアウトした典型情景としての自然林の

ジオラマなどは、原寸ジオラマの例である。 
  
④ 縮尺ジオラマ・パノラマは、情景の全体や部分を巨視的に、微視的に表すときに用いられる。 
 
⑤ ジオラマ・パノラマは、特に利用者の位置と視野・視角の関係に配意し、発見や気付きにつ

ながる展示となるよう配意する。 
 
⑥ ジオラマは、「生態展示」でもあり、文字を媒体としないで見ることにより理解できる展示方

法である。より情報量の多い映像情報との効果的な組み合わせも検討するが、あくまでも野外

での利用や野外での自然観察等の支援となるものであることに留意した適切な展示内容とす

る。 
 

 （Ｂ）設計例 
 ビジターセンターのジオラマ・パノラマ展示の事例を示す。 
 
ジオラマ・パノラマ展示事例 

 
  

原寸再現によるオープンジオラマの例。

ジオラマの中に入って全体の雰囲気を肌

で感じることができると同時に，ディティ

ールを示すことによって発見と驚きを導

くことをねらいとしている。この感動がフ

ィールドへの導入につながる。 
（滋賀県朽木ＶＣ） 
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（４）模型・レプリカ展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 模型は、ある物体の形状などを立体的に模して作ったもので、模倣性の精度や目的によって、

レプリカ、原寸模型、縮尺模型、造形などに分類される。 
 
② ジオラマ・パノラマもこれに類するものであるが、それらは物体ではなく空間や情景全体を

模倣の対象としているのに対し、模型はその物の形態、色彩、素材感及び構造を表現すること

を目的としている。 
 
③ 単純な地形・地質模型やボタン操作で興味地点等にランプがつくような地形模型、農具・漁

具の模型等がある。 
 
④ 動植物の標本模型などにおいて、本来の大きさよりはるかに大きなものとすることや、一部

でも動きのあるものとすることは興味や関心を引く効果が期待できる。 
 
⑤ 精巧なレプリカと樹木等の実物標本のシンプルな組み合わせ等によりジオラマに匹敵する効

果を出すこともでき、また、剥製などに比べてハンズ・オン展示にも適していることから、模

型・レプリカの適切な利用を十分検討する。 
 
⑥ 模型・レプリカは、ジオラマ等と同様に、文字を媒体としないで見ることにより理解できる

展示方法であるが、より情報量の多い映像情報との効果的な組み合わせも検討する。その場合、

あくまでも野外での利用や野外での自然観察等の支援となるものであることに留意した適切

な展示内容とする。 
 

 （Ｂ）設計例 
   ビジターセンターの模型・レプリカ展示の事例を示す。 
  

精密な環境再現のジオラマ。ヤチハン

ノキの土中断面など，表面的には解らな

い内部の構造，自然の仕組みを知ること

ができ，視点を変えた驚きもある。 
（釧路湿原塘路ＶＣ） 
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模型・レプリカ展示事例 

 

 

 

 

 

  

 

展示室の１，２階吹き抜け部を

立体的に利用したアオサギの営巣

状況の模型。ひなの様子など忠実

に再現されており，通常見ること

ができない視点で体験でき，自然

フィールドへの関心をより高める

効果がある。 

（釧路湿原温根内ＶＣ） 

 
鍾乳洞の模型レプリカ展示。現場では，様々な発達段階の鍾乳洞や石柱，石筍

などが分散して見られるような場合に，その発達過程を時系列的に展示解説する

ことで，自然体験の際の効果を上げることができる。動植物を伴わないジオラマ

展示ともいえる。（山口県秋吉台ＶＣ） 

シンプルでランプ等による位置

表示のない一般的な地形模型。模型

内に地名等の表示があるタイプ。表

示が小さく高齢者や車椅子，小学生

等には見にくい可能性がある 

（阿蘇くじゅう南阿蘇ＶＣ） 
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（５）観察装置展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 顕微鏡や拡大鏡により固定または特定の対象物を観察する標本。微生物、微小標本、岩石標

本等。ステレオパノラマ装置による空中写真の立体視などが含まれる。 
 
② 利用者が直接操作する場合、操作の容易性と装置の耐久性に配慮する。また、テーブル等に

設置する際は、もたれかかる場合や子どもの利用を考慮し、安全性の確保に留意する。 
 
③ 視野を限定することとなることから、解説文などを読まなくてもわかりやすい展示、気付き

や驚きを与える展示などの工夫を検討する。 
 
④ 写真やイラストパネル、ジオラマとの組み合わせにより興味深い体験展示とできる要素があ

り、また参加型のハンズ・オン展示となるものであるので、効果的な設定を工夫する。 
 
 （Ｂ）設計例 
   ビジターセンターの観察装置展示の事例を示す。 
 

観察装置事例 

  

立体拡大視鏡による植物のステレ

オパネル展示。単純な構造の拡大視鏡

で，壁面や展示テーブルに埋め込むよ

り，メンテナンス等の面でも利点があ

る方式である。（日光塩原ＶＣ） 
 

マイクロスコープによる種子等の

観察状況。虫の目・虫の視点になって

周りの自然がどのように見えるのか，

興味深い体験型の展示となっている。

ハンズ・オン，参加型の展示である。 
（かすみがうら市雪入ＶＣ） 
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（６）映像装置展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 映像展示は、ハード、ソフト、スクリーンといった映像要素の種々の組み合わせにより、新

たな形態、機能、展示効果を有する映像がでてくる状況にある。 
 

② 展示構成上の映像展示の主たる特質については、おおむね次の５点が上げられる。 
   １）見ることにより容易に理解が深められる。 
   ２）継続する動きであるため、従来の静止展示では展示不可能であったものが可能となる。 
   ３）多量の情報を伝達することが可能である。 
   ４）動きが展示に容易に組み込める。 
   ５）参加型展示が容易で、種々の形態が可能である。 
 

③ 映像機器は、展示空間においてそれ自体が目立たないように工夫することが必要であり、映

像内容に合致する場所に設置するか、映像内容に応じた展示の方法を検討する。 
  例えば、ジオラマや標本との組み合わせにおいては、ジオラマ空間や岩石標本の中に埋め込

まれたディスプレイとするなどの工夫を行う。 
 
④ 利用者がいないのに映像のみ流れているといったことをできるだけ避けるため、映像内容、

映像時間の検討を行うとともに、利用者が自由意志で映像に参加し、対話できる参加型の映像

システム（インタラクティブ映像）の採用を検討する。 
 
⑤ 映像装置の導入は、故障時やメンテナンスなどの技術的・経費的対応を十分考慮に入れると

ともに、特に最新の装置についても更新時期や更新時における対応に留意しておく必要がある。

マルチスライド装置などにおいても、フォーカス調整等のメンテナンスが必要となること認識

しておく。 
 
⑥ 大型映像については、装置の導入やメンテナンスなどハード部分のほか、映像ソフトの検討・

作成に十分な時間と費用が必要である。そのため、同時に複数のソフトを作成することは困難

であり、計画的にストックを増やしていくことや更新していくことが求められる。また、他の

映像設備と相互利用できるような映像ソフトを考慮する。 
 
（７）ハンズ・オン展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 直接手で触れることができる展示や、手にとって触覚、聴覚、嗅覚などを使って自然を体験

できるなど楽しめるよう工夫された展示。プッシュボタン式や人力可動式の装置を含み、広い

範囲の五感を使い、体ごと体験できる展示を含む。 
 
② ハンズ・オン展示は、標本展示、ジオラマ・パノラマ、模型・レプリカ等に用いることがで

きるが、いずれも身体障害者だけではなく、すべての人を対象としたユニバーサルなものとし

て検討する。 
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③ 視覚障害者には、案内員や音声ガイド等との組み合わせや付帯施設全体を含むビジターセン

ター全体での対応が必要である。 
 

④ ハンズ・オン展示は、単に「見る」だけではなく、「触れてみる」「手に取ってみる」「感じて

みる」など展示に参加し体験できるようにして、利用者の自らの気付き、想像、楽しみなどを

通じて自然への理解を深めようとするものであり、そのためにはガラスケースや棚をできる限

りなくし、展示台も低くして、利用者により近づけた展示手法を採用する工夫が望まれる。 
 
⑤ 触れることのできる展示等は、展示物の損傷やいたみが激しく、消耗品であること、壊れる

ものであることを認識して維持管理を行う。 
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（Ｂ）設計例 

ビジターセンターのハンズ・オン展示の事例を示す。 

 

ハンズ・オン展示事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パネルや標本と実際に利用者が参

加して体験する仕組みを組み合わせ

た展示。触れることにより，触覚，聴

覚等の感覚を動員しての展示体験は，

利用者に印象深いものとなる。（三陸

復興唐桑半島ＶＣ） 

 

実物を利用したハンズ・オン展示。

簡単な説明と実物に触れて，自然の感

触を体験できるようにしたハンズ・オ

ン展示。 

（日光塩原ＶＣ） 

（揖斐関ヶ原養老関ヶ原ＶＣ） 
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（８）情報検索展示 
（Ａ）設計の考え方 

① 情報板による利用者からの情報展示や機器を用いない情報検索、コンピューターを使った情

報検索やＱ＆Ａなど。 
 
② 利用者が直接参加する形で、多様な利用者が求める様々な情報が容易な操作により適切得ら

れるよう的確な設計が必要である。利用者が直接最新の情報を書き込みできる案内板やマップ、

ホワイトボード、クリップボードなどは、最もシンプルで効果的な情報展示であり、また、ビ

ジターセンター自らも周辺における樹木・草花の開花や野鳥の情報を更新して相乗的な情報提

供が行えることが望ましい。 
 
③ 常に最新の情報を提供できるよう工夫し、コンピューターを使用する際は、ビジターセンタ

ーの職員が常に情報更新やデータベースへの蓄積ができるよう設定するとともに、他のビジタ

ーセンターとの情報交換等を含めたインターネットとの接続を考慮する。 
 
④ コンピューターを使用した情報検索装置は、展示テーマや他の展示物との関連性が外見に現

れにくいことから、設置場所や装置外観に配意する。案内カウンターに設置する情報検索装置

は、管理者側が利用する場合と利用者が利用できる場合を明確にし、配置個所を決める。 
 
⑤ コンピューターを使用した情報検索装置は、維持管理能力、維持管理費、耐用年数等を勘案

のうえ、機器の導入・選定を検討する。特に、山岳部等において、故障時の対応やメンテナン

スに懸念がある立地条件の場合は、導入の可否そのものについて十分な検討が必要である。 
 
（Ｂ）設計例 

   ビジターセンターの情報検索展示の事例を示す。 
 

情報検索事例 

 
 
 
 
 
 

数台のパソコンブースで，周辺市町村の

情報や自然公園内の動植物等の情報等の

検索を行える。ブースを壁面に設置せず中

央部に置いて他の展示との配置に工夫し

ている。パソコン関係は機器が常に進歩し

ているため，フレキシブルな対応が必要。 
（伊勢志摩横山ＶＣ） 
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Ⅱ－４－４ 設備及び環境共生機能 
 （１）設計の考え方 

① ビジターセンターの計画・設計に当たっての設備環境共生機能面での配慮事項としては、次

のような事例がある。 
   １）建築的工夫による熱と光の制御（高断熱ルーフ、自然採光、自然換気） 
   ２）自然エネルギーの利用（太陽電池、風力発電、地熱利用ダクト、屋上緑化、流れ） 
   ３）循環システムの採用（中水道、雨水、ゴミのコンポスト化） 
   ４）高効率でクリーンな設備システム（燃料電池、大温度差空調、居住域空調） 
   ５）ゆとりある設備スペースの確保（高い階高、二重床、増設用シャフトスペース） 
 

② 環境共生に配慮した自然エネルギーなどの利用の対象としては、雨水・中水の利用、太陽エ

ネルギー利用、風力利用、アースチューブ（地中管による取り入れ空気の温度緩和）等がある。

照明、換気、空気調和設備などのエネルギー源として自然エネルギーの利用する場合は、その

環境共生機能の仕組みの展示アイテム化を併せて検討する。 
 

③ 雨水・中水利用は、屋上などに降った雨水などの排水を貯留し、水洗トイレや植栽の水やり、

非常用水などに使用するものであるが、一方で、雨水を積極的に土へ返すことも重要であり、

自然の緑のある土面部分を多く残し、駐車場や歩道などの舗装も透水性舗装とすることにより、

地中に雨水を十分行き渡らせ、雨水の流出防止や地下水の涵養を行うよう配慮する。 
 

④ 太陽エネルギーの利用には、次のようなものがある。 
   １）太陽光発電：太陽電池（光をエネルギーに換える半導体の性質を利用）を中心とした発電

システム。 
   ２）太陽熱発電：太陽光を集めて熱源とし、発電を行うシステム。 
   ３）アクティブ・ソーラー・システム：太陽エネルギーを熱エネルギーとして給湯や冷暖房に

利用するシステム。 
   ４）パッシブ・ソーラー・システム：太陽の光や熱を、機能材料や建築構造によりコントロー

ルし有効利用するシステム。 
  ５）ソーラー・ケミストリー：太陽光や太陽熱を化学的なエネルギーに変換して利用する方法。 

ビジターセンターの対象とする広域の

範囲に関する情報伝言板。主に管理者側に

よる情報であるが，写真やイラストを用い

たビジュアルな情報板となっている。 
（阿寒川湯ＶＣ） 
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⑤ パッシブ・ソーラー・システムは、対象とする地域のもつ自然環境のポテンシャルを最大限に引

き出すことによって快適な屋内環境を形成することであり、地域の気候特性を踏まえた建築設計上

の工夫が必要である。 
  基本的なパッシブ・ソーラー・システムの考え方としては、パッシブ・ヒーティング（冬の

対策）とパッシブ・クーリング（夏の対策）がある。 
   １）パッシブ・ヒーティングの方法 
    ・直接の日射から床や壁を利用して蓄熱する方法（ダイレクトゲイン） 
    ・建物の一部に集熱・蓄熱部位を作る方法（トロンブウォール） 
    ・集熱・蓄熱室を居住空間等と別につくる方法（付設温室システム） 
   ２）パッシブ・クーリングの方法 
    ・通風による方法 
    ・夜間換気を利用する方法 
    ・夜間輻射（夜間、天空に対して放射される熱による冷却）を利用する方法 
    ・地中への輻射による冷却方法（半地下・地下での壁面の対流による冷却） 
 

⑥ 自然エネルギー利用の計画に際しては、地域の気候特性を的確に把握することが前提であり、

湿度・温度・風向・風速・日射量などの条件に大きく左右される。また、これらの設備や装置

の設置そのものが、周辺の自然環境や景観に及ぼす影響にも留意して検討する必要がある。 
 

⑦ 自然環境との共生の観点からは、位置や配置の選定段階からできるだけ自然の地形・植生を

残すなど周辺の自然環境の保全に対する配慮や自然景観と調和した意匠の検討のほか、自然エ

ネルギーの利用と検討と併せた地形の高低差の利用、屋根などの屋上空間の周辺植物による植

栽などの検討を行う。 
 

⑧ 照明、換気、空気調和設備のように維持管理費に大きく関連する設備については、管理・運

営費を低減する観点からも、その導入の有無を含めて配慮する。 
  例えば、冷房や暖房を採用するか否か、採用するとすればどのスペースに配備するか、その

際の間仕切りはどうするか、機器や動力は何を選ぶかなどは慎重に検討する必要がある。 
 

⑨ 照明は必要な部分のみの点灯が可能なようにし、また、冷暖房もスペースごとに操作が可能

にするなど、きめ細やかな配慮が必要である。なお、暗い入口や室内は、利用者へビジターセ

ンターに入りにくい感じを与え、また、よくない印象を残すことともなるので注意する。 
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表 9 必要設備の検討事例 
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注）この事例はドイツでの事例であり、緑化用の植物、土壌等は現地産

のものを使用するなど、立地条件に応じて勘案する必要がある。 

 

図 41 屋根緑化の事例 
 

 

  



 
VC91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 42 施設の環境共生機能配慮事例 
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Ⅱ－４－５ 付帯施設及び周辺整備 
 （１）設計の考え方 

① ビジターセンターに付帯的に整備が考えられる施設には、自然研究路、解説施設、解説員研

修施設、広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所、野外施設等がある。ビジターセン

ターの利用性を高めるためにはこれらの各種施設が適切に整備されていることが望ましいが、

ビジターセンターの建物敷地以外に、隣接して広い面積の土地確保が必要になることから、周

辺の自然環境の状況や利用実態、既存の施設整備状況を考慮し、立地特性にあう効果的な施設

を選択して整備する。 
 

② ビジターセンター内の展示解説で学んだことやレクチャーで聞いた内容を、利用者が直ちに

野外で確認し体験できる仕組みとして、また、解説員による野外解説活動が行える場として、

ビジターセンターと一体的な自然研究路や野外フィールドを設定する。 
 

③ ビジターセンターの周辺は、整備に際してできるだけ自然環境を保存し、必要に応じて在来

種による修景や緑化整備を行う。環境条件や敷地条件に応じて、解説活動にも活用できる人工

池などのビオトープや在来種による生態観察園の整備も検討する。 
 

④ ビジターセンターの周辺整備に際しては、ビジターセンター利用者の休憩利用や周囲の施設

や自然環境とを結ぶ動線に配慮するとともに、観察や広がりを確保できる場合は休憩やお弁当

スペースなど多目的に活用できる広場の配置を検討する。また、野外フィールドが、観察や学

習利用ばかりでなく、休憩休息空間としての機能をもつことに留意して、適切な活用を図る。 
 

⑤ 自然研究路や野外フィールドにおいては、自然の森林、草地、湿地、池沼等を活用し、野鳥

や小動物、昆虫などの観察施設や観察ポイント、あずまやなどを設置するとともに、解説板や

植物の名札等の整備を検討する。これらの設計に当たっては、自然植生や動物の生息環境の保

全に留意し、復元・回復の状況を含めて自然の状態が観察できるよう配慮する。 
 

⑥ 周辺の自然とビジターセンターの利用が一体的に促進する観点から、周辺整備に際しても高

齢者や身体障害者等のフィールド利用に配慮し、ユニバーサル・デザインによる設計とする。 
 

⑦ 特に、自然研究路は、立地条件を勘案する必要があるが、ビジターセンター本体の利用と併

せて車椅子利用者や視覚障害者の利用に積極的に対応するよう検討し、安全に利用できる歩道

の整備や無人感知ガイドシステムの設置等を図る。 
 

⑧ 駐車場、トイレ等の付属施設の整備については、身障者対応等を含め、「第２章 園地」、「第

３章 野営場」及び「第５章 公衆便所（自然地域トイレを含む）」を参照する。 
 なお、駐車場については、ビジターセンターからの出入に便利な位置に障害者の専用または

優先して使用できる駐車スペースを設け，そのスペースには障害者シンボルマークを表示する

とともに，駐車場進入路から誘導用の標識等を設けるよう特に配慮する。 
 
 （２）設計例 
   ビジターセンターの付帯施設及び周辺整備の事例については、各施設を参照。 
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Ⅱ－５ ビジターセンター等情報提供施設におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 
（ⅰ）すべての利用者が円滑に移動でき、利用できる施設としての整備 

(１) すべての利用者が円滑に移動できるアクセス路の設置 

ビジターセンターやインフォメーションセンターは、当該地区における情報提供や利用サービス

の拠点施設であり、すべての人が円滑に利用できる必要があることから、以下のようにすべての利

用者が円滑に移動できるアクセス路を整備する。 

・駐車場からビジターセンター等へのアクセス路は、p. 94 に示したすべての利用者が円滑に移動

できる園路として、幅員 1. 8m以上、縦断勾配 5%以下で整備する。 

・敷地に余裕がある場合は、車いす利用者が同乗している場合を考慮してビジターセンター等の出

入口で乗降できるよう、輻 3. Om程度の車寄せを確保する。このスペースは、雨天時に濡れない

よう屋根が架かっていることが望ましい。 

・ビジターセンター等の出入口は車いす利用者や松葉杖使用者の通行に支障のないものとし、出入

口に戸を設ける場合は、前後に 1. 5m 以上の平坦部分を設けた上で、有効幅員 120 cm 以上、車

いす利用者をはじめ多様な人々が円滑に利用できる引き戸とし、開き戸は避けることが望ましい。 

・出入口部に段差がある場合は、有効幅員 80cm 以上、縦断勾配 8%以下の傾斜路を併設し、必要に

応じて手すりを設置する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ビジターセンター等は、自然への理解を深め、人と自然とのふれあいを一層推進するための施設

で、当該集団施設地区や周辺地域の魅力や利用方法などの情報を得たり、用具の貸し出しなどの利

用サポートの他、便所や休憩スペース等の便益機能を備えた利用サービスの中心的施設であること

から、すべての利用者が快適に利用できるよう、駐車場等からのアクセス、建物内部を含めて円滑

な移動経路を確保する。 

また、情報提供に当たっては、可能な限り多様な利用者に配慮した、わかりやすい手法とすると

ともに、運営スタッフが常駐する利点を生かした利用案内とサポートの充実が求められる。 

 

（ⅰ）すべての利用者が円滑に移動でき、利用できる施設としての整備 

（ⅱ）多様な利用者の特性に配慮した情報提供と展示 

（ⅲ）緊急時への対応 

起伏のある敷地にあるため、入口部は車いすの

通行にも支障がないよう、面的な整備がなされて

いる。ただし、駐車場からビジターセンターに至

る園路に階段があるため、車いす利用者は管理用

通路を利用することとなる。 
 
（釧路湿原国立公園 温根内ＶＣ） 
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（２）バリアフリー新法の主旨に則った建築物として整備 

ビジターセンター、インフォメーションセンター等については、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」の主旨に則った建築物として整備する。以下

に、『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』（平成 19 年、国土交通省）に

示された建築計画のチェックポイントを掲げる。 

なお、地元自治体の条例等に基準が定められている場合はそれに準拠する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築計画の要点 

①連続的な移動動線を計画する 

バリアフリー新法の趣旨に則り、道路、敷地内通路から目的となる所要室まで安全に移動できる

ことがすべての基本である。この移動動線は用途により重点的に整備すべき箇所が異なると考えら

れる。例えば、レストランであれば食事スペースから便所まで、スポーツ観戦施設では客席まで、

劇場、ホテルでは客席の他に楽屋、ステージへの上下移動も対象となる。ホテルや旅館では各客室、

あるいは共同浴場までの円滑な利用が必要である。 

施設案内の全体表示及び各拠点における案内表示など、サインは連続的かつ円滑な移動を支援す

る装置、設備として必要不可欠なものである。特に音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの敷設を

要する視覚障害者の誘導に関しては十分に検討する。 

②利用時の安全計画を徹底する 

段差を設ける場合の適切な措置、利用時の転落事故や突起物による衝突防止等を図る。 

代替移動手段があり、あるいは機能上特段の問題が生じない場合を除き不用意な段は設けない。 

③適切な寸法を計画する 

利用者のニーズ把握によって得られた各種動作寸法、介護動作寸法、車いす使用者等の方向転換

寸法、開口部やスイッチ類の高さ、サインの位置等について検討を行い、利用時における適切な空

間寸法を算出する。 

④経済性、柔軟性、及び効率性に配慮する 

高齢者や障害者等に特別に対応するのでなく、利用者が共通に利用できる空間や設備を計画する

ことは、建設コストの軽減、空間の効率的な使用にも繋がる。 

車いす使用者用駐車場を相当数確保したり、車いす使用者対応便房では、機械的に多機能化する

のではなく、機能を十分に理解し、オストメイトの方との利用を機能区分したり、男女別にやや広

めの車いす使用者便房を数多く設置して、利用上の効率を図る。集会施設や劇場等では、男女別の

便房数の変更が可能な計画を行う。 

建築物内のサインについては、隣接又は併設する施設とのサイン統一を図るなど利用しやすさの

検討を行う。 

集会施設や劇場等の客席計画では、可動客席や取り外し可能な客席等を適宜配置して利用者の増

減に適切に対応することも求められる。 

⑤操作性と認知性を確保する 

基本は建築物全体のわかりやすさであるが、児童や高齢者、あるいは視覚障害者や上肢障害者に

も利用しやすくわかりやすい形状の戸の把手、スイッチ等設備にも十分留意する。 

建築物のサイン計画等については、知的障害者や多言語表記により外国人へのわかりやすさも求

められる。 
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⑥利用特性に応じた人的配置を計画する 

利用上、立地上どうしても人的な支援が必要な場合、災害時の場合など、視覚障害者への誘

導案内、聴覚障害者への手話通訳及び要約筆記、発達障害者への適切なサポート、災害時の誘

導体制等を検討しておくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全体のチェックポイント 

・動線計画は、わかりやすくコンパクトか 
・情報伝達・サイン（音、文字、ピクト、誘
導用ブロック等）の配置の適切さ、わかり

やすさ、見やすさ等はどうか 

●人的対応チェックポイント 

・案内誘導、説明誘導できる従業員の配置 
・手話や筆談ができる従業員の配置 
・外国人への案内対応 

・非常時の通報、避難誘導人員の確保 

●空間的対応チェックポイント 

①敷地内通路 
・利用しやすい安全な経路となっているか 

・高齢者・障害者等が安全に通行できる幅員
か 

②出入口 

・必要な寸法の確保、利用しやすい適切な構
造となっているか 

③通路、階段 

・適切な幅員、形状、勾配となっているか 
④エレベーター 
・適切な形状、大きさのかごとなっているか 

⑤便所 
・設備、広さ、便房数は適切か 
⑥傾斜路 

・適切な幅員、勾配か 
⑦駐車場 
・車いす使用者用の区画（広さ、通路、区画

数）、配置等は適切か 

●設備的対応チェックポイント 

・だれでも利用しやすい設備が整備されてい
るか 

・だれでも利用しやすい構造の便所が複数あ
るか 

・乳幼児のためのおむつ交換場所、授乳スペ

ース等が確保されているか 
・カウンター、スイッチ、鏡類は適切に配置
され、関連設備等の操作性は確保されてい

るか 
・視覚障害者、聴覚障害者などに対応した情
報・コミュニケーション機器の配置、筆記

用具の確保はされているか 
・非常時の通報、避難設備の整備はされてい
るか 

参考 不特定多数利用施設 
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（ⅱ）多様な利用者の特性に配慮した情報提供と展示 

（１）展示におけるさまざまな配慮 

ビジターセンター等における展示は、当該地域の特徴や魅力とともに、その利用方法も含めて伝

えることを基本に、楽しくわかりやすいものとする。 

近年では、博物館等における「ハンズオン展示」が重要視されている。実物に触れて質感や重さ

を感じることは、視覚障害者だけでなくすべての人にとって学習の質が高まることから、本物に触

れられる展示を含めることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示物や書架などの間は十分な通路幅員を確保し、順路には段を設けない。複数階を利用する場

合や段がある場合は、傾斜路または昇降機を設置する。 

展示は、子どもや車いす使用者等が見やすい、触れやすい高さとし、器具等の操作性も直感的に

わかりやすいものとする。 

展示の解説等は、写真やイラストを活用し、難しい漢字や地名等にはふりがなをふるなど、わか

りやすさに配慮する。また、誰もが容易に利用できるように、点字、外国語表記、触知図、音声ガ

イダンス、ビデオ等の映像展示のなどの配慮を行う。 

 

（２）情報提供の場としての配慮事項 

ビジターセンター等では、施設内及び周辺地区の利用に関して案内図やパンフレット等により情

報を提供する必要がある。案内図はわかりやすい内容で、子どもや車いす使用者等が見やすい位置

に設置し、パンフレットもわかりやすい位置に置くなど、いつでも入手できるようにしておく。 

ビジターセンターには、通常、運営スタッフを配置しているため、利用者が求める情報に対し柔

軟な対応が可能であるという利点を有している。 

案内カウンターでは、案内に加え、外国人向けや点字パンフレット等の配布、車いす等補助器具

類の貸し出しやサポートガイドの受付なども行うことが望ましい。また、多様な人、多様な場面に

対応できるよう、筆談用具を準備しておくなどの他、外国語や手話でコミュニケーションができる

スタッフや、楽しみ方を含めて、季節や天候、利用者ニーズに応じて案内できるスタッフを備えて

おくことが望ましい。 

なお、インターネット等による事前情報の提供にも努める必要がある。 

カウンターの構造は、筆記や対話に考慮し、子どもや車いす使用者も利用しやすいよう、カウン

ターの一部を、高さ 70～80cm、カウンター下部にひざが入る高さ 60cm 以上、奥行き 45cm 以上の

スペースを設け、カウンター前面には、車いす使用者の回転等を考慮し 150cm×150cm 以上の広さ

を確保する。 

  

ビジターセンター周辺で採取した展示物 

身近に触れてみることができる 

（白山国立公園  市ノ瀬ＶＣ） 
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図 43  案内カウンターの構造 

 

 

 （３）誰もが快適に利用できる休憩スペース 

休憩スペースは誰もが円滑に到達できるよう

にし、明るく快適で、屋外との連続性の得られる

空間とすることが望ましい。 

テーブルやいすの配置に当たっては、車いす使

用者も一緒に利用できるよう形態や配置を工夫

する。（休憩施設の項目を参照） 

 

 

 

 

 

 

案内カウンターの整備例 

（上高地ＩＣ） 

明るく開放的な休憩スペース 

（富士箱根伊豆国立公園 箱根ＶＣ） 
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Ⅱ－６ 多言語対応 

 Ⅱ－６－１ 多言語対応の定義と範囲 

 

 

 

 

（解説） 

（ⅰ）ビジターセンターにおける多言語対応 
ビジターセンターにおける多言語対応とは、文字による多言語表記だけでなく、ビジターセンター

を利用する外国人への有効な情報伝達の手段として、数字や矢印などの記号の表記、ピクトグラムの

表記、音声や映像などの多言語による対応を含めて扱う。 
 
（ⅱ）ビジターセンターにおける多言語対応の範囲 
ビジターセンターにおける多言語対応の範囲は、ビジターセンター入口の館銘板、掲示板、案内サ

イン、内部にある案内カウンター、展示室、レクチャールーム、休憩室・展望室・図書室、事務室・

工作室・倉庫・その他スペースに設けられる利用者のための施設とする。管理者のみが利用する施設

は範囲外とする。 
 

 Ⅱ－６－２ 基本的な考え方・共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

（ⅰ）対応の考え方 

ビジターセンターにおける多言語表記は日本語と英語を基本として、英語を使う外国人が日本人と

同じようにビジターセンターの施設を利用できるように整備する。 

英語以外のその他の言語については、以下の点を考慮し必要に応じて表記する。 

・自然公園を訪れる人の国籍の傾向 

・外国人の文化の違い等による行動特性 

・地域での外国人観光客誘致に係る条例や施策への対応 

・自然公園への到達交通手段の状況（新規航路の開設、飛行便の増設など） 

・自然公園内外の一体的な対応（管轄する自治体等との調整） 

ただし、国際事情や経済事情により、自然公園の来訪者の国籍の傾向が将来変わる可能性を考慮し、

その他の言語の表記は必要最小限とする。 

中国語については、表示スペースに制約がない場合は、簡体字と繁体字を併記することが望ましい。

制約がある場合には、利用状況を考慮して選定し、表記する。 

 

 

・ビジターセンターの多言語表記は日本語と英語を基本とする。また、利用特性等に応じて、その

他の言語（中国語(簡体字)、中国語（繁体字）、韓国語、その他言語）を加えることとする。 
・多言語表記に当たっては、誰もが容易に理解しやすいように記号やピクトグラムを活用し、文字

の表記は最小限にする。翻訳にあたっては、意訳・要約をして、簡潔で解りやすい文章とする。 
・文字の大きさ及びピクトグラムは「第７章 Ⅱ－２－３標識表示の基本事項」の基準に従って決

める。 

ビジターセンターにおける多言語対応とは、文字による多言語表記のほか、数字や矢印などの記

号の表記、ピクトグラムの表記及び多言語の音声や映像による対応等を総称していう。 
ビジターセンターにおける多言語対応の範囲は、建物及び建物と一体的に整備する施設とする。 
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（ⅱ）対応の方法内容 

・外国人利用者は団体と個人に分かれるが、団体利用者は添乗員がガイドの役割を果たすのに対し

て個人利用者は自分ですべて判断し行動しなければならないことから、特に個人利用者の視点に

立ち、多言語表記を行うこととする。 

・日本語と英語は、展示物等に併記することを基本とする。表題を日本語と英語とし本文を日本語

のみで表記する場合は、本文の内容を英語で伝えるために、別途、英語のファイルやパンフレッ

ト等を用意する。 

・その他の言語は、展示物に付帯して設けるファイルやパンフレット等を用いて表記する。その他

の言語のパンフレットを用意できる場合は、展示物にファイルは付帯しないなど、総合的に対応

する。 

・外国人利用者に対する情報の中で特に重要な注意・警戒、禁止事項は、なるべく多くの外国人に

情報が伝達されるように配慮する。（例 熊の出没情報、登山道の通行止め、火山ガスへの注意事

項など） 

・誰もが容易に理解できるように、数字、矢印などの記号及びピクトグラム等を活用して、簡潔に

表現する。 

・日本語を直訳すると外国人にとってわかりにくい表現となることがある。また、限られたスペー

スに複数の言語で表現する場合、文字が小さくなり、読みにくくなることから、多言語対応に当

たっては以下のことを考慮する。 

  ○数字・矢印などの記号及びピクトグラム等を活用する。 

  ○翻訳の際は、意訳・要約し簡潔な文書とする。 

  ○日本独自の習慣などには、必要に応じ解説を付加し、不要の文書は削除する。 

 

（ⅲ）文字の大きさ及びピクトグラム 
施設ごとの文字の大きさ、日本語に対する英語の文字の大きさの割合及びピクトグラムについては

「第７章 Ⅱ－２－３標識表示の基本事項」による。ただし、必要なピクトグラムがない場合、わか

りやすさ、共通性、汎用性などを考慮したうえで、独自のピクトグラムを使用することができる。 
英語以外の外国語の文字の大きさは、英語の文字の大きさに準拠する。特に、中国語繁体字のよう

な複雑な文字は、小さすぎて読みにくくならないように配慮する。 
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表 10 ビジターセンターの標準表示内容 

設置場所
等 

種類 主な表示事項 
表記文字の種類 

<基本的な表記> 
日本語・英語の表記 

<必要に応じた表記> 
他の言語の表記 

入口 

館銘板 館名 日本語＋英語 － 

掲示板 

利用案内 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

ルール・マナー、公園利
用に関する注意事項
（「通行止め」・「熊に注
意」等） 

日本語＋英語 
ピクトグラム 

〇 

館内案内サイン 諸室名・凡例など 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

案内カウ
ンター 

室名サイン 室名 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

カウンター 
サービス情報、気温、気
象など 

日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

地図 地名、凡例など 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

掲示板 掲示物の表題、項目など 日本語＋英語 － 

展示室 

展示等の表記 表題及び解説 日本語＋英語 ○（資料を別途作成） 

 
動植物等の名称 
なじみの訳がある場合 日本語＋英語＋学名 ○（   〃   ） 

 動植物等の名称 
なじみの訳がない場合 

日本語＋ローマ字＋
英語解説＋学名 

○（   〃   ） 

 操作方法等 日本語＋英語 － 
映像 音声または字幕 日本語＋英語 ○ 
情報検索 音声・画像内の文字 日本語＋英語 ○ 
掲示板 掲示物の表題、項目など 日本語＋英語 － 

室名サイン 室名 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

注意サイン 
展示に対する注意事項
等（「撮影禁止」等） 

日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

レクチャ
ールーム 

室名サイン 室名 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

掲示板 掲示物の表題、項目など 日本語＋英語 － 
映像 音声または字幕 日本語＋英語 ○ 

休憩室・展

望室・図書

室 

室名サイン 室名 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

解説 展望などの解説 日本語＋英語 ○ 
映像 音声または字幕 日本語＋英語 ○ 
検索装置 音声・画像内の文字 日本語＋英語 ○ 

事務室・工
作室・倉
庫・その他
スペース 

室名サイン 室名 
日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

館内誘導サイン 
トイレ等誘導、非常口誘
導等 

日本語＋英語 
ピクトグラム 

－ 

館内注意サイン 
ルール・マナー、ごみ箱
分別、トイレ操作等 

日本語＋英語 
ピクトグラム 

○ 

補助媒体
※ 

案内・解説員 
コミュニケーション、資
料作成等 

日本語＋英語 － 

パンフレット  日本語＋英語 ○ 
Webサイト  日本語＋英語 ○ 
無料 wifi  － － 

※施設を運営する上の参考



 
VC101 

掲示板の代わりにガラスに掲
示した例 （上高地ＶＣ） 

 Ⅱ－６－３ 主要スペースにおける多言語対応 

（ｉ）入口 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

（解説） 

（１）館銘板 
館銘板は、日本語と英語で表記

することとし、遠くからも視認で

きるように、文字の大きさは、原

則として高さ２０ｃｍ以上とす

る。日本語と英語を併記すると相

対的に英語の文字数が多くなる

ため、文字の大きさが小さくなる

傾向にあるので、英語は日本語の

１／２以上の大きさとする。 
視認性の悪い場所に設置されるビジターセンターの案内用に設けられる資源名標識についても日

本語と英語で表記する。 

（２）掲示板 
ビジターセンターの入口に掲

示される利用案内（入場無料、開

館時間、展示内容、インフォメー

ション、トイレ、休憩など）は日

本語と英語で表記することとし、

ビジターセンターの機能を外国人

にわかりやすく伝えるために、諸

外国のインフォメーションで使用

されることが多い「ｉ」（information）のピクトグラムを併記する。 
自然公園を利用するためのルールやマナー、歩道の状況や野生生

物の出没状況などの注意事項は、ビジターセンター閉館時において

も外国人に伝えられるように外から見やすい位置に、日本語と英語

で表記することとし、英語以外の言語を使う外国人利用者が多く見

込まれる場合は、それに応じた言語を追加する。 
表題等の文字の大きさは視距離４～５ｍで２cm以上、本文の文字

の大きさは視距離１～２ｍで 0.9cm以上とし、英語はその３／４以

上とする。 

・ビジターセンターの館銘板は、日本語と英語で表記する。文字の大きさは「第７章 Ⅱ－２－

３ （ⅱ）記名標識（入口標識・公園名碑標識・資源名標識）の標準表示の基本事項」に従

って決める。 
・入口の掲示板は、日本語と英語及びピクトグラムで表記する。 
・館内案内サインは、日本語と英語及びピクトグラムで表記する。 
・入口の掲示板及び館内案内サインの文字の大きさ・ピクトグラムは「第７章 Ⅱ－２－３ （ⅲ）

案内標識（誘導標識・案内図標識・総合案内標識）・注意標識及び記名標識（単中式）の標準

表示の基本事項」の基準に従って決める。 

資源名標識 （十和田ＶＣ） 

日本語、英語、中国語、韓国語
表記のルール （上高地ＩＣ） 

館名板 （支笏湖ＶＣ） 

入口の掲示板の例 
（十和田ＶＣ） 
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（３）館内案内サイン 

入口付近に設けられる館内案内サインは、日本語と英語で表記す

る。図中は諸室の名称に点字を併記する場合があることから、限ら

れた盤面を有効に活用するため、トイレなどの諸室について文字を

省略しても支障がない場合は、ピクトグラムのみの表示とする。日

本語の文字の大きさは視距離１～２ｍで 0.9cm 以上とし、英語はそ

の３／４以上とする。 
館内案内サインには、館内の多言語対応の情報を示すことが望ま

しい。   

（ⅱ）案内カウンター 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

（１）室名サイン 
案内カウンターの室名サインは日本語と英語で表記する。日本

語の文字の大きさは視距離４～５ｍで２cm 以上とし、英語はそ

の３／４以上とする。 
案内カウンターの機能を外国人にわかりやすく伝えるために

「ｉ」（information）などのピクトグラムを表記する。 

（２）サービス情報 

案内カウンターで提供するサー

ビス情報は、日本語と英語で表記

する。日本語の文字の大きさは視

距離１～２ｍで 0.9cm 以上とし、

英語はその３／４以上とする。 
展示や掲示で伝えきれない情報

（登山道の情報、外国人の文化の

違いによる注意事項（ゴミの分別）

など）については、あらかじめ、

外国人利用者に対応した言語のパンフレットなどを作成しておく

ことが望ましい。 

（３）地図 
案内カウンターに設置する地図は日本語と英語で表記する。日

本語の文字の大きさは視距離１～２ｍで 0.9cm 以上とし、英語は

その３／４以上とする。地図上に植物の開花情報、野生動物の出

没情報、歩道の整備情報（通行の可否を含む）など毎日変化する

・室名サインは日本語と英語及びピクトグラムを表記する。 
・案内カウンターに示されるサービス情報、地図及び気温、気象などは日本語と英語で表記する。 
・案内カウンターの掲示板の情報は日本語と英語で表記する。文字の大きさは「第７章 Ⅱ－２

－３ （ⅲ）案内標識（誘導標識・案内図標識・総合案内標識）・注意標識及び記名標識（単中

式）の標準表示の基本事項」の基準に従って決める。 
 

館内案内サイン  
（支笏湖ＶＣ） 

日本語、英語表記 
（支笏湖ＶＣ） 

左上に「ｉ information」 
（沢渡ＮＰＧ） 

カウンターの記載 
（上高地ＶＣ） 

英語説明用資料 
（上高地ＶＣ） 
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情報を記載することで、自然公園の情報を的確に外国人に伝える。 

（４）掲示板 
自然情報、利用案内及び非常時

の対応等案内カウンターの掲示板

で伝達される情報は日本語と英語

で表記する。パターン化できる情

報について、あらかじめ日本語と

英語で掲示板を作成しておくこと

で、毎日変化する情報を容易に外

国人に伝えることができる。日本

語の文字の大きさは視距離４～５ｍで２cm 以上、視距離１～２ｍで 0.9cm 以上とし、英語はその３

／４以上とする。 
ただし、表題、地図、気象、気温、開花情報などパターン化した情報は、あらかじめ印刷しておく。 

 

（ⅲ）展示室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 
（１）文字の大きさ 
日本語の文字の大きさは、視距離 10ｍで４cm 以上、視距離４～５ｍで２cm 以上、視距離１～２

ｍで 0.9cm 以上、英語及びその他の言語は日本語の３／４以上とする。 
 
 

展示等の表記（パネル展示、標本展示、ジオラマ・パノラマ展示、模型・レプリカ展示、観察

装置展示、映像装置展示、情報検索展示、掲示板等）は以下のとおりとする。ただし、絵、写真、

模型など展示物自体に表記される文字はこの限りではない。 

・室名サインは日本語と英語で表記する。 
・展示の表題及び解説文は日本語と英語で表記する。英語以外の言語を使う外国人利用者が多く

見込まれる場合、それに応じた言語の資料を別途作成する。 
・映像装置は、日本語と英語で利用できる装置とする。英語以外の言語を使う外国人利用者が多

く見込まれる場合、それに応じた言語を追加する。 
・検索装置は、日本語と英語で利用できる装置とする。英語以外の言語を使う外国人利用者が多

く見込まれる場合、それに応じた言語を追加する。 
・掲示板にあらかじめ記載される情報は日本語と英語で表記する。 
・展示の操作方法等は日本語と英語で表記する。 
・展示室の注意サインは日本語、英語及びピクトグラムで表記する。ピクトグラムだけで理解で

きる場合は、言語を表記しなくてよい。 
・翻訳は、意訳・要約して、簡潔でわかりやすい文章とする。 
・動植物等の名称は、名称札には日本語、英語及び学名で表記し、解説文には英語で表記する。 
・文字の大きさ及びピクトグラムは、案内標識「第７章 Ⅱ－２－４ （ⅲ）案内標識・注意標

識・記名標識（資源名標識）及び解説標識・掲示板・境界標識の標準表示の基本事項」の基準

に従って決める。 

 

掲示板の日本語、英語表記 
（上高地ＶＣ） 

掲示物の日本語、英語表記 
（上高地ＶＣ） 
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（２）展示等の表記 

① パネル展示 
限られた紙面の中で情報を伝える必要があるパネル展示は、表題と解説を日本語と英語で表記

することとし、英語は意訳・要約して、簡潔で解りやすい文章とする。英語以外の言語を使用す

る外国人利用者が多く見込まれる場合は、それに応じた言語のファイルやパンフレットなどを別

途作成し、パネル展示と対比できるようにする。 
展示物の表題を複数の言語で表記しているにもかかわらず本文を日本語のみとする場合、内容

を的確に伝えることができないので、別途、英語及びその他の言語のファイルやパンフレットな

どを用意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 標本展示 

標本展示の表題及び解説文は日本語と英語で表記する。英語以

外の言語を使う外国人利用者が多く見込まれる場合は、それに応

じた言語のファイルやパンフレットなどを別途作成する。 
動植物等の名称は、なじみのある訳語がないことがある。この

場合、「ローマ字表記：英語による説明」に加え「学名」を記載

することにより、わかりやすく、正確に表記する。実際使用され

ていない訳語を無理に記載することや、学名だけを記載すること

は行わない。名称札には、日本語と英語及び学名を表記する。名

称だけではどのような動植物なのか伝わらない場合、検索のため

の図鑑を設置するなど工夫する。 

表 11 動植物等の名称の表記 
 日本語に対する訳語の有無 英訳例 
名札 なじみのある訳語がある場合 

（例 ヒグマ） 
日本語／英語名／学名 
（ヒグマ／brown bear／Ursus arctos） 

なじみのある訳語がない場合 
（例 ヤマネ） 

日本語／ローマ字表記：英語による説明／学名 
（ヤマネ／Yamane, japanese dormouse ／Glirulus 
japonicus） 

解説 なじみのある訳語がある場合 ・・・英語名・・・ 
なじみのある訳語がない場合 ・・・ローマ字表記：英語による説明／学名・・・ 

 

英名と学名を書き分けた例
（洞爺湖ＶＣ） 

日本語と英語表記 
（上高地ＶＣ） 

日本語と英語のパネルに中国
語及び韓国語のファイルを追
加した例（洞爺湖ＶＣ） 

日本語のパネルに英語、中国
語及び韓国語のファイルを追
加した例（竹富島ＶＣ） 
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③ ジオラマ・パノラマ展示 
限られた表示面で情報を伝える

必要があるジオラマ・パノラマ展

示は、表題と解説を日本語と英語

で表記し、英語以外の言語を使う

外国人利用者が多く見込まれる場

合は、それに応じた言語の冊子な

どを別途作成する。 
展示物の表題を複数の言語で表

記しているにもかかわらず解説を

日本語のみとする場合、内容を的確に伝えることができないので、別途、英語及びその他の言語のフ

ァイルやパンフレットなどを用意する。 

 

④ 模型・レプリカ展示 
地形の模型や動物などのレプリ

カ展示は、日本語と英語で表記す

る。 
地形などの模型では、模型上の

地名、凡例及び操作方法を日本語

と英語で表記する。英語以外の言

語を使う外国人利用者が多く見込

まれる場合は、それに応じた言語

の冊子などを別途作成する。 
動物などのレプリカの名札は、日本語と英語及び学名を記載するが、なじみのある訳語がない場合

は、標本展示と同様に日本語ローマ字表記、英語による説明、学名で表記する。 
 
⑤ 観察装置展示 
観察装置として使用される顕微鏡や望遠鏡の操作の方法及び観察

対象の生物の解説などについては、日本語と英語で表記する。英語

以外の言語を使う外国人利用者が多く見込まれる場合、それに応じ

た言語の冊子などを別途作成する。動植物名等でなじみのある訳語

がない場合は、標本展示と同様に日本語ローマ字表記、英語による

説明、学名で表記する。 
 
 
 
⑥ 映像装置展示 
動画、シミュレーション、パネル展示と組み合わせた画像などの映像装置による展示は、日本語と

英語の音声や字幕等で対応する。英語以外の言語を使う外国人利用者が多く見込まれる場合は、それ

に応じた言語の音声や字幕の追加を検討する。日本語以外の言語をスムーズに利用できるように操作

パネルなどについても日本語と英語で表記する。 

表題は日本語、英語、中国語、韓国語、解説は日本語のみ。別途、
英語、中国語、韓国語のパンフレットが用意されている。 

（十和田ＶＣ） 

日本語、英語及び学名を併記 
（洞爺湖ＶＣ） 

日本語、学名表記 
（支笏湖ＶＣ） 

日本語、英語、中国語、韓国
語表記    （箱根ＶＣ） 
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音声は、スピーカーを使用する場合、複数の言語を同時に流すことができないので、一言語あたり

の放映時間を短く設定することが望ましい。音声は、専用のヘッドフォン、専用の PDA、指向性のス

ピーカー等、同時に多くの言語を流せるようになることも検討する。字幕を用いる場合は、日本語と

英語を同時に表記することができるが、一度に多くの言語の字幕を流すと煩雑になる。シミュレーシ

ョンの場合は、使用している途中で他の言語に替えることができる。このように装置によって特性が

異なるので、伝達する情報の内容や容量により媒体を選択する。 
 
表 12 映像装置における多言語対応 

 多言語対応 特  徴 
音声→スピーカー 日本語及び英語または外国人利用者に

応じた言語の選択 
シンプル 
一つの言語が独占するので、同時

に視聴する利用者が少ない場合に

有効 
音声→ヘッドフォ

ン 
英語及び外国人利用者に応じた言語 いろいろな言語を同時に流すこと

ができる 
音声→字幕 英語または外国人利用者に応じた言語

の選択 
日本語の音声と外国語の字幕を同

時に流すことができる 
映像内の文字 日本語及び英語または外国人利用者に

応じた言語の選択 
複数の言語を同時に表示すると見

にくくなる 
操作のための文字 日本語及び英語 － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑦ ハンズオン展示 
直接手で触れることができるハンズオン展示では、展示の操作

方法や、表題及び解説について、日本語と英語で表記する。英語

以外の言語を使う外国人利用者が多く見込まれる場合は、それに

応じた言語のファイルやパンフレットなどを別途作成する。 
 
 
 
  

字幕。日本語、英語、中国語、
韓国語選択（十和田ＶＣ） 

映像時間８分、日本語、英語、
韓国語、中国語をボタンで選
択（欅平ＶＣ） 

地形模型と組み合わせた映
像。日本語と英語をボタンで
選択（箱根ＶＣ） 

操作方法を日本語と英語で表
記（支笏湖ＶＣ） 
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⑧ 情報検索展示 
情報検索展示はコンピューターなどを使用して自然情報や利用情報などを検索できる装置であるが、

施設の整備時の情報に加え、管理者によって情報を作成・更新できるシステムもある。 
情報検索装置は日本語と英語で

利用できる装置とする。英語以外

の言語を使う外国人利用者が多く

見込まれる場合、それに応じた言

語を追加する。 
管理者が作成・更新する情報に

ついては、管理者の語学力によっ

ては英語表記が困難な場合もある

が、気象情報や熊の出没情報など

あらかじめ英訳された資料を準備し、必要に応じ情報提供することが望ましい。自動翻訳装置を使用

して更新を行う場合、適切な表現で翻訳されているか確認が必要である。 
⑨ 掲示板 
展示室の掲示板の表記は案内カ

ウンターの掲示板の表記に準ずる。

表題や地図上の地点名などの情報

は、あらかじめ掲示板に印刷して

おく。 
 
 
 
⑩ 新たな技術 
近年、音声ガイド、QR コード、スマートフォンを用いた多言語表記等に関する技術が実用化され

ている。音声ガイドは多言語の対応が可能であるが、数量の準備が必要となりコストがかかること、

利用者が持ち歩かなければならないこと、バッテリー容量による利用時間の制約があること、返却を

忘れてしまうなどの課題があり、返却のためのシステムの検討が必要である。QR コードは、個人の

携帯電話で情報を入手できるが、電波が届かないところでは使用することができないこと、携帯電話

を持たない子どもや携帯電話に不慣れなお年寄りには対応できないこと、外国人にはなじみが薄いこ

となどの課題がある。新たな技術の採用に当たっては、通信環境や媒体の特性等を十分考慮したうえ

で採用する。 
 
（３）室名サイン 
独立した展示室の入口に設ける室名サインの表記は、案内カウン

ターの室名サインに準ずる。 
ホール型の展示室の場合は、室名サインの設置を省略できる。 

 
（４）注意サイン 
展示物などに設ける注意サインは、日本語と英語で表記する。ピ

クトグラムだけで理解できる注意サインは文字を省略してもよい。

文字の大きさ及びピクトグラムは案内カウンターの室名サインに

日本語と英語のマップに目撃
情報を張付（上高地ＶＣ） 

日本語と英語で書かれたコー
ス案内（蔦温泉ＶＣ） 

展示に設置された注意サイン 
（十和田ＶＣ） 

日本語、英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語に対応、追加情報
は、日本語及び英語の併記または日本語のみ。内容はホームペー
ジと同等。（上高地ＶＣ） 
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準ずる。 
 

（ⅳ）レクチャールーム 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

（１）室名サイン 
レクチャールームの室名サインは日本語と英語で表記する。 
文字の大きさ及びピクトグラムは展示室の室名サインに準

ずる。 
 
（２）掲示板 
レクチャールームの入口に映像プログラムなどの内容、時間

などを日本語と英語で表記する。 
文字の大きさは展示室の室名サインに準ずる。 

 
 
 
 
 
（３）映像 
映像は、日本語と英語で利用できるようにし、英語以外の言語を使う外国人利用者が多く見込ま

れる場合は、それに応じた言語を追加する。 
映像の多言語対応には、スピーカーやヘッドフォンを使って外国語を流す方法と画像に字幕を流

す方法などがある。 
多言語対応の方法によって特徴があるので、外国人の利用状況に応じた方法を選択する。（Ⅱ－６

－３（ⅲ）展示室 ⑥映像装置展示参照） 
 

  

・室名サインは日本語と英語及びピクトグラムで表記する。 
・施設の内容を示す掲示板は日本語と英語で表記する。 
・映像は日本語と英語で利用できる装置とし、外国人の利用状況により必要な言語を追加する。 
・文字の大きさ及びピクトグラムは、「第７章 Ⅱ－２－３ （ⅲ）案内標識（誘導標識・案内図

標識・総合案内標識）・注意標識の標準表示の基本事項」の基準に従って決める。 

日本語、英語の表記 
（洞爺湖ＶＣ） 

 

日本語と英語の表記 
（箱根ＶＣ） 
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（ⅴ）休憩室・展望室・図書室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

（１）室名サイン 

休憩室・展望室・図書室等の室名サインは日本語と英語で表

記する。 

文字の大きさは展示室の室名サインに準ずる。 

 

 

 

 

（２）解説 

限られた表示面の中で情報を伝える必要がある展望室からの景観や山なみ等の解説は、表題と解

説を日本語と英語で表記することとし、英語は意訳・要約して、簡潔で解りやすい文章とする。英

語以外の言語を使用する外国人利用者が多く見込まれる場合、それに応じた言語の冊子などを別途

作成し、解説と対比できるようにする。 

 

（３）映像 

休憩室・展望室・図書室等で

は、自然情報などを放映する場

合があるが、日本語と英語で表

記する。 

自然公園を利用するための

ルールやマナー、安全を確保す

るための表示事項などの注意喚

起に関する映像で、特に伝達が

必要な情報については外国人の

利用に応じた言語を加える。内容は簡潔で短い放映時間とし、簡単に言語を切り替えられる仕組み

とする。 

 

（４）検索装置 

休憩室・展望室・図書室の検索装置は、展示室の情報検索装置に準ずる。  

・休憩室・展望室・図書室等の室名サインは日本語と英語及びピクトグラムで表記する。 
・解説サイン等は日本語と英語で表記する。英語以外の言語を使う外国人利用者が多く見込まれ

る場合は、それに応じた言語の資料を別途作成する。 
・休憩室等の映像は日本語と英語で利用できる装置とする。マナーやルールを放映する場合は、

利用者に応じた言語を追加する。 
・休憩室などに設ける検索装置は日本語と英語で利用できる装置とする。英語以外の言語を使う

外国人利用者が多く見込まれる場合は、それに応じた言語を追加する。 
・文字の大きさ及びピクトグラムは、「第７章 Ⅱ－２－４ （ⅲ）案内標識・注意標識・記名

標識（資源名標識）及び解説標識・掲示板・境界標識の標準表示の基本事項」の基準に従って

決める。 
 
 

日本語、英語の表記 
（十和田ＶＣ） 

映像の時間は３分単位。マナー（日本語、英語）、マナー（日本
語・中国語）、マナー（日本語・韓国語）の映像を、数パターン
で放映可能（沢渡ＮＰＧ） 
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（ⅵ）事務室・工作室・倉庫・その他のスペース 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（解説） 

（１）室名サイン 

事務室やトイレなどの諸室の入

口に設ける室名サインは、案内カ

ウンターの室名サインに準ずる。 
トイレのピクトグラムなどは誰

にでも理解できるので言語を表記

しなくてよい。 

（２）館内誘導サイン 

トイレや非常口などへの誘導の

ために設ける館内誘導サインは、

案内カウンターの室名サインに準

ずる。 

ピクトグラムを使用することで

一目で情報がわかるようにする。 

入口が複数あるトイレなどでは、

利用者が混乱しないように矢印の

位置に配慮する。 

（３）館内注意サイン 

自然公園を利用するためのルールやマナー、安全を確保するための表示などの館内注意サインは、

案内カウンターの室名サインに準ずる。館内注意サインのうち、特に注意が必要なトイレの使い方や

ごみの分別などについては外国人利用者に応じた言語を加える。 

立ち入り禁止など

誰にでも理解できる

ピクトグラムには、

言語を表記しなくて

よい。 

 

 

 

・室名サインは日本語と英語及びピクトグラムで表記する。ピクトグラムのみで理解できる内容

の場合は、言語を表記しなくてよい。 
・館内誘導サインは方向を示す矢印、日本語と英語及びピクトグラムで表記する。ピクトグラム

のみで理解できる内容の場合は、言語を表記しなくてよい。 
・館内注意サインは日本語と英語及びピクトグラムで表記する。特に注意が必要な情報は、外国

人利用者に応じた言語を加える。ピクトグラムのみで理解できる内容の場合は、言語を表記し

なくてよい。 
・文字の大きさ及びピクトグラムは、「第７章 Ⅱ－２－３ （ⅲ）案内標識（誘導標識・案内図

標識・総合案内標識）・注意標識の標準表示の基本事項」に従って決める。 

日本語、英語の記載（十和田ＶＣ） 

トイレ（洞爺湖ＶＣ） 

立ち入り禁止の標
識（洞爺湖ＶＣ） 

 
 

非常口（十和田ＶＣ） 

トイレの使い方 日本語、英
語、中国語、韓国語 
（洞爺湖ＶＣ） 

マナーの標識 
（支笏湖ＶＣ） 
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 Ⅱ－６－４ 運営における配慮事項 

外国人が利用するビジターセンターの運営における配慮事項を示す。 

 

（ⅰ）受付・解説員 

ビジターセンターでは解

説員と利用者とのふれあい

が最も良い情報伝達方法で

ある。そこで、周辺地域の自

然情報（開花、紅葉、図鑑な

ど）、注意・危険情報、気象

情報及び周辺施設（ＡＴＭ、

宿泊施設など）の利用情報な

どを会話や資料を用いて外

国人に伝えるため、英語及びその他の言語が話せる職員やボランティアの積極的な配置や定期的

な英語及びその他の言語の研修を推奨する。 

 

（ⅱ）パンフレット  

ビジターセンターには、展示のセルフガイド、周辺地域の自然解説、周辺施設の利用などにつ

いて、英語やその他の言語のパンフレットが作成されていることが望ましい。展示や案内の補助

媒体として配布することで、外国人に正確に多くの情報を伝えることができる。なお、展示設計

で作成する資料はパンフレットや説明用の資料として活用できるように取りまとめておくことが

望ましい。 
 

表 13 多言語表記のパンフレットの種類と例 

パンフレットの種類 記 載 例 

ビジターセンターガイド アクセス、利用案内、フロア案内など 

展示のセルフガイド 展示の順路や詳しい解説など 

周辺地域のウォーキングガイド 園路や探勝歩道の見どころの紹介など 

周辺地域の動植物図鑑 周辺地域で観察できる動植物の図鑑など 

周辺地域の利用ガイド ＡＴＭ、宿泊、食事の情報など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上高地の自然ガイドブック（2
言語、有料）（上高地ＶＣ） 
 

ビジターセンターのパンフレ
ット（4 言語）（支笏湖ＶＣ） 
 

周辺地域利用ガイド（2 言語）
（支笏湖ＶＣ） 

掲示物の英語への翻訳 
（上高地 VC） 

ビジターでの英語での対応 
（上高地 IC） 
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（ⅲ）webサイト 

外国人などの自然公園利用者に対し、ビジターセンターの情報（ビジターセンターの紹介、ア

クセス、イベントなど）、周辺地域の自然情報（開花、紅葉、図鑑など）及び周辺施設（ＡＴＭ、

宿泊施設など）の利用情報などの提供を行うため、英語やその他の言語を併記した webサイトが

作成されていることが望ましい。 

また、管理者が日常更新する情報についても、英語併記されていることが望ましい。 

 
（ⅳ）通信環境  

ビジターセンターを訪れた外国人などが自ら所有している情報端末を利用して、周辺地域の自

然や利用可能な施設などについて調べるため、Wifi 等を設けることが望ましい。 
なお、導入にあたっては、通信環境の確認やセキュリティー対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

Wifi の例（上高地 VC） 
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第５節 公衆便所（自然地域トイレ含む） 

Ⅰ 基本的考え方 
Ⅰ－１ 公衆便所の適用範囲 

 本指針は、自然公園等の公衆便所に適用する。ただし、地域の特性、その他の事情により適用

しがたい場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限

尊重する。           

（解説） 

本指針における自然公園等の公衆便所とは、自然公園等事業としての整備に係る自然公園内の公衆

便所であり、その定義は、「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15 年 5 月 28
日環自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上の留意事

項」で次のとおりとされている。 

（定義）公園利用者の用に供される便所をいう。 
 
Ⅰ－２ 公衆便所の基本的考え方 
自然公園の利用施設は、風景の保護と利用の増進を両立させるものでなければならず、公衆便所も

風景と調和したものでかつ、公衆便所の持つべき特質－清潔、安全、使いやすく、維持管理しやすい

ものでなければならない。 
 なお、公衆便所の整備箇所は、施設の利用性、維持管理の観点から一様でないので、その、立地特

性を踏まえ整備するものとする。 
以下に、整備にあたっての配慮事項を示す。 
 

Ⅰ－３ 自然環境、風景との調和 
・自然の改変を最小限にとどめる 
 －立木の伐採や地形の改変等は最小限にとどめる 
・主景観の位置への配置は避ける 
 －自然景観としての価値、魅力を損なわない 
・風景等との調和を図る意匠と材料を用いる 
－自然の材料を用いる等により周囲の風景との調和を図る 
－自然の地形と相似させ、シンプルで安定感のあるデザインとする 
－地域の公衆便所については、近傍の公衆便所との関連性を考慮し、デザインの統一を図る 

・植栽による修景緑化を図る 
－周囲の景観との調和を図るため、地域性の樹種による植栽を行う 

・適正規模、適正配置 
－自然環境の保全のため、地域の特性に配慮して立地地点、建物及び配水処理施設の規模構造を決

定する 
－自然生態系の維持に特に留意する必要がある場合には、土壌浸透処理等の高次処理を行う 

 

Ⅰ－４ 利用面の配慮 
・わかりやすい施設配置 
－駐車場、園地の入口等利用動線を考慮した施設配置とする 
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・安全性を考慮した施設配置と構造 
－性犯罪、盗難、つまずき、すべりによる事故の防止等に注意を払った施設配置、構造とする 

・清潔の維持 
－公共下水道が整備されている地区をはじめ、集団施設地区、野営場等利用頻度が高く、利用者層

または周囲の状況等からも快適性、清潔さが求められる地区においては地域特性や維持管理面を

考慮し、水洗化・簡易水洗化の方法及び汚水処理方法を検討する 
・使いやすい構造 
－ブースの大きさ、荷台の設置等使いやすいトイレの構造に工夫する 

・多目的機能の付与 
－公衆便所は、飲水の供給、化粧の場などの機能を併せ持つものであり、集団施設地区などの老若

男女多様な人間の集まる場所には、多面的な機能を持つ公衆便所を設ける 
・社会的弱者への配慮 
－老人、子供、身障者等への利用にも配慮する 

 
Ⅰ－５ 維持管理面の配慮 
・維持管理の容易な施設配置 
 －利用拠点や集落地等維持管理のしやすい位置で管理用車両が近接できる位置、水や電気の確保で

きる箇所に施設を配置する 

－休憩所（売店）等を併設し、管理者が常駐できる施設を整備する 

・維持管理経費の節減に配慮した構造、資材の採用 

－電灯の点滅や使用後の水量調節用のセンサーの設置 

・維持管理しやすい構造、資材の採用 

・故障しにくい設備、器具の採用 

 

 
Ⅱ 施設の整備 
Ⅱ－１ 建物の整備 
Ⅱ－１－１ 事前に把握しておくべきこと 
 自然公園の利用は、１年を通して偏りなく行われることはほとんどなく、１年の一定期間に利用者

が集中する場合が多い。また、その利用形態や電気、給排水等の条件にも地区に応じた固有の特徴が

あるため、他地区を参考にして作られた公衆便所が思うように利用されないこともある。 
 適正に整備されなかった公衆便所は、後々の維持管理に支障が生じ、結局使われなくなったり、使

用禁止になった例も見受けられる。 
 従って、適切な公衆便所を整備するためには整備に先立って当該地区の利用実態、自然条件、敷地

条件及び管理形態等を十分調査し、検討する必要がある。 
 主な調査項目及び内容は、表 1のとおりである。 
なお、これらの調査は項目によっては季節によるばらつきがあるため、季節を通じて年４回程度行

うのが望ましい。 
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表 1 整備に当たっての調査項目 
項     目 内         容 

１．利用者調査 
・人数 
・時間帯別 
・男女別 
・年代別 
・タイプ別（身障者、親子連れ等） 

どんな人がよく利用するのか、行動パターンを把握する。 
 
・便器の個数算定 
・利用者層やピーク時からトイレの特性を知る。 
 
・メンテナンスの方法に影響する 

２．周辺の環境 
・自然公園の整備方針 
・場所特性 
 
・周辺環境との調和 
・周辺施設とのネットワーク 

トイレをつくる自然公園の特性を知る 
 
・山岳地域、海岸地域、その他一般地域等 
・施設、活動エリア等 
 
・トイレのある公共・民間施設との関係 
・他の公衆便所との関係 
→例）地区全体の利用動線と公衆便所の配置計画 

３．利用者意識調査 
 
 

・公衆便所の利用実態、評価 
・希望する施設の内容 
・地域にも好感の持たれるものをつくる 

４．設備調査 
・給水 
・排水 
・電気 

 
・給水の有無や種類→例）上水道、井戸水、中水 
・水洗（公共下水道 or 浄化槽）、汲み取り 
・電気の有無や種類→例）電力会社供給、太陽電池 

５．敷地条件 
・道路 
・周辺の土地利用 
・面積・形状 
・法的規制 
・地耐力、水位、水質等 

 
・トイレの設置場所の選定 
・トイレへのアプローチ 

６．自然条件 
・周辺の景観・生態系 
・気象・微気象 
・地形・地質 
・水系・地下水位 

 
・凍結対策 
・火山ガス対策 

７．メンテナンス 
・体制 
・方法・回数 

建材や設備の選択に影響する 
・直営、業者委託等 
・日常清掃、定期清掃 
・ドライ式、ウェット式 
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Ⅱ－１－２ 整備内容の決定 
（ⅰ） 設置位置 

・公衆便所は、その性格から人の集まる広場、駐車場、園地の入り口、利用動線沿いの利用しやすく

わかりやすい場所又は主要動線から誘導しやすい位置とする。 

・安心して公衆便所が利用できるように、人目のあるところに設置する。 

・道路沿いに設置するときは、駐車スペースも考慮する。 

・風景を阻害しない位置とするが、いたずらに隠ぺいすることは避け利用しやすい位置とする。 

・管理用車両が接近できる位置、あるいは山岳地においては適切な維持管理が可能な地区に整備する。 

・手洗い及び清掃のための水が供給可能な位置に設置する。ただし、水が得られない山岳地にあって

は、維持管理面を考慮して設置位置を決定する。 

・快適性、清潔感を確保するため、明るい場所、湿気の少ない場所を選定する。 

・低湿地にあっては、あらかじめ盛土等で床高を確保する。また、降雨や積雪の影響のある場所では、

周辺の排水施設を完備する。 

 

（ⅱ） 便器数等の規模 

便器数は、利用実態調査を基に算定する方法がある。この場合、必要となるデータは、 

・季節別人数 

・時間帯別人数 

・男女別人数 

・男女別利用時間 

等である。これ以外にも、利用者の主体、主な利用形態等も参考とする。 

また、利用のピーク等との差がかなり大きい場合には、レンタルトイレの対応も検討する等施設規

模が過大にならないように算定する必要がある。 

なお、現在、浄化槽を設置する場合はその容量を便器数から算定しているため、浄化槽管理の適正

化の面からも便器数の決定には注意する必要がある。 

次に利用者数と便器数の算定に係る表 2を示す。この表は、（財）自然公園美化管理財団が管理す

る公衆便所の利用実態から、利用者数と必要な便器数（女子用便器数、男子用小便器数）との関係を

作表したものである。調査対象の便所は、女性用便器数と男性用便器数がほぼ同数であり、利用者の

男女比はほぼ５：５、混雑程度は男女ほぼ同様であることから女性用便器数と男性用小便器数の双方

に対して適用可能である。例えば、最盛期の週の１日平均利用者が1000人で、団体バスの利用が多い

トイレでは、女性用便器と男性用小便器を各々10、男子用大便器は若干数設置することが必要となる。 

 

表 2 トイレの利用者数と便器数の算定（試案） 
最盛期の週の１日平均利用者数 500人 1000人 1500人 2000人 2500人 

団体バスの利用が多いトイレ 8 10 12 14 14 

団体バスの利用が少ないトイレ 3 5 7 9 11 

〃 （最低便器数） 3 4 5 6 7 

 

（ⅲ） 使用スペース 

従来の公衆便所は、ブースが必要最小限の面積しか取っていないため、結果的に汚されやすく、壊

されやすく、利用されにくくなっていた。よって、利用スペースについても十分配慮していく必要が

ある。 

考慮すべき項目及び内容は表 3の通りである。また、図 1 公衆便所のスペース図 2図 3について
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も参考にされたい。 

表 3 公衆便所のスペース 
項       目 内        容 

(a)ブースの広さ 

・ブースの中に何をつけるか 

 

・快適なブースの基本的寸法 

 

 

・便器、ペーパー、サニタリーボックス、手すり、荷物台、

フック 

・洋式：１００×１５０ｃｍ 

 和式：１２０×１４０ｃｍ 

(b)ハンディキャップトイレの広さ＊ 

 

・車いすが回転できる標準の広さ 

 ２００×２００ｃｍ 

(c)通路の幅 

・通路に何人待つか 

 

・ブース手前で一列待ちできるようにする 

(d)手洗い、化粧スペース 

・手洗いと化粧スペースは分けるかどうか 

・手洗い部分に何を付けるか 

・荷物をどう置くか 

 

・混雑を避けるために分ける 

・手洗器、鏡、棚、フック、ごみ箱 

・床に置きたくない荷物 

(e)メンテナンス用のスペース 

 

 

メンテナンスに必要な用具の保管スペース 

・作業のしやすい用具入れ（施錠） 

・清掃用流しの設置－中で作業できる広さ 

＊広さが確保されない場合には、９０ｃｍ以上の外開きまたは引き戸を設け、車椅子が１台入ってドアが閉められる

少し広めの洋式トイレがあるとよい。 

 

（ⅳ） 構造 

建物の構造は、敷地の形状、大きさ、地耐力、周辺環境、利用の内容、建物の規模、デザイン、予

算等によって選択を行う。 

 なお、最盛期の利用者数に応じた施設を設置するのは建設コストが高まるだけでなく、浄化槽等の

適切な維持管理に支障を来すこともあるので、利用者の多い時期には、仮設型の公衆便所を併用する

ことが望ましい。 
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図 1 公衆便所のスペース 
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図 2 公衆便所の配置例 
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図 3 多機能トイレの例（標準的なプラン） 
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（ⅴ） 内外装 

外装は、次のような点に留意し、外観、屋根、素材、色彩を決定する。 

・自然公園の特殊性を考慮し、周辺環境になじむものであること。 

・清潔で明るく、さわやかな感じを持たせるもの。 

・耐久性、耐候性のあるもの。（特に火山地帯、海岸等） 

内装の留意点は、次の通りである。 

・清潔で明るく、さわやかな感じを持たせるもの。 

・デザイン、素材、色彩等に配慮がなされているもの。 

・好感の持てる状態を保つため、メンテナンスの容易な材料、形状のものを使用すること。 

・ベビーベッドについては、利用頻度を十分に考慮して整備する。 

・利用者の安全や通路との関係を考慮すると扉は内開きで常開型が望ましいが、ブース内の清掃を

考慮すると外開きが好ましい。 

・和式便所の設置にあたっては、清掃時のことを考慮し、便器の縁と床とが同レベルとなるよう留

意する。 

 

これらの留意項目と内容は表 4のとおりである。 

 

表 4 設計に当たっての留意事項 

ｱ．メンテナンスへの配慮 

項     目 内     容 

(a)メンテナンスと建材 

・タイル 

・石 

・長尺シート 

・金属 

・ビニールクロス 

・木 

・メラミン化粧板 

・ガラス、鏡 

ポイント－吸水性少、耐薬品性、耐摩耗性 

・大きさー目地ににおいがしみつくので、目地を小さくするように

なるべく大きいものを選ぶ 

・水洗いのできる床材を選ぶ 

・水が溜まらないよう、床には十分な排水勾配をとる 

 

 

 

 

(b)メンテナンスとデザイン 

・清掃がしやすいか 

 

 

・清掃用具の収納場所はあるか 

・トイレットペーパーの補給量が十分

とれるか 

・ごみ箱やサニタリーボックスの工夫 

 

・清掃用流しを付ける 

・幅木と床との取り合い部に丸みを付ける 

・床に設置されるものの凹凸を少なくする 

 

・補給のしやすい形 

 

・容量が多く、入り口が大きく、中の見えない容器 

(c)メンテナンスと便器 

・故障の少ないもの 

・修理しやすいもの 

・清掃しやすい形 

・フラッシュバルブの位置や種類 

 

・つまり、いたずらを防ぐ工夫 

 

 

 

 

・床の清掃のしやすさや足で操作しないように壁付きで取り付け高

さを高くする 

 

(d)セルフメンテの考え方 

・汚したら自分できれいにしてもらう 

 

・ブース内にセルフブラシ（棒たわし）の設置を検討する 
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ｲ．明るさの確保 

項     目 内     容 

（a）自然採光の取り方 

・トップライト 

・窓 

・中庭 

防犯性とプライバシーを考慮したうえで検討 

・もっとも効果があるので積極的に検討 

（b）人工照明 

・全体照明と部分照明 

・動きに合わせた照明計画 

・虫除け方法 等 

 

・ブース内を明るくする 

 

 

ｳ．臭気対策 

項     目 内     容 

換 気 の

取り方 

 

 

 

(a)換気と排気を考える 

・自然換気で対応できるか 

・がらりの位置はどうか 

・換気量 

 

 

・二方向の通風がとれているか 

・換気は臭い発生源に近い位置が好ましい 

 

(b)脱臭対策 

・臭いをとる最終対策 

 

 

・薬液による脱臭 

・バイオ（酵素及び微生物）による脱臭等の検討 

 

ｴ．暖房 

寒冷地、山岳地域の水洗トイレの場合には、凍結防止上、暖房についても考慮することが望ましい。 

 

ｵ．安全対策 

項     目 内     容 

(a)怖くないトイレとは 

・明るいか 

・人の目（監視）があるか 

・死角がないか 

・男女別トイレで間仕切りは天井まで 

・隠れる場所のないように凹凸の少ないプラン 

・ブース内が見えるように内開き扉が望ましい 

（清掃時には外開きになる扉が望ましい） 

・隣のブースからの侵入防止対策 

(b)非常ベルでの対応 

・表示、連絡方法はどうか 

・他の施設に直結 

・通行人に知らせ連絡を頼む 

(c)滑りにくい床  

(d)段差のない床 ・小便器のステップ以外は段差をなくす 

(e)手すり 等  
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（ⅵ） 各種設備類 

トイレの内容として、何を付帯させるか（例えば、身障者用トイレ、化粧コーナーや着替えコーナ

ー等）は、事前調査で把握したトイレを

設置する場所特性によって検討する必要

がある。 

拠点施設と活動エリアでは、それぞれ

の利用特性、行動パターンに見合った内

容が必要である。 

活動エリアでは、利用者のタイプが限

られたり、車が入らなかったりするとこ

ろもあると思われるので、それに見合っ

た内容を検討する。 

内容として検討する項目を以下に挙

げる。 

 

 
 
 

表 5 検討する項目と内容 
項       目 内       容 

タイプ ・男女別を基本とする 

・みんなのトイレ（身障者用を含めた多様型トイレ） 

利用に応じた対応 ・洋式 

・身障者用トイレ 

・女子用に小児用小便器の設置 

・小児用便器の設置（高さの配慮） 

・ベビーベッド、ベビーキープの設置 

・便器に手すりの設置 

付随ニーズ ・化粧コーナー 

・着替えスペース 

・水のみ 

・足洗い 

・シャワー 

基本整備 （ブース）・トイレットペーパー 

・サニタリーボックス 

・荷物台 

・フック 

・手すり 

（手洗い）・鏡 

・荷物台、カウンター 

・子供用の低い手洗いの設置 

・ごみ箱 

複合化 ・電話 

・休憩コーナー（ベンチ等の設置） 

・情報伝達コーナー 

・駐車場 

付加価値 ・トイレ用品の供給（ティッシュや生理用品等の自動販売機） 
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（ⅶ） トイレサイン 

トイレへ誘導あるいは案内する標識類は、他の施設に用いられている標識類とデザインや色彩が統

一されていることが望ましい。 

 その他、トイレのサインについて留意することは表 6のとおりである。 

 
表 6 トイレサインの留意事項 

項   目 内        容 

・トイレネットワークの表示 

・誘導サイン 

・トイレ本体サイン 

 

 

 

・男女別サイン 

・トイレの種類の表示 

 

・機器の使い方表示 

・入口説明 

 

・管理者、清掃者の連絡表示 

・案内板等に周辺トイレの表示 

・分かりやすく設置する 

・地域の統一サインを付ける 

例）地域のシンボルマークを組み込む 

  →例えば、このマークを標準的な快適さが保たれているという印にする 

・国際化を考えるならば、国際共通の男女ピクトグラムがよい 

・洋式、和式の別 

・みんなが使えるハンディキャップトイレマーク 

・使用方法のわかりにくい機器の使い方表示 

・禁煙、ゴミ処理方法、トイレットペーパーの有無、維持管理面の協力依頼等を

表示 

・いち早く汚れなどを通報できるように名前や連絡先を表示する 

 
Ⅱ－１－３ 建物の周辺環境の整備 

自然公園における特殊性として、トイレ外構整備には次のような点に注意しなければならない。 

・樹木や草本類の植栽に当たっては、その地域の自然植生にあるものを基本とし、外来種や園芸品種

は極力避ける。 

・安全性を確保するため隠蔽植栽等は避ける。 

・身体障害者用のトイレを整備する場合は、駐車場からそのトイレに至る経路が車椅子で通行しやす

く、かつ分かりやすい状況になっている必要がある。 

 

Ⅱ－２ 排水施設 
Ⅱ－２－１ 排水施設の概要 

 し尿処理方式は、大きく次のとおり分類される。 

表 7 し尿処理方式によるトイレの分類と特徴 
種  類 し尿処理方式 特徴 

汲取式

トイレ 

汲み取り式 便槽に貯え汲み取り、運搬して終末処理を行う。 快適性の確保が難しい 

改良 

汲取式 

トイレ 

簡易水洗式 少量の水や発泡洗浄剤で洗浄し、便槽に貯え汲み取り処

理する。 

汲み取り式からの改善に

向く。 

特殊洗浄水 

循環式 

特殊洗浄液でし尿を分離し、貯留槽に貯え汲み取る。洗

浄液は再生処理して循環使用する。 

使用感は水洗と同等。機

械室等が必要となる。 

水洗 

トイレ 

浄化槽式※ 大小便を浄化槽で処理し、排水路等に放流したり、土壌

処理する。 

浄化槽の設置が必要とな

る。 

下水道式 終末処理場のある下水道に直接放流する。 

 

下水道があれば改善は容

易。 

特殊 

トイレ 

化学処理式 化学薬品で処理する。 

 

公衆便所にはあまり適さ

ない。 

加熱式 焼却または加熱処理する。 

 

たい肥式 微生物の働きで分解処理する。 

 

※大規模なものには、処理水を中水として再利用するものもある。 
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（ⅰ）水、電気の有無とし尿処処理方式  

ｱ.水、電気が使用できる場合 

 公共下水道の敷設地域以外で、公衆便所のし尿を衛生的に処理するには浄化槽によれなければなら

ない。一般に浄化槽は水と電気を使用することが不可欠な条件になっている。 

 水は、トイレの使用後、便器の洗浄とし尿を運搬するために用いるが、水を使うことにより配管へ

のスケールの付着防止、防臭、し尿希釈等に効果があり、電気は、処理水を排出するためのポンプや

送風機の動力源に用いる。 

 
表 8 水、電気の有無により設置可能な浄化槽方式 

 電   気 処理水排出方式 

使用可 使用不可 

水使用可 無動力方式 

動力使用方式 

無動力方式 自然放流 

土壌浸透 

節水方式 

処理水循環方式 

（特殊構造） 

節水方式 

水使用不可 処理水循環方式 

（特殊構造） 

－ 無法流 

 

水と電気の両方が使用でき、処理水を排水する場所がある場合には、建築基準法により構造基準に

定められている方式による。 

 これらの方式を自然公園内のトイレに使用する場合には、使用条件や季節変動を考慮し、送風機を

タイマーでＯＮ－ＯＦＦして空気量を調整できるようにすることが必要である。 

 

ｲ.電気がない場合 

この場合も水洗トイレを用いることができるが、浄化槽は動力を必要としない処理方式を採用しな

ければならない。 

 自然公園内で商業電力が得られない場合には、後述するように風力発電や太陽電池、およびこれら

の併用による発電方法を検討してみる必要がある。 

 

ｳ.水が得られない場合 

 水道水が得られない場合には、一般に汲み取りトイレが設置されている。しかし、貯水槽を設けて

雨水、河川水、地下水、温泉水等その地域で得られる水を貯留し、水洗トイレの洗浄に使用すること

ができるかどうか検討してみる必要がある。まや、全く水が得られない地域、あるいは処理水を排出

できない地域では、後述する処理水循環型の浄化槽の活用が考えられる。 

 

（ⅱ）浄化槽の計画及び設計 

浄化槽の計画・設計に当たっては、浄化槽に関する法規・条例等について事前に十分調査検討を行

い、適切な運用を図る。 

ｱ.処理対象人員及び流量 

（ｱ）処理対象人員 

 処理対象人員は、定員や利用する人数とは無関係にその建築物から排出する汚水が、一人一日分の

屎尿量あるいは汚濁物質量に換算して何人分に相当するかという数値である。この算定は「建築物の

用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JAS A3302-2000）」の、建築用途別処理対象人員
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算定基準表を用いて行うこととされる。 

 公衆便所に関係がある建築用とのキャンプ場、駐車場、公衆便所の処理対象人員の算定は表 9で行

う。 

 

表 9 建築用途別処理対象人員算定基準表 

－「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」より抜粋 

類似 

用途別 

番号 

建築用途 処理対象人員 

算定式 算定単位 

６ 娯

楽

施

設 

ル  

キャンプ場 

 

 

ｎ＝0.56P 

 

ｎ：人員（人） 

ｐ：収容人員（人） 

７ 駐

車

場 

ロ  

駐車場 

 

 

 

ｎ＝（20c＋120u）＊ｔ/8 

 

ｎ：人員（人） 

ｃ：大便器数（個） 

ｕ（３）：小便器数（個） 

ｔ：一日平均使用時間 

ｔ＝0.4～2.0 

11 そ

の

他 

ハ  

公衆便所 

 

 

ｎ＝16ｃ 

ｎ：人員（人） 

ｃ（１）：総便器数（個） 

（注）(1)大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数 

(3)女子専用便器にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。 

 

なお、駐車場の式中、20Ｃ＋120Ｕは、大便器及び小便器が 1 時間に使われる最大の使用回数を表

したものでこれを8で割っているのは、人は一日に8回トイレを使うものと考え、逆に8回トイレが

使用されれば処理対象人員としては一人になるという換算のためである。 

そして、使用時間係数ｔは、完全に連続使用した状態が一日のうち何時間になるかという時間であ

って、通常の使用状態で何時間使用するという意味ではない。 

処理対象人員算定基準表によって計算された小数点以下の数字は全て切り上げて処理対象人員と

する。 

 

（ｲ）流量 

・合併処理浄化槽 

合併処理浄化槽は、水洗トイレの汚水だけでなく、炊事排水や洗面排水その他の雑用排水等を合併

して処理する装置であり、個々の装置について水量が異なるため、適切に量の把捉をする必要がある。 

 

ｲ.流入・放流水質 

（ｱ）流入水質 

・単独処理浄化槽 

流入汚水のＢＯＤ濃度は、排泄し尿の濃度（13,000ｍｇ／L）を洗浄水による希釈倍率（50 倍）で

除した260ｍｇ／Lを標準値としている。 

・合併処理浄化槽 

前述したように合併処理浄化槽は、水洗トイレ汚水と生活維排水等を合併して処理する装置である

ため、個々の調査により流入水質を把握することが望ましい。参考のために、生活汚水の標準的な水

質・水量を表 10に示す。 
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表 10 住宅汚水の標準的な水質・水量 

排出源 汚水量 

［g／人・日］ 

ＢＯＤ 

負荷量 

［g／人・日］ 

濃度 

［mg／L］ 

便 水 便  所 50 13 260 

雑排水 

 

 

 

台  所 

洗  濯 

風  呂 

洗  面 

掃除雑用 

30 

40 

50 

20 

10 

18 

 

 9 

600 

 

75 

計  200 40 200 

（浄化槽の維持管理：（財）日本環境整備教育センターより） 

（ｲ）放流水質 

放流水質は浄化槽が設置される区域と処理対象人員の違いにより、建築基準法、水質汚濁防止法、

各条例により基準が定められているので注意が必要である。 

浄化槽の放流水質の処理機能は、建築基準法施行令第32条により、表 11のように規定されており、

公衆トイレを設置する場合、その地域における特定行政庁の指導や取り扱いを事前に調べておく必要

がある。 

 
表 11 建築基準法施行令第３２条（設置区域、処理対象人員、性能） 
屎尿浄化槽を設ける区域 処理対象人員 

（単位：人） 

性  能 

ＢＯＤ除去率 

（単位：％） 

放流水のＢＯＤ 

（単位：mg／Ｌ） 

特定行政庁が衛生上特に支障がある

と認めて規則で指定する区域 

50以下 65以上 90以上 

51以上 

500以下 

70以上 60以下 

501以上 85以上 30以下 

特定行政庁が衛生上特に支障がない

と認めて規則で指定する区域 

－ 55以上 120以下 

 

その他の区域 

500以下 65以上 90以下 

501以上 

2,000以下 

70以上 60以下 

2,001以上 85以上 30以下 

 ＣＯＤ、ＳＳ、Ｎ－hx、ｐＨ、大腸菌群数についての排

水基準を満足 

 

ｳ.処理方式 

処理方式については、浄化槽の構造方法（昭和 55 年建設省告示第 1292 号、最終改正平成 18 年 1

月）に定められ、構造が示されているが、個々の場合について、関係諸条件を十分に調査研究し、そ

の条件を満足する性能をもつ処理方式の浄化槽を選定する。特に自然公園等においては、自然環境の

保全を重視して選定するほか、次の基本要件も検討することが重要である。 

①利用者数の大きな変動に耐え得るもの。 

②維持管理（保守点検及び清掃）の容易なもの。 

③建設費、維持管理費が低廉であること。 

④できるだけ動力を要しないこと。 

⑤処理方法は、できるだけ単純であること。 

なお、表 12のように設置区域及び処理対象人顔によって、単独処理かあるいは合併処理に決めら

れるが、公衆便所の場合、処理対象人員が多く算定されても原則として単独処理で計画する。このほ

か特殊な場合として湖沼、湿原等閉鎖性水域が放流先の場合は、合併処理とし、必要に応じ高度処理

（三次処理）も検討する。また、排水を放流することが困難である地区においては排水を地中に浸透

処理する地下浸透法または汲み取り式トイレ（便槽）を採用する。地下浸透法の場合には、高度処理
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水を地下浸透させることとし、浸透の範囲を調査し、二次公害の発生防止に万全を期す。 

 
表 12 浄化槽の構造方法の概要（平成18年 1月） 
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ｴ.浄化槽の位置 

浄化槽の位置の決定に当たっては、放流先の位置、水位及び放流先と処理施設設置場所との高低差

を検討するとともに、騒音、臭気等の対策も必要である。 

①流入管の底が深くならない位置を検討する。 

②上水道源、地下水源に影響のない地点を選ぶ。 

③洪水のおそれのある低地をさける。 

④自然流下で放流可能な地点を選ぶ。 

⑤風景に支障のない地点を選ぶ。 

 

ｵ.維持管理 

浄化槽のもつ機能及び性能を十分に発揮させ、浄化槽を設置した目的を完全に果たさせるため、

「浄化槽法」（昭和58年法律第43号）、及び各自治体の関係条例の規定並びにそれぞれの浄化槽の維

持管理仕様に定められた保守点検及び清掃作業を正しく実施する。 

なお、公衆便所の特殊性として異物が流されるおそれがあるので、浄化槽の流入部には必ずスクリ

ーンを設け、適宜清掃を行う必要がある。 

 

（ⅲ）浄化槽処理の課題 

ｱ．水量、水質が著しく変動する易合の対応 

浄化槽は、汚水の流入量や水質が著しく変動すると、良い処理水質が得られない。公衆便所は設置

する場所や使用条件によって著しく変勤しやすく、特に観光地やリゾート地のように、季節によって

利用が著しく変動するような場合は、一般には槽の容量を少し大きく設計して余裕をとる方法がとら

れる。 

また、処理方法の中で比較的汚水の変動に強いのは、生物反応槽の中にプラスチック製の接触材を

充填し、その上に生成する微生物膜で処理する接触ばっ気による方法が適する。 

そのほか、生物反応槽の前に流量調整装置を設けて定量化するのが望ましい。 

 

ｲ．寒冷地等の低温対応 

浄化槽は微生物によって処理しているので、水温が低いと処理効率が低下する。一般に10℃以下に

なると生物反応が極端に悪くなる。寒冷地に設置する場合の対策として考えられるのは、装置の保温、

施工方法の改善、微生物量の制御、温泉排水の使用等である。 

装置の保温については、経費的に加温設備をつけることは難しいので、槽の周りに保温材をつける

か少し深く施工する方法がとられる。また、生物に有害な物質を含まない温泉排水であれば、トイレ

の洗浄水に使用することができる。 

 

ｳ．その他の課題 

以上述べたほかに自然公園内で浄化槽を設ける際に問題となるのは、十分な維持管理が期待できな

い場合や、汚物・汚泥の排出や処分が制約される場合にどのように対応するかという点である。 

保守点検の頻度は浄化槽法に基づいて厚生省令で年間に必要な回数が定められており、専門の浄化

槽管理士に委託して定期的に補修、点検を行うこととなっている。しかし、特殊な地域にあって業者

による十分な管理が望めない場合には、保守点検回数が少なくて良い方式を選定する必要がある。 

また、設置場所の関係で、浄化槽から発生する余剰汚泥の排出や処分が制約される場合には、発生

量が少ない嫌気性処理を主体に考え、槽の容量を少し大きめに取るなどの配慮をする。 
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Ⅱ－２－２ 臭気対策  

”明るい”ことと、”臭わない’ことが、トイレの快適さの二大条件であると思われる。明るくする工

夫は、設計上で解決できるが、具わなくするにはいろいろと工夫が必要である。特に汲み取り式の多

い自然公園のトイレでは切実な問題である。 

臭いをなくすためには、 

ａ．まず、出さない工夫をする  ・・・清掃 

ｂ．次に、どうやって臭いをとるか・・・換気 

ｃ．最後に、          ・・・脱臭 

 

Ⅱ－３ トイレ機器と空間づくり 
（ⅰ） 寒冷地用器具 

寒冷地用器具としては便器、ロータンク、不凍結フラッシュバルブ、寒冷地形水洗金具等がある。 

凍結防止のためにはロータンク等の給水装置と便器に分けて考える。給水装置の凍結防止方法には

水を流しっぱなしにする流動方式と専用の水抜栓を設ける水抜方式があり、便器の場合には室内暖房、

ヒーター加熱方式、水抜方式、流動方式の4つがある。節水と快適さの面では室内暖房が優れている

が、ランニングコストを考慮した場合にはヒーター加熱方式の方が有利である。便器と給水装置の組

会せで考えると次のようになる。 

ｱ．室内畷房・水抜併用方式－室内畷房の他タンク内の水を排出した後、給水管内の水を水抜栓で抜

く方法。 

 

ｲ．ヒーター・水抜併用方式－便器に潜っている水はヒーターで局部加熟し（ヒーター付便器）、タン

ク及び給水管内の水は水抜栓で抜く方式。 

 

ｳ．水抜方式－器具及び配管中の水を抜くようにしたもの。トラップは便器にはなく、不凍帯に設け

る。落下物の回収が困難である。 

 

ｴ．室内暖房・流動併用方式－室内暖房の他タンクに至るまで給水管内の水を常に少量ずつ流す方式。 

 

ｵ．流動方式－給水管内及び器具内へ常に一定量の水を流す方式。 

室内暖房併用方式の場合、トイレ温度－10～－15℃まで使用可能である。 

また、不凍結フラッシュバルブとの組合せの場合は室内暖房・流動併用方式と流動方式がある。 

なお、公衆トイレでは電動で給水管内の水抜きをする装置を使用することが適当であろう。 

小便器の凍結防止方法としては大便器と同様にヒーター・水抜併用方式（ヒーター付小便器）、室

内暖房・水抜併用方式、水抜方式、流動方式、室内暖房・流動併用方式等がある。一般に寒さの厳し

い地方では、水抜きタイプの寒冷地用小便器が採用され、同じ寒冷地でも比較的暖かい地方やトイレ

に暖房が入る場合はー般向けの小便器を利用し、給水管の凍結を防ぐため不凍結フラッシュバルブを

組み合わせて流動させるケースが多いようである。 

単水栓には水を止めるこま部分を固定こま（ビス止め）式とした寒冷地形や節水型もある。 
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Ⅱ－３－１ 汲み取り式 

ｱ．非水洗便器 

汲み取り式トイレにおいて使用可能なもののうち、最も簡単な機能のものであり、従来自然公園内

で主に使用されている形式である。 

 

ｲ．簡易水洗便器 

公共下水適のない地域や浄化槽の設置できない地域において、非水洗便器で問題となる悪臭や便槽

内が直接見える不快感などを解消できる。便器はフラッパー方式で、使用していない時にはフラッパ

ー弁が閉じていて潜水があるため、臭気を密封している。一回あたりの使用水畳はメーカーによって

様々であるが、300ｃｃ前後である。 

ただし、海水面が小さいことによる、汚物の便器への付着や、フラッパー弁が開いたときの臭気の

侵入等は防げないため、浄化槽の設置できる地域であれば、水洗便器を用いた方が良い。 

 

ｳ．圧送排水システム 

重力式排水システムがかかえる排水管の大口径と管勾配の必要性という問題を、動力排水ポンプを

用いることで解決し、排水管の小口径化と勾配なし（逆勾配でも・可能）配管を図るシステムである。 

長距離に亘る汚物の搬送が可能になれば、バキェームカーの入れない地域のトイレでの活用も期待さ

れる。 
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参考資料 



 公衆便所21

 

なお、実証済技術の一覧は、環境省ホームページの環境技術実証事業ウェブサイト内の「実証結果

一覧」(http://www.env.go.jp/policy/etv/list_20.html)よりダウンロードが可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.env.go.jp/policy/etv/list_20.html
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○技術選定の検討フロー（「自然地域トイレし尿処理技術ガイドブックH24.2 環境省」抜粋、編集） 

自然地域トイレし尿処理技術の技術選定の検討―フローは図１の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 技術選定の検討フロー 

 

【検討手順】 

□1 .整備条件の整理 

最初に計画地における整備条件の整理をする。（表１ 整備条件項目） 

 

□2 ．おおまかなタイプ選定 

大まかな導入タイプを洗選択する。（図２ 自然地域し尿処理技術の対象範囲と選定フロー） 

 

□3 ．適合性の確認 

選定したタイプについて適合性を確認する。 

 

□4 ．技術の比較検討 

個別の技術情報を収集し、技術の比較検討を行う。（事例確認、整備運用方針の作成） 
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表１ 整備条件項目 

大項目 内容 小項目 

①自然条件 技術を導入す

る場所の自然

環境条件を確

認 

■気象   ：気温（最高・最低）、湿度、降雨量、積雪（量・時

期）、日照、風況（風向、風力） 

■立地   ：標高、設置可能面積 

■地形・地質：平地・傾斜地、地質（岩礫、土壌、湿原、砂地） 

■設置形状 ：地上、埋設、建物内外、配置、工期 

■設置環境 ：森林帯、 

②インフラ

条件 

技術を運用す

るために必要

なインフラ条

件を確認 

■運搬方法 ：一般車道、管理用車両、ヘリコプター、ブルドーザ

ー、人力 

■エネルギー確保方法：商用電力、自家発電、太陽光、風力、小水

力 

■水確保方法：上水道、沢水、湧水、雨水、雪解け水 

■処理水放流先の有無 

③利用条件 利用予測を立

て、必要なトイ

レの規模を確

認 

■利用者数 ：平常時、ピーク時、年間、月別、日別、時間別 

■利用期間 ：通年、冬季閉鎖 

■利用者層 ：観光、登山、レクリエーション、小屋宿泊者 

■設置場所 ：山小屋、野営場、公共トイレ 

■必要穴数 ：男、女、バリアフリーなど 

④管理条件 管理に当てら

れる人員やメ

ンテナンス体

制を確認 

■管理者・人数等：常駐、季節・曜日、緊急対応 

■使用料  ：チップ制、有料制、徴収対策 

■利用制限 ：可、不可 

■発生物  ：廃棄物（汚泥、灰、排水）、ペーパー分別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 自然地域し尿処理技術の対象範囲と選定フロー 
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Ⅱ－４ 公衆便所におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）誰もが利用できる便所を主要な場所に配置 

駐車場など行動起点となる主要な場所には、すべての人の円滑な利用に適した構造の便房（多

機能便房）を有する便所を認識しやすい位置に設置する。小規模な駐車場など利用者数が少ない

と想定される場合は、多機能便房が独立した便所（多機能便所）を設置する。 

ただし、地形的要因等で多機能便房を有する便所の設置が困難な場合には、軽度の障害者なら

ば車いすで出入りや利用ができる広い便房（簡易型多機能便房）を設置することで代替し、多機

能便房が設置されている場所を示しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、花見や紅葉の名所、学校等の団体利用のある地区等では、利用が集中し、特に女子用便

所では長い待ち列ができ、待ち時間も 30 分以上に及ぶ場合もあり、快適な公園利用のためには、

性別による所要時間の違い等にも配慮した適切な規模の便所とすることが必要である。 

 

図 4 多機能便房を有する便所の例 

多機能便房 

『移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令』（平成

18 年国土交通省令第 115 号）第八条第２項に適合する「高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有する便房」をいう。 
なお、「多機能」とは、車いす使用者が円滑に利用できる機能の他、オストメイト対応

や乳幼児連れ対応機能、高齢者、障害者等が利用する機能を付加することをいう。 

便所は公園利用者の生活のために必要な施設であると同時に、自然保護の観点からも野外での

排泄を抑止する意味で重要であることから、駐車場等の行動起点において、誰もが利用できる多

機能便房を設けた便所を認識しやすい位置に設置する。また、基本的に 24 時間開放の施設にあ

っては、常に清潔を保つために十分な管理が必要となる。 

なお、使いやすさや安全性を確保するため、施工時には、各種ボタンや紙巻器の位置などにつ

いてきめ細かい配慮が必要である。 

（１）誰もが利用できる便所を主要な場所に配置 

（２）便所全般における配慮事項 

（３）多機能便房を設置する便所及び多機能便房の基準 

（４）安全の確保と十分な管理 
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（Ｂ）便所全般における配慮事項 

多機能便房を設置しない便所においても、多様な人の利用に可能な限り配慮したものとするた

め、『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン』における「便所全般の基準」を参考に、以下の

ように整備する。 

・便所内の床面は濡れても滑りにくい仕上げとし、出入口から内部まで床面は全て段差がな

く平坦とする。 

・男子用小便器を設ける場合は、高齢者、障害者、子ども等にも使いやすいように、１以上

の床置式小便器または低リップ壁掛式小便器（リップの高さが35 ㎝以下のものをいう。）

を設置する。 

・上記を満たした男子用小便器の１以上には、

高齢者、障害者等の利用に配慮した手すり

を設置する。 

・手すりを設置した男子用小便器は、出入口に

近い位置に設置することが望ましい。 

 

 

 

 

また、スペースに余裕がある場合は、軽度の障害者ならば車いすで出入りや利用ができる広い

便房（簡易型多機能便房）を男女別の一般便所内に設けることが望まれる。 

さらに、腰掛式（洋式）便座の設置、杖や視覚障害者の白杖を置いておくためのフックの設置、

乳児連れの人の利用を考慮したおむつ交換シートの設置、その他備品類の操作性や設置位置等に

も十分な配慮も求められる。 

こうした配慮は、自然公園の場合、ザック等の置き場や着替えスペースとしても利用しやすく

効果的である。ただし、使用後には車いす使用者等の利用に支障がないように元に戻しておくこ

とを周知させる必要がある。 

（Ｃ）多機能便房を設置する便所及び多機能便房の基準 

①多機能便房を設置する便所 

主要な便所には、異性介助を考慮して、男女共

用の多機能便房を１以上設置する。 

なお、多機能便房を複数設ける場合には、男女

別に設置するのではなく、右麻痺、左麻痺に対応

するため、便器へのアプローチ方向が左右からと

なるように設置することが望ましい。 

 

 

 

 

多機能便房を設置する便所は、以下のように整備する。 

・車いす使用者等が円滑に便房まで移動できるよう、便所の出入口は有効幅員 80cm 以上と

し、段差を設けない。 

左右からアプローチできるよう多機能

便房を並べて設置している  新宿御苑 

図 5 低リップ壁掛式小便器  床置式小便器 
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・便所の出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者が通過できるように、有効幅は80㎝以上

とし、引き戸など車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とする。 

・便所の出入口付近には、障害者、オストメイト、高齢者、妊産婦、乳幼児を連れた者等の

使用に配慮した便所である旨をわかりやすく表示する。 

・便所内の多機能便房の手前には、車いすの転回に必要な 150cm×150cm 以上の広さを確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②多機能便房の主な仕様 

多機能便房は、以下のように整備する。 

・多機能便房の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 

・便房の出入口の有効幅は、車いす使用者が通過できるように80 ㎝以上とする。 

・戸は、車いす使用者が通過できるように有効幅 80 ㎝以上とし、引き戸など、車いす使用

者が容易に開閉して通過できる構造とする。 

・多機能便房の広さは、車いす使用者が設備や備品を使用できる等、円滑な利用に適したス

ペースを確保するため、内法200 ㎝×200 ㎝以上とすることが望ましい。 

・便器は、車いす使用者や足腰が弱く立ったり座ったりの動作が困難な高齢者、障害者等が

円滑に利用できるよう、車いすと同じ座の高さ（標準 45cm）の腰掛式（洋式）便座とし、

手すりを設置する。 

・洗面器は、車いすでの使用に配慮し、洗面器の下に床上 60cm 以上の高さを確保し、洗面

器上面の標準的高さを 80cm 以下とする。よりかかる場合を考慮し、十分な取付強度を持

たせる。 

・蛇口は、上肢不自由者のためにもセンサー式、レバー式などとする。 

・水洗器具は、高齢者、障害者、オストメイト等の円滑な利用に適した構造を有するものを

設置する。 

・便器洗浄器具のスイッチは、押しボタン式等の操作が容易なものを分かりやすい位置に設

ける。 

図 6 多機能便房の配置例 

スペースに余裕のある場合は、広い便房（簡易型多機能便房）を設ける 
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・紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出しボタンの配置については、視覚障害者や上肢体の不自由

な人等の使用に配慮し、下表（JIS S 0026）にあわせたものとする。また、視覚障害者に

便器洗浄ボタンと呼び出しボタンの区別がはっきりするように、呼び出しボタンには大き

く「非常呼び出し」の文字表示（弱視用）と点字表示を付ける。 

 

表 13 紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出しボタンの配置 

器具の種類 
便座上面端部（基点）

からの水平距離 

便座上面端部（基点）

からの垂直距離 
２つの器具間距離 

紙巻器 
便器後方へ 

0～約100mm 

便器上方へ 

約150～400mm 
－ 

便器洗浄ボタン 
便器上方へ 

約400～550mm 

約 100～200mm 

（紙巻器との垂直距離） 

呼出しボタン 
便器後方へ 

約100～200mm 

約 200～300mm 

（便器洗浄ボタンとの水平距離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7 多機能便房の例 
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③わかりやすい案内表示 

多機能便房を設置した便所の出入口付近には、障害者、オストメイト、高齢者、妊産婦、乳

幼児を連れた者等の使用に配慮した便所である旨を、高齢者や弱視者にもわかりやすい大きめ

のピクトグラムと文字表記（日本語、英語）によって表 

示する。 

また、主要な出入口には、視覚障害者の利用を考慮して、音声ガ

イダンス装置や触知図と点字による説明（例：「本施設のトイレは、

向かって左が男性、右が女性です。入口横に内部配置図があります」

等）を行うことが望ましい。 

さらに、障害者の利用に配慮した多機能便房は、誰でも利用して

よいが障害者の利用が“優先”であることを示しておくことが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●安全の確保と十分な管理 

・便房内での緊急事態への対応 

便房内での緊急事態に備え、原則として管理室等や外部に通じる緊急通報装置を設置する。

通報のための呼出しボタンは、誰にも利用方法がわかる形状、大きさ、色彩のものを、車いす

使用者等が届く位置に設置する。なお、呼出しボタンは利用者が転倒した姿勢で容易に操作で

きる位置にも設置することが望ましい。 

また、非常時に対応できるよう、戸は外からでも開錠できる構造とする。 

・安全、快適な利用のための維持管理 

誰もが使える便所を整備しても、汚れていては誰も使わない便所となってしまうため、便所

は常に清潔に保つことが必要である。便所を清潔に保つためには、利用者のマナーに期待する

面はあるが、日常の清掃など維持管理の充実をることが必要である。 

また、未使用時は消灯し、利用者に反応するセンサーで点灯する照明設備を備えるなどによ

って、夜間等の安全、快適な利用とCO2削減に資することが望ましい。 

 

ピクトグラムと文字を併用した位置案内サインとともに、入口に点字等に
よるレイアウト案内板を設置している  羽田空港ターミナル 

 

図 8 ピクトグラムと文字表記を併記した表示例  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 施設別技術指針 

第６章 駐車場 
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第６章 駐車場 

Ⅰ 設計の考え方 
Ⅰ－１ 駐車場の適用範囲 
 

 本指針は、自然公園等の駐車場に適用する。ただし、地域の特性、その他の事情により適用し

がたい場合は、この指針によらないことができる。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊

重する。           

（解説） 

本指針における自然公園等の駐車場とは、自然公園等事業としての整備に係る自然公園内の駐車場

であり、その定義は、「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15 年 5 月 28 日

環自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項」

で次のとおりとされている。 

（定義）公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を一時的に駐車させるために設けられる

一定の土地の広がりを有する施設をいう。 

 また、「国立公園の公園事業の執行に係る付帯施設等の取扱いについて」（平成３年７月５日環自計

第１２８号、環自国第３８５号）に準じ、園地、休憩所、案内所及び公衆便所を付帯施設とすること

ができる。 

 
Ⅰ－２ 配置 
① 駐車場は、園地等の入口部に設置するが、面的に目立ちやすい施設であり、他所から展望したと

きの風景を損なわないよう留意する。 
② 平坦地あるいは緩傾斜地で、自然環境保全のため土工量を最小限に押さえることを基本とする。 
③ 駐車場に接続する自動車と歩行者の動線が重複、交叉しないように配慮する。 
④ 安全な交通を確保するため、車道から駐車場が見とおすことができ、また、駐車場出入口は本線

車道の左右の見通しが容易にできる位置が望ましい。 
  また、駐車場出入口は、本線車道の線形が直線部か直線の近くに取り付け、極度の勾配がある区

間は避ける。 

 
 
 
 
 
 
 

自然公園等の駐車場において，既

存の樹木を保存し分離帯として利

用し，あわせて修景効果を図った事

例。 
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地形に合わせて２段に造成した駐車場。自然地形を生かし土工量をできるだけ少なく

押さえた事例。 
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Ⅰ－３ 構造 
（構成） 
① 駐車場は、舗装や縁石、排水施設等多様な要素で構成されており、その材料や形態も多様である。

設計に当たっては、これらの多様な構成要素の中から現地の状況と設計目的に最も適したものを選

択し、機能的かつ合理的に組み合わせる。 
  その際、舗装面の仕上げやパターン、縁石の処理、排水施設等との納まりなどの細部の設計を、

それぞれの構造とあわせて検討することが必要である。 
② 駐車場からの出入に便利な位置に障害者の専用または優先して使用できる駐車スペースを設け、

そのスペースには障害者シンボルマークを表示するとともに、駐車場進入路から誘導用の標識等を

設ける。 
  障害者用駐車スペースは、車体分のスペース（東京都の例：長さ５００㎝以上、幅 
 １９０㎝以上）の両端に、昇降用スペース（同：１４０㎝以上）を確保する。 
（駐車場の舗装） 
① 舗装には、砂利舗装、簡易舗装、芝ブロック舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装等の種

類があり、利用目的、駐車利用状況、舗装の特性、管理及び経済性を十分考慮し、ＣＢＲ試験、凍

結深度等により舗装材を選定する。 
舗装の標準構造に関しては、「第２章 園地」のⅠ－３－２（ⅱ）園路（５）路体を参照する。   

② 一般には、アスファルト舗装を検討するが、排水性舗装あるいは透水性舗装の採用を検討し、雨

水の還元や地下水の涵養等に配意する。 
  ＊ 排水性舗装は、開粒度タイプのアスファルト混合物の表層または表層・基層に浸 
   透した水をそれ以下の舗装体内に浸透させずに路外・場外へ排水する。 
  ＊ 透水性舗装は、開粒度タイプのアスファルト混合物を用いる場合は、浸透した水 
   を路盤、路床まで浸透させる。 
③ 駐車場の路面の横断勾配は、1.5～２％を標準とし、排水施設を設ける。排水性舗装、透水性舗

装の場合を含め、排水の末端処理を十分に検討し、法面崩壊や末端地区への影響を考慮する。側溝

などは、小動物が落ちたとき脱出できる構造とするよう配慮する。 
（取付部） 
① 本線車道から駐車場に出入する場合、または 6,000 ㎡を超える規模の大きな駐車場の場合は、最

大利用時における混乱の回避と安全性の確保を検討する。 
② 出入口と接続する本線道路の縦断勾配は、７％以下が望ましい。取付道路の本線、車道と接する

部分は、自動車の出入を容易にするため隅切りを行う。 
（区画線・路面標示） 
① 駐車場内の車両の整理、交通事故防止のため、必要に応じてマーキングを行う。 
② 駐車帯のマーキングは、駐車台数をできるだけ多くとるようにするが、乗用車においては駐車幅

2.5～３ｍ、駐車深５～5.8ｍを、また、バスにおいては駐車幅３～3.8ｍ、駐車深 10.5～12ｍを標準

とする。 
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Ⅱ 設計の諸元 
参考に駐車形式等の諸元といくつかの事例を示す。 
（参考）自動車駐車場の諸元（『造園施工管理技術編』平成６年改訂版より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      図 1 駐車の形式 

表 1  車両寸法 

 

 

 

 

 

表 2 駐車場設計時の最小寸法 
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Ⅲ 駐車場におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）主要施設にアクセスしやすい配置 

駐車場はビジターセンター等の主要施設と接続しやすい位置に配置し、主要施設への円滑な移

動が可能なアクセス路を確保する。ただし、地形的制約等から近くに設置できない場合には、車

いす使用者用駐車スペースに限り主要施設に接続して設置する、主要施設入口に乗降スペースと

なる車寄せを設けるなどの対応を検討する。 

なお、バス停留所等公共交通の乗降施設についても、主要施設への円滑な移動が可能となるよ

う、駐車場と一体的に整備するか同等のアクセス路を確保する。 

（Ｂ）車いす使用者用駐車スペースの確保 

①設置数と配置 

車いす使用者用駐車スペースは、『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン』における「駐車

場」を参考に、以下のように確保する。 

・当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は全駐車台数に1/50を乗じて得た数以上、200

を超える場合は全駐車台数に1/100を乗じて得た数に2を加えた数以上確保する。 

・車いす使用者用駐車スペースは、主要施設ある

いは主要施設へのアクセス路の近くに設置す

ることが望ましい。 

・車いす使用者用駐車スペースの後部には、車い

す使用者と横向きの人がすれ違えるよう有効

幅120 ㎝以上の通路を設け、主要施設へのアク

セス路に接続させることが望ましい。 

②車いす使用者用駐車スペースの構造 

車いす使用者用駐車スペースは、以下のような構造で整備する。 

・車いす使用者用駐車スペースの幅は350cm以上とする。 

・駐車スペースと通路の間には段を設けない。 

・床面は滑りにくく平坦な仕上げとするなど安全を確保する。 

表 3 車いす使用者用駐車スペース必要台数 

全駐車台数(n) 必要最小数(N) 
～ 50 台 1 台 

51～100 台 2 台 
101～150 台 3 台 
151～200 台 4 台 
201～300 台 5 台 

全駐車台数が200以下の場合 Ｎ≧ｎ×(1/50) 
全駐車台数が200を超える場合 Ｎ≧ｎ×(1/100)＋2 

自ら自動車を運転して訪れる障害者もいるように、自動車は高齢者、障害者等の日常的な交通

手段であることから、すべての人にとって安全で利用しやすい駐車場を設置するとともに、主要

施設までのアクセスについて移動の円滑化を図る。 

駐車場は行動の起終点として重要な場所であることから、林間駐車場とするなど国立公園に来

たという印象を与えられる整備と、案内標識等による情報提供が求められる。 

また、公衆便所等の便益施設を設置することが望ましい。 

なお、有料かつ駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場の場合、特定路外駐車

場としてバリアフリー新法の適用を受ける。 

（１）主要施設にアクセスしやすい配置 

（２）車いす使用者用駐車スペースの確保 

（３）行動の起終点としての駐車場 

（４）国立公園らしい自然と調和した駐車場 

（５）特定路外駐車場としてバリアフリー新法の適用を受ける場合 
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・駐車場出入口付近には、当該駐車場が車いす使用者用駐車スペースを備えていることがわ

かる標識を公道に向けて設置し、車いす使用者用駐車スペースには障害者優先の旨を国際

シンボルマークで表示する。 

・車いすが方向転換できるスペースとして、幅140cm 程度を幅350cm の内に確保し、そのス

ペースを白い斜線で表示することが望ましい。 

なお、これらについて地元自治体の条例等に定められている場合はそれに準拠する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｃ）行動の起終点としての駐車場 

駐車場は行動の起終点として重要な地点であることから、当該地区の利用施設の配置等の情報

を得て行動の選択が可能となるよう、バス停等からの利用動線も勘案しつつ適切な場所に案内標

識等を設置する。 

また、わかりやすく利用しやすい位置に、車いす使用者も利用できる便所を併設することが望

ましい。 

（Ｄ）自然公園らしい自然と調和した駐車場 

 

林間駐車場とするなど、周囲の自然景観と調和

した施設とすることで、来訪者に自然公園に来た

という印象を与えられるような施設とする。 

 

 

 

 

図 2 駐車場の整備例 

 

自然と調和した林間駐車場 

阿寒国立公園 川湯集団施設地区 

 

有効幅120cm以上の通路 段を設けない 

車いす使用者用

駐車施設の表示 
有効幅350cm以上 

車いすが方向転換できる幅

140cm 程度のスペースを確

保して、白い斜線表示 
車いす使用者用駐車施設の表示 

国際シンボルマークを表示 

滑りにくく平坦な仕上げ 

車の進入方向 



 駐車場 7

（Ｅ）特定路外駐車場としてバリアフリー新法の適用を受ける場合 

有料かつ駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上の路外駐車場の場合、特定路外駐車場とし

て「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」の適用を受け

る。 

特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、以下のとおりである。 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」 

に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準 

（１）幅は350cm以上とすること。  

（２）路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設であることの表

示をすること。  

（３）路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場その他の

空地までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路のう

ち一以上を、次のア～ウに掲げる３つのすべてに適合する高齢者、障害者等が円滑

に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路という。）とすること。  

ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、次の一～四に掲げる

傾斜路を併設する場合はこの限りではない。  

一 幅は、段に代わるものにあっては 120cm 以上、段に併設するものにあっては

90cm以上とすること。  

二 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16cm以下のものにあっては1/8

を超えないこと。  

三 高さが75cmを超えるもの（勾配が1/20を超えるものに限る。）にあっては、

高さが75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。  

四 勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾

斜がある部分には手すりを設けること。  

イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は80cm以上とすること。  

ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は次に掲げるものであること。  

一 幅は、120cm以上とすること。  

二 50m以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 施設別技術指針 

第７章 公共標識（サイン類） 
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第７章 公共標識（サイン類） 
Ⅰ 公共標識に関する計画と設計の手順 
Ⅰ－１ 公共標識の適用範囲 

本指針は、自然公園等の公共標識（サイン類）に適用する。 
ただし、地域の特性、その他の事情により適用しがたい場合は、この指針によらないことができ

る。その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重するものとする。 

（解説） 
本指針における公共標識（サイン類）とは、自然公園等事業としての整備にかかる自然公園内の歩

道、園地、野営場等の施設に付随する施設である。 
なお、長距離自然歩道整備事業に含まれる公共標識（サイン類）も同様に扱う。 

  
 以下、本指針における「自然公園等の公共標識（サイン類）」は、「公共標識」という。 
 
Ⅰ－２ 公共標識に関する基本方針 

公共標識は、歩道、園地、野営場等の施設と一体的に機能を発揮し、これらの施設の利用が促進

されるように配慮しなければならない。このことから、公共標識は、自然公園等の利用者に、自然

公園への誘導、目的施設への誘導、公園区域の明示や周知、景観資源や地名等の利用情報の提供、

施設や自然等の解説、事故防止や環境保護の喚起及び注意・利用規制等情報を伝達する施設として

整備する。 
公共標識は、優れた自然環境の中に設置される施設であることから、整備に当たっては、設置場

所の自然環境や景観が損なわれることのないよう配慮する。 
また、自然公園等は利用者、利用形態及び利用手段が多様であることから、訪日外国人の利用を

想定した多言語対応を含むユニバーサルデザインに配慮した整備を原則とする。 
 

（解説） 

公共標識は、利用者が自然公園等の施設として、最初に見る機会が多いものであり、歩道、園地、

野営場等の施設に付随して整備されることから、利用者の環境に対する理解・判断・行動を助けるた

めの基本的な施設である。 

また、公共標識は、優れた自然や身近な自然の中に設置されることから、公共標識自体が景観の重

要な構成要素となり、ランドマークとして機能することが多い。言い換えれば、公共標識のありよう

が景観の良し悪しを左右することとなり、また、景観や資源、地域イメージ等を凝縮したものとして

公共標識が存在することにもなるため、このような公共標識がもつ意義や役割を踏まえることが重要

である。 

公共標識に求められるデザイン（意匠）は、「自然公園等のトータルなビジュアルアイデンティテ

ィの形成や整備事業の効率的な推進を優先した、標準的な設計タイプ」（標準型）、または「各公園や

地域の独自性や地域固有の顔としての「らしさ」を優先した、地域毎の独自な設計タイプ」（固有型）

が考えられる。 

標準型の公共標識は、全国統一の標準デザインとし、情報伝達の機能が優先される標識が該当し、

固有型の公共標識は、景観や地域固有の意匠と一体的な独自のデザインを施した施設名表示等の標識

が該当することとなる。 



公共標識 2 
 

自然公園等の利用者は、若年者から高齢者、障害者及び外国人など幅広い。利用形態は、個人利用、

家族利用及び団体利用がある。利用手段は徒歩以外に車両使用がある。このことから、公共標識は、

多言語対応を含むユニバーサルデザインとすることを原則とし、目的に応じた適切な表示内容・配置

による整備を行うことが重要である。 
多言語対応に関しては、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（平成 25 年 6 月、観光

立国推進閣僚会議）（以下「アクション・プログラム」という。）において、美術館・博物館、自然公

園、観光地、道路、公共交通機関等について外国人目線に立った多言語対応の改善・強化を図ること

とされ、「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（平成 26 年 3 月、

国土交通省観光庁、以下「観光庁ガイドライン」という。）が外国人目線に立った共通ガイドラインと

して策定されている背景がある。本指針では多言語表記にあたって、観光庁ガイドラインに準拠し日

本語＋英語を基本とし、必要に応じその他の言語を表記することとしている。 
ユビキタス対応については、アクション・プログラムにおいて、多言語対応の改善・強化の１つと

して、スマートフォン、タブレット端末等で観光情報を得られるなど、ユビキタス技術を活用した情

報提供の取組を行うこととされている。 
多言語対応を行う場合、自然公園内に設ける公共標識の多言語表記は必要不可欠であるが、周辺地

域の主要交通拠点から自然公園に至る経路の道路標識や案内標識及び主要な案内所やビジターセンタ

ーを含む自然公園内外の多言語対応を行うことが本来の目的である。 
このことから、地元自治体や道路管理者等との事前調整を行い、計画・設計することが必要となる。 
 

Ⅰ－３ 公共標識のタイプ 
公共標識は、次のタイプに分類する。 
１）記名標識 
 ①入口標識 
 ②公園名碑標識 
 ③資源名標識 
２）案内標識 
 ①誘導標識 
 ②案内図標識 
 ③総合案内標識 
３）解説標識 
４）注意標識 
５）掲示板 
６）境界標識 

（解説） 

公共標識には、その目的や機能に応じて具体例に示すように、指導標、総合案内板、解説板、注意

標識等の様々な標識があり、その呼び方も様々である。例えば、登山道等において方向や距離を示す

標識は、方向指示板、指導標、里程標、誘導標などの呼称がある。 
公共標識は、主に機能や形態に着目して、６タイプ、10種類に分類する。（表１参照） 
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表 1 公共標識のタイプ 
種 類 主な機能 具体例 

記
名
標
識 

入口標識 入口 
(記名) 
標識 

一般標識
(道路標識
タイプ) 

・公園区域の明示、公園の周知 路側式標識、オーバ
ーハング式標識 

デザイン標
識 

デザイン標識（シン
プル型、モニュメン
ト型） 

入口(情報)標識 ・自然公園の見所紹介、マナー、
解説等の総合的な案内 

・記念撮影の点景 

入口(情報)標識施
設、複合案内情報施
設 

公園名碑標識 ・自然公園であることの認識の高
揚 

・自然公園のシンボル、ランドマ
ーク 

指定記念碑、公園名
板等 

資源名標識 ・施設、景観資源、地名の認知（確
認や識別） 

施設名板、景観資源
名板、地名板、歩道
名板、ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ名
板等 

案
内
標
識 

誘導標識 ・目的事物への誘導 方向指示板*1、指導
標、里程標、誘導標 
等 

案内図標識 ・オリエンテーション（全体像の
把握及び自己の存在位置の確
認） 

総合案内板、地図案
内板等 

総合案内標識 ・各種利用情報の提供 

解説標識 ・自然教育 
・自然解説や自然情報の提供 
・歴史・文化的興味対象の解説 

解説板、方位盤*2 
植物ラベル 等 

注意標識 ・事故防止 
・自然環境の保護 
・公序良俗の維持 
・利用規制の認知 

制札、注意標識、規
制標識、警戒標識 
等 

掲示板 ・行事予定等の広報、ポスター掲
示 

掲示板、告知板等 

境界標識 ・公園区域や管理地の明示 境界標等 

  *1方向指示板：目標となる施設・地点等の方向や距離を表示し、歩道の分岐点等に設置する標識 

*2方位盤:風致景観の方角等を表示し、展望できる地点等に設置する標識 
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Ⅰ－４ 公共標識の整備の手順   
公共標識の整備の手順は、上位計画、基本計画レベル、基本設計レベル、実施設計レベル、施工に区

分される。 
公共標識の整備における手順を以下に示す。 
 
（上位計画）    上位計画  ・公園計画決定、公園事業決定、管理運営計画等上位計画 
 
（基本計画レベル） 計画調査  ・与条件の確認・整理(公園計画・事業決定等上位計画の内容等) 
                ・現地調査・資料収集による与条件等の把握、解析、評価 
                 (来園交通手段、周辺情報媒体施設状況、地元自治体における 

                   観光推進方針、現況利用状況、現況施設状況等) 
          基本計画  ・地元自治体、道路管理者等との事前調整 
                ・基本計画方針の策定 
                 (整備方針、情報媒体整備の役割分担、整備期間等) 
                ・概算事業費の作成 
 
（基本設計レベル） 設計調査  ・与条件の確認・整理(上位計画・基本計画レベルの内容等) 
                          ・自然環境保全上及び利用上必要な配慮事項の調査・整理 
                ・紹介すべき自然環境資源や眺望地点、危険個所の調査・整理 
                ・利用特性(到達交通手段・経路、利用者国籍・利用形態の特徴等) 
                 の調査・整理 
                ・ユニバーサルデザイン対応施設の整備方針・状況の整理 
                ・多言語対応施設の整備方針・状況の整理 
                ・継続的な管理（運用）のための配慮事項の検討 
          基本設計   
                ・基本設計方針の設定 
                ・公共標識の配置・形態・表示内容等の検討 
                ・概算工事費・整備年次期間、管理運営計画の検討 
                ・基本設計図、基本設計説明書、管理・運営計画の作成 
                ・地元自治体、道路管理者等との事前調整 
 
（実施設計レベル） 実施設計  ・設計条件の整理、設計資料収集等 
                ・詳細測量及び移設・撤去対象の既存施設等の詳細調査 
                ・実施設計図、工事仕様書の作成 
                ・表示板原稿の作成(著作権・版権整理を含む) 
                ・各種申請通知書類の作成 
                ・地元自治体、道路管理者等との事前調整 
 
（施工）      積  算 
 
          発  注 
 
           工  事      施工管理 
 
                    供用開始 
 
           維持管理 

 
図１ 公共標識の整備の手順 
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Ⅱ 公共標識に関する技術指針 
Ⅱ－１ 公共標識の計画・設計に際しての基本的配慮事項 

公共標識は、位置情報や案内情報の他、自然解説や安全に関わる情報等を伝達し、自然公園等に

おける利用の利便性や安全性の他、自然とのふれあいの質を高めるために重要な施設であることか

ら、原則、ユニバーサルデザインに配慮して整備することが重要である。 

・利用者に提供すべき情報が適切に伝達されるよう、配置計画や設置場所を検討する。この場合、

公共標識の設置不足や不適切な配置により、ビジターセンター等の公共施設が利用者に認識され

にくい例もあることに留意する必要がある。 
・標識自体が景観要素の一つとなり、地域のイメージの形成や展望地等における修景機能を果た

すこともあるので、形態や設置には十分な景観的配慮が必要である。 
・公共標識による情報伝達の限界及び自然公園施設に求められる景観配慮の観点を踏まえ、パン

フレット等の媒体との役割分担や連携及び複数の設置者による標識を含めた同種・類似の公共標

識の集約等により記載内容の合理化を行い、必要最小限の規模で有効な情報提供の実現を図る。 

・公共標識は、自然環境の影響を受けやすいことから、耐久性に配慮した形状、構造及び材料と

し、各標識は景観を阻害することがないよう設置者において適切に維持管理を行うことが必要で

ある。 

（解説） 
公共標識は、自然公園等における自然の風景地を保護するとともに、自然と親しむ場としての利用

の質を高めることを目的とするものであり、その適正な保護・利用を図るために、公共標識が担う情

報発信は重要な役割を果たしている。 
・近年、外国人利用者への多言語対応、ユビキタス対応及び、ユニバーサルデザインへの対応とし

て、公共標識には、情報の表示方法や多言語化、ピクトグラム使用、園路の縦断勾配や路面状況、

通行の難易度など、施設利用に係る視点での情報提供が求められている。公共標識の多言語対応

は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28頁表８参照）によるが、国際的に広く使われている

英語とピクトグラムが全ての外国人が理解できるとは限らないこと及び翻訳が専門的になりすぎ

ないことに留意する必要がある。 

また、ビジターセンター等の公共施設において、環境省等の設置者の表示がない等のため、誰も

が利用できる公共施設であることがわかりづらい場合がある。これらを解消するため、資源名標

識を設置し、施設名及び設置者名を明示するとともに、インフォメーションやトイレのピクトグ

ラムを使用して提供されているサービスを表示することにより、施設の利用促進を図ることが望

ましい。 

・標識自体が景観要素 の一つとなり、地域のイメージの形成や展望地等における修景機能を果たす

ことから標識自体のデザインの検討を十分に行うとともに、不適切な配置による景観阻害及び周

辺施設との不調和等が生じることがないよう配慮が必要である。標識設置後の維持管理が不十分

であると景観阻害につながることから設置者において適切に維持管理を行うことも必要となる。 

・利用者が情報を得る手段は公共標識だけではなく、インターネット、書籍、地図及びビジターセ

ンター等で入手できるパンフレットやガイドマップなども重要な情報源となっている。公共標識

の限られた表示面では情報伝達に限界があることから、パンフレットやガイドマップ等を活用す

ることが情報伝達には効果的となる。また、登山道の入口等に同種・類似の標識が複数設置され

ていることが見られることから、各設置者と調整を行い、周辺地域を含めた計画的な配置により、

標識自体の集約化を図り、必要最小限の規模で有効な情報提供を行うよう留意する。 
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 ・公共標識は、自然条件の影響を受けやすいことから、老朽化の進行が早い。公共標識の老朽化に

よる損耗等は情報伝達機能を損ない利用者の安全確保に支障を来たすことや景観へも悪影響とな

ることから、整備時の形状や使用材料及び整備後の維持管理に十分に配慮しなければならない。 

 

なお、固有型（公共標識１頁、Ⅰ－２公共標識に関する基本方針・解説参照）の公共標識の標準設

計図は、国立公園にあっては地方環境事務所等が中心となって、国定公園及び都道府県立自然公園に

あっては都道府県が中心となって検討することが望ましい。検討に当たっては、専門家や関係行政機

関の意見を聴くとともに、標準型の公共標識の標準設計図とデザイン上の不整合をきたさないように

十分に配慮する。 
また、実際の計画・設計に当たっては、道路用地内に設置する場合の占用許認可、屋外広告物法や

景観条例及び国立公園管理運営計画等の関連する法規・条例による形態・色彩等の制限があることに

も留意する必要がある。 
 
 
 
             
                      
                     
                     
         
                      
  
 
          
                      
 
 
 
            
                     

                     
           

 
 

   
図 2 固有型の標準設計図の検討手順（参考） 

 
 

 

・利用者等に対する意識調査、既存の建築物等のデザインの実態

調査、文献調査による地域固有の特徴的な景観、動植物、文化、

歴史等の抽出により、地域イメージの把握を行う 
 
・地域イメージの把握結果を踏まえて、地域らしさを端的に象徴

するデザインに利用可能な要素の抽出及び整理を行う。 
 
・どこに、どれだけの固有型標識を整備する必要があるかを概算

する。 
 
・必要に応じて専門家の意見を聴くなどして、地域らしさを出す

ために固有型標識が備えるべきイメージや要素などを検討す

る。 
 
・デザイン方針に基づいて、固有型標識のラフなデザインスケッ

チを作成する。 
 
・本技術指針や標準型標識の標準設計図との整合に配慮して、固

有型標識の標準設計図を作成する。 

地 域 イ メ ー ジ の 把 握 

地域らしさを象徴する         
デザイン要素の抽出・整理  

固有型標識の整備 
位置及び基数の概算 

デ ザ イ ン 方 針 の 検 討 

デザインスケッチの作成 

標 準 設 計 図 の 作 成  
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Ⅱ－２ 公共標識の計画・設計の考え方 
Ⅱ－２－１ 公共標識の配置計画  
（ⅰ）公共標識の標準設置場所  
 公共標識は、利用の形態、利用者の行動等を考慮した上で、公共標識のタイプ別に設置場所を計

画する。 
 
公園の利用または管理上概ね一体であると認められる地域を計画単位として、事前に既存の公

共標識の整備状況及び公共標識の新規整備の必要性を調査し、その結果を踏まえて適正な設置位

置を検討すること。 
また、公共標識の乱立を避けるため、同種・類似の標識が存在する場合は、設置者と調整を行

い、標識自体の集約化を図ることが必要となる。 
各公共標識の主な設置位置は、次のとおりである。 

表 2 公共標識の設置場所 

種 類 主な設置場所 

記
名
標
識 

入口標識 入口 

(記名) 

標識 

一般標識(道路
標識タイプ) 

・公園区域の境界付近の自動車道路に沿った地点など 

・一般的な景観から核心地景観に転換する地点（バッファーと
コアの転換点）など 

・その公園を代表する風景地の入口など 
デザイン 
標識 

入口(情報)標識 ・主動線に沿った位置など 

・自然公園来訪の記念撮影などを行う展望施設など 

公園名碑標識 ・主要な利用拠点や景観的に優れた地点など 

資源名標識 ・景観資源を望見する地点、記念撮影の点景となりうる地点な
ど 

案
内
標
識 

誘導標識 ・歩行を開始する地点（鉄道やバスの駅前、駐車場）など（た
だし、案内図標識または総合案内標識が設置される場合はそ
の標識に組み込む） 

・歩道の分岐点、長い一本道の中間地点、一里塚的な地点など 
・歩道沿いで風景が劇的に変化する地点など 

案内図標識 ・歩行を開始する地点（駅前、駐車場）など 
・選択できる複数の路線がある（網の目状）遊歩道の中間点や

分岐点など 

総合案内標識 ・情報量の多い遊歩道の入口地点、中間地点（案内図標識とは
並立させない。周囲に他の標識を乱立させないようにそれら
標識の機能を統合する。）など 

・集団施設地区内の鉄道やバスの駅前、駐車場など 

解説標識 ・興味深い風致景観、自然現象が展望できる地点及び動植物が
観察できる地点など 

・自然教育の題材となる風致景観、自然現象及び動植物がある
地点など 

注意標識 ・歩行を開始する地点（案内図標識または総合案内標識が設置さ
れる場合はその標識に組み込む。）など 

・立入りを規制する自然環境や自然現象がある地点 

・利用上危険となる可能性がある地点 

・利用規制の認知のために必要な地点 

掲示板 ・集団施設地区内の鉄道やバスの駅前、駐車場など 

・自然学習歩道の入口及び展望休憩地点、情報量の多い遊歩道
の入口など（ただし、その他の標識を一括して取り込む） 

境界標識 ・公園区域や管理地の明示のために必要な地点 
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② 案内標識（誘導標識・案内図標識・総合案内標識）・注意標識の配置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 案内標識・注意標識の配置イメージ  

 

・誘導標識は、園路の分岐点や中間点に配置する。 

・案内図標識は、行動起点、特定のエリアの入口及び経路の分岐点、中間点に配置する。また、総

合案内標識に案内標識に掲載する情報を組み込むことでより具体的な情報を伝達することも考慮

する。 

・総合案内標識は、「すべての人が利用できる区域」内の行動起点及び情報拠点に配置する。 

・注意標識は、行動起点及び移動中の利用者への注意喚起等のため、必要に応じて適宜配置する。 

・各標識は、周辺の樹木や草木、落ち葉の堆積及び積雪により認識しづらくなることがないように、

形態、設置位置に配慮する。また、利用導線との位置関係や視距離と文字サイズについて配慮す

る。   
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③ 長距離自然歩道における配置イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 長距離自然歩道における配置イメージ 

 

・長距離自然歩道における公共標識は、担う役割が大きく、利用者を的確に目的地や興味資源に誘

導したり、危険箇所を知らせて利用者の安全確保をするほか、長距離路線となる特性上、路線コ

ース全体をイメージしながら、現在地を確認しつつ利用できるような情報提供をする必要がある。 

・周辺の景観との調和に配慮するとともに、画一的に歩道に並行に設置するのではなく歩く人が見

やすい位置に設置する。 

・主要な景観を背景としてその添景となるよう効果的な配置とする。 

誘導標識 

(里程標) 
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（ⅲ）外国人利用に対応する公共標識の配置イメージ 
 主要交通拠点から自然公園等に至る経路及び自然公園内の各所に配置される公共標識について、外

国人利用者の移動手段、行動形態、行動範囲及び自然災害発生時の安全確保等を考慮し、多言語対応

の基本的な区分を設定する。 

  

表3 利用特性に応じた多言語対応の区分 

利用特性 

多言語対応 
多言語対応の 
公共標識 

外国人の利用

が想定される

場所 

外国人の利用が想定され

ない場所（住民の利用が主

体となる園路等） 
   すべての人が利用 

できる区域 〇 × 
記名標識, 

案内標識, 

解説標識, 

注意標識, 

掲示板, 

境界標識 

ユニバーサルデザ

イン推進区域 
（上記を除く） 

〇 × 

 集団施設地区 
（上記を除く） 〇 × 

 自然公園 
（上記を除く） 〇 × 

自然公園外 
（主要交通拠点から自然 
 公園に至る区域や経路） 

 △＊ × 入口（記名）標識 

凡例：○：多言語対応をする, △：状況に応じて対応する, ×：対応しない 
＊：外国人利用特性から、自然公園区域外（主要交通拠点から自然公園に至る区域や経路）についても、

多言語対応が望ましいと判断される場合には、管轄する自治体等との調整を図る。 
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図 6 外国人利用に対応する公共標識の配置イメージ 
 
・自然公園の境界線等には、多言語対応の一般標識（道路標識タイプ）やデザイン標識を設置する。

設置にあたっては、入口標識の配置イメージに準じる。（公共標識8頁 図3参照） 

・外国人の利用が想定される、駐車場、バス乗場、ビジターセンター等の主要施設、主要施設から

展望地点に至る園路等には、多言語対応の各種公共標識を設置する。ただし、地域住民の利用が主

体となる園路等の外国人の利用が想定されない場所に設置する公共標識は除く。 

・鉄道駅等の主要交通拠点から自然公園に至る区域や経路において、外国人の利便性向上や利用促

進に対応する多言語対応の標識設置が望ましい場合には、管轄する自治体等と調整を行う。 

 

 
 
 
  

誘導標識 

解説標識 

注意標識 

民家 

総合案内標識 

総合案内標識 

入口（記名）標識 

解説標識 

ビジターセンター 

自然公園区域外 

駐車場 

掲示板 

資源名標識 

公衆便所 

入口(情報)標識 

駅 

バス停 

駅 

自然公園区域内 

住民の利用が主体 

となる園路等 

＝「外国人の利用が 

  想定できない場所」 
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Ⅱ－２－２ 公共標識の標準例 
 公共標識のタイプ毎に、記名標識、案内標識、解説標識、注意標識、掲示板、境界標識の標準例

を示す。 
 

（ⅰ）記名標識  
（１）入口標識 

入口標識は、表 4 に示す形態種別に分類する。 
 
 

区 分 設置場所 形態種別の名称 

入口 

（記名） 

標識 

一般標識 

（道路標識タイプ） 

主に人為景観、半自然景観の場所

に設置する 

路側式（横書）標識 

路側式（縦書）標識 

オーバーハング式標識 

デザイン標識 
国立公園らしい雰囲気のある場

所に設置する 

シンプル型 

モニュメント型 

 入口（情報）標識 展望広場等に設置する 標準型、壁型、屋根型等 

 
主として走行する自動車からの視認を前提として、これらの標識は、その多くが道路敷あるい

は道路に面した位置に設置されることとなるため、その規模構造、文字サイズ等の仕様について

は、「道路標識設置基準の改訂について（昭和61年11月1日 都街発第32号 道企発第50号）」

に準拠する。 
 

１）入口（記名）標識 
① 一般標識（道路標識タイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 路側式(横書)標識    ①-2 路側式(縦書)標識    ①-3 オーバーハング式標識 

図7 一般標識（道路標識タイプ） 

 

 

表 4 入口標識の形態種別 
 

3
,9
00
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表示板・表示板裏面・柱の色彩は、こげ茶色とし、表示面上部に、自然公園であることのイメ

ージを速やかに伝えるためのアイキャッチとして暗緑色の帯を表示する。ただし、管理運営計画

において色彩使用に制限がある場合には準拠する。 

また、一般標識（道路標識タイプ）の全て及び走行する自動車のライトが直接的にあたる表示

板は、反射シートを使用し、それ以外の公共標識は塩ビシートを使用する。（公共標識33頁(３)

参照） 

表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識28頁表8参照）に基づき、国立公園名を日

本語と英語等で表記する。 

 

② デザイン標識 

②-1 デザイン標識（シンプル型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1-1  指定年なし（横型）      ②-1-2 指定年あり（横型）    ②-1-3 全情報記載（縦型） 

 

②-2 デザイン標識（モニュメント型） 

 

 

 

  

 

 

 

 

②-2-1 自然公園名・資源名の単独表示    ②-2-2 自然公園名と資源名の併記表示 

図8 デザイン標識 

 

この標識は、自然公園等の景観要素を念頭において、次の事項に留意して個別にデザインする

ものとする。 

モニュメント型のフレーム（本体）を石積みデザインとしているが、そのデザインは、その地

域の景観に応じたものとする。 

モニュメント型のデザイン上の留意事項は以下のとおりとする。 

（ア）自然的であること。 

背景となる風景の構成要素を勘案して、どっしりと落ち着いた雰囲気を醸し出すこと。 

（イ）調和的であること。 



公共標識 15 
 

背景となる風景の構成要素と関係のある材料、色彩を取り入れた調和的デザインとするこ

とを基本とするが、一方でコントラストを無視すると、景観に沈み込んでまったく目立たな

い存在となる可能性もあるため、自然界にあり得るコントラストを取り入れつつ、安定感の

あるデザインとすることが大切である。 

（ウ）単純であること。 

施設の耐久性やメンテナンスの容易さの点から単純な構造とすることを基本とするが、何

ら装い気のないものを良しとするのではなく、木組みであれ、石積みであれ、その構造は伝

統的な技術に裏付けられた、堅牢で美しい形を採用することが大切である。 

（エ）標識は自然植生に隠されない規模構造とすること。 

樹林帯の中に設ける場合にあっては、高さを増すに連れて枝葉によって覆い隠される確率

が高くなる。その反面、低すぎると林床植生の笹や草原植生のススキ等によって隠されてし

まう可能性が高くなる。 

標識設置後のメンテナンスの手間を少なくするため、標識周囲の枝払いや草・笹の刈払い

作業を行わなくても済むように、笹・ススキが繁る高さまでの基台を設けてその上に表示板

を置くなどの配慮をすることが必要である。 

（オ）モニュメント型を設置する周辺は自然公園らしい雰囲気作りを行うこと。 

モニュメント型を整備する地点や案内標識を併設することとなる広場などにあっては、自

然公園らしさを演出する周辺整備を合わせ行うことも検討する。 

表示板、表示板裏面の色彩は、基本色をこげ茶色とし、表示面上部に、自然公園であるこ

とのイメージを伝えるためのアイキャッチとして暗緑色の帯を表示する。（公共標識33頁（３）

参照） ただし、管理運営計画において色彩使用に制限がある場合には準拠する。 

表示板には、国立公園名を表示する。また、必要に応じて、国立公園指定年、団地名・地

名、設置者名及びロゴマークを表示する。ただし、国立公園指定年は日本語のみで表記する。

（公共標識30頁(1)参照） 

 

２）入口（情報）標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 入口(情報)標識の事例１         ①-2 入口(情報)標識の事例２ 
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入口(情報)標識のデザイン上の留意事項は、以下のとおりとする。 

（ア）情報として掲載する内容 

・自然公園の見所紹介（案内図、見所風景写真、見所説明文 等） 

・フィールドマナー（ゴミのポイ捨てや動植物の捕獲・採取の禁止 等） 

・自然災害等の安全に関する事項 

・ビジット・ジャパンキャンペーンに対応する外国語情報 

（イ）入口(記名)標識施設とその他の情報を記載する標識とをペアで整備する。  

（ウ）入口(記名)標識は、設置場所の景観に調和したモニュメント型とし、その標識を点景として

自然公園来訪記念の写真が撮影されることを念頭に置いた配置とすることが望ましい。この

ため、標識の設置場所は展望施設からの展望方向に十分留意して設置位置を選択することが

大切である。 

（エ）その他の情報を記載する標識は、主要動線に沿った位置に整備すること。 

（オ）その他の情報を記載する標識への記載内容があまり多くない場合にあっては、総合案内標識

や案内図標識を用いて整備する。 

（カ）その他の情報を記載する標識の記載内容が多く、１基の標識では収納できない場合は、複数

の標識を乱立したり、大きな壁を作る結果とならぬように、多くの壁面を持つ小型の四阿風

の施設を設け、その壁面に情報を掲示すること。（この情報施設を「複合案内情報施設」と

呼ぶ。） 

（キ）複合案内情報施設のデザインは、設置場所の条件により、壁面だけのもの、寄棟のもの、切

妻屋根のもの等のバラエティの中から周辺環境に調和したものを選択すること。 

 

（２）公園名碑標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園名碑標識の事例 

 

公園名碑標識は、「公共標識の設置場所」（公共標識7頁表2参照）に基づき、主要な利用拠点や

景観的に優れた地点などに配置する。 
形態は、地域固有の形態（地域特性に応じた地域固有のもの）として、地域のもつ特性や伝統を

踏まえて地域らしさを反映した意匠とする。また、規模は高さ3.5ｍ、幅5ｍまでとする。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28頁表 8参照）に基づき、施設名等を日本

語と英語等で表記する。 
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（３）資源名標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 資源名標識の標準例 

 

この標識は、わかりやすい場所に設置する。着色等については、景観を優先して華美なものと

ならないよう配慮する。 

表示板の色彩は、材質が鋼材の場合は基本色をこげ茶色とする。（公共標識33頁（3）参照） 

表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識28頁表8参照）に基づき、資源名を日本語

と英語等で表記する。 
 

（ⅱ）案内標識 
（１） 誘導標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①- １単柱型         ①-２腕木型       ①-３腕木型シンボルマーク付 

図10 誘導標識の標準例 

 

誘導標識は、「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）に基づき、園路の分岐点や中間

点等に配置する。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、施設や景観資

源等の名称、距離及び所要時間等を日本語と英語等で表記する。表示にあたっては、ピクトグラ

ムを活用し、わかりやすさに配慮する。自然公園や長距離自然歩道のシンボルマーク等や歩道路

線名がある場合には、これを表記する。 
案内図標識、総合案内標識が設置される場所では、誘導標識を組み込んで設置することや、園

路の分岐形態が単純で設置の必要性がないと判断される場合は誘導標識を設置しない。 
特に、多雪地域や登山道等では強度や設置高さを十分に検討する。多雪地域に腕木型を用いる

場合は、取り外しが可能なものや単柱型の使用を検討する。 
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（２） 案内図標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 標準型 

図11 案内図標識の標準例 

 

案内図標識は「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）に基づき、行動起点、特定の

エリアの入口及び経路の分岐点・中間点等に配置する。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、施設名等を日

本語と英語等で表記する。表示にあたっては、ピクトグラムを活用し、わかりやすさに配慮する。 
自然公園や長距離自然歩道のシンボルマーク等や歩道路線名がある場合には、これを表記する。 
地図情報、ユニバーサルデザイン情報のうち施設等の障害者対応情報及び必要に応じ園路の整

備水準を表記する。 
 

（３） 総合案内標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ①－１標準型           ①－２標準型シンボルマーク付 

図12 総合案内標識の標準例 

 

総合案内標識は「公共標識の設置場所」（公共標識 7頁表 2参照）に基づき、「すべての人が利

用できる区域」内の行動起点及び情報拠点等に配置する。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、施設名や地域
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の状況及び自然資源の解説情報等を日本語と英語等で表記する。表示にあたっては、ピクトグラ

ムを活用し、わかりやすさに配慮する。自然公園や長距離自然歩道のシンボルマーク等や歩道路

線名がある場合には、これを表記する。 
地図情報、地域情報、自然資源の解説情報、ユニバーサルデザイン情報のうち施設等の障害者

対応情報及び必要に応じ園路の整備水準を表記する。 
英語やその他の言語での説明文等は、原則として要約して概要を記載する。 
 

 
（ⅲ）解説標識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        解説標識の例                       方位盤の例 

 
解説標識は「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）に基づき、地域の見所や自然資

源等の対象に隣接して配置する。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、解説情報等を

日本語と英語等で表記する。図及び写真を用いて、わかりやすい表記とする。自然公園や長距離

自然歩道のシンボルマーク等や歩道路線名がある場合には、これを表記する。 
英語やその他の言語での説明文は原則として要約して概要を記載する。ただし、外国人にわか

りにくい日本独自の習慣などの説明には、単に日本語の解説文の翻訳だけではなく、文化や歴史

を補足する等の対応を必要に応じて行う。 
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（ⅳ）注意標識 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-１禁止警告型         ①-２普及啓発型  

図13 注意標識の標準例 

 
注意標識は「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）に基づき、行動起点、移動中の

利用者への注意喚起及び危険な場所への立ち入りを制限する等、管理上必要となる位置に配置す

る。また、案内図標識、総合案内標識等に組み込んで表示することで情報伝達の効率化を図る。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、利用者に対す

る注意・警戒、禁止事項等を日本語と英語等で表記する。 
多言語表記に併せて、理解を促すためのピクトグラムを表示することでフィールドマナーの向

上を図ることとする。ただし、多言語表記にあたっては、国際的に広く使われている英語やピク

トグラムを全ての外国人が理解できるとは限らないことに留意する。 
注意標識は、注意・警戒、禁止事項等を表記するものであるが、命令調の表現は避け、主旨を

簡潔に柔らかく表現するものとする。 
また、日本語の直訳ではなく、わかりやすさを重視した平明な言語・文章を採用することで、

外国人が理解できるよう配慮する。 
日本語の対訳語として、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の例を「多言語表記対訳語

集」に示す。 
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（ⅴ）掲示板 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示板の例 
 

掲示板は「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）に基づき、自然公園における集団

施設地区内の鉄道駅、バスターミナル、駐車場など、利用者の行動起点に設置する。 
表示内容は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に基づき、日本語と英語

等で表記するよう努めるものとする。英語やその他の言語の説明文は、原則として要約して概要

を記載する。 
登山道の通行禁止等の利用者に周知すべき情報、行事予定等の広報、ポスター等の掲示ができ

る標識とする。 
掲示物を保護するために、ガラス等により表面保護をすることも必要となる。この場合、内部

の結露対策、開口部のゆがみ対策も同時に検討することが必要となる。 
自然公園や長距離自然歩道のシンボルマーク等や歩道路線名などの表記方法は、他の標識に準

じる。 
 

（ⅵ）境界標識 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14 境界標識の標準例 

 

自然公園等の区域や管理地の明示として、各自治体で規定されている境界杭とは別に、貴重な

自然環境の保護を目的に自然公園等の区域内であることを表示する等、敷地境界に適宜設置する。 
なお、管理上、特に「特別保護区」表示をする必要がある場合には適宜設置する。表示内容は、

「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28頁表 8参照）に基づき、日本語と英語等で表記する。 
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Ⅱ－２－３ 公共標識の構造・材料  

公共標識の構造及び材料は、自然景観との調和、耐久性、耐候性、加工性等を考慮して決める。 
 
（解説） 
（ⅰ）構造 

公共標識は、以下に示す構造とする。ただし、入口標識は、その多くが道路敷あるいは道路に

面した位置に設置されることとなるため、その規模構造、文字サイズ等の仕様については、「道路

標識、区画線及び道路標識に関する命令」（昭和５３年１２月１７日総理府建設省令第３号）に基

づく、道路法第四十五条第二項及び道路交通法第九条第三項による「道路標識設置基準」に準拠

する。 
 
①  構造体（本体） 
ア 規模 

公共標識の構造は設置位置の景観スケールや視線方向等を考慮して、過大な規模とならない

ようにする。 
主な公共標識の標準規模は、おおむね「公共標識の標準規模」（公共標識 23頁表 5参照）に

示すとおりであるが、設置位置の環境条件等に応じて、適宜規模を増減する。 
 
イ 形態 

自然景観と調和する単純かつ相互に統一感のある形態とする。形態の検討にあたっては、地

域特性、自然及び利用者層の相違に留意し、標準的な形態に加え、必要に応じて地域固有の形

態の採用を検討する。また、デザイン面のみならず、機能面についても十分考慮し、施工及び

維持管理が容易であり、かつ耐久性および耐候性に優れた形態とする。 
 
ウ 柱 

風、積雪などに対して耐久性を高める必要がある場合には、自然条件を踏まえた構造計算等

により適切なサイズとする。木材には、周辺の自然環境への影響を踏まえた上で、長寿命化に

対応し、柱頭は OP 仕上げまたはキャップ、地際は根巻きなどを行う。金属素材の寸法は、道

路標識の構造基準に準じる。 
 
エ 基礎 

標識の基礎は、未舗装地では木材、舗装地ではコンクリートを標準とし、現地諸条件（雨・

雪・土質）に応じて検討する。木材の基礎には根枷を設ける。 
 

オ 色彩 
こげ茶色を基調として統一し、派手な色彩や複雑な配色は使用しない。なお、石材を主な材

料とするものについては、基調色を素材の自然色とする。  
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表 5 公共標識の標準規模 

 主な対象者 
標識の種類 歩行者 ドライバー等 

記

名

標

識 

入口標識 高さ ～3500mm 
巾  ～5000mm 

公園名碑標識 高さ ～3500mm 
巾  ～5000mm 

資源名標識 高さ ～2000mm 
巾  ～2000mm 

広い敷地 高さ～2000mm 
巾 ～2500mm 

狭い敷地 高さ～3000mm 
巾 ～1500mm 

案

内

標

識 

総合案内標識 高さ ～2000mm 
巾  ～3500mm 

－ 

案内図標識 高さ ～2000mm 
巾  ～2000mm 

－ 

誘導標識 単柱タイプ 高さ～1600mm 
巾 ～200mm 

腕木タイプ 高さ～1600mm 
巾 ～1600mm 

広い敷地 高さ～1600mm 
巾 ～2400mm 

狭い敷地 高さ～2600mm 
巾 ～1100mm 

集合タイプ 高さ～3000mm 
巾 ～1600mm 

解説標識 案内図標識に準ずる － 
掲示板 案内図標識に準ずる － 
注意標識 高さ ～1300mm 

巾  ～600mm 
－ 

境界標識 高さ ～1300mm 
巾  ～200mm 

－ 

出典：「自然公園に係る公共標識の整備指針」（H9、環境庁自然保護局） 
② 表示板 
ア 高さおよび横幅 
・土の跳ね上がりがない地上 50cm 以上に、必要な情報を妥当な大きさで表示できるような高さ

および横幅とする。また、歩行者を対象とした標識よりも車両（ドライバー）を対象とした標

識の規模を大きくする。 
・雑草の繁茂や積雪により見えにくくなることが多い場合は、高さを高くする。 
・利用者が表示面から１ｍ離れた位置に立って見る場合に見やすいとされている高さの最大は約

２ｍである。 
・また、首を振らずに見やすいとされている横幅の最大は、約 1.4ｍである。ただし、実際は、

首を振ることが多いので、これより大きくても構わない。 
・木材の原材料寸法は、３ｍもしくは４ｍが主体となっているので、その半分の 1.5ｍ、２ｍを

含めた４サイズが経済寸法である。ただし、地域により原材料寸法が異なる場合があるため、

留意すること。 
・原材料のサイズに制限のあるアルミポリエチレン複合版およびアルミ板の原料寸法は２ｍ×１

ｍとなっているので、表示板はこの範囲の 1.8×0.9、1.4×0.9、0.9×0.9 等が経済寸法である。 
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イ 色彩 
文字が主体である表示板の色彩は、こげ茶色の下地に白色文字または淡黄色文字を基調とする。

また、案内図の下地は薄茶色または灰色とし、白色は避ける。 
 
（ⅱ）材料 
① 構造体（本体） 

公共標識の構造体（本体）の主材料は木材、鋼材および石材とし、設置位置の環境条件や地域

の実情に応じて適切な材料を選択する。石材および鋼材は初期投資費用が大きいが、耐用年数が

長く維持管理費が少ないという利点を有している。このため、公園名碑標識のように歴史性が必

要とされる標識、登山道における誘導標識のようにとりわけ風雪に対する耐久性が必要とされる

標識で、木構造では対応が難しい場合は、鋼材または石材を検討する。鋼材を使用する場合は、

木材で化粧する等の対応を検討する。 
木材は長寿命化に配慮し加圧式保存処理材を用いる。ボルト、ナット等の金物は、耐久性を考

慮し、溶融亜鉛メッキ又はステンレスなどを用いる。 
 
② 表示板 

表示板の主要材料は、木材、石材、アルミニウム類、合成樹脂類とする。木材は長寿命化に配

慮し加圧式保存処理材を用いる。 
文字等の表記方法は、木材では彫刻技法、アルミニウム類および合成樹脂類ではシート貼り技

法、特殊印刷技法などとする。 
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表 6 公共標識の材料 

一般に用いられ

る材料 
利点 欠点 機械的性質 

耐久

性 

経済

性 

加工の 

自由度 
備考 

木材 

・自然の風合いを出せ

る 

・風化しやすい 

・樹種によるバラ

ツキが大きい 

 

△ ○ ○ 

他の素材と比べると耐久性が

劣るため、十分なメンテナン

スを行う必要がある。自然・

歴史景観と調和する。 

本石 

・自然の素材である 

・安定感がある 

・耐摩耗性に優れてい

る 

・強度にバラツキ

がある 

・作業性が悪い 

 

◎ × △ 

初期投資が高いが、メンテナ

ンスフリーである。年月を経る

につれ、味わい深いものとな

る。 

鉄 

・もっとも普及している

素材 

・材料のバリエーション

が豊富 

・防錆処理が必要 

・塗装のメンテナン

スが必要 

引っ張り強さ 

41.52Kgf/m2

以上 
△ ◎ ◎ 

初期投資は安いが、半年に

一回以上の保守点検が望ま

れる。 

ステンレス 

・耐食性がよい 

・独特の表面加工がで

きる 

・他の素材と比べ

高価 

引っ張り強さ 

53Kgf/m2 以

上 
◎ ○ ○ 

初期投資は高いがほとんどメ

ンテナンスフリーである。美観

上（汚れ等）半年に一回程度

の清掃が必要。 

PC コンクリート 

擬木 

・型による自由な成形 ・重い  
○ × △ 

初期投資は高いが、メンテナ

ンスフリーである。 

耐候性鋼材 

・耐食性がよい ・塗装が限定され

る 

引っ張り強さ 

44Kgf/m2 以

上 

◎ ○ ○ 

耐久性はよいが安定錆がで

きるまで時間がかかる。（5 年

程度） 

アルミニウム 

・軽い金属である 

・耐食性がよい 

・加工方法が豊富であ

る 

・鋼材と比べて強

度が低い 

引っ張り強さ 

22Kgf/m2 以

上 
◎ ○ ◎ 

初期投資は高いがほとんどメ

ンテナンスフリーである。美観

上（汚れ等）半年に一回程度

の清掃が必要。 

アルポリ板 

・軽い 

・耐衝撃性に優れる 

・90 度以上の高温

には耐えられない 

板厚 6㎜のも

ので曲げ弾

性率 1912 

Kg/㎜ 2 

◎ ◎ ◎ 

アルミニウム・ポリエチレン複

合板のこと 

補強がなしで表示板に使える 

FRP 封入板 

（合成樹脂） 

・いたずらに強い ・不飽和ポリエス

テル樹脂は水で劣

化するのでクリア

塗装が必要。紫外

線で黄変する。 

 

○ ○ ○ 

表示板としての使用のみ。 

陶磁器 

・自然の風合いを出せ

る 

・表面硬度が高く、耐摩

耗性に優れる 

・古くからある素材で親

しみやすい 

・製品の大きさに

限界がある 

・細かい加工がで

きない 

 

◎ △ △ 

 

銅 

・歴史性を持つ ・高価である  

◎ △ ◎ 

屋根や木材の木口の保護等

に用いられる。短期間で緑青

が表面を覆い、景観的になじ

みやすい。 

プラスチック 

（合成樹脂） 

・比重が小さい 

・材料のバリエーション

が豊富 

・あらゆる加工が可能 

・安定感がない 

・強度が低い 

・人工的なイメージ

が強い 

 

× ◎ ◎ 

サイン本体には不向きである

が、表示面の保護板としては

適している。 

チタン 

・軽い金属である 

・耐食性がよい 

（海水には完全耐食） 

・高価である  

◎ × △ 

化学処理により虹色に発色

する。 

       出典：「自然公園に係る公共標識の整備指針」（H9、環境庁自然保護局） 
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（ⅲ）印刷方法 
  可読性、耐久性、表示板の素材との相性、経済性を考慮して、適切な印刷方法を下表から、公

共標識の設置位置の自然条件や地域の状況に応じて選択する。 
 
表 7 公共標識の印刷方法 

表示方法 手順 
耐候

性 
美しさ 

細か

い 

表現 

コスト 
均一

性 
備考 

手書き 
1..表示面に筆で手書き 

× △ × ◎ × 
温かみがある表現が可

能 

木材に彫り込み色

差し 

1..木材に文字・図柄を彫り込む 

2..彫り込んだ部分にペンキで色を差す 
× △ × △ × 

温かみがある表現が可

能 

フィルムの切抜きに

よる表示 

1..塩ビ系フィルムを図柄通りにカットし、表

示面に貼りつける 
○ ○ ○ ◎ ◎ 

臨時の対応として使うこ

とができる 

フィルムの種類により耐

久性はまちまち 

スクリーン印刷 

1..原稿（図柄・文字・写真）を写真処理また

はコンピューター処理にて版下を制作（特

色印刷の場合とプロセス印刷がある） 

2..版下をスクリーンに投影 

3..スクリーンを通して表示面にインクを付

着させ、図柄を完成する 

○ ◎ ◎ ○ ◎ 

シャープなラインが表現

できる 

多色刷りには向かない 

焼付方式が耐久性があ

る 

クロマリン印刷 

1..原稿（図柄・文字・写真）を写真処理また

はコンピューター処理にて、4色にカラー分

解する（プロセス印刷） 

2..各色を透明フィルムにトナーで印刷し、4

枚重ね合わせて表示する 

○ ◎ ◎ ○ ◎ 

細かい表現ができる 

コンピューターによる画

像管理が可能 

静電焼付印刷 

1.コンピューター処理にてフルカラ―の画

素画像を作る 

2.トナーを基板に焼き付ける 

○ ◎ ◎ ○ ◎ 

航空写真、花の写真が

鮮明に表現できる 

FRP 封入板 

1..特殊紙にシルクスクリーン等で印刷した

ものを FRP（ガラス樹脂強化プラスチック）

の中に封入する 

△ ○ ○ ○ ○ 

紙への印刷の方法により

仕上がりは全く違う 

エッチング印刷 

1..表示金属面の彫り込まない部分を保護

する 

2.保護されていない部分を薬品で浸食 

◎ ◎ ○ △ ◎ 

情報の変更ができない 

高級感がある 

石材の彫り込み 

（色差し） 

1..原稿から彫り込み用の型を作る 

2.石に型を当ててショットプラスト等で彫り

込む 

3.場合によっては彫り込み部分に色を差す 

◎ ◎ △ △ △ 

細かい表現ができる 

自然景観と調和しやすい 

金属・石材による象

嵌 

1..表示面の図柄を刳り抜く 

2..刳り抜いたところへ同じ形に切ったもの

をはめ込む 

◎ ◎ × △ ○ 

細かい表現ができないた

め、地図表現は不可能 

高級感がある 

陶磁器への絵付 

1..陶磁器に顔料で印刷、または印刷した

転写紙を載せ、焼き付ける ◎ ◎ ○ △ ○ 

半永久的な表示が可能 

最近では細かい表現も

可能 

       出典：「自然公園に係る公共標識の整備指針」（H9、環境庁自然保護局） 
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Ⅱ－２－４ 標識表示の基本事項 
公共標識の表示事項（地名、凡例や説明等）は、誰もがわかりやすいものとする。   
使用する言語は、日本語と英語を表記することを基本とする。各自然公園等の外国人の利用

特性に応じてその他の言語（中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、その他言語）を加

えることとする。 

（解説） 
（ⅰ）公共標識の標準表示の基本事項 

（１）外国人利用に対応した多言語表記 

国際的に広く利用されている英語を全ての外国人が理解することができるとは限らないこ

とから、外国人の利用特性を踏まえ、日本語と英語の表記を基本に、必要に応じてその他の言

語を表記する。 

その他の言語の選択にあたっては、以下の点を考慮する。 

・自然公園を訪れる人の国籍の傾向 

・外国人の文化の違い等による行動特性 

・自然公園内外の一体的な対応（管轄する自治体等との調整）  

・地域での外国人観光客誘致に係る条例や施策への対応 

・自然公園への到達交通手段の状況（航路の新設・増設等） 

ただし、国際事情や経済事情により、自然公園の来訪者の国籍の傾向が将来変わる可能性を

考慮し、その他の言語の表記は最小限とすることが必要となる。 

 

（２）バリアフリーに対応した表記 

視覚障害者への情報提供のために点字表記、触知図を加える他、必要に応じて音声案内装置等

の設置、案内標識や注意標識へのピクトグラムの利用及び難読漢字等へのふりがなの添付などの

配慮を適宜実施する。 
 

（３）標準表示内容 

公共標識のタイプ別の主な表示内容は、表 8（公共標識 28 頁参照）のとおりとする。 
英語の表記方法は、表 9（公共標識 29 頁参照）のとおりとする。 
日本語の対訳語として、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の例を「多言語表記対訳語

集」に示す。 
中国語については、表示スペースに制約がない場合は、簡体字と繁体字を併記することが望ま

しい。制約がある場合には、利用状況を考慮して選定し、表記する。 
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表 8 公共標識の標準表示内容  

種 類 主な表示事項 

表記言語の種類 

外国人の利用が想定される施設 外国人
の利用
が想定
されな
い施設 

<基本的な表記> 

日本語・英語を 

表記する施設 

<必要に応じた表記> 

他の言語を 

表記する施設 

記
名
標
識 

入口標識 公園名（団地名を含む） 日本語＋英語 日本語＋英語 

＋中国語(簡体字・繁

体字)・韓国語・その

他言語 

日本語 

公園名碑標識 公園名（団地名を含む） 日本語＋英語 

資源名標識 地名、施設及び景観資源の名称、必

要に応じて標高数値等の自然情報 
日本語＋英語 

案
内
標
識 

誘導標識 地名、施設及び景観資源等の名称、

方向、距離、必要に応じて所要時間 

勾配、路面状態、段差の有無など通

行の難易度 

日本語＋英語 

ピクトグラム* 

日本語＋英語 

＋中国語(簡体字・繁

体字)・韓国語・その

他言語 

ピクトグラム* 

日本語 

案内図標識 （地図を表示する標識） 

主な地名、施設及び景観資源等の位

置、名称、現在地、スケール、方位、

必要に応じて距離・所要時間 

障害者対応施設の位置 

車いすで通行できる経路の明記 

総合案内標識 （地図、解説文、画像等を表示する

標識） 

地図部分には主な地名、施設及び景

観資源等の位置、名称、現在地、ス

ケール、方位、必要に応じて距離・

所要時間 

障害者対応施設の位置 

車いすで通行できる経路の明記 

その他の部分には、図、写真及び地

域の状況や自然の案内等の説明文 

日本語＋英語 

※日本語以外の

説明文は原則と

して要約して概

要を記載する 

ピクトグラム* 

日本語＋英語＋中国

語 (簡体字・繁体

字)・韓国語・その他

言語 

※日本語以外の説明

文は原則として要約

して概要を記載する 
ピクトグラム* 

解説標識 解説対象の図及び写真、説明文 
日本語＋英語 

※日本語以外の

説明文は原則と

して要約して概

要を記載する 

 

日本語＋英語＋中国

語 (簡体字・繁体

字)・韓国語・その他

言語 

※日本語以外の説明

文は原則として要約

して概要を記載する 

日本語 

注意標識 注意・警戒、禁止、フィールドマナ

ー 

難易度の変化点では、注意標識とと

もに、勾配、路面状態、段差の有無

など通行の難易度を明記 

日本語＋英語 

ピクトグラム* 

日本語＋英語 

＋中国語(簡体字・繁

体字)・韓国語・その

他言語 

ピクトグラム* 

日本語 

掲示板 （案内、解説、注意等の総括情報） 

表題は日本語＋

英語 

※日本語以外の

掲載文は原則と

して要約して概

要を記載する 

日本語＋英語＋中国

語 (簡体字・繁体

字)・韓国語・その他

言語 

※日本語以外の掲載

文は原則として要約

して概要を記載する 

日本語 

境界標識 公園及び地区・地域区分等の名称 日本語＋英語 － 日本語 

＊ピクトグラム：「④ピクトグラム」（公共標識 37頁参照） 
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 表 9  英語の表記方法例  
分 類 表示方法 日本語 英語表記例 

一般 
的な 
固有 
名詞 

日本由来 表音表記 
※常にヘボン式ローマ字を使用 

日光 
丹沢大山 
蔵王 

Nikko 
Tanzawa – Oyama 
Zao - o 
※発音のしやすさ等から、 
o が重なる固有名詞はその

間に－(ハイフン)を入れる

ことが可能 

外国由来 

外国語由来の原語部分を英語

表記 
※人名の場合は、英語以外を使用

出来る 

上高地ウェ

ストン祭 
南アルプス 

Kamikouchi Weston 
sai  
Minami - Alps 
※発音のしやすさ等から、

複数の名詞等で構成され

る固有名詞はその間に－

(ハイフン)を入れることが

可能 

普通名詞部分を含む 
固有名詞 

普通名詞部分以外の表音を表

示 

日比谷公園 
ウトロ漁港  
富士山 
石狩川 
琵琶湖 

Hibiya Park 
Utoro Fishing Port 
Mt.Fuji 
Ishikari River 
Lake Biwa 

 

普通名詞部分を切り離す

と、それ以外の部分だけで

は意味がなさない、不可欠

な固有名詞として広く認識

されている場合 
※意味・呼び名を正しく伝え

る必要がある場合は、ローマ

字による表音表示に加え、普

通名詞部分の表意表記をする 

月山 
立山 
荒川 
 
日光東照宮 
 
伊勢神宮 

Mt.Gassan 
Mt.Tateyama 
Arakawa River 
 
Nikko Toshogu 
Shrine 
Ise - jingu Shrine 

 
駅名や施設名として使用さ

れ、日本語による表音表記

が確立している場合 

国会議事堂前 
 
 
 
 
 

Kokkai - Gijidomae 
(National Diet 
Bldg.） 
※ｽﾍﾟｰｽ・視認性から略語

使用が適当と考えられる

場合は、略語使用が可能 

日本 
由来 
の 
普通 
名詞 

翻訳先言語に

対訳がある 
場合 

表意表記 本 Book 
 一定の対訳があるものの、

日本文化を正しく理解す

るために日本語の読み方

を伝えることが必要な場

合は、表音表示した後に、

表意を(  )書きで表記 
※日本語の表音が既に認識さ

れている場合は、表意表記は

必要としない 

茶碗 
 
 
 
 
 
温泉 
 
 
 

Chawan  (Tea bowl) 
※普通名詞の表音表記

は、必要に応じて 
イタリックでの表記が 
可能 
 
Onsen (Hot Spring) 
 
 
 

翻訳先言語に

対訳がない 
場合 

表音表記した後に、説明的な語

句を表記 
※日本語の表音が既に認識されて

いる場合は、説明的語句は不要 

合掌づくり Gassho-zukuri  

外国語由来の 
普通名詞 原語を英語訳して表記 カルデラ Caldera 

出典）「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」(国土交通省観光庁・抜粋要約)に追記 
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（ⅱ）記名標識（入口標識・公園名碑標識）の標準表示の基本事項 

国立公園における表示の標準例を示しており、自然公園等の表示は基本的事項やその他の公

共標識に準じるものとする。 

（１）記載内容 

表示面には、次の文字を記載する。 

① 国立公園名 

・ 入口標識、公園名碑標識には国立公園名を記載する。 

国立公園名は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識28頁表8参照）に基づき、日本語と英語

で表記する。 

ただし、入口標識では、盤面サイズ等を制限することで景観面に配慮する必要性がある等の理

由から英語が読みにくくなる場合には、国立公園名の表示例の省略型である「National Park」と

表示して差し支えない。 

表10 国立公園名の表示例  

日本語表示例 英語表示例 
英語表示例・省略型 

※景観面等から表示板面サ
イズに制約がある場合等 

利尻礼文サロベツ 
国立公園 

Rishiri-Rebun-Sarobetsu National Park National Park 

中部山岳国立公園 Chubusangaku National Park National Park 

阿蘇くじゅう 
国立公園 

Aso-Kuju National Park National Park 

 各公園名称の対訳語として、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の例を「多言語表記対訳

語集」に示してある。 

●入口標識の記載文字の省略事例一覧表  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図15 記載文字の省略事例 
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● 文字数の多い事例の表現方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・字体を「長体」にすることで、他と同じ文字配列で表現できる 

図16 記載文字数が多い事例の表現方法 

 

② 国立公園指定年 

・ 指定年の記載は、公園名碑標識のみとし、入口標識には記載しない。 

・ 記載方法は、日本語のみで表記し、和暦年の漢字の後ろに括弧書きで西暦数値を添える。 

例：指定 昭和９年（１９３４） 

・ 国立公園指定年は、省略できる。 

注：追加指定地域における指定年記載の扱い 

・追加指定された地域における「指定年」の表示は次のとおりとする。 

（ア）国立公園名のみを掲示する標識では、当初指定年のみとし、追加指定年は記載しない。 

（イ）国立公園名に添えて団地名・地名を掲載する場合は、その団地名称地の指定年を表示する。 

○ 八幡平地域に設置する入口標識の事例 

例 十和田八幡平国立公園 指定 昭和１１年（１９３６） 

例 十和田八幡平国立公園 八幡平 指定 昭和３１年（１９５６） 

（ウ）分離独立した地域における「指定年」の表示は、分離独立した時点とする。 

③ 団地名・地名 

・団地名・地名の記載は、公園名碑標識のみとし、入口標識では記載しない。 

・国立公園名以外に団地名・地名を併記する場合は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識28頁

表8参照）に基づき、日本語と英語等で表記する。 

表11  団地名・地名の表示例  

日本語表示例 英語表示例 

八幡平 Hachimantai 

沢渡 Sawando 

注：「国立公園○○（地名）」という表記方法は入口標識及び公園名碑標識に限って行ってはなら

ない。行ってはならない記載例： 国立公園八幡平 国立公園霧島  
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④ 設置者名及びロゴマーク 

・環境省が設置する公園名碑標識には環境省名（日本語と英語で表記）とロゴマークを記載し、入

口標識には記載しない。 

・ロゴマークと文字の配列は、環境省のロゴマークの使用基準によるものとする。 

例：環境省 

例：Ministry of the Environment 

 

 

 

 

 

図17 環境省ロゴマーク 

 

（２）記名標識の文字サイズと配列 

単柱式を除く記名標識の表示面に記入する文字のサイズは、道路標識設置基準に準じて、次の

とおりとする。 

① 漢字の大きさ 

ａ 国立公園名及び団地名等の利用者向けの漢字等は、原則として高さ２０ｃｍ以上とする。 

ｂ 団地名・地名等のサイズは、ａと同じサイズとする。 

ｃ 設置者名及び指定年は、ａより小さく表示する。 

ｄ 環境省名は、ｃより小さなサイズとする。 

② 英語・ヘボン式ローマ字の大きさ 

大文字は、日本語・漢字の高さの１／２とする。（小文字サイズは使用するフォントの基準に

よる。） 

なお、環境省名の英文字のサイズは、ロゴマークの標記基準によるものとする。 

 

   表示板記載事項の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図18 表示板記載事項の事例 

 

③ 配列 

国立公園の字数に応じたバランスの良い配列とすること。 

例１：国立公園名 
   ＋設置者名 

例２：国立公園名 
   ＋指定年 
   ＋設置者名 

例３：国立公園名 
   ＋地名 
   ＋指定年 
   ＋設置者名 
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（３）表示板の色彩 

標準仕様の表示板の色彩は次のとおりとする。 

① 表示板の地色 

表示板の製造方法により、使用する素材に若干の相違が生じるが、印刷時に指定する色彩は、  

「こげ茶色（ＤＩＣ３３３）」とする。 

② 国立公園であることのイメージを速やかに伝えるためのアイキャッチとして、表示板の天部に

は暗緑色の帯をほどこすこと。ただし、管理運営計画等において広告物への暗緑色の使用を禁じ

ている場合はこの限りではない。 

その印刷指定色は、「暗緑色（ＤＩＣ２１６）」とする。 

注：この暗緑色は環境省ロゴマークに使われている色彩である。 

注：印刷指定色（ＤIＣ）は印刷物の色票であり、鋼材塗装の指定色（(社)日本塗料工業会色票番

号）とは異なり近似色となるため、見本色と比較した上で決定すること。 

 

 

 
 
 
 

図19 表示板の色彩 

 
③ 反射シートと塩ビシートの使い分け 

反射シートと塩ビシートの使い分けは次のとおりとする。 

表12 反射シートと塩ビシートの使用区分 

 

 

 

 

 

④ 表示板の裏着色 

表示板の裏には、表面の地色に使用した塗料を塗布すること。表面が塗料以外の場合にあって

は、その素材の色彩に類似の塗料を塗布すること。 

 

（４）柱の色彩 

自然素材を使って自然色で仕上げるモニュメント型を除く各標識の支柱の色彩は、上記指定色

に近似のこげ茶色を原則とする。ただし、周辺の交通標識とのバランスを考慮した結果、こげ茶

色が不自然と見られる場合にあっては、亜鉛メッキのどぶ付け色（灰色）でもよい。 

 

（５）文字の仕様 

表示板に使用する文字は次のとおりとする。 

 

 

暗緑色（DIC216） 

こげ茶色（DIC333） 

文字は白色 
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① 和文文字（漢字・ひらがな・カタカナ） 

角ゴシックとする。 

この指針に事例として掲示している画像に使用したフォントは次のものである。 

 ・ ヒラギノ角ゴシック Ｗ６ 

 

② 英文文字（アルファベット） 

角ゴシックのプロポーショナル（詰め打ち）フォントで印字した文字列を使用する。 

注：原則として、全角文字の羅列による表示は行わないものとする。 

  表13 英文文字の表示例 

○ Chubusangaku 

× CHUBUSANGAKU 

  

 

（６）ローマ字の表記方法 

ローマ字の表記方法は、次のとおりである。 

① 使用する５０音表 

ローマ字はヘボン式５０音表に基づいて表記するものとする。 

 

② 注記基準（そえがき） 

（ア）はねる音「ン」はすべて『ｎ』と書く。ただし、ｍ、ｂ、ｐの前では『ｍ』を用いる。 

（イ）はねる音を表す「ｎ」と次に来る「母音字」または「ｙ」とを切り離す必要がある場合には、

「ｎ」の次に『－』（ハイフン）を入れる。 

（ウ）つまる音は、次にくる最初の子音字を重ねて表す。ただし、次に「ｃｈ」が続く場合には、 

「ｃ」を重ねずに『ｔ』を用いる。 

（エ）長音は、母音字の上に『－』（長音符標）をつけて表すことができる。 

     注：長音符標は日本独自のもので、外国人に理解されない可能性がある。使用や不使用は

自治体等で対応が異なるため、表示に当たっては確認を要する。 

長音が大文字の場合は母音字を並べることができる。 

注：入口標識に限っては、道路標識と同じ機能が求められるため、道路系で使われている

長音ルールにより、特段の記号を付けないので留意する必要がある。 

（オ）特殊音の書き表し方は自由とする。 

（カ）文の書きはじめ並びに固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を 

大文字で書くこともできる。 

（キ）意味のかたまりや発音のしやすさ等の観点から、複数の名詞等で構成される固有名詞や「o」

が重なる場合等は、その間に『-』（ハイフン）を入れることができる。 
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（ⅲ）案内標識・注意標識・記名標識（資源名標識）及び解説標識・掲示板・境界標識の標準表示 

の基本事項 

（１）標識本体の標準表示の基本事項 
① 表面と裏面 
・総合案内標識、案内図標識、および誘導標識の腕木タイプについては、自然環境の中での標識

の視認性を考慮し、利用者に視認される位置に標識が設置される場合には、裏面にも表示を行

う。 
・その他の標識は、裏面の表示を行わない。 

 
② 団地名・地名記載 

地域の実情に応じて、「国立公園 ○○（地名）」という表記も活用することとする。 

 

（２）案内標識・注意標識・記名標識（単柱式）の標準表示の記載事項 

① 言語・文字 
・使用する言語は、公共標識の標準表示内容（公共標識 28 頁表 8 を参照）に基づき、日本語と

英語で表記する。 

・各自然公園等の外国人の利用特性に応じてその他の言語（中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、

韓国語、その他言語）で表記する。 

 

② 書体 
・日本語に使用する文字は、線幅がほぼ一定で視認性に優れた「角ゴシック体」を基本とする。 
・なお比較的長い文章などの場合には、可読性を考慮して他の書体を用いることも可とする。 
・英語・数字の書体は、日本語書体の角ゴシック体との調和を考慮するとともに、視認性に優れ

た「サンセリフ系書体＊」を基本とする。 
・中国語、韓国語、その他の言語の書体は、角ゴシック体に準じた書体を選択することを基本と

するが、各母国で標準的な書体がある場合には適宜選択する。 
・長い名称など、表記スペースが不足する場合は、横組み表記では長体を、縦組み表記では平体

をそれぞれかける。ただし、可読性が低下するため、過度の変形は避ける。 
 *サンセリフ系書体：欧文書体のうち、文字の末端部にある爪のような装飾（セリフ）がなく、

文字に使用する線の太さがほぼ一定である書体 
 

③ 文字の大きさ 

・視距離による文字の大きさの目安は、下表に示すとおりである。 

・日本語に併記する英語の文字の大きさは、日本語の文字高さの 3/4程度を基本とする。 

 表14 参考：旅客施設ガイドラインにおける文字サイズの考え方 

視距離 和文文字高 英文文字高 

10mの場合 4cm以上 3cm以上 

4～5mの場合 2cm以上 1.5cm以上 

1～2mの場合 0.9cm以上 0.7cm以上 

                    （両眼矯正視力 0.5を想定） 
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図 20 文字の表記例 
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 ④ ピクトグラム 

（ア）ピクトグラムとは 
  ピクトグラムは、抽象化・単純化された絵を用いて多くの人に共通の事象を示す視覚伝達手

段であり、情報伝達の国際化およびユニバーサルデザインの観点から、積極的な活用を図る。 

 
 （イ）ピクトグラムの種類 

  ピクトグラムは、以下に示すものが使用されている。 

 ・日本国内で使用されているピクトグラム 

   ○「JIS Z 8210 案内用図記号」 

   （一般財団法人日本工業規格協会、平成 26年７月現在 128種類、付属書 23種類） 

   ○「標準案内用図記号ガイドライン」 

   （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団、平成 26年３月現在 134種類） 

 ・自然公園で使用されているピクトグラム 

   ○「自然公園の公共施設で使用するピクトグラム」（環境省） 

  出典）「自然公園公共標識における標準表示例調査検討業務」（平成 22年 3月環境省） 

 ・その他のピクトグラム 

○「オストメイト」「AED」など、利用者の利便性や安全に関わるもの 

○「国道」「都県道」「踏切」など、道路標識令により位置づけられるもの 

○「身障者用トイレ」など複数のピクトグラムを組み合わせたもの 

○「ISO7001 Publicinfomation symbol」 
   「ISO7010 Safety coloursand safety signs」 

    「ISO20712 Water safety signsand beachsafety flags」（以上、国際標準機構） 

 

（ウ）自然公園の公共標識で使用するピクトグラム 
・多言語対応のピクトグラム 

観光庁ガイドラインにおけるピクトグラムの使用の考え方に準じ、外国人利用を対象に

「JIS Z 8210 案内用図記号」（平成 26 年７月現在付属書掲載を含む 151種類）と「標準案

内用図記号ガイドライン」（平成 26 年３月現在 134 種類）を使用して、「多言語対応のピク

トグラム」（156種類）として設定する。（公共標識 42～48頁参照） 
ただし、ピクトグラムは、追加更新されることがあることから、公益財団法人 交通エコロ

ジー・モビリティ財団ホームページ（http://www.ecomo.or.jp/）等での確認が必要となる。 

 
・自然公園独自のピクトグラム 

利用者の理解を促すことを目的に、「自然公園の公共施設で使用するピクトグラム」（環境

省）から上記の「多言語対応のピクトグラム」で掲載されているピクトグラムを除いた「自

然公園独自のピクトグラム」（25種類）を設定する。 
ただし、広く一般的に普及しているピクトグラムではないことから、ピクトグラムの意味

を日本語と英語で必ず表記することを原則とし、利用特性に応じてその他の言語を加えるも

のとする。 
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（エ）大きさ 
・ピクトグラムの大きさは基準枠（下図 A寸法）の大きさで表すが、外形の正方形、円形、三

角形の形状が視覚的に同じ大きさに見えるよう考慮する。 

・JIS Z 8210に規定されたピクトグラムは、視距離 1mで表示する場合の最小寸法を 35mm角と

する条件で設計されている。自然公園の公共標識で使用するピクトグラムは、JIS によらな

いものも含め、この条件に従って使用する。（視距離 0.5m を想定して表示する場合の最小寸

法は 17.5mm角となる） 

 
 
 
 
 

図 21 ピクトグラムの大きさ例 
 
（オ）文字の併記 

・「多言語対応のピクトグラム」のうち、文字によるの補助表示が必要とされているもの（公共

標識 46 頁：図番号 108～110,112,113、公共標識 47 頁図番号 129,135,139、公共標識 48 頁

図番号 141,145～150）、全ての「自然公園独自のピクトグラム」（公共標識 49 頁図番号 1～
25）に、ピクトグラムの意味を文字で併記することを原則とする。 

・文字は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28頁表 8参照）に基づき、日本語と英語で

の表記を基本とする。各自然公園等の利用特性に応じて、その他の言語（中国語、韓国語、

その他言語）を加えることとする。 

・地図上にピクトグラムを表示する場合は、必要に応じて凡例にピクトグラムの意味を文字で

表記する。 

・利用者の安全性確保を重視する場合は、外国人利用も含め、誘導標識や注意標識のピクトグ

ラムの意味内容を文字で表記することも検討する。 

・ピクトグラムに文字を併記する場合は、日本語文字高を４とした場合、英語文字高を３、ピ

クトグラムの外形枠を９の比率で表示することを原則とする。 

 
 
 
 
 
 

図 22 ピクトグラムの文字併記例 



公共標識 39 
 

（カ）色彩 
・標準案内用図記号ガイドライン、JIS Z 8210 に色彩が規定されたピクトグラムは、色彩を変

更せずに用いる（下表参照）。 
・ピクトグラムを案内図上に表示する場合は、視認性を考慮して黒地に白図のネガ表現を原則

とする。背景の明度が低い場合は、ピクトグラムを白の枠線で囲み視認性を高める。 
・モノクロのピクトグラムを誘導標識に表示する場合は、白地に黒図のポジ表現を原則とする。 
・案内図上で用いる案内所、情報コーナー、お手洗など利用者の利便性に係るピクトグラムは、

一般施設との区別を明確にするとともに、視認性を高めるため、青地に白図のネガ表現とす

る。 
 
表 15 ピクトグラムの色彩例 
種類 安全 

（防火・緊急） 

 

（禁 止） 

注 意 

（明示） 

指 示 

（誘導） 

安 全 

（避難・救護） 

基本形状 

    

 

色 赤 黄 青 緑 

 正方形の内部

を赤で塗りつ

ぶす 

縁および内部

の斜線部分は

赤とし、その他

は白とする 

三角の枠部分は

黒とし内部は黄

とする 

円の内部を青で

塗りつぶす 

正方形の内部を

緑で塗りつぶす 

 
マンセル

値 
7.5 R 4 / 15 2.5 Y 8 / 14 2.5 PB 3.5 / 10 10 G 4 / 10 

 CMYK値 0 / 100 / 100 / 0 0 / 20 / 90 / 0 100 / 60 / 10 / 0 100 / 20/ 70 / 0 

※ 表中の色は印刷により実際の色とは異なるため、色見本等による確認が必要である。 

※ マンセル値：色彩を色相・明度・彩度の 3 属性により定量的に表す国際的な尺度。ここでは、JIS Z 9101
（安全色および安全標識）に規定された値を示す。 

※ CMYK 値：一般的な印刷に用いられる 4 色のインク（C：シアン、M：マゼンタ、Y：イエロー、K：ブ
ラック）のかけあわせにより色を再現する方法で、「プロセスカラー」ともいう。ここでは赤・黄・青色・
緑色のマンセル値の近似色として、「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」に示された値を示す。 

    
 
 
 
 
 
 

図 23 ピクトグラムの視認性配慮例 
 
（キ）文字、ピクトグラムの表示方法 

・案内図上で用いる文字やピクトグラムは、高齢者や弱視者にも判読しやすいよう、できるだけ

大きく表示する。ただし、地図上に表示された施設類が多い場合や、地図の縮尺が小さいなど

の場合は、文字やピクトグラムによって地図情報が隠れてしまうことがあるため、下に示す文

字・ピクトグラムの大きさを参考にし、最低限必要な大きさに配慮する。 
・一度に認識できる情報量には限度があるため、場合によって情報量を減らすことも考慮する。 
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表 16 参考：地図上に表示する文字・ピクトグラムの大きさ例 

視距離 和文文字高 英文文字高   ピクトグラム 和 文 英 文 

30mの場合 120mm以上 90mm以上  凡例部表示 24.0mm 10.5mm 8.0mm 

20mの場合 80mm以上 60mm以上  特大サイズ ― 18.0mm 14.0mm 

10mの場合 40mm以上 30mm以上  大サイズ 21.0mm 9.0mm 7.0mm 

4～5mの場合 20mm以上 15mm以上  中サイズ 16.5mm 7.0mm 5.5mm 

1～2mの場合 9mm以上 7mm以上  小サイズ 12.0mm 5.0mm 4.0mm 

  ※ 視距離 50cmを想定 

※ 案内所、情報コーナー、都道府県庁、市町村役場、博物館

など、移動の目的地となる主要な施設の表示には、大サイ
ズを用いる 

 

視距離 40m 30m 20m 10m 5m 1m 

ピクトグラム基準枠寸法 

（mm角以上） 
480 360 240 120 60 35 

    
（ク）ピクトグラムの組み合わせ・左右の反転 

・施設の複合的な機能を表す際には、ピクトグラムを組み合わせることができる。 
・ピクトグラムの向きと実際の位置関係が矛盾する場合には、図形の左右を反転することがで

きる。 
・ピクトグラムを組み合わせる場合は、下表の比率を原則とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左右反転例（お手洗） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

実際の位置関係に対応した表記 

（左右を反転） 

 
図 24 ピクトグラムの組合せ・左右反転例  
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（ケ）凡例における表示方法 

・地図上に表示されたピクトグラム等の記号について、凡例で説明する。 
・凡例は日本語と英語で表記することを基本とする。各自然公園等の利用特性に応じて、その

他の言語（中国語、韓国語、その他言語）を加えることとする。 
 
①凡例文字のレイアウト例 

 
 

②ピクトグラム文字のレイアウト例 
 
 
 

③凡例のレイアウト例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 25 凡例の表示例 
 
 

日本語 / 英語 
中国語(繁体字) / (簡体字) / 韓国語 

      

日本語 / 英語 / 中国語(繁体字) /  (簡体字) / 韓国語 
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（コ）多言語対応のピクトグラム 
  外国人利用者のわかりやすさを目的に使用するピクトグラムを示す。 
 
1. 公共・一般施設  
Public Facilities 

1 

 

案内所 
Question & answer 

2 

 

情報コーナー 
Information 

3 
 

病院 
Hospital 

4 
 

救護所 
First aid 

5 
 

警察 
Police 

6 
 

お手洗 
Toilets 

7 
 

男性 
Men 

8 
 

女性 
Women 

9 
 

障害のある人が使える設備 
Accessible facility 

10 
 

スロープ 
Slope 

11 
 

飲料水 
Drinking water 

12 
 

喫煙所 
Smoking area 

   

1. 公共・一般施設  
Public Facilities 

※ 
12 

 

火災予防条例で左記の図記号の使

用が規定されている場所には、左記

の図記号を使用する必要がある。 

13 
 

チェックイン / 受付 
Check-in / Reception 

14 
 

忘れ物取扱所 
Lost and found 

15 
 

ホテル / 宿泊施設 
Hotel / Accommodation 

16 
 

きっぷうりば / 精算所 
Tickets / Fare adjustment 

17 
 

手荷物一時預かり所 
Baggage storage 

18 
 

コインロッカー 
Coin lockers 

19 
 

休憩所 / 待合室 
Lounge / Waiting room 

20 
 

ミーティングポイント 
Meeting point 

21 
 

銀行・両替 
Bank,money exchange 
(通貨記号の変更可) 

22 
 

キャッシュサービス 
Cash service 
(通貨記号の変更可) 

23 
 

郵便 
Post 
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1. 公共・一般施設  
Public Facilities 

24 
 

電話 
Telephone 

25 
 

ファックス 
Fax 

26 
 

カート 
Cart 

27 
 

エレベーター 
Elevator 

28 
 

エスカレーター 
Escalator  

29 
 

上りエスカレーター 
Escalator , up 

30 
 

下りエスカレーター 
Escalator , down 

31 
 

階段 
Stairs 

32 
 

乳幼児用設備 
Nursery 

33 
 

クローク 
Cloakroom 

34 
 

更衣室 
Dressing room 

35 
 

更衣室（女性） 
Dressing room (women) 

   
   

1. 公共・一般施設  
Public Facilities 

36 
 

シャワー 
Shower 

37 
 

浴室 
Bath 

38 
 

水飲み場 
Water fountain 

39 
 

くず入れ 
Trash box 

40 
 

リサイクル品回収施設 
Collection facility for the recycling 
products 

41 
 

高齢者優先設備 
Priority facilities for elderly people 

42 
 

障害のある人・けが人優先設備 
Priority facilities for injured people 

43 
 

内部障害のある人優先設備 
Priority facilities for people with 
Internal disabilities, 
heart pacer,etc. 

44 
 

乳幼児連れ優先設備 
Priority facilities for people 
accompanied with small children 

45 
 

妊産婦優先設備 
Priority facilities for expecting 
mothers 

46 
 

高齢者優先席 
Priority seats for elderly people 

47 
 

障害のある人・けが人優先席 
Priority seats for injured people 
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1. 公共・一般施設  
Public Facilities 

48 
 

内部障害のある人優先席 
Priority seats for people with 
internal disabilities, 
heart pacer,etc. 

49 
 

乳幼児連れ優先席 
Priority seats for people 
accompanied with small children 

50 
 

妊産婦優先席 
Priority seats for expecting 
mothers 

51 
 

コミュニケーション 
Communication in the specified 
language 
(言語(ENGLISH)は、他の言語及び国旗

に変更することができます。) 

52 
 

靴を脱いでください 
Take off your shoes  

53 

 
組合せ使用 
（図記号セット）の基本 

54 

 
組合せ使用 
（補助的に文字を 
 入れた例） 

55 

 

優先エレベーターでの

使用例 

56 

 
電車の優先席で

の 
使用例 

57 

 

オストメイト記号 

   
2. 交通施設  
Transport Facilities 

58 
 

航空機 / 空港 
Aircraft / Airport 

59 
 

鉄道 / 鉄道駅 
Railway / Railway station 

2. 交通施設  
Transport Facilities 

60 
 

船舶 / フェリー / 港 
Ship / Ferry / Port 

61 
 

ヘリコプター / ヘリポート 
Helicopter / Heliport 

62 
 

バス / バスのりば 
Bus / Bus stop 

63 
 

タクシー / タクシーのりば 
Taxi / Taxi stop 

64 

 

レンタカー 
Rent a car 

65 

 

自転車 
Bicycle 

66 

 

ロープウェイ 
Cable car 

67 

 

ケーブル鉄道 
Cable railway 

68 

 

駐車場 
Parking 

69 
 

出発 
Departures 

70 
 

到着 
Arrivals 

71 
 

乗り継ぎ 
Connecting flights 

72 
 

手荷物受取所 
Baggage claim 
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3. 商業施設  
Commercial Facilities 

73 
 

税関 / 荷物検査 
Customs / Baggage check 

74 
 

出国手続 / 入国手続 / 検疫 /  
書類審査 
Immigration / Quarantine /  
Inspection 

75 
 

レストラン 
Restaurant 

76 
 

喫茶・軽食 
Coffee shop 

77 
 

バー 
Bar 

78 
 

ガソリンスタンド 
Gasoline station 

79 

 

会計 
Cashier 
(通貨記号の変更可) 

80 
 

店舗 / 売店 
Shop 

81 
 

新聞・雑誌 
Newspapers,magazines 

82 
 

薬局 
Pharmacy 

83 
 

理容 / 美容 
Barber / Beauty salon 

84 
 

手荷物託配 
Baggage delivery service 

   

4. 観光・文化・スポーツ施設  
Tourism, Culture, Sport Facilities 

85 
 

展望地 / 景勝地 
View point 

86 
 

陸上競技場 
Athletic stadium 

87 
 

サッカー競技場 
Football stadium 

88 
 

野球場 
Baseball stadium 

89 
 

テニスコート 
Tennis court 

90 
 

海水浴場 / プール 
Swimming place 

91 
 

スキー場 
Ski ground 

92 
 

キャンプ場 
Camp site 

93 
 

温泉 
Onsen（Hot spring） 

94 
 

公園 
Park 

95 
 

博物館 / 美術館 
Museum 

96 
 

歴史的建造物 1 
Historical monument 1 
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4. 観光・文化・スポーツ施設  
Tourism, Culture, Sport Facilities 

97 
 

歴史的建造物 2 
Historical monument 2 

98 
 

歴史的建造物 3 
Historical monument 3 

99 
 

自然保護 
Nature reserve 

100 
 

スポーツ活動 
Sporting activities 

101 
 

スカッシュコート 
Squash court 

102 
 

スキーリフト 
Ski lift  

103 
 

腰掛け式リフト 
Chair lift 

   

5. 安全  
Safety 

104 
 

消火器 
Fire extinguisher 

105 

 

非常電話 
Emergency telephone 

106 
 

非常ボタン 
Emergency call button 

107 
 

広域避難場所 
Safety evacuation area 

   
   

5. 安全  
Safety 

108 
 

避難所（建物） 
Evacuation shelter 
(文字による補助表示が必要) 

109 
 

津波避難場所 
Tsunami evacuation area 
(文字による補助表示が必要) 

110 
 

津波避難ビル 
Tsunami evacuation building 
(文字による補助表示が必要) 

111 
 

非常口 
Emergency exit 

112 
 

洪水 
Flood 
(文字による補助表示が必要) 

113 
 

堤防 
Levee 
(文字による補助表示が必要) 

   

6. 禁止  
Prohibition 

114 

 

一般禁止 
General prohibition 

115 
 

 

禁煙 
No smoking 

116 

 

火気厳禁 
No open flame 

※
116 

 

火災予防条例で左記の図記号の使

用が規定されている場所には、左記

の図記号を使用する必要がある。 

117 

 

進入禁止 
No entry 
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6. 禁止  
Prohibition 

118 

 

駐車禁止 
No parking 

119 

 

自転車乗り入れ禁止 
No bicycles 

120 

 

立入禁止 
No admittance 

121 

 

走るな / かけ込み禁止 
Do not rush 

122 

 

さわるな 
Do not touch 

123 

 

捨てるな 
Do not throw rubbish 

124 

 

飲めない 
Not drinking water 

125 

 

携帯電話使用禁止 
Do not use mobile phones 

126 

 

電子機器使用禁止 
Do not use electronic devices 

127 

 

撮影禁止 
Do not take photographs 

128 

 

フラッシュ撮影禁止 
Do not take flash photographs 

129 

 

ベビーカー使用禁止 
Do not use prams 
(文字による補助表示が必要) 

   
   

6. 禁止  
Prohibition 

130 

 

遊泳禁止 
No swimming 

131 

 

キャンプ禁止 
No camping 

132 

 

飲食禁止 
Do not eat or drink here 

133 

 

ペット持ち込み禁止 
No uncaged animals 

   

7. 注意  
Warning 

134 
 

一般注意 
General caution 

135 
 

障害物注意 
Caution, obstacles 
(文字による補助表示が必要) 

136 
 

上り段差注意 
Caution, uneven access / up 

137 
 

下り段差注意 
Caution, uneven access / down 

138 
 

滑面注意 
Caution, slippery surface 

139 
 

転落注意 
Caution, drop 
(文字による補助表示が必要) 

140 
 

天井に注意 
Caution, overhead 
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7. 注意  
Warning 

141 
 

感電注意 
Caution, electricity 
(文字による補助表示が必要) 

142 
 

津波注意（津波危険地帯） 
Warning, Tsunami hazard zone 

   

8. 指示  
Mandatory 

143 

 

一般指示 
General mandatory 

144 

 

静かに 
Quiet please 

145 

 

左側にお立ちください 
Please stand on the left 
（文字による補助表示が必要） 

146 

 

応用例 
variant 
（文字による補助表示が必要） 

147 

 

一列並び 
Line up shingle fire 
（文字による補助表示が必要） 

148 

 

二列並び 
Line up in twos 
（文字による補助表示が必要） 

149 

 

三列並び 
Line up in threes 
（文字による補助表示が必要） 

150 

 

四列並び 
Line up in fours 
（文字による補助表示が必要） 

151 
 

矢印 
Directional arrow 

   
   

8. 指示  
Mandatory 

152 
 

安全バーを閉める 
Close over safety bar 

153 
 

安全バーを開ける 
Open over head safety bar 

154 
 

徒歩客は降りる 
Foot passenger have to get off 

155 
 

スキーの先を上げる 
Raise ski tips 

156 
 

スキーヤーは降りる 
Skiers have to get off 

   

   

   

   

   

   

   

   
   出典）「JIS Z 8210 案内用図記号」(平成 26年 7月現在） 

   「標準案内用図記号ガイドライン」 (公財 交通ｴｺﾛｼﾞｰ・ﾓﾋﾞﾘﾃｨ財団,平成 26年 3月現在) 

 
図 26 多言語対応のピクトグラム例 

 



 

公共標識 49 

（サ）自然公園独自のピクトグラム  
利用者に理解されることを目的にする場合に使用するピクトグラムを示す。 
次に示すピクトグラムには、文字の併記を必ず行う。また、同一地域の既設標識のピクトグラ

ムと差異がないよう事前に確認を行う。（差異がある場合は、公共標識 59頁④参照） 
1. 施設表示等 

1 
 

自然探勝路、園路、歩道 
Nature trail / Footpath 

2 
 

登山道 
Trail / Hiking trail 

3 
 

避難小屋 
Shelter hut 

4 
 

山小屋 
Mountain lodge 

5 
 

ビジターセンター 
Visitor center, Nature center 

6 
 

自然保護官事務所 
Ranger station / Ranger office 

 

2. 禁止・規制、警告、指示、マナー等 

7 
 

悪路のため足下注意 
Rough terrain! Watch your step 

8 
 

落石危険・頭上注意 
Danger of falling rocks! 

9 
 

危険・火山性有毒ガス注意 
Toxic volcanic gas! 
雨天時注意・土石流危険渓流 
Danger of landslide when raining 
等 

10 
 

危険・ヒグマ出没中注意 
Warning! Bear habitat 

11 
 

落枝注意 
Caution, falling twigs 

12 
 

スノーモービル等乗り入れ規制

区域 
Snowmobiles prohibited area 

13 
 

自動車バイク等乗り入れ規制区

域 
All motor vehicles prohibited area 

14 
 

モーターボート等乗り入れ規制

区域 
Motorboats prohibited area 

15 
 

花を採らないでください / 採ら

ない 
Do not pick wildflowers or 
damage plants 

 

 
 
 
 
 

 

2. 禁止・規制、警告、指示、マナー等 

16 
 

動物を獲らないでください / 獲ら

ない 
No hunting or fishing / All wildlife 
is Protected from hunting or 
harassment 

17 
 

野生動物に餌を与えないでくださ

い /与えない 
Do not feed any wild animals / 
Do not feed and handle wildlife 

18 
 

自然を大切に / 自然を大切にし

よう 
Care for nature 等 

19 
 

歩行中禁煙 / 吸わない 
No smoking while walking 

20 
 

焚火禁止 / 炊かない 
No lighting fires / 
Fires are not parmitted 

21 
 

ペットの持ち込みはご遠慮くだ

さい 
No pets / No pets allowed 

22 
 

爆竹などの花火類禁止 
No fireworks / Fireworks including 
firecrackers are prohibited 

 

3. ユニバーサルデザイン 

23 

a 
 勾配 5％以下 

Slope 5% maximum 
b 

 

24 

a 
 勾配 8％以下 

Slope 8% maximum 
b 

 

25 

a 
 勾配 8％以上を含む 

Includes slope over 8% 
b 

 

図 27 自然公園独自のピクトグラム例 
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⑤ 園路の整備水準の表示 
自然公園等における利用施設のユニバーサルデザイン化を推進するためには、施設へのアクセス

や施設の利便性に関わる情報をすべての利用者に提供することが求められる。 
園路の整備において、すべての利用者の利便性を一様に確保することは事実上不可能であること

から、園路の整備水準について的確に利用者に伝達することが必要となる。 
このような考えに立ち、自然公園等の園路の整備水準に応じたシンボルを設定し、地図や誘導表

示において、利便性に関わる情報をできるだけ表示する。 
 

（ア）園路の整備水準 
・園路を利用形態により「主要施設へのアクセスのための園路」「自然とのふれあいの場となる園

路」の２つに分類する。 
・主要施設へのアクセスのための園路は、「都市公園の移動円滑化整備ガイドライン」等に示され

たバリアフリー経路と同等の水準であるため、整備水準を示すピクトグラムとして、JIS Z 8210
による「車椅子スロープ」を採用し、必要な位置に表示する。 

   

 
 

図 28 ピクトグラム・車椅子スロープ例 
・自然とのふれあいの場となる園路は、さらに「全体になだらか」「やや急な区間を含む」「険し

い区間を含む」の 3 段階に区分し、園路の縦断勾配を示す傾きと利用者を表す表情を組み合わ

せたオリジナルピクトグラムを設定し、必要な位置に表示する。 

   

 

 

図 29 オリジナルピクトグラム例 
使用方法： 

・設定した色彩は、案内図等に経路を示す際の点線の色彩と共通させる。 

・また場合によっては白・黒のモノクロ表現とすることができる。 

・視認性を高めるため、マークの地と図の色を入れ替えて使うことができる。 

・誘導標識などにおいて進行方向が不自然にならないよう、マークの左右を反転させて使うことが

できる。 

色彩： 

・緑：できる限りすべての人が利用できる園路 .......... 60 / 0 / 100 / 0 

・橙：できるだけ多くの人が利用できる園路 ............ 3 / 40 / 95 / 0 

・茶：利用が困難な人もいる園路 ..................... 40 / 70 / 80 / 0 

                                                      数字は CMYK 値 
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表 17  園路の整備水準とピクトグラム 

 区分 1 区分 2 区分 3 

整備水準 

ピクトグラム 幅 員 

（最小） 

縦断勾配 

（最大） 

横断勾配 

（最大） 

自
然
公

園
に
お
け
る
歩

道 

園路 
集団施設地区

や園地、野営場
等の限られた
区域内を回遊

し、さまざまな
利用施設を結
ぶ連絡路 

主要施設への

アクセスのた
めの園路 

 

すべての利用
者が円滑に移

動できる園路 

180cm 
通路の末端付

近及び当該園
路の 50m 以内
ごとに 180×

180cm の場所
を確保すれば
120cm 5％ 

短い一部の区
間では 8％ 

1％ 
排水等のため

やむを得ない
場合は 
2％ 

― 

自然とのふれ

あいの場とな

る園路 
 

できる限りす
べての人が利
用できる園路 

 
全体になだら
か 

120cm 

a 

 

b 

 

勾配 5％以下 
Slope 5% maximum 

できるだけ多
くの人が利用

できる園路 
 
やや急な区間

を含む 

90cm 

8％ 
短い一部の区
間では 

12％ 

5％ 

a 

 

b 

 

勾配 8％以下 
Slope 8% maximum 

利用が困難な
人もいる園路 

 
険しい区間を
含む 

― ― ― 

a 

 

b 

 

勾配 8％以上を含む 
Includes slope over 8% 

探勝路   ―   
 

自然探勝路 / Natural trail 

登山道   ―   
 

登山道 / Trail, Hiking trail 

注：「－」は該当なしを示す
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⑥ 地図 

（ア）地図の種類 
・総合案内標識と案内図標識において地図を掲載する。地図の種類およびそれぞれの目的等につい

ては、次の通りとする。 
 表 18 地図の種類と表示基準 

標識の種類 総合案内標識 案内図標識 

地図の種類 主地図 副地図 主地図 副地図 

目 的 利用者の現在地、およ

び周辺の施設・資源等

との位置関係を把握

する。 

主地図に示された範

囲の広域における位

置関係を大まかに把

握する。 

利用者の現在地、およ

び周辺の施設・資源等

との位置関係を把握

し、行動の手がかりと

する。 

主地図に示された範

囲の広域における位

置関係を大まかに把

握する。 

表示範囲 集団施設地区の全体、

または利用者が比較

的容易に移動できる

程度の範囲を表示す

る。 

国立公園の全体、また

は団地等まとまりの

ある一定の範囲を表

示する。 

利用者が比較的容易

に移動できる程度の

範囲を表示する。 

集団施設地区の全体、

または主地図を含む

広域の範囲を表示す

る。 

縮 尺 表示 寸法（ h650 ×

w1400mm）内に必要な

表示範囲を配置した

結果として決定する。 

表示寸法（ h320 ×

w490mm）内に必要な表

示範囲を配置した結

果として決定する。 

表示寸法（ h775 ×

w880mm）内に必要な表

示範囲を配置した結

果として決定する。 

表示寸法（ h260 ×

w260mm）内に必要な表

示範囲を配置した結

果として決定する。 

表示方向 設置位置における利

用者の前方を上とし

て表示する。 

原則として北を上と

して表示する。 

設置位置における利用者の前方を上として表

示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     （総合案内標識例） 
 
 
 
 
 
                    （案内図標識例） 

図 30 地図例 
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（イ）表示内容 
・下表の事項を原則とし、利用者にとって必要と思われる情報を、地図上の視認性や利用者の理

解のしやすさに配慮した上で、適宜選択して表示する。 

表 19 地図の表示内容 

地図の種類 主地図 副地図 

(1) 地勢等 陸地および水面（山、川、湾、島、半島、湖、池、堀など） 

(2) 地名等 都道府県、市町村等の行政界と名称など 

(3) 等高線 等高線（特徴的な地形がある場合などに、他の表示内容を妨げない範囲で表現す

る） 

(4) 道路等 国道、都道府県道、市町村道、自動車専用道など 

(5) 交通機関等 鉄道路線・駅、バス路線・バス停、船舶航路、空港、ロープウェイなど 

   
(6) 公共施設 都道府県庁、市町村役場、郵便局、警察、

病院など 
都道府県庁、市町村役場など 

(7) 利用施設等 情報施設、便益施設（ビジターセンター、

案内所、お手洗、駐車場、休憩所、避難

小屋 など） 

その他の施設（広場、園地、園路、自然

探勝路、登山道、宿泊施設、キャンプ場、

展望施設、博物館 など） 

ビジターセンター、主要な園地 

(8) 自然資源等 動植物、地形・地質、湿原、瀑布、潮流、

雪渓、湧水・水場 など 
とくに著名なもの 

(1)～(5)までの事項はベースマップ（文字等による説明のない地形図）として表示するもので、線や面により表現する。 

(6)～(7)までの項目はベースマップ上に目的に応じて表示するもので、面、線、文字、記号（ピクトグラム）等により表現する。 

 
（ウ）現在地 

・現在地表示は最も視認性の重要度が高いため、誘目性の高い赤色で表示することを原則とする。 
・さらに視認性を高めるため、表示の周囲に白線の縁取りを行うことを原則とする。 

 単位：mm 
 
 
 
 
 
 
 

※ 現在地表示の色を赤にしている例が多いが、一般的に最も彩度の高い赤（0 / 100 / 100 / 0）は、視覚障害者にとって黒文字や

黒線と区別しにくいために目立って見えないことがある。このためオレンジ寄りの赤（0 / 75 / 95 / 0）を用いる。 

図 31 現在地の表示例 
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（エ）メッシュ・スケールバー・方位 
・主地図の地図上に、現在地を始点として 100ｍ単位程度（副地図は数 km 単位程度）で縦横のメ

ッシュを表示する。地図の見やすさを考慮して、線の色は黒を基本とし、幅はできるだけ細くす

るが、現在地で交差する線をやや太く表示することで、現在地の誘目性を高める。 
・地図の下端または上端に、一定幅の色のラインを配置して、スケールバーとする。ラインの色は

現在地表示と同色を基本とし、幅は 10～15mm 程度とする。距離の表示は現在地点をゼロとし、

メッシュと対応した位置に表示する。 
・地図の邪魔にならず視認しやすい位置に、方位の表示を行う。使用するマークの形は任意とする

が、できるだけシンプルな形状のモノクロ表示を原則とする。また背景の明度が低く識別しにく

い場合は、マークの周囲に細い白線を付加するなど、視認性を高める措置を講じる。 
 単位：mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 32 メッシュ・スケールバー・方位の表示例 
 
（オ）色彩 

・地図に用いる色は、色数が増えると煩雑になるため、多くの色を用いないことが望ましい。 
・色どうしの明るさのコントラスト（対比）を十分大きくすること等により、高齢者や弱視者など

にもできる限り識別しやすいよう工夫することが望ましい。類似の色がどうしても隣り合う場合

は、色面の境界に白または黒の縁どりを行うなどの措置を講じる。 
・文字やピクトグラムは基本的に黒と考えられるため、これらの背景に明度の低い（暗い）色が配

置されないようレイアウトを工夫する。どうしても重なり合う場合は、文字やピクトグラムに白

の縁どりを行うなどの措置を講じる。 
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⑦ 管理者表示 
・表示された情報について、利用者に対し責任の所在を明らかにするため、管理者および情報が作

られた時点（設置年月）の表示を行う。 
・総合案内標識には、国立公園の名称や自然公園や長距離自然歩道のシンボルマーク等を、管理者

表示との位置関係をそろえて表示する。 
・誘導標識、注意標識は、表示内容が頻繁に更新されないこと、表示スペースを最大限活用するこ

となどから、時点を含まないコンパクトな表示とする。 
・環境省ロゴマークの使用に当たっては、「環境省ロゴマーク使用規定」（広報委員会決定 H13.2.26）

を遵守する。 
 

 単位：mm 
 

時点を含む表示 管理者のみの表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 33 管理者表示の表示例 
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■参考：「環境省ロゴマーク使用規定」 
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図 34 環境省ロゴマークのコンセプト及び仕様等 
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Ⅱ－３ 公共標識におけるユニバーサルデザインの配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（ⅰ）ユニバーサルデザイン計画の対象地域における配置計画  

自然公園等のユニバーサルデザイン計画の対象地域内（すべての人が利用できる区域）におい

て、ユニバーサルデザイン情報として、施設や園路等の障害者対応情報、整備水準を表示する案

内標識及び注意標識を、駐車場、公衆便所、情報提供施設（ビジターセンター、インフォメーシ

ョンセンター等）及び各施設へのアクセスルート等に配置する。 
点字表記は、「すべての人が利用できる区域」内の公共標識に表示することを基本とし、「ユニバ

ーサルデザイン推奨区域」内は必要に応じて表示する。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図35 ユニバーサルデザイン計画の対象地域イメージ(参考) 

（ⅱ）誰もが利用しやすく、わかりやすい表示 

① 公共標識の種類と設置場所 

公共標識（サイン施設）は、利用者の利便性や安全性の他、自然とのふれあいの質を高めるた

めに重要な情報伝達施設であり、自然公園等における公共標識の種類は「公共標識のタイプ」（公

共標識 3 頁表 1 参照）、標識の設置場所は「公共標識の設置場所」（公共標識 7 頁表 2 参照）のよ

うに整理されている。 

 

公共標識は、位置情報や案内情報の他、自然解説や安全に関わる情報等を伝達し、国立公園にお

ける利用の利便性や安全性の他、自然とのふれあいの質を高めるために重要な施設であることか

ら、多様な利用者の特性に配慮した誰にでもわかりやすい施設を適切に整備することが重要であ

る。 

なお、標識自体が景観要素の一つとなり、地域のイメージの形成や展望地等における修景機能を

果たすこともあるので、設置には十分な景観的配慮が必要である。 

（ⅰ）ユニバーサルデザイン計画の対象地域における配置計画 

（ⅱ）誰もが利用しやすく、わかりやすい表示 

（ⅲ）表記する情報の内容 

（ⅳ）利用しやすさに配慮した配置と構造 

（ⅴ）運営開始後における配慮事項（パンフレット類との併用やガイド等の案内、ユビキ

タス対応等による補完） 
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② 表記文字の原則 

各種標識における表記の原則は、「公共標識の標準表示内容」（公共標識 28 頁表 8 参照）に示

すとおりである。 
視覚障害者の対応として、点字表記及び触知図を加える他、必要に応じて音声案内装置等の設

置を検討する。 
若年者への対応として、難読漢字等へのふりがなの添付などの工夫を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ③ 読みとりやすい文字の大きさや色彩 

表示内容が容易に読み取れるように、文字の大きさや色彩の組み合わせ等への配慮を行う他、

設置場所により夜間利用に配慮した照明設備を設けることが望ましい。 

文字の大きさや色彩についての配慮事項は、参考１（公共標識 64頁参考１参照)、参考２（公

共標識 66頁参考２参照）に示すとおりである。 

④ わかりやすいピクトグラム 

全国の自然公園において、「多言語対応のピクトグラム」と「自然公園独自のピクトグラム」

を使用することで、全国共通のわかりやすい情報提供を行うことが望まれる。 

既存の公共標識で使用されており、かつ上記と異なるピクトグラムがある場合は、必要に応

じ日本語と英語を表記し、外国人の利用特性に応じその他の言語を表記する。また、新たに独

自のピクトグラムを作成する場合には、必ず日本語と英語を表記し、外国人の利用特性に応じ

その他の言語を表記する。 

 

  

日本語、英語表示のサイン 
公園のシンボルマークも入っている 

白山国立公園 

日本語、英語、中国語（簡体字）、韓
国語表示のサイン 

支笏洞爺国立公園 
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（ⅲ）表記する情報の内容 

① 行動起点に設置する総合案内標識、案内図標識 

総合案内標識、案内図標識には、主要な地名、施設（障害者対応施設情報含む）及び景観資

源等の位置、園路の特徴や距離、路面状況、勾配などの難易度等を表示する他、危険箇所情報

や利用マナー等を表示し、利用者が、能力や興味に応じた利用コースの選択や行程確認ができ

るようにする。 

地図には、現在地をわかりやすく表示し、障害者対応施設をピクトグラムで明示する他、車

いす使用者や高齢者が利用しやすい園路を色分けで表示する等の工夫を行う。 

なお、地図が容易に読み取れるよう、利用者の読み取り方向と地図の方角を一致させること

が望ましい。 

視覚障害者への情報提供のため、触知図を触れやすい位置、大きさで併設する。 

また、設置場所によっては、見どころなどのリアルタイム情報やイベント告知といった一時

的な情報提供を行う掲示板やパンフレットボックスを併設することも有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 利用者の円滑な移動を補助する誘導標識 

誘導標識は、利用者が地区内を円滑に移動するための標識であり、施設や興味地点の名称と

方向に加え、利用者が自己の能力等に応じて利用コースを選択できるよう、距離、路面の状況、

勾配、所要時間など通行の難易度に関する情報を示し、園路の起終点、中間点、分岐点や難易

度の変化点等に設置する。 

なお、総合案内標識や案内図標識の表記と色や番号で連携させるなど、利用しやすいように

工夫する。 

また、視覚障害者に配慮して、園路の縁石やフラットバー（縁板）、表面材料等による連続

した誘導方法も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 バリアフリー対応のコースを表示したサイン  

磐梯朝日国立公園 裏磐梯集団施設地区 

図 37 総合案内標識の表示例 

 

全体案内図 

 

・主要施設や園路の状
態等の明示 

・車いす使用者の利用
可能路線や対応施
設の明示 

・現在地の明示 

コース情報 

掲示板 

リアルタイム
情報 

利用マナー等（ピクト表示） 

パンフレットボックス 
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③ 自然体験を補助する解説標識 

解説標識は、自然環境等について理解する手助けとなるものであり、解説対象の図や写真、

イラスト等を用いてわかりやすい表現とし、必要に応じて、触れやすい位置に触知図を併設す

る。 

④ 適切な利用を促す注意標識 

事故防止や自然環境の保護、利用規制等の認知のために必要な注意・警戒事項、禁止事項、

フィールドマナー等を伝える標識は、ピクトグラムと文字を併用し、誰にでも直感的にわかる

ように表示する。 

特に、園路の難易度の変化点では、注意標識とともに園路の状況等を明示して利用者が利用

するか否かを判断できるようにするとともに、ゲートの設置、幅員や舗装材の変化など、確実

に知らせるための工夫を施す。 

また、危険箇所では、注意標識に加え、視覚障害者が危険を予知できるように安全柵等を設

置する。 

 

（ⅳ）利用しやすさに配慮した配置と構造 

① 誰もが利用しやすい標識設置の工夫 

標識は、利用者の動線等を考慮して、通行の妨げにならず目につきやすい位置に、誰にも利

用しやすいように設置することを基本に、以下の点に配慮して整備する。 

・案内図標識や解説標識は、子どもや車いす使用者も見やすいよう、表示面から 1m 程度離れて

見る場合、表示面の上端の高さを 170～185cm程度以下に抑えて設置することが望ましい。 (公

共標識 66頁参考２参照） 

・総合案内標識、案内図標識、解説標識のように情報量の多い標識の場合は、時間をかけて情報

を得るため、通行に支障のないよう園路から後退させて滞留スペースを設けて設置する。 

・標識の前面には、車いす使用者が容易に接近し方向転換ができるよう、表示面の方向に 150cm

×150cm以上の水平面を確保する。 

・通行等の支障とならないよう、園路の外側や園地の周辺部に設置することを基本とするが、園

路等からの隔距離は、情報を読みとりやすいよう園路端から 60cm以上離さないようにする。 

・誘導標識等がやむを得ず園路上に突出する場合は、視覚障害者の通行の支障とならないよう、

下端を 200cm以上の高さにするか柵の設置などの侵入防止措置を施す。 

また、展望地点等に設置する場合は、低い位置に傾斜をつけて設置するなど、展望を阻害し

ないように配慮する。 

屋外では、季節や時刻によって自然光の強さと方向が変化することから、緑陰等を考慮して

設置場所を検討することが望ましい。一般に、東西方向に並行する配置の方が逆光の影響を受

けにくい他、必要に応じて日よけの庇を設けるなどの方法も考えられる。 

なお、標識の背景に照明や看板等が位置すること等により、表示が見にくくならないように

配慮する。 

 

 



 

公共標識 62 

                      

 

 

 

② 視覚障害者に配慮した標識の工夫 

視覚障害者にとっては、標識の存在がわかることが重要であり、足裏の感触や白杖で標識の

存在がわかるように、標識の足下の舗装材を変える、標識の下部にバーを付けて白杖で確認で

きるようにするなどの工夫を施す。 

こうした工夫の他、縁石やフラットバーによる誘導がなされている場合や、渓流や滝の水音

で位置が認識できる地点等がある場合は、その旨を行動起点となる駐車場やビジターセンター

等に設置した触知型の案内図標識や点字パンフレット等で予め伝達する。 

触知板を設置する場合には、直接手で触れるため、夏の直射日光で熱くならない素材の選択、

日陰への設置などの配慮とともに、清潔を保つ管理も必要である。 

触知板は、90～120cm の触れやすい高さに設置し、大きさは両手を広げたくらいが全体を把

握できわかりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庇を設けたサインの例 

利尻礼文サロベツ国立公園  

車いす使用者に対応したサインの例 
富士箱根伊豆国立公園 

大涌谷園地 

木陰に設置された触知板 

富士箱根伊豆国立公園 
田貫湖集団施設地区 

視覚障害者に標識の存在を知らせる工夫の例  

マップと点字で構成された触知板 

京急電鉄羽田空港駅構内 
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（ⅴ）運営開始後における配慮事項（パンフレット類との併用やガイド等の案内、ユビキタス対応等

による補完） 

主要利用拠点等の広い範囲全体を案内図等で把握することは難しいことから、パンフレット等

との併用が有効である。特に視覚障害者にとっては、触知図ですべての情報を把握することは困

難であり、触知型のパンフレットが効果的である。 

パンフレットには、園路等の状況や障害者対応施設（便所、休憩所等）に関する情報を記載す

る他、緊急時の連絡先としてビジターセンターの電話番号を記載するなど、きめ細かな情報提供

に配慮する。パンフレットは、日本語版と英語版に加え、外国人の利用特性に応じ、その他の言

語版をビジターセンター等で入手可能なように準備しておくことが望ましい。 

なお、触知型パンフレットの作成に当たっては、利用者に表現方法の確認を行うなど視覚障害

者の利用特性に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ガイドスタッフに施設やフィールドの案内や説明をしてもらうことは、標識類やパンフ

レット等より多くの情報を得ることができ、特に視聴覚障害者にとっては環境のイメージを膨ら

ませる上で効果的である。 

ビジターセンター等において、サポートガ

イドのサービスを提供するとともに、多様な

人とコミュニケーションの図れるガイドスタ

ッフの養成などを含めたユニバーサルサービ

スの体制づくりが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 多言語対応のパンフレットやガイド等以外に、訪れた外国人等の自然公園への理解を深めるた

めに、自ら所有している情報端末を利用して、情報を得られるようにすることが効果的である。 

 ただし、LAN 等の通信環境の整備が必要となることから、ビジターセンター等の利用拠点にお

いて、運営上の必要性を検討した上で、可能な範囲でのユビキタス対応が望ましい。 

点字パンフレットの例 国営アルプスあづみの公園  

出典）国土交通省監修『ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり』 

ガイドによってより多くの情報が得られる  

利尻礼文サロベツ国立公園 幌延園地 
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参考１：視認しやすさを考慮した文字の大きさと色彩 

表示文字の大きさは、視力の低下した高齢者等に配慮して、視距離に応じた大きさを選択す

る。書体は、視認性の優れた角ゴシック体とすることが望ましい。 

文字の大きさの選択の目安 

視距離（m） 30 20 10 4～5 1～2 

和文文字高（mm） 120以上 80以上 40以上 20以上 9以上 

英文文字高（mm） 90以上 60以上 30以上 15以上 7以上 

文字高とは、日本字では指定書体の「木」の高さを、アルファベットでは指定書体の「E」の高さをいう。 

 

 

 

 

 

文字と地色の色調は、文字が見やすく容易に識別できるものとするため、高齢者に多い白内

障に配慮して「青と黒」、「黄と白」、「赤と緑」の組合せを避ける。また、視認性を確保する上

で文字と地色の明度差を明度スケールで５段階以上とすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図色と地色の明度対比例  
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弱視者や視力の低下した高齢者、色覚障害者の利用を考慮し、表示の色彩も注意深く選定す

る必要がある。基本的には、明るい色の地の濃い色の文字を組み合わせ、表示板の色と文字が

対照（コントラスト）をなすようにする。 

色を組み合わせて用いる場合は、色覚障害者に配慮し、見分けやすい色の組み合わせを用い

て、表示要素毎の明度差・彩度差を確保した表示とする。 

色覚障害者にとって識別が困難な色の組み合わせは、「赤と黒」、「赤と緑」、「緑と茶色」、「黄

緑と黄色」、「紫と青」、「赤と茶色」、「水色とピンク」、「黄色と明るい黄緑」、「オレンジと黄緑」

があげられ、このような組み合わせは避ける。 

また、赤系の色を用いる場合は、濃い赤を用いず朱色やオレンジに近い赤を用いる。赤を用

いる場合は他の色との境目に細い白線を入れると表示が目立ちやすくなる。 

 

色覚障害者のうち大多数を占める赤緑色覚障害（1型色覚、2型色覚）の人は、赤～緑

の波長域において、明度が類似した色の見分けが困難になっている。下図の黒い実線か

ら右(長波長)側の「赤～緑の領域」で色の差が小さくなっている。この範囲では点線を

中心に左右の色がほぼ対称に見えていて、「赤と緑」、「黄緑と黄色」の差が特に小さくな

っている。 

さらに 1型色覚では、最も長波長側の視物質に変異があるため赤が暗く感じられ、「濃

い赤」はほとんど「黒」に見える。（弱視の人も同じ傾向がある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置するサインは、森林の緑や茶色を背景とすることが多く、また、サイン本体に木

材を使用することを基本とした場合、木材の色と調和するクリームやオフホワイトを表示板の

地色として使用することが望ましい。ただし、白い地色は光が当たると眩しく見える場合があ

るため、表示面につや消しを施す。 

なお、早朝や夜間の利用が考えられる場所では、照明により、表示が読みやすい 50 ルクス

以上の照度を確保することが望ましい。 

 
 

  

色覚障害者の色の見え方  
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地図内の要素を黒色で太く縁取りするなどの配慮により、地図の表現力を維持しながら多様

な条件下での視認性を確保することができる。 

 

 

参考２：誰もが見やすい表示面の高さと大きさ 

表示面の高さは、視線の低い子どもや車いす使用者にも見やすいよう、表示面から 1m程度離

れて見る場合、表示面の上端の高さを 170～185cm程度以下とすることが望ましい。また、表示

面の幅は、表示面から 1m程度離れて見る場合は 2m程度以内に、2m程度離れて見る大判の表示

面を設置する場合でも 4m以内に納めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本建築学会編「建築資料集成３集」及び交通エコロジー・モビリティ財団発行「公共交
通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」に定められている表示面の高さや位置及
び視方角の設定に準じたサイズ 

表示面の望ましい高さと幅  
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 その他1 

第８章 その他施設 

Ⅰ その他施設の種類と基本方針 
Ⅰ－１ その他施設の種類 
 
 自然公園等事業で整備の対象となる自然公園等施設は、「第 1 部自然公園の事業を進めるに当たっ

ての基本的考え方P1 図 1」において示される公園事業となる施設の種類が該当する。 

 これらのうち、道路（歩道）、園地、野営場、博物展示施設、公衆便所、駐車場及び公共標識（サイ

ン類）については第３部第１章から第７章において示されているところであるが、これらを除くその

他施設には次のようなものがある。 

 

 （利用施設） ・道路（車道） 

        ・橋 

        ・給水施設 

        ・排水施設 

 （保護施設） ・植生復元施設 

・動物繁殖施設 

・砂防施設 

・防火施設 

・自然再生施設 

         

これらの施設の定義については、「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について（平成 15
年 5 月 28 日環自国発第 030528006 号）別表「自然公園法施行令第１条に掲げる施設の定義と計画上

の留意事項」に準じる。 

 

 

Ⅰ－２ その他施設に関する基本方針       
 その他施設のうちの保護施設に関する基本方針と整備の手順は、第１章総論の基本方針、整備の手

順等に基づくものとするが、その施設の性格上、計画調査や設計調査において自然条件等に関し十分

な調査を行い、地域特性を踏まえて、自然環境、景観、生物の多様性の確保等に特に配慮するものと

する。 
 また、利用施設に関する基本方針と整備の手順は、保護施設と同様、第１章総論の基本方針、整備

の手順等に基づくものとし、第１章から第３章の歩道、園地及び野営場における基本方針、整備の手

順、基本計画、基本設計、実施設計等に準じるものとする。 
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Ⅱ その他施設に関する技術指針 
Ⅱ－１ その他施設の設計の考え方 
 
 その他の施設のうち、植生復元施設と自然再生施設について、その技術内容について示す。 
法面緑化については「自然公園における法面緑化指針（案）環境省自然環境局」に基づくものとす

る。 
（ⅰ）自然再生施設 

（Ａ）設計の考え方 

（自然再生とは） 

 過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係

地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然

環境を保全、再生、創出、維持管理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自然再生の基本理念） 

・生物多様性の確保 

自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様

性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを

旨として適切に行う。 

・地域の多様な主体の参加と連携 

自然再生は、地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的

に取り組んで実施する。 

・科学的知見に基づく実施 

自然再生は地域における自然環境の特性、自然の復元力および生態系の微妙な均衡などを踏ま

えて、かつ、科学的知見に基づいて実施する。 

・順応的な進め方 

自然再生事業は、事業の着手においても自然再生の状況を監視し、その監視結果に科学的な評

価を加え、これを当該事業に反映させる方法により実施する。 

  ・自然環境学習の推進 

   自然再生事業の実施に当たっては、自然環境学習の重要性にかんがみ、自然環境学習の場とし

て活用が図られるよう配慮する。 

保  全  良好な自然環境が現存している場所においてその状態を積極的に維持する行

為 

再  生  自然環境が損なわれた地域において損なわれた自然環境を取り戻す行為 

創  出  大都市など自然環境がほとんど失われた地域において大規模な緑の空間の造

成などにより、その地域の自然生態系を取り戻す行為 

維持管理  再生された自然環境の状況をモニタリングし、その状態を長期間にわたって

維持するために必要な管理を行う行為 
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（自然再生事業の流れ） 

自然再生事業の流れは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 自然再生事業の流れ 

（「全国の自然再生の取組み 自然との共生をめざして」環境省パンフレット） 
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（Ｂ）設計例 

自然再生事業の例を以下に示す。 

 

表 1 自然再生事業の例 
事業 自然再生の手法 内容 

釧路湿原 ・森林の再生により流域の保水能力、土砂流

入防止機能を向上させる① 

・湿原周辺の未利用地等で湿原の再生を図る

② 

①達古武地域における自然林再生 

②広里地域における湿原の再生 

 

サロベツ ・地下水位の低下抑制① 

・泥炭採取地の復元② 

・農地と湿地の緩衝地帯の整備③ 

①水抜き水路の堰上げ等による地下

水位の低下抑制 

②泥炭採取跡地における湿原植生回

復 

③農地と湿地の緩衝地帯の整備 

 

小笠原 ・外来種に攪乱された生態系の健全化①②③ 

・海洋島に残された固有種島の保全①②③ 

・自然を再生し、自然と共生するための地域

作り③ 

①外来種の駆除、自然再生手法の検討 

②外来種駆除の実施 

③外来種の駆除に取り組む地域づく

り 

（「全国の自然再生の取組み 自然との共生をめざして」環境省パンフレットを編集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 その他5 

（ⅱ）植生復元施設 

（Ａ）設計の考え方 

登山者の利用によって脆弱な高山植生や湿原植生が破壊される場合など、人の影響によって破壊

された植生に対して植生復元施設の整備を行う。 

植生復元の施設の整備に当たっては以下の点に留意することとする。 

①自然生態系の維持・修復・保全に資すること 

②自然の回復力が発揮されやすい状態を造ること 

③工事に伴う自然の改変は最小限にとどめること 

 

植生復元施設の整備に当たり使用する材料等は以下の考え方の基づくものとする。 

①使用する材料は、施工場所にある材料（土、石材、木材等）を活用する 

②外部から材料を持ち込む場合は、自然の材料または、植生復元後腐植などにより消滅する自然

由来の材料を基本とする 

③播種や苗木を植栽する場合は、施工場所から採取された種子を用いることを基本とする 

 

植生復元施設の整備に先立ち、植生、土壌、水系、利用状況などを調査し、植生が失われた原因・

メカニズムを明確にし、整備の効果を予測するとともに、施工後、予測通りに植生が回復している

か確認することとする。 

植生が予測通りに回復していない場合、原因を検討し、さらに対策を講じるものとする。 

 

（Ｂ）設計例 

植生復元施設の整備にあたり、具体的な例を以下に示す。 

 

登山道の植生復元の例 
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第４部 維持管理 

Ⅰ 施設の維持管理・安全対策のための指針  

Ⅰ－１ 国立公園の施設の維持管理・安全対策のあり方 

Ⅰ－１－１ 施設の維持管理・安全対策の目的 

国立公園は、「日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、も

って国民の保健、休養及び教化に資すること」を目的としており、施設の維持管理・安全対

策は、利用者の安全で快適な利用と自然の保護を達成するための基本である。 

国立公園内の施設は、利用目的や利用頻度が多様であるため、所管地及び直轄施設におけ

る施設の維持管理・安全対策に当たっては、施設の種類や設置目的によって管理目標若しく

は巡視・点検回数を設定し、事故や自然環境の破壊を未然に防止する必要がある。 

 

Ⅰ－１－２ 施設の維持管理・安全対策の業務の種類（図 1参照） 

施設の維持管理・安全対策は、以下のように分類される。 

（１）巡視 ：利用を含む国立公園の機能の維持保全のため、公園を構成している施設等に

ついて、主に目視によって、目的どおりの機能が維持されているか確認することを

いう。 

    異常があった場合、必要に応じて応急措置を講ずることを含む。 

 

（２）点検 ：維持管理対象施設の機能状態や劣化の程度などについて、あらかじめ定めた

手順により検査することをいう。 

異常または劣化がある場合、必要に応じて応急措置を講ずることを含む。 

 

①平時点検：利用の最盛期の前、冬季閉鎖の直前など、年間を通じて回数、時期をあ

らかじめ計画し、実施する点検をいう。 

 ②臨時点検：台風や地震など、施設へ影響を及ぼす可能性のある自然現象が起きた

場合や利用者から施設等の異常に関する情報提供があった場合、臨時

に実施する点検をいう。 

 ③専門点検：法定点検及び橋、電気設備などの専門技術を要する点検をいう。 
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図 1 施設の維持管理・安全対策業務(巡視・点検)の種類と基本的な流れ 
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No 

 

平時点検 / 臨時点検 

 

対応方針の検討 

 

修 繕 
 

改修工事 
 

閉鎖・撤去 

完了 完了 完了 

 

応急処置 

 

記録・報告 

 

Yes 
 

 異常の発見 

 

No 

 

専門点検 

 

対応方針の検討 

 

修 繕 
 

改修工事 
 

閉鎖・撤去 

※業務委託範囲内で 

あれば、その中で 

対応してもらう。 

完了 

完了 完了 

 

応急処置 

 

記録・報告 

 

Yes 
 

 異常の発見 

 

No 
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Ⅰ－２ 維持管理計画の考え方 

Ⅰ－２－１ 各地域の環境特性や利用特性に応じた維持管理計画 

自然公園の施設の維持管理の方法は、図 2 に示すとおり、物的・人的におけるハザードやリス

クの高低により、登山道や集団施設地区内施設、単独施設の園地、野営場等では大きく異なる。 

維持管理計画を策定する場合には、環境条件、施設条件、その他の条件を踏まえる必要がある。 

○環境条件：土壌、土質、地形、気温、湿度、降雨、積雪、日照、潮風などの自然条件および

利用頻度などの人為条件による影響を考慮する。 

○施設条件：管理対象施設の種類、設置目的（意図）、形態、規模、材質、数量、権利、設置経

過などを十分に把握する。 

○その他の条件：制度、組織、予算、財源などの維持管理体制を考慮する。 

維持管理計画の策定に当たって重要なことは、各地域の環境特性や利用特性に応じた機能を明

らかにした上で策定することである。 

 

なお、歩道など人為の影響を受けやすい場所や、登山道自体の崩壊、拡幅、複線化等のよる周

辺の生態系や景観への悪影響が見られる場所では、点検の結果異常が認められた場合速やかに対

策を講じることが必要である。 

 

 
ハザード リスク 

物的 人的 物的 人的 

登
山
道 

ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾄ  

 

 

 

山稜・高山帯ﾙｰﾄ 

山麓・樹林帯ﾙｰﾄ 

草原・湿原ﾙｰﾄ 

探勝路 

園路 

集団施設地区等の 

利用拠点の施設 

 

図 2 集団施設地区等の利用施設及び歩道のリスク・ハザード概念図 

 

 

低 

高 

低 

高 

高 

低 

高 

低 
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表 1 歩道・園路 

歩道タイプ 利用目的 立地環境 
利用者

の装備 
利用者層 

整備イメー

ジ 

登
山
道 

バリエーシ

ョンルート 

登山、探検、探索、トレ

ッキング等（大自然の中

で過ごし、より深く、密

接な自然体験を得るこ

とを目的とする。） 

高山帯、岩稜部等 

登山用の

装備が必

要 

 

上級登山者 

（登山家、探検家） 
無整備 

山稜・高山

帯ルート 

高山帯、山稜 

（ガレ場、岩場） 

登山用の

装備が必

要 

中級以上の登山者

(登山歴があり、必

要な技術等を判断

できる者) 

無整備 

補修・修復 

山麓・樹林

帯ルート 

樹林帯、山麓、低山

地 
登山靴 

初級以上の登山者、

団体登山者(基礎的

な登山技術を備え

た者) 

無整備 

補修・修復 

自然同化型 

草原・湿原

ルート 

草原、湿原、希少生

物生息地等の保全

対象地、原生的自然

域(傾斜の始まる登

山口から山岳部に

至る歩道も含む) 

登山靴 
上記利用者層すべ

て 

無整備 

補修・修復 

自然同化型 

探勝路 

自然風景観察、動植物観

察、ハイキング、クロス

カントリー、 

（豊かな自然の中で自

然に親しむ等のふれあ

いを目的に利用する。） 

山地、丘陵地、里地、

海浜地等 

(起終点はバス停や

駐車場等の交通機

関と接している) 

運動靴・

トレッキ

ングシュ

ーズ等 

ハイカー、自然愛好

家、ファミリー、グ

ループ、学校等 

一部身障者等の利

用も可能。 

保全修復型 

自然融合型 

園路 

散策、リゾート、観光 

（自然景観地を訪れ、雄

大な風景や名勝にふれ

豊かな自然に接する目

的で利用する。） 

自然景勝地、集団施

設地区、利用拠点

等、施設地区内連絡

路等 

タウンシ

ューズ等 

ファミリー、グルー

プ、学校、団体等、

すべての公園利用

者。 

基本的に身障者等

の利用が可能。 

自然調和型 
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表 2 整備・管理のイメージ（歩道・園路の維持管理内容） 

タイ

プ 

整備

イメ

ージ 

整備内容 維持管理内容 備考 

登
山
道 

無
整
備 

険しい山岳地帯と異なる、穏やかで優れた自

然を「自然のまま」に楽しむため、基本的に

安定している状況では整備しない。 

山小屋や登山者等からの通報に

よる危険情報の伝達。 

自然災害等の破損の復旧だけで

管理作業も行わない。 

自然災害等による破損の場

合のみ、復旧作業を行う。 

補
修
・
修
復 

既存施設の破損箇所等の修復を行う。 

浸食等の発生、拡大を防ぐ修復整備を行う。

(排水処理、充填処理、表面被覆等) 

飛び石や踏み板を設置する。(踏み固めに伴

う水たまりを避けてはみ出したことによる

植生破壊対策) 

登山シーズン前や繁忙期に巡視

を行い点検する。 

ササ刈り、倒木の除去、標識の

設置等の安全確保を主眼に保守

管理を行う。 

既存施設、路面浸食、植生破

壊、浸食進行箇所等の必要な

箇所のみ補修等を行う。 

自
然
同
化
型 

現況の自然に同化するよう周囲の自然石や

倒木等を用い、浸食の拡大を防止する。最小

限の資材で浸食の拡大やはみ出し等を防止

する。 

浮石の処理や腐食した木材の取

替えなどを点検により行う。 

破損した施設は早急に撤去し取

替える。 

条件が厳しい箇所(集水地点

や地形の変化点等)、多数の

利用者の影響箇所 

探
勝
路 

保
全
修
復
型 

既存の踏み分け道や通路、ハイキングコース

等の環境保全（ササ・下草刈り、水の処理等）、

斜面地での土留め等の修復により歩道を整

備する。 

定期的な巡視等と速やかな補修

を行う。ササ・草刈りや安心し

て歩けるよう路面の修復など比

較的密度の高い管理を行う。 

ハイカーなど安心して気軽

に歩けるよう、標識や案内・

解説板等も整備する。 

自
己
融
合
型 

既存の路面補修を基本としながらも、安定処

理や景観にとけこむ資材(土、砂利・砕石、

石材、木材等)を用いて整備する。 

定期的な巡視等を行い、浸食が

進む前に補修や補足充填等を行

い、拡大の防止を図る。 

極力周辺で採取できる資材

を用い、他からの持込を最小

限にする。 

必要に応じて身障者等の利

用を考慮する。 

園
路 

自
然
調
和
型 

自然性や文化性等の環境特性に調和する資

材を用い、利用状況に合わせ機能的で快適性

に留意した整備を行う。 

必要に応じて、ゆっくりと過ごせるようにベ

ンチ等休憩施設を取り入れて整備する。 

清掃等を含めて、定期的な点検

等により充実した管理を行う。 

多数の利用者や、身障者等を

含む多様な利用者への対応

を考慮する。 

地域で産出する素材を極力

用いる 



 

 維持管理 6 

（１）歩道・園路の維持管理 

歩道の維持管理に当たっては、路面の浸食や利用の集中など様々な課題を検討する必要があ

る。これらの課題を解消して安全かつ快適な登山環境を保持するためには、現状の利用状況と

登山道のあるべき姿を踏まえて、維持管理計画を策定した上で、実際の管理を行うことが重要

である。 
歩道の整備イメージと維持管理内容について表 2 のとおりである。 
ルートごとに利用者のイメージと維持管理の内容については、以下のとおりである。 

 

（Ａ）登山道 

①バリエーションルート 

・登山者（上級）自身が自己の経験と技術により自己責任で利用することを想定する。 

・維持管理は、基本的に行わない。 

 

②山稜・高山帯ルート 

・登山経験があり、必要な装備で自己の経験・技術に合わせて自己責任で縦走登山を楽しむ

ことを目的とする登山者（中級）の利用を想定する。 

・維持管理は、既存施設、路面浸食、植生破壊、浸食進行箇所等の必要な箇所の補修程度と

する。 

・登山シーズン前や利用集中期における登山道の巡視等によって、登山道に著しい破損が見

られた場合に必要な対策を行う。 

 

③山麓・樹林帯ルート、草原・湿原ルート 

・高山植物などの自然や景観を楽しむことや、登頂の喜び・達成感を得ることを目的とする

日帰りの利用者（初級・中級）の利用を想定する。 

・原則として登山者が自己の経験と技術によって自己責任で利用することが前提となる。 

・登山シーズン前や利用集中期における登山道の巡視等によって、ササ刈り、倒木の除去、

登山道の破損や標識等の破損・不備が認められる場合、必要な対策を行う。 

 

（Ｂ）探勝路 

・比較的高い安全性・快適性を提供し、周辺の自然環境や景観にも配慮した施設整備を行い、

施設設置者が責任を持って維持管理を行う。 

・利用頻度は高いため、定期的な巡視を行い、ササ・草刈りや安心して歩けるよう路面の修

復補修等に努めるなど、密度の高い管理を実施する。 

 

（Ｃ）園路 

・高い安全性・快適性を提供し、周辺の自然環境や景観にも配慮した施設整備を行い、施設

設置者が責任を持って維持管理を行う。 

・利用頻度は高いため、清掃等を含めて、定期的な点検・補修等により充実した管理を行う。 

 

（２）集団施設地区内の施設などの維持管理 

集団施設地区は、ある程度の利用者を収容し、保健的な条件が良好でかつ災害に対して安全

な地域が指定されており、施設の整備に当たっては、整備計画区の整備方針に基づいた施設が
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整備されている。 

集団施設地区はその指定目的から、都市公園のように営造物管理が求められる地域である

ため、適切な維持管理を行って良好な状態に保つとともに、原則として高齢者・障害者等の社

会的弱者への対応が必要であり、また利用頻度は高いため、清掃等を含めて、定期的な巡視・

点検により充実した管理を行う。 

 

Ⅰ－３ 巡視点検実施要領 

Ⅰ－３－１ 利用者の安全・快適利用のための巡視項目 

（１）巡視の目的等（図 3 参照） 

巡視は、利用を含む国立公園の機能の維持保全のため、公園を構成している施設等を、主

に目視によって、目的どおりの機能が維持されているかを確認するものであり、異常が認め

られた場合、必要に応じて応急措置を講ずることを含むものとする。 

巡視に関する活動については、以下のように3分類する。 

○利用者との対面による利用に関する案内 

○植物や施設の異常の発見及びこれへの対応 

○危険または異常な場所の発見並びに注意喚起及び是正 

巡視活動を行う巡視員は、異常を発見した場合、応急措置（利用休止や簡易な修繕）や点

検時の対応方針の検討に結びつく情報を整理し、直轄施設以外に異常が認められた場合につ

いては、施設管理機関へ連絡する。 

また、巡視は限られた時間で確実に実施することが重要であり、必要最小限の巡視コース

やポイントを整理し、効率的に実施するとともに、巡視員は十分に地域の条件や特性を理解

し、限られた時間で確実に実施することが重要である。 

 

 

 

 

               

 

 

 

                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 巡視の内容 

 
巡  視 

 

応急処置 

 

記録・報告 
直轄施設以外は 

担当機関へ連絡 

完了 
  

異常時の対応は、施設管理者へ 

引き継ぐ。  施設管理者は、 

対応方針を関係者で検討する。 

Yes 
 

異常の発見 

No 
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（２）巡視の対象 

一般的な巡視のメニューは、表 3 で示すとおり、「フィールド管理」や「美化清掃」、「利

用者サービス」等、多岐に渡っており、基本的に国立公園全体を対象とするが、特に本指針

の対象とする「施設の維持管理」については、直轄施設及び所管地、これらに隣接する歩道

や園地、歩道から見える範囲とし、利用者の安全、快適利用の視点からの状況を把握し対応

する。 

 

表 3 巡視メニュー 

管理運営メニュー 内容 

保
全
関
係 

フィールド管理 

高山植物の保護及び自然保護パトロール 

利用者に対する自然保護、美化清掃の普及啓発 

動植物管理 

植生保護（積雪期における植生保護のための仮設ロープ柵の設置

等） 

美化清掃 パトロールによる美化清掃 

利
用
関
係 

施設の維持管理 

（地道等施設以外の執

行範囲も含む） 

集団施設地区内 

道路（車道・自転車道） 

歩道 

広場・園地 

橋 

避難小屋 

休憩所・展望施設 

野営場・運動場・水泳場・船遊場・スキー場 

駐車場 

排水施設・公衆便所 

博物展示施設 

利用者の管理 

通行規制 

合同パトロール 

利用者安全管理 

利用者サービス 
自然情報等の提供 

利用情報提供・問い合わせ対応 

 

（３）巡視の頻度 

巡視の頻度は、地域の条件や特性に応じて巡視する場所の優先度を判断し、設定する。 

頻度の決定に当たっては、主に以下の条件を考慮するものとする。 

①施設の重要度（種別、利用者数等） 

②施設の状況 

③老朽度の程度 

④構造物が破損した場合に第三者に与える影響 

⑤修繕工事の難易度  
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（４）巡視の頻度の考え方 

巡視の対象となる施設の中で、歩道の占める割合は大きい。また、国立公園の歩道は厳し

い地形条件の中に設置されている場合が多く、さらに厳しい気象作用を受けるという条件下

にある。 

しかし、利用者の多い歩道であっても登山道については、頻繁に巡視を行うことは困難で

あり、巡視の回数は限られることから、巡視に当たっては、施設の老朽化や機能の低下等を

確実に把握することに留意する。 

 

物的リスクが高い高山帯、岩陵部（ガレ場・岩場）であって人的リスクが高い登山者(登

山歴が長く、必要な技術等を備えた者)が利用する登山道は、原則として、登山シーズン前

等に行う。 

 

物的リスクが比較的低い樹林帯、山麓、低山地、草原、湿原などで、人的リスクの比較

的低い登山者、団体登山者が利用する歩道については、利用者が集中する時期の前に、特に

整備した木道など木部の腐食によって歩行に危険が生じる施設の状況について把握するも

のとし、シーズン前及び利用が集中する時期に行う。 

 

物的リスクが低い自然景勝地、集団施設地区、利用拠点等であって、人的リスクの低い

不特定多数の人が利用する場所は、清掃を含めて、「安全」で「快適」な利用ができるかと

いう視点も含め施設の状況を把握するものとし、シーズン前及びシーズン中に日常的に行う。 

 

（５）巡視の項目 

巡視は、国立公園の管理にとって重要な業務であり、思いつきや形式的ではなくコースや

ポイントを指定し、確実かつ計画的に実施する必要がある。 

巡視では、施設の状況に関すること、利用の状況等、数多くの項目をすべて確認すること

は困難であり、重点項目を定めて実施することが望ましい。歩道を例とした場合の巡視の主

な項目は、次のとおり。 

①路面 

②路肩 

③排水施設 

④法面 

⑤法面構造物 

⑥安全施設 

⑦自然物（登山道の地道部分、施設周辺の枯損木の有無等） 

⑧橋 

⑨利用者 

⑩建物などの不法占拠、不正使用の有無 

⑪ゴミ投棄 

 

（６）巡視の方法 

巡視の方法には自動車、自転車、徒歩などがあり、登山道や自動車の乗入れができない場
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所、集団施設地区や園地など車両が通行可能な場所、利用者が多い場所など、施設の配置や

利用状況等に応じ行う。 

 

・利用の密度の大小に捕らわれることなく、事業執行地は網羅するように巡視コースと巡視

ポイントを決め、確実に行う。 

・単なる目視に止まらず、簡易な補修が必要な場合も予測し、最小限の補修器材を携帯する。 

 

（７）巡視後の対応 

巡視終了後は、結果を巡視日誌（表4参照）等に記載する。緊急を要する事項については

速やかに公園管理者や施設管理者に報告（連絡）するとともに、巡視日誌等に記載する。 

 

     

表 4 巡視日誌の例 

 

 

                             平成 年 月 日 

巡視日時 
   年  月  日（ 曜日） 天候： 

         ：  ～  ： 

巡視担当者                     

巡視場所（施設）  

 特 記 事 項 

施設の状況 

 

直
轄 

施
設 

(例：歩道の路肩が崩れていた) 

 

 

 

対  応 

(例：トラロープで立入禁止の 

応急処置を行った。 

  ：その後の対応は、施設管 

理担当へ引き継いだ。) 

施
設
以
外 

(例：歩道横1ｍの所に枯木あり)  

そ
の
他 

 

 

 

対  応 

(例：○○県○○課へ報告) 

 

利用の状況  

その他  

特記事項の位置図・状況写真等 

所  長 国 立 公 園 
保全整備課長長自然保護官  
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Ⅱ 施設点検のための指針 

Ⅱ－１ 施設点検の目的 

利用者に「安全」で「快適」な国立公園空間を提供するためには、施設の故障や不備による利用

者の事故等を未然に防止するとともに、利用施設による自然環境の破壊を防止することが必要であ

る。 

点検は、巡視により発見された、管理対象施設の異常を是正するとともに、専門的な知識をもっ

て機能状態や劣化の程度を検査し、必要な対応を行うことを目的とする。 

巡視は、多岐に渡る内容を目視により行うものであり、異常の詳細を把握することは困難である

が、点検において施設の機能や安全性を重点的に確認することにより、物的ハザードを除去するこ

とが可能となる。 

 

Ⅱ－２ 施設点検の種類 

点検は、巡視による異常の是正のほか、機能状態や劣化の程度の把握にあり、その性質から、以

下のように大きく3分類する。（図 4 参照） 

 

平時点検・・・利用の最盛期の前、冬季閉鎖の直前など、年間を通じて回数、時期をあらかじめ

計画し、実施する点検をいう。平時点検野帳（表6 点検野帳（例） 参照）に

従って点検を行う。その際、緊急を要する異常については、立入禁止等の応急処

置を行うとともに、速やかに施設管理者に報告する。 

 

臨時点検・・・台風や地震など、施設へ影響を及ぼす可能性のある自然現象が発生した場合や、

利用者から施設等の異常に関する情報提供があった場合、臨時に実施する点検を

いう。基本的には平時点検と同様に、所管地内施設全般の点検を行うこととする

が、自然災害の状況に応じ柔軟に対応する。結果は、臨時点検野帳に記録する。

被害が確認されたり、施設の機能が失われたりしている際は、速やかに施設管理

者に報告する。 

 

専門点検・・・法定点検及び橋、電気設備などの専門性を要する点検をいう。結果は、委託管理

特記仕様書に基くものとし、緊急を要する異常については、使用（利用）禁止等

の応急処置を行い、速やかに施設管理者に報告する。 
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図 4 点検の内容 
 

Ⅱ－３ 施設点検の範囲 

管理の対象となる公園事業は、以下の11項目とし、施設点検は、原則として、環境省直轄施設を

対象に実施する。 

①道路（車道・自転車道・歩道）・橋 

②広場・園地 

③避難小屋 

④休憩所・桟橋 

⑤野営場 

⑥駐車場 

⑦給水施設・排水施設・公衆便所 

⑧博物展示施設 

⑨植生復元施設・動物繁殖施設 

⑩砂防施設・防火施設 

⑪自然再生施設 

なお、それぞれの施設を構成する、施設と各設備が内包する物的ハザードになり得る主な項目に

ついては、表 5のとおり。 

 

平時点検 / 臨時点検 

 

対応方針の検討 

 

修 繕 

 

改修工事 
 

閉鎖・撤去 

完了 完了 完了 

 

応急処置 

 

記録・報告 

Yes 
 

異常の発見 

No 

 

専門点検 

 

対応方針の検討 

 

修 繕 

 

改修工事 
 

閉鎖・撤去 

※業務委託範囲内で 
あれば、その中で 
対応してもらう。 

完了 

完了 完了 

 

応急処置 

 

記録・報告 

Yes 
 

異常の発見 

No 
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表 5 施設と各設備に内包する物的ハザードになり得る項目(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※道路(車道、歩道)や広場、階段は、路体の種類によって、物的ハザードが異なることに留意する。 

1 道路(車道） ①破損 ②不陸 ③排水不良 ④障害物 ⑤清掃 ⑥その他

2 道路(歩道) ①破損 ②不陸 ③排水不良 ④障害物 ⑤清掃 ⑥その他

3 広場 ①破損 ②不陸 ③排水不良 ④障害物 ⑤清掃 ⑥その他

①破損 ②腐食 ③ぐらつき ④塗装 ⑤表示不明 ⑥施錠

⑦油ぎれ ⑧その他

①破損 ②倒れ ③腐食 ⑤塗装

⑥施錠

6 車止め ①破損 ②腐食 ③ぐらつき ④塗装 ⑤施錠

7 標識板 ①破損 ②腐食 ③倒れ ④塗装 ⑤施錠

①切断 ②たるみ

⑤その他

ポール ①破損 ②腐食 ③ぐらつき ④塗装 ⑤施錠

灯具 ①破損 ②紛失 ③腐食 ④点灯 ⑤清掃 ⑥その他

①破損 ②露出 ④スイッチ ⑤安定器

⑥漏電 ⑦その他

側溝 ①破損 ②つまり ③勾配不良 ④土砂堆積 ⑤その他

管 ①破損 ②つまり ③勾配不良 ④その他

桝 ①破損 ②つまり ③土砂堆積 ④蓋紛失 ⑤蓋破損 ⑥その他

本体 ①破損 ②亀裂 ③すりへり ④沈下 ⑤その他

手すり ①破損 ②腐食 ③ぐらつき ④塗装 ⑤その他

水 ①水量 ②水質 ③すりへり ④生物 ⑤漏水 ⑥その他

外柵 ①破損 ②ぐらつき ③腐食 ④施錠 ⑤その他

護岸 ①破損 ②亀裂 ③沈下 ④その他

12 橋 ①破損 ②腐食 ③塗装 ④段差 ⑤その他

①破損 ②腐食 ③塗装 ④ぐらつき

⑥清掃 ⑦火気 ⑧その他

①破損 ②腐食 ③塗装 ④ぐらつき ⑤汚れ ⑥固定不良

⑦溶接不良 ⑧その他

①破損 ②亀裂 ③倒伏 ④ぐらつき ⑤固定不良 ⑥腐食

⑦塗装 ⑧その他

門扉（ゲート）

③樹木等への接触

柵

休憩所

ベンチ・野外卓

10

11

13

池

4

5

8

9

階段

排水設備

④ぐらつき・ゆるみ

④地下ケーブル露出

引込み

照明灯

配線
③自動点滅器

ハザードになる項目設備

15

⑤汚れ・落書き

14

パーゴラ

施設 
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表 5  施設と各設備に内包する物的ハザードになり得る項目(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－４ 点検実施要項 

Ⅱ－４－１ 点検の方法 

点検業務の要点はその客観性にあり、通常の巡視業務より客観的な視点からの安全性、機能性に

関する幅広い知識が必要となる。また、点検業務では、巡視業務との連携が重要であり、巡視者と

十分に意思の疎通を図る必要がある。 

点検者は、あらかじめ、巡視者との打ち合わせを行い、点検ルート及び点検ポイントを示した点

検野帳を作成し、全ての直轄施設を確実に点検する。 

 

Ⅱ－４－２ 点検項目 

点検は、施設を構成する表 5に示した19の施設について、各施設設備が内包する物的ハザードに

なり得る項目について行う。 

点検に当たっては、平時点検、臨時点検いずれも表 6 に示した施設点検野帳を用いることが望ま

しい。 

（１）平時点検・臨時点検の具体的項目 

（Ａ）道路（車道・自転車道・歩道）、橋 

① 路面に不自然なクラック、段差などができていないか 

② 通行に支障をきたす水たまり等がないか 

③ 倒木及び落枝などで動線が妨げられていないか 

④ 路肩部分の崩落等がないか 

⑤ 通行に支障をきたす植生の繁茂はないか 

⑥ 野生動物の死骸等がないか 

⑦ 立ち入り禁止等の処置は適切か 

⑧ 横断、または平行する水路に異常はないか、雨天時には流水阻害はないか 

⑨ 照明灯、標識類に異常はないか（誘導標識の方向は間違っていないか） 

⑩ 基礎部に陥没、クラック、腐食等がないか 

⑪ 手すり等の部材にボルトの緩み、ぐらつき、腐食、ささくれ等がないか 

①破損 ②亀裂 ③ぐらつき ④漏水 ⑤土砂堆積

⑦汚れ ⑧その他

本体 ①損傷 ②塗装 ③清掃 ④落書き ⑤その他

窓・扉 ②落書き ③その他

便器 ①破損 ②汚れ ③その他

①破損 ③つまり

④漏水 ⑤その他

排水施設 ①破損 ②つまり ③その他

①倒木 希少種の保全 ④枯損

⑤その他

①倒木 希少種の保全 ④枯損

⑤その他
19 低木　地被

②病害虫の発生

水栓

②故障（タンク・コック・バルブ）
便所

②病害虫の発生
18 高中木

16

17

⑥紛失（蛇口・桝蓋）

①破損（ガラス・蝶番・扉・錠・窓枠）

水栓器具
（給水施設）

③希少種の 
保全 

③希少種の 
保全 
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⑫ 部材が外れる、または破損するなどして、穴が開いたりしていないか 

⑬ 塗装がはげるなどして見苦しくなっていないか 

⑭ 構造外の板やひもなどの危険なものが取り付けられたり、置かれたりしていないか 

⑮ その他通行に支障がある物がないか（木道等による釘の踏み抜きなどないか） 

⑯ 雪、凍結などで滑りやすくなっていないか 

 

（Ｂ）広場・園地 

① 本来の地表面が異常に掘れ、埋まり、または小石などが露出、散乱して、危険な状態に

なっていないか 

②  石、木の枝、ロープ等の危険なものが置かれ、もしくは取り付けられたりしていないか 

③  広場が異常に湿っていたり、ゴミ等が散乱したりするなど、不衛生になっていないか 

④ 雑草等が異常に繁茂し、利用に支障が生じていないか 

⑤ 整備された関連施設に、（Ａ）⑨から⑭等の異常はないか 

⑥ 案内板の汚損、劣化により記載内容が不明確になっていないか 

⑦ 植栽木又は自然木について、倒木や落枝のおそれはないか 

 

（Ｃ）避難小屋 

① 基礎部に陥没、クラック、腐食等がないか 

② 手すり等の部材にボルトの緩み、ぐらつき、腐食、ささくれ等がないか 

③ 部材が外れる、または破損などにより、穴が開いたりしていないか 

④ 塗装の剥離や落書きなどにより見苦しくなっていないか 

⑤ 構造外の板やひもなどの危険なものが取り付けられ、または置かれていないか 

⑥ 雨漏り等がないか 

⑦ 害虫の巣等がないか 

 

（Ｄ）休憩所・桟橋 

① 基礎部に陥没、クラック、腐食等がないか 

② 手すり等の部材にボルトの緩み、ぐらつき、腐食、ささくれ等がないか 

③ 部材が外れる、または破損などにより、穴が開いたりしていないか 

④ 塗装がはげる、落書きなどにより見苦しくなっていないか 

⑤ 構造外の板やひもなどの危険なものが取り付けられ、または置かれていないか 

⑥ 雨漏り等がないか 

⑦ 周辺の植生などにより、展望が阻害されていないか 

⑧ 害虫の巣等がないか 

 

（Ｅ）野営場 

① 本来の地表面が異常に掘れ、埋まり、または小石などが露出、散乱して、危険な状態に

なっていないか 

② 石、木の枝、ロープ等の危険なものが置かれ、もしくは取り付けられたりしていないか 

③ 広場が異常に湿っていたり、ゴミ等が散乱したりしているなど、不衛生になっていない

か 

④ 火の始末は適切に行われているか、指定区域外で火気が使用されていないか 
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⑤ 水道等に異常はないか 

⑥ 排水口につまり等の異常がないか 

⑦ 害虫の巣等がないか 

 

（Ｆ）駐車場 

① 路面、車止め、柵、標識などに異常はないか 

② 開閉器などのゲートの機材等は正常に機能しているか 

③ 利用に支障をきたす、倒木、落枝等はないか 

 

（Ｇ）給水施設・排水施設・公衆便所 

① 汚損はないか（衛生状態が保たれているか） 

② 電気、水道設備、排水口に異常はないか 

③ トイレットペーパーなどの備品類は切れていないか 

④ 落書きなどにより見苦しくなっていないか 

⑤ 害虫の巣等がないか 

 

（Ｈ）博物展示施設 

① 基礎部に陥没、クラック、腐食等がないか 

② ベンチの部材にボルトの緩み、ぐらつき、腐食、ささくれ等がないか 

③ 部材が外れる、または破損などにより、穴が開いたりしていないか 

④ 塗装がはげる、落書きなどにより見苦しくなっていないか 

⑤ 構造外の板やひもなどの危険なものが取り付けられ、または置かれていないか 

⑥ 雨漏り等がないか 

⑦ 利用の阻害となる植生の繁茂はないか 

⑧ 害虫の巣等がないか 

⑨ 水道設備、電気設備、展示に異常はないか 

⑩ 小動物の侵入により、利用に支障を与えていないか 
    

（Ｉ）植生復元施設・動物繁殖施設 

① 破損していないか 

② 立ち入り禁止等の処置は適切か 

③ 他の動植物の侵入などはないか 

 

（Ｊ）砂防施設・防火施設 

① 破損していないか 

② 立ち入り禁止等の処置は適切か 

③ 常に機能が果たせる状態にあるか 

 

（Ｋ)自然再生施設 

① 目的を阻害する外来生物の侵入などはないか 

 

（２）専門点検の項目 

専門点検では、設備、機器自体の機能の保全（保守）とともに、適正な運転がなされること
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を点検することが重要であり、そのための各種の点検・検査や測定・記録が必要である。この

ような施設に関しては、安全上、防災上、衛生上の設置・点検基準等が法令で定められている

ものが多く、これら基づいた点検を行うものとする。 

また、重要かつ安全確保を図ることが必要な施設については、専門点検に依存するだけでな

く、必要に応じて自主的な点検基準を設定して機能維持を図ることが必要である。 

（Ａ）給水施設 

給水を必要とする箇所の散水栓において、常に一定の圧力と使用上必要な水量を保持す

るために、受水槽、高架水槽等の適正な容量と給水ポンプの性能が正常であるように点検

を行う。また、給水方法によっては水道法（昭和32年法律第177号）に基づいて安全衛生

を確保する。 

  ① 配管系統及び各種機器の漏水、破損等の定期的な点検及び保守 

② 受水槽、高置水槽の定期的な清掃及び点検 

③ 水質検査 

④ 使用水量の確認、水道メーターの点検 

 

（Ｂ）排水施設、処理施設 

排水設備は、排水をスムーズに流出させるよう、各種機器の点検、清掃及び整備を行う。

処理施設は機器の保全とともに、放流水あるいは再利用水としての水質保持のための測定、

検査、流量や濃度に応じた調整等を行う。 

  ① 排水系統及び各種機器の定期的な清掃、点検及び保守 

② 処理施設の運転、作動状況の点検、各槽内の点検及び保守 

③ 処理施設の運動条件の調整 

④ 処理施設の清掃 

⑤ 流入水、放流水等の水質検査 

 

（Ｃ）電気施設 

電気施設の点検は、設備機能の維持のための故障の発生防止、故障の修理、効率的運用

のほか、電気設備による感電、火災、傷害などの事故の防止も重要な目的となる。 

また、自家用電気工作物については、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づい

て自主保安体制を整えるものとする。 

・電気工作物を技術基準の定めるところに従い、常に維持すること（電気事業法第４３、

７３条） 

・電気工作物の工事、維持及び運用の監督を行わせるため主任技術者を選任すること（同

法第５２、７４条、同施行規則第６１、７６条） 

・電気工作物の保安の確保のための保安規程を作成し届け出ること（同法第５２、７４条、

同施行規則第６１、７６条） 
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（Ｄ）防火施設 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）の規定に基づき、守られるべき、防火上重要な施設

を中心に、火元になるおそれのある部分、公園利用者の避難経路、初期消火等の為の防火

用水、消火設備等の点検を行う。 

 

（Ｅ）その他 

橋などのより専門的な知識が必要な構造物について、専門業者等により、点検を行う。 

 

Ⅱ－５ 異常発見時の対応方法 

巡視時または点検時に異常を発見した場合には、問題の緊急性などを考慮し、適切な対応を行う。 

（１）応急処置 

発見された異常の状況が、施設の機能及び利用安全上、問題がある場合には、立入禁止措

置や注意喚起等の応急処置を行う。またボルトナットの締め固め、汚れ、ゴミの除去など簡

易なものであって手持ちの器材や労力で対応できるものについては、その場において補修等

を行う。 

 

（２）修繕 

巡視時、点検時に直ちに対応できないものについては、仮補修、立入禁止処置、その他必

要な応急処置を施した上で点検野帳に記録する。 

その後、必要に応じて施設管理担当者と共に現地確認を行い、修繕の必要性や修繕方法を

検討し、修繕する。 

 

（３）改修工事 

修繕では対応が困難であって引き続き施設を維持する必要がある場合や、周囲を含めた施

設整備の見直しを行う必要がある場合は、調査・設計を行い、工事発注により改修整備を行

う。 

○電気工作物の定義（電気事業法第2条及び電気事業法施行令第1条）  
 「電気工作物」とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、
ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。 
 ただし、政令によって鉄道車両、船舶、自動車等に設置される工作物（これらの車両、搬器、船舶
及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのものを除く。）及び航空機に
設置される工作物並びに電圧30ボルト未満の電気的設備（電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的
に接続されているものを除く。）は除かれる。  
 
○自家用電気工作物の範囲（電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以 外の電気工
作物 電気事業法第38条第4項）  

 １．600ボルトを超える電圧で受電するもの。 
 ２．構外にわたる電線路を有するもの。 
 ３．次の自家用発電設備（非常用予備発電装置を含む。）を有するもの。 
   （イ）太陽電池発電設備であって出力20キロワット以上のもの 
   （ロ）風力発電設備であって出力20キロワット以上のもの 
   （ハ）水力発電設備であって出力10キロワット以上のもの（ダムを伴うものを除く。） 
   （ニ）内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット以上のもの 
   （ホ）（イ）～（ニ）の設備であって、同一の構内に２設備以上が電気的に接続され、それら

の設備の出力の合計が20キロワット以上になるもの 
 ４．火薬類を製造する事業場。 
 ５．鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、別に告示するものを有するもの。 
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（４）閉鎖・撤去 

異常（老朽化を含む）がある施設で所期の目的が達せられたもの、或いは、社会情勢等に

おいて今後特に必要ない場合、大規模改修等のため予算措置が困難な場合等は、施設を閉鎖

又は撤去する。 
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Ⅲ 非常時における管理指針  

施設の維持管理は、利用者の安全を守り、利用者に安心感を与える「安全の確保」が目的の一つ

であり、非常事態を未然に防ぐことが必要である。 

非常事態は、意図をもって行われる施設の維持管理に反し、利用者、施設管理者の双方に不都合

または不利益を与える一切の事態である。その原因は、自然災害によるものから、事故等の人為的

なものまで、多様な原因によるものが含まれる。また被害の状況から見れば、自然災害や火災等の

ように人的、物的に及ぶ複合的なものと、事故のように単一的なものがあり、これによって対応も

大きく異なるものである。 

非常事態のうち、人為的な原因（事故）によるものは、巡視、点検等によって軽減することがで

きるが、自然災害などの原因によるものは、避けきれない場合もあることから、あらかじめ予見し

未然の措置を講じるとともに、事態が生じた場合はその事態を適時・適切に対応することによって

被害の拡大を防ぎ、利用者の安全の確保を図ることが重要である。 

 

Ⅲ－１ 事故・急病等対策（事故、ケガ・急病） 

国立公園は環境省の所管地以外に他省庁（国有林等）や都道府県等が土地を所有し、施設等を整

備・管理している地域が存在することから、非常時においては、その責任の所在や対応が異なるこ

とに留意する必要がある。 

（１）環境省所管地で発生した場合 －事業執行者(施設所有者)としての管理 

・関係者(機関)との連携体制の中で協力を得ながら、主体的な対応を行う。 

（２）環境省所管地以外で発生した場合 －公園指定者としての管理 

・発生した場所の事業執行者や土地又は施設の所有者を中心に、事態に応じて環境省が

対応可能な内容について、協力・支援する。 

・ただし公園指定者として、事故状況把握・蓄積を行い、必要に応じ、利用者への情報

提供等による物的・人的ハザードの除去に努める。 

 

本指針では、基本的に環境省所管地で発生した場合の対応について、歩道を例として示すことと

するが、歩道以外の施設についても、適切な対応、情報提供により、非常時の対応に備えることと

する。 

なお、自然地域での非常時においては環境省単独で解決することが困難な場合も多く、また予防

の面でも他の関係機関と協力連携し情報を共有しながら対応することが有効であることを踏まえ、

予想される対応等について関係機関とも協議・協力しながら整理し、実施することが望ましい。 

 

Ⅲ－１－１ 事前準備事項 

（１）緊急連絡体制の構築 

・発生した箇所や事故等の内容に対する医療機関、救護機関の配置状況、対応可能状況等を事

前に整理し、医療機関、消防署、警察署等の各関係機関と緊急連絡体制を構築する。 

・当該国立公園に関わる都道府県、市町村等との連絡体制を整え、非常時に協力・連携を図れ

るようにする。 

・利用者の多い集団施設地区では、利用者に対し必要以上の混乱を招くことのないこと、二次

的な被害を防ぐ必要があることから、集団施設地区内の宿舎や売店等の施設も含めた連絡・協

力体制を整えることが必要である。 
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（２）事故多発箇所・発生要因等の把握 

・過去の事故やケガの発生箇所（特に集中する箇所等）や発生要因等について整理し、利用者

への注意喚起等、事故防止の基礎情報とする。 

 

（３）応急手当の救急訓練等の奨励 

・負傷者の対応に関しては迅速な判断が必要であり、原則として医師等の専門的な知識を有す

る者の判断や指示を受ける必要がある。一方、緊急時には応急手当を施すことが一般的に有効

であることから、現場の公園管理に関わる担当者は、救急訓練･講習等を受け、緊急時に備え

ることが望ましい。また、山域によっては、シーズン中簡易診療所が開設される場合があるた

め、こうした機関との連携し、緊急組織の編成を行うことが望ましい。 

 

（４）救急用品等の備蓄 

・各管理拠点では、場所の条件・特性に応じ、必要な救急用品等を準備する。 

 

[他関係機関と協議・協力により実施が望まれる事項] 

○事故・急病等発生時の連絡先の周知 

・国立公園内で事故が発生した場合、負傷者、急病人等の迅速な救護のために、あらかじめ利

用者に緊急時の連絡先・連絡方法を周知しておくことが重要である。ただし、山岳地等におい

ては、施設が未整備であるということを踏まえ、事故に遭遇した場合の処理・解決について、

原則、自己責任であることの普及に努める。 

・周知方法としては、利用拠点（VC、宿泊施設）や登山口等、利用者が事前に情報を得られる

場所での標識類やリーフレット等による掲示、国立公園ホームページ等を活用する。 

・緊急時の連絡手段として、携帯電話を使用するケースも比較的多くなっていることから、山

岳地域においては、必要に応じて通話可能な地域の情報提供を行う。 
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Ⅲ－１－２ 予防 

登山技術や知識による予防策については様々であり、一般的に想定されるケガ・事故、急病

に対する管理者として対応可能な予防策（例）については以下のとおりである。 

（１）失道 

・歩道のレベルに応じた管理を行う（歩道沿いの草刈りによる道の明確化、マーキング、標識・

補助誘導標識等）。 

 

（２）落石・落枝 

・岩場やガレ場等、落石の危険性の高い箇所や、枯木等の下を通過する歩道等、落枝･倒木の可

能性が高い場所において注意喚起を行う(標識類)。 

・必要な場合は、迂回ルートを設定する。 

 

（３）転落・滑落 

・事故発生箇所やその危険性の高い箇所において注意喚起を行う(標識類、ロープ柵)。 

・必要な場合は、迂回ルートを設定する。 

・休憩や写真撮影のポイント等、気を緩めている時や他に気を取られている時も事故発生頻度

は高く、そのような箇所における危険性チェックや注意喚起等の管理も重要である。 

 

◇事故防止に関する情報提供例 

・登山届提出のお願い、登山届入手場所と提出機関 

・登山道について事前の確認(道の状況、利用不能箇所の有無等)、問合せ先 

・十分な装備の確保（雨具、防寒具、食料、懐中電灯、地形図、コンパス、警笛、携帯電話(無線機)） 

・利用上の注意事項（道から外れない、迷ったとき沢には降りない、手すりのない橋の通行注意等） 

・遭難時における捜索費用は自己負担 

・携帯電話利用可能地域 

・緊急連絡先（医療機関、山岳部利用関係機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋久島山岳部利用対策協議会発行「屋久島マナーガイド」より 
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[他関係機関と協議・協力により実施が望まれる事項] 

①危険な動物(クマ、ハチ、ハブ等)  

・地域の環境特性や過去の発生記録に応じ、特に対応が必要な危険動物の生態や行動特性、事

故の多発地帯を把握する。 

・情報の整理・分析を行い、危険性の注意喚起をVC等、利用者への案内拠点や歩道入口、発生

多発箇所等において行う。 

・遭遇しない(被害にあわない)ための留意点、万一遭遇した際の留意点、応急処置方法等を周

知する。 

・危険な動物の目撃情報の収集については、利用者等から協力を得て、常に最新の情報を収集

することが望ましい。 

注）過度の情報提供は、地域において希少な鳥獣(ツキノワグマ等)の過度の捕獲による地域個

体群の保護に影響を生じるおそれがあり、野生動物の生息地の確保等について普及啓発を図る

ことも重要である。 

②天候の急変 

・季節、歩道のレベル、行程等に応じた十分な装備の携行を周知する。 

・天気予報、万一の際のエスケープルート・避難場所等の情報提供を行う。 

③疲労 

・ルート情報（標高差・距離、難易度、休憩・宿泊拠点、水場情報等）を提供する。 

・季節、歩道のレベル、行程等に応じた十分な装備の携行を周知する。 

④火山性ガス 

・火山性ガス情報の提供、発生区域の立入り制限措置を行う。 

⑤雪崩 

・雪崩多発箇所、気象情報（なだれ注意報等）の情報提供を行う。 
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↑日光湯元でのクマ目撃情報収集例 
（アンケート用紙） 

日光湯元での注意喚起例→ 
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Ⅲ―１－３ ケガ・事故、急病発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（１）緊急連絡 

・環境省に事故等の通報が入った場合、連絡体制に基づき、関係機関に迅速に連絡を行う。 

・所管地や直轄施設で発生した事故等については、管理責任を問われる可能性があり、他の関

係機関に連絡があった場合、環境省に連絡が入るよう体制を整えておく。 

＜遭難事故の場合＞ 

・山岳地における遭難事故への対応は、地域により警察や消防(消防団を含む)、自治体等、ま

たはこれらが組織された遭難対策協議会が対応していることがほとんどである。 

・環境省に救助要請等の連絡が入った場合には、状況をできる限り詳しくかつ正確に把握した

上で、関係機関へ要請等の内容を速やかに伝達する。 

・関係機関との連携・連絡体制の中で、事故状況に応じた役割分担を臨機応変に調整し、支援・

協力を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護・救護 

・ケガ・急病人発生（事故発生）の通報を受け、状況を確認し、保護・救護の必要がある場合、

病院への搬送、救急車の要請等、状況に応じ適切な措置を行う。また、必要に応じて現場に向

かい状況を把握する。 
 
 

Ⅲ－１－４ 事後処理 

事故は利用者が被る身体的・精神的損害のほか、公園施設等の物的資産の損失、管理者の怪

我なども含まれる。事故発生の要因としては、施設や管理の不備、利用者の不注意などがあり、

事後の処理により事故情報の把握を行うことは、事故の未然防止につながることから、関係機

関と連携し行うものとする。 

 

◇救助要請の際に確認する事項 

・発生日時 

・発生場所(場所が特定できない場合は、周囲の地形の特徴や、何時にどこを通過してきてどこへ

向かっていたのか等を確認) 

・遭難者情報：氏名(漢字のつづり、ふりがな)、住所、年齢、職業、連絡先、所属山岳会等 

・遭難者の外見的特長(着ているウエアの色や体形等) 

・遭難の原因 

・ケガ等の状況(自力歩行が可能か) 

・登山届提出の有無、提出先 

※『Outdoorレスキュー・ハンドブック』（山と渓谷社）より 

緊急連絡・通報 

＜所管地の場合＞ 

＜所管地外の場合＞ 
事業執行者へ連絡 

保護・救護 

※連絡が受けられるように待機。 
 協力・援助が必要な場合には、臨機応変に対応。 

現場急行 
（応急手当） 
病院搬送、救急車要請等 

＜すぐに対応ができない場合＞ 

＜協力が必要な場合＞ 
協力依頼 

事後処理 
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（１）事故情報の公表 

・事故発生後、事故情報（場所・原因等、注意を促すための事故概要）をビジターセンターや

山小屋、歩道起終点、インターネット等により速やかに提供し、利用に当たっての注意喚起を

おこなう。 

・所管地外や直轄施設以外で発生した事故情報についても、関係機関と調整のうえ、必要に応

じて情報発信を行う。 

 

（２）事故現場の点検・措置 

・事故が起きた施設や場所において、必要に応じて立入禁止や使用制限を行うとともに、原因

分析や取扱いを検討し、修理又は撤去等の適切な対応を行う。 

・事故が発生した施設・場所以外でも同種、類似する施設等により事故発生のおそれがある場

合には、安全の再点検(臨時点検)を行い、必要に応じて適切な措置を講じる。 

 

（３）事故情報の記録・報告 

・事故状況を把握、事故の記録（表7 参照）を作成し、上部機関へ報告するとともに、今後の

事故再発防止、施設の改善のために活用する。 

記録事項例：◇日時、場所、天候 

◇被害者情報：氏名、年齢、連絡先、性別、服装、 

◇被害状況：負傷部位、種類、程度等 

◇事故の形態（転落、衝突、強打等） 

◇事故の原因：物的要因、人的要因等 

◇事故発生までの経緯、周辺の状況、現場の写真 

◇事故への対応：警察・消防への連絡、保護者・家族への連絡、病院への搬

送・治療等、立入り禁止措置等 

◇発見者・通報者情報：氏名、連絡先 

◇記録者名 

・情報については、環境省のみならず関係機関との間でも共有化することが重要であり、所管

地外で発生した事故情報についても得られるような情報共有体制を整備することが望ましい。 

・重大事故の再発防止対策については、関係機関や学識経験者等で構成する委員会等により検

討する等、幅広い関係者の連携の中で進めることが望ましい。 
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表 7 事故情報の報告・記録様式の例 

発生日時     年  月  日（ 曜日）    

        ： 
天候： 

発生場所  

被害者情報 氏名：              （   歳） 男・女 

連絡先<住所>： 

   <電話>： 

服装等： 

同伴者、保護者等： 

被害状況 負傷部位： 

種類：                 (例：打撲、骨折等) 

程度等：             (例：縫合○針、入院○日等) 

事故の形態                   (例：転落、衝突、強打等) 

事故発生までの経緯 

事故の原因 

現場の状況  等 

 

 

 

<現場写真等> 

 

                （例：原因施設名、地面の状態等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故への対応 

（例：警察・消防への連絡、保護者・家族への連絡、病院への搬送・治療
状況、立入り禁止措置等） 

発見者・通報者情報 氏名： 

連絡先<住所>： 

   <電話>： 

記録作成者  作成日  
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Ⅲ－２ 災害対策（気象災害、震災、火災、その他の自然災害） 

非常事態のうち、人為的な原因（事故など）によるものは、巡視、点検等によって未然に防止又

は軽減することができるが、自然災害など予期せぬ原因によるものは、避けきれない場合もある。

この場合はその事態を適切に対応することによって被害の拡大を防ぎ、利用者の安全の確保を図る

ことができる。 

自然災害はその種類や規模など様々であるが、頻繁には発生するものではなく、通常業務により

対応が習得することは困難である。しかし、災害はいつ、どこで起こるか予想もつかないことから、

施設の維持管理に携わる者が共通の災害に対する意識と、対応能力を備えることは必要である。 

 

 

 

（参考） 災害対策基本法に基づく計画 

（１）防災業務計画 

・「環境省防災業務計画」（平成１７年１０月１日改正）は、災害対策基本法（昭和３６年法律

第２２３号）第３６条第１項に基づく指定行政機関として作成する（図 5 参照）。 

・「環境省防災業務計画」は、中央防災会議の防災基本計画を基本とし、災害の種別ごとに、具

体的対策を、予防、応急対策、復旧・復興の段階に応じて記載している。 

 

（２）地域防災計画 

都道府県及び市町村は災害対策基本法４０条第１項及び４２条第２項に基づき、地域防災計

画を作成する。 

「地域防災計画」は、防災基本計画を基本とし、次に関することを記載する。 

・関係する地域に係る防災に関し、区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処

理すべき事務又は業務の大綱 

・地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予

防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救

難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

・地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、

備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 
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図 5 防災対策基本法に基づく計画 
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Ⅳ 維持管理業務の実施体制 

Ⅳ－１ 管理業務の流れと実施体制 

Ⅳ－１－１ 管理業務の流れ 

巡視、点検およびその後の対応(修繕等)等、管理業務の基本的な流れは以下のとおりであり、

これらを構成する各業務の役割分担は、各地域の特性や管理形態に応じて設定するものとする。

（図 6 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 管理業務の流れ 

 

Ⅳ－１－２ 管理実施体制の構築 

公園管理全体の基本的な管理業務(巡視、点検等)を円滑に遂行するための実施体制と管理関

係者の役割分担を検討し構築する。（図 7図 8 参照） 

各地域によって、管理形態(委託管理、直営等)や管理者の人員や関係行政機関、地元団体や

ボランティア団体等の協力者の状況が異なるため、各地域に適した管理体制を構築することが

重要である。 

（例） 

管理体制の構築に当たっては、特に以下の点に留意するものとする。 

・自然保護官事務所を経由し、環境省(本省)まで情報の共有化が図れる体制とする。 

・環境省（自然保護官事務所）は対象施設以外であっても、必要に応じて、整備施設や歩道

の状況、管理実務の流れ等、管理にかかる全体の状況の把握に努める。 

・環境省(自然保護官事務所)は、管理の実務担当機関の業務遂行状況のチェック、あがって

きた報告事項への対応(判断)、上部機関（地方環境事務所、本省）への報告等、管理全体

の窓口的な役割を果たす。 

・国立公園の管理では、多くの機関・団体等が関わり、互いに協力・連携することにより効

率よく遂行されるものであり、関係機関で構成される協議会等を構築し、公園管理の方針

や役割分担、情報の共有、対策の検討、緊急時の対応等が行われることが望ましい。 

・管理の実務担当者は、ボランティア団体を含め多様であり、担当者や機関によって管理方

法や質にばらつきがでないよう、地域ごとに管理ルール（判断と対応等）の取り決め等を

行い、統一的な管理が行われることが望ましい。 

記録・報告 

対応方針検討 

修繕・工事・閉鎖/撤去 

各種データの 
保存・分析 

整備計画・設計へ 
フィードバック 

巡視・点検 

作業記録・報告 
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図 7 管理実施体制の例 (環境省主体の管理形式) 
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） 
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環
境
事
務
所 

 林野庁 

 文化庁(世界遺産地域) 
アクティブレンジャー 

サブレンジャー 

パークボランティア 

【管理担当機関・担当者】 

本
省 

地方自治体 

自然公園財団 

観光協会 

地元山岳会 

NPO 

・
・
・ 

協力・連携 

協力・連携 

連絡・報告 報告 報告 

【事業主体】 

◇警察署 ◇消防署 ◇医療機関 
◇関係省庁(気象庁、国土交通省、林野庁等) 
◇自治体防災・施設管理担当部局 
(河川、海岸、道路、港湾等、公共施設管理者) 

【非常時関係機関】 

◇学識経験者・専門家 ◇地元有識者  
◇地元団体(山岳会、NPO) ◇観光協会  
◇ガイド協会 ◇山小屋等宿泊施設 

【その他関係機関】 

協議・調整 

【土地所有者等】 

協力・連携 

協力・連携 
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図 8 管理実施体制の例 (協議会形式) 
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Ⅳ－２ 人材育成・訓練システム 

質の高い管理を維持・継続させるため、管理の実務担当者を中心とした以下のような人材育成等

を積極的に行うことが望ましい。 

 

（Ａ）管理技術講習会 

・管理上必要な点検や補修の技術（施設の劣化状況の判断方法、管理道具の使用方法、簡易

な補修方法等）を習得し、またその指導者を育成するため、研修用の場所を設け、管理技

術の講習会を行う。 

・質の高い管理の実践されている現場での現地研修会を実施する。 

・相互に管理技術の情報交換を行い、全体の管理の質を向上させる。 

 

（Ｂ）管理関係者合同視察 

・管理にかかる関係機関相互の管理方針等の意思統一を図るため、必要に応じて管内の合同

視察を実施する。 
 

 

Ⅳ－３ 情報管理システム(情報の収集・蓄積・活用) 

国立公園の管理は、多くの機関・団体等の協力によって行われており、より効率的で適切な管理

を実施するため、情報の共有化を図ることが重要である。 

 

（Ａ）利用者への情報提供等、情報の活用方針 

①実質的管理担当者は、巡視や点検の中で得られた情報のうち、利用者の安全指導や注意

喚起が必要なもの、あるいは自然環境保全上、利用者への協力が必要なもの等、利用者

への発信や措置が必要な情報については、常日頃から情報を集約し、適時・適切な情報

発信等を行う。 

 

②利用者から情報収集の協力を得る等、情報の収集を効率的に行い、より充実したものとす

るためのシステムの導入を検討する。 

 （例） 

・ 登山口で危険・破損情報などを記入・投函してもらう箱の設置、メールで写真等に

よる情報提供 

・ 収集した情報は、データとして蓄積し、現地VC等の管理拠点のほか、全国の自然公

園で情報を共有し、必要な情報は一括してネット上でチェックできるような仕組み

の構築 

・ VC等で事前に情報を得てから入山するような利用形態の促進、利用のあり方の周知

検討 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語表記対訳語集 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語表記対訳語集改訂の経緯 

 

自然公園等事業技術指針 

平成 27年 8月改定 



対訳語1

多言語表記対訳語集

A 1 自然公園 Natural Park 自然公園 自然公园 자연공원

A 2 国立公園 National Park 國家公園 国立公园 국립공원

A 3 国定公園 Quasi-National Park 準國家公園 准国家公园 국립공원

A 4 都道府県立自然公園 Prefectural Natural Park 都道府縣立自然公園 都道府县立自然公园 도도부현립자연공원

A 5 特別地域 Special Zone 特別地域 特别地域 특별지역

A 6 特別保護地区 Special Protection Zone 特別保護地區 特别保护地区 특별보호구역

A 7 第１種特別地域 ClassⅠ Special Zone 第１種特別地域 第1种特别地域 제1종특별지역

A 8 第２種特別地域 ClassⅡ Special Zone 第２種特別地域 第2种特别地域 제2종특별지역

A 9 第３種特別地域 ClassⅢ Special Zone 第３種特別地域 第3种特别地域 제3종특별지역

A 10 利用調整地区 Regulated Utilization Area 利用調整地區 利用调整地区 이용조정지구

A 11 普通地域 Ordinary Zone 普通地域 普通地区 일반지역

A 12 海域公園地区 Marine Park Zone 海洋公園地區 海洋公园区 해양공원지구

A 13 環境省所管地
Land under Ministry of the
Environment Jurisdiction

環境保護署管轄的土地 环境部管辖的土地 환경부소관지역

A 14 集団施設地区 Facility Complex 團體設施地區 集体设施区 집단시설지구

A 15 利用施設 Visitor Facilities 利用設施 利用设施 이용시설

A 16 単独施設 Individual Facilities 獨立設施 独立设施 단독시설

A 17 車道 Road／Roads 道路 车道 도로(차도)

A 18 自転車道 Cycle Lane/Bicycle Trail 自行車道 自行车道 도로(자전거도로)

A 19 歩道 Nature Trail／Hiking Trails 人行道 人行道 도로(보도)

A 20 運輸施設 Transport Facilities 交通設施 交通设施 운수시설

A 21 植生復元 Vegetation Restoration 植被維護 植被恢复 식생복원

A 22 公園管理団体 Park Management Organization 公園管理機構 公园管理机构 공원관리단체

A 23 乗り入れ規制地域 Access Restriction Zones 行車管制地區 对行车进行管制的地域 진입규제지역

A 24 マイカー規制 Regulation of Private Cars 自乘車交通管制 自驾车交通管制 자가용규제

A 25 長距離自然歩道 Long-Distance Nature Trail 長程自然步道 长距离自然人行道 장거리자연보도

A 26 原生自然環境保全地域 Wilderness Area 原生自然環境保全地域 原生自然环境保护区 원생자연환경보전지역

A 27 自然環境保全地域 Nature Conservation Area 自然環境保護區 自然环境保护区 자연환경보전지역

A 28 都道府県自然環境保全地域
Prefectural Nature Conservation
Area

都道府縣自然環境保護
區

都道府县自然环境保护
区

도도부현자연환경보전
지역

A 29 立入制限地区 Restricted Entry Zone 禁止進入地區 禁止随意进入区 출입제한지역

A 30 野生動植物保護地区 Wildlife Protection Zone 野生動植物保護地區 野生動植物保护地区 야생동식물보호구역

A 31 自然再生事業 Nature Restoration Project 自然再生事業 自然再生事业 자연재생사업

A 32 生物多様性 Biodiversity 生物多樣性 生物多样性 생물다양성

A 33 里地里山
Satochi-Satoyama (community-
based forest areas and the
surrounding countryside)

里山 里山 사토야마

A 34 レッドデータブック Red Data Book 紅皮書 红皮书 레드데이터북

A 35 希少野生動植物種
Rare Species of Wild Flora and
Fauna

稀有野生動植物物種 珍稀野生动植物种 희귀야생동식물종

A 36 国指定鳥獣保護区 National Wildlife Protection Area 國家指定鳥獣保護區 国家指定鸟獣保护区 국가지정조수류보호구

A 37 鳥獣保護区 Wildlife Protection Area 鳥獸保護區 鸟獣保护区 조수류보호구

A 38 生息地等保護区 Habitat Conservation Area 生息地等保護區 生息地等保护区 서식지등보호구역

A 39 野生動植物 Wild Flora and Fauna 野生動植物 野生动植物 야생동식물

中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
類

多言語表記する用語
細
分
類

№

分類                                    

A：自然公園法関係等全般     E：安全 

B：禁止・注意・警告等              F：施設表示等                

 B1：公共標識              G：記名・案内・解説等             

 B2：外国人対応（参考例）       １地勢 ２道路 ３交通機関 ４公共施設 

C：フィールドマナー等の啓発        ５自然資源 ６人文資源 ７危険動物 ８その他  

D：ユニバーサルデザイン        H：自然公園名   

                                     

       
    



対訳語2

中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
類

多言語表記する用語
細
分
類

№

分類                                    

A：自然公園法関係等全般     E：安全 

B：禁止・注意・警告等              F：施設表示等                

 B1：公共標識              G：記名・案内・解説等             

 B2：外国人対応（参考例）       １地勢 ２道路 ３交通機関 ４公共施設 

C：フィールドマナー等の啓発        ５自然資源 ６人文資源 ７危険動物 ８その他  

D：ユニバーサルデザイン        H：自然公園名   

                                     

       
    

A 40 野生鳥獣の保護管理
Protection and Management of
Wild Birds and Mammals

野生動物保護和管理 野生动物保护和管理 야생조수의보호관리

A 41 外来生物 Alien Species 外來生物 外来生物 외래생물

A 42 外来種、侵入種
Invasive Species / Invasive Alien
Species

外來種，侵入種 外来种，入侵种 외래종,침입종

A 43 世界遺産 World Heritage 世界遺產 世界遗产 세계유산

A 44 世界自然遺産 World Natural Heritage 世界自然遺產 世界自然遗产 세계자연유산

A 45 世界文化遺産 World Cultural Heritage 世界文化遺產 世界文化遗产 세계문화유산

A 46 ジオパーク Geopark 地質公園 地质公园 지오파크

A 47 世界ジオパーク Global Geopark 世界地質公園 世界地质公园 세계지오파크

A 48 日本ジオパーク Japanese Geopark 日本地質公園 日本地质公园 일본지오파크

A 49 ラムサール条約 The Ramsar Convention 拉姆薩爾濕地公約 拉姆萨尔湿地公约 람사르협약

A 50 重要湿地 Important wetland 重要濕地 重要湿地 중요습지

A 51 湿生植生 Mire Vegetation 濕生植被 湿生植被 습생식물

A 52 湿地保全活動 Wetland Conservation Activities 濕地保護活動 湿地保全活动 습지보전활동

A 53 野鳥の森 Wild bird sanctuary Forest 野鳥森林 野鸟森林 야생조류의숲

A 54 保安林 Protection Forest 森林保護區 森林保护区 보안림

A 55 国民公園 National Garden
国民公園（由環境省管
理，除都市公園、自然公
園以外的公園）

国民公园（由环境省管
理，除都市公园、自然公
园以外的公园）

국민공원

A 56 エコツーリズム Ecotourism 生態旅遊 生态旅游 생태관광

A 57 トレイルランニング Trail Running 山地越野 山地越野 트레일러닝

A 58 日本百名山
One Hundred Mountains of
Japan

日本百名山 日本百名山 일본백대명산

A 59 風致
Landscape, Scenery, Scenic
Beauty

美景 美景 풍치

A 60 景観 Scenery 景觀 景观 경관

A 61 自然保護 Nature Protection 自然保護 自然保护 자연보호

A 62 自然観察 Nature Observation 自然觀察 自然观察 자연관찰

A 63 赤外線カウンター Infrared counter 紅外計數器 红外计数器 적외선카운터

A 64 協力金 Donation 合作金 合作金 협력금

A 65 シカ柵・防鹿柵 Anti-deer fence 鹿圍欄 鹿围栏 사슴울타리/방록책

A 66 自然公園財団 Natural Parks Foundation 自然公園財團 自然公园财团 자연공원재단

A 67 環境省 Ministry of the Environment 環境保護署 环境省 환경부

A 68 自然環境局 Nature Conservation Bureau 自然環境局 自然环境局 자연환경국

A 69 地方環境事務所 Regional Environment Office
地方環境事務所(區域環
境辦公室)

地方环境事务所(区域环
境办公室) 지방환경사무소

A 70 自然保護官事務所 Ranger Station/Ranger Office 自然保護官事務所 自然保护官事务所 자연보호관사무소

A 71 自然保護官 Park Ranger 自然保護官 自然保护官 자연보호관

A 72
国立公園・野生生物事務所及
び国立公園管理官事務所

National Park & Wildlife Office
National Park & Ranger Station

國家公園的野生生物事
務所、國家公園管理處

国立公园的野生生物事
务所、国立公园管理官
事务所

국립공원・야생생물사
무소 및 국립공원관리
요원사무실

A 73 野生生物保護センター Wildlife Center 野生動物保護中心 野生动物保护中心 야생생물보호센터

A 74 国立公園パークボランティア National Park Volunteers 國家公園公園志願者 国家公园公园志愿者
국립공원 파크자원봉
사

A 75 パークボランティア Park Volunteer 園區志工 园区志愿者 파크자원봉사

A 76 自然公園指導員 Volunteer Warden 自然公園指導員 自然公园指导员 자연공원지도원

A 77 アクティブ・レンジャー Assistant Ranger 自然保護官補助員 自然保护官补助员 액티브레인저
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中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
類

多言語表記する用語
細
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類

№

分類                                    

A：自然公園法関係等全般     E：安全 

B：禁止・注意・警告等              F：施設表示等                

 B1：公共標識              G：記名・案内・解説等             

 B2：外国人対応（参考例）       １地勢 ２道路 ３交通機関 ４公共施設 

C：フィールドマナー等の啓発        ５自然資源 ６人文資源 ７危険動物 ８その他  

D：ユニバーサルデザイン        H：自然公園名   

                                     

       
    

A 78 博物展示施設 Visitor Center 博物展覽設施 博物展览设施 박물전시시설

A 79 ビジターセンター Visitor Center 遊客中心 游客中心 방문객센터

A 80
エコミュージアムセンター・自然
情報

Eco-museum Center
生態博物館中心・自然
資訊

生态博物馆中心・自然
信息

에코뮤지엄센터・자연
정보

A 81 休暇村
National Park Resort Villages
(Kyukamura Hotels)

渡假村 度假村 휴가촌

A 82 国民保養温泉地 Hot Spring Health Resort 國民休閒溫泉 国民休闲温泉 국민보양온천지

B 1 83 立入禁止 No entry 請勿進入 不许进入 출입금지

B 1 84 進入禁止 No entry 請勿進入 不许进入 진입금지

B 1 85 不法侵入 No trespassing 非法侵入 非法侵入 불법침입

B 1 86 （植生保護のため）立入禁止
No entry due to vegetation
conservation

（由於植被保護的關係）
請勿進入

（对于植被保护）禁地
(식물보호를위해)출입
금지

B 1 87 （湿原保護のため）立入禁止
No entry due to wetland
conservation

（由於濕地保護的關係）
請勿進入

（对于湿地的保护）禁地
(습원보호를위해)출입
금지

B 1 88 陥没の危険あり　立入禁止 Danger of falling. Keep out! 有塌陷的危險 禁止進入 有塌陷的危险 进入禁止
함몰위험있음 출입금
지

B 1 89 転落の危険あり　立入禁止 Danger of tripping. Keep out! 有墜落的危險 禁止進入
有坠落的危险  进入禁
止

추락위험있음 출입금
지

B 1 90 危険箇所あり　立入禁止 Danger. Keep out! 有危險的地方 禁止進入 有危险地方 进入禁止
위험지역있음 출입금
지

B 1 91
地熱が高く危険のため立入禁
止

No entry due to high
temperatures.

地熱危險地區，請勿進
入

有地热危险，请勿入内
지열이높고 위험하기
때문에 출입금지

B 1 92
火山ガス発生地帯のため立入
禁止

Danger of volcanic gas. Keep
out!

火山氣體揮發地區，請
勿進入

有火山气体的危险，请
勿入内

화산가스발생지역 출
입금지

B 1 93 工事中のため立入禁止 Under construction. Keep out 工地建設中，請勿進入 工地建设中，请勿入内 공사중출입금지

B 1 94 危険・火山性有毒ガス注意 Toxic volcanic gas! 危險，火山性毒氣警告 危险，火山性毒气警告 위험·화산유독가스주의

B 1 95 植生復元地のため立入禁止
Plant revegetation area. Keep
out!

植被維護區，請勿進入
此处是植被恢复区，请
勿入内

식생복원지역 출입금
지

B 1 96 自然再生地のため立入禁止
Nature restoration area. Keep
out!

自然復原區，請勿進入
此处是自然再生区，请
勿入内

자연재생지역 출입금
지

B 1 97 芝生養生中のため立入禁止 Lawn restoration. Keep out! 草坪養護中，請勿進入
此处正在进行草坪养
护，请勿入内 잔디양생중 출입금지

B 1 98 キャンプ禁止 No camping 禁止野營 禁止野营 캠프금지

B 1 99 駐車禁止 No parking 禁止停車 禁止停车 주차금지

B 1 100 自転車乗入禁止 No bicycles 禁行自行車 禁止自行车通行 자전거이용금지

B 1 101 遊泳禁止 No swimming 禁止游泳 禁止游泳 수영금지

B 1 102 水深が深いため遊泳禁止 Deep water. No swimming! 水深危險，請勿游泳 水深，请勿游泳
수심이깊기때문에 수
영금지

B 1 103 危険動物がいるため遊泳禁止
Dangerous marine organisms. No
swimming!

有危險動物，禁止游泳 有危险动物，禁止游泳
위험동물이있기때문에
수영금지

B 1 104 関係者以外立ち入り禁止 Authorized Persons Only 非工作人員，請勿入内 非工作人员，请勿入内 관계자외 출입금지

B 1 105 撮影禁止 No photography 禁止攝影 禁止摄影 촬영금지

B 1 106 飲食禁止 No Food or Drink 禁止飲食 禁止饮食 음식금지

B 1 107 火気厳禁 Fire Danger 禁止點火 禁止点火 화기엄금

B 1 108 土足厳禁 No shoes 請勿穿鞋進入 请勿穿鞋进入 토족엄금

B 1 109 開放厳禁 Keep Closed 嚴禁開放 禁止开放 개방엄금

B 1 110
他のお客様の迷惑になる行為
の禁止

Thank you for contributing to a
quiet and relaxing experience for
everyone

禁止造成其他遊客困擾
的行為

禁止使他人感到讨厌的
行为

다른손님에게 폐가되
는행위금지

B 1 111 危険物の持込み禁止 No Hazardous Items 禁止攜帶危險物品進入 禁止携带危险物品入内 위험물반입금지
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B 1 112 上り段差注意 Caution: uneven access going up 注意上行台階 注意上行台阶 위 단차주의

B 1 113 下り段差注意
Caution: uneven access going
down

注意下行台階 注意下行台阶 아래 단차주의

B 1 114 滑面注意 Caution: slippery surface 小心路滑 小心路滑 미끄러짐주의

B 1 115 転落注意 Caution: drop 小心脚下 小心脚下 추락주의

B 1 116 津波注意（津波危険地帯） Caution: Tsunami hazard zone
注意海嘯（海嘯危險地
區）

注意海啸（海啸危险地
带）

쓰나미주의(쓰나미위험
지역)

B 1 117 火山ガスのため通行注意 Traffic caution: Volcanic gas
火山氣體揮發地區,請小
心通行

此处有火山气体，通行
时请注意

화산가스발생 통행주
의

B 1 118 通行注意 Traffic caution 請小心通行 通行时请注意 통행주의

B 1 119 落石危険・頭上注意 Danger of falling rocks! 落石危險，請注意
有石头滑落的危险，请
注意头顶 낙석위험·머리주의

B 1 120 危険・ヒグマ出没中注意 Caution: bears about!
危險！棕熊出没地區，
請注意

危险！此处有棕熊出
没，请注意 워험!불곰출몰주의

B 1 121 雨天時注意・土石流危険渓流
Danger of landslides when
raining

土石流危險河流，陰雨
天氣時請注意

此处易发泥石流，阴雨
天气时请注意。

우천시주의·토석류위험
계류

B 1 122 悪路のため足下注意 Watch your step: Rough terrain! 路况不佳，請小心通行
路面状况不佳，请通行
时注意。

도로사정이좋지않음
발밑주의

B 1 123 足下に注意 Watch your step 留意腳下 脚下注意 발밑주의

B 1 124 落枝注意 Beware of falling branches 注意樹枝落下 注意树枝落下 나뭇가지 낙하주의

B 1 125 強風に注意 Beware of gusty winds 注意強風 注意强风 강풍주의

B 1 126 雷に注意 Beware of thunder storms 注意落雷 注意落雷 벼락주의

127 稲妻に注意 Beware of lightning 注意閃電 注意闪电 번개주의

B 1 128 道迷いに注意 Be careful not to get lost 注意不要迷路 注意不要迷失方向 길잃음주의

B 1 129 危険 Danger 危險 危险 위험

B 1 130 濃霧のため視界不良です Poor visibility due to dense fog 起濃霧，能見度不佳 有大雾，能见度不好
짙은안개때문에 시야
불량입니다

B 1 131 積雪により道が不明瞭です Trail is unclear due to  snow 積雪造成路徑不明 积雪造成道路不清晰
적설로인해 도로가 불
분명합니다

B 1 132 この水は飲めません Not drinkable 非飲用水 非饮用水
이 물은 마실 수 없습
니다

B 1 133 この先行き止まり Dead end 前方不通 此路前方不通 전방 막다른골목

B 1 134 歩道から踏み出さないように Stay on the trail 請勿偏離人行步道 请不要从人行道出去
보도를 벗어나지마십
시오

B 1 135 塀によじ登らないように Do not climb on the fence 請勿攀爬圍牆 请不要爬栅栏。 담에 오르지마십시오

B 1 136 柵の中に入らないように Stay behind the fence 請勿跨越欄杆 请勿进入围栏中央
울타리안에 들어가지
마십시오

B 1 137 行き止まり Dead end 前方不通 此路前方不通 막다른골목

B 1 138 一方通行 One Way 單行道 单行道 일방통행

B 1 139 工事中 Under construction 正在建設中 正在建设中 공사중

B 1 140 故障中 Out of order 停止服務 停止服务 고장

B 1 141 柵から身をのり出さないこと Do Not Lean Over 不可以從柵欄探出身體 不可以从栅栏探出身体
울타리밖으로 몸을 내
밀지말것

B 1 142 柵から外へ出ないこと Stay This Side 不可以跨越圍欄 请不要从栅栏出去
울타리밖으로 나가지
말것

B 1 143 静かに Quiet please 安靜 安静 조용히

B 1 144
雷のためロープウェイは運休中
です。

Cable car not running due to
thunder

由於打雷的關係，纜車
暫停營運

由于打雷，索道停止。
천둥번개로인해 로프
웨이 운행중지

B 1 145
強風のためロープウェイは運休
中です。

Cable car not running due to
strong winds

由於強風的關係，纜車
暫停營運

由于强风，索道停止。
강풍으로인해 로프웨
이 운행중지
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B 1 146
雷のためロープウェイは運休す
る恐れがあります。

Cable car service suspended in
case of thunder

因山區雷雨所致，纜車
可能暫停營運

由于打雷，索道有可能
停止。

천둥번개로인해 로프
웨이운행을 중지할 수
있습니다

B 1 147
強風のためロープウェイは運休
する恐れがあります。

Cable car service suspended in
case of strong winds

因強風所致，纜車可能
暫停營運

由于强风，索道有可能
停止。

강풍으로인해 로프웨
이운행을 중지할 수
있습니다

B 1 148 過去に雪崩あり Avalanche-prone slope 雪崩曾經發生地區 过去发生过雪崩
과거에 눈사태발생지
역

B 1 149 斜面を横切らないこと Do not traverse these slopes 請勿穿越斜坡 不要穿过斜坡
사면을 가로질러 가지
말것

B 1 150 谷底にとどまらないこと
Do not linger at the bottom of
valleys

請勿停留谷底 不要停留在谷底
계곡바닥에 머무르지
말것

B 1 151 滑落注意 Beware of tripping 注意不要滑落 注意不要滑落 추락주의

B 1 152 立木衝突に注意 Beware of the trees 注意樹木，不要碰撞 请注意树木，不要碰撞 나무에 충돌주의

B 1 153 危険な雪庇あり Risk of snow cornice 積雪，危險！ 有积雪，危险！
눈덮인 워험한 능선있
음

B 1 154 ハザードマップ Hazard Map 災害圖 灾害图 해저드 맵

B 1 155 さわるな Do Not Touch 請勿碰觸 不能碰 만지지 마시오

B 1 156 ここで立ち止まらないこと Please Keep Moving 禁止停車 不要在这里站住 여기에 멈춰서지말것

B 1 157 左側通行 Please Keep Left 左側通行 左侧通行 좌측통행

B 1 158 詳しくは係員へ Ask Staff for details 詳情請洽詢工作人員
欲了解更多信息，请询
问工作人员

자세한내용은 직원에
게

B 1 159
皆様のご理解・ご協力をよろしく
お願い致します

Thank you for your
understanding and cooperation

感謝您的理解和合作
感谢您的理解和大力合
作

여러분의 이해와 협력
을 부탁드립니다

B 1 160
気分の悪い方は係員に声をか
けてください

If you feel unwell, please tell a
staff
member

如感覺不適，敬請告知
工作人員

如感觉不适，请告知工
作人员

몸상태가 좋지않은 분
은 직원에게 말씀해주
십시오

B 1 161 喫煙は指定場所で Smoking in designated areas only 請在指定場所吸菸 吸烟请在指定地点
흡연은 지정된 장소에
서

B 1 162
お問い合わせはXX（電話番号）
まで

For inquiries call Tel XX
洽詢請撥打XX（電話號
碼）

问讯请拨打XX（电话号
码）

문의는 XX(전화번호)로

B 1 163
補助が必要な方は係員までお
声掛けください

Ask staff when in need of
assistance

如需協助，請洽工作人
員

需要帮助，请联络工作
人员

도움이 필요한 분은
직원에게 말씀해주십
시오

B 1 164 再入場できません No Re-entry 不能再入場 不能再入场 재입장할 수 없습니다

B 1 165 ご自由にお取りください Help Yourself 請自由取用 请自取 자유롭게 가져가세요

B 1 166 クレジットカードは使えません No Credit Cards 信用卡不能用 信用卡不能用
신용카드는 사용할 수
없습니다

B 1 167 現金のみ可 Cash Only 限用現金 只能使用现金 현금만 가능

B 1 168
両替はできません
※日本の高額紙幣の両替の場
合とする

No Currency Exchange
不可兌換零錢
※不可将日元大鈔換成
零錢

不可兑换零钱
※不可将日元大数额现
金换成零钱

환전불가
※일본고액지폐의경우

B 1 169
列車が来ます。ご注意くださ
い。

Caution: train approaching 列車來。請注意。 列车来。请注意。
전동차가 들어옵니다.
주의하시기바랍니다

B 2 170
緊急地震速報です。強い揺れ
に注意してください。

This is an earthquake warning.
Beware of strong tremors.

緊急地震廣播！請注意
強烈震動。

紧急地震播报！请注意
强烈震动。

긴급 지진 속보입니다.
강한 흔들림에주의하십
시오

B 2 171
頭を守り、安全な姿勢をとってく
ださい。

Protect your head and body.
保護頭部，請採取安全
姿勢。

保护头部，请做出安全
姿势。

머리를 보호하고 안전
한자세를 취하십시오.

B 2 172
エレベーター、エスカレーター
は使用せず、階段を使用してく
ださい。

Do not use the elevator or
escalator. Use the stairs.

請使用樓梯,切勿搭乘電
梯或電扶梯以策安全。

请勿使用电梯、扶梯，请
走楼梯。

엘리베이터 및 에스컬
레이터 사용을 피하고
계단을 이용하십시오.

B 2 173
落ち着いて、非常放送や施設
関係者の指示に従ってくださ
い。

Keep calm and listen for more
information and instructions.

請保持冷静，聽從緊急
廣播或服務人員的指
示。

请冷静下来，听从应急
广播以及工作人员的指
挥。

침착하게 비상방송 및
시설관계자의 지시에
따라주십시오.
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B 2 174 落ち着いて避難してください。 Keep calm and evacuate. 請冷靜地疏散。 请冷静地疏散。
침착하게 대피하십시
오.

B 2 175
係員の案内や、誘導灯を目印
に避難してください。

Please evacuate, listening out for
instructions and following guide
lights.

請遵從主管人員的引導
或指示燈號進行避難。

请按照工作人员的诱导
和指示灯的标志避难。

직원의 안내와 유도등
을 참고로 대피하십시
오.

B 2 176
〇〇町付近で火災が発生して
います。

There is a fire in  〇〇 ○○附近發生火災。 火灾发生在○○附近。
〇〇부근에 화재가 발
생하였습니다.

B 2 177
現在〇〇地区の火災は、●●
方向へ燃え広がっています。

The fire in 〇〇 is spreading to
●●.

目前，火災○○區，已經
蔓延到●●的方向。

目前，火灾○○区，已经
蔓延到●●的方向。

현재 〇〇지역의 화재
는●●방향으로 번져가
고있습니다

B 2 178 避難の用意をしてください。 Get ready to move to safety 請做好撤離的準備。 请为撤离做准备。 피난준비를하십시오

B 2 179
〇〇地区及び●●地区にいる
方は、直ちに■■方面へ避難
してください。

If you are in 〇〇 or ●●, move
to ■■. Go now.

如果你在○○区以及●
●区，請盡速撤離到 ■
■的方向。

如果你在○○区以及●
●区，请立即撤离到 ■
■的方向。

○○지구 및 ●●지구
에 있는 분은 즉시 ■■
방면 으로 피난하십시
오.

B 2 180
地震による津波が予想されま
す。

A tsunami is expected 地震可能引起海嘯。 地震可能引起海啸。
지진에의한 쓰나미가
예상됩니다.

B 2 181
ただ今、津波注意報が発表さ
れました。

Tsunami warning!
現在，已經發布海嘯警
報。

现在，海啸预警已经发
布。

지금, 쓰나미 주의보가
발표되었습니다.

B 2 182
海岸・河川の近くの方は、高い
ところへ避難してください。

If you are near the sea or a
river,move to high ground.Go
now.

海邊及河川附近的人，
請撤離到高處。

海岸及河川附近的人，
请撤离到高处。

해안이나 하천 근처에
계신분들은 높은곳으로
대피하십시오.

B 2 183
ただ今、津波注意報が解除さ
れました。

The tsunami warning has ended 現在，已取消海嘯警報。
现在，海啸预警已被取
消。

지금 쓰나미주의보가
해제되었습니다.

B 2 184 津波の心配はありません。 There is no tsunami danger 不会發生海嘯。 不会发生海啸。
쓰나미의 걱정은 없습
니다.

B 2 185
さきほど〇〇地区に「大雨・洪
水警報」が出されました。

A "heavy rain and flood warning"
was issued earlier in ○○
district.

剛在○○地区發布了
“大雨和洪水警報”

刚刚在○○地区发布了
“大雨和洪水预警”

조금 전 ○○지구에
「호우 ·홍수경보」가 발
령되었습니다.

B 2 186
低い土地では浸水が発生する
おそれがあります。

There is a risk of flooding in
low-lying areas.

低窪地區，注意淹水危
險。

在海拔较低的地方，有
地面浸水的危险。

낮은지역에는 침수가
발생할 수 있습니다.

B 2 187 厳重に警戒してください。
Please monitor the situation
closely.

請提高警覺！ 请提高警惕！
엄중하게 경계하십시
오.

B 2 188
迅速な救助活動が困難な場所
です。

This place is difficult for a swift
search and rescue teams
operation.

此處無法進行快速救
援。

此处无法进行快速救
援。

신속한 구조활동이 곤
란한 장소입니다.

B 2 189
登山、滑走、自然観察、散策な
どの活動は自己責任です。

Activities such as climbing,
skiing and snowboarding, nature
watching and trekking are all
done at your own risk.

進行登山、滑翔、自然觀
察、散步等活動時若發
生危險，請自行負責。

进行登山、滑翔、自然观
察、散步等活动时若发
生危险，请自行负责。

등산, 스키, 자연관찰,
산책등의 활동은 자기
책임입니다.

B 2 190 野外活動は自己責任です。
All  outdoor activities
undertaken at your own risk.

在野外活動時若發生危
險，請自行負責。

在野外活动时若发生危
险，请自行负责。

야외활동은 자기책임입
니다.

B 2 191
救助を要請した場合は救助費
用を負担していただく場合があ
ります。

You may be charged for the
costs of any  search and rescue
attempt.

請求救援時，視情况負
擔救助費用。

在请求救助时，有时会
根据情况由被救人来承
担救助费用，敬请理解。

구조를 요청하는 경우,
구조 비용을 부담할 수
있습니다

B 2 192 危険予測をしましたか
Have you checked potential
risks?

您進行了對危險的預測
嗎？

您进行过对危险的预测
吗？

위험예측을 했습니까?

B 2 193

天候､視界､地形､積雪状態､体
調､行動予定など､起きるかもし
れない危険や現状をメンバ-全
員が把握していますか

Are you and your party aware of
the weather, visibility , terrain ,
snow conditions , your own
health conditions and any other
potential risks?

每個成員都對天氣、能
見度、地形、積雪情況、
自己的身體狀況、行動
的計畫安排以及可能發
生的危險和現狀有確切
的把握嗎？

每个成员都对天气、视
野、地形、积雪状况、自
己的身体状况、行动的
计划安排以及可能发生
的危险和现状有一个准
确的把握吗？

날씨, 시야, 지형, 적설
상태, 몸상태, 행동예정
등, 발생할지 모를 위험
이나 현상에 대해, 멤버
모두 파악하고 있습니
까?

B 2 194
事故を避ける用意､不慮の事態
への準備は出来ていますか

Have you done a risk assessment
to avoid accidents?

為避免事故以及突發事
件的發生，有周全的準
備嗎？

您对事故以及突发事件
的发生，有周全的准备
吗？

사고예방을위한 준비,
뜻밖의 사태에 대비하
고 있습니까?

B 2 195 十分に装備をしましょう Have sufficient equipment. 請準備周全。 请准备充分。
충분히 장비를갖춥시
다.

B 2 196 緊急連絡先 Emergency contact details 緊急聯絡電話號碼 紧急联络电话号码 긴급연락처
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B 2 197 事故・遭難に備えましょう Prepare for an emergency
以防萬一，請做好遇難
時的準備。

为防止万一，请做好非
常时刻的准备。

사고조난에 대비합시
다

B 2 198 登山計画書を出しましょう Submit a mountain climbing plan 請出示登山計畫書 请出示登山计划书
등산계획서를 제출합
시다.

B 2 199
二人以上での計画的行動は安
全性を大きく高めます。

It is safer to travel in groups of
two or more in the mountains.

兩人以上且依計畫行
動，將大幅提高安全性。

两人以上有计划地行
动，会大大提高安全性。

2인 이상의 계획적인
행동은 안전성을 크게
향상시킵니다

B 2 200
単独行の場合は､より入念な準
備と細心の危険予測を心がけま
しょう

If you do travel alone , prepare
and assess all risks thoroughly.

單獨行動的時候，請務
必進行更加周全縝密的
準備和對危險的預測.

单独行动的时候，请务
必进行更加周密的准备
和对危险的预测。

단독으로 행동할 경우
에는, 보다 철저한 준
비와 세심한 위험예측
을합시다

C 201
スノーモービル等乗り入れ規制
区域

Snowmobile Prohibited Zone 限制雪地車的區域 限制雪地车的区域
스노모빌등 진입규제
지역

C 202
自動車バイク等乗り入れ規制区
域

Motorized Vehicle Prohibited
Zone

限制汽車摩托車的區域 限制汽车摩托车的区域
자동차오토바이등 진
입규제지역

C 203
モーターボート等乗り入れ規制
区域

Motorboat Prohibited Zone 限制摩托艇的區域 限制摩托艇的区域
모터보트등 진입규제
지역

C 204
花を採らないでください／採ら
ない

Do not pick wildflowers/damage
plants.

請勿亂採。 请勿乱采花朵。
꽃을 꺽지마십시오/꺽
지마시오

C 205
動物を獲らないでください／獲
らない

No hunting or fishing 請勿捕捉動物。 请勿捕捉动物。
동물을 잡지마십시오/
잡지마시오

C 206
野生動物に餌を与えないでくだ
さい

Don't feed the wildlife. 請不要餵食野生動物 请不要喂野生动物
야생동물에게 먹이를
주지마십시오

C 207 動物にさわらないように Don't touch the animals. 請勿觸摸動物。 请勿触摸动物。 동물을 만지지마세요

C 208
自然を大切に／自然を大切に
しよう

Care for nature
珍惜自然/讓我們珍惜
大自然

珍惜自然/让我们珍惜
大自然

자연을 소중히/자연을
아끼자

C 209
（植生保護のため）植物を踏ま
ないでください

Do not step on plants (to
protect vegetation).

（為保護植被）請勿踐踏
植物。

（为保护植被）请勿踩踏
植物。

(식물보호를위해)식물
을 밟지마십시오

C 210
（湿原保護のため）植物を踏ま
ないでください

Do not step on plants (for
wetland conservation).

（為保護濕地）請勿踐踏
植物。

（为保护湿地）请勿踩踏
植物。

(습지보호를위해)식물
을 밟지마십시오

C 211
（植生保護のため）木道から降り
ないでください

Stay on the wooden walkway (to
protect vegetation).

（為保護植被）請勿跨越
木道。

（为保护植被）请勿走出
此处的木道。

(식물보호를위해)나무
길에서 내려오지마십시
오

C 212
（湿原保護のため）木道から降り
ないでください

Stay on the wooden walkway (for
wetland conservation).

（為保護濕地）請勿跨越
木道。

（为保护湿地）请勿走出
此处的木道。

(습지보호를위해)나무
길에서 내려오지마십시
오

C 213
（動物の生息地保護のため）木
道から降りないでください

Stay on the wooden walkway (to
protect wildlife habitat).

（為保護動物棲地）請勿
跨越木道。

（为保护动物栖息地）请
勿走出此处的木道。

(동물의 서식지보호를
위해)나무길에서 내려
오지마십시오

C 214 歩道からはずれないでください Stay on the trails. 請勿偏離人行道 请勿偏离人行道
산책길에서 벗어나지
마십시오

C 215
植生保護のため歩道からはず
れないでください

Stay on the trails to protect
vegetation.

為保護植被，請勿偏離
人行道。

为保护植被，请勿偏离
人行道。

식물보호를위해 보도
에서 벗어나지마십시
오

C 216
湿原保護のため歩道からはず
れないでください

Stay on the trails for wetland
conservation.

為保護濕地，請勿偏離
人行道。

为保护湿地，请勿偏离
人行道。

습지보호를위해 보도
에서 벗어나지마십시
오

C 217 ロープの外に出ないでください
Don't stray outside the guide
ropes.

請勿跨越圍繩。 请不要走出围绳外。
로프밖으로 나가지마
십시오

C 218
高山植物の保護(ロープの外に
出ないでください）

Restoration of Wild Plants
(Don't stray outside the guide
ropes).

請保護高山植物（請勿
跨越圍繩。）

请保护高山植物（请不
要走出围绳外。）

고산식물보호(로프밖으
로 나가지마십시오)

C 219
動物の生息地保護のため歩道
からはずれないでください

Stay on the trails to  protect
wildlife habitat.

為保護動物棲地（請勿
偏離步道）

为保护动物栖息地（请
勿偏离人行道）

동물의 서식지보호를
위해 보도에서 벗어나
지 마십시오

C 220 柵を越えないでください Do not cross the fence. 請勿翻越護欄。 请不要翻越护栏。
울타리를 넘어가지마
십시오

C 221
植生保護のため柵を越えない
でください

Do not cross the fence to
protect vegetation.

為保護植被，請勿翻越
護欄。

为保护植被，请勿翻越
护栏。

식물보호를위해 울타
리를 넘어가지마십시
오
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C 222
湿原保護のため柵を越えない
でください

Do not cross the fence for
wetland conservation

為保護濕地，請勿翻越
護欄。

为保护湿地，请勿翻越
护栏。

습지보호를위해 울타
리를 넘어가지마십시
오

C 223
動物の生息地保護のため柵を
越えないでください

Do not cross the fence to
protect wildlife habitat.

為保護動物棲地，請勿
翻越護欄。

为保护动物栖息地，请
勿翻越护栏。

동물의 서식지보호를
위해 울타리를 넘어가
지마십시오

C 224 歩行中禁煙 No smoking while walking 行走中禁止吸菸。 禁止行走中吸烟。 보행중금연

C 225 禁煙 No smoking 禁煙 禁烟 금연

C 226 焚火禁止 No camp fires 嚴禁生火 禁火 모닥불금지

C 227
ペットの持ち込みはご遠慮くだ
さい
ペットの持ち込み禁止

No pets
請勿攜帶寵物入内。
禁止攜帶寵物。

请勿带宠物入内。
禁止携带宠物。

애완동물의 반입은 삼
가해주십시오
애완동물반입금지

C 228 犬の連れ込み禁止 No dogs allowed 禁止帶狗進入。 禁止带狗进入。 애완견동반금지

C 229 犬は鎖につないで Keep dogs on a leash 清拴上狗鏈。 请给狗拴上狗链。 애완견목줄사용

C 230 営業時間 Open from●a.m. to ●ｐ.ｍ. 營業時間 营业时间 영업시간

C 231 定休日は火曜日 Closed on Tuesday 周二歇業 周二歇业 정기휴일은 화요일

C 232 手すりにおつかまりください Hold on to the handrail 請扶住扶手 请扶住扶手 손잡이를 잡으십시오

C 233 通り抜け禁止 No tresspassing 禁止通行 禁止通行 통과금지

C 234 爆竹などの花火類禁止 No fireworks 禁止煙火如鞭炮 禁止烟花爆竹
폭죽등의 불꽃놀이금
지

C 235
大きな音や声を出さないように
しましょう

Do not make loud noises. 請勿大聲喧嘩 请勿大声喧哗 소음・고성방가금지

C 236
ごみは持ち帰ろう（ごみの持ち
帰り）

Please take your trash home.
請各自將垃圾帶回（垃
圾帶回）

请将垃圾带回
쓰레기는 가지고 돌아
갑시다

C 237
ごみは持ち帰ろう/ポジティブな
使い方

Keep our national park clean  No
trash

將我們自己的垃圾攜帶
回家吧!

请把我们自己的垃圾带
回去好吗？

주변을깨끗이

C 238 ごみはごみ箱に、ごみ箱へ Put your trash in the bin 請將垃圾扔到垃圾桶裡 请将垃圾扔到垃圾桶里 쓰레기는 쓰레기통에

C 239 きれいに Keep clean 請保持清潔 请保持清洁 깨끗이

C 240 芝生に入らないで Keep off the grass 請勿進入草地。 请勿进入草地。
잔디밭에 들어가지마
시오

C 241 足跡以外なにも残さないように
Please Leave nothing but
footprints

請勿留下除脚印以外的
任何東西。

请勿留下除脚印以外的
任何东西。

발자국이외에는 아무
것도 남기지말도록

C 242 所要時間 Time required 所需時間 所需时间 소요시간

C 243 通行止め Road closed 道路封閉 道路封闭 통행금지

C 244 車両通行止め No cars allowed 禁止車輛通行 禁止车辆通行 차량통행금지

C 245 自転車通行止め No bicycles allowed 禁止自行車通行 禁止自行车通行 자전거통행금지

C 246 歩行者通行止め No pedestrians allowed 禁止行人通行 禁止行人通行 보행자통행금지

C 247 お金の投げ入れはやめましょう Do not throw coins in. 請勿投放錢幣 请勿投放钱币 돈을 던지지맙시다

C 248 落書きはやめましょう Graffiti forbidden 請勿塗鴉。 请勿涂鸦。 낙서하지맙시다

C 249 石の持ち帰りはやめましょう
Do not take home pebbles and
stones

請勿帶走石頭。 请勿带走石头。 돌을 가져가지맙시다

C 250 三脚の使用禁止 No Tripods 禁止使用三腳架 禁止使用三脚架 삼각대사용금지

D 251 身障者用設備 Accessible facility 殘障人士便利設施 残障人士便利设施 장애인용설비

D 252 車いすスロープ Accessible slope 輪椅斜坡 轮椅斜坡 휠체어경사로

D 253 乳幼児用設備 Nursery 嬰幼兒使用設備 婴幼儿使用设备 영유아용설비

D 254 オストメイト対応設備 Equipped with ostomate facilities 人工肛門對應設備 人工肛门对应设备 인공항문대응설비

D 255 勾配５％以下 Slope 5% maximum 坡度小于5% 坡度小于5% 기울기  5%이하
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D 256 勾配８％以下 Slope 8% maximum 坡度小于8% 坡度小于8% 기울기  8%이하

D 257 勾配８％以上を含む Includes slope over 8% 包括坡度大于8% 坡度8%以及大于8% 기울기  8%이상포함

D 258 身障者用 For disabled visitors 殘障人士使用 残疾人士使用 장애인용

E 259 消火器 Fire extinguisher 滅火器 灭火器 소화기

E 260 非常電話 Emergency telephone 緊急電話 紧急电话 비상전화

E 261 非常ボタン Emergency call button 緊急按鈕 紧急按钮 비상버튼

E 262 自動体外式除細動器(AED)
AED (Automated External
Defibrillator)

自動體外除顫器（AED） 自动体外除颤器（AED） 자동제세동기(AED)

E 263 非常口 Emergency exit 緊急出口 紧急出口 비상구

E 264 広域避難場所 Evacuation area 大規模避難場所 広域避难场所 광역피난장소

E 265 避難所（建物） Evacuation shelter 避難所（建築物） 避难所（建筑物） 대피소 (건물)

E 266 津波避難場所 Tsunami evacuation area 海嘯避難場所 海啸避难场所 쓰나미피난장소

E 267 津波避難ビル Tsunami evacuation building 海嘯避難大樓 海啸避难大楼 쓰나미피난건물

E 268 洪水 Flood 洪水 洪水 홍수

E 269 堤防 Levee 堤防 堤防 제방

F 270 自然探勝路、園路、歩道 Nature trail / Footpath
自然觀景道路、園路、人
行道

自然观景路、园路、人行
道

자연탐승로,원로,보도

F 271 登山道 Trail / Hiking trail 登山步道 登山路 등산로

F 272 避難小屋 Shelter hut 避難小屋 避难小屋 피난오두막

F 273 山小屋 Mountain lodge 棚屋 棚屋 산장

F 274 宿舎 Hotel & Lodge 宿舍 宿舍 숙소

F 275 ホテル Hotel 酒店 酒店 호텔

F 276 宿泊施設、宿泊所 Accommodation／Lodging 住宿 住宿 숙박시설,숙소

F 277 休憩所
Rest area、Rest house（Rest area
はRest houseをふくむ）

休息區 休息区 휴게소

F 278 展望地 View point、Scenic Point 展望地 展望地 전망지

F 279 展望台
Observatory、View Point、Scenic
Point

展望台 展望台 전망대

F 280 展望施設 Observatory 展望設施 展望设施 전망시설

F 281 キャンプサイト Campsite 野營地 野营地 캠프장

F 282 キャンプ場 Campground 野營地 野营地 캠프장

F 283 広場 Plaza 廣場 广场 광장

F 284 園地 Picnic Site 公園用地 公园用地 공원부지

F 285 野営場 Camping Site 野營地 野营地 야영장

F 286 運動場 Playing Ground 操場 运动场 운동장

F 287 歩道（ふつうに歩く道） Working trails 人行道（正常行走可用） 人行道（正常行走可用） 보도(일반보도)

F 288 歩道（傾斜がある道） Hiking trails 人行道（有坡度） 人行道（有倾斜度） 보도(경사가있는보도)

F 289 木道 Wooden path 浮橋 木制的人行道 나무길

F 290 トンネル Tunnel 隧道 隧道 터널

F 291 橋 Bridge 橋樑 桥梁 다리

F 292 歩道橋 Pedestrian Overpass 人行天橋 人行天桥 육교

F 293 スキー場 Ski area 滑雪場 滑雪场 스키장
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F 294 バックカントリースキー Ｂack country skiing 山地滑雪 山地滑雪 백컨트리스키

F 295 スキーサイト Ski site 滑雪勝地 滑雪场地 스키장

F 296 スケート場 Skating Ground 滑冰場 滑冰场 스케이트장

F 297 クロスカントリーコース Cross‐country  course 越野路線 越野路线 크로스컨트리코스

F 298 サイクリング Bicycle 自行車道 自行车道 사이클링

F 299 乗馬施設 Horse Riding Ground 騎馬設施 骑马设施 승마시설

F 300 駐車場 Parking 停車場 停车场 주차장

F 301 ガソリンスタンド Gasoline station 加油站 加油站 주유소

F 302 バス Bus 公共汽車 公共汽车 버스

F 303 バス停、バス乗り場 Bus Stop 巴士站 巴士站 정류장,버스승강장

F 304 タクシー乗り場 Taxi Stand 的士站 的士站 택시승강장

F 305 港 Harbor 港 港 항구

F 306 遊覧船 Tour boat, Pleasure boat 遊船 游船 유람선

F 307 舟遊場 Boating Area 遊艇區 游船区 뱃놀이장소

F 308 遊泳場、水泳場 Swimming Area 游泳區 游泳区 수영경기장,수영장

F 309 ボート・カヌー乗り場 Boat & canoe boarding pier 遊艇和獨木舟的乘船處 游船和独木舟的乘船处 보트・카누 타는곳

F 310 鉄道駅 Railway station、Station 火車站 火车站 철도역

F 311 鉄道 Railroad 鐵路 铁路 철도

F 312 駅 Station 站 站 역

F 313 空港 Airport 機場 机场 공항

F 314 ケーブルカー、ロープウェイ Cable car 纜車，索道 缆车，索道 케이블카,로프웨이

F 315 リフト Chair Lift/Ski Lift 電梯 电梯 리프트

F 316 救護所 First aid 急救站 急救站 구호소

F 317 救護施設 First Aid station 急救設施 急救设施 구호시설

F 318 公衆浴場 Public Bath 公共浴室 公共浴室 공중목욕탕

F 319 お手洗い、トイレ Toilets 洗手間、廁所 洗手间、厕所 화장실

F 320 公衆便所 Restroom、Toilet、Lavatory 公共廁所 公共厕所 공중화장실

F 321 男性用トイレ Men's toilet 男用洗手間 男性用洗手间 남자화장실

F 322 女性用トイレ Women's toilet 女用洗手間 女性用洗手间 여자화장실

F 323 多目的ブース付トイレ Multipurpose toilet unit 多用途洗手間 带多用途房间的洗手间 다목적화장실

F 324 シャワー Shower(bath) 淋浴 淋浴 샤워

F 325 観光案内所 Tourist Information 旅遊諮詢處 旅游信息介绍处 관광안내소

F 326 情報コーナー Information 資訊平台 信息角 정보코너

F 327 案内所/インフォメーション Information 資訊中心 信息中心 안내소/인포메이션

F 328 タクシー Taxi 計程車 出租车 택시

F 329 警察 Police 警察 警察 경찰

F 330 消防署 Fire Station 消防署 消防部门 소방서

F 331 電話 Telephone 電話 电话 전화

F 332 電話ボックス Telephone Booth 電話亭 电话亭 전화박스

F 333 病院 Hospital 醫院 医院 병원

F 334 銀行 Bank 銀行 银行 은행
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F 335 郵便局 Post office 郵局 邮局 우체국

F 336 公民館 Community Center 社區中心 社区中心 공민관

F 337 図書館 Library 圖書館 图书馆 도서관

F 338 寺 Temple 寺廟 寺庙 사원

F 339 神社 Shrine 神社 神社 신사

F 340 土産物屋 Souvenir Shop 紀念品商店 纪念品商店 기념품가게

F 341 歴史的建造物 Historical monument 歷史的建築 历史的建筑 역사적인건물

F 342 美術館
Museum、Museum of Art、Art
gallery

美術館 艺术馆 미술관

F 343 博物館 Museum 博物館 博物馆 박물관

F 344 植物園 Botanical Garden 植物園 植物园 식물원

F 345 動物園 Zoological Park 動物園 动物园 동물원

F 346 水族館 Aquarium 水族館 水族馆 수족관

F 347 野外劇場 Open-Air Theater 露天劇場 露天剧场 야외극장

F 348 喫煙所 Smoking Area 吸煙區 吸烟区 흡연실

F 349 乗船口 Boarding Gate 登船港口 登船港口 승선구

F 350 フェリー、渡船 Ferry 渡輪 渡轮 페리,나룻배

F 351 ジェットフォイル Jetfoil 汽艇 喷流水翼船 고속선

F 352 クルーズ船 Cruise ship 遊輪 游轮 유람선

F 353 高速船 High-speed boat 高速船 高速船 고속선

F 354 海抜 Above Sea Level 海拔 海拔 해발

F 355 高速バス Highway bus 高速巴士 高速巴士 고속버스

F 356 地下鉄 Subway 地鐵 地铁 지하철

F 357 改札口 Ticket Gate 驗票口 检票口 개찰구

F 358 精算所 Fare Adjustment 結帳台 结帐台 정산소

F 359 券売機 Ticket Machine 自動售票機 自动售票机 매표기

F 360 温泉 Hot spring 溫泉 温泉 온천

F 361 エスカレーター Escalator 自動扶梯 自动扶梯 에스컬레이터

F 362 エレベーター Elevator 電梯 电梯 엘리베이터

F 363 バス○分 〇min. by bus 公共汽車○分鐘 公交车○分钟 버스○분

F 364 タクシー○分 〇min. by taxi 計程車○分鐘 出租车○分钟 택시○분

F 365 受付 Reception 簽到處 登记 접수

F 366 チケット売り場 Ticket Office 售票處 售票处 매표소

F 367 入場券売り場 Entrance Ticket Office 售票處 售票处 입장권판매소

F 368 音声ガイド Audio Guide 語音嚮導 语音向导 음성안내

F 369 カフェテリア Cafeteria 自助餐館 自助餐馆 카페테리아

F 370 レストラン Restaurant 餐廳 餐厅 레스토랑

F 371 会計（キャッシャー） Cashier 收銀台 收银台 회계(계산원)

F 372 水飲み場 Drinking Fountain 飲水機 饮水处 급수대

F 373 傘立て Umbrella Stand 傘架 伞架 우산꽂이

F 374 公衆電話 Telephone 公用電話 公用电话 공중전화

F 375 休憩所/待合所 Waiting Room 休息處/集合場所 休息处/集合场所 휴게소/대합실

F 376 授乳室 Nursing Room 哺乳室 哺乳室 수유실
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F 377 ラウンジ Lounge 休息室 休息室 라운지

F 378 非常燈 Emergency Light 緊急照明燈 紧急照明灯 비상등

F 379 忘れ物取扱所 Lost and Found 失物招領處 失物招领处 분실물취급소

F 380 売店 Shop 商店 商店 매점

F 381 宅配 Delivery 送貨上門 送货上门 택배

F 382 企画展 Temporary Exhibition 特別企畫展 特别企划展 기획전

F 383 常設展 Permanent Collection 常設展覽 常设展览 상설전

F 384 特別展 Special Exhibition 專題展覽 专题展览 특별전

F 385 巡回展 Traveling Exhibition 巡迴展 巡回展 순회전

F 386 ミュージアムショップ Museum Shop 博物館商店 博物馆商店 뮤지엄샵

F 387 展示室 Exhibition Room 展覽室 展览室 전시실

F 388 解説室 Commentary Room 解說室 解说室 해설실

F 389 学習展示室 Educational　Display Space 學習展覽室 学习展览室 학습전시실

F 390 ジオラマ Diorama 立體模型 立体模型 디오라마

F 391 スクリーン Screen 屏幕 屏幕 스크린

F 392 パネル Panel 面板 面板 패널

F 393 両替 Currency Exchange 貨幣兌換 货币兑换 환전

F 394 コインロッカー Coin Locker 投幣儲物櫃 投币储物柜 코인로커

F 395 手荷物一時預かり所 Baggage Storage 行李寄存 行李寄存 수하물일시보관소

F 396 お食事処 Restaurant 餐廳 餐厅 식당

F 397 レンタサイクル Rent-a-cycle 出租自行車 出租自行车 자전거대여

F 398 レンタル長靴１足200円 Rubber Boots for rent/200yen 出租靴子1雙200日元 租赁靴子1双200日元 임대장화1켤레200엔

F 399 脱衣所 Changing Room 更衣室 更衣室 탈의실

F 400 階段 Stairs 樓梯 楼梯 계단

F 401 灯台 Lighthouse 燈塔 灯塔 등대

F 402 くさり場 Chains in this area 有登山鎖鏈處 有登山锁链处 쇠사슬난간

F 403 ケルン Cairn 石堆紀念碑 石堆纪念碑 케른

F 404 シャトルバス Shuttle bus 短程往返巴士 短距离往返巴士 셔틀버스

F 405 チップトイレ Toilet (donation requested) 收費廁所 收费厕所 유료화장실

F 406 乗り合いタクシー Shared taxi 共享出租車 共享出租车 합승택시

F 407 風力発電設備 Wind Power Generation Facility 風力發電設備 风力发电设备 풍력발전설비

F 408 水場 Water 飲水處 饮水处 약수터

F 409 水場（飲用不可or煮沸）
Water (not good to drink -
please boil)

供水處（無法直接飲用）
供水处（此处水不能直
接饮用）

물이있는장소(음용불
가,가열필요)

F 410 温水洗浄便座 Warmwater bidet 溫水清洗馬桶 温水清洗马桶 온수세정변기

F 411 携帯トイレ Plastic Bag for toilet 便攜式廁所 便携式厕所 휴대화장실

F 412 携帯トイレブース
Toilet Booth for using Plastic
Bag

便攜式廁所展台 便携式厕所展台 휴대화장실부스

F 413 携帯トイレ回収ボックス Collection box for portable toilet 攜帶式廁所回收箱 便携式厕所回收箱 휴대화장실회수상자

F 414 足（靴）洗い場 Place to wash shoes/boots 洗鞋處 洗鞋处 발(신발)닦는곳

F 415 避難壕 Shelter 避難場所 避难场所 피난벙커

F 416 リサイクル品回収施設 Collection point for recycling 資源回收設施 回收品的回收设施 재활용품회수시설

F 417 高齢者優先設備 Priority facilities for elderly 老年人優先使用的設備 老年人优先使用的设备 노약자우선설비
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F 418 障害のある人・けが人優先設備 Priority facilities for injured
残障者、傷殘者優先使
用的設

残障者、受伤者优先使
用的设备 장애인·부상자우선설비

F 419 内部障害のある人優先設備
Priority facilities for people with
internal disabilities, pacemaker,
etc.

非肢體殘疾者優先使用
的設備

非肢体残疾者优先使用
的设备 내부장애인우선설비

F 420 乳幼児連れ優先設備
Priority facilities for people
accompanied by small children

攜同嬰幼兒的家長優先
使用的設備

带婴幼儿的家长优先使
用的设备 유아동반우선설비

F 421 妊産婦優先設備
Priority facilities for expecting
mothers

孕婦優先使用的設備 孕产妇优先使用的设备 임산부우선설비

F 422 コミュニケーション Communication 溝通 沟通 커뮤니케이션

F 423 靴を脱いでください Please remove your shoes. 請脫下你的鞋子 请脱下你的鞋子 신발을벗으세요

G 1 424 山 Mountain 山 山 산

G 1 425 森 Forest 森林 森林 숲

G 1 426 林 Woods 林地 林地 수풀

G 1 427 草原 Grassland 草原 草原 초원

G 1 428 活火山 Active volcano 活火山 活火山 활화산

G 1 429 カルデラ Caldera 火山口 火山口 칼데라

G 1 430 川、河川 River 河、河流 河、河流 강,하천

G 1 431 小川 Stream 溪流 溪流 작은강

G 1 432 湖 Lake 湖 湖 호수

G 1 433 池 Pond 池塘 池塘 연못

G 1 434 湾 Bay 海灣 海湾 만

G 1 435 半島 Peninsula 半島 半岛 반도

G 1 436 島 Island 島 岛 섬

G 1 437 ガレ場 Scree slope 有碎石的地方 有碎石的地方 돌무더기

G 1 438 右岸 Right bank 右岸 右岸 우측제방

G 1 439 左岸 Left bank 左岸 左岸 좌측제방

G 2 440 ダム Dam 水壩 坝 댐

G 2 441 至 To 到、到達 到、到达 방면

G 2 442 管理用道路 Private road 管理用道路 管理用道路 관리용도로

G 2 443 交通規制 Traffic restriction 交通管制 交通管制 교통규제

G 3 444 乗換 Transfer 轉乘 换乘 환승

G 4 445 森林管理署 District Forest Office 森林管理站 森林管理站 산림관리소

G 4 446 都道府県庁 Prefectural Office 都道府縣廰 都道府县的政府办公室 지방자치단체

G 4 447 市役所 City Hall 市政府 市政府 시청

G 4 448 町役場 Town Office 市政廳 市政厅 동사무소

G 4 449 村役場 Village Office 村辦公室 村政府办公室 면사무소

G 5 450 干潟 Mudflat 潟湖 滩涂 갯벌

G 5 451 峡谷 Valley 峽谷 峡谷 협곡

G 5 452 高原 Highland 高原 高原 고원

G 5 453 露天風呂 Rotenburo (outdoor bath) 露天浴池 露天浴池 노천탕

G 5 454 棚田 Tanada (rice terrace) 梯田 梯田 계단식밭

G 5 455 里山
Satoyama (community-based
forest area)

里山 里山 마을숲

G 5 456 泉 Spring, Fountain 噴泉 泉 샘
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G 5 457 滝 Falls 瀑布 瀑布 폭포

G 5 458 洞窟 Cave 洞穴 洞穴 동굴

G 5 459 峠 Pass 嶺 山口 고개

G 5 460 鍾乳洞 Limestone Cavern 鐘乳洞 溶洞 종유동

G 5 461 丘陵 Hilly Area 丘陵 丘陵 언덕

G 5 462 山麓 Foot of Mountain 山腳下 山脚下 산록

G 5 463 山頂 Peak 山頂 山顶 산정

G 5 464 岬 Cape 岬角 岬角 곶

G 5 465 湿地 Wetland (marshland, bog) 濕地 湿地 습지

G 5 466 湿原 Marshland (bog) 濕地 湿地 습지

G 5 467 林 Woods/Forest/Grove 林地 林地 수풀

G 5 468 森 Forest 森林 森林 숲

G 5 469 牧場 Ranch 牧場 牧场 목장

G 5 470 サンゴ礁 Coral reef 珊瑚礁 珊瑚礁 산호초

G 5 471 雪渓 Snowy valley / snow patch 白雪皚皚的山谷 白雪皑皑的山谷 눈덮인계곡

G 6 472 記念物 Monument 紀念性建築物 纪念性建筑及物件 기념물

G 6 473 国宝 National Treasure 國寶 国宝 국보

G 6 474 史跡 Historic Site 歷史遺跡 历史遗迹 사적

G 6 475 重要文化財 Important Cultural Property 重要文化遺產 重要文化遗产 중요문화재

G 6 476 石碑 Stone Monument 石碑 石碑 비석

G 6 477 塚 Mound 塚、墓 塚/墓 무덤

G 6 478 天然記念物 Natural Monument 天然紀念物 天然纪念物 천연기념물

G 6 479 登録有形文化財
Registered Tangible Cultural
Property

註冊的有形文化財產 注册的有形文化财产 등록유형문화재

G 6 480 特別史跡 Special Historic Site 特別史蹟 特别史迹 특별사적

G 6 481 特別天然記念物 Special Natural Monument 特別天然紀念物 特别天然纪念物 특별천연기념물

G 6 482 特別名勝 Special Place of Scenic Beauty 特别風景名勝 特别名胜 특별명승

G 6 483 埋蔵文化財 Buried Cultural Property 埋藏文化遺產 埋藏文化遗产 매장문화재

G 6 484 名勝 Place of Scenic Beauty 名勝 名胜 명승

G 6 485 有形文化財 Tangible Cultural Property 有形文化遺產 有形文化遗产 유형문화재

G 6 486 重要伝統的建造物群保存地区
Important Preservation Zone for
a Group of Traditional Buildings

重要的傳統建築物群保
存地區

重要的传统建筑群保存
地区

중요전통적건조물군보
존지구

G 6 487 伝統的建造物群 Group of Traditional Buildings 傳統建築 传统建筑群 전통적건조물군

G 6 488 伝統的建造物群保存地区
Preservation Zone for a Group of
Traditional Buildings

歷史建築保護區 传统建筑群保护地区
전통적건조물군보존지
구

G 6 489 登録記念物 Registered Monument 註冊紀念碑 注册纪念性建筑及物件 등록기념물

G 6 490 旧跡 Historic Site 古蹟 古迹 고적

G 6 491 絵画 Painting 繪畫 绘画 회화

G 6 492 解説 Commentary 評論 讲解 해설

G 6 493 オーディオビジュアル Audio visual 視聽 视听 시청각

G 6 494 展示 Display 展覽 展览 전시

G 6 495 展示テーマ Display Theme 展覽主題 展览主题 전시테마

G 6 496 解説文 Commentary 說明文 说明文 해설문

G 6 497 ガイド Guide 嚮導 导游 가이드
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中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
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多言語表記する用語
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№
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D：ユニバーサルデザイン        H：自然公園名   

                                     

       
    

G 6 498 ガイドツアー Guided Tour 導覽 配向导的旅游团 가이드투어

G 6 499 フィールドワーク Fieldwork 野外考察 实地调查 현지조사

G 6 500 寄贈 Donation 捐款 赠送 기증

G 6 501 鑑定 Expert opinion 鑑定 鉴定 감정

G 6 502 休憩用いす Feel free to sit down here 休息用椅子 休息用椅子 휴식용의자

G 6 503 蛍光灯 Fluorescent Light 熒光燈 荧光灯 형광등

G 6 504 ガイドブック Guidebook 指南 指南 가이드북

G 6 505 模型 Model 模型 模型 모형

G 6 506 模造品 Imitation 仿製品 仿制品 모조품

G 6 507 パンフレット Pamphlet 手册 小册 팜플렛

G 6 508 リーフレット Leaflet 傳單 手册 전단지

G 6 509 ビデオ Video 視頻 视频 비디오

G 6 510 録音 Audio Recording 錄音 录音 녹음

G 6 511 フィルム Film 電影 电影 필름

G 6 512 ポスター Poster 海報 海报 포스터

G 6 513 実演 Demonstration 表演 表演 실연

G 6 514 写真 Photograph 照片 照片 사진

G 6 515 写真撮影 Photography 攝影 摄影 사진촬영

G 6 516 収蔵 In Storage 收藏 收藏 소장

G 6 517 修復 Restoration 修復 修复 복구

G 6 518 出版物 Publication 出版物 出版物 출판물

G 6 519 情報源 Source 消息來源(出處) 信息来源 출처

G 6 520 誘導ロープ Guide Rope 導覽繩 导绳 유도로프

G 6 521 会期 Dates 會期 会期 회기

G 6 522 開館時間 Opening hours 開放時間 开放时间 개관시간

G 6 523 休館日 Closed 閉館日 闭馆日 휴관일

G 6 524 入館料 Admission fee 票價 票价 입장료

G 6 525 合掌づくり
Gassho-zukuri (hands-in-prayer
roof style)

合掌屋（建築形式） 合掌式（建筑形式） 합장식건축

G 6 526 古民家 Kominka (traditional farmhouse) 老房子 老房子 고민가

G 7 527 クマ Bear 熊 熊 곰

G 7 528 ツキノワグマ Asian black bear 黑熊 黑熊 반달곰

G 7 529 ヒグマ Brown bear 棕熊 棕熊 불곰

G 7 530 ヘビ Snake 蛇 蛇 뱀

G 7 531 マムシ Mamushi pit viper 蝮蛇 蝮蛇 살무사

G 7 532 ハブ Okinawa Habu viper 響尾蛇 响尾蛇 독사

G 7 533 ニホンザル Macaque monkey 日本獼猴 日本猕猴 일본원숭이

G 7 534 イノシシ Wild boar 野豬 野猪 멧돼지

G 7 535 ハチ Bee 蜜蜂 蜜蜂 벌

G 7 536 スズメバチ Giant hornet 虎頭蜂 马蜂 말벌

G 7 537 クラゲ Jellyfish 水母 海蜇 해파리

G 8 538 現在地 You are here 現在位置 你在这里 현재위치

G 8 539 位置図 Location Map 位置圖 位置图 위치도



対訳語16

中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
類

多言語表記する用語
細
分
類

№

分類                                    

A：自然公園法関係等全般     E：安全 
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G 8 540 凡例 Legend 圖例 图例 범례

G 8 541 近道 Short Cut 捷徑 捷径 지름길

G 8 542 矢印 Directional arrow 箭頭 箭头 화살표

G 8 543 徒歩○分 〇min. on foot 走○分鐘 走○分钟 도보○분

G 8 544 トレッキング Trekking 登山 登山 트레킹

G 8 545 入場料 Admission fee 票價 票价 입장료

G 8 546 ご来館の皆様へ Notice to Visitors 謹致蒞臨本館的遊客 致来到本馆的游客 내관하신여러분께

G 8 547 施設のご案内 Information 設施介紹 介绍设施的标示 시설안내

G 8 548 展示案内 Event Information 展覽介紹 介绍展览的标示 전시안내

G 8 549 館内のご案内 Facility Information 館內介紹 管内的标示 관내안내

G 8 550 順路 This way please 參觀路線 参观顺序 순로

G 8 551 お弁当 Lunchboxes 餐盒 盒饭 도시락

G 8 552 名産品 Local Product 名產 特产 명산품

G 8 553 特産品 Local Specialty 特產 特产 특산품

G 8 554 名物料理 Local Delicacy 特色料理 特色料理 명물요리

G 8 555 工芸品 Craft Product 手工藝品 工艺品 공예품

G 8 556 民芸品 Folkcraft Product 民間藝術品 民间艺术品 민예품

G 8 557 暖房 Heating 温室 暖气 난방

G 8 558 温泉療養 Hot spring treatment 溫泉療養 温泉疗养 온천요양

G 8 559 郷土料理 Local Cuisine 當地美食 当地美食 향토요리

G 8 560 森林セラピー Woodland Therapy 森林療法 森林疗法 산림테라피

G 8 561 川下り River Trip 泛舟 河漂流 래프팅

G 8 562 東 East 東 东 동

G 8 563 西 West 西 西 서

G 8 564 南 South 南 南 남

G 8 565 北 North 北 北 북

G 8 566 ○合目　　(例：２合目) 〇Station　（ex:2nd Station) ○合目（例如；2合目） ○合目（例如：2合目） ○합목(예:2합목)

G 8 567 入口 Entrance 入口 入口 입구

G 8 568 出口 Exit 出口 出口 출구

G 8 569 ○○の自然 Nature of ○○ ○○的自然 ○○的自然 ○○의자연

G 8 570 ○○の歴史 History of　○○ ○○的歷史 ○○的历史 ○○의역사

G 8 571 アイゼン Crampons 冰爪 冰爪 아이젠

G 8 572 雨量規制
Traffic restriction due to heavy
rainfall

依照降雨量，進行道路
通行管制

根据降雨量，对道路通
行进行调控 강우량규제

G 8 573 汚物 Feculence 污垢 污垢 오물

G 8 574 建築面積 Built-up Area/ Building Area 建築面積 建筑面积 건축면적

G 5 575 延べ面積 Architectural area/ Total area 總面積 总面积 연면적

G 8 576 コンパス Compass 指南針 指南针 나침반

G 8 577 スタンプラリー Stamp rally 蓋章接力賽 印章接力赛 스탬프랠리

G 8 578 スマートフォン Smartphone 智能手機 智能手机 스마트폰

G 8 579 携帯電話 Ｍobile phone 手機 手机 휴대전화

G 8 580 タブレット Ｔablet 平板電腦 平板电脑 태블릿
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G 8 581 太陽光発電設備
PV solar power generation
system

光伏設備 光伏设备 태양광발전설비

G 8 582 暖房設備 Heater 暖氣設備 暖气设备 난방시설

G 8 583 鉄筋コンクリート造 Steel-reinforced concrete 鋼筋混凝土 钢筋混凝土 철근콘크리트조

G 8 584 トイレットペーパー Toilet paper 衛生紙 卫生纸 화장지

G 8 585 登山者カウンター Trail counter 登山者計數器 登山者计数器 등산객카운터

G 8 586 登山届
Mountain-climber registration
form

登山通知 登山通知 등산신고

G 8 587 木造 Wooden 木結構 木结构 목조

G 8 588 冷房設備 Air conditioner 冷氣設備 冷气设备 냉방시설

G 8 589 気温 Temperature 氣溫 气温 기온

G 8 590 最高気温 Maximum temperature 最高溫度 最高气温 최고기온

G 8 591 最低気温 Minimum temperature 最低氣溫 最低气温 최저기온

G 8 592 三角点
Triangulation point/ Stone
triangulation marker

三角點 三角点 삼각점

G 8 593 湿度 Humidity 濕度 湿度 습도

G 8 594 晴れ Fine weather 晴 晴 맑음

G 8 595 雨 Rain 雨 雨 비

G 8 596 雪 Snow 雪 雪 눈

G 8 597 地図 Map 地圖 地图 지도

G 8 598 天気 Weather 天氣 天气 날씨

G 8 599 徒渉 Wade across a stream 涉水 徒步跋涉 도보

G 8 600 非常食 Emergency food 應急食品 应急食品 비상식

G 8 601 行動食 Rations 行動糧食 运动食品 행동식

G 8 602 無料 Free of charge 免費 免费 무료

G 8 603 有料 For a fee / Pay 收費 收费 유료

H 604 利尻礼文サロベツ Rishiri-Rebun-Sarobetsu 利尻禮文佐呂別 利尻礼文佐呂別 리시리레분사로베트

H 605 知床 Shiretoko 知床 知床 시레토코

H 606 阿寒 Akan 阿寒 阿寒湖 아칸

H 607 釧路湿原 Kushiroshitsugen 釧路濕原 钏路湿原 구시로습원

H 608 大雪山 Daisetsuzan 大雪山 大雪山 다이세쓰산

H 609 支笏洞爺 Shikotsu-Toya 支笏洞爺 支笏洞爷 시코쓰토야

H 610 十和田八幡平 Towada-Hachimantai 十和田八幡平 十和田八幡平 도와다하치만타이

H 611 三陸復興 Sanriku Fukko(reconstruction) 三陸復興 三陆复兴 산리쿠부흥

H 612 磐梯朝日 Bandai-Asahi 磐梯朝日 磐梯朝日 반다이아사히

H 613 日光 Nikko 日光 日光 닛코

H 614 尾瀬 Oze 尾瀨 尾濑 오제

H 615 上信越高原 Joshin'etsukogen 上信越高原 上信越高原 조신에쓰고원

H 616 妙高戸隠連山 Myoko-Togakushi renzan 妙高戶隱連山 妙高户隐连山 묘코토가쿠시렌잔

H 617 秩父多摩甲斐 Chichibu-Tama-Kai 秩父多摩甲斐 秩父多摩甲斐 치치부타마카이

H 618 小笠原 Ogasawara 小笠原 小笠原 오가사와라

H 619 富士箱根伊豆 Fuji-Hakone-Izu 富士箱根伊豆 富士箱根伊豆 후지하코네이즈

H 620 中部山岳 Chubusangaku 中部山嶽 中部山岳 중부산악

H 621 白山 Hakusan 白山 白山 하쿠산

H 622 南アルプス Minami Alps 南阿爾卑斯 南阿尔卑斯 미나미알프스
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H 623 伊勢志摩 Ise-Shima 伊勢志摩 伊势志摩 이세시마

H 624 吉野熊野 Yoshino-Kumano 吉野熊野 吉野熊野 요시노쿠마노

H 625 山陰海岸 San'inkaigan 山陰海岸 山阴海岸 산인해안

H 626 瀬戸内海 Setonaikai 瀨戶內海 濑户内海 세토나이카이

H 627 大山隠岐 Daisen-Oki 大山隱岐 大山隐岐 다이센오키

H 628 足摺宇和海 Ashizuri-Uwakai 足摺宇和海 足折宇和海 아시즈리우와카이

H 629 西海 Saikai 西海 西海 사이카이

H 630 雲仙天草 Unzen-Amakusa 雲仙天草 云仙天草 운젠아마쿠사

H 631 阿蘇くじゅう Aso-Kuju 阿蘇九重 阿苏九重 아소쿠쥬

H 632 霧島錦江湾 Kirishima-Kinkowan 霧島錦江灣 雾岛锦江湾 기리시마긴코만

H 633 屋久島 Yakushima (Island) 屋久島 屋久岛 야쿠시마

H 634 慶良間諸島 Keramashoto 慶良間諸島 庆良间诸岛 게라마제도

H 635 西表石垣 Iriomote-Ishigaki 西表石垣 西表石垣 이리오모테이시가키

H 636 暑寒別天売焼尻 Shokanbetsu-Teuri-Yagishiri 暑寒別天賣燒尻 暑寒别天卖烧尻
쇼칸베츠테우리야기시
리

H 637 網走 Abashiri 網走 网走 아바시리

H 638 ニセコ積丹小樽海岸 Niseko-Shakotan-Otarukaigan 二世谷積丹小樽海岸 二世谷积丹小樽海岸
니세코샤코탄오타루해
안

H 639 日高山脈襟裳 Hidakasanmyaku-Erimo 日高山脈襟裳 日高山脉襟裳 히다카산맥에리모

H 640 大沼 Onuma 大沼 大沼 오누마

H 641 下北半島 Shimokitahanto 下北半島 下北半岛 시모키타반도

H 642 津軽 Tsugaru 津輕 津轻 쓰가루

H 643 早池峰 Hayachine 早池峰 早池峰 하야치네

H 644 栗駒 Kurikoma 栗駒 栗驹 구리코마

H 645 南三陸金華山 Minamisanriku-Kinkazan 南三陸金華山 南三陵金华山 미나미산리쿠긴가산

H 646 蔵王 Zao 藏王 藏王 자오

H 647 男鹿 Oga 男鹿 男鹿 오가

H 648 鳥海 Chokai 鳥海 鸟海 쵸카이

H 649 越後三山只見 Echigosanzan-Tadami 越後三山只見 越后三山只见 에치고산잔타다미

H 650 水郷筑波 Suigo-Tsukuba 水鄉筑波 水乡筑波 스이고츠쿠바

H 651 妙義荒船佐久高原 Myogi-Arafune-Sakukogen 妙義荒船山佐久高原 妙义荒船佐久高原 묘기아라후네사쿠고원

H 652 南房総 Minamiboso 南房總 南房总 미나미보소

H 653 明治の森高尾 Meiji Memorial Forest Takao 明治之森高尾 明治之森高尾 메이지노모리다카오

H 654 丹沢大山 Tanzawa-Oyama 丹澤大山 丹泽大山 탄자와오야마

H 655 佐渡弥彦米山 Sado-Yahiko-Yoneyama 佐渡彌彥米山 佐渡弥彦米山 사도야히코요네야마

H 656 能登半島 Notohanto 能登半島 能登半岛 노토반도

H 657 越前加賀海岸 Echizen-Kagakaigan 越前加賀海岸 越前加贺海岸 에치젠카가해안

H 658 若狭湾 Wakasawan 若狹灣 若狭湾 와카사만

H 659 八ケ岳中信高原 Yatsugatake-Chushinkogen 八岳中信高原 八岳中信高原 야쓰가다케추신고원

H 660 天竜奥三河 Tenryu-Okumikawa 天龍奧三河 天龙奥三河 텐류오쿠미카와

H 661 揖斐関ケ原養老 Ibi-Sekigahara-Yoro 揖斐關原養老 揖斐关原养老 이비세키가하라요로

H 662 飛騨木曽川 Hida-Kisogawa 飛騨木曾川 飞弹木曾川 히다키소가와

H 663 愛知高原 Aichikogen 愛知高原 爱知高原 아이치고원

H 664 三河湾 Mikawawan 三河灣 三河湾 미카와만

H 665 鈴鹿 Suzuka 鈴鹿 铃鹿 스즈카
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中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語英語
分
類

多言語表記する用語
細
分
類

№

分類                                    

A：自然公園法関係等全般     E：安全 

B：禁止・注意・警告等              F：施設表示等                

 B1：公共標識              G：記名・案内・解説等             

 B2：外国人対応（参考例）       １地勢 ２道路 ３交通機関 ４公共施設 

C：フィールドマナー等の啓発        ５自然資源 ６人文資源 ７危険動物 ８その他  

D：ユニバーサルデザイン        H：自然公園名   

                                     

       
    

H 666 室生赤目青山 Muroo-Akame-Aoyama 室生赤目青山 室生赤目青山 무로아카메아오야마

H 667 琵琶湖 Biwako 琵琶湖 琵琶湖 비와코

H 668 丹後天橋立大江山 Tango-Amanohashidate-Oeyama 丹後天橋立大江山 丹后天桥立大江山
단고아마노하시다테오
에야마

H 669 明治の森箕面 Meiji Memorial Forest Minoo 明治之森箕面 明治之森箕面 메이지노모리미노오

H 670 金剛生駒紀泉 Kongo-Ikoma-Kisen 金剛生駒紀泉 金刚生驹纪泉 콘고이고마키센

H 671 氷ノ山後山那岐山 Hyonosen-Ushiroyama-Nagisan 冰之山後山那岐山 冰之山后山那岐山
효노센우시로야마나기
산

H 672 大和青垣 Yamato-Aogaki 大和青垣 大和青垣 야마토아오가키

H 673 高野龍神 Koya-Ryujin 高野龍神 高野龙神 코야류진

H 674 比婆道後帝釈 Hiba-Dogo-Taishaku 比婆道後帝釋 比婆道后帝释 히바도고타이샤쿠

H 675 西中国山地 Nishichugokusanchi 西中國地方山脈 西中国山地 니시츄고쿠산지

H 676 北長門海岸 Kitanagatokaigan 北長門海岸 北长门海岸 키타나가토해안

H 677 秋吉台 Akiyoshidai 秋吉台 秋吉台 아키요시다이

H 678 剣山 Tsurugisan 劍山 剑山 츠루기산

H 679 室戸阿南海岸 Muroto-Anankaigan 室戶阿南海岸 室户阿南海岸 무로토아난해안

H 680 石鎚 Ishizuchi 石錘 石锤 이시즈치

H 681 北九州 Kitakyushu 北九州 北九州 키타큐슈

H 682 玄海 Genkai 玄海 玄海 겐카이

H 683 耶馬日田英彦山 Yaba-Hita-Hikosan 耶馬日田英彥山 耶马日田英彦山 야바히타히코산

H 684 壱岐対馬 Iki-Tsushima 壹岐對馬 壹岐对马 이키쓰시마

H 685 九州中央山地 Kyushuchuosanchi 九州中央山脈 九州中央山地 규슈츄오산지

H 686 日豊海岸 Nippokaigan 日豐海岸 日丰海岸 닛포해안

H 687 祖母傾 Sobo-Katamuki 祖母傾 祖母倾 소보가타무키

H 688 日南海岸 Nichinankaigan 日南海岸 日南海岸 니치난해안

H 689 甑島 Koshikishima 甑島 甑岛 코시키시마

H 690 奄美群島 Amamigunto 竜美群島 奄美群岛 아마미군토

H 691 沖縄海岸 Okinawakaigan 沖繩海岸 冲绳海岸 오키나와해안

H 692 沖縄戦跡 Okinawasenseki 沖繩戰場遺址 冲绳战场遗迹 오키나와전적

H 693 遠音別岳 Onnebetsudake 遠音別嶽 远音别岳 온네베쓰다케

H 694 十勝川源流部 Head of River Tokachi 十勝川源頭部分 十胜川上游部分 도카치가와겐류부

H 695 南硫黄島 Minami Iwojima (Island) 南硫磺島 南硫磺岛 미나미이오토

H 696 大井川源流部 Head of River Ooi 大井川源頭部分 大井川上游部分 오오이가와겐류부

H 697 大平山 Ohirayama 大平山 大平山 오히라산

H 698 白神山地 Shirakami sanchi 白神山地 白神山地 시라카미산지

H 699 和賀岳 Wagadake 和賀嶽 和贺岳 와가다케

H 700 大佐飛山 0sabiyama 大佐飛山 大佐飞山 오사비야마

H 701 利根川源流部 Head of River Tone 利根川源頭部分 利根川上游部分 토네가와겐류부

H 702 笹ヶ峰 Sasagamine 笹峰 笹峰 사사가미네

H 703 白髪岳 Shiragadake 白髪嶽 白发岳 시라가다케

H 704 稲尾岳 Inaodake 稻尾嶽 稻尾岳 이나오다케

H 705 崎山湾・網取湾 Sakiyamawan (Bay)- Amitoriwan(Bay) 崎山灣・網取灣 崎山湾・网取湾
사키야마만・아미토리
만

H 706 小笠原諸島 Ogasawara Islands 小笠原群島 小笠原群岛 오가사와라제도
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